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（大飯発電所原子炉施設保安規定） 

緊急時対策所の機能移行に伴う変更他について 

 

 

（１）３，４号炉緊急時対策所の機能移行に伴う変更について 

大飯発電所３，４号炉の緊急時対策所については、現在運用中の１，２号炉原子炉補

助建屋内に設置している緊急時対策所から、新たに設置する緊急時対策所建屋内に緊急

時対策所機能を移行する計画としている。 

緊急時対策所機能の移行に伴い、緊急時対策所に関連する設備の名称、運転上の制限、

手順等が変更となるため、それに関連する以下の保安規定条文の変更を行う。 

 

・第９０条（重大事故等対処設備） 

・第１５２条（運転員の確保） 

・添付２（火災、内部溢水、火山影響等および自然災害発生時の対応に係る実施基準） 

・添付３（重大事故等および大規模損壊対応に係る実施基準） 

 

 

（２）３，４号炉重大事故等対策における操作の想定時間の一部変更について 

操作の確実性を高めるため、重大事故等対策における操作のうち送水車を用いる操

作の想定時間に対して、移動時間及び作業時間の追加を行う。 

当該想定時間の追加に伴い、それに関連する以下の保安規定条文の変更を行う。 

 

・添付３（重大事故等および大規模損壊対応に係る実施基準） 

 

以 上 
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添付資料 

１：大飯発電所原子炉施設保安規定 保安規定審査基準の要求事項に対する保安規定変

更内容の説明 

 

補足説明資料 

１：大飯発電所 緊急時対策所の機能移行に係る原子炉施設保安規定変更概要について 

２：保安規定第９０条における運転上の制限等について 

３：上流文書（設置変更許可申請書、工事計画認可申請書）から保安規定への記載内容 

４：緊急時対策所の居住性確保に関する手順等について 

５：設置許可および火山影響等発生時における電源車の整理について 

６：火山影響等発生時における緊急時対策所の居住性確保に係る対応およびその成立性

について 

７：緊急時対策所非常用空気浄化フィルタユニットのうちよう素フィルタ凍結防止に係

る具体的な管理方法について 

８：屋外の重大事故等対処設備の除雪運用について 

９：火災防護計画について 

１０：実条件性能確認について 
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添付資料－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大飯発電所原子炉施設保安規定 
 

保安規定審査基準の要求事項に対する 

保安規定変更内容の説明 
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（本資料において、ご説明する事項） 

 

原子炉施設保安規定の変更認可申請においては、変更内容に関する下記の２点についてご確認

いただく必要がある。 

① 実用炉規則第９２条第１項各号及び「実用発電用原子炉及びその附属施設における発電用原

子炉施設保安規定の審査基準」（以下「保安規定審査基準」という。）に定める基準に適合す

るものであること。 

② 原子炉等規制法第４３条の３の２４第２項に定める「核燃料物質若しくは核燃料物質によつ

て汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上十分でないものであること」に該当し

ないこと。 

 

そのため、本資料の説明の構成は次のとおり。 

 

１．保安規定審査基準の要求事項に対する保安規定変更条項の整理 

実用炉規則第９２条第１項及び保安規定審査基準（以下、「審査基準等」という。）で要求さ

れる事項について、既認可の保安規定においてどの条項で対応しているかを整理している。 

今回の変更認可申請において、審査基準等に適合する変更内容であることを説明するため、

審査基準等が要求する事項に対して直接的に該当する内容を変更するものについては変更有無

欄に「有」を記載し、「主要な変更対象の項目」として黄色ハッチングを行う。 

また、審査基準等が要求する事項に対して、直接的に該当する内容の変更ではないものの、

条文単位で該当するものについては、変更有無欄にどの実用炉規則要求で変更するかを【Ｏ

Ｏ関連にて変更】と明示する。 

 

２．保安規定審査基準の要求事項に対する保安規定の記載内容 

前項において抽出された「審査基準等－保安規定条文の変更」について、詳細な対比を行

い、審査基準等に適合する変更内容であること、又は審査基準等が要求する事項に影響のな

い変更内容であることを「保安規定の記載の考え方」欄でご説明する。 

また、保安規定の変更内容に対応する社内標準（２次文書）の変更概要を記載する。 

 

なお、上述②の観点をご説明するためには、記載の妥当性を示す必要があるが、本表内で説

明しきれない部分については、「補足説明資料」を添付する。 

 

補足説明資料 

変更内容の詳細事項を説明する。 

特に、法令、上流規制等の要求があるものについては、それらと対比し、法令、上流規制等

に従った内容であることを示す。 

 

また、必要に応じて、同様の案件に対する先行の既認可事例がある場合、参考として本保安規

定との対比により、差異の有無及び理由を示す。 
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1. 保安規定審査基準の要求事項に対する保安規定変更条項の整理 

下表において、変更対象となる保安規定条文に該当する保安規定審査基準を示す。 
 

：主要な変更対象の項目 
（1)第１編（３号炉及び４号炉） 

保安規定審査基準（実用炉） 

（H25.6.19 制定、R1.12.25 最終改正） 
保安規定条文 変更有無 

実用炉規則第 92条第

1 項第 1 号 

【関係法令及び保安

規定の遵守のための

体制】 

１．関係法令及び保安規定の遵守のための体制（経営責任者の関与

を含む。）に関することについては、保安規定に基づき、要領書、

手順書その他保安に関する文書について、重要度等に応じて定め

るとともに、これを遵守することが定められていること。また、

これらの文書の位置付けが明確にされていること。特に、経営責

任者の積極的な関与が明記されていること。 

第 2 条の 2 

 

関係法令および本規定

の遵守 

－ 

 

第 3 条 品質マネジメントシス

テム計画 

 

－ 

２．保安のための関係法令及び保安規定の遵守を確実に行うため、

コンプライアンスに係る体制が確実に構築されていることが明確

となっていること。 

 

第 2 条の 2 

 

関係法令および本規定

の遵守 

－ 

実用炉規則第 92条第

1 項第 2 号 

【品質マネジメント

システム】 

１．品質マネジメントシステム（以下「ＱＭＳ」という。）について

は、原子炉等規制法第４３条の３の５第１項又は第４３条の３の

８第１項の許可（以下単に「許可」という。）を受けたところによ

るものであり、かつ、原子力施設の保安のための業務に係る品質

管理に必要な体制の基準に関する規則（令和２年原子力規制委員

会規則第２号）及び原子力施設の保安のための業務に係る品質管

理に必要な体制の基準に関する規則の解釈（原規規発第１９１１

２５７号－２（令和元年１２月２５日原子力規制委員会決定））を

踏まえて定められていること。 

 

第 3 条 品質マネジメントシス

テム計画 

 

－ 

２．具体的には、保安活動の計画、実施、評価及び改善に係る組織

及び仕組みについて、安全文化の育成及び維持の体制や手順書等

の位置付けを含めて、発電用原子炉施設の保安活動に関する管理

の程度が把握できるように定められていること。また、その内容

は、原子力安全に対する重要度に応じて、その適用の程度を合理

的かつ組織の規模に応じたものとしているとともに、定められた

内容が、合理的に実現可能なものであること。 

 

第 3 条 品質マネジメントシス

テム計画 

 

－ 

３．その際、要求事項を個別業務に展開する具体的な体制及び方法

について明確にされていること。この具体的な方法について保安

規定の下位文書も含めた文書体系の中で定める場合には、当該文

書体系について明確にされていること。 

 

第 3 条 品質マネジメントシス

テム計画 

 

－ 

４．手順書等の保安規定上の位置付けに関することについては、要

領書、手順書その他保安に関する文書について、これらを遵守す

るために、重要度等に応じて、保安規定及びその２次文書、３次

文書等といったＱＭＳに係る文書の階層的な体系における位置付

けが明確にされていること。 

 

第 3 条 品質マネジメントシス

テム計画 

 

－ 

実用炉規則第 92条第

1 項第 3 号 

【発電用原子炉施設

の運転及び管理を行

う者の職務及び組

織】 

１．本店等における発電用原子炉施設に係る保安のために講ずべき

措置に必要な組織及び各職位の職務内容が定められていること。 

 

第 4 条 保安に関する組織 － 

第 5 条 保安に関する職務 － 

２．工場又は事業所における発電用原子炉施設に係る保安のために

講ずべき措置に必要な組織及び各職位の職務内容が定められてい

ること。  

 

第 4 条 保安に関する組織 － 

第 5 条 保安に関する職務 － 

実用炉規則第 92条第

1 項第 4 号、5 号、6

号 

【発電用原子炉主任

技術者の職務の範囲

等】 

１．発電用原子炉の運転に関し、保安の監督を行う発電用原子炉主

任技術者の選任について定められていること。  

 

第 9 条 原子炉主任技術者の選

任 

－ 

２．発電用原子炉主任技術者が保安の監督の責務を十分に果たすこ

とができるようにするため、原子炉等規制法第 43 条の 3 の 26 第 2

項において準用する第 42 条第 1 項に規定する要件を満たすことを

含め、職務範囲及びその内容（発電用原子炉の運転に従事する者

は、発電用原子炉主任技術者が保安のために行う指示に従うこと

を含む。）について適切に定められていること。また、発電用原子

炉主任技術者が保安の監督を適切に行う上で、必要な権限及び組

織上の位置付けがなされていること。  

 

第 3 条 品質マネジメントシス

テム計画 

 

－ 

第 5 条 保安に関する職務 － 

第 6 条 原子力発電安全委員会 － 

第 8 条 原子力発電安全運営委

員会 

－ 

第 9 条 原子炉主任技術者の選

任 

－ 

第 10 条 原子炉主任技術者の職

務等 

－ 

３．特に、発電用原子炉主任技術者が保安の監督に支障を来すこと

がないよう、上位者等との関係において独立性が確保されている

こと。なお、必ずしも工場又は事業所の保安組織から発電用原子

炉主任技術者が独立していることが求められるものではない。  

 

第 9 条 原子炉主任技術者の選

任 

－ 

４．電気主任技術者及びボイラー・タービン主任技術者が保安の監

督の責務を十分に果たすことができるようにするため、電気事業

法第４３条第４項に規定する要件を満たすことを含め、職務範囲

第 3 条 品質マネジメントシス

テム計画 

 

－ 
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保安規定審査基準（実用炉） 

（H25.6.19 制定、R1.12.25 最終改正） 
保安規定条文 変更有無 

及びその内容について適切に定められていること。また、電気主

任技術者及びボイラー・タービン主任技術者が保安の監督を適切

に行う上で、必要な権限及び組織上の位置付けがなされているこ

と。 

 

第 8 条 原子力発電安全運営委

員会 

－ 

第 9 条の 2 電気主任技術者および

ボイラー・タービン主

任技術者の選任 

－ 

第 10 条の 2 電気主任技術者および

ボイラー・タービン主

任技術者の職務等 

－ 

５．発電用原子炉主任技術者、電気主任技術者及びボイラー・ター

ビン主任技術者が相互の職務について情報を共有し、意思疎通を

図ることが定められていること。 

 

第 8 条 原子力発電安全運営委

員会 

－ 

第 10 条 原子炉主任技術者の職

務等 

－ 

第 10 条の 2 電気主任技術者および

ボイラー・タービン主

任技術者の職務等 

－ 

実用炉規則第 92条第

1 項第 7 号 

【保安教育】 

１．発電用原子炉施設の運転及び管理を行う者（役務を供給する事

業者に属する者を含む。以下「従業員」という。）について、保安

教育実施方針が定められていること。  

 

第 136 条 所員への保安教育 － 

第 137 条 請負会社従業員への保

安教育 

－ 

２．従業員について、保安教育実施方針に基づき、保安教育実施計

画を定め、計画的に保安教育を実施することが定められているこ

と。  

 

第 136 条 所員への保安教育 － 

第 137 条 請負会社従業員への保

安教育 

－ 

３．従業員について、保安教育実施方針に基づいた保安教育実施状

況を確認することが定められていること。  

第 136 条 所員への保安教育 － 

第 137 条 請負会社従業員への保

安教育 

－ 

４．燃料取替に関する業務の補助及び放射性廃棄物取扱設備に関す

る業務の補助を行う従業員については、当該業務に係る保安教育

を実施することが定められていること。  

 

第 137 条 請負会社従業員への保

安教育 

－ 

５．保安教育の内容について、関係法令及び保安規定への抵触を起

こさないことを徹底する観点から、具体的な保安教育の内容、そ

の見直しの頻度等について明確に定められていること。  

 

第 136 条 所員への保安教育 － 

第 137 条 
請負会社従業員への保

安教育 

－ 

実用炉規則第 92条第

1 項第 8 号イからハ

まで 

【発電用原子炉施設

の運転に関する体

制、確認すべき事

項、異状があった場

合の措置等】 

１．発電用原子炉の運転に必要な運転員の確保について定められて

いること。 

 

第 13 条 運転員等の確保 － 

２．発電用原子炉施設の運転管理に係る組織内規程類を作成するこ

とが定められていること。  

 

第 13 条の 2 

 

運転管理業務 

 

－ 

第 15 条 運転管理に関する社内

標準の作成 

－ 

３．運転員の引継時に実施すべき事項について定められているこ

と。  

 

第 16 条 引継 － 

４．発電用原子炉の起動その他の発電用原子炉の運転に当たって確

認すべき事項について定められていること。  

 

第 13 条の 2 

 

運転管理業務 

 

－ 

第 17 条 原子炉起動前の確認事

項 

－ 

５．地震、火災、有毒ガス（予期せず発生するものを含む。）等の発

生時に講ずべき措置について定められていること。  

第 18 条 火災発生時の体制の整

備 

－ 

第 18 条の 2 内部溢水発生時の体制

の整備 

－ 

第 18 条の 2

の 2 

火山影響等発生時の体

制の整備 

－ 

第 18 条の 3 その他自然災害発生時

等の体制の整備 

－ 

第 18 条の 4 資機材等の整備 － 

第 18 条の 5 重大事故等発生時の 

体制の整備 

－ 

添付 2 火災、内部溢水、火山
影響等、自然災害およ
び有毒ガス発生時の対
応に係る実施基準 
（第 18 条、第 18 条の

2、第 18 条の 2 の 2 お

よび第 18 条の 3 関連） 

有 

添付 3 重大事故等および大規
模損壊対応に係る実施
基準 
（第 18 条の 5 および第
18 条の 6 関連） 

【実用炉規則第 92 条第

1 項第 16 号 1.(1)ハ】

関連 

６．原子炉冷却材の水質の管理について定められていること。   第 19 条 水質管理 － 

７．発電用原子炉施設の重要な機能に関して、安全機能を有する系

統及び機器、重大事故等対処設備（特定重大事故等対処施設を構

成する設備を含む。）等について、運転状態に対応した運転上の制

限（Limiting Conditions for Operation。以下「ＬＣＯ」とい

う。）、ＬＣＯを逸脱していないことの確認（以下「サーベイラン

ス」という。）の実施方法及び頻度、ＬＣＯを逸脱した場合に要求

される措置（以下単に「要求される措置」という。）並びに要求さ

れる措置の完了時間（Allowed Outage Time。以下「ＡＯＴ」とい

第 20 条 停止余裕 － 

第 21 条 臨界ボロン濃度 － 

第 22 条 減速材温度係数 － 

第 23 条 制御棒動作機能 － 

第 24 条 制御棒の挿入限界 － 

第 25 条 制御棒位置指示 － 

第 26 条 炉物理検査 －モード

1－ 

－ 
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保安規定審査基準（実用炉） 

（H25.6.19 制定、R1.12.25 最終改正） 
保安規定条文 変更有無 

う。）が定められていること。 

なお、ＬＣＯ等は、許可を受けたところによる安全解析の前提

条件又はその他の設計条件を満足するように定められているこ

と。 

 

第 27 条 炉物理検査 －モード

2－ 

－ 

第 28 条 化学体積制御系（ほう

酸濃縮機能） 

－ 

第 29 条 原子炉熱出力 － 

第 30 条 熱 流 束 熱 水 路 係 数

（FQ(Z)） 

－ 

第 31 条 核的エンタルピ上昇熱

水路係数（FN
ΔH） 

－ 

第 32 条 軸方向中性子束出力偏

差 

－ 

第 33 条 1/4 炉心出力偏差 － 

第 34 条 計測および制御設備 － 

第 35 条 DNB 比 － 

第 36 条 1 次冷却材の温度・圧

力および 1 次冷却材温

度変化率 

－ 

第 37 条 1 次冷却系 －モード 3

－ 

－ 

第 38 条 1 次冷却系 －モード 4

－ 

－ 

第 39 条 1 次冷却系 －モード 5

（1 次冷却系満水）－ 

－ 

第 40 条 1 次冷却系 －モード 5

（1 次冷却系非満水）

－ 

－ 

第 41 条 1 次冷却系 －モード 6

（キャビティ高水位）

－ 

－ 

第 42 条 1 次冷却系 －モード 6

（キャビティ低水位）

－ 

－ 

第 43 条 加圧器 － 

第 44 条 加圧器安全弁 － 

第 45 条 加圧器逃がし弁 － 

第 46 条 低温過加圧防護 － 

第 47 条 1 次冷却材漏えい率 － 

第 48 条 蒸気発生器細管漏えい

監視 

－ 

第 49 条 余熱除去系への漏えい

監視 

－ 

第 50 条 1 次冷却材中のよう素

131 濃度 

－ 

第 51 条 蓄圧タンク － 

第 52 条 非常用炉心冷却系 －

モード 1、2 および 3－ 

－ 

第 53 条 非常用炉心冷却系 －

モード 4－ 

－ 

第 54 条 燃料取替用水タンク － 

第 55 条 ほう酸注入タンク － 

第 56 条 原子炉格納容器 － 

第 57 条 原子炉格納容器水素再

結合装置 

－ 

第 58 条 原子炉格納容器空気循

環系 

－ 

第 59 条 アイスコンデンサ － 

第 60 条 アイスコンデンサドア － 

第 61 条 原子炉格納容器内区分

隔壁 

－ 

第 62 条 原子炉格納容器再循環

ドレン 

－ 

第 63 条 原子炉格納容器真空逃

がし系 

－ 

第 64 条 原子炉格納容器スプレ

イ系 

－ 

第 65 条 アニュラス空気浄化系 － 

第 66 条 アニュラス － 

第 67 条 主蒸気安全弁 － 

第 68 条 主蒸気隔離弁 － 

第 69 条 主給水隔離弁、主給水

制御弁および主給水バ

イパス制御弁 

－ 

第 70 条 主蒸気逃がし弁 － 

第 71 条 補助給水系 － 

第 72 条 復水タンク － 

第 73 条 原子炉補機冷却水系 － 

第 74 条 原子炉補機冷却海水系 － 
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保安規定審査基準（実用炉） 

（H25.6.19 制定、R1.12.25 最終改正） 
保安規定条文 変更有無 

第 75 条 制御用空気系 － 

第 76 条 中央制御室非常用循環

系 

－ 

第 77 条 安全補機室空気浄化系 － 

第 78 条 外部電源（1 号炉およ

び 2 号炉） －モード

1、2、3 および 4－ 

－ 

第 78 条の 2 外部電源（1 号炉およ

び 2 号炉） －モード

5、6 および照射済燃料

移動中－ 

－ 

第 78 条の 3 外部電源（3 号炉およ

び 4 号炉） 

－ 

第 79 条 ディーゼル発電機 －

モード1、2、3および4

－ 

－ 

第 80 条 ディーゼル発電機 －

モード1、2、3および4

以外－ 

－ 

第 81 条 ディーゼル発電機の燃

料油、潤滑油および始

動用空気 

－ 

第 82 条 非常用直流電源 －モ

ード1、2、3および4－ 

－ 

第 83 条 非常用直流電源 －モ

ード 5、6 および照射済

燃料移動中－ 

－ 

第 84 条 所内非常用母線 －モ

ード1、2、3および4－ 

－ 

第 85 条 所内非常用母線 －モ

ード 5、6 および照射済

燃料移動中－ 

－ 

第 86 条 1 次冷却材中のほう素

濃度 －モード 6－ 

－ 

第 87 条 原子炉キャビティ水位  

 

－ 

第 88 条 原子炉格納容器貫通部

（1号炉および2号炉）

－燃料移動中－ 

－ 

第 88 条の 2 原子炉格納容器貫通部

（3号炉および4号炉） 

－ 

第 89 条 使用済燃料ピットの水

位および水温 

－ 

第 90 条 重大事故等対処設備 有 

第 91 条 1 次冷却系の耐圧・漏

えい検査の実施 

－ 

第 91 条の 2 安全注入系逆止弁漏え

い検査の実施 

－ 

８．サーベイランスの実施方法については、確認する機能が必要と

なる事故時等の条件で必要な性能が発揮できるかどうかを確認

（以下「実条件性能確認」という。）するために十分な方法（事故

時等の条件を模擬できない場合等においては、実条件性能確認に

相当する方法であることを検証した代替の方法を含む。）が定めら

れていること。また、サーベイランス及び要求される措置を実施

する時期の延長に関する考え方、サーベイランスの際のＬＣＯの

取扱い等が定められていること。 

 

第 92 条 運転上の制限の確認 － 

９．ＬＣＯを逸脱した場合について、事象発見からＬＣＯに係る判

断までの対応目安時間等を組織内規程類に定めること及び要求さ

れる措置等の取扱方法が定められていること。 

 

第 93 条 運転上の制限を満足し

ない場合 

－ 

１０．LCO に係る記録の作成について定められていること。 

 

第 95 条 運転上の制限に関する

記録 

－ 

１１．ＬＣＯを逸脱した場合のほか、緊急遮断等の異常発生時や監

視項目が警報設定値を超過するなどの異状があった場合の基本的

対応事項及び講ずべき措置並びに異常収束後の措置について定め

られていること。 

 

第 13 条の 2 

 

運転管理業務 

 

－ 

第 96 条 異常時の基本的な対応 － 

第 97 条 異常時の措置 － 

第 98 条 異常収束後の措置 － 

添付 1 異常時の運転操作基準

（第 97 条関連） 

－ 
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保安規定審査基準（実用炉） 

（H25.6.19 制定、R1.12.25 最終改正） 
保安規定条文 変更有無 

１２．ＬＣＯが設定されている設備等について、予防保全を目的と

した保全作業をその機能が要求されている発電用原子炉の状態に

おいてやむを得ず行う場合には、当該保全作業が限定され、原則

としてＡＯＴ内に完了することとし、必要な安全措置を定め、確

率論的リスク評価（ＰＲＡ：Probabilistic Risk Assessment）等

を用いて措置の有効性を検証することが定められていること。 

 

第 94 条 予防保全を目的とした

点検・保修を実施する

場合 

－ 

 第 12 条 構成および定義 － 

第 19 条の 2 原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ隔離弁管理 

－ 

実用炉規則第 92条第

1 項第 8 号二 

【発電用原子炉の運

転期間】 

１．発電用原子炉の運転期間の範囲内で、発電用原子炉を運転する

ことが定められていること。 

 

第 12 条の 2 原子炉の運転期間 － 

２．取替炉心の安全性評価を行うことが定められていること。な

お、取替炉心の安全性評価に用いる期間は、当該取替炉心につい

ての燃料交換の間隔から定まる期間としていること。 

 

第 102 条 燃料の取替等 － 

３．実用炉規則第９２条第２項第１号に基づき、実用炉規則第９２

条第１項第８号ニに掲げる発電用原子炉の運転期間を定め、又は

これを変更しようとする場合は、申請書に発電用原子炉の運転期

間の設定に関する説明書（発電用原子炉の運転期間を変更しよう

とする場合は、実用炉規則第８２条第４項の見直しの結果を記載

した書類を含む。以下単に「説明書」という。）が添付されている

こと。 

 

－ 〔手続きに関する事項

であり、保安規定に

は、記載なし〕 

－ 

４．発電用原子炉ごとに、説明書に記載された①発電用原子炉を停

止して行う必要のある点検及び検査の間隔から定まる期間、②燃

料交換の間隔から定まる期間（発電用原子炉起動から次回の定期

事業者検査を開始するために発電用原子炉を停止するまでの期

間）、のうちいずれか短い期間の範囲内で、実用炉規則第５５条に

定める定期事業者検査を実施すべき時期の区分を上限として、発

電用原子炉の運転期間（定期事業者検査が終了した日から次回の

定期事業者検査を開始するために発電用原子炉を停止するまでの

期間）が記載されていること。なお、発電用原子炉の運転期間の

設定に当たっては、発電用原子炉を起動してから定期事業者検査

が終了するまでの期間も考慮していること。 

実用炉規則第８２条第４項の見直しの結果の内容は、「実用発電用

原子炉施設における高経年化対策実施ガイド」（原管Ｐ発第１３０

６１９８号（平成２５年６月１９日原子力規制委員会決定））を参

考として記載していること。  

 

－ 〔手続きに関する事項

であり、保安規定に

は、記載なし〕 

－ 

５．特に、同結果において、発電用原子炉の運転期間の変更に伴う

長期施設管理方針の変更の有無及びその理由が明らかとなってい

ること。 

－ 〔手続きに関する事項

であり、保安規定に

は、記載なし〕 

－ 

６．発電用原子炉の運転期間を延長する場合には、実用炉規則第５

５条に定める定期事業者検査を実施すべき時期の区分を上限とし

て、段階的に延長することとなっていること。  

 

－ 〔運転期間の延長は実

施していないことか

ら、該当なし〕 

－ 

７．運転期間が１３月を超える延長の場合には、当該延長に伴う許

可を受けたところによる基本設計ないし基本的設計方針に則した

影響評価の結果が説明書に記載されていること。 

  

－ 〔運転期間の延長は実

施していないことか

ら、該当なし〕 

－ 

８．説明書に記載された燃料交換の間隔から定まる期間について

は、期間を変更した後においても発電用原子炉の安全性について

許可を受けたところによる基本設計ないし基本的設計方針を満た

していること。  

 

－ 〔運転期間の延長は実

施していないことか

ら、該当なし〕 

－ 

実用炉規則第 92条第

1 項第 8 号ホ【発電

用原子炉施設の運転

の安全審査】 

１．発電用原子炉施設の保安に関する重要事項及び発電用原子炉施

設の保安運営に関する重要事項を審議する委員会の設置、構成及

び審議事項について定められていること。  

 

第 6 条 原子力発電安全委員会 － 

第 8 条 原子力発電安全運営委

員会 

－ 

実用炉規則第 92条第

1 項第 9 号【管理区

域、保全区域及び周

辺監視区域の設定

等】 

１．管理区域を明示し、管理区域における他の場所と区別するため

の措置を定め、管理区域の設定及び解除において実施すべき事項

が定められていること。  

 

第 110条の2 

 

管理区域の設定・解除 － 

添付 4 管理区域図（第 110 条

の 2 および第 111 条関

連） 

 

－ 

２．管理区域内の区域区分について、汚染のおそれのない管理区域

及びそれ以外の管理区域について表面汚染密度及び空気中の放射

性物質濃度の基準値が定められていること。  

 

第 111 条 管理区域内における区

域区分 

－ 

３．管理区域内において特別措置が必要な区域について講ずべき措

置を定め、特別措置を実施する外部放射線に係る線量当量率、空

気中の放射性物質濃度及び床、壁その他人の触れるおそれのある

物の表面汚染密度の基準が定められていること。  

 

第 112 条 管理区域内における特

別措置 

－ 

４．管理区域への出入管理に係る措置事項が定められていること。  

 

第 113 条 管理区域への出入管理 － 
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保安規定審査基準（実用炉） 

（H25.6.19 制定、R1.12.25 最終改正） 
保安規定条文 変更有無 

５．管理区域から退出する場合等の表面汚染密度の基準が定められ

ていること。  

 

第 113 条 管理区域への出入管理 － 

６．管理区域へ出入りする者に遵守させるべき事項及びそれを遵守

させる措置が定められていること。  

 

第 114 条 管理区域出入者の遵守

事項 

－ 

７．管理区域から物品又は核燃料物質等の搬出及び運搬をする際に

講ずべき事項が定められていること。  

 

第 121 条 管理区域外等への搬出

および運搬 

－ 

第 122 条 発電所外への運搬 － 

８．保全区域を明示し、保全区域についての管理措置が定められて

いること。  

 

第 115 条 保全区域 － 

添付 5 保全区域図（第 110 条

関連） 

－ 

９．周辺監視区域を明示し、業務上立ち入る者を除く者が周辺監視

区域に立ち入らないように制限するために講ずべき措置が定めら

れていること。  

 

第 116 条 周辺監視区域 － 

１０．役務を供給する事業者に対して遵守させる放射線防護上の必

要事項及びこれを遵守させる措置が定められていること。  

 

第 123 条 請負会社の放射線防護 － 

 第 124 条 頻度の定義 － 

実用炉規則第 92条第

1 項第 10 号 

【排気監視設備及び

排水監視設備】 

１．放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の放出物質濃度の測定

等の放出管理に係る設備の設置及び機能の維持の方法並びにその

使用方法が定められていること。 

 

第 106 条 放射性液体廃棄物の管

理 

－ 

第 107 条 放射性気体廃棄物の管

理 

－ 

２．これらの設備の機能の維持の方法については、施設全体の管理

方法の一部として、第１８号における施設管理に関する事項と併

せて定められていてもよい。また、これらの設備のうち放射線測

定に係るものの使用方法については、施設全体の管理方法の一部

として、第１２号における放射線測定器の管理及び放射線の測定

の方法に関する事項と併せて定められていてもよい。  

 

－ [1.の記載箇所について

の説明であり、保安規

定には記載なし] 

－ 

実用炉規則第 92条第

1 項第 11 号 

【線量、線量当量、

汚染の除去等】 

１．放射線業務従事者が受ける線量について、線量限度を超えない

ための措置（個人線量計の管理の方法を含む。）が定められている

こと。  

 

第 117 条 放射線業務従事者の線

量管理等 

 

－ 

２．国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）が１９７７年勧告で示した

放 射 線 防 護 の 基 本 的 考 え 方 を 示 す 概 念 （ as low as 

reasonablyachievable。以下「ＡＬＡＲＡ」という。）の精神にの

っとり、放射線業務従事者が受ける線量を管理することが定めら

れていること。 

 

第 2 条 基本方針 － 

第 110 条 

 

放射線管理に係る基本

方針 

－ 

３．実用炉規則第７８条に基づく床、壁等の除染を実施すべき表面

汚染密度の明確な基準が定められていること。  

 

第 118 条 床・壁等の除染 － 

４．管理区域及び周辺監視区域境界付近における線量当量率等の測

定に関する事項が定められていること。  

 

第 119 条 外部放射線に係る線量

当量率等の測定 

－ 

５．管理区域内で汚染のおそれのない区域に物品又は核燃料物質等

を移動する際に講ずべき事項が定められていること。  

 

第 121 条 管理区域外等への搬出

および運搬 

－ 

６．核燃料物質等（新燃料、使用済燃料及び放射性固体廃棄物を除

く。）の工場又は事業所の外への運搬に関する行為（工場又は事業

所の外での運搬中に関するものを除く。）が定められていること。

なお、この事項は、第１３号又は第１４号における運搬に関する

事項と併せて定められていてもよい。  

 

第 121 条 管理区域外等への搬出

および運搬 

－ 

第 122 条 発電所外への運搬 － 

７．原子炉等規制法第６１条の２第２項により認可を受けた場合に

おいては、同項により認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の

方法に基づき、当該認可を受けた申請書等において記載された内

容を満足するよう、同条第１項の確認を受けようとする物に含ま

れる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価を行い、適切に取り

扱うことが定められていること。なお、この事項は、放射性廃棄

物との仕分け等を明確にするため、第１４号における放射性廃棄

物の管理に関する事項と併せて定められていてもよい。  

 

－ 〔クリアランス規定

は、採用していないた

め、保安規定に記載な

し〕 

－ 

８．放射性廃棄物でない廃棄物の取扱いに関することについては、

「原子力施設における「放射性廃棄物でない廃棄物」の取扱いに

ついて（指示）」（平成２０･０４･２１原院第１号（平成２０年５

月２７日原子力安全・保安院制定（ＮＩＳＡ－１１１ａ－０８－

１）））を参考として定められていること。なお、この事項は、放

射性廃棄物との仕分け等を明確にするため、第１４号における放

射性廃棄物の管理に関する事項と併せて定められていてもよい。 

  

第 105条の3 

 

放射性廃棄物でない廃

棄物の管理 

－ 

第 109 条 頻度の定義 － 

９．汚染拡大防止のための放射線防護上、必要な措置が定められて

いること。  

 

第 110条の2 

 

管理区域の設定・解除 － 

第 111 条 管理区域内における区

域区分 

－ 
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保安規定審査基準（実用炉） 

（H25.6.19 制定、R1.12.25 最終改正） 
保安規定条文 変更有無 

第 114 条 管理区域出入者の遵守

事項 

－ 

第 118 条 床・壁等の除染 － 

第 121 条 管理区域外等への搬出

および運搬 

－ 

添付 3 重大事故等および大規

模損壊対応に係る実施

基準（第 18 条の 5 およ

び第 18 条の 6 関連） 

【実用炉規則第 92 条第

1 項第 16 号 1.(1)ハ】

関連 

実用炉規則第 92条第

1 項第 12 号 

【放射線測定器の管

理及び放射線の測定

の方法】 

１．放射線測定器（放出管理用計測器及び放射線計測器を含む。以

下同じ。）の種類、所管箇所、数量及び機能の維持の方法並びにそ

の使用方法（測定及び評価の方法を含む。）が定められているこ

と。  

 

第 108 条 放出管理用計測器の管

理 

－ 

第 120 条 放射線計測器類の管理 － 

２．放射線測定器の機能の維持の方法については、施設全体の管理

方法の一部等として、第１８号における施設管理に関する事項と

併せて定められていてもよい。 

 

－ [1.の記載箇所について

の説明であり、保安規

定には記載なし] 

－ 

実用炉規則第 92条第

1 項第 13 号【核燃料

物質の受払、運搬、

貯蔵等】 

１．工場又は事業所内における新燃料の運搬及び貯蔵並びに使用済

燃料の運搬及び貯蔵に際して、臨界に達しないようにする措置そ

の他の保安のために講ずべき措置を講ずること、貯蔵施設におけ

る貯蔵の条件等が定められていること。 

 

第 99 条 新燃料の運搬 － 

第 100 条 新燃料の貯蔵 － 

第 103 条 使用済燃料の貯蔵 － 

第 104 条 使用済燃料の運搬 － 

２．新燃料及び使用済燃料の工場又は事業所の外への運搬に関する

行為（工場又は事業所の外での運搬中に関するものを除く。）に関

することが定められていること。なお、この事項は、第１１号又

は第１４号における運搬に関する事項と併せて定められていても

よい。  

第 99 条 新燃料の運搬 － 

第 104 条 使用済燃料の運搬 

３．燃料取替に際して、炉心の核的制限値及び熱的制限値の範囲内

で運転するために取替炉心の安全性評価を許可を受けたところに

よる安全評価と同様に行った上で燃料装荷実施計画を定めること

及び燃料移動手順に従うこと等が定められていること。なお、発

電用原子炉の運転期間の設定に関する説明書において取替炉心ご

とに管理するとした項目が、取替炉心の安全性評価項目等として

定められていること。 

 

第 102 条 燃料の取替等 － 

実用炉規則第 92条第

1 項第 14 号 

【放射性廃棄物の廃

棄】 

１．放射性固体廃棄物の貯蔵及び保管に係る具体的な管理措置並び

に運搬に関し、放射線安全確保のための措置が定められているこ

と。  

 

第 105条の2 

 

放射性固体廃棄物の管

理 

－ 

２．放射性液体廃棄物の固型化等の処理及び放射性廃棄物の工場又

は事業所の外への廃棄（放射性廃棄物の輸入を含む。）に関する行

為の実施体制が定められていること。 

 

第 105条の2 

 

放射性固体廃棄物の管

理 

－ 

第105条の5 

 

輸入廃棄物の管理 

 

－ 

３．放射性固体廃棄物の工場又は事業所の外への運搬に関する行為

（工場又は事業所の外での運搬中に関するものを除く。）に係る体

制が構築されていることが明記されていること。なお、この事項

は、第１１号及び第１３号における運搬に関する事項と併せて定

められていてもよい。 

 

第 105条の2 

[第 105 条] 

放射性固体廃棄物の管

理 

－ 

４．放射性液体廃棄物の放出箇所、放射性液体廃棄物の放出管理目

標値及び基準値を満たすための放出管理方法並びに放射性液体廃

棄物の放出物質濃度の測定項目及び頻度が定められていること。  

 

第 106 条 放射性液体廃棄物の管

理 

－ 

５．放射性気体廃棄物の放出箇所、放射性気体廃棄物の放出管理目

標値を満たすための放出量管理方法並びに放射性気体廃棄物の放

出物質濃度の測定項目及び頻度が定められていること。  

 

第 107 条 放射性気体廃棄物の管

理 

－ 

６．平常時の環境放射線モニタリングの実施体制（計画、実施、評

価等）について定められていること。 

第 119 条の 2 

 

平常時の環境放射線モ

ニタリング 

 

－ 

７．ＡＬＡＲＡの精神にのっとり、排気、排水等を管理することが

定められていること。 

第 2 条 基本方針 － 

第 105 条 

 

放射性廃棄物管理に係

る基本方針 

 

－ 

 第 109 条 頻度の定義 － 

実用炉規則第 92条第

1 項第 15 号 

【非常の場合に講ず

べき措置】 

１．緊急時に備え、平常時から緊急時に実施すべき事項が定められ

ていること。  

 

第 126 条 原子力防災組織 － 

第 127 条 原子力防災要員 － 

第 128 条 原子力防災資機材等の

整備 

－ 

２．緊急時における運転に関する組織内規程類を作成することが定

められていること。  

 

第 128 条 原子力防災資機材等の

整備 

－ 

３．緊急事態発生時は定められた通報経路に従い、関係機関に通報

することが定められていること。  

 

第 129 条 通報経路 － 

第 131 条 通報 － 
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保安規定審査基準（実用炉） 

（H25.6.19 制定、R1.12.25 最終改正） 
保安規定条文 変更有無 

４．緊急事態の発生をもってその後の措置は、原子力災害対策特別

措置法（平成１１年法律第１５６号）第７条第１項の原子力事業

者防災業務計画によることが定められていること。  

 

第 126 条 原子力防災組織 － 

５．緊急事態が発生した場合は、緊急時体制を発令し、応急措置及

び緊急時における活動を実施することが定められていること。  

 

第 132 条 原子力防災体制等の発

令 

－ 

第 133 条 応急措置 － 

第 134 条 緊急時における活動 － 

６．次に掲げる要件に該当する放射線業務従事者を緊急作業に従事

させるための要員として選定することが定められていること。  

（１）緊急作業時の放射線の生体に与える影響及び放射線防護措

置について教育を受けた上で、緊急作業に従事する意思がある

旨を発電用原子炉設置者に書面で申し出た者であること。  
（２）緊急作業についての訓練を受けた者であること。  
（３）実効線量について２５０ｍＳｖを線量限度とする緊急作業

に従事する従業員は、原子力災害対策特別措置法第８条第３項

に規定する原子力防災要員、同法第９条第１項に規定する原子

力防災管理者又は同条第３項に規定する副原子力防災管理者で

あること。 

 

第 127条の2 緊急作業従事者の選定 － 

７．放射線業務従事者が緊急作業に従事する期間中の線量管理（放

射線防護マスクの着用等による内部被ばくの管理を含む。）、緊急

作業を行った放射線業務従事者に対し、健康診断を受診させる等

の非常の場合に講ずべき処置に関し、適切な内容が定められてい

ること。 

 

第 134条の2 緊急作業従事者の線量

管理等 

－ 

８．事象が収束した場合には、緊急時体制を解除することが定めら

れていること。  

 

第 135 条 原子力防災体制の解除 － 

９．防災訓練の実施頻度について定められていること。  

 

第 130 条 原子力防災訓練 － 

実用炉規則第 92条第

1 項第 16 号 

【設計想定事象等に

係る発電用原子炉施

設の保全に関する措

置】 

１．許可を受けたところによる基本設計ないし基本的設計方針に則

した対策が機能するよう、想定する事象に応じて、次に掲げる措

置を講ずることが定められていること。 

 

（１）発電用原子炉施設の必要な機能を維持するための活動に関す

る計画を策定し、要員を配置するとともに、計画に従って必要な

活動を行わせること。特に、当該計画には、次に掲げる事項を含

めること。 

－ － － 

イ 火災 

可燃物の管理、消防吏員への通報、消火又は延焼の防止その他

消防隊が火災の現場に到着するまでに行う活動に関すること。 
第 18 条 火災発生時の体制の整

備 

－ 

添付 2 火災、内部溢水、火山

影響等、自然災害およ

び有毒ガス発生時の対

応に係る実施基準（第

18 条、第 18 条の 2、第

18 条の 2 の 2 および第

18 条の 3 関連） 

【実用炉規則第 92 条第

1 項第 16 号 1.(4)】関

連 

ロ 火山現象による影響（影響が発生するおそれを含む。以下「火 

山影響等」という。） 

① 火山影響等発生時における非常用交流動力電源設備の機能を

維持するための対策に関すること。 

② ①に掲げるもののほか、火山影響等発生時における代替電源

設備その他の炉心を冷却するために必要な設備の機能を維持

するための対策に関すること。 

③ ②に掲げるもののほか、火山影響等発生時に交流動力電源が

喪失した場合における炉心の著しい損傷を防止するための対

策に関すること。 

第 18 条の 2

の 2 

火山影響等発生時の体

制の整備 

－ 

添付 2 火災、内部溢水、火山

影響等、自然災害およ

び有毒ガス発生時の対

応に係る実施基準（第

18 条、第 18 条の 2、第

18 条の 2 の 2 および第

18 条の 3 関連） 

【実用炉規則第 92 条第

1 項第 16 号 1.(4)】関

連 

ハ 重大事故に至るおそれのある事故（運転時の異常な過渡変化及

び設計基準事故を除く。）又は重大事故（以下「重大事故等」と

いう。） 

① 重大事故等発生時における炉心の著しい損傷を防止するため

の対策に関すること。 

② 重大事故等発生時における原子炉格納容器の破損を防止する

ための対策に関すること。 

③ 重大事故等発生時における使用済燃料貯蔵設備に貯蔵する燃

料体の著しい損傷を防止するための対策に関すること。 

④ 重大事故等発生時における原子炉停止時の燃料体の著しい損

傷を防止するための対策に関すること。 

⑤ 重大事故等（原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムによるものを除く。）発生時における特定重

大事故等対処施設を用いた対策（上記①から④までの対策に

関することを含む。）に関すること。 

⑥ 発生する有毒ガスからの運転員等の防護に関すること。 

第 18 条の 5 重大事故等発生時の体

制の整備 

－ 

添付 3 重大事故等および大規

模損壊対応に係る実施

基準（第 18 条の 5 およ

び第 18 条の 6 関連） 

有 
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保安規定審査基準（実用炉） 

（H25.6.19 制定、R1.12.25 最終改正） 
保安規定条文 変更有無 

ニ 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテ

ロリズムによる発電用原子炉施設の大規模な損壊（以下「大規

模損壊」という。） 

① 大規模損壊発生時における大規模な火災が発生した場合にお

ける消火活動に関すること。 

② 大規模損壊発生時における炉心の著しい損傷を緩和するため

の対策に関すること。 

③ 大規模損壊発生時における原子炉格納容器の破損を緩和する

ための対策に関すること。 

④ 大規模損壊発生時における使用済燃料貯蔵槽の水位を確保す

るための対策及び燃料体の著しい損傷を緩和するための対策

に関すること。 

⑤ 大規模損壊発生時における放射性物質の放出を低減するため

の対策に関すること。 

⑥ 重大事故等（原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムによるものに限る。）発生時における特定重

大事故等対処施設を用いた対策に関すること。 

第 18 条の 6 大規模損壊発生時の体

制の整備 

－ 

添付 3 重大事故等および大規

模損壊対応に係る実施

基準（第 18 条の 5 およ

び第 18 条の 6 関連） 

有 

（２）（１）に掲げる措置のうち重大事故等発生時又は大規模損壊発

生時におけるそれぞれの措置に係る手順については、それぞれ次

に掲げるとおりとすること。 

－ － － 

イ 重大事故等発生時 

① 許可を受けた対応手段、重要な配慮事項、有効性評価の前提

条件となる操作の成立性に係る事項が定められ、定められた

内容が重大事故等に対し的確かつ柔軟に対処することを妨げ

るものでないこと。 

② 炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防ぐために最

優先すべき操作等の判断基準の基本的な考え方が定められて

いること。 

原子炉格納容器の過圧破損の防止に係る手順については、

格納容器圧力逃がし装置を設けている場合、格納容器代替循

環冷却系又は格納容器再循環ユニットにより原子炉格納容器

内の圧力及び温度を低下させる手順を、格納容器圧力逃がし

装置による手順に優先して実施することが定められていると

ともに、原子炉格納容器内の圧力が高い場合など、必要な状

況においては確実に格納容器圧力逃がし装置を使用すること

が定められていること。 

③ 措置に係る手順の優先順位や手順着手の判断基準等（②に関

するものを除く。）については記載を要しない。 

－ [特定重大事故対所施設

に係る審査基準改正

（R1.10.2）であり経過

措置により、現時点で

保安規定に記載なし] 

－ 

ロ 大規模損壊発生時 

定められた内容が大規模損壊に対し的確かつ柔軟に対処すること

を妨げるものでないこと。 

 

－ [特定重大事故対所施設

に係る審査基準改正

（R1.10.2）であり経過

措置により、現時点で

保安規定に記載なし] 

－ 

（３）必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教育及

び訓練に関すること。特に重大事故等又は大規模損壊の発生時に

おける発電用原子炉施設の必要な機能を維持するための活動を行

う要員に対する教育及び訓練については、それぞれ毎年１回以上

定期に実施すること及び重大事故等対処施設の使用を開始するに

当たって必要な教育及び訓練をあらかじめ実施すること。 

[(1)に同じ] [(1)に同じ] － 

（４）必要な機能を維持するための活動を行うために必要な電源

車、消防自動車、化学消防自動車、泡消火薬剤、消火ホース、照

明器具、無線機器、フィルターその他の資機材を備え付けるこ

と。 

第 18 条 火災発生時の体制の整

備 

－ 

第 18 条の 2 内部溢水発生時の体制

の整備 

－ 

第 18 条の 2

の 2 

火山影響等発生時の体

制の整備 

－ 

第 18 条の 3 その他自然災害発生時

等の体制の整備 

－ 

第 18 条の 4 資機材等の整備 － 

第 18 条の 5 重大事故等発生時の体

制の整備 

－ 

第 18 条の 6 大規模損壊発生時の体

制の整備 

－ 

添付 2 火災、内部溢水、火山

影響等、自然災害およ

び有毒ガス発生時の対

応に係る実施基準（第

18 条、第 18 条の 2、第

18 条の 2 の 2 および第

18 条の 3 関連） 

有 

添付 3 重大事故等および大規

模損壊対応に係る実施

基準（第 18 条の 5 およ

び第 18 条の 6 関連） 

【実用炉規則第 92 条第

1 項第 16 号 1.(1)ハ】

関連 

（５）その他必要な機能を維持するための活動を行うために必要な

体制を整備すること。 

[(1),(4)に

同じ] 

[(1),(4)に同じ] 有 

（添付２、添付３） 
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保安規定審査基準（実用炉） 

（H25.6.19 制定、R1.12.25 最終改正） 
保安規定条文 変更有無 

２．重大事故等又は大規模損壊が発生した場合において、核燃料物

質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用原子炉に

よる災害を防止するために必要があると認めるときは、組織内規

程類にあらかじめ定めた計画及び手順にとらわれず、発電用原子

炉施設の保全のための所要の措置を講ずることが定められている

こと。 

－ [特定重大事故対所施設

に係る審査基準改正

（R1.10.2）であり経過

措置により、現時点で

保安規定に記載なし] 

－ 

実用炉規則第 92条第

1 項第 17 号 

【記録及び報告】 

１．発電用原子炉施設に係る保安に関し、必要な記録を適正に作成

し、管理することが定められていること。その際、保安規定及び

その下位文書において、必要な記録を適正に作成し、管理するた

めの措置が定められていること。  

 

第 138 条 記録 － 

第 3 条 品質マネジメントシス

テム計画 

 

－ 

２．実用炉規則第６７条に定める記録について、その記録の管理に

関すること（計量管理規定及び核物質防護規定で定めるものを除

く。）が定められていること。  

 

第 138 条 記録 － 

３．発電所長及び発電用原子炉主任技術者に報告すべき事項が定め

られていること。  

 

第 139 条 報告 － 

第 10 条 原子炉主任技術者の職

務等 

－ 

４．特に、実用炉規則第 134 条各号に掲げる事故故障等の事象及びこ

れらに準ずるものが発生した場合においては、経営責任者に確実

に報告がなされる体制が構築されていることなど、安全確保に関

する経営責任者の強い関与が明記されていること。  

 

第 139 条 報告 － 

５．当該事故故障等の事象に準ずる重大な事象について、具体的に

明記されていること。  

 

第 139 条 報告 － 

実用炉規則第 92条第

1 項第 18 号 

【発電用原子炉施設

の施設管理】 

１．施設管理方針、施設管理目標及び施設管理実施計画の策定並び

にこれらの評価及び改善について、「原子力事業者等における使用

前事業者検査、定期事業者検査、保安のための措置等に係る運用

ガイド」（原規規発第１９１１２５７号－７（令和元年１２月２５

日原子力規制委員会決定））を参考として定められていること。  

 

第 14 条 巡視点検 － 

第 125 条 施設管理計画 

 

－ 

第 125条の2 

 

設計管理 

 

－ 

第 125条の3 

 

作業管理 

 

－ 

２．発電用原子炉施設の経年劣化に係る技術的な評価に関すること

については、「実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガ

イド」を参考とし、実用炉規則第８２条に規定された発電用原子

炉施設の経年劣化に関する技術的な評価を実施するための手順及

び体制を定め、当該評価を定期的に実施することが定められてい

ること。 

 

第 125条の6 

[第 125 条の

6] 

原子炉施設の経年劣化

に関する技術的な評価

および長期施設管理方

針 

[…長期保守管理方針] 

－ 

３．運転を開始した日以後３０年を経過した発電用原子炉について

は、長期施設管理方針が定められていること。  

 

－ 〔大飯３４号は対象外

（運転開始３０年未

満）〕 

－ 

４．実用炉規則第９２条第１項第１８号に掲げる発電用原子炉施設

の施設管理に関することを変更しようとする場合（実用炉規則第

８２条第１項から第３項までの規定により長期施設管理方針を策

定し、又は同条第４項の規定により長期施設管理方針を変更しよ

うとする場合に限る。）は、申請書に実用炉規則第８２条第１項、

第２項若しくは第３項の評価の結果又は第４項の見直しの結果を

記載した書類（以下「技術評価書」という。）が添付されているこ

と。  

 

－ 〔手続きに関する事項

であり保安規定には記

載なし〕 

－ 

５．長期施設管理方針及び技術評価書の内容は、「実用発電用原子炉

施設における高経年化対策の実施ガイド」を参考として記載され

ていること。 

 

－ 〔大飯３４号は対象外

（運転開始３０年未

満）〕 

－ 

６．使用前事業者検査及び定期事業者検査の実施に関することが定

められていること。 

 

第 125条の4 

 

使用前事業者検査の実

施 

－ 

第125条の5 

 

定期事業者検査の実施 － 

７．燃料体に関する定期事業者検査として、装荷予定の照射された

燃料のうちから選定したものの健全性に異常のないことを確認す

ること、燃料使用の可否を判断すること等が定められているこ

と。 

第 101 条 燃料の検査 － 

実用炉規則第 92条第

1 項第 19 号 

【技術情報の共有】 

１．プラントメーカーなどの保守点検を行った事業者から得られた

保安に関する技術情報をＢＷＲ事業者協議会、ＰＷＲ事業者連絡

会等の事業者の情報共有の場を活用し、他の発電用原子炉設置者

と共有し、自らの発電用原子炉施設の保安を向上させるための措

置が定められていること。  

 

第 125 条 施設管理計画 

 

－ 

実用炉規則第 92条第

1 項第 20 号 

【不適合発生時の情

報の公開】 

１．発電用原子炉施設の保安の向上を図る観点から、不適合が発生

した場合の公開基準が定められていること。  

 

第 3 条 品質マネジメントシス

テム計画 

 

－ 

２．情報の公開に関し、原子力施設情報公開ライブラリーへの登録

等に必要な事項が定められていること。  

 

第 3 条 品質マネジメントシス

テム計画 

 

－ 
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保安規定審査基準（実用炉） 

（H25.6.19 制定、R1.12.25 最終改正） 
保安規定条文 変更有無 

実用炉規則第 92条第

1 項第 21 号 

【その他必要な事

項】 

１．日常のＱＭＳに係る活動の結果を踏まえ、必要に応じ、発電用

原子炉施設に係る保安に関し必要な事項を定めていること。  

 

第 1 条 目的 － 

２．保安規定を定める「目的」が、核燃料物質、核燃料物質によっ

て汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止を図るものと

して定められていること。  

 

第 1 条 目的 － 
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（2)第２編（１，２号炉） 
保安規定審査基準（廃止措置） 

（H25.11.27 制定、R1.12.25 最終改正） 
保安規定条文 変更有無 

実用炉規則第 92 条第 3

項第 1 号 

【関係法令及び保安規

定の遵守のための体

制】 

１）関係法令及び保安規定の遵守のための体制（経営責任者の関与を含

む。）に関することについては、保安規定に基づき、要領書、手順書そ

の他保安に関する文書について、重要度等に応じて定めるとともに、

これを遵守することが定められていること。また、これらの文書の位

置付けが明確にされていること。 

特に、経営責任者の積極的な関与が明記されていること。 

第 143 条 関係法令および本

規定の遵守 

－ 

第 144 条 品質マネジメント

システム計画 

 

－ 

２）保安のための関係法令及び保安規定の遵守を確実に行うため、コンプ

ライアンスに係る体制が確実に構築されていることが明確となってい

ること。 

第 143 条 関係法令および本

規定の遵守 

－ 

実用炉規則第 92 条第 3

項第 2 号 

【品質マネジメントシ

ステム】 

１）品質マネジメントシステム（以下「ＱＭＳ」という。）については、

法第４３条の３の５第１項又は第４３条の３の８第１項の許可（以下

単に「許可」という。）若しくは法第４３条の３の３４第２項の認可を

受けたところによるものであり、かつ、原子力施設の保安のための業

務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則（令和２年原子力

規制委員会規則第２号）及び原子力施設の保安のための業務に係る品

質管理に必要な体制の基準に関する規則の解釈（原規規発第１９１１

２５７号－２（令和元年１２月２５日原子力規制委員会決定））を踏ま

えて定められていること。 

具体的には、保安活動の計画、実施、評価及び改善に係る組織及び

仕組みについて、安全文化の育成及び維持の体制や手順書等の位置付

けを含めて、発電用原子炉施設の保安活動に関する管理の程度が把握

できるように定められていること。また、その内容は、原子力安全に

対する重要度に応じて、その適用の程度を合理的かつ組織の規模に応

じたものとしているとともに、定められた内容が、合理的に実現可能

なものであること。 

その際、要求事項を個別業務に展開する具体的な体制及び方法につ

いて明確にされていること。この具体的な方法について保安規定の下

位文書も含めた文書体系の中で定める場合には、当該文書体系につい

て明確にされていること。 

 

第 144 条 品質マネジメント

システム計画 

 

－ 

２）手順書等の保安規定上の位置付けに関することについては、要領書、

手順書その他保安に関する文書について、これらを遵守するために、

重要度等に応じて、保安規定及びその２次文書、３次文書等といった

ＱＭＳに係る文書の階層的な体系における位置付けが明確にされてい

ること。 

 

第 144 条 品質マネジメント

システム計画 

 

－ 

実用炉規則第 92 条第 3

項第 3 号 

【廃止措置に係る品質

マネジメントシステ

ム】 

前項に加え、廃止措置の実施に係る組織、文書規定等を定めること。

廃止措置の段階に応じて、保安の方法等が明確に示されていること。 

 

第 144 条 品質マネジメント

システム計画 

 

－ 

実用炉規則第 92 条第 3

項第 4 号 

【廃止措置を行う者の

職務及び組織】 

１）本店（本部）及び工場又は事業所における廃止措置段階の発電用原

子炉施設に係る保安のために講ずべき措置に必要な組織及び各職位の

職務内容が定められていること。 

 

第 145 条 保安に関する組織 － 

第 146 条 保安に関する職務 － 

２）廃止措置主任者の選任に関すること 

廃止措置に係る保安の監督に関する責任者（以下「廃止措置主任

者」という。）として、核燃料物質や放射性廃棄物の取扱い及び管理に

関する専門的知識及び実務経験を有する者を廃止措置の段階に応じて

配置することが、その職務及び責任範囲と併せて定められているこ

と。また、廃止措置主任者が保安の監督を適切に行う上で、必要な権

限及び組織上の位置付けがなされていること。この際、以下の事項を

考慮すること。 

ⅰ. 廃止措置主任者の選任及び配置に関すること 
廃止措置主任者は、原子炉設置者（社長、理事長等）の下で、組織

の長以上の職位の者が、表１記載の資格を有する者から、廃止措置の

段階に応じた専門的知識や実務経験及び職位を考慮して選任すること

及び当該主任者は、その職務の重要性から、組織の長等に対し、意見

具申できる立場に配置すること。 
 

第 149 条 廃止措置主任者の

選任 

－ 

ⅱ. 廃止措置主任者の職務に関すること 
a. 組織の長に対し意見具申等を行うこと。 
b. 発電用原子炉施設の廃止措置に従事する者に対して、指導・助言を

行うこと。 
c. 保安教育の実施計画の作成、改訂に当たり、その内容について、精

査、指導・助言を行うこと。 
d. 各種マニュアルの制定、改廃に当たり、その内容について、精査、

指導・助言を行うこと。 
e. 保安上重要な計画の作成、改訂に当たり、その内容について、精

査、指導・助言を行うこと。 
f. 保安規定に係る記録の確認を行うこと。 
g. 法令に基づく報告について、精査、指導・助言を行うこと。 
 

第 150 条 廃止措置主任者の

職務等 

－ 
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保安規定審査基準（廃止措置） 

（H25.11.27 制定、R1.12.25 最終改正） 
保安規定条文 変更有無 

ⅲ. 廃止措置主任者の意見等の尊重 
a. 組織の長は、廃止措置主任者の意見具申等を尊重すること。 
b. 発電用原子炉施設の廃止措置に従事する者は、廃止措置主任者の指

導・助言を尊重すること。 
 

第 150 条 廃止措置主任者の

職務等 

－ 

ⅳ. 廃止措置主任者を補佐する組織 
廃止措置の対象となる発電用原子炉施設については、その規模や当

該施設を設置する工場又は事業所の組織規模等が多様であることを勘

案し、個々の原子炉設置者の判断により、廃止措置主任者の補佐組織

を設けることは妨げない。 
この場合、補佐組織が他の職務を兼務するときには、当該組織によ

る補佐業務が影響を受けないよう指揮命令系統を明確にすること。 
 

－ 〔補佐組織を設置

していないため、

保安規定に記載な

し〕 

－ 

ⅴ. 廃止措置主任者の代行者の選任及び配置 
廃止措置の対象となる発電用原子炉施設については、その規模等や

当該施設を設置する工場又は事業所の組織規模等が多様であることを

勘案し、個々の原子炉設置者の判断により、廃止措置主任者の代行者

をあらかじめ選任し、配置しておくことを妨げない。この場合、保安

の監督に関する代行者の選任及び配置については、「ⅰ. 廃止措置主任

者の選任及び配置に関すること」と同様の手続とすること。 
なお、法第４３条の３の３４第２項の廃止措置計画の認可を受ける

とともに、発電用原子炉の機能停止措置を行った場合は、当該発電用

原子炉については、法第４３条の３の２６第１項の「発電用原子炉の

運転」を行うものではないことから、その旨の保安規定の変更認可を

受けた原子炉設置者については、同項の規定による当該発電用原子炉

に係る発電用原子炉主任技術者の選任を要しない。 
 

第 149 条 廃止措置主任者の

選任 

－ 

実用炉規則第 92 条第 3

項第 5 号 

【廃止措置を行う者に

対する保安教育】 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）発電用原子炉施設の運転及び管理を行う者（役務を供給する事業者

に属する者を含む。以下「従業員」という。）について、保安教育実施

方針が定められていること。 

 

第 206 条 所員への保安教育 － 

第 207 条 請負会社従業員へ

の保安教育 

－ 

２）従業員について、保安教育実施方針に基づき、保安教育実施計画を

定め、計画的に保安教育を実施することが定められていること。 

 

第 206 条 所員への保安教育 － 

第 207 条 請負会社従業員へ

の保安教育 

－ 

３）従業員について、保安教育実施方針に基づいた保安教育実施状況を

確認することが定められていること。 

 

第 206 条 所員への保安教育 － 

第 207 条 請負会社従業員へ

の保安教育 

－ 

４）燃料取扱に関する業務の補助及び放射性廃棄物取扱設備に関する業

務の補助を行う従業員については、当該業務に係る保安教育を実施す

ることが定められていること。 

 

第 207 条 請負会社従業員へ

の保安教育 

－ 

５）保安教育の内容について、関係法令及び保安規定への抵触を起こさ

ないことを徹底する観点から、具体的な保安教育の内容、その見直し

の頻度等について明確に定められていること。 

 

第 206 条 所員への保安教育 － 

第 207 条 請負会社従業員へ

の保安教育 

－ 

実用炉規則第 92 条第 3

項第 6 号 

【発電用原子炉の運転

停止に関する恒久的な

措置】 

※廃止措置対象施設に

核燃料物質が存在し

ない場合を除く。 

発電用原子炉を恒久的に運転停止するために講ずべき措置が定められて

いること。 

具体的には 

１）発電用原子炉の炉心に核燃料物質を装荷しないこと。 

 

第 156 条 原子炉の運転停止

に関する恒久的な

措置 

－ 

２）原子炉制御室の原子炉モードスイッチを原則として停止から他の位

置に切り替えないこと。 

 

－ 〔原子炉モードス

イッチが設置され

ていないため、保

安 規 定 に 記 載 な

し〕 

－ 

３）核燃料物質の譲渡し先が明確になっていること。 

等が明確になっていること。 

 

第 156 条 原子炉の運転停止

に関する恒久的な

措置 

－ 

実用炉規則第 92 条第 3

項第 7 号 

【発電用原子炉施設の

運転の安全審査】 

１）発電用原子炉施設の保安に関する重要事項及び発電用原子炉施設の

保安運営に関する重要事項を審議する委員会の設置、構成及び審議事

項について定められていること。 

 

第 147 条 原子力発電安全委

員会 

－ 

第 148 条 原子力発電安全運

営委員会 

－ 

実用炉規則第 92 条第 3

項第 8 号 

【管理区域、保全区域

及び周辺監視区域の設

定並びに立入制限】 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）管理区域を明示し、管理区域における他の場所と区別するための措

置を定め、管理区域の設定及び解除において実施すべき事項が定めら

れていること。 

 

第 177条の2 

 

管理区域の設定・

解除 

－ 

添付 4 管理区域図（第 110

条の 2 および第 111

条関連） 

 

－ 

添付 6 管理区域図（第 177

条の 2 および第 178

条関連） 

 

－ 

２）管理区域内の区域区分について、汚染のおそれのない管理区域及び

それ以外の管理区域について表面汚染密度及び空気中の放射性物質濃

度の基準値が定められていること。 

 

第 178 条 管理区域内におけ

る区域区分 

－ 
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保安規定審査基準（廃止措置） 

（H25.11.27 制定、R1.12.25 最終改正） 
保安規定条文 変更有無 

３）管理区域内において特別措置が必要な区域について講ずべき措置を

定め、特別措置を実施する外部放射線に係る線量当量率、空気中の放

射性物質濃度及び床、壁その他人の触れるおそれのある物の表面汚染

密度の基準が定められていること。 

 

第 179 条 管理区域内におけ

る特別措置 

－ 

４）管理区域への出入管理に係る措置事項が定められていること。  

 

第 180 条 管理区域への出入

管理 

－ 

５）管理区域から退出する場合等の表面汚染密度の基準が定められてい

ること。  

 

第 180 条 管理区域への出入

管理 

－ 

６）管理区域へ出入りする者に遵守させるべき事項及びそれを遵守させ

る措置が定められていること。  

 

第 181 条 管理区域出入者の

遵守事項 

－ 

７）管理区域から物品又は核燃料物質等の搬出及び運搬をする際に講ず

べき事項が定められていること。  

 

第 188 条 管理区域外等への

搬出および運搬 

－ 

第 189 条 発電所外への運搬 － 

８）保全区域を明示し、保全区域についての管理措置が定められている

こと。  

 

第 182 条 保全区域 － 

添付 5 保全区域図（第 115

条関連） 

－ 

添付 7 保全区域図（第 182

条関連） 

－ 

９）周辺監視区域を明示し、業務上立ち入る者を除く者が周辺監視区域

に立ち入らないように制限するために講ずべき措置が定められている

こと。  

 

第 183 条 周辺監視区域 － 

10）役務を供給する事業者に対して遵守させる放射線防護上の必要事項

及びこれを遵守させる措置が定められていること。  

 

第 190 条 請負会社の放射線

防護 

－ 

 第 191 条 頻度の定義 － 

実用炉規則第 92 条第 3

項第 9 号 

【排気監視設備及び排

水監視設備】 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の放出物質濃度の測定等の

放出管理に係る設備の設置及び機能の維持の方法並びにその使用方法

が定められていること。  

これらの設備の機能の維持の方法については、施設全体の管理方法

の一部として、（１７）における施設管理に関する事項と併せて定めら

れていてもよい。また、これらの設備のうち放射線測定に係るものの

使用方法については、施設全体の管理方法の一部として、（１１）にお

ける放射線測定器の管理及び放射線の測定の方法に関する事項と併せ

て定められていてもよい。 

 

第 173 条 放射性液体廃棄物

の管理 

－ 

第 174 条 放射性気体廃棄物

の管理 

－ 

実用炉規則第 92 条第 3

項第 10 号 

【線量、線量当量、汚

染の除去等】 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）放射線業務従事者が受ける線量について、線量限度を超えないため

の措置（個人線量計の管理の方法を含む。）が定められていること。 

 

第 184 条 放射性業務従事者

の線量管理等 

 

－ 

２）国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）が１９７７年勧告で示した放射

線 防 護 の 基 本 的 考 え 方 を 示 す 概 念 （  as low asreasonably 

achievable。以下「ＡＬＡＲＡ」という。）の精神にのっとり、放射線

業務従事者が受ける線量を管理することが定められていること。 

第 141 条 基本方針 － 

第 177 条 

 

放射線管理に係る

基本方針 

 

－ 

３）管理区域内で汚染のおそれのない区域に物品又は核燃料物質等を移

動する際に講ずべき事項が定められていること。  

 

第 188 条 管理区域外等への

搬出および運搬 

－ 

４）実用炉規則第７８条又は研開炉規則第７３条に基づく床、壁等の除

染を実施すべき表面汚染密度の明確な基準が定められていること。 

 

第 185 条 床・壁等の除染 － 

５）管理区域及び周辺監視区域境界付近における線量当量率等の測定に

関する事項が定められていること。  

 

第 186 条 外部放射線に係る

線量当量率等の測

定 

－ 

６）核燃料物質等（新燃料、使用済燃料及び放射性固体廃棄物を除く。）

の工場又は事業所の外への運搬に関する行為（工場又は事業所の外で

の運搬中に関するものを除く。）が定められていること。なお、この事

項は、（１２）及び（１３）における運搬に関する事項と併せて定めら

れていてもよい。  

 

第 188 条 管理区域外等への

搬出および運搬 

－ 

第 189 条 発電所外への運搬 － 

７）放射性廃棄物でない廃棄物の取扱いに関することについては、「原子

力施設における「放射性廃棄物でない廃棄物」の取扱いについて（指

示）」（平成２０・０４・２１原院第１号（平成２０年５月２７日原子

力安全・保安院制定（ＮＩＳＡ－１１１ａ－０８－１）））を参考とし

て記載していること。なお、この事項は、放射性廃棄物との仕分け等

を明確にするため、（１３）における放射性廃棄物の管理に関する事項

と併せて定められていてもよい。 

 

第 171 条 放射性廃棄物でな

い廃棄物の管理 

－ 
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保安規定審査基準（廃止措置） 

（H25.11.27 制定、R1.12.25 最終改正） 
保安規定条文 変更有無 

８）法第６１条の２第２項により認可を受けた場合においては、同項に

より認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法に基づき、当該認

可を受けた申請書等において記載された内容を満足するよう、同条第

１項の確認を受けようとする物に含まれる放射性物質の放射能濃度の

測定及び評価を行い、適切に取り扱うことが定められていること。な

お、この事項は、放射性廃棄物との仕分け等を明確にするため、（１

３）における放射性廃棄物の管理に関する事項と併せて定められてい

てもよい。  

 

－ 〔クリアランス規

定は、採用してい

ないため、保安規

定に記載なし〕 

－ 

９）汚染拡大防止のための放射線防護上、必要な措置が定められている

こと。  

 

第 177条の2 

 

管理区域の設定・

解除 

－ 

第 178 条 管理区域内におけ

る区域区分 

－ 

第 181 条 管理区域出入者の

遵守事項 

－ 

第 185 条 床・壁等の除染 － 

第 188 条 管理区域外等への

搬出および運搬 

－ 

実用炉規則第 92 条第 3

項第 11 号 

【放射線測定器の管理

及び放射線の測定の方

法】 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）放射線測定器（放出管理用計測器及び放射線計測器を含む。以下同

じ。）の種類、所管箇所、数量及び機能の維持の方法並びにその使用方

法（測定及び評価の方法を含む。）が定められていること。  

 

第 175 条 放出管理用計測器

の管理 

－ 

第 187 条 放射線計測器類の

管理 

－ 

２）放射線測定器の機能の維持の方法については、施設全体の管理方法

の一部として、（１７）における施設管理に関する事項と併せて定めら

れていてもよい。 

 [1.の記載箇所につ

い て の 説 明 で あ

り、保安規定には

記載なし] 

－ 

実用炉規則第 92 条第 3

項第 12 号 

【核燃料物質の受払、

運搬、貯蔵その他の取

扱い】 

※廃止措置対象施設に

核燃料物質が存在し

ない場合を除く。 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）核燃料物質の工場又は事業所内における運搬及び工場又は事業所の

外における運搬に関すること。 

ここでは、工場又は事業所における新燃料の運搬及び貯蔵並びに使

用済燃料の運搬及び貯蔵に際して、臨界に達しないようにする措置そ

の他の保安のために講ずべき措置を講ずること及び貯蔵施設における

貯蔵の条件等が定められていること。 

また、新燃料及び使用済燃料の工場又は事業所の外への運搬に関す

る行為（工場又は事業所の外での運搬中に関するものを除く。）が定め

られていること。なお、この事項は、（１０）及び（１３）における運

搬に関する事項と併せて定められていてもよい。 

 

第 166 条 新燃料の運搬 － 

第 167 条 新燃料の貯蔵 － 

第 168 条 使用済燃料の貯蔵 － 

第 169 条 使用済燃料の運搬 － 

実用炉規則第 92 条第 3

項第 13 号 

【放射性廃棄物の廃

棄】 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）放射性気体廃棄物の放出箇所及び放出管理目標値を満たすための放

出量管理方法並びに放射性気体廃棄物の放出物質濃度の測定項目及び

頻度が定められていること。 

 

第 174 条 放射性気体廃棄物

の管理 

－ 

２）放射性液体廃棄物の放出箇所、放出管理目標値及び基準値を満たす

ための放出管理方法並びに放射性液体廃棄物の放出物質濃度の測定項

目及び頻度が定められていること。 

 

第 173 条 放射性液体廃棄物

の管理 

－ 

３）平常時の環境放射線モニタリングの実施体制（計画、実施、評価

等）について定められていること。 

第186条の2 

 

平常時の環境放射

線モニタリング 

 

－ 

４）ＡＬＡＲＡの精神にのっとり、排気、排水等を管理することが定め

られていること。 

第 141 条 基本方針 － 

第 170 条 

 

放射性廃棄物管理

に係る基本方針 

 

－ 

５）放射性固体廃棄物の貯蔵及び保管に係る具体的な管理措置並びに運

搬に関し、放射線安全確保のための措置が定められていること。 

 

第 170条の2 

 

放射性固体廃棄物

の管理 

－ 

６）放射性液体廃棄物の固型化等の処理及び放射性廃棄物の工場又は事

業所の外への廃棄（放射性廃棄物の輸入を含む。）に関する行為の実施

体制が定められていること。 

 

第 170 条の 2 

 

放射性固体廃棄物

の管理 

－ 

第 172 条の 2 

 

輸入廃棄物の管理 

 

－ 

７）放射性固体廃棄物の工場又は事業所の外への運搬に関する行為（工

場又は事業所の外での運搬中に関するものを除く。）に係る体制が構築

されていることが明記されていること。なお、この事項は、（１０）及

び（１２）における運搬に関する事項と併せて定められていてもよ

い。 

 

第 170条の2 

 

放射性固体廃棄物

の管理 

－ 

 第 176 条 頻度の定義 － 

実用炉規則第 92 条第 3

項第 14 号 

【非常の場合に講ずべ

き措置】 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）緊急時に備え、平常時から緊急時に実施すべき事項が定められてい

ること。  

 

第 194 条 原子力防災組織 － 

第 195 条 原子力防災要員 － 

第 197 条 原子力防災資機材

等の整備 

－ 

２）緊急時における運転に関する組織内規程類を作成することが定めら

れていること。  

 

第 154 条 廃止措置管理に関

する社内標準の作

成 

－ 

３）緊急事態発生時は定められた通報経路に従い、関係機関に通報する 第 198 条 通報経路 － 
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保安規定審査基準（廃止措置） 

（H25.11.27 制定、R1.12.25 最終改正） 
保安規定条文 変更有無 

ことが定められていること。  

 

第 200 条 通報 － 

４）緊急事態の発生をもってその後の措置は、原子力災害対策特別措置

法（平成１１年法律第１５６号）第７条第１項の原子力事業者防災業

務計画によることが定められていること。 

 

第 194 条 原子力防災組織 － 

５）緊急事態が発生した場合は、緊急時体制を発令し、応急措置及び緊

急時における活動を実施することが定められていること。  

 

第 201 条 原子力防災体制等

の発令 

－ 

第 202 条 応急措置 － 

第 203 条 緊急時における活

動 

－ 

６）次に掲げる要件に該当する放射線業務従事者を緊急作業に従事させ

るための要員として選定することが定められていること。 

ⅰ．緊急作業時の放射線の生体に与える影響及び放射線防護措置につい

て教育を受けた上で、緊急作業に従事する意思がある旨を発電用原子

炉設置者に書面で申し出た者であること。 

ⅱ．緊急作業についての訓練を受けた者であること。 

ⅲ．実効線量について２５０ｍＳｖを線量限度とする緊急作業に従事す

る従業員は、原子力災害対策特別措置法第８条第３項に規定する原子

力防災要員、同法第９条第１項に規定する原子力防災管理者又は同条

第３項に規定する副原子力防災管理者であること。 

 

第 196 条 緊急作業従事者の

選定 

－ 

７）放射線業務従事者が緊急作業に従事する期間中の線量管理（放射線

防護マスクの着用等による内部被ばくの管理を含む。）、緊急作業を行

った放射線業務従事者に対し、健康診断を受診させる等の非常の場合

に講ずべき処置に関し、適切な内容が定められていること。 

 

第 204 条 緊急作業従事者の

線量管理等 

－ 

８）事象が収束した場合には、緊急時体制を解除することが定められて

いること。  

 

第 205 条 原子力防災体制の

解除 

－ 

９）防災訓練の実施頻度について定められていること。  

 

第 199 条 原子力防災訓練 － 

実用炉規則第 92 条第 3

項第 15 号 

【設計想定事象等に対

する発電用原子炉施設

の保全に関する措置】 

 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

 

１）許可を受けたところによる基本設計ないし基本的設計方針又は法第

４３条の３の３４第２項の認可を受けた廃止措置計画に則した対策が

機能するよう、想定する事象に応じて、次に掲げる措置を講ずること

が定められていること。 

 

－ － － 

ⅰ．発電用原子炉施設の必要な機能を維持するための活動に関する計

画を策定し、要員を配置するとともに、計画に従って必要な活動を

行わせること。特に、当該計画には、次に掲げる事項（研究開発段

階発電用原子炉にあっては、ロに掲げる事象を除く。）を含めるこ

と。 

 

第 157 条 地震・火災等発生

時の措置 

－ 

第 158 条 電源機能等喪失時

等の体制の整備 

－ 

イ 火災 

可燃物の管理、消防吏員への通報、消火又は延焼の防止その他

消防隊が火災の現場に到着するまでに行う活動に関すること。 

 

第 157 条 地震・火災等発生

時の措置 

－ 

ロ 火山現象による影響（影響が発生するおそれを含む。以下「火山

影響等」という。） 

火山影響等発生時における非常用交流動力電源設備の機能を維

持するための対策に関すること。 

 

第 158 条 電源機能等喪失時

等の体制の整備 

－ 

ハ 重大事故に至るおそれのある事故（運転時の異常な過渡変化及び

設計基準事故を除く。）又は重大事故（以下「重大事故等」とい

う。） 

重大事故等発生時における使用済燃料貯蔵設備に貯蔵する燃料

体の著しい損傷を防止するための対策に関すること。 

 

ニ 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムによる発電用原子炉施設の大規模な損壊（以下「大規模損

壊」という。） 

① 大規模損壊発生時における大規模な火災が発生した場合におけ

る消火活動に関すること。 

② 大規模損壊発生時における使用済燃料貯蔵槽の水位を確保する

ための対策及び燃料体の著しい損傷を緩和するための対策に関

すること。 

③ 大規模損壊発生時における放射性物質の放出を低減するための

対策に関すること。 

ⅱ．必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教育及び訓

練に関すること。特に重大事故等又は大規模損壊の発生時における

発電用原子炉施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に

対する教育及び訓練については、それぞれ毎年１回以上定期に実施

すること。 
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保安規定審査基準（廃止措置） 

（H25.11.27 制定、R1.12.25 最終改正） 
保安規定条文 変更有無 

ⅲ．必要な機能を維持するための活動を行うために必要な電源車、消

防自動車、化学消防自動車、泡消火薬剤、消火ホース、照明器具、

無線機器、フィルターその他の資機材を備え付けること。 

 

ⅳ．その他必要な機能を維持するための活動を行うために必要な体制

を整備すること。 

実用炉規則第 92 条第 3

項第 16 号、17 号 

【発電用原子炉施設及

び廃止措置に係る保安

に関する適正な記録及

び報告】 

１）発電用原子炉施設に係る保安に関し、必要な記録を適正に作成し、

管理することが、明確に記載されていること。その際、保安規定及び

その下位文書において、必要な記録を適正に作成し、管理するための

措置が定められていること。 

 

第 208 条 記録 － 

第 144 条 品質マネジメント

システム計画 

 

－ 

２）実用炉規則第６７条又は研開炉規則第６２条に定める記録につい

て、その記録の管理に関すること（計量管理規定及び核物質防護規定

で定めるものを除く。）が定められていること。 

 

第 208 条 記録 － 

３）発電所長及び廃止措置主任者に報告すべき事項が定められているこ

と。 

 

第 209 条 報告 － 

第 150 条 廃止措置主任者の

職務等 

－ 

４）特に、実用炉規則第１３４条各号又は研開炉規則第１２９条各号に

掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合にお

いては、例えば、経営責任者に確実に報告がなされる体制が構築され

ていることなど、安全確保に関する経営責任者の強い関与が明記され

ていること。 

 

第 209 条 報告 － 

５）当該事故故障等の事象に準ずる重大な事象について、具体的に明記

されていること。  

 

第 209 条 報告 － 

実用炉規則第 92 条第 3

項第 18 号 

【発電用原子炉施設の

施設管理】 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）施設管理方針、施設管理目標及び施設管理実施計画の策定並びにこ

れらの評価及び改善について、「原子力事業者等における使用前事業者

検査、定期事業者検査、保安のための措置等に係る運用ガイド」（原規

規発第１９１１２５７号－７（令和元年１２月２５日原子力規制委員

会決定））を参考として定められていること（廃止措置計画の認可後に

安全機能を維持する必要のある施設の施設管理を含む。）。 

第 192 条 施設管理計画 

 

－ 

第 192条の 2 

 

設計管理 

 

－ 

第 192条の 3 

 

作業管理 

 

－ 

２）使用前事業者検査及び定期事業者検査の実施に関することが定めら

れていること。  

 

第 192条の4 

 

使用前事業者検査

の実施 

 

－ 

第 192条の5 

 

定期事業者検査の

実施 

－ 

実用炉規則第 92 条第 3

項第 19 号 

【保安に関する技術情

報についての他の発電

用原子炉設置者との共

有】 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

プラントメーカーなどの保守点検を行った事業者から得られた保安に

関する技術情報をＢＷＲ事業者協議会、ＰＷＲ事業者連絡会等の事業者

の情報共有の場を活用し、他の原子炉設置者と共有し、自らの発電用原

子炉施設の保安を向上させるための措置が記載されていること。 

 

第 192 条 施設管理計画 

 

－ 

実用炉規則第 92 条第 3

項第 20 号 

【不適合に関する情報

の公開】 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）発電用原子炉施設の保安の向上を図る観点から、不適合が発生した

場合の公開基準が明確に定められていること。 

 

第 144 条 品質マネジメント

システム計画 

 

－ 

２）情報の公開に関し、原子力施設情報公開ライブラリーへの登録等に

必要な事項が定められていること。 

 

第 144 条 品質マネジメント

システム計画 

 

－ 

実用炉規則第 92 条第 3

項第 21 号 

【廃止措置の管理】 

廃止措置作業の計画、廃棄物の管理、廃止措置の実施の管理につい

て、必要な事項が記録されていること。 

 

第 151 条 構成および定義 － 

第 152 条 運転員の確保 有 

第152条の2 運転管理業務 － 

第 154 条 廃止措置管理に関

する社内標準の作

成 

－ 

第 155 条 引継 － 

第 157 条 地震・火災等発生

時の措置 

－ 

第 159 条 安全貯蔵措置 － 

第 160 条 工事の計画および

実施 

－ 

第 161 条 工事完了の報告 － 

第 162 条 使用済燃料ピット

の水温 

－ 

第 163 条 施設運用上の基準

の確認 

－ 

第 164 条 施設運用上の基準

を満足しない場合 

－ 

第 165 条 施設運用上の基準

に関する記録 

－ 

第170条の2 

[第 170 条] 

放射性固体廃棄物

の管理 

－ 
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保安規定審査基準（廃止措置） 

（H25.11.27 制定、R1.12.25 最終改正） 
保安規定条文 変更有無 

第 171 条 放射性廃棄物でな

い廃棄物の管理 

－ 

第 172 条 事故由来放射性物

質の降下物の影響

確認 

－ 

第 173 条 放射性液体廃棄物

の管理 

－ 

第 174 条 放射性気体廃棄物

の管理 

－ 

第 208 条 記録 － 

実用炉規則第 92 条第 3

項第 22 号 

【その他必要な事項】 

前各項に加えて、以下の内容を定めていること。 

１）日常のＱＭＳに係る活動の結果を踏まえ、必要に応じ、発電用原子

炉施設に係る保安に関し必要な事項を定めていること。 

 

第 140 条 目的 － 

２）保安規定を定める「目的」が、核燃料物質、核燃料物質によって汚

染された物又は発電用原子炉による災害の防止を図るものとして定め

られていること。 

 

第 140 条 目的 － 
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書
 

記
載

す
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き
内

容
 

記
載

の
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え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

第
9
2
条

（
保

安
規

定
）

 

第
１

項
 

法
第

四
十

三
条

の
三

の
二

十
四

第
一

項
の

規
定

に
よ

る
保

安
規

定
の

認
可

を
受

け
よ

う
と

す
る

者
は

、
認

可
を

受

け
よ

う
と

す
る

工
場

又
は

事
業

所
ご

と
に

、
次

に
掲

げ
る

事
項

に
つ

い
て

保

安
規

定
を

定
め

、
こ

れ
を

記
載

し
た

申

請
書

を
原

子
力

規
制

委
員

会
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

実
用

炉
規

則
第

9
2
条

第
1
項

第
8
号

イ
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ら
ハ

ま
で
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用
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炉
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設
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運
転

に
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、
確

認
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べ
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事
項

、
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状
が

あ
っ

た
場

合
の

措
置

等
】

 

 
 

 
 

八
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
運

転
に

関
す

る
こ

と
で

あ
っ

て
、
次

に
掲

げ

る
も

の
 

５
．
地

震
、
火

災
、
有

毒
ガ

ス
（

予
期

せ
ず

発
生

す
る

も
の

を
含

む
。
）
等

の
発

生
時

に
講

ず
べ

き
措

置
に

つ

い
て

定
め

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、

火
山

影
響

等
お

よ
び

自
然

災
害

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
 

（
第

１
８

条
、

第
１

８
条

の
２

、
第

１
８

条
の

２
の

２
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

関
連

）
 

（
中

略
）

 
３

 
火

山
影

響
等

、
降

雪
、

地
滑

り
発

生
時

 
（

中
略

）
 

３
．

４
 
手

順
書

の
整

備
 

(
1
)
 
各

課
（

室
）

長
（

当
直

課
長

を
除

く
。

）
は

、
火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
（

中
略

）
 

ｈ
．

緊
急

時
対

策
所

の
居

住
性

確
保

に
関

す
る

対
策

 
火

山
影

響
等

発
生

時
に

お
い

て
、

緊
急

時
対

策
所

入
口

扉
を

開
放

す
る

こ
と

に
よ

り
緊

急
時

対
策

所
の

居
住

性
を

確
保

す
る

。
 

(
a
)
 
緊

急
時

対
策

所
の

居
住

性
確

保
 

各
課

（
室

）
長

は
、

緊
急

時
対

策
所

入
口

扉
の

開
放

に
よ

り
居

住
性

を
確

保
し

、
降

下
火

砕
物

の
侵

入
を

防
止

す
る

た
め

、
入

口
扉

（
２

箇
所

）
に

仮
設

フ
ィ

ル
タ

を
取

り
付

け
る

。
仮

設
フ

ィ
ル

タ
取

り
付

け
後

は
、

緊
急

時
対

策
所

内
の

酸
素

濃
度

お
よ

び
二

酸
化

炭
素

濃
度

の
監

視
を

行
う

。
 

ア
．

手
順

着
手

の
判

断
基

準
 

気
象

庁
が

発
表

す
る
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灰
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速
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活
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山
に

2
0
k
m
以

上
の

噴
煙

が
観

測
さ

れ
た

が
噴

火
後

1
0
分

以
内

に
降

灰
予

報
が

発
表

さ
れ

な
い

場
合

ま
た

は
降

下
火

砕
物

に
よ

る
発

電
所

へ
の

重
大

な
影

響
が

予
想

さ
れ

た
場

合
 

 
ｉ

．
通

信
連

絡
設

備
に

関
す

る
対

策
 

火
山

影
響

等
発

生
時

に
お

け
る

通
信

連
絡

に
つ

い
て

、
降

下
火

砕
物

の
影

響
を

受
け

な
い

有
線

系
の

設
備
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複

数
手
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確
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と
に
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り

機
能
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。

 
(
a
)
 
電
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車

の
準

備
作

業
 

各
課

（
室

）
長

は
、

電
源

車
を

降
下

火
砕

物
の

影
響

を
受

け
る

こ
と

の
な

い
３

号
お

よ
び

４
号

炉
タ

ー
ビ

ン
建

屋
内

へ
移

動
し

準
備

作
業

を
行

う
。

 
ア

．
手

順
着

手
の

判
断

基
準

 
 

気
象

庁
が

発
表

す
る

降
灰

予
報

（
「

速
報

」
ま

た
は

「
詳

細
」

）
に

よ
り

お
お

い
町

へ
の

「
多

量
」

の
降

灰
が

予
想

さ
れ

た
場

合
、

気
象

庁
が

発
表

す
る

噴
火

に
関

す
る

火
山

観
測

報
に

お
い

て
、

地
理

的
領

域
（

発
電

所
敷

地
か

ら
半

径
1
6
0
k
m
）

内
の

活
火

山
に

2
0
k
m
以

上
の

噴
煙

が
観

測
さ

れ
た

が
噴

火
後

1
0

分
以

内
に

降
灰

予
報

が
発

表
さ

れ
な

い
場

合
ま

た
は

降
下

火
砕

                ・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

 
（

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

設
備

の
変

更
）

 
                             

                ・
一

般
防

災
業

務

所
達

 
                               

                ・
火

山
影

響
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め
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を
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要
な

体
制

の
整

備
に

関
す

る
活

動
の

変
更

を
反

映
す

る
。

 
                              

（
1
)
第
１

編
（

３
号

炉
及

び
４

号
炉
）
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（

中
略

）
 

 
火

山
影

響
等

発
生

時
の

対
策

に
お

け
る

主
な

作
業

 

作
業

手
順 N
o
 

対
応

手
段

 
要

員
 

要
員

数
 

想 定 時 間
 

ｅ
(
a
)
 

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

へ
の

改
良

型
フ

ィ
ル

タ
取

付
 

緊
急

安
全

対
策

要
員

 
6
 

5
0

分
 

ｅ
(
b
)
 

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

改
良

型
フ

ィ
ル

タ
の

フ
ィ

ル
タ

取
替

 

緊
急

安
全

対
策

要
員

 
8
 

2
0

分
 

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

改
良

型
フ

ィ
ル

タ
の

フ
ィ

ル
タ

清
掃

※
１
 

緊
急

安
全

対
策

要
員

 
4
 

8
0

分
 

ｇ
(
a
)
 

ｉ
(
a
)
 

蒸
気

発
生

器
補

給
用

仮
設

中
圧

ポ
ン

プ
（

電
動

）
の

準
備

作
業

 
電

源
車

の
準

備
作

業
 

（
電

源
車

の
移

動
）

 

緊
急

安
全

対
策

要
員

 
2
 

2
5

分
 

蒸
気

発
生

器
補

給
用

仮
設

中
圧

ポ
ン

プ
（

電
動

）
の

準
備

作
業

 
電

源
車

の
準

備
作

業
※

２
 

（
給

電
用

ケ
ー

ブ
ル

敷
設

）
 

緊
急

安
全

対
策

要
員

 
2
 

3
5

分
 

ｇ
(
a
)
 

蒸
気

発
生

器
補

給
用

仮
設

中
圧

ポ
ン

プ
（

電
動

）
の

準
備

作
業

 
（

ホ
ー

ス
接

続
・

系
統

構
成

）
 

緊
急

安
全

対
策

要
員

 
5
 

1
1

0 分
 

ｇ
(
b
)
 

ｉ
(
b
)
 

蒸
気

発
生

器
補

給
用

仮
設

中
圧

ポ
ン

プ
（

電
動

）
を

用
い

た
炉

心
冷

却
 

電
源

車
か

ら
の

給
電

開
始

 
（

給
電

用
ケ

ー
ブ

ル
接

続
）

 

緊
急

安
全

対
策

要
員

 
2
 

2
0

分
 

蒸
気

発
生

器
補

給
用

仮
設

中
圧

ポ
ン

プ
（

電
動

）
を

用
い

た
炉

心
冷

却
 

電
源

車
か

ら
の

給
電

開
始

 
（

不
要

負
荷

切
り

離
し

・
受

電
操

作
）

 

運
転

員
等

 
(
中

央
制

御
室

、
現

場
)
 

3
 

3
5

分
 

ｈ
(
a
)
 

緊
急

時
対

策
所

の
居

住
性

確
保

（
仮

設
フ

ィ
ル

タ
取

付
）

 

緊
急

安
全

対
策

要
員

 

2
 

(
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

合
計

)
 

5
0

分
 

ｊ
(
a
)
 

軽
油

ド
ラ

ム
缶

の
建

屋
近

傍
へ

の
移

動
 

緊
急

安
全

対
策

要
員

 

6
 

(
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

合
計

)
 

5
0

分
 

                                                  ・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

 
（

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

設
備

の
変

更
）

 
   

                                                  ・
一

般
防

災
業

務
所

達
 

         

                                                  ・
火

山
影

響
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

た
め

に
必

要
な

体
制

の
整

備
に

関
す

る
活

動
の

変
更

を
反

映
す

る
。

 
        

（
1
)
第
１

編
（

３
号

炉
及

び
４

号
炉
）
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保
安

規
定

審
査

基
準

の
要

求
事

項
に
対

す
る

保
安

規
定

へ
の

記
載
内

容
 

関
連

す
る

実
用

炉
規

則
 

保
安

規
定

審
査

基
準

 
原

子
炉

施
設

保
安

規
定

 
社

内
規

定
文

書
 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

ｋ
(
a
)
 

消
火

水
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
タ

ン
ク

か
ら

復
水

ピ
ッ

ト
へ

の
補

給
準

備
 

緊
急

安
全

対
策

要
員

 

1
 

(
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

合
計

)
 

3
0

分
 

ｋ
(
b
)
 

消
火

水
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
タ

ン
ク

か
ら

復
水

ピ
ッ

ト
へ

の
補

給
 

緊
急

安
全

対
策

要
員

 

3
 

(
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

合
計

)
 

7
5

分
 

運
転

員
等

 
(
中

央
制

御
室

)
 

1
 

(
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

合
計

)
 

※
１

：
１

班
４

名
で

２
班

が
交

代
し

て
実

施
す

る
。

 
※

２
：
可

搬
式

排
気

フ
ァ

ン
お

よ
び

仮
設

ダ
ク

ト
等

設
置

作
業

は
、
1
箇

所
あ

た
り

上
表

と
は

別
に

緊
急

安
全

対
策

要
員

4
名

が
6
0
分

以
内

で
実

施
す

る
。

 

 第
１

８
条

～
第

１
８

条
の

５
 

[
変

更
な

し
]
 

 
 添

付
３

 
重

大
事

故
等

お
よ

び
大

規
模

損
壊

対
応

に
係

る
実

施
基

準
 

［
実

用
炉

規
則

第
9
2
条

第
1
項

第
1
6
号

1
.
(
1
)
ハ

（
後

述
）

に
て

整
理

］
 

 

   

  

イ
 

発
電

用
原

子
炉

の
運

転
を

行

う
体

制
の

整
備

に
関

す
る

こ

と
。

 

ロ
 

発
電

用
原

子
炉

の
運

転
に

当

た
っ

て
確

認
す

べ
き

事
項

及
び

運
転

の
操

作
に

必
要

な
事

項
 

ハ
 

異
状

が
あ

っ
た

場
合

の
措

置

に
関

す
る

こ
と

（
第

十
五

号
に

掲
げ

る
も

の
を

除
く

。
）
。

 

   

７
．
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

重
要

な
機

能
に

関
し

て
、

安
全

機
能

を
有

す

る
系

統
及

び
機

器
、

重
大

事
故

等

対
処

設
備

（
特

定
重

大
事

故
等

対

処
施

設
を

構
成

す
る

設
備

を
含

む
。
）
等

に
つ

い
て

、
運

転
状

態
に

対
応

し
た

運
転

上
の

制
限

（
L
i
m
i
t
i
n
g
 
C
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
f
o
r
 

O
p
e
r
a
t
i
o
n
。

以
下

「
Ｌ

Ｃ
Ｏ

」
と

い
う

。
）
、

Ｌ
Ｃ

Ｏ
を

逸
脱

し
て

い

な
い

こ
と

の
確

認
（

以
下
「

サ
ー

ベ

イ
ラ

ン
ス

」
と

い
う

。
）
の

実
施

方

法
及

び
頻

度
、

Ｌ
Ｃ

Ｏ
を

逸
脱

し

た
場

合
に

要
求

さ
れ

る
措

置
（

以

下
単

に
「

要
求

さ
れ

る
措

置
」
と

い

う
。
）
並

び
に

要
求

さ
れ

る
措

置
の

完
了

時
間

（
A
l
l
o
w
e
d
 
O
u
t
a
g
e
 

T
i
m
e
。
以

下
「

Ａ
Ｏ

Ｔ
」
と

い
う

。
）

が
定

め
ら

れ
て

い
る

こ
と

。
 

な
お

、
Ｌ

Ｃ
Ｏ

等
は

、
許

可
を

受

け
た

と
こ

ろ
に

よ
る

安
全

解
析

の

前
提

条
件

又
は

そ
の

他
の

設
計

条

件
を

満
足

す
る

よ
う

に
定

め
ら

れ

て
い

る
こ

と
。

 

（
重

大
事

故
等

対
処

設
備

）
 

第
 
９

０
 
条

 
次

の
各

号
の

重
大

事
故

等
対

処
設

備
は

、
表

９
０

－
１

で
定

め
る

事
項

を
運

転
上

の
制

限
と

す
る

。
 

(
1
)
 
緊

急
停

止
失

敗
時

に
原

子
炉

を
未

臨
界

に
す

る
た

め
の

設
備

 
(
2
)
 
１

次
冷

却
系

の
フ

ィ
ー

ド
ア

ン
ド

ブ
リ

ー
ド

を
す

る
た

め
の

設
備

 
(
3
)
 
炉

心
注

水
を

す
る

た
め

の
設

備
 

(
4
)
 
１

次
冷

却
系

の
減

圧
を

す
る

た
め

の
設

備
 

(
5
)
 
原

子
炉

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

等
を

す
る

た
め

の
設

備
 

(
6
)
 
原

子
炉

格
納

容
器

内
自

然
対

流
冷

却
を

す
る

た
め

の
設

備
 

(
7
)
 
蒸

気
発

生
器

２
次

側
に

よ
る

炉
心

冷
却
（

注
水

）
を

す
る

た
め

の
設

備
 

(
8
)
 
蒸

気
発

生
器

２
次

側
に

よ
る

炉
心

冷
却
（

蒸
気

放
出

）
を

す
る

た
め

の
設

備
 

(
9
)
 
水

素
爆

発
に

よ
る

原
子

炉
格

納
容

器
の

破
損

を
防

止
す

る
た

め
の

設
備

 
(
1
0
)
 
水

素
爆

発
に

よ
る

原
子

炉
建

屋
等

の
損

傷
を

防
止

す
る

等
の

た
め

の
設

備
 

(
1
1
)
 
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
の

冷
却

等
の

た
め

の
設

備
 

(
1
2
)
 
発

電
所

外
へ

の
放

射
性

物
質

の
拡

散
を

抑
制

す
る

た
め

の
設

備
 

(
1
3
)
 
重

大
事

故
等

の
収

束
に

必
要

と
な

る
水

の
供

給
設

備
 

(
1
4
)
 
電

源
設

備
 

(
1
5
)
 
計

装
設

備
 

(
1
6
)
 
中

央
制

御
室

 
(
1
7
)
 
監

視
測

定
設

備
 

(
1
8
)
 
緊

急
時

対
策

所
 

(
1
9
)
 
通

信
連

絡
を

行
う

た
め

に
必

要
な

設
備

 
(
2
0
)
 
そ

の
他

の
設

備
 

２
．

重
大

事
故

等
対

処
設

備
が

前
項

で
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

、
次

号
を

実
施

す
る

。
 

(
1
)
 
各

課
（

室
）

長
（

品
質

保
証

室
長

、
品

質
保

証
室

課
長

、
安

全
・

防
災

室
長

、
安

全
・

防
災

室
課

長
、
所

長
室

長
、
所

長
室

課
長

（
総

務
）
、
技

術
課

長
、
保

全
計

画
課

長
、
土

木
建

築
課

長
、
電

気
工

事
グ

ル
ー

プ
課

長
、
機

械
工

事
グ

ル
ー

プ
課

長
お

よ
び

土
木

建
築

工
事

グ
ル

ー
プ

課
長
（

以
下

、「
品

質
保

証
室

長
等

」
と

い
う

。
本

条
に

お
い

て
同

じ
。
）
を

除
く

。
）
は

、
表

９
０

－
２

か
ら

表
９

０
－

２
１

に
定

め
る

確
認

事
項

を
実

施
す

る
。
ま

た
、

各
課

（
室

）
長
（

品
質

保
証

室
長

等
を

除
く

。
）
は

、
そ

の
結

果
を

発
電

室
長

ま
た

は
当

直
課

長
に

 ・
変

更
な

し
 

                                  

                                    

                                    

（
1
)
第
１

編
（

３
号

炉
及

び
４

号
炉
）
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保
安

規
定

審
査

基
準

の
要

求
事

項
に
対

す
る

保
安

規
定

へ
の

記
載
内

容
 

関
連

す
る

実
用

炉
規

則
 

保
安

規
定

審
査

基
準

 
原

子
炉

施
設

保
安

規
定

 
社

内
規

定
文

書
 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

通
知

す
る

。
 

３
．
各

課
（

室
）
長

（
品

質
保

証
室

長
等

を
除

く
。
）

は
、

重
大

事
故

等
対

処
設

備
が

第
１

項
で

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
た

場
合

、
表

９
０

－
２

か
ら

表
９

０
－

２
１

の
措

置
を

講
じ

る
と

と
も

に
必

要
に

応
じ

関
係

各
課
（

室
）
長

へ
通

知
す

る
。
通

知
を

受
け

た
関

係
各

課
（

室
）

長
は

、
同

表
に

定
め

る
措

置
を

講
じ

る
。

 
                                              ９

０
－

１
９

－
２

 
居

住
性

の
確

保
 

 
 表

９
０

－
１

９
 

緊
急

時
対

策
所

 
９

０
－

１
９

－
２

 
居

住
性

の
確

保
 

(
1
)
 
運

転
上

の
制

限
 
 

項
 

目
 

運
転

上
の

制
限

 

        ・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

 
（

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

所
要

数
の

見
直

し
）

 
（

設
備

の
屋

内
保

管
に

伴
う

、
予

備
の

所
要

数
か

ら
の

削
除

）
 

（
電

源
確

保
に

係
る

設
備

の
変

更
）

 
                                              

        ・
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

                                               

        ・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

を
反

映
す

る
。

 
                                                   

（
1
)
第
１

編
（

３
号

炉
及

び
４

号
炉
）
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保
安

規
定

審
査

基
準

の
要

求
事

項
に
対

す
る

保
安

規
定

へ
の

記
載
内

容
 

関
連

す
る

実
用

炉
規

則
 

保
安

規
定

審
査

基
準

 
原

子
炉

施
設

保
安

規
定

 
社

内
規

定
文

書
 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

緊
急

時
対

策
所

空
気

浄
化

系
 

緊
急

時
対

策
所

空
気

供
給

装
置

 
居

住
性

確
保

設
備

 

(
1
)
緊

急
時

対
策

所
空

気
浄

化
系

１
系

統
※

１
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
 

(
2
)
空

気
供

給
装

置
の

所
要

数
が

使
用

可
能

で
あ

る
こ

と
 

(
3
)
酸

素
濃

度
計

お
よ

び
二

酸
化

炭
素

濃
度

計
の

所
要

数
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
 

(
4
)
緊

急
時

対
策

所
内

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
お

よ
び

緊
急

時
対

策
所

外
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

の
所

要
数

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

 

適
用

モ
ー

ド
 

設
 

備
 

所
要

数
 

モ
ー

ド
１

、
２

、
３

、
４

、
５

、
６

お
よ

び
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
に

燃
料

体
を

貯
蔵

し
て

い
る

期
間

 

緊
急

時
対

策
所

非
常

用
空

気
浄

化
フ

ァ
ン

 
１

台
※

２
 

緊
急

時
対

策
所

非
常

用
空

気
浄

化
フ

ィ
ル

タ
ユ

ニ
ッ

ト
 

１
基

※
２
 

空
気

供
給

装
置

 
７

２
０

本
※

２
 

酸
素

濃
度

計
 

１
個

※
２
 

二
酸

化
炭

素
濃

度
計

 
１

個
※

２
 

緊
急

時
対

策
所

内
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

 
１

個
※

２
 

緊
急

時
対

策
所

外
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

 
１

個
※

２
 

※
１

：
１

系
統

と
は

、
緊

急
時

対
策

所
非

常
用

空
気

浄
化

フ
ァ

ン
１

台
お

よ
び

緊
急

時
対

策
所

非
常

用
空

気
浄

化
フ

ィ
ル

タ
ユ

ニ
ッ

ト
１

基
。

 
※

２
：

緊
急

時
対

策
所

あ
た

り
の

合
計

所
要

数
。

 
 (
2
)
 
確
認
事
項
 

項
 
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

緊
急

時
対

策
所

空
気

浄
化
系
 

緊
急

時
対

策
所

空
気

浄
化

系
（
フ
ァ
ン
お
よ
び
フ
ィ
ル

タ
ユ
ニ
ッ
ト
）
が
動
作
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ

月
に

１
回
 

 

原
子

炉
保

修
課

長
 

緊
急

時
対

策
所

非
常

用
空

気
浄

化
フ

ィ
ル

タ
ユ

ニ
ッ

ト
よ
う
素
除
去
効
率
（
総
合

除
去
効
率
）
が

9
9
.
7
5
%（

有

機
よ

う
素

）
以

上
お

よ
び

9
9
.
9
9
%（

無
機
よ
う
素
）
以

上
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
。
 

１
年

に
１

回
 

原
子

炉
保

修
課

長
 

 

空
気

供
給

装
置
 

空
気

供
給

装
置

の
所

要
数

が
使

用
可

能
で

あ
る

こ
と

を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ

月
に

１
回
 

放
射

線
管

理
課

長
 

酸
素

濃
度

計
 

酸
素

濃
度

計
が

使
用

可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ

月
に

１
回
 

放
射

線
管

理
課

長
 

二
酸

化
炭

素
濃
度
計
 

二
酸

化
炭

素
濃

度
計

が
使

用
可

能
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す
る
。
 

３
ヶ

月
に

１
回
 

放
射

線
管

理
課

長
 

緊
急

時
対

策
所

内
可

搬
型

エ
リ

ア
モ
ニ
タ
 

機
能
の
確
認
を
行
う
。
 

１
年

に
１

回
 

放
射

線
管

理
課

長
 

緊
急

時
対

策
所

内
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
。
 

３
ヶ

月
に

１
回
 

放
射
線
管
理
 

課
長
 

緊
急

時
対

機
能
の
確
認
を
行
う
。
 

１
年

に
１

放
射
線
管
理
 

           ・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

 
（

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

設
備

の
変

更
お

よ
び

所
要

数
の

見
直

し
）

 
（

以
下

、
同

じ
）

 
                                            

           ・
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

（
以

下
、

同
じ

）
 

              
                  
         

  

           ・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

を
反

映
す

る
。

 
（

以
下

、
同

じ
）

 
                

                  
             

（
1
)
第
１

編
（

３
号

炉
及

び
４

号
炉
）
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保
安

規
定

審
査

基
準

の
要

求
事

項
に
対

す
る

保
安

規
定

へ
の

記
載
内

容
 

関
連

す
る

実
用

炉
規

則
 

保
安

規
定

審
査

基
準

 
原

子
炉

施
設

保
安

規
定

 
社

内
規

定
文

書
 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

策
所

外
可

搬
型

エ
リ

ア
モ
ニ
タ
 

回
 

課
長
 

緊
急

時
対

策
所

外
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
。
 

３
ヶ

月
に

１
回
 

放
射
線
管
理
 

課
長
 

   (
3
)
 
要

求
さ

れ
る

措
置

 

適
用

モ
ー

ド
 

条
 

件
 

要
求

さ
れ

る
措

置
 

完
了

時
間

 

モ
ー

ド
１

、
２

、
３

お
よ

び
４

 

A
.
 
動

作
可

能
な

緊
急

時
対

策
所

内
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

ま
た

は
緊

急
時

対
策

所
外

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
が

所
要

数
を

満
足

し
て

い
な

い
場

合
 

A
.
1
 
放

射
線

管
理

課
長

は
、

当
該

設
備

を
動

作
可

能
な

状
態

に
復

旧
す

る
措

置
を

開
始

す
る

。
 

お
よ

び
 

A
.
2
 
放

射
線

管
理

課
長

は
、

代
替

措
置

※
３
を

検
討

し
原

子
炉

主
任

技
術

者
の

確
認

を
得

て
実

施
す

る
措

置
を

開
始

す
る

。
 

速
や

か
に

 
   速

や
か

に
 

B
.
 
動

作
可

能
な

緊
急

時
対

策
所

空
気

浄
化

系
が

１
系

統
未

満
で

あ
る

場
合

 

B
.
1
 
原

子
炉

保
修

課
長

は
、

当
該

設
備

を
動

作
可

能
な

状
態

に
復

旧
す

る
。

 
ま

た
は

 
B
.
2
 
原

子
炉

保
修

課
長

は
、

代
替

措
置

※
３
を

検
討

し
原

子
炉

主
任

技
術

者
の

確
認

を
得

て
実

施
す

る
。

 

１
０

日
 

   １
０

日
 

C
．
使

用
可

能
な

空
気

供
給

装
置

が
所

要
数

を
満

足
し

て
い

な
い

場
合

 

C
.
1
 
放

射
線

管
理

課
長

は
、

当
該

設
備

を
使

用
可

能
な

状
態

に
復

旧
す

る
。

 
ま

た
は

 
C
.
2
 
放

射
線

管
理

課
長

は
、

代
替

措
置

※
３
を

検
討

し
原

子
炉

主
任

技
術

者
の

確
認

を
得

て
実

施
す

る
。

 

１
０

日
 

  １
０

日
 

 

D
.
 
使

用
可

能
な

酸
素

濃
度

計
ま

た
は

二
酸

化
炭

素
濃

度
計

が
所

要
数

を
満

足
し

て
い

な
い

場
合

 

D
.
1
 
放

射
線

管
理

課
長

は
、

当
該

設
備

を
使

用
可

能
な

状
態

に
復

旧
す

る
。

 
ま

た
は

 
D
.
2
 
放

射
線

管
理

課
長

は
、

代
替

措
置

※
３
を

検
討

し
原

子
炉

主
任

技
術

者
の

確
認

を
得

て
実

施
す

る
。

 

１
０

日
 

  １
０

日
 

E
.
 
条

件
Ｂ

、
Ｃ

ま
た

は
Ｄ

の
措

置
を

完
了

時
間

内
に

達
成

で
き

な
い

場
合

 

E
.
1
 
当

直
課

長
は

、
モ

－
ド

３
に

す
る

。
 

お
よ

び
 

E
.
2
 
当

直
課

長
は

、
モ

－
ド

５
に

す
る

。
 

１
２

時
間

 
 ５

６
時

間
 

 (
3
)
 
要

求
さ

れ
る

措
置

（
続

き
）

 

               ・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

 
（

注
記

番
号

の
変

更
）

 
（

以
下

、
同

じ
）

 
                                          

              
                                               

  
                
                                           

（
1
)
第
１

編
（

３
号

炉
及

び
４

号
炉
）
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保
安

規
定

審
査

基
準

の
要

求
事

項
に
対

す
る

保
安

規
定

へ
の

記
載
内

容
 

関
連

す
る

実
用

炉
規

則
 

保
安

規
定

審
査

基
準

 
原

子
炉

施
設

保
安

規
定

 
社

内
規

定
文

書
 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

適
用

モ
ー

ド
 

条
 

件
 

要
求

さ
れ

る
措

置
 

完
了

時
間

 

モ
－

ド
５

、
６

お
よ

び
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
に

燃
料

体
を

貯
蔵

し
て

い
る

期
間

 

A
.
 
動

作
可

能
な

緊
急

時
対

策
所

内
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

ま
た

は
緊

急
時

対
策

所
外

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
が

所
要

数
を

満
足

し
て

い
な

い
場

合
 

A
.
1
 
放

射
線

管
理

課
長

は
、

当
該

設
備

を
動

作
可

能
な

状
態

に
復

旧
す

る
措

置
を

開
始

す
る

。
 

お
よ

び
 

A
.
2
 
放

射
線

管
理

課
長

は
、

代
替

措
置

※
３
を

検
討

し
原

子
炉

主
任

技
術

者
の

確
認

を
得

て
実

施
す

る
措

置
を

開
始

す
る

。
 

速
や

か
に

 
   速

や
か

に
 

B
.
 
動

作
可

能
な

緊
急

時
対

策
所

空
気

浄
化

系
が

１
系

統
未

満
で

あ
る

場
合

 

B
.
1
 
原

子
炉

保
修

課
長

は
、

当
該

設
備

を
動

作
可

能
な

状
態

に
復

旧
す

る
措

置
を

開
始

す
る

。
 

お
よ

び
 

B
.
2
 
原

子
炉

保
修

課
長

は
、

代
替

措
置

※
３
を

検
討

し
原

子
炉

主
任

技
術

者
の

確
認

を
得

て
実

施
す

る
措

置
を

開
始

す
る

。
 

速
や

か
に

 
   速

や
か

に
 

C
.
 
使

用
可

能
な

空
気

供
給

装
置

が
所

要
数

を
満

足
し

て
い

な
い

場
合

 

C
.
1
 
放

射
線

管
理

課
長

は
、

当
該

設
備

を
使

作
可

能
な

状
態

に
復

旧
す

る
措

置
を

開
始

す
る

。
 

お
よ

び
 

C
.
2
 
放

射
線

管
理

課
長

は
、

代
替

措
置

※
３
を

検
討

し
原

子
炉

主
任

技
術

者
の

確
認

を
得

て
実

施
す

る
措

置
を

開
始

す
る

。
 

速
や

か
に

 
   速

や
か

に
 

D
.
 
使

用
可

能
な

酸
素

濃
度

計
ま

た
は

二
酸

化
炭

素
濃

度
計

が
所

要
数

を
満

足
し

て
い

な
い

場
合

 

D
.
1
 
放

射
線

管
理

課
長

は
、

当
該

設
備

を
使

用
可

能
な

状
態

に
復

旧
す

る
措

置
を

開
始

す
る

。
 

お
よ

び
 

D
.
2
 
放

射
線

管
理

課
長

は
、

代
替

措
置

※
３
を

検
討

し
原

子
炉

主
任

技
術

者
の

確
認

を
得

て
実

施
す

る
措

置
を

開
始

す
る

。
 

速
や

か
に

 
   速

や
か

に
 

※
３

：
代

替
品

の
補

充
等

｡
 

            

          ・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

 
（

注
記

番
号

の
変

更
）

 
（

以
下

、
同

じ
）

 
                                               

                                                             

                                                             

（
1
)
第
１

編
（

３
号

炉
及

び
４

号
炉
）
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保
安

規
定

審
査

基
準

の
要

求
事

項
に
対

す
る

保
安

規
定

へ
の

記
載
内

容
 

関
連

す
る

実
用

炉
規

則
 

保
安

規
定

審
査

基
準

 
原

子
炉

施
設

保
安

規
定

 
社

内
規

定
文

書
 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

                                                     第
2
0
条

～
第

8
9
条

、
第

9
1
条

、
第

9
1
条

の
２

 

[
変

更
な

し
]
 

                                                  ・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

 
（

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

設
備

及
び

所
要

数
の

変
更

）
 

（
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
表

示
装

置
が

原
子

炉
設

置
者

所
掌

外
の

設
備

の
故

障
等

に
よ

り
運

転
上

の
制

限
を

逸
脱

し
た

場
合

の
要

求
さ

れ
る

措
置

に
対

す
る

完
了

時
間

の
除

外
）

 

 

                                                  ・
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

   

                                                  ・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

を
反

映
す

る
。

 
   

（
1
)
第
１

編
（

３
号

炉
及

び
４

号
炉
）
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保
安

規
定

審
査

基
準

の
要

求
事

項
に
対

す
る

保
安

規
定

へ
の

記
載
内

容
 

関
連

す
る

実
用

炉
規

則
 

保
安

規
定

審
査

基
準

 
原

子
炉

施
設

保
安

規
定

 
社

内
規

定
文

書
 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

十
六

 
設

計
想

定
事

象
、
重

大
事

故
等

又
は

大
規

模
損

壊
に

係
る

発
電

用

原
子

炉
施

設
の

保
全

に
関

す
る

措

置
に

関
す

る
こ

と
。

 

                                                 

実
用

炉
規

則
第

9
2
条

第
1
項

第
1
6
号

 

【
設

計
想

定
事

象
等

に
係

る
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

保
全

に
関

す
る

措

置
】

 

１
．
許

可
を

受
け

た
と

こ
ろ

に
よ

る
基

本
設

計
な

い
し

基
本

的
設

計
方

針

に
則

し
た

対
策

が
機

能
す

る
よ

う
、

想
定

す
る

事
象

に
応

じ
て

、
次

に
掲

げ
る

措
置

を
講

ず
る

こ
と

が
定

め

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

 

（
１

）
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

必
要

な

機
能

を
維

持
す

る
た

め
の

活
動

に

関
す

る
計

画
を

策
定

し
、
要

員
を

配

置
す

る
と

と
も

に
、
計

画
に

従
っ

て

必
要

な
活

動
を

行
わ

せ
る

こ
と

。
特

に
、
当

該
計

画
に

は
、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
含

め
る

こ
と

。
 

 
 

 
 

イ
 
火

災
 

可
燃

物
の

管
理

、
消

防
吏

員
へ

の

通
報

、
消

火
又

は
延

焼
の

防
止

そ
の

他
消

防
隊

が
火

災
の

現
場

に
到

着

す
る

ま
で

に
行

う
活

動
に

関
す

る

こ
と

。
 

第
１

８
条

（
火

災
発

生
時

の
体

制
の

整
備

）
 

[
変

更
な

し
]
 

 添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
 

［
実

用
炉

規
則

第
9
2
条

第
1
項

第
1
6
号

1
.
(
4
)
（

後
述

）
に

て
整

理
］

 

 

 
 

 

ロ
 
火

山
現

象
に

よ
る

影
響

（
影

響

が
発

生
す

る
お

そ
れ

を
含

む
。
以

下
「

火
山

影
響

等
」

と
い

う
。
）

 

①
 
火

山
影

響
等

発
生

時
に

お

け
る

非
常

用
交

流
動

力
電

源

設
備

の
機

能
を

維
持

す
る

た

め
の

対
策

に
関

す
る

こ
と

。
 

②
 
①

に
掲

げ
る

も
の

の
ほ

か
、

火
山

影
響

等
発

生
時

に
お

け

る
代

替
電

源
設

備
そ

の
他

の

炉
心

を
冷

却
す

る
た

め
に

必

要
な

設
備

の
機

能
を

維
持

す

る
た

め
の

対
策

に
関

す
る

こ

と
。

 

③
 
②

に
掲

げ
る

も
の

の
ほ

か
、

火
山

影
響

等
発

生
時

に
交

流

動
力

電
源

が
喪

失
し

た
場

合

に
お

け
る

炉
心

の
著

し
い

損

傷
を

防
止

す
る

た
め

の
対

策

に
関

す
る

こ
と

。
 

第
１

８
条

の
２

の
２

（
火

山
影

響
等

発
生

時
の

体
制

の
整

備
）

 
[
変

更
な

し
]
 

 添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
 

［
実

用
炉

規
則

第
9
2
条

第
1
項

第
1
6
号

1
.
(
4
)
（

後
述

）
に

て
整

理
］

 

 
 

 

ハ
 
重

大
事

故
に

至
る

お
そ

れ
の

あ

る
事

故
（

運
転

時
の

異
常

な
過

渡

変
化

及
び

設
計

基
準

事
故

を
除

く
。
）
又

は
重

大
事

故
（

以
下
「

重

大
事

故
等

」
と

い
う

。
）

 

①
 
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お

け
る

炉
心

の
著

し
い

損
傷

を

防
止

す
る

た
め

の
対

策
に

関

す
る

こ
と

。
 

②
 
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お

第
１

８
条

の
５

（
重

大
事

故
等

発
生

時
の

体
制

の
整

備
）

 
[
変

更
な

し
]
 

 添
付

３
（

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施

基
準

）
 

 
重

大
事

故
等

お
よ

び
大

規
模

損
壊

対
応

に
係

る
実

施
基

準
 

 本
「

実
施

基
準

」
は

、
重

大
事

故
に

至
る

お
そ

れ
が

あ
る

事
故

も
し

く
は

重
大

事
故

が
発

生
し

た
場

合
ま

た
は

大
規

模
な

自
然

災
害

も
し

く
は

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
そ

の
他

の
テ

ロ
リ

ズ
ム

に
よ

る
原

子
炉

施
設

の
大

規
模

な
損

壊
が

発
生

し
た

場
合

に
対

処
し

う
る

体
制

を
維

持
管

理
し

           

           

           

（
1
)
第
１

編
（

３
号

炉
及

び
４

号
炉
）
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保
安

規
定

審
査

基
準

の
要

求
事

項
に
対

す
る

保
安

規
定

へ
の

記
載
内

容
 

関
連

す
る

実
用

炉
規

則
 

保
安

規
定

審
査

基
準

 
原

子
炉

施
設

保
安

規
定

 
社

内
規

定
文

書
 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

                                                     

け
る

原
子

炉
格

納
容

器
の

破

損
を

防
止

す
る

た
め

の
対

策

に
関

す
る

こ
と

。
 

③
 
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お

け
る

使
用

済
燃

料
貯

蔵
設

備

に
貯

蔵
す

る
燃

料
体

の
著

し

い
損

傷
を

防
止

す
る

た
め

の

対
策

に
関

す
る

こ
と

。
 

④
 
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お

け
る

原
子

炉
停

止
時

の
燃

料

体
の

著
し

い
損

傷
を

防
止

す

る
た

め
の

対
策

に
関

す
る

こ

と
。

 

⑤
 
重

大
事

故
等
（

原
子

炉
建

屋

へ
の

故
意

に
よ

る
大

型
航

空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ

ズ
ム

に
よ

る
も

の
を

除
く

。
）

発
生

時
に

お
け

る
特

定
重

大

事
故

等
対

処
施

設
を

用
い

た

対
策

（
上

記
①

か
ら

④
ま

で

の
対

策
に

関
す

る
こ

と
を

含

む
。
）

に
関

す
る

こ
と

。
 

⑥
 
発

生
す

る
有

毒
ガ

ス
か

ら

の
運

転
員

等
の

防
護

に
関

す

る
こ

と
。

 

て
い

く
た

め
の

実
施

内
容

に
つ

い
て

定
め

る
。

 
ま

た
、

重
大

事
故

等
の

発
生

お
よ

び
拡

大
の

防
止

に
必

要
な

措
置

の
運

用
手

順
等

に
つ

い
て

は
、
表

－
１

か
ら

表
－

１
９

に
定

め
る

。
な

お
、
多

様
性

拡
張

設
備

を
使

用
し

た
運

用
手

順
お

よ
び

運
用

手
順

の
詳

細
な

内
容

等
に

つ
い

て
は

、
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
（

中
略

）
 

１
．

１
 
 
体

制
の

整
備

、
教

育
訓

練
の

実
施

お
よ

び
資

機
材

の
配

備
 

(
1
)
 
体

制
の

整
備

 
ア

 
所

長
は

、
以

下
に

示
す

重
大

事
故

等
対

策
を

実
施

す
る

実
施

組
織

お
よ

び
そ

の
支

援
組

織
の

役
割

分
担

お
よ

び
責

任
者

な
ど

を
社

内
標

準
に

定
め

、
効

果
的

な
重

大
事

故
等

対
策

を
実

施
し

得
る

体
制

を
確

立
す

る
。

 
 （

中
略

）
 

 (
ｽ
)
 

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
速

や
か

に
対

応
す

る
た

め
に

必
要

な
要

員
と

し
て

、
第

1
3
条

に
規

定
す

る
運

転
員

、
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

お
よ

び
緊

急
安

全
対

策
要

員
に

つ
い

て
、

以
下

の
と

お
り

役
割

お
よ

び
人

数
を

割
り

当
て

確
保

す
る

。
 

ａ
 

原
子

力
防

災
組

織
の

統
括

管
理

お
よ

び
全

体
指

揮
を

行
う

全
体

指
揮

者
、
原

子
炉

毎
の

指
揮

を
行

う
ユ

ニ
ッ

ト
指

揮
者

、
原

子
炉

毎
の

通
報

連
絡

を
行

う
通

報
連

絡
者

な
ら

び
に

各
重

大
事

故
等

対
策

に
係

る
現

場
で

の
調

整
を

行
う

現
場

調
整

者
の

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
6
名

、
運

転
操

作
指

揮
を

行
う

当
直

課
長

、
当

直
主

任
お

よ
び

運
転

操
作

対
応

を
行

う
運

転
員

1
2
名

（
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

の
う

ち
1
つ

の
原

子
炉

容
器

に
燃

料
が

装
荷

さ
れ

て
い

な
い

場
合

は
1
0
名

、
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

の
原

子
炉

容
器

に
燃

料
が

装
荷

さ
れ

て
い

な
い

場
合

は
8
名

）
、
運

転
支

援
活

動
、
電

源
確

保
活

動
、
給

水
活

動
、
設

備
対

応
、
消

防
活

動
お

よ
び

ガ
レ

キ
除

去
活

動
を

行
う

緊
急

安
全

対
策

要
員

4
0
名
（

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
の

う
ち

1
つ

の
原

子
炉

容
器

に
燃

料
が

装
荷

さ
れ

て
い

な
い

場
合

は
3
5
名

、
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

の
原

子
炉

容
器

に
燃

料
が

装
荷

さ
れ

て
い

な
い

場
合

は
3
0
名

）
の

計
5
8
名
（

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
の

う
ち

1
つ

の
原

子
炉

容
器

に
燃

料
が

装
荷

さ
れ

て
い

な
い

場
合

は
5
1
名

、
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

の
原

子
炉

容
器

に
燃

料
が

装
荷

さ
れ

て
い

な
い

場
合

は
4
4
名

）
な

ら
び

に
被

災
後

6
時

間
以

内
を

目
途

と
し

て
参

集
し

、
発

電
所

対
策

本
部

の
各

班
の

活
動

を
行

う
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

1
0
名
（

以
下
「

召
集

要
員

」
と

い
う

。
）
の

合
計

6
8
名
（

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
の

う
ち

1
つ

の
原

子
炉

容
器

に
燃

料
が

装
荷

さ
れ

て
い

な
い

場
合

は
6
1
名

、
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

の
原

子
炉

容
器

に
燃

料
が

装
荷

さ
れ

て
い

な
い

場
合

は
5
4
名

）
を

確
保

す
る

。
 

な
お

、
上

記
と

は
別

に
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

の
対

応
を

行
う

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
の

運
転

員
４

名
を

確
保

す
る

。
 

  重
大

事
故

等
の

発
生

お
よ

び
拡

大
の

防
止

に
必

要
な

措
置

の
運

用
手

順
等

  （
中

略
）

 
 

表
－

１
７

 
監

視
測

定
等

に
関

す
る

手
順

等
 

表
－

１
８

 
緊

急
時

対
策

所
の

居
住

性
等

に
関

す
る

手
順

等
 

表
－

１
９

 
通

信
連

絡
に

関
す

る
手

順
等

 
表

－
２

０
 

重
大

事
故

等
対

策
に

お
け

る
操

作
の

成
立

性
 

 （
中

略
）

 
 

表
－

１
７
 

操
作

手
順

 
１

７
．

監
視

測
定

等
に

関
す

る
手

順
等

 
①

 
方

針
目

的
 

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
発

電
所

お
よ

び
そ

の
周

辺
（

発
電

所
の

周
辺

海
域

を
含

む
。

）
に

お
い

て
原

子
炉

施
設

か
ら

放
出

さ
れ

る
放

射
性

物
質

の
濃

度
お

よ
び

放
射

線
量

を
監

視
し

、
お

よ
び

測
定

し
、

                           ・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

 
（

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

体
制

の
変

更
）

 
  ・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

 
（

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

体
制

の
変

更
）

 
                        

                           ・
運

転
管

理
通

達
 

     ・
運

転
管

理
通

達
 

                           

                           ・
３

，
４

号
炉

重
大

事
故

等
対

策
に

関
す

る
体

制
を

反

映
す

る
。

 
    ・
３

，
４

号
炉

重
大

事
故

等
対

策
に

関
す

る
体

制
を

反
映

す
る

。
 

                         

（
1
)
第
１

編
（

３
号

炉
及

び
４

号
炉
）
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保
安

規
定

審
査

基
準

の
要

求
事

項
に
対

す
る

保
安

規
定

へ
の

記
載
内

容
 

関
連

す
る

実
用

炉
規

則
 

保
安

規
定

審
査

基
準

 
原

子
炉

施
設

保
安

規
定

 
社

内
規

定
文

書
 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

                 

な
ら

び
に

そ
の

測
定

結
果

を
記

録
す

る
た

め
、

放
射

性
物

質
の

濃
度

お
よ

び
放

射
線

量
を

測
定

す
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
ま

た
、

発
電

所
に

お
い

て
風

向
、

風
速

そ
の

他
の

気
象

条
件

を
測

定
し

、
お

よ
び

そ
の

測
定

結
果

を
記

録
す

る
た

め
風

向
、

風
速

そ
の

他
の

気
象

条
件

を
測

定
す

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

 
 （

略
）

 
 

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

お
よ

び
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
ポ

ス
ト

へ
の

代
替

交
流

電
源

設
備

か
ら

の
給

電
 

発
電

所
対

策
本

部
は

、
全

交
流

動
力

電
源

喪
失

時
は

、
代

替
交

流
電

源
設

備
に

よ
り

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

お
よ

び
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
ポ

ス
ト

へ
給

電
す

る
。

 
給

電
の

優
先

順
位

は
、

多
様

性
拡

張
設

備
で

あ
る

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

お
よ

び
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
ポ

ス
ト

専
用

の
無

停
電

電
源

装
置

か
ら

の
給

電
を

優
先

し
、

代
替

交
流

電
源

設
備

に
よ

る
給

電
が

開
始

さ
れ

れ
ば

給
電

元
が

自
動

で
切

り
替

わ
る

。
 

そ
の

後
、
代

替
交

流
電

源
設

備
（

空
冷

式
非

常
用

発
電

装
置

）
に

よ
り

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

お
よ

び
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
ポ

ス
ト

へ
給

電
す

る
。

 
給

電
の

手
順

は
、
表

―
１

４
「

電
源

の
確

保
に

関
す

る
手

順
等

」
参

照
。

 
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
お

よ
び

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

ポ
ス

ト
は

、
電

源
が

喪
失

し
た

状
態

か
ら

給
電

し
た

場
合

は
、

自
動

的
に

放
射

線
量

の
連

続
測

定
を

開
始

す
る

。
 

(
1
)
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

 
全

交
流

動
力

電
源

が
喪

失
し

た
場

合
 

 
 

表
－

１
８

 
操

作
手

順
 

１
８
．
緊
急
時
対
策
所
の
居
住
性
等
に
関
す
る
手
順
等
 

①
 
方

針
目

的
 

緊
急

時
対

策
所

に
関

し
、
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
も

、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
指

示
を

行
う

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
が

緊
急

時
対

策
所

に
と

ど
ま

り
、

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

指
示

を
行

う
と

と
も

に
、
発

電
所

の
内

外
の

通
信

連
絡

を
行

う
必

要
の

あ
る

場
所

と
通

信
連

絡
し

、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
数

の
要

員
を

収
容

す
る

等
の

発
電

所
対

策
本

部
と

し
て

の
機

能
を

維
持

す
る

た
め

に
必

要
な

、
居

住
性

の
確

保
、
必

要
な

指
示

お
よ

び
通

信
連

絡
、
必

要
な

数
の

要
員

の
収

容
、
代

替
電

源
設

備
か

ら
の

給
電

を
行

う
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

 
 ②

 
対

応
手

段
 

居
住

性
の

確
保

 
発

電
所

対
策

本
部

は
、
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
、
緊

急
時

対
策

所
非

常
用

空
気

浄
化

フ
ァ

ン
お

よ
び

緊
急

時
対

策
所

非
常

用
空

気
浄

化
フ

ィ
ル

タ
ユ

ニ
ッ

ト
（

以
下
「

緊
急

時
対

策
所

可
搬

型
空

気
浄

化
装

置
」

と
い

う
。
）

に
よ

る
放

射
性

物
質

の
侵

入
低

減
、
空

気
供

給
装

置
に

よ
る

希
ガ

ス
等

の
放

射
性

物
質

の
侵

入
防

止
等

の
放

射
線

防
護

措
置

に
よ

り
、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
指

示
を

行
う

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
等

の
被

ば
く

線
量

を
7
日

間
で

1
0
0
m
S
v
を

超
え

な
い

よ
う

に
す

る
た

め
、
以

下
の

手
順

等
に

よ
り

緊
急

時
対

策
所

の
居

住
性

を
確

保
す

る
。

 

１
．

緊
急

時
対

策
所

の
立

上
げ

の
手

順
 

緊
急

安
全

対
策

要
員

お
よ

び
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

は
、
緊

急
時

対
策

所
を

使
用

し
、
発

電
所

対
策

本
部

を
設

置
す

る
た

め

              ・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

 
（

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

お
よ

び
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
ポ

ス
ト

へ
の

代
替

交
流

電
源

設
備

か
ら

の
給

電
方

法
の

変
更

の
反

映
）

 
（

給
電

の
手

順
書

名
の

適
正

化
）

 
                           ・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

 
（

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

設
備

の
変

更
）

 
（

以
下

、
同

じ
）

 
    ・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

 
（

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

緊
対

所
立

上
げ

体
制

の
見

直
し

）
 

              ・
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

                             ・
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

（
以

下
、

同
じ

）
 

       

              ・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

を
反

映
す

る
。

 
                                ・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

を
反

映
す

る
。

 
（

以
下

、
同

じ
）

 
          

（
1
)
第
１

編
（

３
号

炉
及

び
４

号
炉
）
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保
安

規
定

審
査

基
準

の
要

求
事

項
に
対

す
る

保
安

規
定

へ
の

記
載
内

容
 

関
連

す
る

実
用

炉
規

則
 

保
安

規
定

審
査

基
準

 
原

子
炉

施
設

保
安

規
定

 
社

内
規

定
文

書
 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

の
準

備
と

し
て

、
緊

急
時

対
策

所
を

立
ち

上
げ

る
。

 
(
1
)
 
緊

急
時

対
策

所
可

搬
型

空
気

浄
化

装
置

運
転

手
順

 
発

電
所

対
策

本
部

は
、

緊
急

時
対

策
所

非
常

用
空

気
浄

化
フ

ァ
ン

を
接

続
、
起

動
し

、
必

要
な

換
気

を
確

保
す

る
と

と
も

に
、

緊
急

時
対

策
所

非
常

用
空

気
浄

化
フ

ィ
ル

タ
を

通
気

す
る

こ
と

に
よ

り
放

射
性

物
質

の
侵

入
を

低
減

す
る

。
 

全
交

流
動

力
電

源
喪

失
時

は
、

代
替

交
流

電
源

設
備

か
ら

の
給

電
に

よ
り

、
緊

急
時

対
策

所
非

常
用

空
気

浄
化

フ
ァ

ン
を

起
動

す
る

。
 

ａ
．

手
順

着
手

の
判

断
基

準
 

緊
急

時
対

策
所

の
立

上
げ

時
 

 
(
2
)
 
空

気
供

給
装

置
に

よ
る

空
気

供
給

準
備

手
順

 
発

電
所

対
策

本
部

は
、

空
気

供
給

装
置

の
系

統
構

成
を

行
い

、
漏

え
い

等
が

な
い

こ
と

を
確

認
し

、
切

替
え

の
準

備
を

行
う

。
 

ａ
．

手
順

着
手

の
判

断
基

準
 

緊
急

時
対

策
所

の
立

上
げ

時
 

 (
3
)
 
緊

急
時

対
策

所
内

の
酸

素
濃

度
お

よ
び

二
酸

化
炭

素
濃

度
の

測
定

手
順

 
発

電
所

対
策

本
部

は
、

緊
急

時
対

策
所

の
居

住
性

確
保

の
観

点
か

ら
、

緊
急

時
対

策
所

内
の

酸
素

濃
度

お
よ

び
二

酸
化

炭
素

濃
度

の
測

定
を

行
う

。
 

   
ａ

．
手

順
着

手
の

判
断

基
準

 
緊

急
時

対
策

所
換

気
設

備
を

運
転

し
て

い
る

場
合

（
「

緊
急

時
対

策
所

換
気

設
備

」
と

は
、
「

緊
急

時
対

策
所

可
搬

型
空

気
浄

化
装

置
お

よ
び

空
気

供
給

装
置

」
を

い
う

。
）

 
 

２
．

原
子

力
災

害
対

策
特

別
措

置
法

第
1
0
条

事
象

発
生

時
の

手
順

 
発

電
所

対
策

本
部

は
、
原

子
力

災
害

対
策

特
別

措
置

法
第

1
0

条
事

象
が

発
生

し
た

場
合

に
、
緊

急
時

対
策

所
内

に
緊

急
時

対
策

所
内

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
を

、
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

の
原

子
炉

格
納

容
器

と
緊

急
時

対
策

所
の

間
に

緊
急

時
対

策
所

外
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

を
設

置
し

、
放

射
線

量
の

測
定

を
開

始
す

る
。
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

の
原

子
炉

格
納

容
器

と
緊

急
時

対
策

所
の

間
に

設
置

す
る

緊
急

時
対

策
所

外
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

を
、
緊

急
時

対
策

所
内

を
加

圧
す

る
た

め
の

判
断

に
用

い
る

。
 

(
1
)
 
緊

急
時

対
策

所
内

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
お

よ
び

緊
急

時
対

策
所

外
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

設
置

手
順

 
緊

急
時

対
策

所
内

に
緊

急
時

対
策

所
内

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
を

、
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

の
原

子
炉

格
納

容
器

と
緊

急
時

対
策

所
の

間
に

緊
急

時
対

策
所

外
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

を
設

置
す

る
。

 
ａ

．
手

順
着

手
の

判
断

基
準

 
原

子
力

災
害

対
策

特
別

措
置

法
第

1
0

条
事

象
が

発
生

し
た

場
合

 
 ３

．
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
の

放
射

線
防

護
等

に
関

す
る

手
順

等
 

発
電

所
対

策
本

部
は

、
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
指

示
を

行
う

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
等

を
防

護
し

、
居

住
性

を
確

保
す

る
措

置
を

行
う

。
 

(
1
)
 
緊

急
時

対
策

所
に

と
ど

ま
る

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
に

 ・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

 
（

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

設
備

の
変

更
）

 
                ・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

 
（

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

設
備

の
変

更
）

 
   ・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

 
（

緊
急

時
対

策
所

換
気

設
備

の
定

義
の

明
確

化
）

 
     ・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

 
（

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

設
備

の
変

更
）

 
（

以
下

、
同

じ
）

 
                   

                     ・
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

（
以

下
、

同
じ

）
 

                                  

                     ・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

を
反

映
す

る
。

 
（

以
下

、
同

じ
）

 
                                     

（
1
)
第
１

編
（

３
号

炉
及

び
４

号
炉
）
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保
安

規
定

審
査

基
準

の
要

求
事

項
に
対

す
る

保
安

規
定

へ
の

記
載
内

容
 

関
連

す
る

実
用

炉
規

則
 

保
安

規
定

審
査

基
準

 
原

子
炉

施
設

保
安

規
定

 
社

内
規

定
文

書
 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

つ
い

て
 

プ
ル

ー
ム

通
過

中
に

お
い

て
も

、
緊

急
時

対
策

所
へ

と
ど

ま
る

要
員

は
、

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

指
示

を
行

う
要

員
、

緊
急

時
対

応
と

し
て

設
置

し
た

可
搬

式
代

替
低

圧
注

水
ポ

ン
プ

等
の

給
油

や
監

視
等

、
プ

ル
ー

ム
通

過
後

も
継

続
す

る
活

動
に

必
要

な
要

員
、
3
号

炉
お

よ
び

4
号

炉
の

運
転

員
さ

ら
に

、
1
号

炉
お

よ
び

2
号

炉
の

運
転

員
と

す
る

。
 

な
お

、
こ

の
要

員
数

を
目

安
と

し
て

、
発

電
所

対
策

本
部

長
が

緊
急

時
対

策
所

に
と

ど
ま

る
要

員
を

判
断

す
る

。
 

(
2
)
 
空

気
供

給
装

置
へ

の
切

替
準

備
手

順
 

発
電

所
対

策
本

部
は

、
緊

急
時

対
策

所
外

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
の

指
示

上
昇

や
炉

心
損

傷
が

生
じ

る
等

、
プ

ル
ー

ム
放

出
の

お
そ

れ
が

あ
る

と
判

断
し

た
場

合
、

パ
ラ

メ
ー

タ
の

監
視

強
化

お
よ

び
緊

急
時

対
策

所
換

気
設

備
切

替
え

の
た

め
の

要
員

配
置

を
行

う
。

 
 ａ

．
手

順
着

手
の

判
断

基
準

 
プ

ル
ー

ム
放

出
の

お
そ

れ
が

あ
る

場
合

 
具

体
的

に
は

以
下

の
い

ず
れ

か
に

該
当

し
た

場
合

 
(
a
)
 
プ

ル
ー

ム
放

出
前

の
段

階
に

お
い

て
、
直

接
線

、
ス

カ
イ

シ
ャ

イ
ン

線
に

よ
り

、
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

の
原

子
炉

格
納

容
器

と
緊

急
時

対
策

所
の

間
に

設
置

す
る

緊
急

時
対

策
所

外
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

の
指

示
が

上
昇

傾
向

と
な

っ
た

場
合

 
(
b
)
 
中

央
制

御
室

か
ら

炉
心

損
傷

が
生

じ
た

旨
の

連
絡

、
情

報
が

あ
っ

た
場

合
。
ま

た
は

、
緊

急
時

対
策

所
で

の
プ

ラ
ン

ト
状

態
監

視
の

結
果

、
発

電
所

対
策

本
部

長
が

炉
心

損
傷

の
可

能
性

を
踏

ま
え

、
プ

ル
ー

ム
放

出
に

備
え

る
必

要
が

あ
る

と
判

断
し

た
場

合
 

(
c
)
 
炉

心
損

傷
前

で
あ

っ
て

中
央

制
御

室
か

ら
原

子
炉

格
納

容
器

破
損

が
生

じ
た

旨
の

連
絡

、
情

報
が

あ
っ

た
場

合
。
ま

た
は

、
緊

急
時

対
策

所
で

の
プ

ラ
ン

ト
状

態
監

視
の

結
果

、
発

電
所

対
策

本
部

長
が

原
子

炉
格

納
容

器
破

損
の

可
能

性
を

踏
ま

え
、
プ

ル
ー

ム
放

出
に

備
え

る
必

要
が

あ
る

と
判

断
し

た
場

合
 

 
(
3
)
 
空

気
供

給
装

置
へ

の
切

替
手

順
 

発
電

所
対

策
本

部
は

、
原

子
炉

格
納

容
器

か
ら

プ
ル

ー
ム

が
放

出
さ

れ
、

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
原

子
炉

格
納

容
器

と
緊

急
時

対
策

所
の

間
に

設
置

し
た

緊
急

時
対

策
所

外
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

ま
た

は
緊

急
時

対
策

所
内

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
の

指
示

値
が

上
昇

し
た

場
合

、
速

や
か

に
緊

急
時

対
策

所
に

お
け

る
緊

急
時

対
策

所
換

気
設

備
を

緊
急

時
対

策
所

可
搬

型
空

気
浄

化
装

置
か

ら
空

気
供

給
装

置
へ

切
り

替
え

る
と

と
も

に
、

緊
急

時
対

策
所

内
の

酸
素

濃
度

お
よ

び
二

酸
化

炭
素

濃
度

の
測

定
結

果
に

応
じ

、
空

気
流

入
量

を
調

整
す

る
。

 
ａ

．
手

順
着

手
の

判
断

基
準

 
以

下
の

い
ず

れ
か

に
該

当
し

た
場

合
 

(
a
)
 
緊

急
時

対
策

所
外

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
の

指
示

が
0
.
1
m
S
v
/
h
以

上
と

な
っ

た
場

合
 

(
b
)
 
緊

急
時

対
策

所
内

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
の

指
示

が
0
.
5
m
S
v
/
h
以

上
と

な
っ

た
場

合
 

 
(
4
)
 
緊

急
時

対
策

所
可

搬
型

空
気

浄
化

装
置

へ
の

切
替

手
順

 
発

電
所

対
策

本
部

は
、

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
の

原
子

炉
格

納
容

器
と

緊
急

時
対

策
所

の
間

に
設

置
し

た
緊

急
時

対
策

所
外

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
お

よ
び

緊
急

時
対

策
所

内
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

の
指

示
が

低
下

し
、

緊
急

時
対

策
所

周
辺

か
ら

希
ガ

ス
の

影
響

が
減

少
し

た
と

判
断

し
た

          ・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

 
（

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

設
備

の
変

更
）

 
（

以
下

、
同

じ
）

 
                                   ・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

 
（

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

空
気

供
給

装
置

へ
の

切
替

手
順

判
断

基
準

の
一

部
変

更
）

 
 ・

３
，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

 
（

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

設
備

の
変

更
）

 
 

          ・
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

（
以

下
、

同
じ

）
 

                                             

          ・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

を
反

映
す

る
。

 
（

以
下

、
同

じ
）

 
                                                

（
1
)
第
１

編
（

３
号

炉
及

び
４

号
炉
）
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保
安

規
定

審
査

基
準

の
要

求
事

項
に
対

す
る

保
安

規
定

へ
の

記
載
内

容
 

関
連

す
る

実
用

炉
規

則
 

保
安

規
定

審
査

基
準

 
原

子
炉

施
設

保
安

規
定

 
社

内
規

定
文

書
 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

場
合

、
緊

急
時

対
策

所
換

気
設

備
を

空
気

供
給

装
置

か
ら

緊
急

時
対

策
所

可
搬

型
空

気
浄

化
装

置
へ

切
り

替
え

る
。

 
ａ

．
手

順
着

手
の

判
断

基
準

 
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

の
原

子
炉

格
納

容
器

と
緊

急
時

対
策

所
の

間
に

設
置

し
た

緊
急

時
対

策
所

外
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

お
よ

び
緊

急
時

対
策

所
内

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
に

て
空

気
吸

収
線

量
率

等
を

継
続

的
に

監
視

し
、

そ
の

指
示

値
が

プ
ル

ー
ム

接
近

時
の

指
示

値
に

比
べ

急
激

に
低

下
し

た
場

合
 

  
必

要
な

指
示

お
よ

び
通

信
連

絡
 

発
電

所
対

策
本

部
は

、
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
、

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

指
示

を
行

う
要

員
等

が
、

緊
急

時
対

策
所

の
情

報
収

集
設

備
お

よ
び

通
信

連
絡

設
備

に
よ

り
、

必
要

な
プ

ラ
ン

ト
パ

ラ
メ

ー
タ

等
を

監
視

ま
た

は
収

集
し

、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
情

報
を

把
握

す
る

と
と

も
に

、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
の

対
策

の
検

討
を

行
う

。
 
 

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

の
対

策
の

検
討

に
必

要
な

資
料

を
、

緊
急

時
対

策
所

に
整

備
す

る
。

当
該

資
料

は
常

に
最

新
と

な
る

よ
う

通
常

時
か

ら
維

持
、

管
理

す
る

。
 
 

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

、
緊

急
時

対
策

所
の

通
信

連
絡

設
備

に
よ

り
、

発
電

所
内

外
の

通
信

連
絡

を
す

る
必

要
の

あ
る

場
所

と
通

信
連

絡
を

行
う

。
 

全
交

流
動

力
電

源
喪

失
時

は
、

代
替

交
流

電
源

設
備

に
よ

り
緊

急
時

対
策

所
の

情
報

収
集

設
備

お
よ

び
通

信
連

絡
設

備
へ

給
電

す
る

。
 

 
１

．
緊

急
時

対
策

所
情

報
収

集
設

備
に

よ
る

プ
ラ

ン
ト

パ
ラ

メ
ー

タ
等

の
監

視
手

順
 

発
電

所
対

策
本

部
は

、
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
、
緊

急
時

対
策

所
情

報
収

集
設

備
で

あ
る

安
全

パ
ラ

メ
ー

タ
表

示
シ

ス
テ

ム
(
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
)
 
、

安
全

パ
ラ

メ
ー

タ
伝

送
シ

ス
テ

ム
お

よ
び

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

表
示

装
置

に
よ

り
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
プ

ラ
ン

ト
パ

ラ
メ

ー
タ

等
を

監
視

す
る

手
順

を
整

備
す

る
。

 
(
1
)
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

 
緊

急
時

対
策

所
の

立
ち

上
げ

時
。

 
 

２
．

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

の
対

策
の

検
討

に
必

要
な

資
料

の
整

備
に

つ
い

て
 

各
課

室
長

は
、

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

の
対

策
の

検
討

に
必

要
な

資
料

を
、
緊

急
時

対
策

所
に

整
備

す
る

。
当

該
資

料
は

常
に

最
新

と
な

る
よ

う
通

常
時

か
ら

維
持

、
管

理
す

る
。

 
 
３

．
通

信
連

絡
に

関
す

る
手

順
等

 
発

電
所

対
策

本
部

は
、
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
、
緊

急
時

対
策

所
の

通
信

連
絡

設
備

に
よ

り
、
発

電
所

内
外

の
通

信
連

絡
を

す
る

必
要

の
あ

る
場

所
と

通
信

連
絡

を
行

う
。

 
発

電
所

内
外

の
通

信
連

絡
を

す
る

必
要

の
あ

る
場

所
と

通
信

連
絡

を
行

う
た

め
の

通
信

連
絡

設
備

の
使

用
方

法
等

、
必

要
な

手
順

は
、

表
－

１
９

「
通

信
連

絡
に

関
す

る
手

順
等

」
参

照
。

 
 必

要
な

数
の

要
員

の
収

容
 
 

緊
急

時
対

策
所

に
は

、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
指

示
を

行
う

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
に

加
え

、
原

子
炉

格
納

容
器

の
破

損
等

に
よ

る
発

電
所

外
へ

の
放

射
性

物
質

の
拡

散
を

抑
制

す
る

た
め

の
対

策
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

数
の

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
を

含
め

た
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
数

の
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

を
収

容
す

る
。

 
発

電
所

対
策

本
部

は
、

こ
れ

ら
の

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
を

収
容

す
る

た
め

、
以

下
の

手
順

等
に

よ
り

必
要

な
資

機
材

、
飲

料
水

、
食

料
等

を

    ・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

 
（

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

設
備

の
変

更
）

 
                                                     

    ・
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

                                                    

    ・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

を
反

映
す

る
。

 
                                                       

（
1
)
第
１

編
（

３
号

炉
及

び
４

号
炉
）
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保
安

規
定

審
査

基
準

の
要

求
事

項
に
対

す
る

保
安

規
定

へ
の

記
載
内

容
 

関
連

す
る

実
用

炉
規

則
 

保
安

規
定

審
査

基
準

 
原

子
炉

施
設

保
安

規
定

 
社

内
規

定
文

書
 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

配
備

す
る

と
と

も
に

、
維

持
、

管
理

し
、

放
射

線
管

理
等

の
運

用
を

行
う

。
 

 １
．

放
射

線
管

理
資

機
材

、
飲

料
水

、
食

料
等

の
維

持
管

理
等

に
つ

い
て

 
(
1
)
 
放

射
線

管
理

用
資

機
材

の
維

持
管

理
に

つ
い

て
 

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

指
示

を
行

う
要

員
や

現
場

作
業

を
行

う
要

員
等

の
対

策
要

員
の

装
備

(
線

量
計

、
マ

ス
ク

等
)
を

配
備

し
、

維
持

、
管

理
し

、
重

大
事

故
等

時
に

 
は

こ
れ

ら
を

用
い

て
十

分
な

放
射

線
管

理
を

行
う

。
 

少
な

く
と

も
外

部
か

ら
の

支
援

な
し

に
1
週

間
活

動
す

る
た

め
に

必
要

な
飲

料
水

、
食

料
等

を
備

蓄
し

、
維

持
、
管

理
し

、
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
は

、
緊

急
時

対
策

所
内

の
環

境
を

確
認

し
た

上
で

、
飲

食
の

管
理

を
行

う
。

 
 

２
．

放
射

線
管

理
に

つ
い

て
 

１
 
チ

ェ
ン

ジ
ン

グ
エ

リ
ア

の
運

用
手

順
 

緊
急

時
対

策
所

は
、

緊
急

時
対

策
所

へ
の

汚
染

の
持

ち
込

み
を

防
止

す
る

た
め

、
身

体
サ

ー
ベ

イ
お

よ
び

防
護

具
の

着
替

え
等

を
行

う
た

め
の

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
を

通
常

時
か

ら
設

置
し

、
緊

急
時

対
策

所
の

外
側

が
放

射
性

物
質

に
よ

り
汚

染
し

た
よ

う
な

状
況

下
に

な
っ

た
場

合
に

運
用

す
る

。
 

手
順

着
手

の
判

断
基

準
 

緊
急

時
対

策
所

外
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

等
に

て
放

射
線

量
を

監
視

し
、
プ

ル
ー

ム
の

通
過

お
よ

び
屋

外
作

業
可

能
な

レ
ベ

ル
ま

で
の

低
下

が
確

認
さ

れ
た

場
合

 
 ２

 
緊

急
時

対
策

所
可

搬
型

空
気

浄
化

装
置

の
切

替
手

順
 

発
電

所
対

策
本

部
は

、
緊

急
時

対
策

所
非

常
用

空
気

浄
化

フ
ィ

ル
タ

ユ
ニ

ッ
ト

の
性

能
の

低
下

等
、
緊

急
時

対
策

所
非

常
用

空
気

浄
化

フ
ィ

ル
タ

ユ
ニ

ッ
ト

の
切

替
え

が
必

要
と

な
っ

た
場

合
、
待

機
側

へ
切

り
替

え
、

線
量

に
応

じ
、

交
換

、
保

管
す

る
。

 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

 
フ

ィ
ル

タ
ユ

ニ
ッ

ト
の

性
能

の
低

下
等

に
よ

り
運

転
中

の
緊

急
時

対
策

所
可

搬
型

空
気

浄
化

装
置

の
切

替
え

が
必

要
と

な
っ

た
場

合
 

代
替

電
源

設
備

か
ら

の
給

電
 

発
電

所
対

策
本

部
は

、
非

常
用

母
線

か
ら

の
給

電
喪

失
時

は
、
電

源
車

（
緊

急
時

対
策

所
用

）
か

ら
緊

急
時

対
策

所
へ

給
電

す
る

。
 

な
お

、
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

表
示

シ
ス

テ
ム

(
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
)
、

安
全

パ
ラ

メ
ー

タ
伝

送
シ

ス
テ

ム
お

よ
び

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

表
示

装
置

の
う

ち
、

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
の

原
子

炉
補

助
建

屋
に

設
置

し
た

機
器

は
、

全
交

流
動

力
電

源
喪

失
時

に
お

い
て

、
空

冷
式

非
常

用
発

電
装

置
か

ら
給

電
す

る
。

 
給

電
の

手
順

は
、

表
－

１
４

「
電

源
の

確
保

に
関

す
る

手
順

等
」

参
照

。
 

 
１

．
電

源
車

（
緊

急
時

対
策

所
用

）
に

よ
る

給
電

 
 

非
常

用
母

線
か

ら
の

給
電

喪
失

時
ま

た
は

そ
の

発
生

に
備

え
、
緊

急
時

対
策

所
の

電
源

を
確

保
す

る
た

め
、
代

替
電

源
設

備
で

あ
る

電
源

車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）
を

準
備

す
る

。
非

常
用

母
線

か
ら

の
給

電
喪

失
時

は
、
電

源
車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）
1
台

を
起

動
し

、
緊

急
時

対
策

所
へ

給
電

す
る

。
 

 (
1
)
 
電

源
車

（
緊

急
時

対
策

所
用

）
準

備
手

順
 

発
電

所
対

策
本

部
は

、
緊

急
時

対
策

所
立

上
げ

時
に

ケ
ー

ブ
ル

接
続

を
行

う
手

順
を

整
備

す
る

。
 

ａ
．

手
順

着
手

の
判

断
基

準
 

緊
急

時
対

策
所

の
立

上
げ

時
 

 (
2
)
 
電

源
車

（
緊

急
時

対
策

所
用

）
起

動
手

順
 

                       ・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

 
（

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

設
備

の
変

更
）

 
           ・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

 
（

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

設
備

の
変

更
）

 
            ・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

 
 

（
記

載
の

適
正

化
）

 
    

                       ・
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

（
以

下
、

同
じ

）
 

                                

                       ・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

を
反

映
す

る
。

 
（

以
下

、
同

じ
）

 
                                   

（
1
)
第
１

編
（

３
号

炉
及

び
４

号
炉
）
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保
安

規
定

審
査

基
準

の
要

求
事

項
に
対

す
る

保
安

規
定

へ
の

記
載
内

容
 

関
連

す
る

実
用

炉
規

則
 

保
安

規
定

審
査

基
準

 
原

子
炉

施
設

保
安

規
定

 
社

内
規

定
文

書
 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

発
電

所
対

策
本

部
は

、
非

常
用

母
線

か
ら

の
給

電
喪

失
時

の
電

源
車

（
緊

急
時

対
策

所
用

）
の

起
動

を
行

う
手

順
を

整
備

す
る

。
 

ａ
．

手
順

着
手

の
判

断
基

準
 

非
常

用
母

線
か

ら
の

給
電

喪
失

時
 

 
(
3
)
 
電

源
車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）
の

切
替

え
お

よ
び

燃
料

給
油

手
順

 
ａ

．
電

源
車

（
緊

急
時

対
策

所
用

）
の

切
替

手
順

 
発

電
所

対
策

本
部

は
、
使

用
中

の
電

源
車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）

に
故

障
等

が
発

生
し

た
場

合
、
電

源
車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）
の

切
替

え
を

行
う

。
 

(
a
)
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

 
使

用
中

の
電

源
車

（
緊

急
時

対
策

所
用

）
に

故
障

等
が

発
生

し
た

場
合

な
ど

、
運

転
中

の
電

源
車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）
の

停
止

が
必

要
と

な
っ

た
場

合
 

 ｂ
．
電

源
車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）
燃

料
タ

ン
ク

へ
の

燃
料

給
油

手
順

 
発

電
所

対
策

本
部

は
、

電
源

車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）

を
運

転
し

燃
料

補
給

が
必

要
と

な
っ

た
場

合
、
燃

料
油

貯
蔵

タ
ン

ク
ま

た
は

重
油

タ
ン

ク
か

ら
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
ー

へ
給

油
し

、
電

源
車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）

燃
料

タ
ン

ク
へ

補
給

を
行

う
。

 
(
a
)
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

 
電

源
車

（
緊

急
時

対
策

所
用

）
を

運
転

し
た

場
合

に
お

い
て

、
各

発
電

機
の

燃
料

の
管

理
油

量
を

確
認

後
、
定

格
負

荷
運

転
時

に
お

け
る

燃
料

補
給

作
業

着
手

時
間

に
達

し
た

場
合

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
 

  
 必

要
な

数
の

要
員

の
収

容
・

代
替

電
源

設
備

か
ら

の
給

電
 

（
配

慮
す

べ
き

事
項

）
 

○
 
放

射
線

管
理

 
(
1
)
 
チ

ェ
ン

ジ
ン

グ
エ

リ
ア

内
で

は
現

場
作

業
を

行
う

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
等

の
身

体
サ

ー
ベ

イ
を

行
い

、
汚

染
が

確
認

さ
れ

た
場

合
に

は
、
サ

ー
ベ

イ
エ

リ
ア

に
隣

接
し

た
除

染
エ

リ
ア

に
て

除
染

を
行

う
。

除
染

に
よ

る
廃

水
が

発
生

し
た

場
合

、
ウ

エ
ス

に
染

み
込

ま
せ

る
こ

と
で

放
射

性
廃

棄
物

と
し

て
廃

棄
す

る
。

 
 (
2
)
 
現

場
作

業
を

行
う

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
等

が
身

体
サ

ー
ベ

イ
を

待
つ

場
合

、
周

辺
か

ら
の

放
射

線
影

響
を

低
減

す
る

た
め

、
遮

蔽
効

果
の

あ
る

緊
急

時
対

策
所

内
で

待
機

す
る

。
 

 ○
 
燃

料
補

給
 

電
源

車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）
へ

の
給

油
は

、
定

格
負

荷
運

転
に

お
け

る
燃

料
補

給
作

業
着

手
時

間
と

な
れ

ば
燃

料
油

貯
蔵

タ
ン

ク
ま

た
は

重
油

タ
ン

ク
お

よ
び

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

ー
を

用
い

て
実

施
す

る
。

そ
の

後
の

補
給

は
、

定
格

負
荷

運
転

時
の

給
油

間
隔

を
目

安
に

実
施

す
る

。
 

重
大

事
故

等
時

７
日

間
連

続
運

転
継

続
す

る
た

め
に

必
要

な
燃

料
（

重
油

）
の

備
蓄

量
に

つ
い

て
は

、
表

－
１

４
「

電
源

の
確

保
に

関
す

る
手

順
等

」
参

照
。

 
 

 
表

－
１
９
 

操
作

手
順
 

１
．

通
信

連
絡

に
関

す
る

手
順

等
 

①
 方

針
目
的
 

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、
発

電
所

内
の

通
信

連
絡

設
備

、
発

電
所

外
（

社
内

外
）

と
の

通
信

連
絡

設
備

に
よ

り
発

電
所

の
内

外
の

通
信

連
絡

を
す

る
必

要
の

あ
る

場
所

と
通

信
連

絡
を

行
う

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
 

 

 ・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

 
（

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

設
備

の
変

更
）

 
                   ・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

（
待

機
側

電
源

車
の

無
負

荷
運

転
の

記
載

削
除

）
 

            ・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

 
（

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

設
備

の
変

更
）

 
                   

 ・
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

（
以

下
、

同
じ

）
 

                                                      

 ・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

を
反

映
す

る
。

 
（

以
下

、
同

じ
）

 
                                                         

（
1
)
第
１

編
（

３
号

炉
及

び
４

号
炉
）
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保
安

規
定

審
査

基
準

の
要

求
事

項
に
対

す
る

保
安

規
定

へ
の

記
載
内

容
 

関
連

す
る

実
用

炉
規

則
 

保
安

規
定

審
査

基
準

 
原

子
炉

施
設

保
安

規
定

 
社

内
規

定
文

書
 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

②
 
対

応
手

段
等

 
発

電
所

内
の

通
信

連
絡

 
１

．
発

電
所

内
の

通
信

連
絡

を
す

る
必

要
の

あ
る

場
所

と
通

信
連

絡
を

行
う

た
め

の
手

順
等

 
発

電
所

対
策

本
部

は
、
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
、
通

信
設

備
（

発
電

所
内

）
に

よ
り

、
運

転
員

等
お

よ
び

緊
急

安
全

対
策

要
員

が
、
中

央
制

御
室

、
屋

内
外

の
作

業
場

所
、
移

動
式

放
射

能
測

定
装

置
（

モ
ニ

タ
車

）
、
緊

急
時

対
策

所
と

の
間

で
相

互
に

通
信

連
絡

を
行

う
た

め
に

、
衛

星
電

話
（

固
定

）
、
衛

星
電

話
（

携
帯

）
、
ト

ラ
ン

シ
ー

バ
ー

お
よ

び
携

行
型

通
話

装
置

を
使

用
す

る
。

 
ａ

．
全

交
流

動
力

電
源

喪
失

時
は

、
代

替
電

源
設

備
（

電
池

を
含

む
。
）

に
よ

り
、

こ
れ

ら
の

設
備

へ
給

電
す

る
。

 
ｂ

．
デ

ー
タ

伝
送

設
備
（

発
電

所
内

）
に

よ
り

緊
急

時
対

策
所

へ
、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
デ

ー
タ

を
伝

送
し

、
パ

ラ
メ

ー
タ

を
共

有
す

る
た

め
に

、
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

表
示

シ
ス

テ
ム
（

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

）
お

よ
び

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

表
示

装
置

を
使

用
す

る
。

 
(
1
)
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

 
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
、

通
信

設
備

（
発

電
所

内
）
お

よ
び

デ
ー

タ
伝

送
設

備
（

発
電

所
内

）
に

よ
り

、
発

電
所

内
の

通
信

連
絡

を
す

る
必

要
の

あ
る

場
所

と
通

信
連

絡
ま

た
は

通
話

通
信

確
認

を
行

う
場

合
 

 
（

配
慮

す
べ

き
事

項
）

 
○

 
優

先
順

位
 

通
信

連
絡

を
行

う
場

合
は

、
多

様
性

拡
張

設
備

で
あ

る
運

転
指

令
設

備
、
電

力
保

安
通

信
用

電
話

設
備
（

保
安

電
話
（

固
定

）
、
保

安
電

話
（

携
帯

）
）
お

よ
び

無
線

通
話

装
置

の
使

用
を

優
先

す
る

。
多

様
性

拡
張

設
備

が
使

用
で

き
な

い
場

合
は

、
衛

星
電

話
（

固
定

）
、
衛

星
電

話
（

携
帯

）
、

ト
ラ

ン
シ

ー
バ

ー
お

よ
び

携
行

型
通

話
装

置
を

使
用

す
る

。
 

 
２

．
計

測
等

を
行

っ
た

特
に

重
要

な
パ

ラ
メ

ー
タ

を
発

電
所

内
の

必
要

な
場

所
で

共
有

す
る

手
順

等
 

発
電

所
対

策
本

部
は

、
直

流
電

源
喪

失
時

等
、
可

搬
型

の
計

測
器

に
て

、
炉

心
損

傷
防

止
お

よ
び

格
納

容
器

破
損

防
止

に
必

要
な

パ
ラ

メ
ー

タ
等

の
特

に
重

要
な

パ
ラ

メ
ー

タ
を

計
測

し
、

そ
の

結
果

を
通

信
設

備
（

発
電

所
内

）
に

よ
り

発
電

所
内

の
必

要
な

場
所

で
共

有
す

る
場

合
、
現

場
と

中
央

制
御

室
と

の
連

絡
に

は
携

行
型

通
話

装
置

を
使

用
し

、
現

場
ま

た
は

中
央

制
御

室
と

緊
急

時
対

策
所

と
の

連
絡

に
は

衛
星

電
話
（

固
定

）
お

よ
び

衛
星

電
話

（
携

帯
）

を
使

用
す

る
。

 
(
1
)
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

 
特

に
重

要
な

パ
ラ

メ
ー

タ
を

可
搬

型
の

計
測

器
に

て
計

測
し

、
そ

の
結

果
を

通
信

設
備
（

発
電

所
内

）
に

よ
り

、
発

電
所

内
の

必
要

な
場

所
で

共
有

す
る

場
合

 
 

（
配

慮
す

べ
き

事
項

）
 

○
 
優

先
順

位
 

通
信

連
絡

を
行

う
場

合
は

、
多

様
性

拡
張

設
備

で
あ

る
運

転
指

令
設

備
、

電
力

保
安

通
信

用
電

話
設

備
（

保
安

電
話

（
固

定
）
、

保
安

電
話

（
携

帯
）
）

お
よ

び
無

線
通

話
装

置
の

使
用

を
優

先
す

る
。

多
様

性
拡

張
設

備
が

使
用

で
き

な
い

場
合

は
、

衛
星

電
話

（
固

定
）
、

衛
星

電
話

（
携

帯
）

お
よ

び
携

行
型

通
話

装
置

を
使

用
す

る
。

 
 発

電
所

外
（

社
内

外
）

と
の

通
信

連
絡

 
１

．
発

電
所

外
（

社
内

外
）
の

通
信

連
絡

を
す

る
必

要
の

あ
る

場
所

と
通

信
連

絡
を

行
う

た
め

の
手

順
等

 

         ・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

 
（

イ
ン

タ
ー

フ
ォ

ン
の

削
除

）
 

                  ・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

 
（

イ
ン

タ
ー

フ
ォ

ン
の

削
除

）
 

（
運

転
指

令
設

備
の

号
炉

識
別

の
削

除
）
 

                   ・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

 
（

イ
ン

タ
ー

フ
ォ

ン
の

削
除

）
 

（
運

転
指

令
設

備
の

号
炉

識
別

の
削

除
）
 

    

         ・
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

（
以

下
、

同
じ

）
 

               
 

                              

         ・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

を
反

映
す

る
。

 
（

以
下

、
同

じ
）

 
                                                 

（
1
)
第
１

編
（

３
号

炉
及

び
４

号
炉
）
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保
安

規
定

審
査

基
準

の
要

求
事

項
に
対

す
る

保
安

規
定

へ
の

記
載
内

容
 

関
連

す
る

実
用

炉
規

則
 

保
安

規
定

審
査

基
準

 
原

子
炉

施
設

保
安

規
定

 
社

内
規

定
文

書
 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

発
電

所
対

策
本

部
は

、
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
、
通

信
設

備
（

発
電

所
外

）
に

よ
り

、
緊

急
時

対
策

所
の

緊
急

安
全

対
策

要
員

が
、

緊
急

時
対

策
所

と
原

子
力

事
業

本
部

、
本

店
、
移

動
式

放
射

能
測

定
装

置
（

モ
ニ

タ
車

）
、
国

、
地

方
公

共
団

体
、
そ

の
他

関
係

機
関

等
と

の
間

で
通

信
連

絡
を

行
う

た
め

に
、
衛

星
電

話
（

固
定

）
、

衛
星

電
話

（
携

帯
）
、
衛

星
電

話
（

可
搬

）
、
緊

急
時

衛
星

通
報

シ
ス

テ
ム

お
よ

び
統

合
原

子
力

防
災

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

に
接

続
す

る
通

信
連

絡
設

備
（

Ｔ
Ｖ

会
議

シ
ス

テ
ム

、
Ｉ

Ｐ
電

話
お

よ
び

Ｉ
Ｐ

－
Ｆ

Ａ
Ｘ

）
を

使
用

す
る

。
 

ａ
．
全

交
流

動
力

電
源

喪
失

時
は

、
代

替
電

源
設

備
（

電
池

を
含

む
。
）

に
よ

り
、

こ
れ

ら
の

設
備

へ
給

電
す

る
。

 
ｂ

．
デ

ー
タ

伝
送

設
備
（

発
電

所
外

）
に

よ
り

、
国

の
緊

急
時

対
策

支
援

シ
ス

テ
ム
（

Ｅ
Ｒ

Ｓ
Ｓ

）
等

へ
、
必

要
な

デ
ー

タ
を

伝
送

し
、

パ
ラ

メ
ー

タ
を

共
有

す
る

た
め

に
、

安
全

パ
ラ

メ
ー

タ
表

示
シ

ス
テ

ム
（

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

）
お

よ
び

安
全

パ
ラ

メ
ー

タ
伝

送
シ

ス
テ

ム
を

使
用

す
る

。
 

(
1
)
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

 
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
、

通
信

設
備

（
発

電
所

外
）
お

よ
び

デ
ー

タ
伝

送
設

備
（

発
電

所
外

）
に

よ
り

、
発

電
所

外
（

社
内

外
）
の

通
信

連
絡

を
す

る
必

要
の

あ
る

場
所

と
通

信
連

絡
ま

た
は

通
話

通
信

確
認

を
行

う
場

合
  

（
配

慮
す

べ
き

事
項

）
 

○
 
優

先
順

位
 

通
信

連
絡

を
行

う
場

合
は

、
統

合
原

子
力

防
災

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

に
接

続
す

る
通

信
連

絡
設

備
（

Ｔ
Ｖ

会
議

シ
ス

テ
ム

、
Ｉ

Ｐ
電

話
お

よ
び

Ｉ
Ｐ

－
Ｆ

Ａ
Ｘ

）
お

よ
び

緊
急

時
衛

星
通

報
シ

ス
テ

ム
な

ら
び

に
多

様
性

拡
張

設
備

で
あ

る
、

加
入

電
話

、
加

入
フ

ァ
ク

シ
ミ

リ
、

携
帯

 
電

話
、
電

力
保

安
通

信
用

電
話

設
備
（

保
安

電
話
（

固
定

）
、

保
安

電
話
（

携
帯

）
、
衛

星
保

安
電

話
）
、
社

内
Ｔ

Ｖ
会

議
シ

ス
テ

ム
お

よ
び

無
線

通
話

装
置

の
使

用
を

優
先

す
る

。
多

様
性

拡
張

設
備

が
使

用
で

き
な

い
場

合
は

、
衛

星
電

話
（

固
定

）
、

衛
星

電
話

（
携

帯
）

お
よ

び
衛

星
電

話
（

可
搬

）
を

使
用

す
る

。
 

 
２

．
計

測
等

を
行

っ
た

特
に

重
要

な
パ

ラ
メ

ー
タ

を
発

電
所

外
（

社
内

外
）

の
必

要
な

場
所

で
共

有
す

る
手

順
等

 
発

電
所

対
策

本
部

は
、
直

流
電

源
喪

失
時

等
、
可

搬
型

の
計

測
器

に
て

、
炉

心
損

傷
防

止
お

よ
び

格
納

容
器

破
損

防
止

に
必

要
な

パ
ラ

メ
ー

タ
等

の
特

に
重

要
な

パ
ラ

メ
ー

タ
を

計
測

し
、

そ
の

結
果

を
通

信
設

備
（

発
電

所
外

）
に

よ
り

発
電

所
外
（

社
内

外
）
の

必
要

な
場

所
で

共
有

す
る

場
合

、
緊

急
時

対
策

所
と

原
子

力
事

業
本

部
、

本
店

、
国

、
地

方
公

共
団

体
等

と
の

連
絡

に
は

衛
星

電
話
（

固
定

）
、
衛

星
電

話
（

携
帯

）
、
衛

星
電

話
（

可
搬

）
お

よ
び

統
合

原
子

力
防

災
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
に

接
続

す
る

通
信

連
絡

設
備
（

Ｔ
Ｖ

会
議

シ
ス

テ
ム

、
Ｉ

Ｐ
電

話
お

よ
び

Ｉ
Ｐ

－
Ｆ

Ａ
Ｘ

）
を

使
用

す
る

。
 

(
1
)
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

 
特

に
重

要
な

パ
ラ

メ
ー

タ
を

可
搬

型
の

計
測

器
に

て
計

測
し

、
そ

の
結

果
を

通
信

設
備
（

発
電

所
外

）
に

よ
り

、
発

電
所

外
（

社
内

外
）

の
必

要
な

場
所

で
共

有
す

る
場

合
 

 （
配

慮
す

べ
き

事
項

）
 

○
 
優

先
順

位
 

通
信

連
絡

を
行

う
場

合
は

、
統

合
原

子
力

防
災

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

に
接

続
す

る
通

信
連

絡
設

備
（

Ｔ
Ｖ

会
議

シ
ス

テ
ム

、
Ｉ

Ｐ
電

話
お

よ
び

Ｉ
Ｐ

－
Ｆ

Ａ
Ｘ

）
な

ら
び

に
多

様
性

拡
張

設
備

で
あ

る
、
加

入
電

話
、
加

入
フ

ァ
ク

シ
ミ

リ
、

       ・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

 
（

記
載

の
適

正
化

）
 

（
以

下
、

同
じ

）
 

                                                  

       ・
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

（
以

下
、

同
じ

）
 

                                         
       

       ・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

を
反

映
す

る
。

 
（

以
下

、
同

じ
）

 
                                                   

（
1
)
第
１

編
（

３
号

炉
及

び
４

号
炉
）
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保
安

規
定

審
査

基
準

の
要

求
事

項
に
対

す
る

保
安

規
定

へ
の

記
載
内

容
 

関
連

す
る

実
用

炉
規

則
 

保
安

規
定

審
査

基
準

 
原

子
炉

施
設

保
安

規
定

 
社

内
規

定
文

書
 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

携
帯

電
話

、
電

力
保

安
通

信
用

電
話

設
備
（

保
安

電
話
（

固
定

）
、
保

安
電

話
（

携
帯

）
、
衛

星
保

安
電

話
）
、
社

内
Ｔ

Ｖ
会

議
シ

ス
テ

ム
お

よ
び

無
線

通
話

装
置

の
使

用
を

優
先

す
る

。
多

様
性

拡
張

設
備

が
使

用
で

き
な

い
場

合
は

、
衛

星
電

話
（

固
定

）
、
衛

星
電

話
（

携
帯

）
お

よ
び

衛
星

電
話

（
可

搬
）

を
使

用
す

る
。

 
 

発
電

所
内

の
通

信
連

絡
・

発
電

所
外

（
社

内
外

）
と

の
通

信
連

絡
 

（
配

慮
す

べ
き

事
項

）
 

○
 
代

替
電

源
設

備
か

ら
の

給
電

 
当

直
課

長
は

、
全

交
流

動
力

電
源

喪
失

時
は

、
代

替
電

源
設

備
に

よ
り

、
衛

星
電

話
（

固
定

）
、

衛
星

電
話

（
可

搬
）
、

統
合

原
子

力
防

災
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
に

接
続

す
る

通
信

連
絡

設
備

（
Ｔ

Ｖ
会

議
シ

ス
テ

ム
、
Ｉ

Ｐ
電

話
お

よ
び

Ｉ
Ｐ

－
Ｆ

Ａ
Ｘ

）
、
緊

急
時

衛
星

通
報

シ
ス

テ
ム

、
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

表
示

シ
ス

テ
ム
（

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

）
、
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

伝
送

シ
ス

テ
ム

お
よ

び
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
表

示
装

置
へ

給
電

す
る

。
 

給
電

の
手

順
は

、
表

―
１

４
「

電
源

の
確

保
に

関
す

る
手

順
等

」
お

よ
び

表
―

１
８

「
緊

急
時

対
策

所
の

居
住

性
等

に
関

す
る

手
順

等
」

参
照

。
 

 

   

表
－
２
０
 
重
大
事
故
等
対
策
に
お
け
る
操
作
の
成
立
性
（
１
／
９
）
 

操 作 手 順 N
o
.
 

対
応
手
段
 

要
員
 

要
員

数
 

想
定
 

時
間
 

１
 

（
成
立
性
が
要
求
さ
れ
る
対
応

手
段
な
し
）
 

―
 

―
 

―
 

２
 

タ
ー
ビ

ン
動

補
助

給
水

ポ
ン
プ

（
現
場
手
動
操
作
）
お
よ
び
タ

ー
ビ

ン
動

補
助

給
水

ポ
ン

プ

起
動
弁
（
現
場
手
動
操
作
）
に

よ
る

タ
ー

ビ
ン

動
補

助
給

水

ポ
ン
プ
の
機
能
回
復
 

運
転
員
等
 

（
中

央
制

御
室

、
現

場
）
 

5
 

4
5
分
 

主
蒸
気

逃
が

し
弁

（
現

場
手
動

操
作
）

に
よ

る
主

蒸
気

逃
が
し

弁
の
機
能
回
復
 

N
o
.
３
に
て
整
備
す
る
。
 

３
 

タ
ー
ビ

ン
動

補
助

給
水

ポ
ン
プ

（
現
場

手
動

操
作

）
お

よ
び
タ

ー
ビ
ン

動
補

助
給

水
ポ

ン
プ
起

動
弁
（

現
場

手
動

操
作

）
に
よ

る
タ
ー

ビ
ン

動
補

助
給

水
ポ
ン

プ
の
機
能
回
復
 

N
o
.
２
に
て
整
備
す
る
。
 

主
蒸
気

逃
が

し
弁

（
現

場
手
動

操
作
）

に
よ

る
主

蒸
気

逃
が
し

弁
の
機
能
回
復

※
１
 

運
転
員
等
 

（
中

央
制

御
室

、
現

場
）
 

5
 

3
0
分
 

窒
素
ボ

ン
ベ

（
代

替
制

御
用
空

気
供
給

用
）

に
よ

る
加

圧
器
逃

が
し
弁
の
機
能
回
復

※
１
 

運
転

員
等

 
（

中
央

制

御
室

、
現

場
）
 

2
 

5
5
分
 

可
搬
式

空
気

圧
縮

機
（

代
替
制

御
用
空

気
供

給
用

）
に

よ
る
加

運
転

員
等

 
2
 

5
5
分
 

・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

 
（

記
載

の
適

正
化

）
 

（
以

下
、

同
じ

）
 

                                                         

・
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

（
以

下
、

同
じ

）
 

                                                       

・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

を
反

映
す

る
。

 
（

以
下

、
同

じ
）

 
                                                          

（
1
)
第
１

編
（

３
号

炉
及

び
４

号
炉
）
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保
安

規
定

審
査

基
準

の
要

求
事

項
に
対

す
る

保
安

規
定

へ
の

記
載
内

容
 

関
連

す
る

実
用

炉
規

則
 

保
安

規
定

審
査

基
準

 
原

子
炉

施
設

保
安

規
定

 
社

内
規

定
文

書
 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

圧
器
逃
が
し
弁
の
機
能
回
復
 

（
中

央
制

御
室

、
現

場
）
 

可
搬
型

バ
ッ

テ
リ

（
加

圧
器
逃

が
し
弁

用
）

に
よ

る
加

圧
器
逃

が
し
弁
の
機
能
回
復
 

運
転
員
等
 

（
中

央
制

御
室

、
現

場
）
 

2
 

7
5
分
 

緊
急

安
全

対
策
要
員
 

2
 

４
 

Ａ
格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

ポ
ン
プ

（
Ｒ
Ｈ

Ｒ
Ｓ

－
Ｃ

Ｓ
Ｓ

連
絡
ラ

イ
ン
使

用
）

に
よ

る
代

替
炉
心

注
水
 

運
転

員
等

 
（

中
央

制

御
室

、
現

場
）
 

2
 

2
0
分
 

恒
設
代

替
低

圧
注

水
ポ

ン
プ
に

よ
る
代
替
炉
心
注
水

※
１
 

運
転

員
等

 
（

中
央

制

御
室

、
現

場
）
 

4
 

3
0
分
 

可
搬
式

代
替

低
圧

注
水

ポ
ン
プ

に
よ
る
代
替
炉
心
注
水
 

運
転
員
等
 

（
中

央
制

御
室
）
 

1
 

4
.
8
時
間
 

緊
急

安
全

対
策
要
員
 

（
中

央
制

御
室

、
現

場
）
 

1
2
 

Ａ
格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

ポ
ン
プ

（
Ｒ
Ｈ

Ｒ
Ｓ

－
Ｃ

Ｓ
Ｓ

連
絡
ラ

イ
ン
使

用
）

に
よ

る
代

替
再
循

環
運
転

※
１
 

運
転

員
等

 
（

中
央

制

御
室

、
現

場
）
 

2
 

1
5
分
 

※
１
：
有
効
性
評
価
の
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
に
係
る
対
応
手
段
 

 
表
－
２
０
 
重
大
事
故
等
対
策
に
お
け
る
操
作
の
成
立
性
（
２
／
９
）
 

操 作 手 順 N
o
.
 

対
応
手
段
 

要
員
 

要
員
数
 

想
定
 

時
間
 

４
 

Ｂ
充
て
ん
ポ
ン
プ
（
自
己
冷
却
）

に
よ
る
代
替
炉
心
注
水

※
１
 

運
転
員
等
 

（
中

央
制

御

室
、
現
場
）
 

3
 

8
4
分
 

緊
急

安
全

対

策
要
員
 

3
 

蓄
圧

タ
ン

ク
に

よ
る

代
替

炉
心

注
水
 

運
転

員
等

 
（

中
央

制
御

室
、
現
場
）
 

2
 

1
5
分
 

主
蒸

気
逃

が
し

弁
（

現
場

手
動

操
作
）
に
よ
る
蒸
気
放
出
 

N
o
.
３
に
て
整
備
す
る
。
 

(
主
蒸
気
逃
が
し
弁
（
現
場
手
動
操
作
）

に
よ
る
 

主
蒸

気
逃

が
し

弁
の

機
能

回
復

と
同

様
）
 

５
 

主
蒸

気
逃

が
し

弁
（

現
場

手
動

操
作

）
に

よ
る

主
蒸

気
逃

が
し

弁
の
機
能
回
復
 

N
o
.
３
に
て
整
備
す
る
。
 

     ・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

 
（

緊
急

時
対

策
所

位
置

変
更

に
伴

う
操

作
の

想
定

時
間

の
見

直
し

）
 

              ・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

 
（

緊
急

時
対

策
所

位
置

変
更

お
よ

び
送

水
車

作
業

時
間

見
直

し
に

伴
う

操
作

の
想

定
時

間
の

見
直

し
）

 
                                 

     ・
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

（
以

下
、

同
じ

）
 

                                                  

     ・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

を
反

映
す

る
。

 
（

以
下

、
同

じ
）

 
                                                     

（
1
)
第
１

編
（

３
号

炉
及

び
４

号
炉
）
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保
安

規
定

審
査

基
準

の
要

求
事

項
に
対

す
る

保
安

規
定

へ
の

記
載
内

容
 

関
連

す
る

実
用

炉
規

則
 

保
安

規
定

審
査

基
準

 
原

子
炉

施
設

保
安

規
定

 
社

内
規

定
文

書
 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

大
容

量
ポ

ン
プ

を
用

い
た

Ａ
、

Ｄ
格

納
容

器
再

循
環

ユ
ニ

ッ
ト

に
よ

る
格

納
容

器
内

自
然

対
流

冷
却
 

N
o
.
７
に
て
整
備
す
る
。
 

大
容

量
ポ

ン
プ

に
よ

る
補

機
冷

却
水
（
海
水
）
通
水

※
１
 

緊
急

安
全

対
策

要
員

 
（

中
央

制
御

室
、
現
場
）
 

2
0
 

9
.
2
時

間
 

６
 

Ａ
、

Ｄ
格

納
容

器
再

循
環

ユ
ニ

ッ
ト

に
よ

る
格

納
容

器
内

自
然

対
流
冷
却
 

N
o
.
７
に
て
整
備
す
る
。
 

恒
設

代
替

低
圧

注
水

ポ
ン

プ
に

よ
る

代
替

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

※
１
 

運
転

員
等

 
（

中
央

制
御

室
、
現
場
）
 

3
 

3
0
分
 

大
容

量
ポ

ン
プ

を
用

い
た

Ａ
、

Ｄ
格

納
容

器
再

循
環

ユ
ニ

ッ
ト

に
よ

る
格

納
容

器
内

自
然

対
流

冷
却
 

N
o
.
７
に
て
整
備
す
る
。
 

可
搬

式
代

替
低

圧
注

水
ポ

ン
プ

に
よ

る
代

替
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
※
１
 

緊
急

安
全

対

策
要
員
 

（
中

央
制

御

室
、
現
場
）
 

1
2
 

4
.
8
時

間
 

電
源

車
（

可
搬

式
代

替
低

圧
注

水
ポ
ン
プ
用
）
、
大
容
量
ポ
ン
プ

へ
の
燃
料
補
給

※
１
 

緊
急

安
全

対

策
要
員
 

2
 

1
0
6
分
 

送
水
車
へ
の
燃
料
補
給

※
１
 

緊
急

安
全

対

策
要
員
 

2
 

1
1
0
分
 

※
１
：
有
効
性
評
価
の
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
に
係
る
対
応
手
段
 

  
表
－
２
０
 
重
大
事
故
等
対
策
に
お
け
る
操
作
の
成
立
性
（
３
／
９
）
 

操 作 手 順 N
o
.
 

対
応
手
段
 

要
員
 

要
員

数
 

想
定
 

時
間
 

７
 

Ａ
、
Ｄ
格
納
容
器
再
循
環
ユ
ニ

ッ
ト
に
よ
る
格
納
容
器
内
自
然

対
流
冷
却

※
１
 

運
転
員
等
 

（
中

央
制

御

室
、
現
場
）
 

2
 

6
0
分
 

緊
急

安
全

対

策
要
員
 

1
 

恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に

よ
る
代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
 

N
o
.
６
に
て
整
備
す
る
。
 

可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ

に
よ
る
代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ

イ
 

N
o
.
６
に
て
整
備
す
る
。
 

大
容
量
ポ
ン
プ
を
用
い
た
Ａ
、

Ｄ
格
納
容
器
再
循
環
ユ
ニ
ッ
ト

に
よ
る
格
納
容
器
内
自
然
対
流

冷
却

※
１
 

運
転
員
等
 

（
中

央
制

御

室
）
 

1
 

8
.
2
時

間
 

緊
急

安
全

対

策
要
員
 

（
中

央
制

御

室
、
現
場
）
 

2
0
 

     ・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

 
（

緊
急

時
対

策
所

位
置

変
更

に
伴

う
操

作
の

想
定

時
間

の
見

直
し

）
 

              ・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

 
（

緊
急

時
対

策
所

位
置

変
更

お
よ

び
送

水
車

作
業

時
間

見
直

し
に

伴
う

操
作

の
想

定
時

間
の

見
直

し
）

 
  ・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

 
（

緊
急

時
対

策
所

位
置

変
更

に
伴

う
操

作
の

想
定

時
間

の
見

直
し

）
 

         
      

     ・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

 
（

緊
急

時
対

策
所

位
置

変
更

に
伴

う
操

作
の

想
定

時
間

の
見

直
し

）
 

   

     ・
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

（
以

下
、

同
じ

）
 

                                                  

     ・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

を
反

映
す

る
。

 
（

以
下

、
同

じ
）

 
                                                     

（
1
)
第
１

編
（

３
号

炉
及

び
４

号
炉
）
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保
安

規
定

審
査

基
準

の
要

求
事

項
に
対

す
る

保
安

規
定

へ
の

記
載
内

容
 

関
連

す
る

実
用

炉
規

則
 

保
安

規
定

審
査

基
準

 
原

子
炉

施
設

保
安

規
定

 
社

内
規

定
文

書
 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

８
 

恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に

よ
る
代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
 

運
転
員
等
 

（
中
央
制
御

室
、
現
場
）
 

3
 

3
0
分
 

可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ

に
よ
る
代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ

イ
 

運
転
員
等
 

（
中
央
制
御

室
）
 

1
 

4
.
8
時

間
 

緊
急
安
全
対

策
要
員
 

（
中
央
制
御

室
、
現
場
）
 

1
2
 

Ａ
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ

（
Ｒ
Ｈ
Ｒ
Ｓ
－
Ｃ
Ｓ
Ｓ
連
絡
ラ

イ
ン
使
用
）
に
よ
る
代
替
炉
心

注
水
 

N
o
.
４
に
て
整
備
す
る
。
 

恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に

よ
る
代
替
炉
心
注
水

※
１
 

N
o
.
４
に
て
整
備
す
る
。
 

可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ

に
よ
る
代
替
炉
心
注
水
 

N
o
.
４
に
て
整
備
す
る
。
 

B
充
て
ん
ポ
ン
プ
（
自
己
冷
却
）

に
よ
る
代
替
炉
心
注
水
 

N
o
.
４
に
て
整
備
す
る
。
 

９
 

可
搬
型
格
納
容
器
水
素
ガ
ス
濃

度
計

※
１
 

運
転
員
等
 

（
中
央
制
御

室
、
現
場
）
 

2
 

6
0
分
 

※
１
：
有
効
性
評
価
の
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
に
係
る
対
応
手
段
 

 
表
－
２
０
 
重
大
事
故
等
対
策
に
お
け
る
操
作
の
成
立
性
（
４
／
９
）
 

操
作

手
順

N
o
.
 

対
応
手
段
 

要
員
 

要
員

数
 

想
定
 

時
間
 

１ ０
 

水
素
排
出
（
ア
ニ
ュ
ラ
ス
空
気

浄
化
設
備
）
 

全
交
流
動
力
電
源
ま
た
は
常
設

直
流
電
源
が
喪
失
し
た
場
合
の

操
作
手
順
 

窒
素
ボ
ン
ベ
（
代
替
制
御
用
空

気
供
給
用
）
に
よ
る
ア
ニ
ュ
ラ

ス
空
気
浄
化
設
備
の
運
転

※
１
 

運
転
員
等
 

（
中

央
制

御

室
、
現
場
）
 

2
 

5
5
分
 

水
素
排
出
（
ア
ニ
ュ
ラ
ス
空
気

浄
化
設
備
）
 

全
交
流
動
力
電
源
ま
た
は
常
設

直
流
電
源
が
喪
失
し
た
場
合
の

操
作
手
順
 

可
搬
式
空
気
圧
縮
機
（
代
替
制

御
用
空
気
供
給
用
）
に
よ
る
ア

ニ
ュ
ラ
ス
空
気
浄
化
設
備
の
運

転
 

運
転
員
等
 

（
中

央
制

御

室
、
現
場
）
 

2
 

5
5
分
 

１ １
 

海
水
か
ら
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト

へ
の
注
水

※
１
 

緊
急

安
全

対

策
要
員
 

5
 

3
.
4
時

間
 

    ・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

 
（

緊
急

時
対

策
所

位
置

変
更

お
よ

び
送

水
車

作
業

時
間

見
直

し
に

伴
う

操
作

の
想

定
時

間
の

見
直

し
）

 
                                              ・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

 
（

緊
急

時
対

策
所

位
置

変
更

お
よ

び
送

水
車

作
業

時
間

見
直

し
に

伴
う

操
作

の
想

定
時

間
の

見
直

し
）

 
 

    ・
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

（
以

下
、

同
じ

）
 

                                                   

    ・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

を
反

映
す

る
。

 
（

以
下

、
同

じ
）

 
                                                      

（
1
)
第
１

編
（

３
号

炉
及

び
４

号
炉
）
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保
安

規
定

審
査

基
準

の
要

求
事

項
に
対

す
る

保
安

規
定

へ
の

記
載
内

容
 

関
連

す
る

実
用

炉
規

則
 

保
安

規
定

審
査

基
準

 
原

子
炉

施
設

保
安

規
定

 
社

内
規

定
文

書
 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

送
水
車
に
よ
る
使
用
済
燃
料
ピ

ッ
ト
へ
の
ス
プ
レ
イ
 

緊
急

安
全

対

策
要
員
 

7
 

2
.
9
時

間
 

大
容
量
ポ
ン
プ
（
放
水
砲
用
）

お
よ
び
放
水
砲
に
よ
る
原
子
炉

周
辺
建
屋
（
貯
蔵
槽
内
燃
料
体

等
）
へ
の
放
水
 

N
o
.
１
２
に
て
整
備
す
る
。
 

（
大
容
量
ポ
ン
プ
（
放
水
砲
用
）
お

よ
び
放
水
砲
に
よ
る
大
気
へ
の
拡
散

抑
制
と
同
様
）
 

可
搬
型
設
備
に
よ
る
使
用
済
燃

料
ピ
ッ
ト
の
状
態
監
視

※
１
 

緊
急
安
全
対

策
要
員
 

4
 

2
時
間
 

１ ２
 

大
容
量
ポ
ン
プ
（
放
水
砲
用
）

お
よ
び
放
水
砲
に
よ
る
大
気
へ

の
拡
散
抑
制
 

緊
急
安
全
対

策
要
員
 

1
2
 

3
.
7
時

間
 

シ
ル
ト
フ
ェ
ン
ス
に
よ
る
海
洋

へ
の
拡
散
抑
制
 

緊
急
安
全
対

策
要
員
 

1
2
 

4
.
2
時

間
 

送
水
車
お
よ
び
ス
プ
レ
イ
ヘ
ッ

ダ
に
よ
る
大
気
へ
の
拡
散
抑
制
 

緊
急
安
全
対

策
要
員
 

7
 

2
.
9
時

間
 

大
容
量
ポ
ン
プ
（
放
水
砲

用
）
、
放
水
砲
お
よ
び
泡
混
合

器
に
よ
る
航
空
機
燃
料
火
災
へ

の
泡
消
火
 

緊
急
安
全
対

策
要
員
 

1
2
 

3
.
7
時

間
 

※
１
：
有
効
性
評
価
の
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
に
係
る
対
応
手
段
 

 
表
－
２
０
 
重
大
事
故
等
対
策
に
お
け
る
操
作
の
成
立
性
（
５
／
９
）
 

操
作

手
順

N
o
.
 

対
応
手
段
 

要
員
 

要
員

数
 

想
定
 

時
間
 

１ ３
 

海
水

を
用

い
た

復
水

ピ
ッ

ト

へ
の
補
給

※
１
 

緊
急

安
全

対

策
要
員
 

5
 

4
.
1
時

間
 

燃
料

取
替

用
水

ピ
ッ

ト
か

ら

復
水

ピ
ッ

ト
へ

の
水

源
切

替

（
炉
心
注
水
時
）
 

運
転
員
等
 

（
中

央
制

御

室
、
現
場
）
 

3
 

2
時
間
 

緊
急

安
全

対

策
要
員
 

3
 

燃
料

取
替

用
水

ピ
ッ

ト
か

ら

海
水
へ
の
水
源
切
替
（
炉
心
注

水
時
）
 

N
o
.
４
に
て
整
備
す
る
。
 

（
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に

よ
る
代
替
炉
心
注
水
と
同
様
）
 

燃
料

取
替

用
水

ピ
ッ

ト
か

ら

復
水

ピ
ッ

ト
へ

の
水

源
切

替

（
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
時
）
 

運
転
員
等
 

（
中

央
制

御

室
、
現
場
）
 

2
 

2
時
間
 

緊
急

安
全

対

策
要
員
 

3
 

燃
料

取
替

用
水

ピ
ッ

ト
か

ら

海
水
へ
の
水
源
切
替
（
格
納
容

器
ス
プ
レ
イ
時
）
 

N
o
.
６
に
て
整
備
す
る
。
 

（
可

搬
式

代
替

低
圧

注
水

ポ
ン

プ
に

よ
る

代
替

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

と
同

様
）
 

復
水

ピ
ッ

ト
か

ら
燃

料
取

替

用
水
ピ
ッ
ト
へ
の
補
給
 

運
転
員
等
 

（
中

央
制

御

室
、
現
場
）
 

2
 

1
1
0
分
 

緊
急

安
全

対

策
要
員
 

3
 

 ・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

 
（

緊
急

時
対

策
所

位
置

変
更

お
よ

び
送

水
車

作
業

時
間

見
直

し
に

伴
う

操
作

の
想

定
時

間
の

見
直

し
）

 
   【

N
o
.
1
2
の

1
,
2
,
4
行

目
】

 
 

・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

 
（

緊
急

時
対

策
所

位
置

変
更

に
伴

う
操

作
の

想
定

時
間

の
見

直
し

）
 

  【
N
o
.
1
2
の

3
行

目
】

 
・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

 
（

緊
急

時
対

策
所

位
置

変
更

お
よ

び
送

水
車

作
業

時
間

見
直

し
に

伴
う

操
作

の
想

定
時

間
の

見
直

し
）

 
       ・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

 
（

緊
急

時
対

策
所

位
置

変
更

お
よ

び
送

水
車

作
業

時
間

見
直

し
に

伴
う

操
作

の
想

定
時

間
の

見
直

し
）

 
 ・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

 
（

緊
急

時
対

策
所

位
置

変
更

に
伴

う
操

作
の

想
定

時
間

の
見

直
し

）
 

（
以

下
、

同
じ

）
 

                     

 ・
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

（
以

下
、

同
じ

）
 

                                                      

 ・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

を
反

映
す

る
。

 
（

以
下

、
同

じ
）

 
                                                         

（
1
)
第
１

編
（

３
号

炉
及

び
４

号
炉
）
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保
安

規
定

審
査

基
準

の
要

求
事

項
に
対

す
る

保
安

規
定

へ
の

記
載
内

容
 

関
連

す
る

実
用

炉
規

則
 

保
安

規
定

審
査

基
準

 
原

子
炉

施
設

保
安

規
定

 
社

内
規

定
文

書
 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

Ａ
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
ポ

ン

プ
（
Ｒ
Ｈ
Ｒ
Ｓ
－
Ｃ
Ｓ
Ｓ
連
絡

ラ
イ
ン
使
用
）
に
よ
る
代
替
再

循
環
運
転
 

N
o
.
４
に
て
整
備
す
る
。
 

海
水

か
ら

使
用

済
燃

料
ピ

ッ

ト
へ
の
注
水
 

N
o
.
１
１
に
て
整
備
す
る
。
 

送
水

車
に

よ
る

使
用

済
燃

料

ピ
ッ

ト
ま

た
は

原
子

炉
周

辺

建
屋
（
貯
蔵
槽
内
燃
料
体
等
）

へ
の
ス
プ
レ
イ
 

N
o
.
１
１
、
１
２
に
て
整
備
す
る
。
 

（
送
水
車
に
よ
る
使
用
済
燃
料
ピ
ッ

ト
へ
の
ス
プ
レ
イ
、
送
水
車
お
よ
び

ス
プ
レ
イ
ヘ
ッ
ダ
に
よ
る
大
気
へ
の

拡
散
抑
制
と
同
様
）
 

大
容
量
ポ
ン
プ
（
放
水
砲
用
）

お
よ

び
放

水
砲

に
よ

る
使

用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

ま
た

は
原

子

炉
周
辺
建
屋
（
貯
蔵
槽
内
燃
料

体
等
）
へ
の
放
水
 

N
o
.
１
１
、
１
２
に
て
整
備
す
る
。
 

（
大
容
量
ポ
ン
プ
（
放
水
砲
用
）
お

よ
び
放
水
砲
に
よ
る
使
用
済
燃
料
ピ

ッ
ト
へ
の
放
水
、
大
容
量
ポ
ン
プ

（
放
水
砲
用
）
お
よ
び
放
水
砲
に
よ

る
大
気
へ
の
拡
散
抑
制
と
同
様
）
 

大
容
量
ポ
ン
プ
（
放
水
砲
用
）

お
よ

び
放

水
砲

に
よ

る
格

納

容
器

お
よ

び
ア

ニ
ュ

ラ
ス

部

へ
の
放
水
 

N
o
.
１
２
に
て
整
備
す
る
。
 

※
１
：
有
効
性
評
価
の
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
に
係
る
対
応
手
段
 

  
表
－
２
０
 
重
大
事
故
等
対
策
に
お
け
る
操
作
の
成
立
性
（
６
／
９
）
 

操
作

手
順

N
o
.
 

対
応
手
段
 

要
員
 

要
員

数
 

想
定
 

時
間
 

１ ４
 

空
冷

式
非

常
用

発
電

装
置

に

よ
る
代
替
電
源
（
交
流
）
か
ら

の
給
電

※
１
 

運
転
員
等
 

(
中

央
制

御

室
、
現
場
）
 

3
 

2
0
分
 

号
機

間
電

力
融

通
恒

設
ケ

ー

ブ
ル
（
３
号
～
４
号
）
を
使
用

し
た

号
機

間
融

通
に

よ
る

代

替
電
源
（
交
流
）
か
ら
の
給
電

 

運
転
員
等
 

(
中

央
制

御

室
、
現
場
)
 

2
 

7
5
分
 

緊
急

安
全

対

策
要
員
 

2
 

電
源
車
に
よ
る
代
替
電
源
（
交

流
）
か
ら
の
給
電
 

運
転
員
等
 

(
中

央
制

御

室
、
現
場
）
 

3
 

7
0
分
 

緊
急

安
全

対

策
要
員
 

4
 

号
機

間
電

力
融

通
予

備
ケ

ー

ブ
ル
（
３
号
～
４
号
）
を
使
用

し
た

号
機

間
融

通
に

よ
る

代

替
電
源
（
交
流
）
か
ら
の
給
電

 

運
転
員
等
 

(
中

央
制

御

室
、
現
場
)
 

2
 

2
.
4
時

間
 

緊
急

安
全

対

策
要
員
 

6
 

蓄
電
池
（
安
全
防
護
系
用
）
に

よ
る
代
替
電
源
（
直
流
）
か
ら

の
給
電
 

運
転
員
等
 

(
中

央
制

御

室
、
現
場
)
 

2
 

2
0
分

 

可
搬

式
整

流
器

に
よ

る
代

替

電
源
（
直
流
）
か
ら
の
給
電
 

運
転
員
等
（
現

場
）
 

1
 

2
時
間
 

                            ・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

 
（

緊
急

時
対

策
所

位
置

変
更

に
伴

う
要

員
数

、
操

作
の

想
定

時
間

等
の

見
直

し
）

 
（

以
下

、
同

じ
）

 
                           

                            ・
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

（
以

下
、

同
じ

）
 

                           

                            ・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

を
反

映
す

る
。

 
（

以
下

、
同

じ
）

 
                              

（
1
)
第
１

編
（

３
号

炉
及

び
４

号
炉
）
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保
安

規
定

審
査

基
準

の
要

求
事

項
に
対

す
る

保
安

規
定

へ
の

記
載
内

容
 

関
連

す
る

実
用

炉
規

則
 

保
安

規
定

審
査

基
準

 
原

子
炉

施
設

保
安

規
定

 
社

内
規

定
文

書
 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

緊
急

安
全

対

策
要
員
 

2
 

代
替

所
内

電
気

設
備

に
よ

る

交
流
お
よ
び
直
流
の
給
電
（
空

冷
式
非
常
用
発
電
装
置
）
 

運
転
員
等
 

(
中

央
制

御

室
、
現
場
）
 

2
 

4
時
間
 

緊
急

安
全

対

策
要
員
 

2
 

空
冷

式
非

常
用

発
電

装
置

へ

の
燃
料
（
重
油
）
補
給

※
１
 

緊
急

安
全

対

策
要
員
 

2
 

2
.
3
時

間
 

電
源
車
へ
の
燃
料
（
重
油
）
補

給
 

緊
急

安
全

対

策
要
員
 

2
 

2
.
3
時

間
 

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

へ
の

燃

料
（
重
油
）
補
給
 

緊
急

安
全

対

策
要
員
 

2
 

1
0
0
分
 

※
１
：
有
効
性
評
価
の
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
に
係
る
対
応
手
段
 

 
表
－
２
０
 
重
大
事
故
等
対
策
に
お
け
る
操
作
の
成
立
性
（
７
／
９
）
 

操
作

手
順

N
o
.
 

対
応
手
段
 

要
員
 

要
員

数
 

想
定
 

時
間
 

１ ５
 

可
搬

型
計

測
器

に
よ

る
パ

ラ

メ
ー
タ
計
測
ま
た
は
監
視

※
１
 

緊
急

安
全

対

策
要
員
 

2
 

3
5
分

 

１ ６
 

中
央

制
御

室
空

調
装

置
の

運

転
手
順
（
全
交
流
動
力
電
源
が

喪
失
し
た
場
合
）

※
１
 

運
転
員
等
 

（
中

央
制

御

室
）
 

1
 

7
0
分

 

緊
急

安
全

対

策
要
員
 

2
 

ア
ニ

ュ
ラ

ス
空

気
浄

化
設

備

の
運
転
手
順
等
 

全
交

流
動

力
電

源
ま

た
は

常

設
直

流
電

源
が

喪
失

し
た

場

合
の
操
作
手
順
 

窒
素
ボ
ン
ベ
（
代
替
制
御
用
空

気
供
給
用
）
に
よ
る
ア
ニ
ュ
ラ

ス
空
気
浄
化
設
備
の
運
転

※
１
 

N
o
.
１
０
に
て
整
備
す
る
。
 

（
水
素
排
出
（
ア
ニ
ュ
ラ
ス
空
気
浄

化
設
備
）
 

全
交
流
動
力
電
源
ま
た
は
常
設
直
流

電
源
が
喪
失
し
た
場
合
の
操
作
手
順
 

窒
素
ボ
ン
ベ
（
代
替
制
御
用
空
気
供

給
用
）
に
よ
る
ア
ニ
ュ
ラ
ス
空
気
浄

化
設
備
の
運
転
と
同
様
）
 

ア
ニ

ュ
ラ

ス
空

気
浄

化
設

備

の
運
転
手
順
等
 

全
交

流
動

力
電

源
ま

た
は

常

設
直

流
電

源
が

喪
失

し
た

場

合
の
操
作
手
順
 

可
搬
式
空
気
圧
縮
機
（
代
替
制

御
用
空
気
供
給
用
）
に
よ
る
ア

ニ
ュ

ラ
ス

空
気

浄
化

設
備

の

運
転
 

N
o
.
１
０
に
て
整
備
す
る
。
 

（
水
素
排
出
（
ア
ニ
ュ
ラ
ス
空
気
浄

化
設
備
）
 

全
交
流
動
力
電
源
ま
た
は
常
設
直
流

電
源
が
喪
失
し
た
場
合
の
操
作
手
順
 

可
搬
式
空
気
圧
縮
機
（
代
替
制
御
用

空
気
供
給
用
）
に
よ
る
ア
ニ
ュ
ラ
ス

空
気
浄
化
設
備
の
運
転
と
同
様
）
 

※
１
：
有
効
性
評
価
の
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
に
係
る
対
応
手
段
 

  
表
－
２
０
 
重
大
事
故
等
対
策
に
お
け
る
操
作
の
成
立
性
（
８
／
９
）
 

操
作

手
順

N
o
.
 

対
応
手
段
 

要
員
 

要
員

数
 

想
定
 

時
間
 

      ・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

 
（

緊
急

時
対

策
所

位
置

変
更

に
伴

う
操

作
の

想
定

時
間

等
の

見
直

し
）

 
（

以
下

、
同

じ
）

 
                                                  

     ・
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

（
以

下
、

同
じ

）
 

                                                  

     ・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

を
反

映
す

る
。

 
（

以
下

、
同

じ
）

 
                                                     

（
1
)
第
１

編
（

３
号

炉
及

び
４

号
炉
）
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保
安

規
定

審
査

基
準

の
要

求
事

項
に
対

す
る

保
安

規
定

へ
の

記
載
内

容
 

関
連

す
る

実
用

炉
規

則
 

保
安

規
定

審
査

基
準

 
原

子
炉

施
設

保
安

規
定

 
社

内
規

定
文

書
 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

１ ７
 

可
搬

式
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
ポ

ス

ト
に

よ
る

放
射

線
量

の
代

替

測
定
 

緊
急

安
全

対

策
要
員
 

4
 

3
.
5
時

間
 

可
搬

式
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
ポ

ス

ト
に

よ
る

原
子

炉
格

納
施

設

を
囲
む

8
方
位
の
放
射
線
量
の

測
定
 

緊
急

安
全

対

策
要
員
 

4
 

2
.
3
 

時
間

※

１
 

可
搬

型
放

射
線

計
測

装
置

に

よ
る

空
気

中
の

放
射

性
物

質

の
濃
度
の
測
定
 

緊
急

安
全

対

策
要
員
 

2
 

7
5
分
 

移
動
式
放
射
能
測
定
装
置
（
モ

ニ
タ
車
）
に
よ
る
空
気
中
の
放

射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定
 

緊
急

安
全

対

策
要
員
 

2
 

7
5
分
 

可
搬

型
放

射
線

計
測

装
置

に

よ
る

水
中

の
放

射
性

物
質

の

濃
度
の
測
定
 

緊
急

安
全

対

策
要
員
 

2
 

9
5
分
 

可
搬

型
放

射
線

計
測

装
置

に

よ
る

土
壌

中
の

放
射

性
物

質

の
濃
度
の
測
定
 

緊
急

安
全

対

策
要
員
 

2
 

6
0
分
 

海
上
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
測
定
 

緊
急

安
全

対

策
要
員
 

4
 

2
時
間

※
２
 

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

ス
テ

ー
シ

ョ

ン
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
お

よ
び

可
搬

式
モ

ニ
タ

リ
ン

グ

ポ
ス

ト
の

バ
ッ

ク
グ

ラ
ウ

ン

ド
低
減
対
策
 

緊
急

安
全

対

策
要
員
 

2
 

3
時
間
 

可
搬

式
気

象
観

測
装

置
に

よ

る
気

象
観

測
項

目
の

代
替

測

定
 

緊
急

安
全

対

策
要
員
 

6
 

2
時
間
 

※
１
：
可
搬
式
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
に
よ
る
代
替
測
定
で
カ
バ
ー
で
き
な
い

4
方
位

に
設
置
し
た
場
 

合
に
想
定
さ
れ
る
作
業
時
間
。
 

※
２
：
小
型

船
舶
が
海

面
に
着
水

す
る
ま
で

の
時
間

を
記
載
し
た

。
そ
の
後

の
一
連
の

作
業
（
1
箇
所
 

あ
た
り
）
の
所
要
時
間
は
、
約

1
0
0
分
 

  
表
－
２
０
 
重
大
事
故
等
対
策
に
お
け
る
操
作
の
成
立
性
（
９
／
９
）
 

操
作

手
順

N
o
.
 

対
応
手
段
 

要
員
 

要
員

数
 

想
定
 

時
間
 

１ ８
 

緊
急

時
対

策
所

可
搬

型
空

気

浄
化
装
置
運
転
手
順
 

緊
急

安
全

対

策
要
員
 

1
 

3
4
分
 

                           ・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

 
（

記
載

の
適

正
化

）
 

（
以

下
、

同
じ

）
 

         ・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

 
（

緊
急

時
対

策
所

付
近

の
可

搬
式

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

ポ
ス

ト
の

削
除

）
 

        ・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

 
（

緊
急

時
対

策
所

位
置

変
更

に
伴

う
要

員
、

要
員

数
及

び
操

作
の

想
定

時
間

の
変

更
）

 
     

                           ・
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

（
以

下
、

同
じ

）
 

                            

                           ・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

を
反

映
す

る
。

 
（

以
下

、
同

じ
）

 
                               

（
1
)
第
１

編
（

３
号

炉
及

び
４

号
炉
）
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保
安

規
定

審
査

基
準

の
要

求
事

項
に
対

す
る

保
安

規
定

へ
の

記
載
内

容
 

関
連

す
る

実
用

炉
規

則
 

保
安

規
定

審
査

基
準

 
原

子
炉

施
設

保
安

規
定

 
社

内
規

定
文

書
 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

空
気

供
給

装
置

に
よ

る
空

気

供
給
準
備
手
順
 

緊
急

安
全

対

策
要
員
 

1
 

5
5
分
 

緊
急

時
対

策
所

内
可

搬
型

エ

リ
ア

モ
ニ

タ
お

よ
び

緊
急

時

対
策

所
外

可
搬

型
エ

リ
ア

モ

ニ
タ
設
置
手
順
 

緊
急

安
全

対

策
要
員
 

2
 

4
7
分
 

空
気

供
給

装
置

へ
の

切
替

準

備
手
順
 

緊
急

時
対

策

本
部
要
員
 

2
 

4
分
 

空
気

供
給

装
置

へ
の

切
替

手

順
 

緊
急

時
対

策

本
部
要
員
 

2
 

2
分
 

緊
急

時
対

策
所

可
搬

型
空

気

浄
化
装
置
へ
の
切
替
手
順
 

緊
急

時
対

策

本
部
要
員
 

2
 

2
分
 

緊
急

時
対

策
所

可
搬

型
空

気

浄
化
装
置
の
切
替
手
順
 

緊
急

時
対

策

本
部
要
員
 

1
 

4
分
 

電
源
車
（
緊
急
時
対
策
所
用
）

準
備
手
順
 

緊
急

安
全

対

策
要
員
 

2
 

2
4
分
 

電
源
車
（
緊
急
時
対
策
所
用
）

起
動
手
順
 

緊
急

時
対

策

本
部
要
員
 

1
 

5
分
 

緊
急

安
全

対

策
要
員
 

1
 

電
源
車
（
緊
急
時
対
策
所
用
）

の
切
替
手
順
 

緊
急

時
対

策

本
部
要
員
 

1
 

6
分
 

電
源
車
（
緊
急
時
対
策
所
用
）

燃
料

タ
ン

ク
へ

の
燃

料
給

油

手
順
 

緊
急

安
全

対

策
要
員
 

3
 

2
.
3
時

間
 

１ ９
 

（
成
立
性
が
要
求
さ
れ
る
対

応
手
段
な
し
）
 

―
 

―
 

―
 

 
第

１
８

条
の

５
（

重
大

事
故

等
発

生
時

の
体

制
の

整
備

）
 

 
【

変
更

な
し

】
 

  

  ・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

 
（

緊
急

時
対

策
所

位
置

変
更

に
伴

う
要

員
、

要
員

数
及

び
操

作
の

想
定

時
間

の
変

更
）

 
（

以
下

、
同

じ
）

 
         

  ・
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
 

（
以

下
、

同
じ

）
 

                         

  ・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

を
反

映
す

る
。

 
（

以
下

、
同

じ
）

 
                                               

 

（
1
)
第
１

編
（

３
号

炉
及

び
４

号
炉
）
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保
安

規
定

審
査

基
準

の
要

求
事

項
に
対

す
る

保
安

規
定

へ
の

記
載
内

容
 

関
連

す
る

実
用

炉
規

則
 

保
安

規
定

審
査

基
準

 
原

子
炉

施
設

保
安

規
定

 
社

内
規

定
文

書
 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

ニ
 
大

規
模

な
自

然
災

害
又

は
故

意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
そ

の
他

の
テ

ロ
リ

ズ
ム

に
よ

る
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

大
規

模
な

損
壊
（

以
下
「

大
規

模
損

壊
」
と

い
う

。
）

 

①
 
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お

け
る

大
規

模
な

火
災

が
発

生

し
た

場
合

に
お

け
る

消
火

活

動
に

関
す

る
こ

と
。

 

②
 
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お

け
る

炉
心

の
著

し
い

損
傷

を

緩
和

す
る

た
め

の
対

策
に

関

す
る

こ
と

。
 

③
 
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お

け
る

原
子

炉
格

納
容

器
の

破

損
を

緩
和

す
る

た
め

の
対

策

に
関

す
る

こ
と

。
 

④
 
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お

け
る

使
用

済
燃

料
貯

蔵
槽

の

水
位

を
確

保
す

る
た

め
の

対

策
及

び
燃

料
体

の
著

し
い

損

傷
を

緩
和

す
る

た
め

の
対

策

に
関

す
る

こ
と

。
 

⑤
 
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お

け
る

放
射

性
物

質
の

放
出

を

低
減

す
る

た
め

の
対

策
に

関

す
る

こ
と

。
 

⑥
 
重

大
事

故
等
（

原
子

炉
建

屋

へ
の

故
意

に
よ

る
大

型
航

空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ

ズ
ム

に
よ

る
も

の
に

限
る

。
）

発
生

時
に

お
け

る
特

定
重

大

事
故

等
対

処
施

設
を

用
い

た

対
策

に
関

す
る

こ
と

。
 

第
１

８
条

の
６

（
大

規
模

損
壊

発
生

時
の

体
制

の
整

備
）

 
[
変

更
な

し
]
 

 添
付

３
（

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施

基
準

）
 

 ２
．

大
規

模
な

自
然

災
害

ま
た

は
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
へ

の
対

 

応
に

お
け

る
事

項
 

 

(
1
)
 
安

全
・

防
災

室
長

は
、
大

規
模

な
自

然
災

害
ま

た
は

故
意

に
よ

る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
に

よ
る

原
子

炉
施

設

の
大

規
模

な
損

壊
（

以
下

、
「

大
規

模
損

壊
」

と
い

う
。

）
が

発
生

し
た

場
合

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う

体
制

の
整

備
と

し
て

、
次

の
２

．
１

項
を

含
む

計
画

を
策

定
し

、
所

長
の

承
認

を
得

る
。

 

ま
た

、
各

課
（

室
）
長

は
、
計

画
に

基
づ

き
、
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

た
め

に

必
要

な
体

制
の

整
備

を
実

施
す

る
。

 

(
2
)
 
各

課
（

室
）

長
は

、
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

体
制

の
整

備
と

し
て

、
次

の
２

．
２

項
に

示
す

手
順

を
整

備
し

、
２

．
１

(
1
)
の

要
員

に
こ

の
手

順
を

遵
守

さ
せ

る
。

 

(
3
)
 
原

子
力

安
全

部
門

統
括

は
、
本

店
が

行
う

支
援

に
関

す
る

活
動

を

行
う

体
制

の
整

備
と

し
て

、
次

の
２

．
１

項
を

含
む

計
画

を
策

定
す

る
と

と
も

に
、
計

画
に

基
づ

き
、
本

店
が

行
う

支
援

に
関

す
る

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

を
実

施
す

る
。

 

 ２
．

１
 

体
制

の
整

備
、

教
育

訓
練

の
実

施
お

よ
び

資
機

材
の

配
備

 

安
全

・
防

災
室

長
お

よ
び

原
子

力
安

全
部

門
統

括
は

、
大

規
模

損
壊

発
生

時
の

体
制

に
つ

い
て

、
以

下
に

示
す

と
お

り
、

組
織

が

最
も

有
効

に
機

能
す

る
と

考
え

ら
れ

る
通

常
の

緊
急

時
対

策
本

部

の
体

制
を

基
本

と
し

つ
つ

、
通

常
と

は
異

な
る

対
応

が
必

要
と

な

る
状

況
に

お
い

て
も

流
動

性
を

持
っ

て
対

応
で

き
る

こ
と

な
ど

を

社
内

標
準

に
定

め
、

体
制

を
確

立
す

る
。

 

ま
た

、
重

大
事

故
等

を
超

え
る

よ
う

な
状

況
を

想
定

し
た

大
規

模
損

壊
発

生
時

の
対

応
手

順
に

し
た

が
っ

て
活

動
を

行
う

こ
と

を

前
提

と
し

、
中

央
制

御
室

が
機

能
喪

失
す

る
よ

う
な

通
常

と
は

異

な
る

体
制

で
活

動
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

場
合

に
も

対
応

で
き

る

よ
う

教
育

訓
練

を
実

施
し

、
体

制
を

確
立

す
る

。
 

 

(
1
)
 
体

制
の

整
備

 

原
子

力
防

災
管

理
者

は
、

原
子

炉
施

設
に

お
い

て
重

大
事

故
等

お
よ

び
大

規
模

損
壊

の
よ

う
な

原
子

力
災

害
が

発
生

す
る

お
そ

れ

が
あ

る
場

合
ま

た
は

発
生

し
た

場
合

に
、

事
故

原
因

の
除

去
な

ら

び
に

原
子

力
災

害
の

拡
大

防
止

お
よ

び
緩

和
そ

の
他

の
必

要
な

活

動
を

迅
速

か
つ

円
滑

に
実

施
す

る
た

め
、

第
１

２
６

条
に

定
め

る

通
常

の
原

子
力

防
災

組
織

の
体

制
を

基
本

と
す

る
原

子
力

防
災

組

織
を

設
置

し
、

発
電

所
に

緊
急

時
対

策
本

部
の

体
制

を
整

え
る

。
 

ま
た

、
重

大
事

故
等

お
よ

び
大

規
模

損
壊

の
よ

う
な

原
子

力
災

害
が

発
生

し
た

場
合

に
も

、
速

や
か

に
対

応
を

行
う

た
め

、
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

の
原

子
炉

容
器

に
燃

料
が

装
荷

さ
れ

て
い

る
場

合

に
お

け
る

時
間

外
、
休

日
（

夜
間

）
に

お
い

て
も

発
電

所
内

に
「

添

付
３

 
１

．
１

(
1
)
体

制
の

整
備

」
で

確
保

す
る

消
火

活
動

要
員

7

名
を

含
む

重
大

事
故

等
対

策
要

員
5
8
名
（

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉

                                                         ・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

（
緊

急
時

対
策

所
の

機
能

移
行

に
伴

う
体

制
の

変
更

）
 

 

                                                         ・
運

転
管

理
通

達
 

  

                                                         ・
３

，
４

号
炉

重
大

事
故

等
対

策
に

関
す

る
体

制
を

反
映

す
る

。
 

 

（
1
)
第
１

編
（

３
号

炉
及

び
４

号
炉
）
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保
安

規
定

審
査

基
準

の
要

求
事

項
に
対

す
る

保
安

規
定

へ
の

記
載
内

容
 

関
連

す
る

実
用

炉
規

則
 

保
安

規
定

審
査

基
準

 
原

子
炉

施
設

保
安

規
定

 
社

内
規

定
文

書
 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

の
う

ち
１

つ
の

原
子

炉
容

器
に

燃
料

が
装

荷
さ

れ
て

い
な

い
場

合

は
5
1
名

、
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

の
原

子
炉

容
器

に
燃

料
が

装
荷

さ
れ

て
い

な
い

場
合

は
4
4
名

）
を

確
保

し
、
大

規
模

損
壊

の
発

生

に
よ

り
中

央
制

御
室
（

運
転

員
（

当
直

員
）
を

含
む

。
）
が

機
能

し

な
い

場
合

に
お

い
て

も
、

対
応

で
き

る
よ

う
体

制
を

確
立

す
る

。
 

な
お

、
上

記
と

は
別

に
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

の
対

応
を

行
う

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
の

運
転

員
４

名
を

確
保

す
る

。
 

さ
ら

に
、

発
電

所
構

内
に

常
時

確
保

す
る

対
応

要
員

に
よ

り
当

面
の

間
は

事
故

対
応

を
行

え
る

よ
う

体
制

を
整

え
る

。
 

（
以

下
略

）
 

 第
１

８
条

の
６

（
重

大
事

故
等

発
生

時
の

体
制

の
整

備
）

 
【

変
更

な
し

】
 

 
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

（
緊

急
時

対
策

所
の

機
能

移
行

に
伴

う
体

制
の

変
更

）
 

 

 ・
運

転
管

理
通

達
 

 

 ・
３

，
４

号
炉

重
大

事
故

等
対

策
に

関
す

る
体

制
を

反
映

す
る

。
 

     

（
４

）
必

要
な

機
能

を
維

持
す

る
た

め

の
活

動
を

行
う

た
め

に
必

要
な

電
源

車
、
消

防
自

動
車

、
化

学
消

防
自

動
車

、
泡

消
火

薬
剤

、
消

火

ホ
ー

ス
、

照
明

器
具

、
無

線
機

器
、

フ
ィ

ル
タ

ー
そ

の
他

の
資

機
材

を
備

え
付

け
る

こ
と

。
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、

火
山

影
響

等
お

よ
び

自
然

災
害

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
 

（
第

１
８

条
、

第
１

８
条

の
２

、
第

１
８

条
の

２
の

２
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

関
連

）
 

（
中

略
）

 
３

 
火

山
影

響
等

、
降

雪
、

地
滑

り
発

生
時

 
（

中
略

）
 

３
．

４
 
手

順
書

の
整

備
 

(
1
)
 
各

課
（

室
）

長
（

当
直

課
長

を
除

く
。

）
は

、
火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 
（

中
略

）
 

ｈ
．

緊
急

時
対

策
所

の
居

住
性

確
保

に
関

す
る

対
策

 
火

山
影

響
等

発
生

時
に

お
い

て
、

緊
急

時
対

策
所

入
口

扉
を

開
放

す
る

こ
と

に
よ

り
緊

急
時

対
策

所
の

居
住

性
を

確
保

す
る

。
 

(
a
)
 
緊

急
時

対
策

所
の

居
住

性
確

保
 

各
課

（
室

）
長

は
、

緊
急

時
対

策
所

入
口

扉
の

開
放

に
よ

り
居

住
性

を
確

保
し

、
降

下
火

砕
物

の
侵

入
を

防
止

す
る

た
め

、
入

口
扉

（
２

箇
所

）
に

仮
設

フ
ィ

ル
タ

を
取

り
付

け
る

。
仮

設
フ

ィ
ル

タ
取

り
付

け
後

は
、

緊
急

時
対

策
所

内
の

酸
素

濃
度

お
よ

び
二

酸
化

炭
素

濃
度

の
監

視
を

行
う

。
 

ア
．

手
順

着
手

の
判

断
基

準
 

気
象

庁
が

発
表

す
る

降
灰

予
報

（
「

速
報

」
ま

た
は

「
詳

細
」

）
に

よ
り

お
お

い
町

へ
の

「
多

量
」

の
降

灰
が

予
想

さ
れ

た
場

合
、

気
象

庁
が

発
表

す
る

噴
火

に
関

す
る

火
山

観
測

報
に

お
い

て
、

地
理

的
領

域
（

発
電

所
敷

地
か

ら
半

径
1
6
0
k
m
）

内
の

活
火

山
に

2
0
k
m
以

上
の

噴
煙

が
観

測
さ

れ
た

が
噴

火
後

1
0
分

以
内

に
降

灰
予

報
が

発
表

さ
れ

な
い

場
合

ま
た

は
降

下
火

砕
物

に
よ

る
発

電
所

へ
の

重
大

な
影

響
が

予
想

さ
れ

た
場

合
 

 
ｉ

．
通

信
連

絡
設

備
に

関
す

る
対

策
 

火
山

影
響

等
発

生
時

に
お

け
る

通
信

連
絡

に
つ

い
て

、
降

下
火

砕
物

の
影

響
を

受
け

な
い

有
線

系
の

設
備

を
複

数
手

段
確

保
す

る
こ

と
に

よ
り

機
能

を
確

保
す

る
。

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

の
機

能
が

喪
失

し
た

場
合

に
お

い
て

は
、

３
号

お
よ

び
４

号
炉

タ
ー

ビ
ン

建
屋

内
に

配
置

し
た

電
源

車
か

ら
給

電
す

る
。

 
(
a
)
 
電

源
車

の
準

備
作

業
 

各
課

（
室

）
長

は
、

電
源

車
を

降
下

火
砕

物
の

影
響

を
受

け
る

こ
と

の
な

い
３

号
お

よ
び

４
号

炉
タ

ー
ビ

ン
建

屋
内

へ
移

動
し

準
備

作
業

を
行

う
。

 
ア

．
手

順
着

手
の

判
断

基
準

 
 

気
象

庁
が

発
表

す
る

降
灰

予
報

（
「

速
報

」
ま

た
は

「
詳

細
」

）
に

よ
り

お
お

い
町

へ
の

「
多

量
」

の
降

灰
が

予
想

さ
れ

た
場

合
、

気
象

庁
が

発
表

す
る

噴
火

に
関

す
る

火
山

観
測

報
に

                ・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

 
（

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

設
備

の
変

更
）

 
（

以
下

、
同

じ
）

 
                         

                ・
一

般
防

災
業

務

所
達

 
                            

                ・
火

山
影

響
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

た
め

に
必

要
な

体
制

の
整

備
に

関
す

る
活

動
の

変
更

を
反

映
す

る
。

 
                           

（
1
)
第
１

編
（

３
号

炉
及

び
４

号
炉
）
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保
安

規
定

審
査

基
準

の
要

求
事

項
に
対

す
る

保
安

規
定

へ
の

記
載
内

容
 

関
連

す
る

実
用

炉
規

則
 

保
安

規
定

審
査

基
準

 
原

子
炉

施
設

保
安

規
定

 
社

内
規

定
文

書
 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

お
い

て
、

地
理

的
領

域
（

発
電

所
敷

地
か

ら
半

径
1
6
0
k
m
）

内
の

活
火

山
に

2
0
k
m
以

上
の

噴
煙

が
観

測
さ

れ
た

が
噴

火
後

1
0

分
以

内
に

降
灰

予
報

が
発

表
さ

れ
な

い
場

合
ま

た
は

降
下

火
砕

物
に

よ
る

発
電

所
へ

の
重

大
な

影
響

が
予

想
さ

れ
た

場
合

 
(
b
)
 
電

源
車

か
ら

の
給

電
開

始
 

緊
急

時
対

策
本

部
お

よ
び

当
直

課
長

は
、

電
源

車
か

ら
の

給
電

準
備

を
行

っ
た

の
ち

給
電

を
開

始
す

る
。

 
ア

．
手

順
着

手
の

判
断

基
準

 
電

源
車

に
よ

る
給

電
開

始
は

、
火

山
影

響
等

発
生

時
に

お
い

て
外

部
電

源
喪

失
が

発
生

し
、
３

号
炉

ま
た

は
４

号
炉

の
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
全

台
が

機
能

喪
失

し
た

場
合

 
（

中
略

）
 

 
火

山
影

響
等

発
生

時
の

対
策

に
お

け
る

主
な

作
業

 

作
業

手
順 N
o
 

対
応

手
段

 
要

員
 

要
員

数
 

想 定 時 間
 

ｅ
(
a
)
 

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

へ
の

改
良

型
フ

ィ
ル

タ
取

付
 

緊
急

安
全

対
策

要
員

 
6
 

5
0

分
 

ｅ
(
b
)
 

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

改
良

型
フ

ィ
ル

タ
の

フ
ィ

ル
タ

取
替

 

緊
急

安
全

対
策

要
員

 
8
 

2
0

分
 

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

改
良

型
フ

ィ
ル

タ
の

フ
ィ

ル
タ

清
掃

※
１
 

緊
急

安
全

対
策

要
員

 
4
 

8
0

分
 

ｇ
(
a
)
 

ｉ
(
a
)
 

蒸
気

発
生

器
補

給
用

仮
設

中
圧

ポ
ン

プ
（

電
動

）
の

準
備

作
業

 
電

源
車

の
準

備
作

業
 

（
電

源
車

の
移

動
）

 

緊
急

安
全

対
策

要
員

 
2
 

2
5

分
 

蒸
気

発
生

器
補

給
用

仮
設

中
圧

ポ
ン

プ
（

電
動

）
の

準
備

作
業

 
電

源
車

の
準

備
作

業
※

２
 

（
給

電
用

ケ
ー

ブ
ル

敷
設

）
 

緊
急

安
全

対
策

要
員

 
2
 

3
5

分
 

ｇ
(
a
)
 

蒸
気

発
生

器
補

給
用

仮
設

中
圧

ポ
ン

プ
（

電
動

）
の

準
備

作
業

 
（

ホ
ー

ス
接

続
・

系
統

構
成

）
 

緊
急

安
全

対
策

要
員

 
5
 

1
1

0 分
 

ｇ
(
b
)
 

ｉ
(
b
)
 

蒸
気

発
生

器
補

給
用

仮
設

中
圧

ポ
ン

プ
（

電
動

）
を

用
い

た
炉

心
冷

却
 

電
源

車
か

ら
の

給
電

開
始

 
（

給
電

用
ケ

ー
ブ

ル
接

続
）

 

緊
急

安
全

対
策

要
員

 
2
 

2
0

分
 

蒸
気

発
生

器
補

給
用

仮
設

中
圧

ポ
ン

プ
（

電
動

）
を

用
い

た
炉

心
冷

却
 

電
源

車
か

ら
の

給
電

開
始

 
（

不
要

負
荷

切
り

離
し

・
受

電
操

作
）

 

運
転

員
等

 
(
中

央
制

御
室

、
現

場
)
 

3
 

3
5

分
 

ｈ
(
a
)
 

緊
急

時
対

策
所

の
居

住
性

確
保

（
仮

設
フ

ィ
ル

タ
取

付
）

 

緊
急

安
全

対
策

要
員

 

2
 

(
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

合
計

)
 

5
0

分
 

 ・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

 
（

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

設
備

の
変

更
）

 
                                                  ・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

変
更

 
（

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
う

火
山

影
響

等
発

生
時

の
対

策
に

お
け

る
主

な
作

業
の

変
更

）
 

 

 ・
一

般
防

災
業

務

所
達

 
                                                    ・

一
般

防
災

業
務

所
達

 
   

 ・
火

山
影

響
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

た
め

に
必

要
な

体
制

の
整

備
に

関
す

る
活

動
の

変
更

を
反

映
す

る
。

 
                                                   ・
火

山
影

響
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

た
め

に
必

要
な

体
制

の
整

備
に

関
す

る
活

動
の

変
更

を
反

映
す

る
。

 
   

（
1
)
第
１

編
（

３
号

炉
及

び
４

号
炉
）
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保
安

規
定

審
査

基
準

の
要

求
事

項
に
対

す
る

保
安

規
定

へ
の

記
載
内

容
 

関
連

す
る

実
用

炉
規

則
 

保
安

規
定

審
査

基
準

 
原

子
炉

施
設

保
安

規
定

 
社

内
規

定
文

書
 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

ｊ
(
a
)
 

軽
油

ド
ラ

ム
缶

の
建

屋
近

傍
へ

の
移

動
 

緊
急

安
全

対
策

要
員

 

6
 

(
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

合
計

)
 

5
0

分
 

ｋ
(
a
)
 

消
火

水
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
タ

ン
ク

か
ら

復
水

ピ
ッ

ト
へ

の
補

給
準

備
 

緊
急

安
全

対
策

要
員

 

1
 

(
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

合
計

)
 

3
0

分
 

ｋ
(
b
)
 

消
火

水
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
タ

ン
ク

か
ら

復
水

ピ
ッ

ト
へ

の
補

給
 

緊
急

安
全

対
策

要
員

 

3
 

(
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

合
計

)
 

7
5

分
 

運
転

員
等

 
(
中

央
制

御
室

)
 

1
 

(
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

合
計

)
 

※
１

：
１

班
４

名
で

２
班

が
交

代
し

て
実

施
す

る
。

 
※

２
：
可

搬
式

排
気

フ
ァ

ン
お

よ
び

仮
設

ダ
ク

ト
等

設
置

作
業

は
、
1
箇

所
あ

た
り

上
表

と
は

別
に

緊
急

安
全

対
策

要
員

4
名

が
6
0
分

以
内

で
実

施
す

る
。

 
 第

１
８

条
～

第
１

８
条

の
６

 

[
変

更
な

し
]
 

 添
付

３
 

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施

基
準

 

[
実

用
炉

規
則

第
9
2
条

第
1
項

第
1
6
号

1
.
(
1
)
ハ

（
前

述
）

に
て

整
理

]
 

 

 
         

        

（
５

）
そ

の
他

必
要

な
機

能
を

維
持

す

る
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
を

整
備

す
る

こ

と
。

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、

火
山

影
響

等
お

よ
び

自
然

災
害

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
 

（
第

１
８

条
、

第
１

８
条

の
２

、
第

１
８

条
の

２
の

２
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

関
連

）
 

 

【
実

用
炉

規
則

第
9
2
条

第
1
項

第
1
6
号

1
.
(
4
)
】

に
同

じ
 

   
添

付
３

 
重

大
事

故
等

お
よ

び
大

規
模

損
壊

対
応

に
係

る
実

施
基

準
 

 
 

【
実

用
炉

規
則

第
9
2
条

第
1
項

第
1
6
号

1
.
(
1
)
ハ

、
ニ

】
に

同
じ

 

 

 
 

 

  
 

（
1
)
第
１

編
（

３
号

炉
及

び
４

号
炉
）
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保
安

規
定

審
査

基
準

の
要

求
事

項
に
対

す
る

保
安

規
定

へ
の

記
載
内

容
 

（
2
)
第
２

編
（

１
，

２
号

炉
）

 

関
連

す
る

実
用

炉
規

則
 

保
安

規
定

審
査

基
準

 
原

子
炉

施
設

保
安

規
定

 
社

内
規

定
文

書
 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

第
9
2
条

（
保

安
規

定
）

 

第
３

項
 

法
第

四
十

三
条

の
三

の
三

十
四

第
二

項
の

認
可

を
受

け
よ

う
と

す
る

者
は

、

当
該

認
可

の
日

ま
で

に
、
当

該
認

可
を

受
け

よ
う

と
す

る
廃

止
措

置
計

画
に

定
め

ら
れ

て
い

る
廃

止
措

置
を

実
施

す
る

た
め

、
法

第
四

十
三

条
の

三
の

二

十
四

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
認

可
を

受
け

た
保

安
規

定
に

つ
い

て
次

に
掲

げ
る

事
項

を
追

加
し

、
又

は
変

更
し

た

保
安

規
定

の
認

可
を

受
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
こ

れ
を

変
更

し
よ

う
と

す

る
と

き
も

同
様

と
す

る
。

 

  二
十

一
 

廃
止

措
置

の
管

理
に

関
す

る
こ

と
。

 

実
用

炉
規

則
第

9
2
条

第
3
項

第
2
1
号

 

【
廃

止
措

置
の

管
理

】
 

 
 

 
 

廃
止

措
置

作
業

の
計

画
、

廃
棄

物

の
管

理
、
廃

止
措

置
の

実
施

の
管

理
に

つ
い

て
、
必

要
な

事
項

が
記

録
さ

れ
て

い
る

こ
と

。
 

（
運

転
員

の
確

保
）

 

第
１

５
２

条
 

発
電

室
長

は
、

原
子

炉
施

設
の

運
転

に
必

要
な

知
識

を
有

す
る

者
を

確
保

す
る

。
な

お
、
原

子
炉

施
設

の
運

転
に

必
要

な
知

識
を

有

す
る

者
と

は
、

原
子

炉
施

設
の

運
転

に
関

す
る

実
務

の
研

修
を

受
け

た

者
を

い
う

。
 

２
．
発

電
室

長
は

、
原

子
炉

施
設

の
運

転
に

当
た

っ
て

第
１

項
で

定
め

る
者

の
中

か
ら

、
１

直
あ

た
り

４
名

以
上

を
そ

ろ
え

、
５

直
以

上
を

編
成

し
た

上
で

３
交

代
勤

務
を

行
わ

せ
る

。
特

別
な

事
情

が
あ

る
場

合
を

除
き

、
連

続
し

て
２

４
時

間
を

超
え

る
勤

務
を

行
わ

せ
て

は
な

ら
な

い
。
ま

た
、
４

名
以

上
の

う
ち

、
１

名
は

当
直

課
長

と
す

る
。

 

３
．
当

直
課

長
は

、
照

射
済

燃
料

移
動

中
に

お
い

て
は

、
第

２
項

で
定

め
る

者
の

う
ち

、
１

名
以

上
を

常
時

中
央

制
御

室
に

確
保

す
る

。
 

   第
１

５
１

条
、
第

１
５

２
条

の
２

、
第

１
５

４
条

、
第

１
５

５
条

、
第

１
５

７
条

、
第

１
５

９
条

～
１

６
５

条
、
第

１
７

１
条

～
第

１
７

４
条

、
第

２
０

８
条

 

[
変

更
な

し
]
 

       
・
３

，
４

号
炉

緊
急

時
対

策
所

の
機

能

移
行

に
伴

う
変

更
 

（
緊

急
時

対
策

所
の

機
能

移
行

に
伴

う
体

制
の

変
更

）
 

       ・
運

転
管

理
通

達
 

    
 

  
・
３

，
４

号
炉

重
大

事
故

等
対

策
に

関
す

る
体

制
お

よ

び
１

，
２

号
炉

廃
止

措
置

管
理

に
か

か
る

体
制

を
規

定
す

る
。
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⼤
飯

発
電

所
緊

急
時

対
策

所
の

機
能

移
⾏

に
係

る
原

⼦
炉

施
設

保
安

規
定

変
更

概
要

に
つ

い
て

関
⻄

電
⼒

株
式

会
社

補足説明資料－１
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1

Th
e 

Ka
ns

ai
 E

le
ct

ric
 P

ow
er

 C
o.

, I
nc

.

大
飯

発
電

所
原

子
炉

施
設

保
安

規
定

の
申

請
概

要
に

つ
い

て

【
緊
急
時
対
策
所
の
機
能
移
⾏
に
伴
う
変
更
】

 
緊

急
時

対
策

所
建

屋
の

設
置

に
伴

い
、

１
，

２
号

炉
原

⼦
炉

補
助

建
屋

か
ら

緊
急

時
対

策
所

建
屋

へ
と

緊
急

時
対

策
所

機
能

を
移

⾏
す

る
た

め
、

そ
れ

に
伴

い
⼤

飯
発

電
所

原
⼦

炉
施

設
保

安
規

定
の

関
連

す
る

条
⽂

の
変

更
を

⾏
う

。

【
重
⼤
事
故
等
対
策
に
お
け
る
操
作
の
想
定
時
間
の
⼀
部
変
更
】

 
重

⼤
事

故
等

対
策

に
お

け
る

操
作

の
う

ち
、

送
⽔

⾞
を

⽤
い

る
操

作
の

想
定

時
間

の
⾒

直
し

に
伴

い
、

⼤
飯

発
電

所
原

⼦
炉

施
設

保
安

規
定

の
関

連
す

る
条

⽂
の

変
更

を
⾏

う
。

申
請

概
要
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2

Th
e 

Ka
ns

ai
 E

le
ct

ric
 P

ow
er

 C
o.

, I
nc

.

保
安

規
定

条
文

に
お

け
る

変
更

概
要

一
覧

変
更

条
文

変
更

概
要

分
類

第
１

５
２

条
運

転
員

の
確

保
緊

急
時

対
策

所
の

機
能

移
⾏

に
伴

う
体

制
の

変
更

A

添
付

２
火

災
、

内
部

溢
⽔

、
火

山
影

響
等

お
よ

び
自

然
災

害
発

生
時

の
対

応
に

係
る

実
施

基
準

３
火

山
影

響
等

、
降

雪
発

生
時

火
山

影
響

発
生

時
の

緊
急

時
対

策
所

の
居

住
性

確
保

対
応

等
の

変
更

C

添
付

３
重

⼤
事

故
等

お
よ

び
⼤

規
模

損
壊

対
応

に
係

る
実

施
基

準

１
．

重
⼤

事
故

等
対

策
緊

急
時

対
策

所
の

機
能

移
⾏

に
伴

う
体

制
の

変
更

A

表
－

１
７

操
作

⼿
順

１
７

．
監

視
測

定
等

に
関

す
る

⼿
順

等
設

備
、

運
⽤

の
変

更
D

表
－

１
８

操
作

⼿
順

１
８

．
緊

急
時

対
策

所
の

居
住

性
等

に
関

す
る

⼿
順

等
設

備
、

運
⽤

の
変

更
D

表
－

１
９

操
作

⼿
順

１
９

．
通

信
連

絡
に

関
す

る
⼿

順
等

イ
ン

タ
ー

フ
ォ

ン
の

削
除

D

表
－

２
０

重
⼤

事
故

等
対

策
に

お
け

る
操

作
の

成
⽴

性
緊

急
時

対
策

所
の

機
能

移
⾏

に
伴

う
体

制
の

変
更

操
作

の
想

定
時

間
の

⼀
部

変
更

（
送

⽔
⾞

）
設

備
、

運
⽤

の
変

更
A,

B,
D

２
．

⼤
規

模
な

自
然

災
害

ま
た

は
故

意
に

よ
る

⼤
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
へ

の
対

応
に

お
け

る
事項

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

⾏
に

伴
う

体
制

の
変

更
A

第
９

０
条

重
⼤

事
故

等
対

処
設

備

表
９

０
－

１
８

監
視

測
定

設
備

９
０

－
１

８
－

１
監

視
測

定
設

備
設

備
構

成
、

Ｌ
Ｃ

Ｏ
台

数
の

変
更

D

表
９

０
－

１
９

緊
急

時
対

策
所

９
０

－
１

９
－

２
居

住
性

の
確

保
設

備
、

Ｌ
Ｃ

Ｏ
台

数
の

変
更

D

表
９

０
－

２
０

通
信

連
絡

を
⾏

う
た

め
に

必
要

な
設

備
９

０
－

２
０

－
１

通
信

連
絡

Ｌ
Ｃ

Ｏ
台

数
の

変
更

、
イ

ン
タ

ー
フ

ォ
ン

の
削

除
D

A︓
重

⼤
事

故
等

対
策

要
員

に
係

る
体

制
変

更
（

新
緊

対
所

設
置

に
伴

う
変

更
）

B︓
操

作
の

想
定

時
間

の
⼀

部
変

更
（

送
⽔

⾞
）

C︓
火

山
影

響
等

発
生

時
の

対
応

の
変

更
D

︓
緊

対
所

に
関

連
す

る
設

備
、

Ｌ
Ｃ

Ｏ
台

数
他

に
係

る
変

更

分
類
の

凡
例

緊
急
時
対
策
所
の
機
能
移
⾏
に
伴
う
変
更
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Ka
ns
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ow
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 C
o.

, I
nc

.

A
．

重
大

事
故

等
対

策
要

員
に

係
る

体
制

変
更

○
重

⼤
事

故
等

対
策

に
係

る
体

制
に

つ
い

て
、

緊
急

時
対

策
所

の
運

⽤
開

始
を

反
映

し
、

以
下

の
と

お
り

重
⼤

事
故

等
対

策
に

係
る

⼈
数

を
変

更
す

る
。

本
申
請
に
て
変
更

ス
テ

ッ
プ

２
︓

（
本

申
請

に
て

変
更

）
新

緊
急

時
対

策
所

運
⽤

開
始

に
伴

い
初

期
加

圧
要

員
(緊

対
所

加
圧

要
員

)を
削

除
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Th
e 

Ka
ns

ai
 E

le
ct

ric
 P

ow
er

 C
o.

, I
nc

.

A
．

重
大

事
故

等
対

策
要

員
に

係
る

体
制

変
更

○
確

保
す

べ
き

重
⼤

事
故

等
対

策
要

員
と

保
安

規
定

の
記

載
概

要
は

以
下

の
通

り
と

な
る

。

3,
4u
重
⼤
事
故
等
対
策
に
係
る
体
制

既
認
可

ス
テ
ッ
プ
１

（
重
⼤
事
故
等
対
策
に
係
る
体
制
変
更
）

ス
テ
ッ
プ
２

（
緊
急
時
対
策
所
機
能
移
⾏
に
伴
う
変
更
）

1,
2号

炉
対

応
運

転
員

1,
2u

4
4※

1
4※

1

3,
4号

炉
対

応

運
転

員

1,
2u

加
圧

2
2

ー

3,
4u

応
援

（
2ユ

ニ
ッ

ト
燃

料
装

荷
）
4

ー
ー

（
1ユ

ニ
ッ

ト
燃

料
装

荷
)
２

（
燃

料
装

荷
な

し
）

０

3,
4u

（
2ユ

ニ
ッ

ト
燃

料
装

荷
）
12

12
12

（
1ユ

ニ
ッ

ト
燃

料
装

荷
) 
10

10
10

（
燃

料
装

荷
な

し
）

8
8

8
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

6
6

6

緊
急

安
全

対
策

要
員

（
2ユ

ニ
ッ

ト
燃

料
装

荷
）
36

40
40

（
1ユ

ニ
ッ

ト
燃

料
装

荷
)
33

35
35

（
燃

料
装

荷
な

し
）

30
30

30

召
集

要
員

10
10

10

※
１
︓
添
付
３
に
お
い
て
は
、対

応
ユ
ニ
ット
を
明
確
化
す
る
た
め
、
1,
2号

炉
の
対
応
要
員
の
⼈
数
の
記
載
⽅
法
を
変
更
す
る
。（

設
置
変
更
許
可
申
請
書
同
様
の
記
載
）

本
申
請
に
て
変
更
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.

変
更

前
変

更
後

（
ス

テ
ッ

プ
１

）
変

更
後

（
ス

テ
ッ

プ
２

）

A
．

保
安

規
定

変
更

案
（

【
第

１
編

】
第

1
3
条

運
転

員
等

の
確

保
お

よ
び

【
第

２
編

】
第

1
5
2
条

運
転

員
の

確
保

）

本
申
請
に
て
変
更
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e 
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ns

ai
 E

le
ct

ric
 P

ow
er

 C
o.

, I
nc

.

A
，

B
．

重
大

事
故

等
対

策
に

係
る

体
制

変
更

（
緊

急
時

対
策

所
機

能
移

行
・
想

定
時

間
変

更
）

枠
囲

み
の

範
囲

は
機

密
に

係
る

事
項

で
す

の
で

公
開

す
る

こ
と

は
で

き
ま

せ
ん

。

○
緊

急
時

対
策

所
機

能
移

⾏
に

伴
い

、
要

員
の

ス
タ

ー
ト

位
置

お
よ

び
緊

急
時

対
策

所
設

備
に

係
る

対
応

⼿
順

等
が

変
更

に
な

る
た

め
、

保
安

規
定

添
付

３
表

ー
２

０
の

要
員

数
、

想
定

時
間

他
を

変
更

す
る

。

緊
急

時
対

策
所

か
ら

の
要

員
移

動
経

路
（

⼤
容

量
ポ

ン
プ

準
備

の
例

）

○
操

作
の

確
実

性
を

⾼
め

る
た

め
、

送
⽔

⾞
を

⽤
い

た
⼿

順
に

つ
い

て
は

、
移

動
時

間
の

追
加

に
加

え
、

作
業

時
間

の
追

加
を

⾏
う

。
保

安
規

定
添

付
３

表
－

２
０

の
想

定
時

間
を

変
更

す
る

⼿
順

は
以

下
の

と
お

り
。

・
可

搬
式

代
替

低
圧

注
⽔

ポ
ン

プ
に

よ
る

代
替

炉
心

注
⽔

・
可

搬
式

代
替

低
圧

注
⽔

ポ
ン

プ
に

よ
る

代
替

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

・
海

⽔
か

ら
使

⽤
済

燃
料

ピ
ッ

ト
へ

の
注

⽔
・

送
⽔

⾞
に

よ
る

使
⽤

済
燃

料
ピ

ッ
ト

へ
の

ス
プ

レ
イ

・
送

⽔
⾞

お
よ

び
ス

プ
レ

イ
ヘ

ッ
ダ

に
よ

る
⼤

気
へ

の
拡

散
抑

制
・

海
⽔

を
⽤

い
た

復
⽔

ピ
ッ

ト
へ

の
補

給
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ai
 E

le
ct

ric
 P

ow
er

 C
o.

, I
nc

.

変
更

前
変

更
後

A
，

B
．

保
安

規
定

変
更

案
(添

付
３

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施

基
準

)

表
－

２
０

重
⼤

事
故

等
対

策
に

お
け

る
操

作
の

成
⽴

性
（

N
o.

11
,1

2の
例

）

操
作

手
順

N
o
.

対
応

手
段

要
員

要
員
数

想
定

時
間

１
１

海
水
か

ら
使

用
済

燃
料
ピ

ッ
ト

へ
の

注
水

※
１

緊
急
安

全
対

策
要

員
5

2
.
7時

間

送
水
車

に
よ

る
使

用
済
燃

料
ピ

ッ
ト

へ
の
ス

プ
レ

イ
緊

急
安

全
対

策
要

員
7

2
時

間

大
容
量

ポ
ン

プ
（

放
水
砲

用
）

お
よ

び
放
水

砲
に

よ
る

原
子
炉

周
辺

建
屋

（
貯
蔵

槽
内

燃
料

体
等
）

へ
の

放
水

N
o
.１

２
に

て
整

備
す

る
。

（
大
容

量
ポ

ン
プ

（
放
水

砲
用

）
お

よ
び
放

水
砲

に
よ

る
大

気
へ

の
拡

散
抑

制
と
同

様
）

可
搬
型

設
備

に
よ

る
使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト
の

状
態

監
視

※
１

緊
急
安

全
対

策
要

員
4

2
時

間

１
２

大
容
量

ポ
ン

プ
（

放
水
砲

用
）

お
よ

び
放
水

砲
に

よ
る

大
気
へ

の
拡

散
抑

制
緊

急
安

全
対

策
要

員
1
2

3
.
5時

間

シ
ル
ト

フ
ェ

ン
ス

に
よ
る

海
洋

へ
の

拡
散
抑

制
緊

急
安

全
対

策
要

員
1
2

4
時

間

送
水
車

お
よ

び
ス

プ
レ
イ

ヘ
ッ

ダ
に

よ
る
大

気
へ

の
拡

散
抑
制

緊
急
安

全
対

策
要

員
7

2
時

間

大
容
量

ポ
ン

プ
（

放
水
砲

用
）

、
放

水
砲
お

よ
び

泡
混

合
器
に

よ
る

航
空

機
燃
料

火
災

へ
の

泡
消
火

緊
急
安

全
対

策
要

員
1
2

3
.
5時

間

操
作

手
順

N
o
.

対
応

手
段

要
員

要
員
数

想
定

時
間

１
１

海
水
か

ら
使

用
済

燃
料
ピ

ッ
ト

へ
の

注
水

※
１

緊
急
安

全
対

策
要

員
5

3
.
4時

間

送
水
車

に
よ

る
使

用
済
燃

料
ピ

ッ
ト

へ
の
ス

プ
レ

イ
緊

急
安

全
対

策
要

員
7

2
.
9時

間

大
容
量

ポ
ン

プ
（

放
水
砲

用
）

お
よ

び
放
水

砲
に

よ
る

原
子
炉

周
辺

建
屋

（
貯
蔵

槽
内

燃
料

体
等
）

へ
の

放
水

N
o
.１

２
に

て
整

備
す

る
。

（
大
容

量
ポ

ン
プ

（
放
水

砲
用

）
お

よ
び
放

水
砲

に
よ

る
大

気
へ

の
拡

散
抑

制
と
同

様
）

可
搬
型

設
備

に
よ

る
使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト
の

状
態

監
視

※
１

緊
急
安

全
対

策
要

員
4

2
時

間

１
２

大
容
量

ポ
ン

プ
（

放
水
砲

用
）

お
よ

び
放
水

砲
に

よ
る

大
気
へ

の
拡

散
抑

制
緊

急
安

全
対

策
要

員
1
2

3
.
7時

間

シ
ル
ト

フ
ェ

ン
ス

に
よ
る

海
洋

へ
の

拡
散
抑

制
緊

急
安

全
対

策
要

員
1
2

4
.
2時

間

送
水
車

お
よ

び
ス

プ
レ
イ

ヘ
ッ

ダ
に

よ
る
大

気
へ

の
拡

散
抑
制

緊
急
安

全
対

策
要

員
7

2
.
9時

間

大
容
量

ポ
ン

プ
（

放
水
砲

用
）

、
放

水
砲
お

よ
び

泡
混

合
器
に

よ
る

航
空

機
燃
料

火
災

へ
の

泡
消
火

緊
急
安

全
対

策
要

員
1
2

3
.
7時

間
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変
更

前
変

更
後

A
，

B
 ．

保
安

規
定

変
更

案
(添

付
３

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施

基
準

)

表
－

２
０

重
⼤

事
故

等
対

策
に

お
け

る
操

作
の

成
⽴

性
（

N
o.

18
の

例
）

操
作

手
順

N
o
.

対
応
手

段
要

員
要

員
数

想
定

時
間

１
８

緊
急
時

対
策

所
可

搬
型
空

気
浄

化
装

置
運
転

手
順

運
転
員

等
2

6
0
分

緊
急
安

全
対

策
要

員
2

空
気
供

給
装

置
に

よ
る
空

気
供

給
準

備
手
順

緊
急
安

全
対

策
要

員
4

7
0
分

緊
急

時
対

策
所

内
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

お
よ

び
緊

急
時

対
策

所
外

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
設

置
手

順
緊

急
安

全
対

策
要

員
2

4
5
分

空
気
供

給
装

置
へ

の
切
替

準
備

手
順

緊
急
時

対
策

本
部

要
員

4
4
分

空
気
供

給
装

置
へ

の
切
替

手
順

緊
急
時

対
策

本
部

要
員

4
2
分

緊
急

時
対

策
所

可
搬

型
空

気
浄

化
装

置
へ

の
切

替
手

順
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

4
2
分

緊
急

時
対

策
所

可
搬

型
空

気
浄

化
装

置
の

切
替

手
順

緊
急
時

対
策

本
部

要
員

1
2
分

電
源
車

（
緊

急
時

対
策
所

用
）

準
備

手
順

緊
急
安

全
対

策
要

員
2

2
0
分

電
源
車

（
緊

急
時

対
策
所

用
）

起
動

手
順

緊
急
時

対
策

本
部

要
員

1

3
0
分

緊
急
安

全
対

策
要

員
2

電
源
車

（
緊

急
時

対
策
所

用
）

の
切

替
手
順

緊
急
時

対
策

本
部

要
員

1

1
0
分

緊
急
安

全
対

策
要

員
1

電
源

車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）

燃
料

タ
ン

ク
へ

の
燃

料
給

油
手

順
緊

急
安

全
対

策
要

員
3

2
.
1時

間

電
源
車

（
緊

急
時

対
策
所

用
）

の
待

機
運
転

手
順

緊
急
安

全
対

策
要

員
1

1
0
分

１
９

（
成
立

性
が

要
求

さ
れ
る

対
応

手
段

な
し
）

―
―

―

操
作
手

順
N
o
.

対
応
手

段
要

員
要

員
数

想
定

時
間

１
８

緊
急
時

対
策

所
可

搬
型
空

気
浄

化
装

置
運
転

手
順

緊
急
安

全
対

策
要

員
1

3
4
分

空
気
供

給
装

置
に

よ
る
空

気
供

給
準

備
手
順

緊
急
安

全
対

策
要

員
1

5
5
分

緊
急

時
対

策
所

内
可

搬
型

エ
リ
ア

モ
ニ

タ
お

よ
び

緊
急

時
対

策
所

外
可

搬
型

エ
リ
ア

モ
ニ

タ
設

置
手

順
緊

急
安

全
対

策
要

員
2

4
7
分

空
気
供

給
装

置
へ

の
切
替

準
備

手
順

緊
急
時

対
策

本
部

要
員

2
4
分

空
気
供

給
装

置
へ

の
切
替

手
順

緊
急
時

対
策

本
部

要
員

2
2
分

緊
急

時
対

策
所

可
搬

型
空

気
浄
化

装
置

へ
の

切
替

手
順

緊
急
時

対
策

本
部

要
員

2
2
分

緊
急

時
対

策
所

可
搬

型
空

気
浄
化

装
置

の
切

替
手

順
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

1
4
分

電
源
車

（
緊

急
時

対
策
所

用
）

準
備

手
順

緊
急
安

全
対

策
要

員
2

2
4
分

電
源
車

（
緊

急
時

対
策
所

用
）

起
動

手
順

緊
急
時

対
策

本
部

要
員

1

5
分

緊
急
安

全
対

策
要

員
1

電
源
車

（
緊

急
時

対
策
所

用
）

の
切

替
手
順

緊
急
時

対
策

本
部

要
員

1
6
分

電
源

車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）
燃

料
タ

ン
ク

へ
の

燃
料
給

油
手

順
緊

急
安

全
対

策
要

員
3

2
.
3時

間

１
９

（
成
立

性
が

要
求

さ
れ
る

対
応

手
段

な
し
）

―
―

―
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C
．

火
山

影
響

等
発

生
時

の
対

応
の

変
更

・
現

緊
急

時
対

策
所

は
１

，
２

号
炉

原
子

炉
補

助
建

屋
内

に
設

置
さ

れ
て

い
る

た
め

、
扉

開
放

に
よ

り
居

住
性

を
確

保
し

て
い

る
。

新
緊

急
時

対
策

所
は

屋
外

に
設

置
さ

れ
て

い
る

た
め

、
扉

開
放

お
よ

び
仮

設
フ

ィ
ル

タ
の

設
置

（
２

箇
所

）
に

よ
り

居
住

性
を

確
保

す
る

。

変
更

後
現

在

換
気
の
た
め
、扉

を
開
放
。

（
扉
の
外
は
屋
内
の
た
め
、フ
ィル
タは
不
要
）

緊
急
時
対
策
所
扉
位
置

変
更

前
変

更
後

「
緊

急
時

対
策

所
の

居
住

性
確

保
に

関
す

る
対

策
」
の

変
更

換
気
の
た
め
、扉

を
開
放
。

（
扉
の
外
は
屋
外
で
あ
る
た
め
、仮

設
フィ
ル
タを
設
置
し⽕

⼭
灰
流
⼊
を
防
ぐ）

緊
急
時
対
策
所
扉
位
置
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C
．

火
山

影
響

等
発

生
時

の
対

応
の

変
更

変
更

前
変

更
後

・
現

緊
急

時
対

策
所

は
１

，
２

号
炉

原
子

炉
補

助
建

屋
内

に
設

置
さ

れ
て

い
る

た
め

、
通

信
連

絡
設

備
へ

の
電

源
供

給
用

に
電

源
車

（
緊

急
時

対
策

所
用

）
（

DB
）

を
用

意
し

て
い

る
。

新
緊

急
時

対
策

所
は

３
（
４

）
号

炉
非

常
用

母
線

か
ら

電
源

供
給

可
能

で
あ

る
た

め
、

不
要

と
な

っ
た

電
源

車
（
緊

急
時

対
策

所
用

）
（

DB
）
に

係
る

記
載

を
削

除
す

る
。

「
通

信
連

絡
設

備
に

関
す

る
対

策
」
の

変
更

４
号

炉
非

常
用

母
線

３
号

炉
非

常
用

母
線

3,
4u

T/
B

3,
4u

C/
B

4u
E/

B
3u

E/
B

P
3u

蒸
気

発
生

器
補

給
用

仮
設

中
圧

ポ
ン

プ

4u
蒸

気
発

生
器

補
給

用
仮

設
中

圧
ポ

ン
プ

通
信

連
絡

設
備

通
信

連
絡

設
備P

3.
4u

消
火

水
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
ポ

ン
プ

1,
2u

FH
B

軽
油

ド
ラ

ム
缶

緊
急

時
対

策
所

（通
信

連
絡

設
備

等
）

1,
2u

A/
B

①
②

③

P

屋
外

４
号

炉
非

常
用

母
線

３
号

炉
非

常
用

母
線

3,
4u

T/
B

3,
4u

C/
B

4u
E/

B
3u

E/
B

P
3u

蒸
気

発
生

器
補

給
用

仮
設

中
圧

ポ
ン

プ

4u
蒸

気
発

生
器

補
給

用
仮

設
中

圧
ポ

ン
プ

通
信

連
絡

設
備

通
信

連
絡

設
備P

3.
4u

消
火

水
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
ポ

ン
プ

軽
油

ド
ラ

ム
缶

緊
急

時
対

策
所

（通
信

連
絡

設
備

等
）

緊
急

時
対

策
所

建
屋

①
②

P

屋
外

変
更

箇
所

切
替

盤
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D
．

緊
急

時
対

策
所

に
関

連
す

る
設

備
、

Ｌ
Ｃ

Ｏ
台

数
等

に
係

る
変

更
（
１

／
４

）

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
い

、
可

搬
型

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

ポ
ス

ト
が

緊
対

所
機

能
に

係
る

設
備

で
な

く
な

る
た

め
、

LC
O台

数
を

変
更

す
る

。
ま

た
、

一
部

監
視

測
定

設
備

が
建

屋
内

保
管

と
な

る
た

め
、

竜
巻

予
備

を
LC

O台
数

か
ら

除
外

す
る

。

変
更

前
変

更
後

第
９

０
条

９
０

－
１

８
－

１

監
視

測
定

設
備

設
備

変
更

前
後

に
お

け
る

差
異

理
由

可
搬

式
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
ポ

ス
ト

緊
急

時
対

策
所

移
設

に
伴

う
設

置
台

数
変

更
（
緊

対
所

機
能

と
し

て
要

求
な

く
な

る
）

（
予

備
の

L
C

O
除

外
）

電
離

箱
サ

－
ベ

イ
メ

－
タ

緊
急

時
対

策
所

移
設

に
伴

う
設

置
台

数
変

更
（
予

備
の

L
C

O
除

外
）

可
搬

式
ダ

ス
ト

サ
ン

プ
ラ

同
上

汚
染

サ
－

ベ
イ

メ
－

タ
同

上

Ｎ
ａ
Ｉシ

ン
チ

レ
－

シ
ョ

ン
サ

－
ベ

イ
メ

－
タ

同
上

Ｚ
ｎ

Ｓ
シ

ン
チ

レ
－

シ
ョ

ン
サ

－
ベ

イ
メ

－
タ

同
上

β
線

サ
－

ベ
イ

メ
－

タ
同

上

小
型

船
舶

同
上

表
監

視
測

定
設

備
に

係
る

設
備

の
Ｌ

Ｃ
Ｏ

等
変

更
理

由
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緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
い

、
緊

急
時

対
策

所
の

居
住

性
の

確
保

に
係

る
設

備
の

Ｌ
Ｃ

Ｏ
台

数
な

ど
を

変
更

す
る

。

現
状

変
更

案

第
９

０
条

９
０

－
１

９
－

２
居

住
性

の
確

保

新
緊

対
所

周
辺

概
要

図

設
備

変
更

前
後

に
お

け
る

差
異

理
由

緊
急

時
対

策
所

非
常

用
空

気
浄

化
フ

ァ
ン

緊
急

時
対

策
所

非
常

用
空

気
浄

化
フ

ィ
ル

タ
ユ

ニ
ッ

ト
指

揮
所

、
待

機
場

所
一

体
化

に
よ

る
設

備
の

変
更

、
台

数
の

変
更

空
気

供
給

装
置

建
屋

容
積

の
変

更
に

伴
う

必
要

本
数

の
変

更

酸
素

濃
度

計
二

酸
化

炭
素

濃
度

計
指

揮
所

、
待

機
場

所
一

体
化

に
よ

る
個

数
の

変
更

緊
急

時
対

策
所

内
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

指
揮

所
、

待
機

場
所

一
体

化
に

よ
る

個
数

の
変

更

緊
急

時
対

策
所

外
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

（
保

安
規

定
変

更
な

し
）

可
搬

式
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
ポ

ス
ト

緊
急

時
対

策
所

外
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

に
よ

り
プ

ル
ー

ム
検

知
を

す
る

た
め

不
要

表
居

住
性

の
確

保
に

係
る

設
備

の
Ｌ

Ｃ
Ｏ

等
変

更
理

由

D
．

緊
急

時
対

策
所

に
関

連
す

る
設

備
、

Ｌ
Ｃ

Ｏ
台

数
等

に
係

る
変

更
（
２

／
４

）
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変
更

前
変

更
後

第 ９ ０ 条 ９ ０ ー ２ ０ ー １ 通 信 連 絡

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
い

、
通

信
連

絡
を

行
う

た
め

に
必

要
な

設
備

の
Ｌ

Ｃ
Ｏ

台
数

な
ど

を
変

更
す

る
。

設
備

変
更

前
後

に
お

け
る

差
異

理
由

衛
星

電
話

（
固

定
）

（
保

安
規

定
変

更
な

し
）

衛
星

電
話

（
携

帯
）

衛
星

電
話

（
可

搬
）

ト
ラ

ン
シ

ー
バ

ー
（
保

安
規

定
変

更
な

し
）

携
行

型
通

話
装

置
緊

急
時

対
策

所
移

設
に

伴
う

台
数

変
更

（
指

揮
所

、
待

機
場

所
一

体
化

に
よ

る
台

数
変

更
）

イ
ン

タ
ー

フ
ォ

ン
指

揮
所

及
び

待
機

場
所

間
の

連
絡

用
で

あ
り

不
要

（
削

除
）

安
全

パ
ラ

メ
ー

タ
表

示
シ

ス
テ

ム
（
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
）

（
保

安
規

定
変

更
な

し
）

安
全

パ
ラ

メ
ー

タ
伝

送
シ

ス
テ

ム
（
保

安
規

定
変

更
な

し
）

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

表
示

装
置

原
子

炉
設

置
者

所
掌

外
の

設
備

の
故

障
等

に
よ

る
L
C

O
逸

脱
時

の
A

O
T
除

外
規

定
へ

の
追

加

緊
急

時
衛

星
通

報
シ

ス
テ

ム
緊

急
時

対
策

所
移

設
に

伴
う

台
数

変
更

（
運

用
性

の
向

上
に

よ
る

台
数

変
更

）

統
合

原
子

力
防

災
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
に

接
続

す
る

通
信

連
絡

設
備

Ｔ
Ｖ

会
議

シ
ス

テ
ム

（
保

安
規

定
変

更
な

し
）

ＩＰ
電

話

ＩＰ
－

Ｆ
Ａ

Ｘ

表
通

信
連

絡
を

行
う

た
め

に
必

要
な

設
備

の
Ｌ

Ｃ
Ｏ

等
変

更
理

由

第
９

０
条

９
０

－
２

０
－

１
通

信
連

絡
（
注

記
）

変
更

前
※

６
：
衛

星
電

話
（
固

定
、

携
帯

、
可

搬
）
、

安
全

パ
ラ

メ
－

タ
表

示
シ

ス
テ

ム
（
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
）
、

安
全

パ
ラ

メ
－

タ
伝

送
シ

ス
テ

ム
、

緊
急

時
衛

星
通

報
シ

ス
テ

ム
お

よ
び

統
合

原
子

力
防

災
ネ

ッ
ト

ワ
－

ク
に

接
続

す
る

通
信

連
絡

設
備

に
つ

い
て

、
原

子
炉

設
置

者
所

掌
外

の
設

備
（
通

信
衛

星
等

の
他

の
事

業
者

等
が

所
掌

す
る

設
備

）
の

故
障

等
に

よ
り

運
転

上
の

制
限

を
逸

脱
し

た
場

合
は

、
当

該
要

求
さ

れ
る

措
置

に
対

す
る

完
了

時
間

を
除

外
す

る
。

変
更

後
※

６
：
衛

星
電

話
（
固

定
、

携
帯

、
可

搬
）
、

安
全

パ
ラ

メ
－

タ
表

示
シ

ス
テ

ム
（
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
）
、

安
全

パ
ラ

メ
－

タ
伝

送
シ

ス
テ

ム
、

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

表
示

装
置

、
緊

急
時

衛
星

通
報

シ
ス

テ
ム

お
よ

び
統

合
原

子
力

防
災

ネ
ッ

ト
ワ

－
ク

に
接

続
す

る
通

信
連

絡
設

備
に

つ
い

て
、

原
子

炉
設

置
者

所
掌

外
の

設
備

（
通

信
衛

星
等

の
他

の
事

業
者

等
が

所
掌

す
る

設
備

）
の

故
障

等
に

よ
り

運
転

上
の

制
限

を
逸

脱
し

た
場

合
は

、
当

該
要

求
さ

れ
る

措
置

に
対

す
る

完
了

時
間

を
除

外
す

る
。

D
．

緊
急

時
対

策
所

に
関

連
す

る
設

備
、

Ｌ
Ｃ

Ｏ
台

数
等

に
係

る
変

更
（
３

／
４

）
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変
更

前
変

更
後

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
に

伴
い

、
緊

急
時

対
策

所
に

関
す

る
運

用
が

変
更

と
な

る
た

め
、

保
安

規
定

添
付

３
（
重

大
事

故
等

お
よ

び
大

規
模

損
壊

対
応

に
係

る
実

施
基

準
）
に

記
載

の
手

順
等

を
変

更
す

る
。

添
付

３
重

大
事

故
等

お
よ

び
大

規
模

損
壊

対
応

に
係

る
実

施
基

準
（
例

）
表

－
１

８
緊

急
時

対
策

所
の

居
住

性
等

に
関

す
る

手
順

等
（
抜

粋
）

（
中

略
）

（
中

略
）

（
以

下
略

）
（
以

下
略

）

（
中
略
）

（
中
略
）

D
．

緊
急

時
対

策
所

に
関

連
す

る
設

備
、

Ｌ
Ｃ

Ｏ
台

数
等

に
係

る
変

更
（
４

／
４

）
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 C
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.

緊
急

時
対

策
所

内
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
表

⽰
装

置
の

通
信

⼿
段

の
変

更
に

つ
い

て

緊
急
時
対
策
所
建
屋

参
考

有
線
系
回
線

衛
星
系
回
線

Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ

表
示
装
置

有
線
系
回
線

無
線
系
回
線

Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ

表
示
装
置

無
線
系
回
線

安
全
パ
ラメ
ー
タ

表
示
シ
ス
テ
ム

（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
）

緊
急
時
対
策
所

（
１
，
２
号
炉
原
子
炉
補
助
建
屋
内
）

衛
星
系
回
線

安
全
パ
ラメ
ー
タ

表
示
シ
ス
テ
ム

（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
）

３
，
４
号
炉
制
御
建
屋

３
，
４
号
炉
制
御
建
屋

変
更

前

変
更

後

現
緊

急
時

対
策

所
の

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

表
示

装
置

は
無

線
系

回
線

を
採

用
し

て
い

た
が

、
建

屋
間

の
地

形
を

考
慮

し
、

新
緊

急
時

対
策

所
で

は
衛

星
系

回
線

を
採

用
し

て
い

る
。
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大飯発電所原子炉施設保安規定に係る補足説明資料 

保安規定第９０条における運転上の制限等について 

  

補足説明資料―２ 
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目   次 

 

1．運転上の制限等の説明資料について 

 (1) 表 90-18「監視測定設備」 

 (2) 表 90-19「緊急時対策所」 

 (3) 表 90-20「通信連絡を行うために必要な設備」
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1. 運転上の制限等の説明資料について 

 本資料は、「保安規定 第９０条 重大事故等対処設備」について「運

転上の制限」、「運転上の制限を満足していることを確認するために行う

行為」、「運転上の制限を満足していないと判断した場合に要求される措

置」について設定した根拠について説明する資料である。 
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（１）保安規定第 90条 表 90-18「監視測定設備」運転上の制限等について  

 

a. 保安規定記載内容の説明（SA 条文） 

b. 添付資料  

添付-１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定  

(1) 設置変更許可申請書 添付十追補（機器リスト）  

(2) 設置変更許可申請書 添付八（設備分類等）  

添付-２ 運転上の制限に関する所要数、必要容量 

(1) 設置変更許可申請書 添付八（所要数、設備仕様） 
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a. 保安規定記載内容の説明（SA 条文） 
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保安規定記載内容の説明（１／２） 

保
安
規
定 

 

第
９
０
条 

条
文 

表９０－１８ 監視測定設備 ① 

 

９０－１８－１ 監視測定設備 

機 能 設 備 ② ③所要数※１ ④適用モード 
所要数を満足できない場合の措置※２ 確認事項 ⑤ 

条 件 ⑥ 措 置 ⑦ 完了時間⑧ 項 目 頻 度 担 当 

放射性物

質の濃度

および放

射線量の

測定 

可搬式モニタリングポス

ト 

１０個 モード１、２、

３、４、５、６

および使用済燃

料ピットに燃料

体を貯蔵してい

る期間 

A.動作可能な

設備が所要

数を満足し

ていない場

合 

A.1 放射線管理課長は、

当該設備を動作可能

な状態に復旧する措

置を開始する。 

および 

A.2 放射線管理課長は、

代替措置※３を検討

し、原子炉主任技術

者の確認を得て実施

する措置を開始す

る。 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

可搬式モニタリング 

ポストの機能の確認を

行う。 

１年に１

回 

放射線管

理課長 

可搬式モニタリングポ

ストが動作可能である

ことを確認する。 

３ヶ月に

１回 

放射線管

理課長 

電離箱サ－ベイメ－タ ２個 電離箱サ－ベイメ－タ

の機能の確認を行う。 

１年に１

回 

放射線管

理課長 

電離箱サ－ベイメ－タ

が動作可能であること

を確認する。 

３ヶ月に

１回 

放射線管

理課長 

可
搬
型
放
射
線
計
測
装
置 

可搬式ダストサン

プラ 

２個 可搬型放射線計測装置

の機能の確認を行う。 

１年に１

回 

放射線管

理課長 

汚染サ－ベイメ－

タ 

２個 

ＮａＩシンチレ－

ションサ－ベイメ

－タ 

２個 可搬型放射線計測装

置が動作可能である

ことを確認する。 

 

３ ヶ 月

に１回 

 

放射線管

理理長 

ＺｎＳシンチレ－

ションサ－ベイメ

－タ 

１個 

β線サ－ベイメ－

タ 

１個 

小型船舶 １台 小型船舶が使用可能で

あることを確認する。 

３ヶ月に

１回 

放射線管

理課長 

 
 

記
載
内
容
の
説
明 

① 設置許可基準規則（技術的能力審査基準）第六十条（１．１７）が該当する。（添付－１） 

 

② 運転上の制限の対象となる設備（添付－１） 

 

③ 以下の条文要求が運転段階でも維持できるよう、監視測定設備の所要数が動作可能であることを運転上の制限とする。（添付－２） 

 

・設置許可基準規則（技術的能力審査基準）第六十条（１．１７） 

  「監視測定設備(手順等) 」として、重大事故等が発生した場合に発電所及びその周辺（周辺海域を含む）において、発電用原子炉施設から放

出される放射性物質の濃度及び放射線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録できる設備を設ける（手順等を定める）こと。 

   

④ 監視測定設備は、重大事故等が発生した場合に発電所およびその周辺において、発電所から放出される放射性物質の濃度および放射線量等の監

視・測定・記録に必要な設備であり、原子炉格納容器内に燃料が装荷されている期間および使用済燃料ピットに燃料が貯蔵されている期間を機

能維持期間として適用する必要があることから、適用モードは「モード１、２、３、４、５、６および使用済燃料ピットに燃料体を貯蔵してい

る期間」とする。 

（保安規定変更に係る基本方針４．３．（１）） 

 

⑤ 適用モード期間の確認事項を記載する。（保安規定変更に係る基本方針４．２） 

ａ．性能確認（機能性能が満足していることを確認する。） 

「保安規定変更に係る基本方針」の可搬型重大事故等対処設備のサーベランス頻度の考え方に基づき 1年に 1回、機能の確認を行う。 

ｂ．動作確認（動作可能であることを定期的に確認する。） 

  「保安規定変更に係る基本方針」の可搬型重大事故等対処設備のサーベランス頻度の考え方に基づき 3 ヶ月に 1 回、電源を入れ指示値に異常

がないこと等の確認により動作可能であることを確認する。 

 

⑥ 運転上の制限を満足しない場合の条件を記載する。（保安規定変更に係る基本方針４．３．（２）） 

  監視測定設備は、１Ｎ要求設備であるため、動作可能な設備が所要数未満になった場合を条件として記載する。 
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保安規定記載内容の説明（２／２） 

保
安
規
定 

 

第
９
０
条 

条
文 

   

項 目 設 備 ② ③所要数※１ ④適用モード 
所要数を満足できない場合の措置※２ 確認事項 ⑤ 

条 件 ⑥ 措 置 ⑦ 完了時間⑧ 項 目 頻 度 担 当 

風向、風速

その他の気

象条件の測

定 

可搬式気象観測装置 １個 モ－ド１、２、

３、４、５、６

および使用済燃

料ピットに燃料

体を貯蔵してい

る期間 

A.動作可能

な設備が

所要数を

満足して

いない場

合 

A1. 計装保修課長

は、当該設備を

動作可能な状態

に復旧する措置

を開始する。 

および 

A2. 計装保修課長

は、代替措置※３

を検討し、原子

炉主任技術者の

確認を得て実施

する。 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

可搬式気象観測装置の

機能の確認を行う。 

１年に１

回 

計装保修

課長 

可搬式気象観測装置が

動作可能であることを

確認する。 

３ヶ月に

１回 

計装保修

課長 

電源確保 空冷式非常用発電装置 

「９０－１５－１ 空冷式非常用発電装置からの給電」において運転上の制限を定める。 

燃料油貯蔵タンク 

重油タンク 

タンクローリー 

※１：３号炉および４号炉の合計所要数。 

※２：設備毎に個別の条件が適用される。 

※３：代替品の補充等 
 

記
載
内
容
の
説
明 

⑦⑧ 要求される措置を記載する。（保安規定変更に係る基本方針４．３．（２）、（３）） 

A.1 当該設備を動作可能な状態に復旧する措置を“速やかに”開始する。保安規定第 120 条（放射線計測器類の管理）において、放射線計測器類に

ついては「故障等により使用不能となった場合は、修理または代替品を補充する。」としていることから、この考え方を準用し時間制限を設けず

“速やかに”動作可能な状態に復旧することとする。 

 

A.2 当該設備の機能を補完する代替措置を検討し、原子炉主任技術者の確認を得て実施する措置を“速やかに”開始する。完了時間は、放射線計測

器類については「故障等により使用不能となった場合は、修理または代替品を補充する。」としていることから、この考え方を準用し時間制限を

設けず“速やかに” 代替措置を原子炉主任技術者の確認を得て実施することとする。 
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b. 添付資料  

添付-１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定  

(1) 設置変更許可申請書 添付十追補（機器リスト）  

(2) 設置変更許可申請書 添付八（設備分類等）  

添付-２ 運転上の制限に関する所要数、必要容量  

(1) 設置変更許可申請書 添付八（所要数、設備仕様） 
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運
転

上
の

制
限

を
対

象
と

す
る

系
統
・

機
器
 

赤
枠

：
L
C
O
設

定
を

す
る

設
備

 

青
枠

：
他

の
表

に
て

LC
O
設
定

す
る
設

備
 

表 90－18 添付－1（1） 

設置変更許可申請書 添付十追補（機器リスト） 

表
9
0
-
1
8
-
1
 

表
9
0
-
1
5
-
1
で
整
理
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表 90－18 添付－1（2） 

設置変更許可申請書 添付八（設置分類等） 

表
9
0
-
1
8
-
1
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8.1 放射線管理設備 

8.1.2 重大事故等時 

8.1.2.2.3 容量等 

基本方針については、「1.1.7.2 容量等」に示す。 

原子炉施設から放出される放射性物質の濃度及び放射線量を測定する可搬式モニタリ

ングポスト、可搬型放射線計測装置及び電離箱サーベイメータは、「発電用軽水型原子炉

施設における事故時の放射線計測に関する審査指針」に定める測定上限値を満足する設

計とする。 

可搬式気象観測装置は、「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」に定める通

常観測の観測項目を測定できる設計とする。 

可搬式モニタリングポストは、３号炉及び４号炉共用で 10 個（モニタリングステーシ

ョン及びモニタリングポストを代替し得る原子力災害対策特別措置法第 10 条及び第 15

条に定められた事象の判断に必要な十分な個数としての 6 個を含み、原子炉格納施設を

囲む 8 方位の放射線量の測定が可能な個数）、保守点検内容は目視点検等であり、保守点

検中でも使用可能であるため、保守点検用は考慮せずに、故障時のバックアップ用とし

て 1個の合計 11 個（３号及び４号炉共用）を保管する設計とする。 

可搬型放射線計測装置（可搬式ダストサンプラ、ＮａＩシンチレーションサーベイメー

タ、汚染サーベイメータ）は、移動式放射能測定装置（モニタ車）の代替測定並びに発

電所及びその周辺（発電所の周辺海域を含む。）において原子炉施設から放出される放射

性物質の濃度を測定し得る十分な個数として３号炉及び４号炉共用で各 2 個、保守点検

内容は目視点検等であり、保守点検中でも使用可能であるため、保守点検用は考慮せず

に、故障時のバックアップ用として各 1 個の合計各 3 個（３号及び４号炉共用）を保管

する設計とする。 

可搬型放射線計測装置（ＺｎＳシンチレーションサーベイメータ、β線サーベイメー

タ）は、発電所及びその周辺（発電所の周辺海域を含む。）において原子炉施設から放出

される放射性物質の濃度を測定し得る十分な個数として３号炉及び４号炉共用で各 1 個、

保守点検内容は目視点検等であり、保守点検中でも使用可能であるため、保守点検用は

考慮せずに、故障時のバックアップ用として各1個の合計各2個（３号及び４号炉共用）

を保管する設計とする。 

 

設備仕様 

関連箇所を下線にて示す。 
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電離箱サーベイメータは、発電所及びその周辺（発電所の周辺海域を含む。）において

放射線量を測定し得る十分な個数として３号炉及び４号炉共用で 2 個、保守点検内容は

目視点検等であり、保守点検中でも使用可能であるため、保守点検用は考慮せずに、故

障時のバックアップ用として 1 個の合計 3 個（３号及び４号炉共用）を保管する設計と

する。 

小型船舶は、発電所の周辺海域において、原子炉施設から放出される放射性物質の濃

度及び放射線量の測定を行うために必要な台数として３号炉及び４号炉共用で 1 台、保

守点検内容は目視点検等であり、保守点検中でも使用可能であるため、保守点検用は考

慮せずに、故障時のバックアップ用として 1 台の合計 2 台（３号及び４号炉共用）を保

管する設計とする。また、小型船舶は、発電所の周辺海域において、原子炉施設から放

出される放射性物質の濃度及び放射線量の測定を行うために必要な測定装置及び要員を

積載できる設計とする。 

可搬式気象観測装置は、気象観測設備が機能喪失しても代替し得る個数として３号炉

及び４号炉共用で 1 個、保守点検内容は目視点検等であり、保守点検中でも使用可能で

あるため、保守点検用は考慮せずに、故障時のバックアップ用として1個の合計2個（３

号及び４号炉共用）を保管する設計とする。 
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第 8.1.2.2 表 放射線管理設備（重大事故等時）（可搬型）の設備仕様 

 

 

(1) 可搬式モニタリングポスト（３号及び４号炉共用） 

種 類   NaI（Tl）シンチレーション式検出器 

計 測 範 囲   B.G.～100mGy/h 

個 数   10（予備 1） 

伝 送 方 法   無線（衛星系回線） 

 

(2) 可搬型放射線計測装置（３号及び４号炉共用） 

a. 可搬式ダストサンプラ 

個 数   2（予備 1） 

b. NaI シンチレーションサーベイメータ 

種 類   NaI（Tl）シンチレーション式検出器 

計 測 範 囲   B.G.～30μGy/h 

個 数   2（予備 1） 

c. 汚染サーベイメータ 

種 類   プラスチックシンチレーション式検出器 

計 測 範 囲   0～300kmin-1 

個 数   2（予備 1） 

d. ZnS シンチレーションサーベイメータ 

種 類   ZnS（Ag）シンチレーション式検出器 

計 測 範 囲   0～99.9kmin-1 

個 数   1（予備 1） 

e. β線サーベイメータ 

種 類   プラスチックシンチレーション式検出器 

計 測 範 囲   0～300kmin-1 

個 数   1（予備 1） 

 

(3) 電離箱サーベイメータ（３号及び４号炉共用） 

種 類   電離箱式検出器 

計 測 範 囲   1.0μSv/h～300mSv/h 

個 数   2（予備 1） 

 

(4) 小型船舶（３号及び４号炉共用） 

台 数   1（予備 1） 

 

(5) 可搬式気象観測装置（３号及び４号炉共用） 

観 測 項 目   風向、風速、日射量、放射収支量、雨量 

個 数   1（予備 1） 

伝 送 方 法   無線 

 
 

設備仕様 

関連箇所を赤枠にて示す。 
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（２）保安規定第 90条 表 90-19「緊急時対策所」運転上の制限等につ

いて 

a. 保安規定記載内容の説明（SA 条文） 

b. 添付資料 

添付-１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定  

(1) 設置変更許可申請書 添付十追補（機器リスト）  

(2) 設置変更許可申請書 添付八（設備分類等）  

添付-２ 運転上の制限に関する所要数、必要容量 

 (1) 設置変更許可申請書 添付八(所要数､設備仕様) 

(2) 工事計画認可申請 第 1-3-7 図（放射線管理施設の構造図） 

 

 

  

85



 

 

a. 保安規定記載内容の説明（SA条文） 
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保
安

規
定

記
載
内

容
の
説

明
 
 

 

 

保
安

規
定

 第
９

０
条

 条
文

  
記

載
内
容

の
説
明

  
９

０
－
１
９

－
２
 
居
住
性

の
確
保
 

 (
1
)
 運

転
上

の
制
限
  

項
 
目
①
 

運
転

上
の
制
限
②
 

緊
急

時
対
策

所
空
気

浄
化
系
 

緊
急

時
対
策

所
空
気

供
給
装
置
 

居
住

性
確
保

設
備
 

(
1
)緊

急
時
対
策

所
空
気

浄
化
系

１
系
統

※
１
が

動
作
可
能

で
あ
る

こ
と
 

(
2
)空

気
供
給
装

置
の
所

要
数
が

使
用
可

能
で
あ
る

こ
と
 

(
3
)酸

素
濃
度
計

お
よ
び

二
酸
化

炭
素
濃

度
計
の
所

要
数
が

動
作
可

能
で
あ

る
こ
と
 

(
4
)緊

急
時
対
策

所
内
可

搬
型
エ

リ
ア
モ

ニ
タ
お
よ

び
緊
急

時
対
策

所
外
可

搬
型

エ
リ
ア

モ
ニ
タ

の
所
要

数
が
動
作
可

能
で
あ
る

こ
と
 

 

適
用

モ
ー
ド
③
 

設
 
備
④
 

所
要
数
⑤
 

モ
ー

ド
１
、

２
、
３

、
４
、

５
、

６
お
よ

び
使
用

済
燃
料
ピ

ッ
ト

に
燃
料

体
を
貯

蔵
し
て
い

る
期
間
 

緊
急

時
対
策

所
非
常

用
空
気

浄
化
フ
ァ
ン
 

１
台

※
２
 

緊
急

時
対
策

所
非
常

用
空
気

浄
化
フ
ィ
ル

タ
ユ
ニ
ッ
ト
 

１
基

※
２
 

空
気

供
給
装
置
 

７
２

０
本

※
２
 

酸
素

濃
度
計
 

１
個

※
２
 

二
酸

化
炭
素

濃
度
計
 

１
個

※
２
 

緊
急

時
対
策

所
内
可

搬
型
エ

リ
ア
モ
ニ
タ
 

１
個

※
２
 

緊
急

時
対
策

所
外
可

搬
型
エ

リ
ア
モ
ニ
タ
 

１
個

※
２
 

 ※
１

：
１
系

統
と
は

、
緊
急

時
対
策
所
非

常
用
空
気

浄
化
フ

ァ
ン
１

台
お
よ
び
緊

急
時
対
策

所
非
常

用
空
気

浄
化
フ

ィ
ル

タ
ユ
ニ

ッ
ト
１

基
。
 

※
２

：
緊
急

時
対
策

所
あ
た

り
の
合
計
所

要
数
。
 

 (
2
)
 確

認
事
項
 

項
 
目
 

確
 
認
 
事
 
項
 
⑥
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

緊
急

時
対
策
所

空
気

浄
化
系
 

緊
急

時
対
策

所
空
気

浄
化
系

（
フ
ァ
ン
お

よ
び
フ

ィ
ル

タ
ユ
ニ

ッ
ト
）

が
動
作

可
能
で
あ
る

こ
と
を

確
認

す
る
。
 

３
ヶ

月
に
１
回
 

 

原
子

炉
保
修
 

課
長
 

緊
急

時
対
策

所
非
常

用
空
気

浄
化
フ
ィ
ル

タ
ユ
ニ

ッ
ト

よ
う
素

除
去
効

率
（
総

合
除
去
効
率

）
が

9
9
.7
5
%（

有
機
よ
う

素
）
以

上
お
よ
び

9
9
.9
9%

（
無

機
よ
う

素
）
以

上
で
あ

る
こ
と
を
確

認
す

る
。
 

１
年

に
１
回
 

原
子

炉
保
修
 

課
長
 

 

空
気

供
給
装
置
 

空
気

供
給
装

置
の
所

要
数
が

使
用
可
能
で

あ
る
こ

と
を

確
認
す

る
。
 

３
ヶ

月
に
１
回
 

放
射

線
管
理
 

課
長
 

①
 
運

転
上
の
制

限
の
対

象
と
な

る
系
統
・
機
器
 

  

②
 
重

大
事
故
等

が
発
生

し
た
場

合
に
お
い
て

、
重
大
事

故
等
に

対
処
す

る
た
め
に
必

要
な
数
の

要
員
が

と
ど
ま

り
、

重
大
事

故
等
に

対
処
す

る
た
め
に
必

要
な
指
示

を
行
う

と
と
も

に
、
発
電
所

内
外
の
通

信
連
絡

を
す
る
必

要
の

あ
る
場

所
と
通

信
連
絡

す
る
た
め
の

発
電
所
対

策
本
部

と
し
て

の
機
能
を
維

持
す
る
た

め
に
、

必
要
な
対

応
手

段
及
び

重
大
事

故
等
対

処
設
備
を
設

け
て
い
る

。
よ
っ

て
、
こ

れ
ら
を
用
い

た
緊
急
時

対
策
所

機
能
が
喪

失
し

要
求
す

る
基
準

規
則
等

の
要
求
を
満

足
し
な
い

状
態
を

運
転
上

の
制
限
と
す

る
。
  

な
お

、
緊
急

時
対
策

所
空
気

浄
化
系
に
つ

い
て
は
、

１
台
で

緊
急
時

対
策
所
内
を

換
気
す
る

た
め
に

必
要
な

容
量

を
有
す

る
も
の
が

1
系

統
以
上
動
作

可
能
で
あ

る
こ
と

を
運
転

上
の
制
限
と

す
る

。
  

緊
急

時
対
策

所
空
気

供
給
装

置
に
つ
い
て

は
、
予
測

困
難
な

プ
ル
ー

ム
の
通
過
に

対
し
て
十

分
な
余

裕
を
持

つ
容

量
と
し

て
空
気

ボ
ン
ベ

7
20

本
以
上

が
使
用
可

能
で
あ

る
こ
と

を
運
転
上
の

制
限
と
す

る
。
  

酸
素

濃
度
計

、
二
酸

化
炭
素

濃
度
計
は
、

緊
急
時
対

策
所
内

の
居
住

環
境
の
基
準

値
を
上
回

る
範
囲

を
測
定

で
き

る
も
の

が
各
１

個
使
用

可
能
で
あ
る

こ
と
を
運

転
上
の

制
限
と

す
る
。
  

緊
急

時
対
策

所
エ
リ

ア
モ
ニ

タ
は
、
緊
急

時
対
策
所

内
（
外

）
の
放

射
線
量
を
測

定
で
き
る

も
の
が

各
１
個

動
作

可
能
で

あ
る
こ

と
を
運

転
上
の
制
限

と
す
る
。
 （

添
付
－

１
）
  

 

③
 
重

大
事
故
等

が
発
生

し
た
場

合
に
お
い
て

、
必
要
な

要
員
が

と
ど
ま

る
こ
と
が
で

き
る
よ
う

適
切
な

措
置
を
講

じ
、

必
要
な

情
報
を

把
握
で

き
る
設
備
及

び
発
電
所

内
外
と

連
絡
を

行
う
た
め
に

必
要
な
設

備
で
あ

る
こ
と
か

ら
、

重
大
事

故
等
が

発
生
す

る
可
能
性
の

あ
る
運
転

モ
ー
ド

１
、
２

、
３
、
４
、

５
、
６
及

び
使
用

済
燃
料
ピ

ッ
ト

に
燃
料

体
を
貯

蔵
し
て

い
る
期
間
を

対
象
と
す

る
。
  

（
保

安
規
定

変
更
に

係
る
基

本
方
針
４
．

３
．（

１
）
）
  

 ④
 
①

に
含
ま
れ

る
主
な

設
備
（

添
付
－
１
）
 
  

⑤
 
上

記
②
の
と

お
り
「

設
置
許

可
基
準
規
則

第
六
十
一

条
」
の

要
求
は

、
緊
急
時
対

策
所
空
気

浄
化
系

１
系
統
以

上
が

動
作
可

能
で
あ

れ
ば
満

足
で
き
る
た

め
所
要
数

は
１
台

と
す
る

。
緊
急
時
対

策
所
空
気

供
給
装

置
、
酸
素

濃
度

計
、
二

酸
化
炭

素
濃
度

計
、
緊
急
時

対
策
所
エ

リ
ア
モ

ニ
タ
に

つ
い
て
は
、

緊
急
時
対

策
所
居

住
性
確
保

の
た

め
に
必

要
な
上

記
②
の

そ
れ
ぞ
れ
の

所
要
数
と

す
る
。
（
添

付
－
２

）
  

⑥
 
適

用
モ
ー
ド

期
間
の

確
認
事

項
を
記
載
す

る
。（

保
安
規

定
変
更

に
係
る

基
本
方

針
４
．
２

）
  

【
対

象
設
備

】
  

ａ
．

動
作
確

認
（
定

期
的
に

動
作
可
能
で

あ
る
こ
と

を
確
認

す
る
。
）
  

 
 
 
  

対
象
設
備

：
緊
急

時
対
策
所
非

常
用
空
気

浄
化
フ

ァ
ン
及

び
緊
急
時
対

策
所
非
常

用
空
気

浄
化
フ

ィ
ル
タ

ユ
ニ

ッ
ト
  

※
確

認
方
法

は
、
緊

急
時
対

策
所
非
常
用

空
気
浄
化

フ
ァ
ン

を
起
動

し
、
緊
急
時

対
策
所
空

気
浄
化

系
が

動
作
可

能
で
あ

る
こ
と

を
確
認
す
る

。
  

対
象

設
備
：

緊
急
時

対
策
所

空
気
供
給
装

置
  

 
 
  

※
使
用
可

能
で
あ

る
こ
と

の
確
認

は
、
緊
急

時
対
策

所
空
気

供
給
装
置
の

員
数
確
認

を
行
う

。
  

対
象

設
備
：

緊
急
時

対
策
所

エ
リ
ア
モ
ニ

タ
  

※
確

認
方
法

は
、
緊

急
時
対

策
所
エ
リ
ア

モ
ニ
タ
の

パ
ラ
メ

ー
タ
確

認
（
3
ヶ
月

毎
）
を
行

い
健
全

性
を

確
認
し

、
動
作

可
能
で

あ
る
こ
と
を

確
認
す
る

。
  

対
象

設
備
：

酸
素
濃

度
計
、

二
酸
化
炭
素

濃
度

計
  

※
使

用
可
能

で
あ
る

こ
と
の

確
認
は
、
動

作
状
況
確

認
（
3
ヶ

月
毎
の

動
作
試
験

）
と
し
て

電
源
を

入
と

し
、
酸

素
濃
度

計
、
二

酸
化
炭
素
濃

度
計
指
示

値
の
確

認
を
行

う
。
  

ｂ
．

機
能
確

認
（
機

能
、
性

能
が
満
足
し

て
い
る
こ

と
を
確

認
す
る
）
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保
安

規
定

記
載
内

容
の
説

明
 
 

 

保
安

規
定

 第
９

０
条

 条
文

  
記

載
内
容

の
説
明

  

酸
素

濃
度
計
 

酸
素

濃
度
計

が
使
用

可
能
で

あ
る
こ
と
を

確
認
す

る
。
 

３
ヶ

月
に
１
回
 

放
射

線
管
理
 

課
長
 

二
酸

化
炭
素
濃

度
計
 

二
酸

化
炭
素

濃
度
計

が
使
用

可
能
で
あ
る

こ
と
を

確
認

す
る
。
 

３
ヶ

月
に
１
回
 

放
射

線
管
理
 

課
長
 

緊
急

時
対
策
所

内
可

搬
型
エ
リ

ア
モ

ニ
タ
 

機
能

の
確
認

を
行
う
。
 

１
年

に
１
回
 

放
射

線
管
理
 

課
長
 

緊
急

時
対
策

所
内
可

搬
型
エ

リ
ア
モ
ニ
タ

が
動
作

可
能

で
あ
る

こ
と
を

確
認
す

る
。
 

３
ヶ

月
に
１
回
 

放
射

線
管
理
 

課
長
 

緊
急

時
対
策
所

外
可

搬
型
エ
リ

ア
モ

ニ
タ
 

機
能

の
確
認

を
行
う
。
 

１
年

に
１
回
 

放
射

線
管
理
 

課
長
 

緊
急

時
対
策

所
外
可

搬
型
エ

リ
ア
モ
ニ
タ

が
動
作

可
能

で
あ
る

こ
と
を

確
認
す

る
。
 

３
ヶ

月
に
１
回
 

放
射

線
管
理
 

課
長
 

 (
3
)
 要

求
さ

れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 
⑦
 

要
求

さ
れ
る

措
置
 
⑧
 

完
了

時
間

 

モ
ー
ド

１
、

２
、

３
お

よ
び

４
 

A
.
 動

作
可
能
な

緊
急
時

対
策

所
内

可
搬
型

エ
リ
ア

モ
ニ

タ
ま

た
は
緊

急
時
対

策
所

外
可

搬
型
エ

リ
ア
モ

ニ
タ

が
所

要
数
を

満
足
し

て
い

な
い

場
合
 

A
.
1
 放

射
線

管
理
課

長
は
、

当
該
設
備
を
動

作
可

能
な
状

態
に
復

旧
す
る

措
置
を
開

始
す

る
。
 

お
よ
び
 

A
.
2
 放

射
線

管
理
課

長
は
、

代
替
措
置

※
３
を

検
討

し
原
子

炉
主
任

技
術
者

の
確
認
を

得
て

実
施
す

る
措
置

を
開
始

す
る
。
 

速
や

か
に
 

   

速
や

か
に
 

B
.
 動

作
可
能
な

緊
急
時

対
策

所
空

気
浄
化

系
が
１

系
統

未
満

で
あ
る

場
合
 

B
.
1
 原

子
炉

保
修
課

長
は
、

当
該
設
備
を
動

作
可

能
な
状

態
に
復

旧
す
る
。
 

ま
た
は
 

B
.
2
 原

子
炉

保
修
課

長
は
、

代
替
措
置

※
３
を

検
討

し
原
子

炉
主
任

技
術
者

の
確
認
を

得
て

実
施
す

る
。
 

１
０
日
 

  

１
０
日
 

C．
使

用
可
能
な

空
気
供

給
装

置
が

所
要
数

を
満
足

し
て

い
な

い
場
合
 

C
.
1
 放

射
線

管
理
課

長
は
、

当
該
設
備
を
使

用
可

能
な
状

態
に
復

旧
す
る
。
 

ま
た
は
 

C
.
2
 放

射
線

管
理
課

長
は
、

代
替
措
置

※
３
を

検
討

し
原
子

炉
主
任

技
術
者

の
確
認
を

得
て

実
施
す

る
。
 

１
０
日
 

  

１
０
日
 

 

D
.
 使

用
可
能
な

酸
素
濃

度
計

ま
た

は
二
酸

化
炭
素

濃
度

計
が

所
要
数

を
満
足

し
て

い
な

い
場
合
 

D
.
1
 放

射
線

管
理
課

長
は
、

当
該
設
備
を
使

用
可

能
な
状

態
に
復

旧
す
る
。
 

ま
た
は
 

１
０
日
 

  

１
０
日
 

対
象

設
備
：

緊
急
時

対
策
所

非
常
用
空
気

浄
化
フ
ィ

ル
タ
ユ

ニ
ッ
ト

、
緊
急
時
対

策
所
エ
リ

ア
モ
ニ

タ
  

 

⑦
 
運

転
上
の
制

限
を
満

足
し
な

い
場
合
の
条

件
を
記
載
 

１
Ｎ

要
求
の

可
搬
型

重
大
事

故
等
対
処
設

備
が
運
転

上
の
制

限
（
１

Ｎ
）
を
満
足

で
き
な
い

状
態
に

な
っ
た
場

合
の

条
件
と

し
て
、

緊
急
時

対
策
所
空
気

浄
化
系
の

全
て
が

動
作
不

能
と
な
っ
た

場
合
を
条

件
と
す

る
。
ま

た
、

緊
急
時

対
策
所

空
気
供

給
装
置
及
び

酸
素
濃
度

計
、
二

酸
化
炭

素
濃
度
計
、

緊
急
時
対

策
所
エ

リ
ア
モ
ニ

タ
が

所
要
数

を
満
足

し
な
い

場
合
を
条
件

と
す
る
。
 

（
保

安
規
定

変
更
に

係
る
基

本
方
針
４
．

３
．（

１
）
）

⑧
 
要

求
さ
れ
る

措
置
に

つ
い
て

記
載
  

【
モ

ー
ド
１

、
２
、

３
及
び

４
】
  

A
.
1、

A.
2 

放
射
線

計
測
器

類
に
つ
い
て

は
、
保
安

規
定
第

7
章
（

放
射
線
管
理

）
の
「
放

射
線
計

測
器
類

の
管

理
」

に
お
い
て
、
「
必
要

数
量
を

確
保
し

、
故
障
等

に
よ
り

使
用
不

能
と
な
っ
た

場
合
は
、

修
理
ま

た
は
代

替
品

を
補

充
す
る
。」

と
し
て

い
る
。

こ
の
考

え
に
基
づ

き
、
緊

急
時
対

策
所
エ
リ
ア

モ
ニ
タ
に

つ
い
て

は
速
や

か
に

「
動

作
可
能

な
状
態

に
復
旧

す
る
」
及
び

「
代
替
措

置
を
実

施
す
る

」
こ
と
を
要

求
す
る
。
  

（
保

安
規
定

変
更
に

係
る
基

本
方
針
４
．

３
．（

２
）
、（

３
）
）

B
.
1、

B.
2、

C
.
1、

C
.
2、

D.
1、

D
.
2 

緊
急

時
対
策

所
に
係

る
緊
急

時
対
策
所
空

気
浄
化
系

、
空
気

供
給
装

置
、

酸
素

濃
度
計

、
二
酸

化
炭
素

濃
度
計
は
運

転
中
／
停

止
中
の

炉
心
、

及
び
使
用
済

燃
料
ピ
ッ

ト
の
燃

料
に
対

し
て

間
接

的
に
安

全
機
能

を
有
す

る
設
備
で
あ

り
事
故
時

に
情
報

収
集
し

、
必
要
な
指

示
を
行
う

た
め
の

も
の
で
あ

る
。

よ
っ
て

要
求
さ

れ
る
措

置
／
完
了
時

間
は
、
参

考
と
す

る
設
計

基
準
事
故
設

備
を
Ｅ
Ｃ

Ｃ
Ｓ
機

器
で
は
な

く
、

設
計
基

準
事
故

対
処
設

備
の
「
事
故

時
監
視
計

器
」
と
し
、
「
10

日
」
以
内

に
「
動
作
(使

用
)可

能
な

状
態

に
復

旧
す
る

」
か
「

代
替
措

置
を
実
施
す

る
」
こ
と

を
要
求

す
る
。

こ
こ
で
い
う

「
代
替
措

置
」
と

は
、
原

子
炉

主
任

技
術
者

の
確
認

を
得
て

同
様
の
代
替

品
を
補
充

す
る
措

置
等
を

示
す
。
 

な
お

、
代
替

措
置
の

確
保
に

よ
り
、
プ
ラ

ン
ト
の
運

転
継
続

は
可
能

で
あ
る
こ
と

と
す
る
が

、
運
転

上
の
制
限

逸
脱

か
ら
は

復
帰
す

る
こ
と

は
で
き
な
い

も
の
と
す

る
。
  
 

（
保

安
規
定

変
更
に

係
る
基

本
方
針
４
．

３
．（

２
）
、（

３
）
）

 

【
モ

ー
ド
５

、
６
及

び
使
用

済
燃
料
ピ
ッ

ト
に
燃
料

体
を
貯

蔵
し
て

い
る
期
間
】
  

A
.
1、

A.
2、

B
.
1、

B
.
2、

C.
1、

C
.
2、

D
.
1、

D.
2
 
 原

子
炉

が
停
止

中
で
あ
り
、

原
子
炉
か

ら
燃
料

取
出
し

を
行

っ
て

も
そ
の

必
要
性

は
変
わ

る
こ
と
な
く

、
適
用
モ

ー
ド
外

へ
移
行

す
る
こ
と
が

で
き
な
い

こ
と
か

ら
、
速

や
か

に
「

動
作
(使

用
)
 可

能
な
状
態

に
復
旧

す
る
措
置

を
開
始

す
る
。
」
及

び
「
代

替
措
置
を

実
施
す

る
措
置

を
開
始

す
る
。」

こ
と
を

要
求
す

る
。
こ

こ
で
い

う
「
代
替

措
置
」

と
は
、

原
子
炉
主
任

技
術
者
の

確
認
を

得
て
同

様
の

代
替

品
を
補

充
す
る

措
置
等

を
示
す
。
 
 
 
  

（
保

安
規
定

変
更
に

係
る
基

本
方
針
４
．

３
．（

２
）
、（

３
）
）

 

○
電

源
設
備

及
び
通

信
連
絡

設
備
に
つ
い

て
  

・
全

交
流
電

源
喪
失

時
の
代

替
電
源
か
ら

の
情
報
収

集
設
備

、
通
信

連
絡
設
備
へ

の
給
電
に

つ
い
て
は
、
「
表

9
0-
15

電
源

設
備
」

に
お
い

て
運
転

上
の
制
限
、

適
用
モ
ー

ド
及
び

確
認
事

項
を
整
理
す

る
。
  

・
重

大
事
故

時
の
発

電
所
内

外
の
通
信
連

絡
を
す
る

必
要
の

あ
る
場

所
と
の
緊
急

時
対
策
所

の
情
報

収
集
装

置
、
通

信
連

絡
設
備

を
用
い

た
通
信

連
絡
に
つ
い

て
は
、
「
表

9
0-
20

通
信
連
絡

を
行
う

た
め
に
必

要
な
設

備
」
に

お
い

て
運

転
上
の

制
限
、

適
用
モ

ー
ド
及
び
確

認
事
項
を

整
理
す

る
。
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保
安

規
定

記
載
内

容
の
説

明
 
 

 

保
安

規
定

 第
９

０
条

 条
文

  
記

載
内
容

の
説
明

  

D
.
2
 放

射
線

管
理
課

長
は
、

代
替
措
置

※
３
を

検
討

し
原
子

炉
主
任

技
術
者

の
確
認
を

得
て

実
施
す

る
。
 

E
.
 条

件
Ｂ
、
Ｃ

ま
た
は

Ｄ
の

措
置

を
完
了

時
間
内
に

達
成

で
き
な

い
場
合
 

E
.
1
 当

直
課

長
は
、

モ
－
ド

３
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

E
.
2
 当

直
課

長
は
、

モ
－
ド

５
に
す
る
。
 

１
２

時
間
 

 

５
６

時
間
 

 (
3
)
 要

求
さ

れ
る
措

置
（
続

き
）
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 

要
求

さ
れ
る

措
置
 

完
了

時
間

 

モ
－
ド

５
、

６
お

よ
び

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に
燃

料
体

を
貯

蔵
し

て
い

る
期
間
 

A
.
 動

作
可
能
な

緊
急
時

対
策

所
内

可
搬
型

エ
リ
ア

モ
ニ

タ
ま

た
は
緊

急
時
対

策
所

外
可

搬
型
エ

リ
ア
モ

ニ
タ

が
所

要
数
を

満
足
し

て
い

な
い

場
合
 

A
.
1
 放

射
線

管
理
課

長
は
、

当
該
設
備
を
動

作
可

能
な
状

態
に
復

旧
す
る

措
置
を
開

始
す

る
。
 

お
よ
び
 

A
.
2
 放

射
線

管
理
課

長
は
、

代
替
措
置

※
３

を
検

討
し
原

子
炉
主

任
技
術

者
の
確
認

を
得

て
実
施

す
る
措

置
を
開

始
す
る
。
 

速
や

か
に
 

   

速
や

か
に
 

B
.
 動

作
可
能
な

緊
急
時

対
策

所
空

気
浄
化

系
が
１

系
統

未
満

で
あ
る

場
合
 

B
.
1
 原

子
炉

保
修
課

長
は
、

当
該
設
備
を
動

作
可

能
な
状

態
に
復

旧
す
る

措
置
を
開

始
す

る
。
 

お
よ
び
 

B
.
2
 原

子
炉

保
修
課

長
は
、

代
替
措
置

※
３

を
検

討
し
原

子
炉
主

任
技
術

者
の
確
認

を
得

て
実
施

す
る
措

置
を
開

始
す
る
。
 

速
や

か
に
 

   

速
や

か
に
 

C
.
 使

用
可
能
な

空
気
供

給
装

置
が

所
要
数

を
満
足

し
て

い
な

い
場
合
 

C
.
1
 放

射
線

管
理
課

長
は
、

当
該
設
備
を
使

作
可

能
な
状

態
に
復

旧
す
る

措
置
を
開

始
す

る
。
 

お
よ
び
 

C
.
2
 放

射
線

管
理
課

長
は
、

代
替
措
置

※
３

を
検

討
し
原

子
炉
主

任
技
術

者
の
確
認

を
得

て
実
施

す
る
措

置
を
開

始
す
る
。
 

速
や

か
に
 

   

速
や

か
に
 

D
.
 使

用
可
能
な

酸
素
濃

度
計

ま
た

は
二
酸

化
炭
素

濃
度

計
が

所
要
数

を
満
足

し
て

い
な

い
場
合
 

D
.
1
 放

射
線

管
理
課

長
は
、

当
該
設
備
を
使

用
可

能
な
状

態
に
復

旧
す
る

措
置
を
開

始
す

る
。
 

お
よ
び
 

D
.
2
 放

射
線

管
理
課

長
は
、

代
替
措
置

※
３

を
検

討
し
原

子
炉
主

任
技
術

者
の
確
認

を
得

て
実
施

す
る
措

置
を
開

始
す
る
。
 

速
や

か
に
 

   

速
や

か
に
 

※
３

：
代
替

品
の
補

充
等
｡ 
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b. 添付資料 

添付-１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定  

(1) 設置変更許可申請書 添付十追補（機器リスト）  

(2) 設置変更許可申請書 添付八（設備分類等）  

添付-２ 運転上の制限に関する所要数、必要容量  

 (1) 設置変更許可申請書 添付八(所要数､設備仕様) 

(2) 工事計画認可申請 第 1-3-7 図（放射線管理施設の構造図） 
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                                                                                                                                               表 90－19 添付－１（１） 

                          設置変更許可申請書 添付十追補（機器リスト） 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運転上の制限を対象とする系統・機器 
赤枠：ＬＣＯを設定する設備 
青枠：他の表にてＬＣＯを設定する設備 

表 90-19-2 
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                                                                                                                                               表 90－19 添付－１（２） 

                            設置変更許可申請書 添付八（設備分類等） 

 

 

 
 

 

 

 

運転上の制限を対象とする系統・機器 
赤枠：ＬＣＯを設定する設備 
青枠：他の表にてＬＣＯを設定する設備 

表 90-19-2 

表 90-20 にて整理 
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表 90－19 添付－２（１）－１ 

設置変更許可申請書 添付八 
 

 

常設及び可搬型重大事故等対処設備として使用する機器等に必要な容量及び

数量の考え方については、基本的な設計方針の「1.1.7.2 容量等」に示す。 

緊急時対策所の指揮スペースは、重大事故等に対処するために必要な指示を

する対策要員及び原子炉格納容器の破損等による発電所外への放射性物質の拡

散の抑制に必要な現場活動等に従事する対策要員等、約 110 名を収容できる設

計とする。また、対策要員等が緊急時対策所に 7日間とどまり重大事故等に対

処するために必要な数量の放射線管理用資機材や食料等を保管できる設計とす

る。 

緊急時対策所非常用空気浄化ファン、緊急時対策所非常用空気浄化フィルタ

ユニット及び空気供給装置は、緊急時対策所内にとどまる対策要員の線量を低

減し、かつ、酸素濃度及び二酸化炭素濃度を活動に支障がなく維持できる設計

とする。 

緊急時対策所非常用空気浄化ファンは、緊急時対策所を換気するために必要

な容量を有するものを 1台（３号及び４号炉共用）使用する。保有数は、故障

時及び保守点検のバックアップ用の 2 台を含めて合計 3 台（３号及び４号炉共

用）を保管する設計とする。 

緊急時対策所非常用空気浄化フィルタユニットは、緊急時対策所を換気する

ために必要な容量を有するものを 1台（３号及び４号炉共用）使用する。保有

数は、故障時及び保守点検のバックアップ用の 2 台を含めて合計 3 台（３号及

び４号炉共用）を保管する設計とする。また、緊急時対策所非常用空気浄化フ

ィルタユニットは、緊急時対策所内に対し、放射線による悪影響を及ぼさない

よう、十分な放射性物質の除去効率及び吸着能力を有する設計とする。 

空気供給装置は「実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対

策所の居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイド」における放射性物質の放

出時間が 10 時間であることを踏まえて十分な余裕を持つ容量を有する設計とす

る。 

 

 

所要数、設備仕様 
関連箇所を下線にて示す。 
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表 90－19 添付－２（１）－２ 

設置変更許可申請書 添付八 

 

代替電源設備である電源車（緊急時対策所用）は、1 台で緊急時対策所に給電

するために必要な容量を有するものを 2 台使用する。保有数は、保守点検内容は

目視点検等であり、保守点検中でも使用可能であるため、保守点検用は考慮せず

に、機能喪失時のバックアップ用の 1 台を含めて合計 3 台（３号及び４号炉共

用）を保管する設計とする。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）、安全パラメータ伝送システム及び

ＳＰＤＳ表示装置は、発電所内外の通信連絡をする必要のある場所と必要なデー

タ量を伝送できる設計とする。 

緊急時対策所内可搬型エリアモニタは、緊急時対策所内の放射線量の測定が可

能な台数として 1 台（３号及び４号炉共用）使用する。保有数は、保守点検内容

は目視点検等であり、保守点検中でも使用可能であるため、保守点検用は考慮せ

ずに、機能喪失時のバックアップ用の 1 台を含めて合計 2 台（３号及び４号炉共

用）を保管する設計とする。 

緊急時対策所外可搬型エリアモニタは、緊急時対策所外の放射線量の測定が可

能な台数として 1 台（３号及び４号炉共用）使用する。保有数は、保守点検内容

は目視点検等であり、保守点検中でも使用可能であるため、保守点検用は考慮せ

ずに、機能喪失時のバックアップ用の 1 台を含めて合計 2 台（３号及び４号炉共

用）を保管する設計とする。 

酸素濃度計は、緊急時対策所内の居住環境の基準値の範囲を測定できるもの

を、緊急時対策所内に 1 個（３号及び４号炉共用）使用する。保有数は、機能喪

失時及び保守点検のバックアップ用の 2 個を含めて合計 3 個（３号及び４号炉共

用）を保管する設計とする。 

二酸化炭素濃度計は、緊急時対策所内の居住環境の基準値の範囲を測定できる

ものを、緊急時対策所内に 1 個（３号及び４号炉共用）使用する。保有数は、機

能喪失時及び保守点検のバックアップ用の 2 個を含めて合計 3 個（３号及び４号

炉共用）を保管する設計とする。 

衛星電話、緊急時衛星通報システム、携行型通話装置及び統合原子力防災ネッ

トワークに接続する通信連絡設備については、「10.12.2.2.4 容量等」に示す。 
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表 90－19 添付－２（１）－３ 

設置変更許可申請書 添付八 

 

第 10.9.2.2 表 緊急時対策所（重大事故等時）（可搬型）の設備仕様 

 

 

 

  

所要数、設備仕様 
関連箇所を赤枠にて示す。 
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表 90－19 添付－２（１）－４ 

設置変更許可申請書 添付八 
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                                                                                                                                   表 90－19 添付－２（２） 

                 工事計画認可申請書 第 1-3-7 図（放射線管理施設の構造図） 

 

第１－３－７図 放射線管理施設の構造図（換気設備）空気供給装置 

 
 

所要数 
関連箇所を赤枠にて示す。 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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（３）保安規定第 90条 表 90-20「通信連絡を行うために必要な設備」

運転上の制限等について 

 

a. 保安規定記載内容の説明（SA 条文） 

b. 添付資料  

添付-１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定  

(1) 設置変更許可申請書 添付十追補（機器リスト）  

(2) 設置変更許可申請書 添付八（設備分類等）  

添付-２ 運転上の制限に関する所要数、必要容量 

(1) 設置変更許可申請書 添付八（設備仕様） 

(2) 工事計画変更認可申請書  資料７（所要数） 
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a. 保安規定記載内容の説明（SA 条文） 
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保安規定記載内容の説明（１／３） 

保
安
規
定 

 

第
９
０
条 

条
文 

 表９０－２０ 通信連絡を行うために必要な設備 ① 

９０－２０－１ 通信連絡 

機能 設 備 ② 
所要数・ 

系統数※１③ 

適用モード 

④ 

所要数を満足できない場合の措置※３ 確認事項 

条 件⑤ 措 置⑥ 完了時間⑦ 項 目⑧ 頻 度 担 当 

通信

連絡

設備 

衛星電話（固定） ６台 
モ－ド 

１、２、３

および４ 

A. 動作可能な衛星

電話（固定、可

搬、携帯）、ト

ランシ－バ－、

携行型通話装置

または緊急時衛

星通報システム

が所要数を満足

していない場合 

A1. 電気保修課長は、当該設

備を動作可能な状態に復

旧する。 

または 

A2. 電気保修課長は、代替措

置※７を検討し、原子炉主

任技術者の確認を得て実施

する。 

１０日※６ 

 

 

１０日 

衛星電話（固定）、緊

急時衛星通報システ

ム、ＴＶ会議システ

ム、ＩＰ電話および

ＩＰ－ＦＡＸの通

話、通信確認を実施

する。 

１ヶ月に

１回 

電気保修

課長 

衛星電話（携帯） ９台 

衛星電話（可搬） １台 

トランシ－バ－ ２９台 

携行型通話装置 ２２台 

安全パラメ－タ表示シス

テム（ＳＰＤＳ） 
１系列※２ 

衛星電話（携帯）、

衛 星 電 話 （ 可

搬）、トランシ－

バ－および携行型

通話装置の通話確

認を実施する 

３ヶ月に

１回 

電気保修

課長 

B. 統合原子力防災

ネットワ－クに

接続する通信連

絡設備※４が動作

不能である場合 

B1. 電気保修課長は、当該設

備を動作可能な状態に復旧

する。 

または 

B2. 電気保修課長は、代替措

置※８を検討し、原子炉主

任技術者の確認を得て実

施する。 

１０日※６ 

 

 

１０日 

安全パラメ－タ伝送シス

テム 
１系列※２ 

ＳＰＤＳ表示装置 ２台 

緊急時衛星通報システム ２台 
C. 動作可能なＳＰ

ＤＳ表示装置※

５が所要数を満

足していない場

合 

C1.計装保修課長は、当該設備

を動作可能な状態に復旧す

る。 

または 

C2.計装保修課長は、代替措置
※７を検討し、原子炉主任

技術者の確認を得て実施す

る。 

１０日※６ 

 

 

１０日 

統合原子力

防災ネット

ワ－クに接

続する通信

連絡設備 

ＴＶ会議

システム 

 

１系列※２ 

Ｓ Ｐ Ｄ Ｓ 表 示 装

置、安全パラメ－

タ 表 示 シ ス テ ム

（ＳＰＤＳ）およ

び安全パラメ－タ

伝送システムの伝

送 確 認 を 実 施 す

る。 

１ヶ月に

１回 

 

計装保修

課長 

ＩＰ電話 D. 安全パラメ－タ

表 示 シ ス テ ム

（ＳＰＤＳ）※５

または安全パラ

メ－タ伝送シス

テム※５が動作不

能である場合 

D1. 計装保修課長は、当該設

備を動作可能な状態に復旧

する。 

または 

D2. 計装保修課長は、代替措

置※８を検討し、原子炉主

任技術者の確認を得て実施

する。 

１０日※６ 

 

 

１０日 

ＩＰ－Ｆ

ＡＸ 

E. 条件Ａ、Ｂ、

Ｃ、ＤまたはＥ

の措置を完了時

間以内に達成で

きない場合 

E1. 当直課長は、モード３に

する。 

および 

E2. 当直課長は、モード５に

する。 

１２時間 

 

５６時間 

 

記
載
内
容
の
説
明 

① 設置許可基準規則（技術基準規則）第六十一条（第七十六条） 

設置許可基準規則（技術基準規則）第六十二条（第七十七条）が該当する。 

 

② 運転上の制限の対象とする系統・機器（添付―１）全交流動力電源喪失時の代替電源からの通信連絡設備への給電については、「表 90-15 電源設備」及び「表 90-19 緊急時対策所」において運転

上の制限、適用モード及び確認事項を整理する。 

 

③ 設置許可基準規則（技術基準規則）第六十二条（第七十七条）では、重大事故等が発生した場合において所内への操作・作業の指示連絡、所外への連絡等、通信連絡を行う必要のある場所と通信

連絡を行うため、通信連絡設備を必要な個数整備することが求められている。このことから、運転上の制限の所要数設定では、通信設備ごとに重大事故等の対応として使用する台数を設定した。 

通信連絡設備は、３号炉用及び４号炉用と区別して使用するものでないことから、３号炉、４号炉を合計した所要数・系統数を記載。衛星電話（固定、携帯）、トランシーバー及び携行型通話

装置については、発電所内での連絡、また、衛星電話（固定、携帯、可搬）、緊急時衛星通報システム及び統合原子力防災ネットワークについては、発電所外（社内外）との連絡に使用する台数

の合計を記載。なお、安全パラメータ表示システム(SPDS)及び安全パラメータ伝送システムは、１系列で発電所内での連絡及び発電所外（社内外）との連絡する機能（データ伝送）を兼ねる。 

（添付－２） 

（保安規定変更に係る基本方針４．３．（１））  

 

④ 重大事故等が発生する可能性のある運転モードにおいて待機が必要な設備である事から、運転モード１、２、３、４、５、６及び使用済み燃料ピットで照射済燃料体を貯蔵している期間を対象と

する。 （保安規定変更に係る基本方針４．３．（１））  

 

⑤ 運転上の制限を満足しない場合の条件を記載 

ａ．１Ｎ要求の重大事故等対処設備が運転上の制限（１Ｎ）を満足できない状態になった場合の条件として、通信連絡設備の「所要数を満足していない場合」及び「動作不能な場合」とする。（保

安規定変更に係る基本方針４．３．（１））  

ｂ．安全パラメータ表示システム(SPDS)及び安全パラメータ伝送システムについては、Ａ系又はＢ系のいずれかにより有線系または衛星系回線で所内及び所外へ伝送が可能であればよい。統合原子

力防災ネットワークに接続する通信設備については、テレビ会議システム、IP 電話、IP-FAX のいずれかにより通信可能であればよい。  

ｃ．安全パラメータ表示システム(SPDS)及びＳＰＤＳ表示装置については、サーバー切替等による一時的なデータ伝送停止や、所要の確認対象パラメータを記録し、連絡する要員を確保することを

条件に行う計画的保守及び機能試験によるデータ伝送停止時（他の事業者等が所掌する設備の点検及び試験に伴うデータ伝送停止を含む）は、運転上の制限を満足していないとはみなさな

い。  

ｄ．安全パラメータ伝送異常時の運転上の制限逸脱の判断については、状況確認（警報発信状況や現場を確認）し、伝送状態の確認を行う必要があるが、安全パラメータ伝送システムからの伝送停

止を確実に判断するため、事業者側で判断できない場合は、速やかにＮＲＡへデータ伝送状態を確認し、運転上の制限逸脱の判断を行う。 
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保安規定記載内容の説明（２／３） 

保
安
規
定 

 

第
９
０
条 

条
文 

９０－２０－１ 通信連絡（続き） 

項目 設 備 ② 
所要数・ 

系統数※１③ 

適用モード 

④ 

所要数を満足できない場合の措置※３ 確認事項 

条 件 ⑤ 措 置 ⑥ 完了時間⑦ 項 目⑧ 頻 度 担 当 

通信

連絡

設備 

衛星電話（固定） ６台 
モード５、

６および使

用済燃料ピ

ットに燃料

体を貯蔵し

ている期間 

A. 動作可能な衛星電

話（固定、可搬、

携帯）、トランシ

－バ－、携行型通

話装置または緊急

時衛星通報システ

ムが所要数を満足

していない場合 

 

A1. 電気保修課長は、当該設備

を動作可能な状態に復旧す

る措置を開始する。 

または 

A2. 電気保修課長は、代替措置
※７を検討し、原子炉主任

技術者の確認を得て実施す

る措置を開始する。 

 

速やかに※

６ 

 

 

速やかに 

 

衛星電話（固定）、

緊急時衛星通報シ

ステム、ＴＶ会議

システム、ＩＰ電

話およびＩＰ－Ｆ

ＡＸの通話、通信

確認を実施する。 

１ヶ月

に１回 

 

電気保修

課長 

 衛星電話（携帯） ９台 

衛星電話（可搬） １台 

トランシ－バ－ ２９台 

携行型通話装置 ２２台 

安全パラメ－タ表示シス

テム（ＳＰＤＳ） 
１系列※２ 

衛星電話（携帯）、

衛星電話（可

搬）、トランシ－

バ－および携行型

通話装置の通話確

認を実施する 

 

３ヶ月

に１回 

 

電気保修

課長 

 
B. 統合原子力防災ネ

ットワ－クに接続

する通信連絡設備

※４が動作不能で

ある場合 

 

B1. 電気保修課長は、当該設備

を動作可能な状態に復旧

する措置を開始する。 

または 

B2. 電気保修課長は、代替措置
※８を検討し、原子炉主任

技術者の確認を得て実施

する措置を開始する。 

速やかに※

６ 

 

 

速やかに 

 

安全パラメ－タ伝送シス

テム 
１系列※２ 

ＳＰＤＳ表示装置 ２台 

緊急時衛星通報システム ２台 C. 動作可能なＳＰＤ

Ｓ表示装置※５が所

要数を満足してい

ない場合 

C1.計装保修課長は、当該設備

を動作可能な状態に復旧す

る措置を開始する。 

または 

C2.計装保修課長は、代替措置
※７を検討し、原子炉主任

技術者の確認を得て実施す

る措置を開始する。 

速やかに※

６ 

 

 

 

速やかに 

統合原子力

防災ネット

ワ－クに接

続する通信

連絡設備 

ＴＶ会議

システム 

 

１系列※２ 

Ｓ Ｐ Ｄ Ｓ 表 示 装

置、安全パラメ－

タ 表 示 シ ス テ ム

（ＳＰＤＳ）およ

び安全パラメ－タ

伝送システムの伝

送 確 認 を 実 施 す

る。 

 

１ヶ月

に１回 

 

計装保修

課長 

 

ＩＰ電話 D. 安全パラメ－タ表

示システム（ＳＰ

ＤＳ）※５または安

全パラメ－タ伝送

システム※５が動作

不能である場合 

 

D1. 計装保修課長は、当該設備

を動作可能な状態に復旧

する措置を開始する。 

および 

D2. 計装保修課長は、代替措置
※８を検討し、原子炉主任

技術者の確認を得て実施

する措置を開始する。 

速やかに※

６ 

 

 

速やかに 

 

ＩＰ－Ｆ

ＡＸ 

 

空冷式非常用発電装置 「９０－１５－１ 空冷式非常用発電装置からの給電」において運転上の制限を定める。 

燃料油貯蔵タンク、重油タンク、タンク

ローリー 
「９０－１５－７ 燃料油貯蔵タンクまたは重油タンク、タンクローリーによる燃料補給設備」において運転上の制限を定める 

電源車（緊急時対策所用） 「９０－１９－１ 代替電源設備からの給電」において運転上の制限を定める。 
 

記
載
内
容
の
説
明 

⑥、⑦ 要求される措置及び完了時間について記載 

【モード１、２、３及び４の場合：衛星電話（固定、携帯、可搬）、トランシーバー、携行型通話装置、緊急時衛星通報システム】 

A.1、A.2 通信連絡手段を確保するために「当該設備を動作可能な状態に復旧する」か「代替措置を実施する」ことを要求する。このことから、設計基準事故対処設備の「事故時監視計器」の要

求される措置／完了時間を参考に「10 日間」を完了時間とする。なお、代替措置としては、連絡要員の追加や、同種の通信機器又は他種の通信機器による通信手段確保をいう。また、

代替措置の実施によりプラントの運転継続は可能であることとするが、運転上の制限逸脱からは復帰することはできないものとする。 

（保安規定変更に係る基本方針４．３．（２））  

【モード５、６及び使用済燃料ピットに燃料体を貯蔵している期間の場合：衛星電話（固定、携帯、可搬）、トランシーバー、携行型通話装置、緊急時衛星通報システム】  

A.1、A.2 要求される措置については、モード１、２、３及び４の場合と同様。完了時間については、原子炉が停止中であり、原子炉から燃料取出しを行ってもその必要性は変わることなく、

適用モード外へ移行することができないことから、速やかに要求される措置を開始することを要求する。（保安規定変更に係る基本方針４．３．（２））  

 

【モード１、２、３及び４の場合：統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備】  

B.1、B.2 通信連絡手段を確保するために「当該設備を動作可能な状態に復旧する」か「代替措置を実施する」ことを要求する。このことから、設計基準事故対処設備の「事故時監視計器」の

要求される措置／完了時間を参考に「10 日間」を完了時間とする。なお、代替措置としては、所要の確認対象パラメータを記録し、連絡する要員を確保すること等また、通信機器の補

充等、原子炉主任技術者の確認を得た措置をいう。また、代替措置の実施によりプラントの運転継続は可能であることとするが、運転上の制限逸脱からは復帰することはできないもの

とする。 

（保安規定変更に係る基本方針４．３．（２））  

【モード５、６及び使用済燃料ピットに燃料体を貯蔵している期間：統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備】  

B.1、B.2 要求される措置については、モード１、２、３及び４の場合と同様。 完了時間については、原子炉が停止中であり、全ての原子炉から燃料取出しを行ってもその必要性は変わるこ

となく、適用モード外へ移行することができないことから、速やかに要求される措置を開始することを要求する。 （保安規定変更に係る基本方針４．３．（２））  

 

【モード１、２、３及び４の場合：ＳＰＤＳ表示装置】 

 C.1、C.2 要求される措置、完了時間については、モード１、２、３及び４の場合の C.1、C.2 と同様である。 

【モード５、６及び使用済燃料ピットに燃料体を貯蔵している期間：ＳＰＤＳ表示装置】 

 C.1、C.2 要求される措置、完了時間については、モード５、６及び使用済燃料ピットに燃料体を貯蔵している期間の場合の C.1、C.2 と同様である。 

 

【モード１、２、３及び４の場合：安全パラメ－タ表示システム（ＳＰＤＳ）および安全パラメータ伝送システム】 

 D.1、D.2 要求される措置、完了時間については、モード１、２、３及び４の場合の C.1、C.2 と同様である。 

【モード５、６及び使用済燃料ピットに燃料体を貯蔵している期間：安全パラメ－タ表示システム（ＳＰＤＳ）および安全パラメータ伝送システム】 

 D.1、D.2 要求される措置、完了時間については、モード５、６及び使用済燃料ピットに燃料体を貯蔵している期間の場合の C.1、C.2 と同様である。 

A.1、A.2、B.1、B.2、C.1、C.2 及び D.1、D.2 いずれにおいても DB 設備を担保とする完了時間の延長を行わない事より、設置変更許可申請書添付十追補に記載の「代替する機能を   

有する多様性拡張設備」については期待しない。 
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保
安
規
定 

 

第
９
０
条 

条
文 

※１：３号炉および４号炉の合計所要数・系統数。 

※２：安全パラメ－タ表示システム（ＳＰＤＳ）および安全パラメータ伝送システムについては、Ａ系またはＢ系のいずれかにより有線系または衛星系回線で所内および所外へ伝送可能であ

ることをいう。統合原子力防災ネットワ－クに接続する通信連絡設備については、テレビ会議システム、ＩＰ電話、ＩＰ－ＦＡＸのいずれかにより通信可能であることをいう。 

※３：設備ごとに個別の条件が適用される。 

※４：衛星携帯電話設備等の通信機器による通信手段を確保することを条件に行う計画的保守および機能試験による停止時（他の事業者等が所掌する設備の点検および試験に伴う停止を含

む。）は、運転上の制限を満足していないとはみなさない。 

※５：サ－バ－切替等による一時的なデータ伝送停止は、運転上の制限を満足していないとはみなさない。また、所要の確認対象パラメータを記録し、連絡する要員を確保することを条件に

行う計画的保守および機能試験による停止時（他の事業者等が所掌する設備の点検および試験に伴うデ－タ伝送停止を含む。）は、運転上の制限を満足していないとはみなさない。 

※６：衛星電話（固定、携帯、可搬）、安全パラメ－タ表示システム（ＳＰＤＳ）、安全パラメ－タ伝送システム、ＳＰＤＳ表示装置、緊急時衛星通報システムおよび統合原子力防災ネット

ワ－クに接続する通信連絡設備について、原子炉設置者所掌外の設備（通信衛星等の他の事業者等が所掌する設備）の故障等により運転上の制限を逸脱した場合は、当該要求される措

置に対する完了時間を除外する。 

※７：連絡要員の追加や、同種の通信機器の追加または他種の通信機器による通信手段の確保による措置をいう。 

※８：安全パラメ－タ表示システム（ＳＰＤＳ）および安全パラメータ伝送システムの代替措置は、所要の確認対象パラメ－タを記録し、連絡する要員を確保すること等をいう。統合原子力

防災ネットワークに接続する通信連絡設備については、通信機器の補充等をいう。 

 

記
載
内
容
の
説
明 

⑧ 適用モード期間の確認事項を記載する。 

原子炉がモード１、２、３及び４の場合、モード５、６及び使用済燃料ピットに燃料体を貯蔵している期間において、常設設備に該当する衛星電話（固定）、ＳＰＤＳ表示装置、安全パ

ラメータ表示システム(SPDS)、安全パラメータ伝送システム、緊急時衛星通報システム、統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備については、通話確認、伝送確認、通話通

信確認を１か月に１回確認する。可搬設備に該当する衛星電話（携帯、可搬）トランシーバー、携行型通話装置については、通話確認を３か月に１回の確認頻度で実施する。 

（保安規定変更に係る基本方針４．２（２）） 

【対象設備】  

ａ．通話確認  

対象設備：衛星電話（固定、携帯、可搬）、トランシーバー 

ｂ．伝送確認（伝送確認では、あわせて設置許可基準規則（技術基準規則）第五十八条（第七十三条）の要求事項である記録の機能について、データの記録ができることの確認を実施す

る。） 

対象設備：ＳＰＤＳ表示装置、安全パラメータ表示システム(SPDS)、安全パラメータ伝送システム 

ｃ．通話通信確認対象設備：緊急時衛星通報システム、統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備 

  

保安規定記載内容の説明（３／３） 
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b. 添付資料  

添付-１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定  

(1) 許可申請書 添付十追補（機器リスト）  

(2) 設置変更許可申請書 添付八（設備分類等）  

 

添付-２ 運転上の制限に関する所要数、必要容量  

(1) 設置変更許可申請書 添付八（設備仕様） 

(2) 工事計画変更認可申請書 添付資料７（所要数） 
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表 90－20 添付－１（１）－１ 

設置変更許可申請書 添付十追補（機器リスト） 

 

 

 
 
 
  
  

運転上の制限を対象とする系統・機器 

赤枠：LCO 設定をする設備 

青枠：他の表にて LCO 設定する設備 

表 90－20-1 
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表 90－20 添付－１（１）－２ 

設置変更許可申請書 添付十追補（機器リスト） 

 
 

表 90－20-1 
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表 90－20 添付－1（2）－1 

設置変更許可申請書 添付八（設置分類等） 

表
9
0
－
2
0
-
1
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表 90－20 添付－２（１）－１ 

設置変更許可申請書 添付八 

 

 

 

10.12.2.2.4 容量等 

基本方針については、「1.1.7.2 容量等」に示す。 
衛星電話（固定）、衛星電話（携帯）、トランシーバー及び携行型通話装置は、

発電所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡できるよう、必要な個数

を設置又は保管する。 
衛星電話（固定）、衛星電話（携帯）、衛星電話（可搬）、緊急時衛星通報シス

テム及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備は、発電所外の

通信連絡をする必要のある場所と通信連絡できるよう、必要な個数を設置又は

保管する。 
安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）（計装設備（重大事故等対処設備）、

緊急時対策所及び通信連絡設備と兼用）及び安全パラメータ伝送システム（緊

急時対策所及び通信連絡設備と兼用）は、発電所の内外の通信連絡をする必要

のある場所に必要なデータ量を伝送できる設計とする。 
 

10.12.2.2.5 環境条件等 

基本方針については、「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 
携行型通話装置は、重大事故等時における建屋内（原子炉格納容器内を除く。）

及び屋外の環境条件を考慮した設計とする。人が携行して使用が可能な設計と

する。 
衛星電話（携帯）及びトランシーバーは、重大事故等時における屋外の環境

条件を考慮した設計とする。人が携行して使用が可能な設計とする。 
衛星電話（固定）、衛星電話（可搬）、緊急時衛星通報システム、統合原子力

防災ネットワークに接続する通信連絡設備、安全パラメータ表示システム（Ｓ

ＰＤＳ）、安全パラメータ伝送システム及びＳＰＤＳ表示装置は、重大事故等時

における中央制御室、原子炉補助建屋又は緊急時対策所のそれぞれの環境条件

を考慮した設計とする。 
  

設備仕様 

関連箇所を下線にて示す。 
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表 90－20 添付－２（１）－２ 

設置変更許可申請書 添付八 

 

 

 

第 10.12.2.1 表 通信連絡設備（重大事故等時）（常設）の設備仕様 

 

 

(1) 衛星電話（固定）（３号及び４号炉共用） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所 

・通信連絡設備 

設 備 名 衛星電話（固定） 

使 用 回 線 衛星系回線 

個 数 一式 

 

(2) 緊急時衛星通報システム（３号及び４号炉共用） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所 

・通信連絡設備 

設 備 名 緊急時衛星通報システム 

使 用 回 線 衛星系回線 

個 数 一式 

 

(3) 統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（３号及び４号炉共用） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所 

・通信連絡設備 

設 備 名 ＴＶ会議システム 

使 用 回 線 有線系回線、衛星系回線 

個 数 一式 

 

設 備 名 ＩＰ電話 

使 用 回 線 有線系回線 

個 数 一式 

 

設 備 名 ＩＰ電話 

使 用 回 線 衛星系回線 

個 数 一式 

 

設 備 名 ＩＰ－ＦＡＸ 

使 用 回 線 有線系回線 

個 数 一式 

 

設 備 名 ＩＰ－ＦＡＸ 

使 用 回 線 衛星系回線 

個 数 一式 

 

設備仕様 

関連箇所を赤枠にて示す。 
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表 90－20 添付－２（１）－３ 

設置変更許可申請書 添付八 

 

(4) 安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）（３号及び４号炉共用） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

・緊急時対策所 

・通信連絡設備 

設 備 名 安全パラメータ表示システム 

   （ＳＰＤＳ） 

使 用 回 線 有線系回線、無線系回線 

個 数 一式 

 

(5) 安全パラメータ伝送システム（３号及び４号炉共用） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所 

・通信連絡設備 

設 備 名 安全パラメータ伝送システム 

使 用 回 線 有線系回線、衛星系回線 

個 数 一式 

 

(6) ＳＰＤＳ表示装置（３号及び４号炉共用） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

・緊急時対策所 

・通信連絡設備 

設 備 名 ＳＰＤＳ表示装置 

個 数 一式 
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表 90－20 添付－２（１）－４ 

設置変更許可申請書 添付八 

 

 

第 10.12.2.2 表 通信連絡設備（重大事故等時）（可搬型）の設備仕様 

 

 

 

(1) 衛星電話（携帯）（３号及び４号炉共用） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所 

・通信連絡設備 

設 備 名 衛星電話（携帯） 

使 用 回 線 衛星系回線 

個 数 一式 

 

(2) 衛星電話（可搬）（３号及び４号炉共用） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所 

・通信連絡設備 

設 備 名 衛星電話（可搬） 

使 用 回 線 衛星系回線 

個 数 一式 

 

(3) トランシーバー（３号及び４号炉共用） 

設 備 名 トランシーバー 

使 用 回 線 無線系回線 

個 数 一式 

 

(4) 携行型通話装置（３号及び４号炉共用） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所 

・通信連絡設備 

設 備 名 携行型通話装置 

使 用 回 線 有線系回線 

個 数 一式 
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シ
ー
バ

ー
は
１

５
チ

ャ
ン

ネ
ル
で

通
話

が
可

能
。

３
・

４
号

機
共
用

、
３

号
機

に
設
置

３
・

４
号

機
共
用

、
４

号
機

に
設
置

保
安

電
話

（
携

帯
）

（
注

２
）

【
３

号
機

】
約
８

８
０
台

（
注

４
）

　
　

　
中

央
制
御

室
：

約
８

台
（

注
４
）

　
　

　
事

務
所
等

：
約

８
６

８
台

（
注

４
）

－
３

・
４
号

機
共
用

、
３

号
機

に
保
管

ト
ラ

ン
シ
ー

バ
ー

（
注

５
）

【
３

号
機

】
３
３

台

　
　

　
緊

急
時
対

策
所

：
３

３
台
（

う
ち

３
１

台
（

注
３
）
）

【
３

号
機
】

３
１
台

　
　

　
緊
急

時
対
策

所
：

２
９

台
（

注
３
）

　
　

　
緊
急

時
対
策

所
：

２
台

（
予
備

）
（

注
３

）

【
設

計
基

準
事
故

対
処

設
備

】
３

・
４
号

機
共
用

、
３

号
機

に
保
管

【
重

大
事

故
等
対

処
設

備
】

３
・

４
号

機
共
用

、
３

号
機

に
保
管

３
・

４
号

機
共
用

、
３

号
機

に
設
置

３
・

４
号

機
共
用

、
４

号
機

に
設
置

第
１

表
　
通
信

連
絡
設
備

の
主
要

設
備
一
覧

（
１
／

５
）

通
信

種
別

主
要

設
備

容
量

共
用

の
区
分

（
注

１
）

所
内

電
力
保

安
通

信
用

電
話

設
備

保
安

電
話

（
固

定
）

（
注

２
）

【
３

号
機

】
約
５

８
０
台

（
注

４
）

　
　

　
中

央
制
御

室
：

約
７

台
（

注
４
）

　
　

　
緊

急
時
対

策
所

：
約

２
台

（
注

４
）

　
　

　
３

号
機
制

御
建

屋
他

：
約
７

５
台

（
注

４
）

　
　

　
４

号
機
制

御
建

屋
他

：
約
４

８
台

（
注

４
）

　
　

　
事

務
所
等

：
約

４
５

０
台

（
注

４
）

事
故

一
斉
放

送
装
置

通
信

設
備

（
発

電
所
内

）

運
転

指
令
設

備
（

注
５
）

３
号

及
び

４
号

炉
送

受
話

器

【
３

号
機

】
　

　
　
３

号
機
制

御
建

屋
：

本
体
１

台

　
　

　
中

央
制
御

室
等

：
送

受
話
器

　
　

約
２

７
０
台

（
注

４
）

　
 
　

　
　

　
　
　

　
　
 
ス

ピ
ー
カ

ー
　

約
４

０
０
台

（
注

４
）

－ －

携
行

型
通
話

装
置

【
３

号
機

】
３
４

台

　
　

　
緊

急
時
対

策
所

：
７

台
（
う

ち
５
台

（
注

３
）
）

　
　

　
３

・
４
号

機
制

御
建

屋
：
１

９
台

（
注

３
）

　
　

　
事

務
所
等

：
８
台

【
３

号
機
】

２
４
台

　
　

　
緊
急

時
対
策

所
：

４
台

（
注

３
）

　
　

　
緊
急

時
対
策

所
：

１
台

（
予
備

）
（

注
３

）

　
　

　
３
・

４
号
機

制
御

建
屋

：
１
８

台
（

注
３

）

　
　

　
３
・

４
号
機

制
御

建
屋

：
１
台

（
予
備

）
（

注
３

）

所
要

数
 

関
連

箇
所

を
下

線
に

て
示

す
。
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表
9
0－

2
0 

添
付

－
２

（
２
）

－
２
 

工
事

計
画

変
更

許
可

申
請

書
 

添
付
資

料
７
 

  

設
計

基
準

事
故

対
処

設
備

重
大

事
故

等
対

処
設
備

【
設

計
基
準

事
故

対
処

設
備
】

３
・

４
号
機

共
用

、
３

号
機

に
設
置

【
重

大
事
故

等
対

処
設

備
】

３
・

４
号
機

共
用

、
３

号
機

に
設
置

Ｓ
Ｐ
Ｄ

Ｓ
表

示
装
置

【
３

号
機

】
一
式

（
３

・
４

号
機

制
御

建
屋　

屋
上
）

　
　

　
衛

星
ア

ン
テ
ナ

（
注
３
）

（
緊

急
時

対
策

所
）

　
　

　
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
表

示
端末

：
２
台

（
注

３
）

　
　

　
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
表

示
端末

：
２

台
（

予
備
）

（
注

３
）

　
　

　
緊

急
時

対
策

所
ＳＰ

Ｄ
Ｓ

通
信

機
器

収
納
盤

（
注

３
）

（
緊

急
時

対
策

所
　

屋
上）

　
　

　
緊

急
時

対
策

所
ＳＰ

Ｄ
Ｓ

用
衛

星
ア

ン
テ
ナ

（
注

３
）

【
３

号
機

】
一
式

（
３

・
４

号
機
制

御
建

屋
　

屋
上
）

　
　

　
衛

星
ア
ン

テ
ナ

（
注

３
）

（
緊

急
時

対
策
所

）

　
　

　
Ｓ

Ｐ
Ｄ
Ｓ

表
示

端
末

：
２
台

（
注

３
）

　
　

　
Ｓ

Ｐ
Ｄ
Ｓ

表
示

端
末

：
２

台
（

予
備）

（
注

３
）

　
　

　
緊

急
時
対

策
所

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

通
信

機
器

収
納盤

（
注

３
）

（
緊

急
時

対
策
所

　
屋

上
）

　
　

　
緊

急
時
対

策
所

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

用
衛

星
ア

ン
テナ

（
注

３
）

【
設

計
基
準

事
故

対
処

設
備
】

３
・

４
号
機

共
用

、
３

号
機

に
設
置

【
重

大
事
故

等
対

処
設

備
】

３
・

４
号
機

共
用

、
３

号
機

に
設
置

（
注

１
）

：
本

文
中

す
べ

て共
用

の
区

分
は

同
じ
。

（
注

２
）

：
発

電
所

内
及

び発
電

所
外

と
し

て
使

用
。

（
注

３
）

：
設

計
基

準
事

故時
及

び
重

大
事

故
等

時
と

も
に

使
用

する
。

通
信

設
備

（
発

電
所

内
）

所
内

衛
星
電

話

衛
星

電
話

（
固

定
）

（
注

２
）

【
３

号
機

】
２

０
台

　
　

　
緊

急
時

対
策

所
：５

台
（

注
３
）

　
　

　
中

央
制

御
室

：
５台

（
う

ち
１
台

（
注

３
）
）

　
　

　
緊

急
時

対
策

所
：５

台
（

予
備
）

（
注

３
）

　
　

　
中

央
制

御
室

：
５台

（
予

備
）

（
注

３
）

３
・

４
号
機

共
用

、
３

号
機

に
設
置

デ
ー

タ
伝

送
設
備

（
発

電
所

内
）

安
全
パ

ラ
メ

ー
タ

表
示

シ
ス

テ
ム

（
Ｓ

ＰＤ

Ｓ
）

（
注

２
）

【
３

号
機

】
一
式

（
３

・
４

号
機

制
御

建
屋　

３
号

機
計

算
機

室
）

　
　

　
緊

急
時

オ
ン

ラ
イン

デ
ー

タ
伝

送
装

置
Ａ
盤

（
注

３
）

　
　

　
緊

急
時

オ
ン

ラ
イン

デ
ー

タ
伝

送
装

置
Ｂ
盤

（
注

３
）

【
３

号
機

】
一
式

（
３

・
４

号
機
制

御
建

屋
　

３
号

機
計

算
機

室）

　
　

　
緊

急
時
オ

ン
ラ

イ
ン

デ
ー

タ
伝

送
装

置
Ａ盤

（
注

３
）

　
　

　
緊

急
時
オ

ン
ラ

イ
ン

デ
ー

タ
伝

送
装

置
Ｂ盤

（
注

３
）

共
用

の
区
分

（
注

１
）

【
設

計
基
準

事
故

対
処

設
備
】

３
・

４
号
機

共
用

、
３

号
機

に
設
置

【
重

大
事
故

等
対

処
設

備
】

３
・

４
号
機

共
用

、
３

号
機

に
設
置

衛
星

電
話

（
携

帯
）

（
注

２
）

【
３

号
機

】
３

８
台

　
　

　
緊

急
時

対
策

所
：２

０
台

（
う

ち
１

１
台

（
注

３
）
）

　
　

　
中

央
制

御
室

：
１台

　
　

　
移

動
式

放
射

能
測定

装
置

（
モ

ニ
タ

車
）

：
１台

　
　

　
事

務
所

等
：

１
６台

【
３

号
機

】
１
１

台

　
　

　
緊

急
時
対

策
所

：
９
台

（
注

３
）

　
　

　
緊

急
時
対

策
所

：
２

台
（

予
備
）

（
注

３
）

【
設

計
基
準

事
故

対
処

設
備
】

３
・

４
号
機

共
用

、
３

号
機

に
保
管

【
重

大
事
故

等
対

処
設

備
】

３
・

４
号
機

共
用

、
３

号
機

に
保
管

【
３

号
機

】
１
６

台

　
　

　
緊

急
時
対

策
所

：
５
台

（
注

３
）

　
　

　
中

央
制
御

室
：

１
台

（
注

３
）

　
　

　
緊

急
時
対

策
所

：
５

台
（

予
備
）

（
注

３
）

　
　

　
中

央
制
御

室
：

５
台

（
予

備
）

（
注

３
）

無
線
通

話
装
置

（
注

２
）

【
３

号
機

】
２
台

　
　

　
緊

急
時

対
策

所
：１

台
　

　
　

移
動

式
放

射
能

測定
装

置
（

モ
ニ

タ
車

）
：

１台
－

第
１
表
　

通
信

連
絡

設
備

の
主

要
設備

一
覧

（
２

／
５
）

通
信
種

別
主

要
設
備

容
量
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表
9
0－

2
0 

添
付

－
２

（
２
）

－
３
 

工
事

計
画

変
更

許
可

申
請

書
 

添
付
資

料
７
 

  

設
計

基
準

事
故
対

処
設

備
重

大
事

故
等

対
処
設

備

第
１
表

　
通
信
連
絡
設
備
の
主
要
設
備
一

覧
（
３
／
５

）

通
信

種
別

主
要
設

備
容
量

共
用

の
区
分

（
注
１

）

所
外

社
内

社
内

Ｔ
Ｖ

会
議
シ

ス
テ

ム
【
３

号
機

】
約

４
台

（
注
４

）

　
　

　
緊

急
時

対
策
所

：
約

１
台

（
注

４
）

　
　

　
事

務
所

等
：
約

３
台

（
注
４

）

－

加
入

フ
ァ

ク
シ
ミ

リ

３
・

４
号
機

共
用

、
３

号
機

に
設
置

無
線

通
話

装
置

（
注
２

）
【
３

号
機

】
２

台
　
　

　
緊

急
時

対
策
所

：
１

台
　
　

　
移

動
式

放
射
能

測
定

装
置

（
モ

ニ
タ
車

）
：

１
台

－
３
・

４
号
機

共
用

、
３

号
機

に
設
置

衛
星

電
話

衛
星
電

話
（

可
搬
）

【
３

号
機

】
２

台

　
　

　
緊

急
時

対
策
所

：
１

台
（
注
３

）

　
　

　
緊

急
時

対
策
所

：
１

台
（

予
備

）
（
注
３

）

【
３
号

機
】

２
台

　
　
　

緊
急

時
対

策
所

：
１
台

（
注
３

）

　
　
　

緊
急

時
対

策
所

：
１
台

（
予

備
）

（
注
３

）

【
設

計
基
準

事
故

対
処

設
備

】
３
・

４
号
機

共
用

、
３

号
機

に
保
管

【
重

大
事
故

等
対

処
設

備
】

３
・

４
号
機

共
用

、
３

号
機

に
保
管

３
・

４
号
機

共
用

、
３

号
機

に
設
置

電
力

保
安

通
信

用
電

話
設

備
衛

星
保

安
電

話
【
３

号
機

】
３

台
　
　

　
緊

急
時

対
策
所

：
２

台
　
　

　
事

務
所

等
：
１

台
－

社
外

（
社

内
を

含
む

）

加
入

電
話

【
３

号
機

】
約

２
３
台

（
注
４

）

　
　

　
緊

急
時

対
策
所

：
約

５
台

（
注

４
）

　
　

　
中

央
制

御
室
：

約
１

台
（
注
４

）

　
　

　
事

務
所

等
：
約

１
７

台
（
注
４

）

－
３
・

４
号
機

共
用

、
３

号
機

に
設
置

携
帯

電
話

【
３

号
機

】
約

８
３
台

（
注
４

）
－

３
・

４
号
機

共
用

、
３

号
機

に
保
管

３
・

４
号
機

共
用

、
３

号
機

に
設
置

電
力

保
安

通
信

用
電

話
設

備

保
安
電

話
（

固
定
）

（
注
２

）

【
３

号
機

】
約

５
８
０

台
（
注
４

）

　
　

　
中

央
制

御
室
：

約
７

台
（
注
４

）

　
　

　
緊

急
時

対
策
所

：
約

２
台

（
注

４
）

　
　

　
３

号
機

制
御
建

屋
他

：
約

７
５

台
（
注
４

）

　
　

　
４

号
機

制
御
建

屋
他

：
約

４
８

台
（
注
４

）

　
　

　
事

務
所

等
：
約

４
５

０
台

（
注

４
）

－
３
・

４
号
機

共
用

、
３

号
機

に
設
置

３
・

４
号
機

共
用

、
４

号
機

に
設
置

保
安
電

話
（

携
帯
）

（
注
２

）

【
３

号
機

】
約

８
８
０

台
（
注
４

）

　
　

　
中

央
制

御
室
：

約
８

台
（
注
４

）

　
　

　
事

務
所

等
：
約

８
６

８
台

（
注

４
）

－
３
・

４
号
機

共
用

、
３

号
機

に
保
管

（
注
１

）
：
本

文
中

す
べ

て
共

用
の
区

分
は

同
じ

。
（

注
２

）
：
発

電
所

内
及

び
発

電
所
外

と
し

て
使

用
。

（
注
３

）
：
設

計
基

準
事

故
時

及
び
重

大
事

故
等

時
と
も

に
使

用
す

る
。

（
注
４

）
：
台

数
に

つ
い

て
は

、
原
子

力
防

災
訓

練
の
評

価
結

果
、

発
電

所
運
営

等
を

踏
ま

え
見

直
す
こ

と
が

あ
る

。

通
信

設
備

（
発
電

所
外

）

【
３

号
機

】
約

１
９
台

（
注
４

）

　
　

　
緊

急
時

対
策
所

：
２

台
（
注
４

）

　
　

　
中

央
制

御
室
：

約
１

台
（
注
４

）

　
　

　
事

務
所

等
：
約

１
６

台
（
注
４

）

－
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表
9
0－

2
0 

添
付

－
２

（
２
）

－
４
 

工
事

計
画

変
更

許
可

申
請

書
 

添
付
資

料
７
 

  

設
計

基
準

事
故

対
処

設
備

重
大

事
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等
対

処
設

備

【
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計
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準
事
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対

処
設

備
】

３
・

４
号

機
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用
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３
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機
に

設
置

【
重

大
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故
等

対
処

設
備

】
３

・
４

号
機

共
用

、
３

号
機

に
設

置

衛
星
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話
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帯
）
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注
２

）

【
３

号
機

】
３

８
台

　
　

　
緊

急
時

対
策

所
：

２
０

台
（

う
ち

１
１

台
（
注

３
）
）

　
　

　
中

央
制

御
室

：
１

台
　

　
　

移
動

式
放

射
能

測
定

装
置

（
モ

ニ
タ

車
）

：
１

台
　

　
　

事
務

所
等

：
１

６
台

【
３

号
機

】
１

１
台

　
　

　
緊

急
時

対
策

所
：

９
台

（
注

３
）

　
　

　
緊

急
時

対
策

所
：

２
台

（
予

備
）

（
注
３

）

【
設

計
基

準
事

故
対

処
設

備
】

３
・

４
号

機
共

用
、

３
号

機
に

保
管

【
重

大
事

故
等

対
処

設
備

】
３

・
４

号
機

共
用

、
３

号
機

に
保

管

【
３

号
機

】
３

台

　
　

 緊
急

時
対

策
所

：
２

台
（

注
３

）

　
　

 緊
急

時
対

策
所

：
１

台
（

予
備

）
（

注
３

）

【
設

計
基

準
事

故
対

処
設

備
】

３
･
４

号
機

共
用

、
３

号
機

に
設

置

【
重

大
事

故
等

対
処

設
備

】
３

･
４

号
機

共
用

、
３

号
機

に
設

置

（
注

１
）

：
本

文
中

す
べ

て
共

用
の

区
分

は
同

じ
。

（
注

２
）

：
発

電
所

内
及

び
発

電
所

外
と

し
て

使
用

。
（

注
３

）
：

設
計

基
準

事
故

時
及

び
重

大
事

故
等

時
と

も
に

使
用

す
る

。

そ
の

他

【
３

号
機

】
一

式
（

３
･４

号
機

制
御

建
屋

　
３

号
機

計
算

機
室

）

　
　

　
Ｅ

Ｒ
Ｓ

Ｓ
伝

送
サ

ー
バ

用
通

信
機

器
収

納
盤

（
注
３

）

（
緊

急
時

対
策

所
）

　
　

　
緊

急
時

対
策

所
通

信
設

備
収

容
架

（
注
３

）

（
緊

急
時

対
策

所
　

屋
上

）
　

　
　

　
緊

急
時

対
策

所
統

合
原

子
力

防
災

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

用

  
 
  
 
 
 衛

星
ア

ン
テ

ナ
（

注
３

）

【
３

号
機

】
一

式
（

３
･４

号
機

制
御

建
屋

　
３

号
機

計
算

機
室

）

　
　

　
Ｅ

Ｒ
Ｓ

Ｓ
伝

送
サ

ー
バ

用
通

信
機

器
収

納
盤
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注
３

）

（
緊

急
時

対
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所
）

　
　

　
緊

急
時

対
策

所
通

信
設

備
収

容
架

（
注
３

）

（
緊

急
時

対
策

所
　

屋
上

）
　

　
　

緊
急

時
対

策
所

統
合

原
子

力
防

災
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
用

  
  
 
 
衛

星
ア

ン
テ

ナ
（
注
３

）

衛
星

電
話

衛
星

電
話

（
固

定
）

（
注
２

）

【
３

号
機

】
３

台

　
　

 緊
急

時
対

策
所

：
２

台
（
注
３

）

　
　

 緊
急

時
対

策
所

：
１

台
（

予
備

）
（
注
３

）

【
３

号
機

】
１

台

　
　

　
緊

急
時

対
策

所
：

１
台

（
注

３
）

【
設

計
基

準
事

故
対

処
設

備
】

３
・

４
号

機
共

用
、

３
号

機
に

設
置

【
重

大
事

故
等

対
処

設
備

】
３

・
４

号
機

共
用

、
３

号
機

に
設

置

Ｉ
Ｐ

電
話

【
３

号
機

】
９

台

　
　

　
緊

急
時

対
策

所
：

６
台

（
注
３

）

　
　

　
事

務
所

等
：

３
台

【
３

号
機

】
６

台

　
　

　
緊

急
時

対
策

所
：

６
台

（
注

３
）

Ｉ
Ｐ

－
Ｆ

Ａ
Ｘ

【
３

号
機

】
２

台

　
　

　
緊

急
時

対
策

所
：

１
台

（
注
３

）

　
　

　
事

務
所

等
：

１
台

通
信

設
備

（
発

電
所

外
）

所
外

社
外

（
社

内
を

含
む

）

統
合

原
子

力
防

災
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
に

接
続

す
る

通
信

連
絡

設
備

Ｔ
Ｖ

会
議

シ
ス

テ
ム

【
３

号
機

】
２

０
台

　
　

　
緊

急
時

対
策

所
：

５
台

（
注
３

）

　
　

　
中

央
制

御
室

：
５

台
（

う
ち

１
台

（
注
３

）
）

　
　

　
緊

急
時

対
策

所
：

５
台

（
予

備
）

（
注
３

）

　
　

　
中

央
制

御
室

：
５

台
（

予
備

）
（
注

３
）

【
３

号
機

】
１

６
台

　
　

　
緊

急
時

対
策

所
：

５
台

（
注

３
）

　
　

　
中

央
制

御
室

：
１

台
（
注
３

）

　
　

　
緊

急
時

対
策

所
：

５
台

（
予

備
）

（
注
３

）

　
　

　
中

央
制

御
室

：
５

台
（

予
備

）
（
注
３

）

社
外

第
１

表
　

通
信
連

絡
設
備

の
主
要

設
備
一

覧
（
４

／
５
）

通
信

種
別

主
要

設
備

容
量

共
用

の
区

分
（

注
１

）

【
３

号
機

】
５

台

　
　

　
緊

急
時

対
策

所
：

３
台

（
う

ち
１

台
（
注

３
）
）

　
　

　
事

務
所

等
：

２
台

【
３

号
機

】
１

台

　
　

　
緊

急
時

対
策

所
：

１
台

（
注

３
）

緊
急

時
衛

星
通

報
シ

ス
テ

ム
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表
9
0－

2
0 

添
付

－
２

（
２
）

－
５
 

工
事

計
画

変
更

許
可

申
請

書
 

添
付
資

料
７
 

  

設
計
基
準
事

故
対
処
設

備
重
大
事

故
等
対
処
設

備

【
３
号

機
】
一

式
（
３
・

４
号
機
制
御

建
屋
　
３
号

機
計
算
機

室
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急
時
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イ
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デ
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伝
送
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急
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置
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）
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式
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４
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算
機
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）

　
　
緊
急

時
オ
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ラ
イ

ン
デ
ー
タ
伝

送
装
置
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盤
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注
３

）

　
　
緊
急

時
オ
ン
ラ
イ

ン
デ
ー
タ
伝

送
装
置
Ｂ

盤
（

注
３

）
【

設
計
基
準
事

故
対
処
設

備
】

３
･４

号
機
共

用
、
３
号
機

に
設

置

【
重
大
事
故
等

対
処
設
備

】
３

･４
号
機
共

用
、
３
号
機

に
設

置
社

外
安

全
パ
ラ
メ
ー

タ
伝
送
シ
ス

テ
ム

【
３
号

機
】
一

式
（
３
・

４
号
機
制
御

建
屋
　
３
号

機
計
算
機

室
）

　
　
Ｅ

Ｒ
Ｓ
Ｓ
伝
送

サ
ー
バ

盤
（
注
３

）

　
　
Ｅ

Ｒ
Ｓ
Ｓ
伝
送

サ
ー
バ
用
通

信
機
器
収

納
盤

（
注

３
）

（
３
・

４
号
機
制
御

建
屋
　
屋
上

）

　
　
衛

星
ア
ン
テ

ナ
（
注
３

）

【
３
号
機

】
一

式
（
３
・
４

号
機
制
御
建

屋
　
３
号
機

計
算
機
室

）

　
　
Ｅ
Ｒ

Ｓ
Ｓ
伝
送
サ

ー
バ

盤
（
注

３
）

　
　
Ｅ
Ｒ

Ｓ
Ｓ
伝
送
サ

ー
バ
用
通
信

機
器
収
納

盤
（

注
３

）

（
３
・
４

号
機
制
御
建

屋
　
屋
上

）

　
　
衛
星

ア
ン
テ

ナ
（
注
３

）

（
注
１

）
：
本
文
中

す
べ
て
共
用

の
区
分
は

同
じ

。
（
注
２

）
：
発
電
所

内
及
び
発
電

所
外
と
し

て
使
用

。
（
注
３

）
：
設
計
基

準
事
故
時
及

び
重
大
事

故
等
時
と
も

に
使
用
す
る

。

デ
ー

タ
伝
送
設

備
（
発

電
所
外

）
所

外

社
外

（
社
内

を
含

む
）

安
全
パ
ラ
メ
ー

タ
表
示
シ
ス

テ
ム

（
Ｓ

Ｐ
Ｄ
Ｓ

）
（
注

２
）

第
１
表

　
通

信
連
絡

設
備
の

主
要

設
備
一

覧
（
５

／
５

）

通
信

種
別

主
要
設

備
容

量
共

用
の
区

分
（
注
１

）
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1. 上流文書から（設置変更許可申請書）から保安規定への記載方針 
 

設置変更許可申請書（ＤＢ、技術的能力）の記載内容から保安規定に記載すべ

き内容を整理するに当たっては、保安規定変更に係る基本方針を受け、以下の方

針により記載する。 

 

（1）保安規定変更に係る基本方針の内容（抜粋） 

1. はじめに 

設置変更許可申請書で確認された原子炉施設の安全性が、運転段階におい

ても継続して確保されることを担保するために必要な事項を保安規定に要求

事項として規定 

2.2.1  保安規定に記載すべき事項 

保安規定に法令等へ適合することを確認した内容の行為者及び行為内

容を定める 

 

（2）保安規定の記載方針 
（1）項の「保安規定変更に係る基本方針」を受け、具体的には、以下の方針で

記載する。 

① 設置許可本文は、規制要求事項であるため、設置許可本文のうち運用に係る

事項について実施手段も含めて網羅するように保安規定に記載する。 

   ただし、例示や多様性拡張設備等に相当する部分の記載は任意とする。 

② 設置許可の添付書類は、直接の規制要求ではないが、（1）項の基本方針に沿

って、要求事項に適合するための行為内容の部分は保安規定に記載し、実施手

段に相当する部分は必要に応じて 2次文書他に記載する。 

また、2次文書他に記載するものについてはその理由を明確にする。 

③ 保安規定の記載にあっては、保安規定本文には保安規定審査基準にて要求さ

れている内容に応じた記載（行為内容の骨子）とし、具体的な行為内容は、保

安規定添付 2および添付 3に記載する。 

④ 設置許可本文、添付書類の図、表は、法令等へ適合することを確認した内容

の行為者および行為内容に係る部分を保安規定に添付する。 

   ただし、同図、表の内容が保安規定に記載されている場合は任意とする。 
 

（3）その他 
① これまでの審査会合等のコメントのうち、運用に係る事項について、（2）項

の「保安規定の記載方針」に基づき、保安規定および 2次文書に他に記載す

る。 
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2. 保安規定の記載方針フォーマットの説明  
 

項  目 説 明 内 容 

設置変更許可申請書 

【本文】 

○「黒字」により、設置変更許可申請書（本文）の内容を記載す

る。 

○「青字（青下線）」により、保安規定および関連する社内規定文

書（2 次文書）に記載すべき内容を明確にする。 

○「緑字（緑下線）」により、関連する社内規定文書（2次文書）

に記載すべき内容を明確にする。 

○「黄マーカー」により、設置変更許可申請書における変更箇所

を明確にする。 

設置変更許可申請書 

【添付書類】 
○「黒字」により、設置変更許可申請書（添付書類）の内容を記

載する。  

○「青字（青下線）」により、保安規定および関連する社内規定文

書（2 次文書）に記載すべき内容を明確にする。 

○「緑字（緑下線）」により、関連する社内規定文書（2次文書）

に記載すべき内容を明確にする。 

○「黄マーカー」により、設置変更許可申請書における変更箇所

を明確にする。 

原

子

炉

施

設

保

安

規

定 

記載すべき内容 ○「黒字」により、保安規定に記載すべき内容を記載する。 

また、記載に当たっては、文書の体系がわかる範囲で記載す

る。 
○「黒字（青下線）」により、要求事項を実施する行為者を明確に

する。 

記載の考え方 ○保安規定に記載すべき内容の記載の考え方を記載する。 
○社内規定文書（2 次文書）に記載すべき内容の記載の考え方を

記載する。 
○保安規定及び社内規定文書（2 次文書）他に記載しない場合の

考え方を記載する。 

社

内

規

定

文

書 

該当規定文書 ○該当する社内規定文書（2 次文書）を記載する。 
○「（新規）」により、新規に制定した社内規定文書を明確にす

る。 
○「（既存）」により、既存の社内規定文書を改正したものを明確

にする。 

記載内容の概要 ○関連する社内規定文書（2 次文書）の具体的な記載内容を記載

する。 
○「（新規記載）」により、社内規定文書に新規に記載したことを

明確にする。 
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3. 上流文書から（設置変更許可申請書）から保安規定への記載内容 

 
（１／１） 

  上流文書（設置変更許可申請書） 
（１） － 本文五号 － 添付書類八 

 ① 1.10 火山防護に関する基本方針 

 ② 10.2 代替電源設備 

 ③ 10.9 緊急時対策所 

 ④ 10.12 通信連絡設備 

（２） － 本文十号 － 添付書類十 

 ① 5.1      重大事故等対策 

 ② 
5.2     大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突               

その他のテロリズムへの対応における事項 

 ③ 追補 1.18 緊急時対策所の居住性等に関する手順等 

 ④ 追補 1.19 通信連絡に関する手順等 
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上
流

文
書

（
設

置
変
更
許

可
申

請
書
）

か
ら

保
安

規
定

へ
の
記

載
内

容
（
本

文
＋

添
付

書
類

八
）
 

【
1
.
10

火
山

防
護

に
関

す
る

基
本
方
針

】
 

 

 設
置
変
更
許
可
申
請
書
【
本
文
】
 

2
0
1
7.
5
.
2
4 

設
置
変
更
許
可
申
請
書
【
添
付
書
類
】
 

2
0
1
7.
5
.
2
4 

原
子
炉
施
設
保
安
規
定
 

社
内
規
定
文
書
 

記
載
す
べ
き
内
容
 

記
載
の
考
え
方
 

該
当
規
定
文
書
 

記
載
の
考
え
方
 

 
 

 
 

 
 

(
3
)
 
そ

の
他

の
主

要
な

構
造

 
(
ⅰ

)
 
本

原
子

炉
施

設
は

、
(
1
)
 
耐

震
構

造
、

(
2
)
 
耐

津
波

構
造

に
加

え
、

以
下

の
基

本
的

方
針

の
も

と
に

安
全

設
計

を
行

う
。

 
       a
.
 
設

計
基

準
対

象
施

設
 

(
a
-
2
)
 
安

全
施

設
は

、
発

電
所

の
運

用
期

間
中

に
お

い
て

発
電

所
の

安
全

機
能

に
影

響
を

及
ぼ

し
得

る
火

山
事

象
と

し
て

設
定

し
た

最
大

層
厚

1
0
c
m
、

粒
径

1
m
m
以

下
、

密
度

0
.
7
g
/
c
m
3 （

乾
燥

状
態

）
～

1
.
5
g
/
c
m
3

（
湿

潤
状

態
）

の
降

下
火

砕
物

に
対

し
、

そ
の

直
接

的
影

響
で

あ
る

構
造

物
へ

の
静

的
負

荷
に

対
し

て
安

全
裕

度
を

有
す

る
設

計
と

す
る

こ
と

、
水

循
環

系
の

閉
塞

に
対

し
て

狭
隘

部
等

が
閉

塞
し

な
い

設
計

と
す

る
こ

と
、

換
気

系
、

電
気

系
及

び
計

装
制

御
系

に
対

す
る

機
械

的
影

響
（

閉
塞

）
に

対
し

て
降

下
火

砕
物

が
侵

入
し

に
く

い
設

計
と

す
る

こ
と

、
水

循
環

系
の

内
部

に
お

け
る

磨
耗

及
び

換
気

系
、

電
気

系
及

び
計

装
制

御
系

に
対

す
る

機
械

的
影

響
（

磨
耗

）
に

対
し

て
磨

耗
し

に
く

い
設

計
と

す
る

こ
と

、
構

造
物

の
化

学
的

影
響

（
腐

食
）

、
水

循
環

系
の

化
学

的
影

響
（

腐
食

）
及

び
換

気
系

、
電

気
系

及
び

計
装

制
御

系
に

対
す

る
化

学
的

影
響

（
腐

食
）

に
対

し
て

短
期

で
の

腐
食

が
発

生
し

な
い

設
計

と
す

る
こ

と
、

発
電

所
周

辺
の

大
気

汚
染

に
対

し
て

中
央

制
御

室
の

換
気

空
調

系
は

降
下

火
砕

物
が

侵
入

し
に

く
く

、
さ

ら
に

外
気

を
遮

断
で

き
る

設
計

と
す

る
こ

と
、

絶
縁

低
下

に
対

し
て

空
気

を
取

り
込

む
機

構
を

有
す

る
計

装
盤

の
設

置
場

所
の

換
気

空
調

系
は

降
下

火
砕

物
が

侵
入

し
に

く
く

、
さ

ら
に

外
気

を
遮

断
で

き
る

設
計

と
す

る
こ

と
に

よ
り

、
安

全
機

能
を

損
な

う
こ

と
の

な
い

設
計

と
す

る
。

ま
た

、
降

下
火

砕
物

の
間

接
的

影
響

で
あ

る
7
日

間
の

外
部

電
源

喪
失

、
発

電
所

外
で

の
交

通
の

途
絶

に
よ

る
ア

ク
セ

ス
制

限
事

象
に

対
し

、
発

電
所

の
安

全
性

を
維

持
す

る
た

め
に

、
燃

料
貯

蔵
設

備
か

ら
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
へ

の
燃

料
供

給
、

並
び

に
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
に

よ
る

必
要

と
な

る
電

源
の

供
給

が
継

続
で

き
、

安
全

機
能

を
損

な
う

こ
と

の
な

い
設

計
と

す
る

。
 

 

1
.
1
0
 
火

山
防

護
に

関
す

る
基

本
方

針
 

1
.
1
0
.
2
 
手

順
等

 
降

下
火

砕
物

の
降

灰
時

に
お

け
る

手
順

に
つ

い
て

は
、
降

灰
時

の
特

別
点

検
、
除

灰
（

資
機

材
を

含
む

。
）
等

の
対

応
を

適
切

に
実

施
す

る
た

め
、

以
下

に
つ

い
て

定
め

る
。

 
 (
1
)
 
降

灰
が

確
認

さ
れ

た
場

合
に

は
、
建

屋
や

屋
外

の
構

築
物

等
に

長
期

間
降

下
火

砕
物

の
荷

重
を

掛
け

続
け

な
い

こ
と

、
ま

た
降

下
火

砕
物

の
付

着
に

よ
る

腐
食

等
が

生
じ

る
状

況
を

緩
和

す
る

た
め

に
、
防

護
対

象
施

設
等

に
堆

積
し

た
降

下
火

砕
物

の
除

灰
を

実
施

す
る

。
さ

ら
に

、
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
の

燃
料

供
給

に
用

い
る

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
に

つ
い

て
、
状

況
に

応
じ

て
除

灰
を

実
施

す
る

。
 

 (
2
)
 
降

灰
が

確
認

さ
れ

た
場

合
に

は
、
防

護
対

象
施

設
に

対
す

る
特

別
点

検
を

行
い

、
降

下
火

砕
物

の
降

灰
に

よ
る

影
響

が
考

え
ら

れ
る

設
備

等
が

あ
れ

ば
、
状

況
に

応
じ

て
補

修
等

を
行

う
。

 
 (
3
)
 
降

灰
が

確
認

さ
れ

た
場

合
に

は
、
外

気
取

入
口

に
設

置
し

て
い

る
平

型
フ

ィ
ル

タ
、
外

気
取

入
ダ

ン
パ

の
閉

止
、
換

気
空

調
設

備
の

停
止

又
は

閉
回

路
循

環
運

転
に

よ
り

、
建

屋
内

へ
の

降
下

火
砕

物
の

侵
入

を
防

止
す

る
。

 
 

（
以

下
略

）
 

       添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

お
よ

び
自

然
災

害
発

生
時

の
対

応
に

係
る

実
施

基
準

 

（
第

１
８

条
、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
お

よ
び

第
１

８
条

の

３
関

連
）

 

 ３
 
火

山
影

響
等

、
降

雪
、

地
滑

り
発

生
時

 

３
．

４
 
手

順
書

の
整

備
 

(
1
)
 
各

課
（

室
）
長
（

当
直

課
長

を
除

く
。
）
は

、
火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を

行
う

た
め

に
必

要
な

体
制

の
整

備
と

し
て

、
以

下
の

活
動

を
実

施
す

る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定
め

る
。

 

  
 

ｈ
．

緊
急

時
対

策
所

の
居

住
性

確
保

に
関

す
る

対
策

 

火
山

影
響

等
発

生
時

に
お

い
て

、
緊

急
時

対
策

所
入

口
扉

を
開

放
す

る
こ

と
に

よ
り

緊
急

時
対

策
所

の
居

住
性

を
確

保
す

る
。

 

(
a
)
 
緊

急
時

対
策

所
の

居
住

性
確

保
 

各
課
（

室
）
長

は
、
緊

急
時

対
策

所
入

口
扉

の
開

放
に

よ
り

居
住

性
を

確

保
し

、
降

下
火

砕
物

の
侵

入
を

防
止

す
る

た
め

、
入

口
扉
（

２
箇

所
）
に

仮

設
フ

ィ
ル

タ
を

取
り

付
け

る
。
仮

設
フ

ィ
ル

タ
取

り
付

け
後

は
、
緊

急
時

対

策
所

内
の

酸
素

濃
度

お
よ

び
二

酸
化

炭
素

濃
度

の
監

視
を

行
う

。
 

 

火
山

影
響
等

発
生
時

の
対
策

に
お
け
る
主

な
作
業
 

作
業
手

順
N
o 

対
応

手
段
 

要
員
 

要
員

数
 

想
定

時
間
 

ｅ
(
a)
 

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

へ
の

改
良

型
フ

ィ
ル

タ
取

付
 

緊
急

安
全

対
策
要

員
 

6
 

5
0
分
 

ｅ
(
b)
 

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

改
良

型
フ

ィ
ル

タ
の

フ
ィ

ル
タ

取
替
 

緊
急

安
全

対
策
要

員
 

8
 

2
0
分
 

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

改
良

型
フ

ィ
ル

タ
の

フ
ィ

ル
タ

清
掃

※
１
 

緊
急

安
全

対
策
要

員
 

4
 

8
0
分
 

ｇ
(
a)
 

ｉ
(
a)
 

蒸
気

発
生

器
補
給

用
仮
設

中
圧
ポ

ン
プ
（
電

動
）

の
準

備
作

業
 

電
源

車
の

準
備
作

業
 

（
電

源
車

の
移
動

）
 

緊
急

安
全

対
策
要

員
 

2
 

2
5
分
 

蒸
気

発
生

器
補
給

用
仮
設

中
圧
ポ

ン
プ
（
電

動
）

の
準

備
作

業
 

電
源

車
の

準
備
作

業
※
２
 

（
給

電
用

ケ
ー
ブ

ル
敷
設

）
 

緊
急

安
全

対
策
要

員
 

2
 

3
5
分
 

ｇ
(
a)
 

蒸
気

発
生

器
補
給

用
仮
設

中
圧
ポ

ン
プ
（
電

動
）

の
準

備
作

業
 

（
ホ

ー
ス

接
続
・

系
統
構

成
）
 

緊
急

安
全

対
策
要

員
 

5
 

1
1
0
分
 

ｇ
(
b)
 

ｉ
(
b)
 

蒸
気

発
生

器
補
給

用
仮
設

中
圧
ポ

ン
プ
（
電

動
）

を
用

い
た
炉

心
冷

却
 

電
源

車
か

ら
の
給

電
開

始
 

（
給

電
用

ケ
ー
ブ

ル
接
続

）
 

緊
急

安
全

対
策
要

員
 

2
 

2
0
分
 

蒸
気

発
生

器
補
給

用
仮
設

中
圧
ポ

ン
プ
（
電

動
）

を
用

い
た
炉

心
冷

却
 

電
源

車
か

ら
の
給

電
開

始
 

（
不

要
負

荷
切
り

離
し
・

受
電
操

作
）
 

運
転

員
等
 

(
中
央

制
御
室

、
現
場

) 
3
 

3
5
分
 

ｈ
(
a)
 

緊
急

時
対

策
所
の

居
住
性

確
保
（
仮

設
フ
ィ

ル
タ

取
付

）
 

緊
急

安
全

対
策
要

員
 

2
 

(
３
号

炉
お
よ

び
４

号
炉

合
計

) 

5
0
分
 

                    ・
設

計
層

厚
1
0
c
m
、
降

下
火

砕
物

密
度

1
.
2
1
g
/
c
m
3
、
降

灰
時

間
2
4
時

間
及

び
粒

径
割

合
等

の
入

力
条

件

に
基

づ
き

、
気

中
降

下
火

砕
物

濃
度

1
.
4
4
g
/
m
3
を

算

出
設

定
し

、
そ

の
降

下
火

砕
物

へ
の

対
策

の
一

つ

と
し

て
緊

急
時

対
策

所

の
居

住
性

確
保

に
関

す

る
対

策
を

運
用

事
項

と

し
て

記
載

す
る

。
 

                    ・
一

般
防

災
業

務
所

達
 

                    ・
緊

急
時

対
策

所
入

口
扉

（
２

箇
所

）

に
仮

設
フ

ィ
ル

タ
を

取
り

付
け

並
び

に
、

緊
急

時
対

策
所

内
の

酸
素

濃
度

及
び

二
酸

化
炭

素
濃

度
の

監
視

を
行

う
こ

と
を

記
載

す
る

。
 

・
緊

急
時

対
策

所
入

口
扉

に
取

り
付

け

る
仮

設
フ

ィ
ル

タ
に

つ
い

て
は

、
資

機
材

と
し

て
管

理
す

る
こ

と
を

記
載

す
る

。
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上
流

文
書

（
設

置
変
更
許

可
申

請
書
）

か
ら

保
安

規
定

へ
の
記

載
内

容
（
本

文
＋

添
付

書
類

八
）
 

【
1
.
10

火
山

防
護

に
関

す
る

基
本
方
針

】
 

 

 設
置
変
更
許
可
申
請
書
【
本
文
】
 

2
0
1
7.
5
.
2
4 

設
置
変
更
許
可
申
請
書
【
添
付
書
類
】
 

2
0
1
7.
5
.
2
4 

原
子
炉
施
設
保
安
規
定
 

社
内
規
定
文
書
 

記
載
す
べ
き
内
容
 

記
載
の
考
え
方
 

該
当
規
定
文
書
 

記
載
の
考
え
方
 

ｊ
(
a)
 

軽
油

ド
ラ

ム
缶
の

建
屋
近

傍
へ
の

移
動
 

緊
急

安
全

対
策
要

員
 

6
 

(
３
号

炉
お
よ

び
４

号
炉

合
計

) 

5
0
分
 

ｋ
(
a)
 

消
火

水
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
タ

ン
ク

か
ら

復
水

ピ
ッ

ト
へ

の
補
給

準
備
 

緊
急

安
全

対
策
要

員
 

1
 

(
３
号

炉
お
よ

び
４

号
炉

合
計

) 

3
0
分
 

ｋ
(
b)
 

消
火

水
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
タ

ン
ク

か
ら

復
水

ピ
ッ

ト
へ

の
補

給
 

緊
急

安
全

対
策
要

員
 

3
 

(
３
号

炉
お
よ

び
４

号
炉

合
計

) 

7
5
分
 

運
転

員
等
 

(
中
央

制
御
室

) 

1
 

(
３
号

炉
お
よ

び
４

号
炉

合
計

) 

※
１

：
１

班
４

名
で

２
班

が
交

代
し

て
実

施
す

る
。

 

※
２

：
可

搬
式

排
気

フ
ァ

ン
お

よ
び

仮
設

ダ
ク

ト
等

設
置

作
業

は
、
1
箇

所
あ

た
り

上
表

と
は

別
に

緊
急

安
全

対
策

要
員

4
名

が
6
0
分

以

内
で

実
施

す
る

。
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上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
＋

添
付
書
類

八
）
 

【
10
.2

代
替
電
源

設
備
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】
 

2
0
17
.
5.
2
4 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
添

付
書
類
】
 

2
0
17
.
5.
2
4 

原
子

炉
施
設

保
安
規
定
 

社
内

規
定
文
書
 

記
載

す
べ
き

内
容
 

記
載

の
考
え
方
 

該
当

規
定
文
書
 

記
載

内
容
の

概
要
 

（
2
）

非
常

用
電

源
設

備
の

構
造

 
(
ⅳ

)
 
代

替
電

源
設

備
 

設
計

基
準

事
故

対
処

設
備

の
電

源
が

喪
失

し
た

こ
と

に
よ

り
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
、

炉
心

の
著

し
い

損
傷

、
原

子
炉

格
納

容
器

の
破

損
、

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

内
燃

料
体

等
の

著
し

い
損

傷
及

び
運

転
停

止
中

原
子

炉
内

燃
料

体
の

著
し

い
損

傷
を

防
止

す
る

た
め

、
必

要
な

電
力

を
確

保
す

る
た

め
に

必
要

な
重

大
事

故
等

対
処

設
備

を
設

置
及

び
保

管
す

る
。

 

1
0
.
2
 
代

替
電

源
設

備
 

1
0
.
2
.
1
 
概

要
 

設
計

基
準

事
故

対
処

設
備

の
電

源
が

喪
失

し
た

こ
と

に
よ

り
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
、

炉
心

の
著

し
い

損
傷

、
原

子
炉

格
納

容
器

の
破

損
、

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

内
燃

料
体

等
の

著
し

い
損

傷
及

び
運

転
停

止
中

原
子

炉
内

燃
料

体
の

著
し

い
損

傷
を

防
止

す
る

た
め

、
必

要
な

電
力

を
確

保
す

る
た

め
に

必
要

な
重

大
事

故
等

対
処

設
備

を
設

置
及

び
保

管
す

る
。

 
代

替
電

源
設

備
の

概
略

系
統

図
を

第
1
0
.
2
.
1
図

か
ら

第
1
0
.
2
.
7
図

に
示

す
。

 

 
 

 
 

 重
大

事
故

等
の

対
応

に
必

要
な

電
力

を
供

給
す

る
た

め
の

設
備

と
し

て
以

下
の

代
替

電
源

設
備

、
号

機
間

電
力

融
通

ケ
ー

ブ
ル

、
所

内
常

設
蓄

電
式

直
流

電
源

設
備

、
可

搬
型

直
流

電
源

設
備

及
び

代
替

所
内

電
気

設
備

を
設

け
る

。
 

設
計

基
準

事
故

対
処

設
備

の
電

源
が

喪
失

（
全

交
流

動
力

電
源

喪
失

）
し

た
場

合
に

、
重

大
事

故
等

時
に

想
定

さ
れ

る
事

故
シ

ー
ケ

ン
ス

の
う

ち
最

大
負

荷
と

な
る

「
外

部
電

源
喪

失
時

に
非

常
用

所
内

交
流

電
源

が
喪

失
し

、
原

子
炉

補
機

冷
却

機
能

の
喪

失
及

び
Ｒ

Ｃ
Ｐ

シ
ー

ル
Ｌ

Ｏ
Ｃ

Ａ
が

発
生

す
る

事
故

」
時

に
必

要
な

交
流

負
荷

へ
電

力
を

供
給

す
る

常
設

代
替

電
源

設
備

と
し

て
、

空
冷

式
非

常
用

発
電

装
置

を
使

用
す

る
。

 
空

冷
式

非
常

用
発

電
装

置
は

、
中

央
制

御
室

の
操

作
に

て
速

や
か

に
起

動
し

、
非

常
用

高
圧

母
線

へ
接

続
す

る
こ

と
で

電
力

を
供

給
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 
 空

冷
式

非
常

用
発

電
装

置
は

、
３

号
炉

及
び

４
号

炉
の

燃
料

油
貯

蔵
タ

ン
ク

又
は

重
油

タ
ン

ク
よ

り
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
ー

を
用

い
て

燃
料

を
補

給
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 
          設

計
基

準
事

故
対

処
設

備
の

電
源

が
喪

失
（

全
交

流
動

力
電

源
喪

失
）

し
た

場
合

に
、

重
大

事
故

等
の

対
応

に
最

低
限

必
要

な
設

備
に

電
力

を
供

給
す

る
可

搬
型

代
替

電
源

設
備

と
し

て
電

源
車

を
使

用
す

る
。

 
 電

源
車

は
、

非
常

用
高

圧
母

線
へ

接
続

す
る

こ
と

で
電

力
を

供
給

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

電
源

車
は

、
３

号
炉

及
び

４
号

炉
の

燃
料

油
貯

蔵
タ

ン
ク

又
は

重
油

タ
ン

ク
よ

り
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
ー

を
用

い
て

燃
料

を
補

給
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 
設

計
基

準
事

故
対

処
設

備
の

電
源

が
喪

失
（

全
交

流
動

力
電

源
喪

失
）

し
た

場
合

に
、

重
大

事
故

等
の

対
応

に
必

要
な

設
備

に
電

力
を

供
給

す
る

た
め

、
号

1
0
.
2
.
2
 
設

計
方

針
 

重
大

事
故

等
の

対
応

に
必

要
な

電
力

を
供

給
す

る
た

め
の

設
備

と
し

て
以

下
の

代
替

電
源

設
備

、
号

機
間

電
力

融
通

ケ
ー

ブ
ル

、
所

内
常

設
蓄

電
式

直
流

電
源

設
備

、
可

搬
型

直
流

電
源

設
備

及
び

代
替

所
内

電
気

設
備

を
設

け
る

。
 

設
計

基
準

事
故

対
処

設
備

の
電

源
が

喪
失

（
全

交
流

動
力

電
源

喪
失

）
し

た
場

合
に

、
重

大
事

故
等

時
に

想
定

さ
れ

る
事

故
シ

ー
ケ

ン
ス

の
う

ち
最

大
負

荷
と

な
る

「
外

部
電

源
喪

失
時

に
非

常
用

所
内

交
流

電
源

が
喪

失
し

、
原

子
炉

補
機

冷
却

機
能

の
喪

失
及

び
Ｒ

Ｃ
Ｐ

シ
ー

ル
Ｌ

Ｏ
Ｃ

Ａ
が

発
生

す
る

事
故

」
時

に
必

要
な

交
流

負
荷

へ
電

力
を

供
給

す
る

常
設

代
替

電
源

設
備

と
し

て
、

空
冷

式
非

常
用

発
電

装
置

を
使

用
す

る
。

 
空

冷
式

非
常

用
発

電
装

置
は

、
中

央
制

御
室

の
操

作
に

て
速

や
か

に
起

動
し

、
非

常
用

高
圧

母
線

へ
接

続
す

る
こ

と
で

電
力

を
供

給
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 
空

冷
式

非
常

用
発

電
装

置
は

、
燃

料
油

貯
蔵

タ
ン

ク
又

は
重

油
タ

ン
ク

よ
り

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

ー
を

用
い

て
燃

料
を

補
給

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

燃
料

油
貯

蔵
タ

ン
ク

及
び

重
油

タ
ン

ク
は

、
重

大
事

故
等

時
に

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

ー
を

用
い

て
燃

料
補

給
を

行
う

場
合

の
み

３
号

炉
及

び
４

号
炉

共
用

と
す

る
。

 
具

体
的

な
設

備
は

、
以

下
の

と
お

り
と

す
る

。
 

・
空

冷
式

非
常

用
発

電
装

置
 

・
燃

料
油

貯
蔵

タ
ン

ク
（

重
大

事
故

等
時

の
み

３
号

及
び

４
号

炉
共

用
）

 
・
重

油
タ

ン
ク
（

重
大

事
故

等
時

の
み

３
号

及
び

４
号

炉
共

用
）

 
・
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
ー
（

３
号

及
び

４
号

炉
共

用
） 

設
計

基
準

事
故

対
処

設
備

の
電

源
が

喪
失

（
全

交
流

動
力

電
源

喪
失

）
し

た
場

合
に

、
重

大
事

故
等

の
対

応
に

最
低

限
必

要
な

設
備

に
電

力
を

供
給

す
る

可
搬

型
代

替
電

源
設

備
と

し
て

電
源

車
を

使
用

す
る

。
 

電
源

車
は

、
非

常
用

高
圧

母
線

へ
接

続
す

る
こ

と
で

電
力

を
供

給
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 
電

源
車

は
、

燃
料

油
貯

蔵
タ

ン
ク

又
は

重
油

タ
ン

ク
よ

り
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
ー

を
用

い
て

燃
料

を
補

給
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 
燃

料
油

貯
蔵

タ
ン

ク
及

び
重

油
タ

ン
ク

は
、

重
大

事
故

等
時

に
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
ー

を
用

い
て

燃
料

補
給

を
行

う
場

合
の

み
３

号
炉

及
び

４
号

炉
共

用

 添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、

火
山

影
響

等
お

よ
び

自
然

災

害
発

生
時

の
対

応
に

係
る

実
施

基
準

 

（
第

１
８

条
、

第
１

８
条

の
２

、
第

１
８

条
の

２
の

２
お

よ

び
第

１
８

条
の

３
関

連
）

 

 ３
 
火

山
影

響
等

、
降

雪
、

地
滑

り
発

生
時

 

３
．

４
 
手

順
書

の
整

備
 

(
1
)
 
各

課
（

室
）

長
（

当
直

課
長

を
除

く
。

）
は

、
火

山
影

響
等

、
降

雪
お

よ
び

地
滑

り
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制

の
整

備
と

し
て

、
以

下
の

活
動

を
実

施
す

る
こ

と
を

社
内

標
準

に
定

め
る

。
 

（
中

略
）

 

ｉ
．

通
信

連
絡

設
備

に
関

す
る

対
策

 

火
山

影
響

等
発

生
時

に
お

け
る

通
信

連
絡

に
つ

い
て

、

降
下

火
砕

物
の

影
響

を
受

け
な

い
有

線
系

の
設

備
を

複
数

手
段

確
保

す
る

こ
と

に
よ

り
機

能
を

確
保

す
る

。
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
の

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
に

お
い

て
は

、
３

号
お

よ
び

４
号

炉
タ

ー
ビ

ン
建

屋
内

に
配

置
し

た
電

源
車

か
ら

給
電

す
る

。
 

 

(
a
)
 
電

源
車

の
準

備
作

業
 

各
課
（

室
）
長

は
、
電

源
車

を
降

下
火

砕
物

の
影

響
を

受
け

る
こ

と
の

な
い

３
号

お
よ

び
４

号
炉

タ
ー

ビ
ン

建

屋
内

へ
移

動
し

準
備

作
業

を
行

う
。

 

（
中

略
）

 

 

(
b
)
 
電

源
車

か
ら

の
給

電
開

始
 

緊
急

時
対

策
本

部
お

よ
び

当
直

課
長

は
、
電

源
車

か
ら

の
給

電
準

備
を

行
っ

た
の

ち
給

電
を

開
始

す
る

。
 

ア
．

手
順

着
手

の
判

断
基

準
 

電
源

車
に

よ
る

給
電

開
始

は
、
火

山
影

響
等

発
生

時
に

お
い

て
外

部
電

源
喪

失
が

発
生

し
、
３

号
炉

ま
た

は
４

号

炉
の

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

全
台

が
機

能
喪

失
し

た
場

合
 

      

                          ・
通

信
連

絡
設

備
へ

の
給

電
に

必

要
な

運
用

事
項

を
記

載
す

る
。
 

                          ・
一

般
防

災
業

務
所

達
 

                             ・
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
の

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
に

お
い

て
は

、
３

号
お

よ
び

４

号
炉

タ
ー

ビ
ン

建
屋

内
に

電
源

車
を

移

動
し

準
備

作
業

を
行

い
、

電
源

車
か

ら

給
電

を
行

う
こ

と
を

記
載

す
る

。
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上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
＋

添
付
書
類

八
）
 

【
10
.2

代
替
電
源

設
備
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】
 

2
0
17
.
5.
2
4 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
添

付
書
類
】
 

2
0
17
.
5.
2
4 

原
子

炉
施
設

保
安
規
定
 

社
内

規
定
文
書
 

記
載

す
べ
き

内
容
 

記
載

の
考
え
方
 

該
当

規
定
文
書
 

記
載

内
容
の

概
要
 

機
間

電
力

融
通

恒
設

ケ
ー

ブ
ル

又
は

号
機

間
電

力
融

通
予

備
ケ

ー
ブ

ル
を

使
用

す
る

。
 

号
機

間
電

力
融

通
恒

設
ケ

ー
ブ

ル
は

、
あ

ら
か

じ
め

敷
設

し
、

手
動

で
非

常
用

高
圧

母
線

へ
接

続
す

る
こ

と
で

他
号

炉
（

３
号

炉
及

び
４

号
炉

の
う

ち
自

号
炉

を
除

く
。

）
の

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

（
燃

料
油

貯
蔵

タ
ン

ク
及

び
重

油
タ

ン
ク

を
含

む
。

）
か

ら
電

力
融

通
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 
号

機
間

電
力

融
通

予
備

ケ
ー

ブ
ル

は
、

号
機

間
電

力
融

通
恒

設
ケ

ー
ブ

ル
が

使
用

で
き

な
い

場
合

に
、

手
動

で
非

常
用

高
圧

母
線

へ
接

続
す

る
こ

と
で

他
号

炉
（

３
号

炉
及

び
４

号
炉

の
う

ち
自

号
炉

を
除

く
。
）

の
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
（

燃
料

油
貯

蔵
タ

ン
ク

及
び

重
油

タ
ン

ク
を

含
む

。
）

か
ら

電
力

融
通

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

（
燃

料
油

貯
蔵

タ
ン

ク
及

び
重

油
タ

ン
ク

を
含

む
。

）
は

、
重

大
事

故
等

時
に

号
機

間
電

力
融

通
を

行
う

場
合

の
み

３
号

炉
及

び
４

号
炉

共
用

と
す

る
。

 
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
は

、
３

号
炉

及
び

４
号

炉
の

燃
料

油
貯

蔵
タ

ン
ク

よ
り

燃
料

を
補

給
で

き
る

他
、

３
号

炉
及

び
４

号
炉

の
重

油
タ

ン
ク

よ
り

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

ー
を

用
い

て
燃

料
を

補
給

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

燃
料

油
貯

蔵
タ

ン
ク

及
び

重
油

タ
ン

ク
は

、
重

大
事

故
等

時
に

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

ー
を

用
い

て
燃

料
補

給
を

行
う

場
合

の
み

３
号

炉
及

び
４

号
炉

共
用

と
す

る
。

 
 

（
以

下
略

）
 

と
す

る
。

 
具

体
的

な
設

備
は

、
以

下
の

と
お

り
と

す
る

。
 

・
電

源
車

 
・
燃

料
油

貯
蔵

タ
ン

ク
（

重
大

事
故

等
時

の
み

３
号

及
び

４
号

炉
共

用
）

 
・
重

油
タ

ン
ク
（

重
大

事
故

等
時

の
み

３
号

及
び

４
号

炉
共

用
）

 
・
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
ー
（

３
号

及
び

４
号

炉
共

用
） 

                     
（

以
下

略
）
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上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
五
号

 ＋
 添

付
書
類

八
）

 
【
1
0
.9

緊
急

時
対

策
所
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請

書
【
添

付
書
類
】

 
20

19
.1

2.
11

 
原

子
炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
五

、
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

位

置
、

構
造

及
び

設
備

 

 ヌ
.
 
そ

の
他

発
電

用
原

子
炉

の
附

属
施

設

の
構

造
及

び
設

備
 

Ａ
.
 
３

号
炉

 

(
3
)
 
そ

の
他

の
主

要
な

事
項

 

(
ⅵ

)
 
緊

急
時

対
策

所
 

１
次

冷
却

系
統

に
係

る
原

子
炉

施
設

の
損

壊
そ

の
他

の
異

常
が

発
生

し
た

場
合

に
適

切

な
措

置
を

と
る

た
め

、
緊

急
時

対
策

所
を

３
号

炉
及

び
４

号
炉

中
央

制
御

室
以

外
の

場
所

と

し
て

緊
急

時
対

策
所

建
屋

内
に

設
置

す
る

。
 

緊
急

時
対

策
所

は
、

重
大

事
故

等
が

発
生

し

た
場

合
に

お
い

て
も

当
該

重
大

事
故

等
に

対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
指

示
を

行
う

要
員

が

と
ど

ま
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
適

切
な

措
置

を
講

じ
た

設
計

と
す

る
と

と
も

に
、

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

情
報

を
把

握

で
き

る
設

備
及

び
発

電
所

内
外

の
通

信
連

絡

を
す

る
必

要
の

あ
る

場
所

と
通

信
連

絡
を

行

う
た

め
に

必
要

な
設

備
を

設
置

又
は

保
管

す

る
設

計
と

す
る

。
ま

た
、

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

数
の

要
員

を
収

容
で

き

る
設

計
と

す
る

。
 

 緊
急

時
対

策
所

は
、

異
常

等
に

対
処

す
る

た

め
に

必
要

な
指

示
を

行
う

た
め

の
要

員
等

を

収
容

で
き

る
設

計
と

す
る

。
ま

た
、

異
常

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

情
報

を
中

央
制

御

室
内

の
運

転
員

を
介

さ
ず

に
正

確
か

つ
速

や

か
に

把
握

で
き

る
設

備
と

し
て

、
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

表
示

シ
ス

テ
ム

（
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
）

、
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

伝
送

シ
ス

テ
ム

及
び

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

表

示
装

置
を

設
置

す
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

、
発

電
所

内
の

関
係

要
員

へ
の

指
示

及
び

発
電

所

外
関

係
箇

所
と

の
通

信
連

絡
を

行
う

た
め

に

必
要

な
設

備
と

し
て

、
衛

星
電

話
、

緊
急

時
衛

星
通

報
シ

ス
テ

ム
、

携
行

型
通

話
装

置
、

統
合

原
子

力
防

災
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
に

接
続

す
る

通

信
連

絡
設

備
、

運
転

指
令

設
備

、
電

力
保

安
通

信
用

電
話

設
備

、
加

入
電

話
、

加
入

フ
ァ

ク
シ

ミ
リ

、
無

線
通

話
装

置
及

び
社

内
Ｔ

Ｖ
会

議
シ

ス
テ

ム
を

設
置

又
は

保
管

す
る

設
計

と
す

る
。

 

        

    1
0
.
 
そ

の
他

発
電

用
原

子
炉

の
附

属
施

設
 

1
0
.
9
 
緊

急
時

対
策

所
 

1
0
.
9
.
1
 
通

常
運

転
時

等
 

1
0
.
9
.
1
.
1
 
概

要
 

１
次

冷
却

系
統

に
係

る
原

子
炉

施
設

の
損

壊

そ
の

他
の

異
常

が
発

生
し

た
場

合
に

適
切

な

措
置

を
と

る
た

め
、
緊

急
時

対
策

所
を

３
号

炉

及
び

４
号

炉
中

央
制

御
室

以
外

の
場

所
と

し

て
緊

急
時

対
策

所
建

屋
内

に
設

置
す

る
。

 

緊
急

時
対

策
所

は
、

異
常

等
に

対
処

す
る

た

め
に

必
要

な
指

示
を

行
う

た
め

の
要

員
等

を

収
容

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

          

緊
急

時
対

策
所

は
、
異

常
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
指

示
を

行
う

た
め

の
要

員
等

を

収
容

で
き

る
設

計
と

す
る

。
ま

た
、
異

常
等

に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

情
報

を
中

央
制

御

室
内

の
運

転
員

を
介

さ
ず

に
正

確
か

つ
速

や

か
に

把
握

で
き

る
設

備
と

し
て

、
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

表
示

シ
ス

テ
ム
（

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

）
、
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

伝
送

シ
ス

テ
ム

及
び

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

表

示
装

置
を

設
置

す
る

設
計

と
す

る
。
ま

た
、
発

電
所

内
の

関
係

要
員

へ
の

指
示

及
び

発
電

所

外
関

係
箇

所
と

の
通

信
連

絡
を

行
う

た
め

に

必
要

な
設

備
と

し
て

、
衛

星
電

話
、
緊

急
時

衛

星
通

報
シ

ス
テ

ム
、
携

行
型

通
話

装
置

、
統

合

原
子

力
防

災
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
に

接
続

す
る

通

信
連

絡
設

備
、
運

転
指

令
設

備
、
電

力
保

安
通

信
用

電
話

設
備

、
加

入
電

話
、
加

入
フ

ァ
ク

シ

ミ
リ

、
無

線
通

話
装

置
及

び
社

内
Ｔ

Ｖ
会

議
シ

ス
テ

ム
を

設
置

又
は

保
管

す
る

設
計

と
す

る
。
 

  

ま
た

、
室

内
の

酸
素

濃
度

及
び

二
酸

化
炭

素

濃
度

が
活

動
に

支
障

が
な

い
範

囲
に

あ
る

こ

と
を

把
握

で
き

る
よ

う
、
酸

素
濃

度
計

及
び

二

酸
化

炭
素

濃
度

計
を

保
管

す
る

。
 

  

                          （
資

機
材

等
の

整
備

）
 

第
１

８
条

の
４

 
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

に

つ
い

て
、
各

課
（

室
）
長

は
、
次

の
各

号
の

資
機

材
等

を
整

備
す

る
。

 

(
1
)
 
所

長
室

長
お

よ
び

電
気

保
修

課
長

は
、

設
計

基
準

事
故

が
発

生
し

た
場

合
に

用
い

る
標

識
を

設
置

し
た

安
全

避
難

通
路

な
ら

び
に

避
難

用
お

よ
び

事
故

対
策

用
照

明
を

整
備

す
る

と
と

も
に

、
作

業
用

照
明

設
置

箇
所

以
外

で
現

場
作

業
が

必
要

に
な

っ
た

場
合

等
に

使
用

す
る

可
搬

型
照

明
を

配
備

す
る

。
 

(
2
)
 
所

長
室

長
、

発
電

室
長

、
電

気
保

修
課

長
、

計
装

保
修

課
長

お
よ

び
放

射
線

管
理

課
長

は
、

設
計

基
準

事
故

が
発

生
し

た
場

合
に

用
い

る
警

報
装

置
お

よ
び

通
信

連
絡

設
備

を
整

備

し
、

警
報

装
置

お
よ

び
通

信
連

絡
設

備
の

操
作

に
関

す
る

手
順

な
ら

び
に

専
用

通
信

回
線

お
よ

び
デ

ー
タ

伝
送

設
備

の
異

常
時

の
対

応
に

関
す

る
手

順
を

定
め

る
。

 

 

    ・
必

要
な

保
有

数
は

第
9
0
条

に
て

整
理

 

                     ・
基

本
設

計
で

前
提

と
し

た
運

転
管

理
事

項
に

つ
い

て
は

保
安

規
定

に
記

載
す

る
。
 

（
必

要
な

保
有

数
は

第
9
0
条

に
て

整
理

）
 

・
実

施
手

段
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
２

次
文

書

他
に

記
載

す
る

。
 

               ・
基

本
設

計
で

前
提

と
し

た
運

転
管

理
事

項
に

つ
い

て
は

保
安

規
定

に
記

載
す

る
。
 

（
必

要
な

保
有

数
は

第
9
0
条

に
て

整
理

）
 

 

    ・
運

転
管

理
通

達
 

・
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

（
以

下
、

「
Ｓ

Ａ
所

達
」

と
い

う
。

）
 

                  ・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

                   ・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

                          安
全

パ
ラ

メ
ー

タ
表

示
シ

ス
テ

ム
（

Ｓ
Ｐ

Ｄ

Ｓ
）
、
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

伝
送

シ
ス

テ
ム

及

び
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
表

示
装

置
を

設
置

す
る

設
計

と
す

る
。
ま

た
、
発

電
所

内
の

関
係

要
員

へ

の
指

示
及

び
発

電
所

外
関

係
箇

所
と

の
通

信
連

絡
を

行
う

た
め

に
必

要
な

設
備

と
し

て
、
衛

星
電

話
、
緊

急
時

衛
星

通
報

シ
ス

テ

ム
、
携

行
型

通
話

装
置

、
統

合
原

子
力

防
災

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

に
接

続
す

る
通

信
連

絡
設

備
、
運

転
指

令
設

備
、
電

力
保

安
通

信
用

電

話
設

備
、
加

入
電

話
、
加

入
フ

ァ
ク

シ
ミ

リ
、

無
線

通
話

装
置

及
び

社
内

Ｔ
Ｖ

会
議

シ
ス

テ
ム

を
設

置
又

は
保

管
す

る
こ

と
を

記
載

。
 

         酸
素

濃
度

計
及

び
二

酸
化

炭
素

濃
度

計
を

保
管

す
る

こ
と

を
記

載
。
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上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
五
号

 ＋
 添

付
書
類

八
）

 
【
1
0
.9

緊
急

時
対

策
所
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請

書
【
添

付
書
類
】

 
20

19
.1

2.
11

 
原

子
炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
                                               

1
0
.
9
.
1
.
2
 
設

計
方

針
 

緊
急

時
対

策
所

は
以

下
の

と
お

り
の

設
計

と

す
る

。
 

(
1
)
 
１

次
冷

却
系

統
に

係
る

原
子

炉
施

設
の

損
壊

そ
の

他
の

異
常

が
発

生
し

た
場

合
に

適

切
な

措
置

を
と

る
た

め
に

必
要

な
指

示
を

行

う
要

員
等

を
収

容
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 

(
2
)
 
１

次
冷

却
系

統
に

係
る

原
子

炉
施

設
の

損
壊

そ
の

他
の

異
常

に
対

処
す

る
た

め
に

必

要
な

指
示

が
で

き
る

よ
う

、
異

常
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
情

報
を

把
握

で
き

る
設

備

を
設

置
す

る
設

計
と

す
る

。
 

(
3
)
 
発

電
所

内
外

の
通

信
連

絡
を

す
る

必
要

の
あ

る
場

所
と

通
信

連
絡

を
行

う
た

め
に

必

要
な

設
備

を
設

置
す

る
設

計
と

す
る

。
 

(
4
)
 
室

内
の

酸
素

濃
度

及
び

二
酸

化
炭

素
濃

度
が

活
動

に
支

障
が

な
い

範
囲

に
あ

る
こ

と

を
把

握
で

き
る

よ
う

、
酸

素
濃

度
計

及
び

二
酸

化
炭

素
濃

度
計

を
保

管
す

る
設

計
と

す
る

。
 

 1
0
.
9
.
1
.
3
 
主

要
設

備
 

緊
急

時
対

策
所

の
主

要
設

備
は

以
下

の
と

お

り
と

す
る

。
 

(
1
)
 
緊

急
時

対
策

所
（

３
号

及
び

４
号

炉
共

用
）

 

異
常

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

指
示

を

行
う

要
員

等
を

収
容

で
き

る
よ

う
、
緊

急
時

対

策
所

を
設

置
す

る
。

 

(
2
)
 
情

報
収

集
設

備
（

３
号

及
び

４
号

炉
共

用
）

 

中
央

制
御

室
内

の
運

転
員

を
介

さ
ず

に
異

常

状
態

等
を

正
確

か
つ

速
や

か
に

把
握

す
る

た

め
、
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

表
示

シ
ス

テ
ム
（

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

）
、
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

伝
送

シ
ス

テ
ム

及

び
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
表

示
装

置
を

設
置

す
る

。
 

(
3
)
 
通

信
連

絡
設

備
（

３
号

及
び

４
号

炉
共

用
）

（
1
0
.
1
2
 
通

信
連

絡
設

備
）

 

発
電

所
内

の
関

係
要

員
へ

の
指

示
並

び
に

発

電
所

外
関

係
箇

所
と

の
通

信
連

絡
を

行
う

こ

と
が

で
き

る
通

信
連

絡
設

備
を

設
置

又
は

保

管
す

る
。

 

(
4
)
 
酸

素
濃

度
計
（

３
号

及
び

４
号

炉
共

用
）
 

室
内

の
酸

素
濃

度
が

活
動

に
支

障
が

な
い

範

囲
に

あ
る

こ
と

を
把

握
で

き
る

よ
う

、
酸

素
濃

度
計

を
保

管
す

る
。

 

(
5
)
 
二

酸
化

炭
素

濃
度

計
（

３
号

及
び

４
号

炉
共

用
）

 

室
内

の
二

酸
化

炭
素

濃
度

が
活

動
に

支
障

が

な
い

範
囲

に
あ

る
こ

と
を

把
握

で
き

る
よ

う
、

二
酸

化
炭

素
濃

度
計

を
保

管
す

る
。
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上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
五
号

 ＋
 添

付
書
類

八
）

 
【
1
0
.9

緊
急

時
対

策
所
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請

書
【
添

付
書
類
】

 
20

19
.1

2.
11

 
原

子
炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
 

 
1
0
.
9
.
1
.
5
 
主

要
仕

様
 

第
1
0
.
9
.
1
.
1
表

を
変

更
す

る
。

第
1
0
.
9
.
1
.
1

表
以

外
は

変
更

前
の
「

1
0
.
9
.
1
.
5
 
主

要
仕

様
」

の
記

載
に

同
じ

。
 

 1
0
.
9
.
2
 
重

大
事

故
時

等
 

1
0
.
9
.
2
.
1
 
概

要
 

緊
急

時
対

策
所

は
、

重
大

事
故

等
が

発
生

し

た
場

合
に

お
い

て
も

当
該

重
大

事
故

等
に

対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
指

示
を

行
う

要
員

が

と
ど

ま
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
適

切
な

措
置

を
講

じ
た

設
計

と
す

る
と

と
も

に
、
重

大
事

故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

情
報

を
把

握

で
き

る
設

備
及

び
発

電
所

内
外

の
通

信
連

絡

を
す

る
必

要
の

あ
る

場
所

と
通

信
連

絡
を

行

う
た

め
に

必
要

な
設

備
を

設
置

又
は

保
管

す

る
設

計
と

す
る

。
ま

た
、
重

大
事

故
等

に
対

処

す
る

た
め

に
必

要
な

数
の

要
員

を
収

容
で

き

る
設

計
と

す
る

。
緊

急
時

対
策

所
は

、
緊

急
時

対
策

所
建

屋
内

に
設

け
る

。
 

 

 
               ・

必
要

な
保

有
数

は
第

9
0
条

に
て

整
理

 

   

               ・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

 

               必
要

な
設

備
を

設
置

又
は

保
管

す
る

こ
と

に
つ

い
て

記
載

。
 

 緊
急

時
対

策
所

は
、

重
大

事
故

等
が

発
生

し

た
場

合
に

お
い

て
も

当
該

事
故

等
に

対
処

す

る
た

め
の

適
切

な
措

置
が

講
じ

ら
れ

る
よ

う
、

そ
の

機
能

に
係

る
設

備
を

含
め

、
基

準
地

震
動

に
対

す
る

地
震

力
に

対
し

、
機

能
を

喪
失

し
な

い
よ

う
に

す
る

と
と

も
に

、
基

準
津

波
の

影
響

を
受

け
な

い
設

計
と

す
る

。
地

震
及

び
津

波
に

対
し

て
は

、
「

ロ
．

(
1
)
(
ⅱ

)
 
重

大
事

故
等

対

処
施

設
の

耐
震

設
計

」
、

「
ロ

．
(
2
)
(
ⅱ

)
 
重

大
事

故
等

対
処

施
設

に
対

す
る

耐
津

波
設

計
」

に
基

づ
く

設
計

と
す

る
。

ま
た

、
緊

急
時

対
策

所
の

機
能

に
係

る
設

備
は

、
３

号
炉

及
び

４
号

炉
中

央
制

御
室

と
の

共
通

要
因

に
よ

り
同

時

に
機

能
喪

失
し

な
い

よ
う

、
３

号
炉

及
び

４
号

炉
中

央
制

御
室

に
対

し
て

独
立

性
を

有
す

る

設
計

と
す

る
と

と
も

に
、

３
号

炉
及

び
４

号
炉

中
央

制
御

室
と

は
離

れ
た

位
置

に
設

置
又

は

保
管

す
る

設
計

と
す

る
。

 

緊
急

時
対

策
所

は
、

重
大

事
故

等
に

対
処

す

1
0
.
9
.
2
.
2
 
設

計
方

針
 

緊
急

時
対

策
所

は
、

重
大

事
故

等
が

発
生

し

た
場

合
に

お
い

て
も

当
該

事
故

等
に

対
処

す

る
た

め
の

適
切

な
措

置
が

講
じ

ら
れ

る
よ

う
、

そ
の

機
能

に
係

る
設

備
を

含
め

、
基

準
地

震
動

に
対

す
る

地
震

力
に

対
し

、
機

能
を

喪
失

し
な

い
よ

う
に

す
る

と
と

も
に

、
基

準
津

波
の

影
響

を
受

け
な

い
設

計
と

す
る

。
地

震
及

び
津

波
に

対
し

て
は

、
「

1
.
5
.
2
 
重

大
事

故
等

対
処

施
設

の
耐

震
設

計
」
、
「

1
.
6
.
2
 
重

大
事

故
等

対
処

施
設

の
耐

津
波

設
計

」
に

基
づ

く
設

計
と

す

る
。
ま

た
、
緊

急
時

対
策

所
の

機
能

に
係

る
設

備
は

、
３

号
炉

及
び

４
号

炉
中

央
制

御
室

と
の

共
通

要
因

に
よ

り
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い

よ
う

、
３

号
炉

及
び

４
号

炉
中

央
制

御
室

に
対

し
て

独
立

性
を

有
す

る
設

計
と

す
る

と
と

も

に
、
３

号
炉

及
び

４
号

炉
中

央
制

御
室

と
は

離

れ
た

位
置

に
設

置
又

は
保

管
す

る
設

計
と

す

る
。

 

緊
急

時
対

策
所

は
、

重
大

事
故

等
に

対
処

す
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上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
五
号

 ＋
 添

付
書
類

八
）

 
【
1
0
.9

緊
急

時
対

策
所
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請

書
【
添

付
書
類
】

 
20

19
.1

2.
11

 
原

子
炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
る

た
め

に
必

要
な

指
示

を
行

う
要

員
に

加
え

、

原
子

炉
格

納
容

器
の

破
損

等
に

よ
る

発
電

所

外
へ

の
放

射
性

物
質

の
拡

散
を

抑
制

す
る

た

め
の

対
策

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
数

の

要
員

を
含

め
、

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

数
の

要
員

を
収

容
す

る
こ

と
が

で

き
る

設
計

と
す

る
。

 

重
大

事
故

等
が

発
生

し
、

緊
急

時
対

策
所

の

外
側

が
放

射
性

物
質

に
よ

り
汚

染
し

た
よ

う

な
状

況
下

に
お

い
て

、
対

策
要

員
が

緊
急

時
対

策
所

の
外

側
か

ら
室

内
に

放
射

性
物

質
に

よ

る
汚

染
を

持
ち

込
む

こ
と

を
防

止
す

る
た

め
、

身
体

サ
ー

ベ
イ

及
び

作
業

服
の

着
替

え
等

を

行
う

た
め

の
区

画
を

設
置

す
る

設
計

と
す

る
。

身
体

サ
ー

ベ
イ

の
結

果
、

対
策

要
員

の
汚

染
が

確
認

さ
れ

た
場

合
は

、
対

策
要

員
の

除
染

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
区

画
を

、
身

体
サ

ー
ベ

イ
を

行
う

区
画

に
隣

接
し

て
設

置
す

る
こ

と
が

で

き
る

よ
う

考
慮

す
る

。
 

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

も
当

該
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な

指
示

を
行

う
要

員
が

と
ど

ま
る

こ
と

が
で

き

る
よ

う
、

緊
急

時
対

策
所

の
居

住
性

を
確

保
す

る
た

め
の

設
備

と
し

て
、

以
下

の
重

大
事

故
等

対
処

設
備

（
居

住
性

の
確

保
）

を
設

け
る

。
 

重
大

事
故

等
対

処
設

備
（

居
住

性
の

確
保

）

と
し

て
、

緊
急

時
対

策
所

遮
蔽

、
緊

急
時

対
策

所
換

気
設

備
、

酸
素

濃
度

計
、

二
酸

化
炭

素
濃

度
計

、
緊

急
時

対
策

所
内

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
、

緊
急

時
対

策
所

外
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

を
使

用
す

る
。

 

 緊
急

時
対

策
所

の
居

住
性

に
つ

い
て

は
、

想

定
す

る
放

射
性

物
質

の
放

出
量

等
を

東
京

電

力
株

式
会

社
福

島
第

一
原

子
力

発
電

所
事

故

と
同

等
と

し
、

か
つ

、
緊

急
時

対
策

所
内

で
の

マ
ス

ク
の

着
用

、
交

代
要

員
体

制
及

び
安

定
よ

う
素

剤
の

服
用

が
な

く
、

仮
設

設
備

を
考

慮
し

な
い

条
件

に
お

い
て

も
、

緊
急

時
対

策
所

に
と

ど
ま

る
要

員
の

実
効

線
量

が
事

故
後

7
日

間
で

1
0
0
m
S
v
を

超
え

な
い

こ
と

を
判

断
基

準
と

す

る
。

 

緊
急

時
対

策
所

遮
蔽

は
、

重
大

事
故

等
が

発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
、

緊
急

時
対

策
所

の
気

密
性

及
び

緊
急

時
対

策
所

換
気

設
備

の
性

能

と
あ

い
ま

っ
て

、
居

住
性

に
係

る
判

断
基

準
で

あ
る

緊
急

時
対

策
所

に
と

ど
ま

る
要

員
の

実

効
線

量
が

事
故

後
7
日

間
で

1
0
0
m
S
v
を

超
え

な

い
設

計
と

す
る

。
 

る
た

め
に

必
要

な
指

示
を

行
う

要
員

に
加

え
、

原
子

炉
格

納
容

器
の

破
損

等
に

よ
る

発
電

所

外
へ

の
放

射
性

物
質

の
拡

散
を

抑
制

す
る

た

め
の

対
策

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
数

の

要
員

を
含

め
、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め

に
必

要
な

数
の

要
員

を
収

容
す

る
こ

と
が

で

き
る

設
計

と
す

る
。

 

重
大

事
故

等
が

発
生

し
、

緊
急

時
対

策
所

の

外
側

が
放

射
性

物
質

に
よ

り
汚

染
し

た
よ

う

な
状

況
下

に
お

い
て

、
対

策
要

員
が

緊
急

時
対

策
所

の
外

側
か

ら
室

内
に

放
射

性
物

質
に

よ

る
汚

染
を

持
ち

込
む

こ
と

を
防

止
す

る
た

め
、

身
体

サ
ー

ベ
イ

及
び

作
業

服
の

着
替

え
等

を

行
う

た
め

の
区

画
を

設
置

す
る

設
計

と
す

る
。

身
体

サ
ー

ベ
イ

の
結

果
、
対

策
要

員
の

汚
染

が

確
認

さ
れ

た
場

合
は

、
対

策
要

員
の

除
染

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
区

画
を

、
身

体
サ

ー
ベ

イ
を

行
う

区
画

に
隣

接
し

て
設

置
す

る
こ

と
が

で

き
る

よ
う

考
慮

す
る

。
 

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

も
当

該
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な

指
示

を
行

う
要

員
が

と
ど

ま
る

こ
と

が
で

き

る
よ

う
、
緊

急
時

対
策

所
の

居
住

性
を

確
保

す

る
た

め
の

設
備

と
し

て
、
以

下
の

重
大

事
故

等

対
処

設
備

（
居

住
性

の
確

保
）

を
設

け
る

。
 

重
大

事
故

等
対

処
設

備
（

居
住

性
の

確
保

）

と
し

て
、
緊

急
時

対
策

所
遮

蔽
、
緊

急
時

対
策

所
換

気
設

備
、
酸

素
濃

度
計

、
二

酸
化

炭
素

濃

度
計

、
緊

急
時

対
策

所
内

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
及

び
緊

急
時

対
策

所
外

可
搬

型
エ

リ
ア

モ

ニ
タ

を
使

用
す

る
。

 

 緊
急

時
対

策
所

の
居

住
性

に
つ

い
て

は
、
想

定
す

る
放

射
性

物
質

の
放

出
量

等
を

東
京

電

力
株

式
会

社
福

島
第

一
原

子
力

発
電

所
事

故

と
同

等
と

し
、
か

つ
、
緊

急
時

対
策

所
内

で
の

マ
ス

ク
の

着
用

、
交

代
要

員
体

制
及

び
安

定
よ

う
素

剤
の

服
用

が
な

く
、
仮

設
設

備
を

考
慮

し

な
い

条
件

に
お

い
て

も
、
緊

急
時

対
策

所
に

と

ど
ま

る
要

員
の

実
効

線
量

が
事

故
後

7
日

間
で

1
0
0
m
S
v
を

超
え

な
い

こ
と

を
判

断
基

準
と

す

る
。

 

緊
急

時
対

策
所

遮
蔽

は
、
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
、
緊

急
時

対
策

所
の

気

密
性

及
び

緊
急

時
対

策
所

換
気

設
備

の
性

能

と
あ

い
ま

っ
て

、
居

住
性

に
係

る
判

断
基

準
で

あ
る

緊
急

時
対

策
所

に
と

ど
ま

る
要

員
の

実

効
線

量
が

事
故

後
7
日

間
で

1
0
0
m
S
v
を

超
え

な

い
設

計
と

す
る

。
 

       添
付

３
 
重

大
事

故
等

お
よ

び
大

規
模

損
壊

対

応
に

係
る

実
施

基
準

 

(
第

１
８

条
の

５
お

よ
び

第
１

８
条

の
６

関
連

)
 

表
―

１
８

 

（
中

略
）

 

必
要

な
数

の
要

員
の

収
容

・
代

替
電

源
設

備
か

ら
の

給
電

 

（
配

慮
す

べ
き

事
項

）
 

○
 
放

射
線

管
理

 

(
1
)
 
チ

ェ
ン

ジ
ン

グ
エ

リ
ア

内
で

は
現

場
作

業

を
行

う
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

等
の

身
体

サ
ー

ベ
イ

を
行

い
、
汚

染
が

確
認

さ
れ

た
場

合
に

は
、

サ
ー

ベ
イ

エ
リ

ア
に

隣
接

し
た

除
染

エ
リ

ア
に

て
除

染
を

行
う

。
 

            ・
チ

ェ
ン

ジ
ン

グ
エ

リ
ア

に
お

け
る

運
用

事

項
を

記
載

す
る

。
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上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
五
号

 ＋
 添

付
書
類

八
）

 
【
1
0
.9

緊
急

時
対

策
所
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請

書
【
添

付
書
類
】

 
20

19
.1

2.
11

 
原

子
炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
緊

急
時

対
策

所
換

気
設

備
は

、
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
、

緊
急

時
対

策
所

内
へ

の
希

ガ
ス

等
の

放
射

性
物

質
の

侵
入

を

低
減

又
は

防
止

す
る

た
め

適
切

な
換

気
設

計

を
行

い
、

緊
急

時
対

策
所

の
気

密
性

及
び

緊
急

時
対

策
所

遮
蔽

の
性

能
と

あ
い

ま
っ

て
、

居
住

性
に

係
る

判
断

基
準

で
あ

る
緊

急
時

対
策

所

に
と

ど
ま

る
要

員
の

実
効

線
量

が
事

故
後

7
日

間
で

1
0
0
m
S
v
を

超
え

な
い

設
計

と
す

る
。

な

お
、

換
気

設
計

に
当

た
っ

て
は

、
緊

急
時

対
策

所
の

気
密

性
に

対
し

て
十

分
な

余
裕

を
考

慮

し
た

設
計

と
す

る
。

 

 

緊
急

時
対

策
所

換
気

設
備

は
、
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
、
緊

急
時

対
策

所

内
へ

の
希

ガ
ス

等
の

放
射

性
物

質
の

侵
入

を

低
減

又
は

防
止

す
る

た
め

適
切

な
換

気
設

計

を
行

い
、
緊

急
時

対
策

所
の

気
密

性
及

び
緊

急

時
対

策
所

遮
蔽

の
性

能
と

あ
い

ま
っ

て
、
居

住

性
に

係
る

判
断

基
準

で
あ

る
緊

急
時

対
策

所

に
と

ど
ま

る
要

員
の

実
効

線
量

が
事

故
後

7
日

間
で

1
0
0
m
S
v
を

超
え

な
い

設
計

と
す

る
。

な

お
、
換

気
設

計
に

当
た

っ
て

は
、
緊

急
時

対
策

所
の

気
密

性
に

対
し

て
十

分
な

余
裕

を
考

慮

し
た

設
計

と
す

る
。

 

 

 
 

 
 

緊
急

時
対

策
所

換
気

設
備

と
し

て
、

緊
急

時

対
策

所
非

常
用

空
気

浄
化

フ
ァ

ン
、

緊
急

時
対

策
所

非
常

用
空

気
浄

化
フ

ィ
ル

タ
ユ

ニ
ッ

ト

及
び

空
気

供
給

装
置

を
保

管
す

る
設

計
と

す

る
。

 

緊
急

時
対

策
所

換
気

設
備

と
し

て
、
緊

急
時

対
策

所
非

常
用

空
気

浄
化

フ
ァ

ン
、
緊

急
時

対

策
所

非
常

用
空

気
浄

化
フ

ィ
ル

タ
ユ

ニ
ッ

ト

及
び

空
気

供
給

装
置

を
保

管
す

る
設

計
と

す

る
。

 

 

 
・

基
本

設
計

で
前

提
と

し
た

運
転

管
理

事

項
に

つ
い

て
は

保
安

規
定

に
記

載
す

る
。
 

（
必

要
な

保
有

数
は

第
9
0
条

に
て

整
理

）
 

  

 

・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

 

緊
急

時
対

策
所

非
常

用
空

気
浄

化
フ

ァ

ン
、
緊

急
時

対
策

所
非

常
用

空
気

浄
化

フ
ィ

ル
タ

ユ
ニ

ッ
ト

及
び

空
気

供
給

装
置

を
保

管
す

る
こ

と
を

記
載

す
る

。
 

緊
急

時
対

策
所

に
は

、
室

内
の

酸
素

濃
度

及

び
二

酸
化

炭
素

濃
度

が
活

動
に

支
障

が
な

い

範
囲

に
あ

る
こ

と
を

把
握

で
き

る
よ

う
酸

素

濃
度

計
及

び
二

酸
化

炭
素

濃
度

計
を

保
管

す

る
と

と
も

に
、

室
内

ヘ
の

希
ガ

ス
等

の
放

射
性

物
質

の
侵

入
を

低
減

又
は

防
止

す
る

た
め

の

確
実

な
判

断
が

で
き

る
よ

う
放

射
線

量
を

監

視
、

測
定

す
る

緊
急

時
対

策
所

内
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

、
緊

急
時

対
策

所
外

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
を

保
管

す
る

設
計

と
す

る
。

 

緊
急

時
対

策
所

に
は

、
室

内
の

酸
素

濃
度

及

び
二

酸
化

炭
素

濃
度

が
活

動
に

支
障

が
な

い

範
囲

に
あ

る
こ

と
を

把
握

で
き

る
よ

う
酸

素

濃
度

計
及

び
二

酸
化

炭
素

濃
度

計
を

保
管

す

る
と

と
も

に
、
室

内
ヘ

の
希

ガ
ス

等
の

放
射

性

物
質

の
侵

入
を

低
減

又
は

防
止

す
る

た
め

の

確
実

な
判

断
が

で
き

る
よ

う
放

射
線

量
を

監

視
、
測

定
す

る
緊

急
時

対
策

所
内

可
搬

型
エ

リ

ア
モ

ニ
タ

及
び

緊
急

時
対

策
所

外
可

搬
型

エ

リ
ア

モ
ニ

タ
を

保
管

す
る

設
計

と
す

る
。

 

 

 
  ・

基
本

設
計

で
前

提
と

し
た

運
転

管
理

事
項

に
つ

い
て

は
保

安
規

定
に

記
載

す
る

。
 

（
必

要
な

保
有

数
は

第
9
0
条

に
て

整
理

）
 

  ・
基

本
設

計
で

前
提

と
し

た
運

転
管

理
事

項

に
つ

い
て

は
保

安
規

定
に

記
載

す
る

。
 

（
必

要
な

保
有

数
は

第
9
0
条

に
て

整
理

）
 

  ・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

   ・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

 

 酸
素

濃
度

計
及

び
二

酸
化

炭
素

濃
度

計

を
保

管
す

る
こ

と
を

記
載

す
る

。
 

   

緊
急

時
対

策
所

内
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

及
び

緊
急

時
対

策
所

外
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

を
保

管
す

る
こ

と
を

記
載

す
る

。
 

緊
急

時
対

策
所

に
は

、
重

大
事

故
等

が
発

生

し
た

場
合

に
お

い
て

も
当

該
事

故
等

に
対

処

す
る

た
め

に
必

要
な

指
示

が
で

き
る

よ
う

、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
情

報

を
把

握
で

き
る

設
備

と
し

て
、

以
下

の
重

大
事

故
等

対
処

設
備

（
情

報
の

把
握

）
を

設
け

る
。

 

 重
大

事
故

等
対

処
設

備
（

情
報

の
把

握
）

と

し
て

、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
情

報
を

中
央

制
御

室
内

の
運

転
員

を
介

さ

ず
に

緊
急

時
対

策
所

に
お

い
て

把
握

で
き

る

情
報

収
集

設
備

を
使

用
す

る
。

 

 緊
急

時
対

策
所

の
情

報
収

集
設

備
と

し
て

、

事
故

状
態

等
の

必
要

な
情

報
を

把
握

す
る

た

め
に

必
要

な
パ

ラ
メ

ー
タ

等
を

収
集

し
、

緊
急

時
対

策
所

で
表

示
で

き
る

よ
う

、
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

表
示

シ
ス

テ
ム

（
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
）

、
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

伝
送

シ
ス

テ
ム

及
び

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

表

示
装

置
を

設
置

す
る

設
計

と
す

る
。

 

 

緊
急

時
対

策
所

に
は

、
重

大
事

故
等

が
発

生

し
た

場
合

に
お

い
て

も
当

該
事

故
等

に
対

処

す
る

た
め

に
必

要
な

指
示

が
で

き
る

よ
う

、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
情

報

を
把

握
で

き
る

設
備

と
し

て
、
以

下
の

重
大

事

故
等

対
処

設
備

（
情

報
の

把
握

）
を

設
け

る
。
 

 重
大

事
故

等
対

処
設

備
（

情
報

の
把

握
）
と

し
て

、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
情

報
を

中
央

制
御

室
の

運
転

員
を

介
さ

ず

に
緊

急
時

対
策

所
に

お
い

て
把

握
で

き
る

情

報
収

集
設

備
を

使
用

す
る

。
 

 緊
急

時
対

策
所

の
情

報
収

集
設

備
と

し
て

、

事
故

状
態

等
の

必
要

な
情

報
を

把
握

す
る

た

め
に

必
要

な
パ

ラ
メ

ー
タ

等
を

収
集

し
、
緊

急

時
対

策
所

で
表

示
で

き
る

よ
う

、
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

表
示

シ
ス

テ
ム
（

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

）
、
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

伝
送

シ
ス

テ
ム

及
び

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

表

示
装

置
を

設
置

す
る

設
計

と
す

る
。
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上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
五
号

 ＋
 添

付
書
類

八
）

 
【
1
0
.9

緊
急

時
対

策
所
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請

書
【
添

付
書
類
】

 
20

19
.1

2.
11

 
原

子
炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
原

子
炉

補
助

建
屋

内
に

設
置

す
る

安
全

パ

ラ
メ

ー
タ

表
示

シ
ス

テ
ム

（
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
）

及
び

安
全

パ
ラ

メ
ー

タ
伝

送
シ

ス
テ

ム
に

つ
い

て

は
、

全
交

流
動

力
電

源
が

喪
失

し
た

場
合

に
お

い
て

も
、

代
替

電
源

設
備

で
あ

る
空

冷
式

非
常

用
発

電
装

置
か

ら
給

電
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 

 緊
急

時
対

策
所

に
は

、
重

大
事

故
等

が
発

生

し
た

場
合

に
お

い
て

も
発

電
所

の
内

外
の

通

信
連

絡
を

す
る

必
要

の
あ

る
場

所
と

通
信

連

絡
を

行
う

た
め

の
設

備
と

し
て

、
以

下
の

重
大

事
故

等
対

処
設

備
（

通
信

連
絡

）
を

設
け

る
。

 

 重
大

事
故

等
対

処
設

備
（

通
信

連
絡

）
と

し

て
、

緊
急

時
対

策
所

か
ら

中
央

制
御

室
、

屋
内

外
の

作
業

場
所

、
原

子
力

事
業

本
部

、
本

店
、

国
、

地
方

公
共

団
体

、
そ

の
他

関
係

機
関

等
の

発
電

所
の

内
外

の
通

信
連

絡
を

す
る

必
要

の

あ
る

場
所

と
通

信
連

絡
を

行
う

た
め

、
通

信
連

絡
設

備
を

使
用

す
る

。
 

原
子

炉
補

助
建

屋
内

に
設

置
す

る
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

表
示

シ
ス

テ
ム
（

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

）
及

び

安
全

パ
ラ

メ
ー

タ
伝

送
シ

ス
テ

ム
に

つ
い

て

は
、
全

交
流

動
力

電
源

が
喪

失
し

た
場

合
に

お

い
て

も
、
代

替
電

源
設

備
で

あ
る

空
冷

式
非

常

用
発

電
装

置
か

ら
給

電
で

き
る

設
計

と
す

る
。
 

 緊
急

時
対

策
所

に
は

、
重

大
事

故
等

が
発

生

し
た

場
合

に
お

い
て

も
発

電
所

の
内

外
の

通

信
連

絡
を

す
る

必
要

の
あ

る
場

所
と

通
信

連

絡
を

行
う

た
め

の
設

備
と

し
て

、
以

下
の

重
大

事
故

等
対

処
設

備
（

通
信

連
絡

）
を

設
け

る
。
 

 重
大

事
故

等
対

処
設

備
（

通
信

連
絡

）
と

し

て
、
緊

急
時

対
策

所
か

ら
中

央
制

御
室

、
屋

内

外
の

作
業

場
所

、
原

子
力

事
業

本
部

、
本

店
、

国
、
地

方
公

共
団

体
、
そ

の
他

関
係

機
関

等
の

発
電

所
の

内
外

の
通

信
連

絡
を

す
る

必
要

の

あ
る

場
所

と
通

信
連

絡
を

行
う

た
め

、
通

信
連

絡
設

備
を

使
用

す
る

。
 

 

緊
急

時
対

策
所

の
通

信
連

絡
設

備
と

し
て

、

衛
星

電
話

、
緊

急
時

衛
星

通
報

シ
ス

テ
ム

、
携

行
型

通
話

装
置

及
び

統
合

原
子

力
防

災
ネ

ッ

ト
ワ

ー
ク

に
接

続
す

る
通

信
連

絡
設

備
を

設

置
又

は
保

管
す

る
設

計
と

す
る

。
 

  

緊
急

時
対

策
所

の
通

信
連

絡
設

備
と

し
て

、

衛
星

電
話

、
緊

急
時

衛
星

通
報

シ
ス

テ
ム

、
携

行
型

通
話

装
置

及
び

統
合

原
子

力
防

災
ネ

ッ

ト
ワ

ー
ク

に
接

続
す

る
通

信
連

絡
設

備
を

設

置
又

は
保

管
す

る
設

計
と

す
る

。
 

  

 
・

基
本

設
計

で
前

提
と

し
た

運
転

管
理

事

項
に

つ
い

て
は

保
安

規
定

に
記

載
す

る
。
 

（
必

要
な

保
有

数
は

第
9
0
条

に
て

整
理

）
 

・
実

施
手

段
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
２

次
文

書

他
に

記
載

す
る

。
 

 

・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

 

衛
星

電
話

、
緊

急
時

衛
星

通
報

シ
ス

テ

ム
、
携

行
型

通
話

装
置

及
び

統
合

原
子

力
防

災
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
に

接
続

す
る

通
信

連
絡

設
備

を
設

置
又

は
保

管
す

る
こ

と
を

記
載

す
る

。
 

緊
急

時
対

策
所

は
、

代
替

電
源

設
備

か
ら

の

給
電

を
可

能
と

す
る

よ
う

、
以

下
の

重
大

事
故

等
対

処
設

備
（

電
源

の
確

保
）

を
設

け
る

。
 

全
交

流
動

力
電

源
が

喪
失

し
た

場
合

、
代

替

電
源

設
備

と
し

て
の

電
源

車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）

を
使

用
す

る
。

 

 代
替

電
源

設
備

と
し

て
の

電
源

車
（

緊
急

時

対
策

所
用

）
は

、
1
台

で
緊

急
時

対
策

所
に

給
電

す
る

た
め

に
必

要
な

容
量

を
有

す
る

も
の

を

予
備

も
含

め
て

3
台

保
管

す
る

こ
と

で
、

多
重

緊
急

時
対

策
所

は
、
代

替
電

源
設

備
か

ら
の

給
電

を
可

能
と

す
る

よ
う

、
以

下
の

重
大

事
故

等
対

処
設

備
（

電
源

の
確

保
）

を
設

け
る

。
 

全
交

流
動

力
電

源
が

喪
失

し
た

場
合

、
代

替

電
源

設
備

と
し

て
の

電
源

車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）

を
使

用
す

る
。

 

 代
替

電
源

設
備

と
し

て
の

電
源

車
（

緊
急

時

対
策

所
用

）
は

、
1
台

で
緊

急
時

対
策

所
に

給
電

す
る

た
め

に
必

要
な

容
量

を
有

す
る

も
の

を

予
備

も
含

め
て

3
台

保
管

す
る

こ
と

で
、

多
重

 
      ・

基
本

設
計

で
前

提
と

し
た

運
転

管
理

事

項
に

つ
い

て
は

保
安

規
定

に
記

載
す

る
。
 

（
必

要
な

保
有

数
は

第
9
0
条

に
て

整
理

）
 

・
実

施
手

段
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
２

次
文

書

他
に

記
載

す
る

。
 

      ・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

 

      電
源

車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）

は
、

1
台

で
緊

急
時

対
策

所
に

給
電

す
る

た
め

に
必

要
な

容
量

を
有

す
る

も
の

を
予

備
も

含
め

て
３

台
保

管
す

る
こ

と
を

記
載

す
る

。
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上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
五
号

 ＋
 添

付
書
類

八
）

 
【
1
0
.9

緊
急

時
対

策
所
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請

書
【
添

付
書
類
】

 
20

19
.1

2.
11

 
原

子
炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
性

を
有

す
る

設
計

と
す

る
。

 

 緊
急

時
対

策
所

遮
蔽

は
、「

チ
．
(
1
)
(
ⅲ

)
 
遮

蔽
設

備
」

に
記

載
す

る
。

 

 緊
急

時
対

策
所

換
気

設
備

は
、

「
チ

．

(
1
)
(
ⅳ

)
 
換

気
設

備
」

に
記

載
す

る
。

 

 緊
急

時
対

策
所

内
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

及
び

緊
急

時
対

策
所

外
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ

タ
は

、
「

チ
．

(
1
)
(
ⅰ

)
 
放

射
線

監
視

設
備

」

に
記

載
す

る
。

 

緊
急

時
対

策
所

内
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

及
び

緊
急

時
対

策
所

外
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ

タ
は

、
「

チ
．

(
1
)
(
ⅰ

)
 
放

射
線

監
視

設
備

」

に
記

載
す

る
。

 

空
冷

式
非

常
用

発
電

装
置

は
、

「
ヌ

．

(
2
)
(
ⅳ

)
 
代

替
電

源
設

備
」

に
記

載
す

る
。

 

 運
転

指
令

設
備

（
３

号
及

び
４

号
炉

共
用

）
 

（
「

緊
急

時
対

策
所

」
及

び
「

通
信

連
絡

設

備
」

と
兼

用
）

 一
式

 

電
力

保
安

通
信

用
電

話
設

備
（

３
号

及
び

４

号
炉

共
用

）
 

（
「

緊
急

時
対

策
所

」
及

び
「

通
信

連
絡

設

備
」

と
兼

用
）

 一
式

 

加
入

電
話

（
３

号
及

び
４

号
炉

共
用

）
 

（
「

緊
急

時
対

策
所

」
及

び
「

通
信

連
絡

設

備
」

と
兼

用
）

 一
式

 

加
入

フ
ァ

ク
シ

ミ
リ

（
３

号
及

び
４

号
炉

共

用
）

 

（
「

緊
急

時
対

策
所

」
及

び
「

通
信

連
絡

設

備
」

と
兼

用
）

 一
式

 

無
線

通
話

装
置

（
３

号
及

び
４

号
炉

共
用

）
 

（
「

緊
急

時
対

策
所

」
及

び
「

通
信

連
絡

設

備
」

と
兼

用
）

 一
式

 

社
内

Ｔ
Ｖ

会
議

シ
ス

テ
ム

（
３

号
及

び
４

号

炉
共

用
）

 

（
「

緊
急

時
対

策
所

」
及

び
「

通
信

連
絡

設

備
」

と
兼

用
）

 一
式

 

   ［
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

］
 

緊
急

時
対

策
所

情
報

収
集

設
備

 

安
全

パ
ラ

メ
ー

タ
表

示
シ

ス
テ

ム
（

Ｓ
Ｐ

Ｄ

Ｓ
）

 

（
３

号
及

び
４

号
炉

共
用

）
 

（
「

緊
急

時
対

策
所

」
及

び
「

通
信

連
絡

設

備
」

と
兼

用
）

 一
式

 

安
全

パ
ラ

メ
ー

タ
伝

送
シ

ス
テ

ム
（

３
号

及

び
４

号
炉

共
用

）
 

性
を

有
す

る
設

計
と

す
る

。
 

電
源

車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）
は

、
燃

料
油

貯
蔵

タ
ン

ク
及

び
重

油
タ

ン
ク

よ
り

、
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
ー

を
用

い
て

、
燃

料
を

補
給

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

 こ
れ

ら
の

具
体

的
な

設
備

は
以

下
の

と
お

り
と

す
る

。
 

・
緊

急
時

対
策

所
遮

蔽
（

３
号

及
び

４
号

炉

共
用

）
 

・
緊

急
時

対
策

所
非

常
用

空
気

浄
化

フ
ァ

ン
（

３
号

及
び

４
号

炉
共

用
）

 

・
緊

急
時

対
策

所
非

常
用

空
気

浄
化

フ
ィ

ル
タ

ユ
ニ

ッ
ト

（
３

号
及

び
４

号
炉

共
用

）
 

・
空

気
供

給
装

置
（

３
号

及
び

４
号

炉
共

用
）

 

・
酸

素
濃

度
計

（
３

号
及

び
４

号
炉

共
用

）
 

・
二

酸
化

炭
素

濃
度

計
（

３
号

及
び

４
号

炉

共
用

）
 

・
緊

急
時

対
策

所
内

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
（

３
号

及
び

４
号

炉
共

用
）

 

・
緊

急
時

対
策

所
外

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
（

３
号

及
び

４
号

炉
共

用
）

 

  ・
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

表
示

シ
ス

テ
ム
（

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

）
（

３
号

及
び

４
号

炉
共

用
）

 

・
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

伝
送

シ
ス

テ
ム
（

３
号

及
び

４
号

炉
共

用
）

 

・
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
表

示
装

置
（

３
号

及
び

４
号

炉

共
用

）
 

・
空

冷
式

非
常

用
発

電
装

置
（

1
0
.
2
 
代

替

電
源

設
備

）
 

・
衛

星
電

話
（

３
号

及
び

４
号

炉
共

用
）

（
1
0
.
1
2
 
通

信
連

絡
設

備
）

 

・
緊

急
時

衛
星

通
報

シ
ス

テ
ム
（

３
号

及
び

４
号

炉
共

用
）

（
1
0
.
1
2
 
通

信
連

絡
設

備
）

 

・
携

行
型

通
話

装
置
（

３
号

及
び

４
号

炉
共

用
）

（
1
0
.
1
2
 
通

信
連

絡
設

備
）

 

 ・
統

合
原

子
力

防
災

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

に
接

続
す

る
通

信
連

絡
設

備
（

３
号

及
び

４
号

炉
共

用
）

（
1
0
.
1
2
 
通

信
連

絡
設

備
）

 

・
電

源
車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）
（

３
号

及

び
４

号
炉

共
用

）
 

・
燃

料
油

貯
蔵

タ
ン

ク
（

1
0
.
2
 
代

替
電

源

設
備

）
 

・
重

油
タ

ン
ク

（
1
0
.
2
 
代

替
電

源
設

備
）

 

・
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
ー
（

３
号

及
び

４
号

炉
共

用
）

（
1
0
.
2
 
代

替
電

源
設

備
）
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上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
五
号

 ＋
 添

付
書
類

八
）

 
【
1
0
.9

緊
急

時
対

策
所
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請

書
【
添

付
書
類
】

 
20

19
.1

2.
11

 
原

子
炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
（

「
緊

急
時

対
策

所
」

及
び

「
通

信
連

絡
設

備
」

と
兼

用
）

 一
式

 

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

表
示

装
置

（
３

号
及

び
４

号
炉

共

用
）

 

（
「

緊
急

時
対

策
所

」
及

び
「

通
信

連
絡

設

備
」

と
兼

用
）

 一
式

 

衛
星

電
話

（
固

定
）

（
３

号
及

び
４

号
炉

共

用
）

 

（
「

緊
急

時
対

策
所

」
及

び
「

通
信

連
絡

設

備
」

と
兼

用
）

 一
式

 

緊
急

時
衛

星
通

報
シ

ス
テ

ム
（

３
号

及
び

４

号
炉

共
用

）
 

（
「

緊
急

時
対

策
所

」
及

び
「

通
信

連
絡

設

備
」

と
兼

用
）

 一
式

 

統
合

原
子

力
防

災
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
に

接
続

す
る

通
信

連
絡

設
備

 

（
３

号
及

び
４

号
炉

共
用

）
 

（
「

緊
急

時
対

策
所

」
及

び
「

通
信

連
絡

設

備
」

と
兼

用
）

 一
式

 

 安
全

パ
ラ

メ
ー

タ
表

示
シ

ス
テ

ム
（

Ｓ
Ｐ

Ｄ

Ｓ
）

、
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

伝
送

シ
ス

テ
ム

、
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
表

示
装

置
、

衛
星

電
話

（
固

定
）

、
緊

急
時

衛
星

通
報

シ
ス

テ
ム

及
び

統
合

原
子

力

防
災

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

に
接

続
す

る
通

信
連

絡

設
備

は
、

設
計

基
準

事
故

時
及

び
重

大
事

故
等

時
共

に
使

用
す

る
。

 

［
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
］

 

酸
素

濃
度

計
（

３
号

及
び

４
号

炉
共

用
）

 

個
 

数
 

1
（

予
備

2
）

 

二
酸

化
炭

素
濃

度
計

（
３

号
及

び
４

号
炉

共

用
）

 

個
 

数
 

1
（

予
備

2
）

 

衛
星

電
話

（
携

帯
）

（
３

号
及

び
４

号
炉

共

用
）

 

（
「

緊
急

時
対

策
所

」
及

び
「

通
信

連
絡

設

備
」

と
兼

用
）

 一
式

 

衛
星

電
話

（
可

搬
）

（
３

号
及

び
４

号
炉

共

用
）

 

（
「

緊
急

時
対

策
所

」
及

び
「

通
信

連
絡

設

備
」

と
兼

用
）

 一
式

 

携
行

型
通

話
装

置
（

３
号

及
び

４
号

炉
共

用
）

 

（
「

緊
急

時
対

策
所

」
及

び
「

通
信

連
絡

設

備
」

と
兼

用
）

 一
式

 

 電
源

車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）

（
３

号
及

び

４
号

炉
共

用
）

 

台
 

数
 

2
（

予
備

1
）

 

容
 

量
 

約
2
2
0
k
V
A
（

1
台

当
た

り
）

 

酸
素

濃
度

計
、

二
酸

化
炭

素
濃

度
計

、
衛

星

電
話

（
携

帯
）

、
衛

星
電

話
（

可
搬

）
及

び
携

空
冷

式
非

常
用

発
電

装
置

、
燃

料
油

貯
蔵

タ

ン
ク

、
重

油
タ

ン
ク

及
び

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

ー
に

つ
い

て
は

、
「

1
0
.
2
 
代

替
電

源
設

備
」
に

て
記

載
す

る
。

 

衛
星

電
話

、
緊

急
時

衛
星

通
報

シ
ス

テ
ム

、

携
行

型
通

話
装

置
及

び
統

合
原

子
力

防
災

ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
に

接
続

す
る

通
信

連
絡

設
備

に

つ
い

て
は

、
「

1
0
.
1
2
 
通

信
連

絡
設

備
」
に

て

記
載

す
る

。
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上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
五
号

 ＋
 添

付
書
類

八
）

 
【
1
0
.9

緊
急

時
対

策
所
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請

書
【
添

付
書
類
】

 
20

19
.1

2.
11

 
原

子
炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
行

型
通

話
装

置
は

、
設

計
基

準
事

故
時

及
び

重

大
事

故
等

時
共

に
使

用
す

る
。

 

 
1
0
.
9
.
2
.
2
.
1
 
多

様
性

、
位

置
的

分
散

 

基
本

方
針

に
つ

い
て

は
、
「

1
.
1
.
7
.
1
 
多

様

性
、
位

置
的

分
散

、
悪

影
響

防
止

等
」
に

示
す

。
 

緊
急

時
対

策
所

は
、
独

立
し

た
建

屋
及

び
そ

れ
と

一
体

の
緊

急
時

対
策

所
遮

蔽
並

び
に

換

気
設

備
と

し
て

緊
急

時
対

策
所

非
常

用
空

気

浄
化

フ
ァ

ン
及

び
緊

急
時

対
策

所
非

常
用

空

気
浄

化
フ

ィ
ル

タ
ユ

ニ
ッ

ト
を

有
し

、
さ

ら

に
、
換

気
設

備
の

電
源

を
電

源
車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）
か

ら
給

電
で

き
る

設
計

と
す

る
。
こ

れ
ら

３
号

炉
及

び
４

号
炉

中
央

制
御

室
に

対

し
て

独
立

性
を

有
し

た
設

備
に

よ
り

居
住

性

を
確

保
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 

緊
急

時
対

策
所

は
、
３

号
炉

及
び

４
号

炉
中

央
制

御
室

と
は

離
れ

た
場

所
に

設
置

す
る

こ

と
で

、
位

置
的

分
散

を
図

る
設

計
と

す
る

。
 

 
 

 
 

 
緊

急
時

対
策

所
非

常
用

空
気

浄
化

フ
ァ

ン
、

緊
急

時
対

策
所

非
常

用
空

気
浄

化
フ

ィ
ル

タ

ユ
ニ

ッ
ト

及
び

電
源

車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）

は
、
３

号
炉

及
び

４
号

炉
中

央
制

御
室

と
は

離

れ
た

位
置

の
屋

外
に

分
散

し
て

保
管

す
る

こ

と
で

、
位

置
的

分
散

を
図

る
設

計
と

す
る

。
 

緊
急

時
対

策
所

非
常

用
空

気
浄

化
フ

ァ
ン

は
、

1
台

で
緊

急
時

対
策

所
を

換
気

す
る

た
め

に
必

要
な

容
量

を
有

す
る

も
の

を
予

備
も

含

め
て

3
 
台
（

３
号

及
び

４
号

炉
共

用
）
保

管
す

る
こ

と
で

多
重

性
を

図
る

設
計

と
す

る
。

 

緊
急

時
対

策
所

非
常

用
空

気
浄

化
フ

ィ
ル

タ
ユ

ニ
ッ

ト
は

、
1
台

で
緊

急
時

対
策

所
を

換

気
す

る
た

め
に

必
要

な
容

量
を

有
す

る
も

の

を
予

備
も

含
め

て
3
 
台
（

３
号

及
び

４
号

炉
共

用
）
保

管
す

る
こ

と
で

多
重

性
を

図
る

設
計

と

す
る

。
 

 
      

・
必

要
な

保
有

数
は

第
9
0
条

に
て

整
理

 

    

・
必

要
な

保
有

数
は

第
9
0
条

に
て

整
理

 

 

      

・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

   

・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

 

      緊
急

時
対

策
所

非
常

用
空

気
浄

化
フ

ァ

ン
は

、
1
台

で
緊

急
時

対
策

所
（

緊
急

時
対

策

所
建

屋
内

）
を

換
気

す
る

た
め

に
必

要
な

容

量
を

有
す

る
も

の
を

予
備

も
含

め
て

3
台

保

管
す

る
こ

と
を

記
載

す
る

。
 

 緊
急

時
対

策
所

非
常

用
空

気
浄

化
フ

ィ

ル
タ

ユ
ニ

ッ
ト

は
、

1
台

で
緊

急
時

対
策

所

（
緊

急
時

対
策

所
建

屋
内

）
を

換
気

す
る

た

め
に

必
要

な
容

量
を

有
す

る
も

の
を

予
備

も
含

め
て

3
台

保
管

す
る

こ
と

を
記

載
す

る
。

 

 
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

表
示

シ
ス

テ
ム
（

Ｓ
Ｐ

Ｄ

Ｓ
）
、
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

伝
送

シ
ス

テ
ム

及
び

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

表
示

装
置

は
、
異

な
る

通
信

方
式

を

使
用

し
、

多
様

性
を

持
つ

設
計

と
す

る
。

 

代
替

電
源

設
備

と
し

て
の

電
源

車
（

緊
急

時

対
策

所
用

）
は

、
緊

急
時

対
策

所
に

給
電

す
る

た
め

に
必

要
な

容
量

を
有

す
る

も
の

を
予

備

も
含

め
て

3
台
（

３
号

及
び

４
号

炉
共

用
）
保

管

す
る

こ
と

で
多

重
性

を
図

る
設

計
と

す
る

。
 

衛
星

電
話

、
緊

急
時

衛
星

通
報

シ
ス

テ
ム

、

携
行

型
通

話
装

置
及

び
統

合
原

子
力

防
災

ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
に

接
続

す
る

通
信

連
絡

設
備

に

つ
い

て
は

、
「

1
0
.
1
2
.
2
.
2
.
1
 
多

様
性

、
位

置

的
分

散
」

に
示

す
。

 

   

    

・
必

要
な

保
有

数
は

第
9
0
条

に
て

整
理

 

 

    

・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

 

    代
替

電
源

設
備

と
し

て
の

電
源

車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）
は

、
緊

急
時

対
策

所
に

給
電

す
る

た
め

に
必

要
な

容
量

を
有

す
る

も
の

を
予

備
を

含
め

て
3
台

保
管

す
る

こ
と

を
記

載
す

る
。

 

 
1
0
.
9
.
2
.
2
.
2
 
悪

影
響

防
止
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上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
五
号

 ＋
 添

付
書
類

八
）

 
【
1
0
.9

緊
急

時
対

策
所
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請

書
【
添

付
書
類
】

 
20

19
.1

2.
11

 
原

子
炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
基

本
方

針
に

つ
い

て
は

、
「

1
.
1
.
7
.
1
 
多

様

性
、
位

置
的

分
散

、
悪

影
響

防
止

等
」
に

示
す

。
 

緊
急

時
対

策
所

遮
蔽

は
、
緊

急
時

対
策

所
と

一
体

の
コ

ン
ク

リ
ー

ト
構

造
物

と
し

、
倒

壊
等

に
よ

り
他

の
設

備
に

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

設
計

と
す

る
。

 

 緊
急

時
対

策
所

非
常

用
空

気
浄

化
フ

ァ
ン

、

緊
急

時
対

策
所

非
常

用
空

気
浄

化
フ

ィ
ル

タ

ユ
ニ

ッ
ト

及
び

電
源

車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）

は
、
電

源
操

作
等

に
よ

っ
て

、
通

常
時

の
系

統

構
成

か
ら

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

し
て

の

系
統

構
成

が
で

き
る

こ
と

で
、
他

の
設

備
に

悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

設
計

と
す

る
。

 

空
気

供
給

装
置

、
酸

素
濃

度
計

、
二

酸
化

炭

素
濃

度
計

、
緊

急
時

対
策

所
内

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
及

び
緊

急
時

対
策

所
外

可
搬

型
エ

リ

ア
モ

ニ
タ

は
、
他

の
設

備
か

ら
独

立
し

て
単

独

に
使

用
可

能
な

こ
と

に
よ

り
他

の
設

備
に

悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

設
計

と
す

る
。

 

安
全

パ
ラ

メ
ー

タ
表

示
シ

ス
テ

ム
（

Ｓ
Ｐ

Ｄ

Ｓ
）
、
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

伝
送

シ
ス

テ
ム

及
び

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

表
示

装
置

は
、
電

源
操

作
等

に
よ

っ

て
、
通

常
時

の
系

統
構

成
か

ら
重

大
事

故
等

対

処
設

備
と

し
て

の
系

統
構

成
を

す
る

こ
と

で
、

他
の

設
備

に
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

設
計

と

す
る

。
 

衛
星

電
話

、
緊

急
時

衛
星

通
報

シ
ス

テ
ム

、

携
行

型
通

話
装

置
及

び
統

合
原

子
力

防
災

ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
に

接
続

す
る

通
信

連
絡

設
備

に

つ
い

て
は

、
「

1
0
.
1
2
.
2
.
2
.
2
 
悪

影
響

防
止

」

に
示

す
。

 

 
1
0
.
9
.
2
.
2
.
3
 
共

用
の

禁
止

 

基
本

方
針

に
つ

い
て

は
、
「

1
.
1
.
7
.
1
 
多

様

性
、
位

置
的

分
散

、
悪

影
響

防
止

等
」
に

示
す

。
 

緊
急

時
対

策
所

は
、
事

故
対

応
に

お
い

て
３

号
炉

及
び

４
号

炉
双

方
の

プ
ラ

ン
ト

状
況

を

考
慮

し
た

指
揮

命
令

を
行

う
必

要
が

あ
る

た

め
、
同

一
ス

ペ
ー

ス
を

共
用

化
し

、
事

故
収

束

に
必

要
な

緊
急

時
対

策
所

遮
蔽

、
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

表
示

シ
ス

テ
ム
（

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

）
、
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

伝
送

シ
ス

テ
ム

、
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
表

示
装

置
及

び
通

信
連

絡
設

備
を

設
置

又
は

保
管

す

る
。

緊
急

時
対

策
所

、
緊

急
時

対
策

所
遮

蔽
、

安
全

パ
ラ

メ
ー

タ
表

示
シ

ス
テ

ム
（

Ｓ
Ｐ

Ｄ

Ｓ
）
、
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

伝
送

シ
ス

テ
ム

、
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
表

示
装

置
及

び
通

信
連

絡
設

備
を

３

号
炉

及
び

４
号

炉
で

共
用

す
る

こ
と

に
よ

り
、

必
要

な
情

報
（

相
互

の
プ

ラ
ン

ト
状

況
、
運

転

員
の

対
応

状
況

等
）
を

共
有
・
考

慮
し

な
が

ら
、

総
合

的
な

管
理
（

事
故

処
置

を
含

む
）
を

行
う
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上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
五
号

 ＋
 添

付
書
類

八
）

 
【
1
0
.9

緊
急

時
対

策
所
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請

書
【
添

付
書
類
】

 
20

19
.1

2.
11

 
原

子
炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
こ

と
で

、
安

全
性

の
向

上
を

図
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

、
必

要
な

容
量

を
確

保
し

た
上

で
、

号
炉

の
区

分
け

な
く

使
用

で
き

る
よ

う
に

す

る
と

と
も

に
、
プ

ラ
ン

ト
パ

ラ
メ

ー
タ

に
つ

い

て
は

、
号

炉
ご

と
に

表
示
・
監

視
で

き
る

よ
う

に
す

る
こ

と
で

、
共

用
に

よ
り

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
設

計
と

す
る

。
 

 
1
0
.
9
.
2
.
2
.
4
 
容

量
等

 

常
設

及
び

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

と
し

て
使

用
す

る
機

器
等

に
必

要
な

容
量

及

び
数

量
の

考
え

方
に

つ
い

て
は

、
基

本
的

な
設

計
方

針
の

「
1
.
1
.
7
.
2
 
容

量
等

」
に

示
す

。
 

緊
急

時
対

策
所

の
指

揮
ス

ペ
ー

ス
は

、
重

大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

指
示

を

す
る

対
策

要
員

及
び

原
子

炉
格

納
容

器
の

破

損
等

に
よ

る
発

電
所

外
へ

の
放

射
性

物
質

の

拡
散

の
抑

制
に

必
要

な
現

場
活

動
等

に
従

事

す
る

対
策

要
員

等
、

約
1
1
0
名

を
収

容
で

き
る

設
計

と
す

る
。
ま

た
、
対

策
要

員
等

が
緊

急
時

対
策

所
に

7
日

間
と

ど
ま

り
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
数

量
の

放
射

線
管

理

用
資

機
材

や
食

料
等

を
保

管
で

き
る

設
計

と

す
る

。
 

 緊
急

時
対

策
所

非
常

用
空

気
浄

化
フ

ァ
ン

、

緊
急

時
対

策
所

非
常

用
空

気
浄

化
フ

ィ
ル

タ

ユ
ニ

ッ
ト

及
び

空
気

供
給

装
置

は
、
緊

急
時

対

策
所

内
に

と
ど

ま
る

対
策

要
員

の
線

量
を

低

減
し

、
か

つ
、
酸

素
濃

度
及

び
二

酸
化

炭
素

濃

度
を

活
動

に
支

障
が

な
く

維
持

で
き

る
設

計

と
す

る
。

 

緊
急

時
対

策
所

非
常

用
空

気
浄

化
フ

ァ
ン

は
、
緊

急
時

対
策

所
を

換
気

す
る

た
め

に
必

要

な
容

量
を

有
す

る
も

の
を

1
台

（
３

号
及

び
４

号
炉

共
用

）
使

用
す

る
。

 

 
 

 
 

 
保

有
数

は
、
故

障
時

及
び

保
守

点
検

の
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
用

の
2
 
台

を
含

め
て

合
計

3
 
台
（

３
号

及
び

４
号

炉
共

用
）

を
保

管
す

る
設

計
と

す

る
。

 

 
・

必
要

な
保

有
数

は
第

9
0
条

に
て

整
理

。
 

・
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
を

含
め

た
保

有
台

数
に

つ

い
て

は
、

2
次

文
書

他
に

記
載

す
る

。
 

 

・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

 

保
有

数
は

、
使

用
す

る
１

台
と

、
故

障

時
及

び
保

守
点

検
の

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

用
の

2

台
、

合
計

3
台

を
保

管
す

る
こ

と
に

つ
い

て

記
載

。
 

 

 
緊

急
時

対
策

所
非

常
用

空
気

浄
化

フ
ィ

ル
タ

ユ
ニ

ッ
ト

は
、
緊

急
時

対
策

所
を

換
気

す
る

た

め
に

必
要

な
容

量
を

有
す

る
も

の
を

1
台

（
３

号
及

び
４

号
炉

共
用

）
使

用
す

る
。

 

保
有

数
は

、
故

障
時

及
び

保
守

点
検

の
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
用

の
2
 
台

を
含

め
て

合
計

3
 
台
（

３
号

及
び

４
号

炉
共

用
）

を
保

管
す

る
設

計
と

す

る
。
ま

た
、
緊

急
時

対
策

所
非

常
用

空
気

浄
化

フ
ィ

ル
タ

ユ
ニ

ッ
ト

は
、
緊

急
時

対
策

所
内

に

対
し

、
放

射
線

に
よ

る
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

よ
う

、
十

分
な

放
射

性
物

質
の

除
去

効
率

及
び

 
・

必
要

な
保

有
数

は
第

9
0
条

に
て

整
理

。
 

・
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
を

含
め

た
保

有
台

数
に

つ

い
て

は
、

2
次

文
書

他
に

記
載

す
る

。
 

 

・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

 

保
有

数
は

、
使

用
す

る
１

台
と

、
故

障

時
及

び
保

守
点

検
の

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

用
の

2

台
、

合
計

3
台

を
保

管
す

る
こ

と
に

つ
い

て

記
載

。
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上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
五
号

 ＋
 添

付
書
類

八
）

 
【
1
0
.9

緊
急

時
対

策
所
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請

書
【
添

付
書
類
】

 
20

19
.1

2.
11

 
原

子
炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
吸

着
能

力
を

有
す

る
設

計
と

す
る

。
 

 

 
空

気
供

給
装

置
は
「

実
用

発
電

用
原

子
炉

に

係
る

重
大

事
故

時
の

制
御

室
及

び
緊

急
時

対

策
所

の
居

住
性

に
係

る
被

ば
く

評
価

に
関

す

る
審

査
ガ

イ
ド

」
に

お
け

る
放

射
性

物
質

の
放

出
時

間
が

1
0
時

間
で

あ
る

こ
と

を
踏

ま
え

て

十
分

な
余

裕
を

持
つ

容
量

を
有

す
る

設
計

と

す
る

。
 

 
     ・

必
要

な
保

有
数

は
第

9
0
条

に
て

整
理

。
 

・
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
を

含
め

た
保

有
台

数
に

つ

い
て

は
、

2
次

文
書

他
に

記
載

す
る

。
 

 

    ・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

 

    保
有

数
は

、
十

分
な

余
裕

を
持

つ
容

量

を
有

す
る

こ
と

に
つ

い
て

記
載

。
 

 

 
代

替
電

源
設

備
で

あ
る

電
源

車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）
は

、
1
台

で
緊

急
時

対
策

所
に

給
電

す

る
た

め
に

必
要

な
容

量
を

有
す

る
も

の
を

2
台

使
用

す
る

。
保

有
数

は
、
保

守
点

検
内

容
は

目

視
点

検
等

で
あ

り
、
保

守
点

検
中

で
も

使
用

可

能
で

あ
る

た
め

、
保

守
点

検
用

は
考

慮
せ

ず

に
、

機
能

喪
失

時
の

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

用
の

1
台

を
含

め
て

合
計

3
台
（

３
号

及
び

４
号

炉
共

用
）

を
保

管
す

る
設

計
と

す
る

。
 

安
全

パ
ラ

メ
ー

タ
表

示
シ

ス
テ

ム
（

Ｓ
Ｐ

Ｄ

Ｓ
）
、
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

伝
送

シ
ス

テ
ム

及
び

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

表
示

装
置

は
、
発

電
所

内
外

の
通

信

連
絡

を
す

る
必

要
の

あ
る

場
所

と
必

要
な

デ

ー
タ

量
を

伝
送

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

 

 
・

必
要

な
保

有
数

は
第

9
0
条

に
て

整
理

。
 

・
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
を

含
め

た
保

有
台

数
に

つ

い
て

は
、

2
次

文
書

他
に

記
載

す
る

。
 

 

・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

 

保
有

数
は

、
使

用
す

る
2
台

と
、

故
障

時

及
び

保
守

点
検

の
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
用

の
1

台
、

合
計

3
台

を
保

管
す

る
こ

と
に

つ
い

て

記
載

。
 

 

 
緊

急
時

対
策

所
内

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ

は
、
緊

急
時

対
策

所
内

の
放

射
線

量
の

測
定

が

可
能

な
台

数
と

し
て

1
台

（
３

号
及

び
４

号
炉

共
用

）
使

用
す

る
。
保

有
数

は
、
保

守
点

検
内

容
は

目
視

点
検

等
で

あ
り

、
保

守
点

検
中

で
も

使
用

可
能

で
あ

る
た

め
、
保

守
点

検
用

は
考

慮

せ
ず

に
、
機

能
喪

失
時

の
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
用

の

1
台

を
含

め
て

合
計

2
台
（

３
号

及
び

４
号

炉
共

用
）

を
保

管
す

る
設

計
と

す
る

。
 

 

 
・

必
要

な
保

有
数

は
第

9
0
条

に
て

整
理

。
 

・
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
を

含
め

た
保

有
台

数
に

つ

い
て

は
、

2
次

文
書

他
に

記
載

す
る

。
 

 

・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

 

緊
急

時
対

策
所

内
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

は
、
緊

急
時

対
策

所
内

の
放

射
線

量
の

測
定

が
可

能
な

台
数

と
し

て
1
台

使
用

す
る

。
保

有
数

は
、
保

守
点

検
内

容
は

目
視

点
検

等
で

あ
り

、
保

守
点

検
中

で
も

使
用

可
能

で
あ

る

た
め

、
保

守
点

検
用

は
考

慮
せ

ず
に

、
故

障

時
の

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

用
の

1
台

を
含

め
て

合

計
2
台

を
保

管
す

る
こ

と
に

つ
い

て
記

載
。

 

 

 
緊

急
時

対
策

所
外

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ

は
、
緊

急
時

対
策

所
外

の
放

射
線

量
の

測
定

が

可
能

な
台

数
と

し
て

1
台

（
３

号
及

び
４

号
炉

共
用

）
使

用
す

る
。
保

有
数

は
、
保

守
点

検
内

容
は

目
視

点
検

等
で

あ
り

、
保

守
点

検
中

で
も

使
用

可
能

で
あ

る
た

め
、
保

守
点

検
用

は
考

慮

せ
ず

に
、
機

能
喪

失
時

の
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
用

の

1
台

を
含

め
て

合
計

2
台
（

３
号

及
び

４
号

炉
共

用
）

を
保

管
す

る
設

計
と

す
る

。
 

 
・

必
要

な
保

有
数

は
第

9
0
条

に
て

整
理

。
 

・
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
を

含
め

た
保

有
台

数
に

つ

い
て

は
、

2
次

文
書

他
に

記
載

す
る

。
 

 

・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

 

緊
急

時
対

策
所

外
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

は
、
緊

急
時

対
策

所
外

の
放

射
線

量
の

測
定

が
可

能
な

台
数

と
し

て
1
台

使
用

す
る

。
保

有
数

は
、
保

守
点

検
内

容
は

目
視

点
検

等
で

あ
り

、
保

守
点

検
中

で
も

使
用

可
能

で
あ

る

た
め

、
保

守
点

検
用

は
考

慮
せ

ず
に

、
故

障

時
の

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

用
の

1
台

を
含

め
て

合

計
2
台

を
保

管
す

る
こ

と
に

つ
い

て
記

載
。

 

 

 
酸

素
濃

度
計

は
、
緊

急
時

対
策

所
内

の
居

住

環
境

の
基

準
値

の
範

囲
を

測
定

で
き

る
も

の

を
、
緊

急
時

対
策

所
内

に
1
個
（

３
号

及
び

４
号

 
・

必
要

な
保

有
数

は
第

9
0
条

に
て

整
理

。
 

・
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
を

含
め

た
保

有
台

数
に

つ

い
て

は
、

2
次

文
書

他
に

記
載

す
る

。
 

・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

緊
急

時
対

策
所

内
の

居
住

環
境

の
基

準

値
の

範
囲

を
測

定
で

き
る

も
の

を
、

緊
急

時
対

策
所

に
1
個

使
用

す
る

。
保

有
数

は
、
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上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
五
号

 ＋
 添

付
書
類

八
）

 
【
1
0
.9

緊
急

時
対

策
所
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請

書
【
添

付
書
類
】

 
20

19
.1

2.
11

 
原

子
炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
炉

共
用

）
使

用
す

る
。
保

有
数

は
、
機

能
喪

失

時
及

び
保

守
点

検
の

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

用
の

2
個

を
含

め
て

合
計

3
個
（

３
号

及
び

４
号

炉
共

用
）

を
保

管
す

る
設

計
と

す
る

。
 

  

故
障

時
及

び
保

守
点

検
の

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

用
の

2
個

を
含

め
て

合
計

3
個

を
保

管
す

る

こ
と

に
つ

い
て

記
載

。
 

 
二

酸
化

炭
素

濃
度

計
は

、
緊

急
時

対
策

所
内

の
居

住
環

境
の

基
準

値
の

範
囲

を
測

定
で

き

る
も

の
を

、
緊

急
時

対
策

所
内

に
1
個
（

３
号

及

び
４

号
炉

共
用

）
使

用
す

る
。
保

有
数

は
、
機

能
喪

失
時

及
び

保
守

点
検

の
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ

用
の

2
個

を
含

め
て

合
計

3
個
（

３
号

及
び

４
号

炉
共

用
）

を
保

管
す

る
設

計
と

す
る

。
 

 衛
星

電
話

、
緊

急
時

衛
星

通
報

シ
ス

テ
ム

、

携
行

型
通

話
装

置
及

び
統

合
原

子
力

防
災

ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
に

接
続

す
る

通
信

連
絡

設
備

に

つ
い

て
は

、
「

1
0
.
1
2
.
2
.
2
.
4
 
容

量
等

」
に

示

す
。

 

 
・

必
要

な
保

有
数

は
第

9
0
条

に
て

整
理

。
 

・
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
を

含
め

た
保

有
台

数
に

つ

い
て

は
、

2
次

文
書

他
に

記
載

す
る

。
 

 

・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

 

緊
急

時
対

策
所

内
の

居
住

環
境

の
基

準

値
の

範
囲

を
測

定
で

き
る

も
の

を
、

緊
急

時
対

策
所

に
1
個

使
用

す
る

。
保

有
数

は
、

故
障

時
及

び
保

守
点

検
の

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

用
の

2
個

を
含

め
て

合
計

3
個

を
保

管
す

る

こ
と

に
つ

い
て

記
載

。
 

 
1
0
.
9
.
2
.
2
.
5
 
環

境
条

件
等

 

基
本

方
針

に
つ

い
て

は
、
「

1
.
1
.
7
.
3
 
環

境

条
件

等
」

に
示

す
。

 

緊
急

時
対

策
所

遮
蔽

は
、
コ

ン
ク

リ
ー

ト
構

造
物

と
し

て
緊

急
時

対
策

所
と

一
体

で
あ

り
、

建
屋

と
し

て
重

大
事

故
等

時
の

環
境

条
件

を

考
慮

し
た

設
計

と
す

る
。

 

緊
急

時
対

策
所

非
常

用
空

気
浄

化
フ

ァ
ン

は
、
重

大
事

故
等

時
に

お
け

る
屋

外
の

環
境

条

件
を

考
慮

し
た

設
計

と
す

る
。
操

作
は

緊
急

時

対
策

所
内

か
ら

可
能

な
設

計
と

す
る

。
 

緊
急

時
対

策
所

非
常

用
空

気
浄

化
フ

ィ
ル

タ
ユ

ニ
ッ

ト
は

、
重

大
事

故
等

時
に

お
け

る
屋

外
の

環
境

条
件

を
考

慮
し

た
設

計
と

す
る

。
 

 空
気

供
給

装
置

は
、
重

大
事

故
等

時
に

屋
外

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
た

設
計

と
す

る
。
操

作

は
設

置
場

所
で

可
能

な
設

計
と

す
る

。
 

 電
源

車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）
は

、
重

大
事

故
等

時
に

お
け

る
屋

外
の

環
境

条
件

を
考

慮

し
た

設
計

と
す

る
。
操

作
は

緊
急

時
対

策
所

内

で
可

能
な

設
計

と
す

る
。

 

酸
素

濃
度

計
、
二

酸
化

炭
素

濃
度

計
、
緊

急

時
対

策
所

内
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

は
重

大

事
故

等
時

に
お

け
る

緊
急

時
対

策
所

内
の

環

境
条

件
を

考
慮

し
た

設
計

と
す

る
。
操

作
は

緊

急
時

対
策

所
内

で
可

能
な

設
計

と
す

る
。

 

安
全

パ
ラ

メ
ー

タ
表

示
シ

ス
テ

ム
（

Ｓ
Ｐ

Ｄ

Ｓ
）
、
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
表

示
装

置
（

計
装

設
備
（

重

大
事

故
等

対
処

設
備

）
及

び
通

信
連

絡
設

備
と

兼
用

）
及

び
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

伝
送

シ
ス

テ
ム
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上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
五
号

 ＋
 添

付
書
類

八
）

 
【
1
0
.9

緊
急

時
対

策
所
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請

書
【
添

付
書
類
】

 
20

19
.1

2.
11

 
原

子
炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
（

通
信

連
絡

設
備

と
兼

用
）
は

、
重

大
事

故
等

時
に

お
け

る
３

号
炉

及
び

４
号

炉
原

子
炉

補

助
建

屋
、
緊

急
時

対
策

所
の

そ
れ

ぞ
れ

の
環

境

条
件

を
考

慮
し

た
設

計
と

す
る

。
 

緊
急

時
対

策
所

外
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

は
、
重

大
事

故
等

時
に

お
け

る
屋

外
の

環
境

条

件
を

考
慮

し
た

設
計

と
す

る
。
操

作
は

設
置

場

所
で

可
能

な
設

計
と

す
る

。
 

緊
急

時
対

策
所

の
外

側
が

放
射

性
物

質
に

よ
り

汚
染

し
た

よ
う

な
状

況
下

に
お

い
て

、
緊

急
時

対
策

所
へ

の
入

室
を

待
つ

対
策

要
員

等

を
放

射
線

等
か

ら
防

護
す

る
た

め
、
身

体
サ

ー

ベ
イ

及
び

作
業

服
の

着
替

え
等

を
行

う
た

め

の
区

画
は

、
緊

急
時

対
策

所
内

に
設

け
る

。
 

衛
星

電
話

、
緊

急
時

衛
星

通
報

シ
ス

テ
ム

、

携
行

型
通

話
装

置
及

び
統

合
原

子
力

防
災

ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
に

接
続

す
る

通
信

連
絡

設
備

に

つ
い

て
は

、
「

1
0
.
1
2
.
2
.
2
.
5
 
環

境
条

件
等

」

に
示

す
。

 

 
1
0
.
9
.
2
.
2
.
6
 
操

作
性

の
確

保
 

基
本

方
針

に
つ

い
て

は
、
「

1
.
1
.
7
.
4
 
操

作

性
及

び
試

験
・

検
査

性
」

に
示

す
。

 

緊
急

時
対

策
所

非
常

用
空

気
浄

化
フ

ァ
ン

及
び

緊
急

時
対

策
所

非
常

用
空

気
浄

化
フ

ィ

ル
タ

ユ
ニ

ッ
ト

は
、
緊

急
時

対
策

所
と

の
接

続

が
速

や
か

に
行

え
る

よ
う

、
緊

急
時

対
策

所
近

傍
に

保
管

し
、
一

般
的

に
使

用
さ

れ
る

工
具

を

用
い

て
容

易
か

つ
確

実
に

ダ
ク

ト
と

の
接

続

が
可

能
な

設
計

と
す

る
と

と
も

に
、
交

換
が

で

き
る

設
計

と
す

る
。
ま

た
、
緊

急
時

対
策

所
非

常
用

空
気

浄
化

フ
ァ

ン
は

、
緊

急
時

対
策

所
内

の
操

作
ス

イ
ッ

チ
に

よ
る

操
作

が
可

能
な

設

計
と

す
る

。
 

空
気

供
給

装
置

は
、
速

や
か

に
系

統
構

成
で

き
る

よ
う

、
緊

急
時

対
策

所
近

傍
に

保
管

す
る

設
計

と
す

る
と

と
も

に
、
容

易
に

交
換

が
で

き

る
設

計
と

す
る

。
ま

た
、
緊

急
時

対
策

所
外

可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

の
指

示
値

等
に

応
じ

て

緊
急

時
対

策
所

内
を

空
気

供
給

装
置

に
よ

り

加
圧

す
る

必
要

が
あ

る
た

め
、
緊

急
時

対
策

所

内
の

手
動

操
作

バ
ル

ブ
に

よ
り

確
実

に
空

気

加
圧

操
作

が
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 

電
源

車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）
は

、
緊

急
時

対
策

所
と

の
接

続
が

速
や

か
に

行
え

る
よ

う
、

緊
急

時
対

策
所

近
傍

に
保

管
し

、
接

続
を

コ
ネ

ク
タ

接
続

と
し

、
接

続
先

と
規

格
を

統
一

す
る

こ
と

に
よ

り
確

実
に

接
続

が
行

え
る

設
計

と

す
る

と
と

も
に

、
容

易
に

交
換

が
で

き
る

設
計

と
す

る
。
ま

た
、
緊

急
時

対
策

所
内

の
操

作
ス

イ
ッ

チ
に

よ
り

容
易

か
つ

確
実

に
起

動
・
停

止

で
き

る
設

計
と

す
る

。
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上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
五
号

 ＋
 添

付
書
類

八
）

 
【
1
0
.9

緊
急

時
対

策
所
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請

書
【
添

付
書
類
】

 
20

19
.1

2.
11

 
原

子
炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
緊

急
時

対
策

所
内

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ

及
び

緊
急

時
対

策
所

外
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ

タ
は

、
人

力
に

よ
り

容
易

に
運

搬
で

き
、
付

属

の
操

作
ス

イ
ッ

チ
に

よ
り

現
場

で
の

操
作

が

可
能

な
設

計
と

す
る

。
ま

た
、

測
定

結
果

は
、

緊
急

時
対

策
所

内
に

て
容

易
か

つ
確

実
に

把

握
で

き
る

よ
う

考
慮

す
る

。
 

安
全

パ
ラ

メ
ー

タ
表

示
シ

ス
テ

ム
（

Ｓ
Ｐ

Ｄ

Ｓ
）

及
び

安
全

パ
ラ

メ
ー

タ
伝

送
シ

ス
テ

ム

は
、
常

時
伝

送
を

行
う

た
め

、
通

常
操

作
を

必

要
と

し
な

い
設

計
と

す
る

。
 

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

表
示

装
置

、
酸

素
濃

度
計

及
び

二

酸
化

炭
素

濃
度

計
は

、
汎

用
品

を
用

い
る

等
容

易
か

つ
確

実
に

操
作

が
で

き
る

設
計

と
す

る
。
 

衛
星

電
話

、
緊

急
時

衛
星

通
報

シ
ス

テ
ム

、

携
行

型
通

話
装

置
及

び
統

合
原

子
力

防
災

ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
に

接
続

す
る

通
信

連
絡

設
備

に

つ
い

て
は

、「
1
0
.
1
2
.
2
.
2
.
6
 
操

作
性

の
確

保
」

に
示

す
。

 

 

 
1
0
.
9
.
2
.
4
 
試

験
検

査
 

基
本

方
針

に
つ

い
て

は
、
「

1
.
1
.
7
.
4
 
操

作

性
及

び
試

験
・

検
査

性
」

に
示

す
。

 

居
住

性
の

確
保

と
し

て
使

用
す

る
緊

急
時

対
策

所
遮

蔽
は

、
主

要
部

分
の

断
面

寸
法

が
確

認
で

き
る

設
計

と
す

る
。
ま

た
、
外

観
の

確
認

が
可

能
な

設
計

と
す

る
。

 

居
住

性
の

確
保

と
し

て
使

用
す

る
緊

急
時

対
策

所
非

常
用

空
気

浄
化

フ
ァ

ン
及

び
緊

急

時
対

策
所

非
常

用
空

気
浄

化
フ

ィ
ル

タ
ユ

ニ

ッ
ト

は
、

通
常

ラ
イ

ン
に

て
機

能
･
性

能
の

確

認
が

可
能

な
設

計
と

す
る

。
ま

た
、
緊

急
時

対

策
所

非
常

用
空

気
浄

化
フ

ィ
ル

タ
ユ

ニ
ッ

ト

は
、

差
圧

の
確

認
が

可
能

な
設

計
と

す
る

。
 

ま
た

、
居

住
性

の
確

保
と

し
て

使
用

す
る

緊

急
時

対
策

所
非

常
用

空
気

浄
化

フ
ァ

ン
及

び

緊
急

時
対

策
所

非
常

用
空

気
浄

化
フ

ィ
ル

タ

ユ
ニ

ッ
ト

は
、

分
解

が
可

能
な

設
計

と
す

る
。

緊
急

時
対

策
所

非
常

用
空

気
浄

化
フ

ィ
ル

タ

ユ
ニ

ッ
ト

は
、

性
能

の
確

認
が

で
き

る
よ

う
、

フ
ィ

ル
タ

の
取

り
出

し
が

可
能

な
設

計
と

す

る
。

 

居
住

性
の

確
保

と
し

て
使

用
す

る
空

気
供

給
装

置
は

、
内

圧
確

認
に

よ
る

機
能

･
性

能
の

確
認

が
可

能
な

設
計

と
す

る
。

 

電
源

設
備

と
し

て
使

用
す

る
電

源
車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）
は

、
適

切
な

負
荷

へ
接

続
す

る

こ
と

に
よ

り
、

機
能

･
性

能
の

確
認

が
可

能
な

設
計

と
す

る
。

 

放
射

線
量

の
測

定
に

使
用

す
る

緊
急

時
対

策
所

内
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

及
び

緊
急

時

 
   試

験
検

査
に

つ
い

て
は

、
サ

ー
ベ

ラ
ン

ス

に
て

整
理

。
 

  試
験

検
査

に
つ

い
て

は
、

サ
ー

ベ
ラ

ン
ス

に
て

整
理

。
 

   試
験

検
査

に
つ

い
て

は
、

サ
ー

ベ
ラ

ン
ス

に
て

整
理

。
 

 

       

試
験

検
査

に
つ

い
て

は
、

サ
ー

ベ
ラ

ン
ス

に
て

整
理

。
 

  

試
験

検
査

に
つ

い
て

は
、

サ
ー

ベ
ラ

ン
ス

に
て

整
理

。
 

 

試
験

検
査

に
つ

い
て

は
、

サ
ー

ベ
ラ

ン
ス

に
て

整
理

。
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上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
五
号

 ＋
 添

付
書
類

八
）

 
【
1
0
.9

緊
急

時
対

策
所
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請

書
【
添

付
書
類
】

 
20

19
.1

2.
11

 
原

子
炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
対

策
所

外
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

は
、
校

正
用

線
源

に
よ

る
特

性
の

確
認

が
で

き
る

設
計

と

す
る

。
 

必
要

な
情

報
を

把
握

す
る

た
め

に
使

用
す

る
情

報
収

集
設

備
は

、
機

能
･
性

能
の

確
認

が

可
能

な
設

計
と

す
る

。
ま

た
、
外

観
の

確
認

が

可
能

な
設

計
と

す
る

。
 

酸
素

濃
度

及
び

二
酸

化
炭

素
濃

度
の

測
定

に
使

用
す

る
酸

素
濃

度
計

及
び

二
酸

化
炭

素

濃
度

計
は

、
特

性
の

確
認

が
可

能
な

よ
う

に
、

標
準

器
等

に
よ

る
校

正
が

で
き

る
設

計
と

す

る
。

 

衛
星

電
話

、
緊

急
時

衛
星

通
報

シ
ス

テ
ム

、

携
行

型
通

話
装

置
及

び
統

合
原

子
力

防
災

ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
に

接
続

す
る

通
信

連
絡

設
備

に

つ
い

て
は

、
「

1
0
.
1
2
.
2
.
4
 
試

験
検

査
」
に

示

す
。

 

   

試
験

検
査

に
つ

い
て

は
、

サ
ー

ベ
ラ

ン
ス

に
て

整
理

。
 

  

試
験

検
査

に
つ

い
て

は
、

サ
ー

ベ
ラ

ン
ス

に
て

整
理

。
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上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
五
号

 ＋
 添

付
書
類

八
）

 
【
1
0.
12

通
信

連
絡

設
備
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請
書
【
添
付

書
類
】

 
20

19
.1

2.
11

 
原

子
炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
五

、
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

位

置
、

構
造

及
び

設
備

 

 ヌ
.
 
そ

の
他

発
電

用
原

子
炉

の
附

属
施

設

の
構

造
及

び
設

備
 

Ａ
.
 
３

号
炉

 

(
3
)
 
そ

の
他

の
主

要
な

事
項

 

(
ⅶ

)
 
通

信
連

絡
設

備
 

通
信

連
絡

設
備

は
、

警
報

装
置

、
通

信
設

備

（
発

電
所

内
）

、
デ

ー
タ

伝
送

設
備

（
発

電
所

内
）

、
通

信
設

備
（

発
電

所
外

）
及

び
デ

ー
タ

伝
送

設
備

（
発

電
所

外
）

か
ら

構
成

さ
れ

る
。

 

原
子

炉
施

設
に

は
、

設
計

基
準

事
故

が
発

生

し
た

場
合

に
お

い
て

、
中

央
制

御
室

等
か

ら
人

が
立

ち
入

る
可

能
性

の
あ

る
原

子
炉

補
助

建

屋
、

タ
ー

ビ
ン

建
屋

等
の

建
屋

内
外

各
所

の
者

へ
の

操
作

、
作

業
又

は
退

避
の

指
示

等
の

連
絡

を
ブ

ザ
ー

鳴
動

等
に

よ
り

行
う

こ
と

が
で

き

る
装

置
及

び
音

声
等

に
よ

り
行

う
こ

と
が

で

き
る

設
備

と
し

て
、

警
報

装
置

で
あ

る
事

故
一

斉
放

送
装

置
及

び
多

様
性

を
確

保
し

た
通

信

設
備

（
発

電
所

内
）

で
あ

る
運

転
指

令
設

備
、

電
力

保
安

通
信

用
電

話
設

備
等

を
設

置
又

は

保
管

す
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

、
緊

急
時

対
策

所
へ

事
故

状
態

等
の

把
握

に
必

要
な

デ
ー

タ

を
伝

送
で

き
る

デ
ー

タ
伝

送
設

備
（

発
電

所

内
）

と
し

て
、

安
全

パ
ラ

メ
ー

タ
表

示
シ

ス
テ

ム
（

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

）
及

び
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
表

示
装

置
を

設
置

す
る

設
計

と
す

る
。

 

な
お

、
警

報
装

置
、
通

信
設

備
（

発
電

所
内

）

及
び

デ
ー

タ
伝

送
設

備
（

発
電

所
内

）
に

つ
い

て
は

、
非

常
用

所
内

電
源

又
は

無
停

電
電

源
に

接
続

し
、

外
部

電
源

が
期

待
で

き
な

い
場

合
で

も
動

作
可

能
な

設
計

と
す

る
。

 

 

      （
対

応
箇

所
な

し
）

 

                （
資

機
材

等
の

整
備

）
 

第
１

８
条

の
４

 
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

に

つ
い

て
、
各

課
（

室
）
長

は
、
次

の
各

号
の

資
機

材
等

を
整

備
す

る
。

 

(
1
)
 
【

省
略

】
 

(
2
)
 
所

長
室

長
、

発
電

室
長

、
電

気
保

修
課

長
、

計
装

保
修

課
長

お
よ

び
放

射
線

管
理

課
長

は
、

設
計

基
準

事
故

が
発

生
し

た
場

合
に

用
い

る
警

報
装

置
お

よ
び

通
信

連
絡

設
備

を
整

備

し
、

警
報

装
置

お
よ

び
通

信
連

絡
設

備
の

操
作

に
関

す
る

手
順

な
ら

び
に

専
用

通
信

回
線

お
よ

び
デ

ー
タ

伝
送

設
備

の
異

常
時

の
対

応
に

関
す

る
手

順
を

定
め

る
。

 

 

  

・
基

本
設

計
で

前
提

と
し

た
運

転
管

理
事

項
に

つ
い

て
は

保
安

規
定

に
記

載
す

る
。
 

（
必

要
な

保
有

数
は

第
9
0
条

に
て

整
理

）
 

           

・
基

本
設

計
で

前
提

と
し

た
運

転
管

理
事

項
に

つ
い

て
は

保
安

規
定

に
記

載
す

る
。
 

 

  

・
運

転
管

理
通

達
 

             

・
運

転
管

理
通

達
 

 

                 通
信

設
備
（

発
電

所
内

）
で

あ
る

運
転

指

令
設

備
、
電

力
保

安
通

信
用

電
話

設
備

等
を

設
置

又
は

保
管

す
る

こ
と

に
つ

い
て

記
載

。
 

原
子

炉
施

設
に

は
、

設
計

基
準

事
故

が
発

生

し
た

場
合

に
お

い
て

、
発

電
所

外
の

原
子

力
事

業
本

部
、

本
店

、
国

、
地

方
公

共
団

体
、

そ
の

他
関

係
機

関
等

の
必

要
箇

所
へ

事
故

の
発

生

等
に

係
る

連
絡

を
音

声
等

に
よ

り
行

う
こ

と

が
で

き
る

設
備

と
し

て
、

加
入

電
話

、
衛

星
電

話
（

携
帯

）
等

の
通

信
設

備
（

発
電

所
外

）
を

設
置

又
は

保
管

す
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

、
発

電
所

内
か

ら
発

電
所

外
の

緊
急

時
対

策
支

援

シ
ス

テ
ム

（
Ｅ

Ｒ
Ｓ

Ｓ
）

等
へ

必
要

な
デ

ー
タ

を
伝

送
で

き
る

デ
ー

タ
伝

送
設

備
（

発
電

所

外
）

と
し

て
、

安
全

パ
ラ

メ
ー

タ
表

示
シ

ス
テ

ム
（

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

）
及

び
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

伝
送

シ
ス

テ
ム

を
設

置
す

る
設

計
と

す
る

。
 

通
信

設
備

（
発

電
所

外
）

及
び

デ
ー

タ
伝

送

設
備

（
発

電
所

外
）

に
つ

い
て

は
、

有
線

系
、

（
対

応
箇

所
な

し
）

 
 （

資
機

材
等

の
整

備
）

 

第
１

８
条

の
４

 
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

に

つ
い

て
、
各

課
（

室
）
長

は
、
次

の
各

号
の

資
機

材
等

を
整

備
す

る
。

 

(
1
)
 
【

省
略

】
 

(
2
)
 
所

長
室

長
、

発
電

室
長

、
電

気
保

修
課

長
、

計
装

保
修

課
長

お
よ

び
放

射
線

管
理

課
長

は
、

設
計

基
準

事
故

が
発

生
し

た
場

合
に

用
い

る
警

報
装

置
お

よ
び

通
信

連
絡

設
備

を
整

備

し
、

警
報

装
置

お
よ

び
通

信
連

絡
設

備
の

操
作

に
関

す
る

手
順

な
ら

び
に

専
用

通
信

回
線

お
よ

び
デ

ー
タ

伝
送

設
備

の
異

常
時

の
対

応
に

関
す

る
手

順
を

定
め

る
。

 

  

・
基

本
設

計
で

前
提

と
し

た
運

転
管

理
事

項
に

つ
い

て
は

保
安

規
定

に
記

載
す

る
。
 

 

・
運

転
管

理
通

達
 

 

必
要

な
通

信
連

絡
設

備
を

設
置

又
は

保

管
す

る
こ

と
に

つ
い

て
記

載
。
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上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
五
号

 ＋
 添

付
書
類

八
）

 
【
1
0.
12

通
信

連
絡

設
備
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請
書
【
添
付

書
類
】

 
20

19
.1

2.
11

 
原

子
炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
無

線
系

又
は

衛
星

系
回

線
に

よ
る

通
信

方
式

の
多

様
性

を
備

え
た

構
成

の
専

用
通

信
回

線

に
接

続
し

、
輻

輳
等

に
よ

る
制

限
を

受
け

る
こ

と
な

く
常

時
使

用
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 

な
お

、
通

信
設

備
（

発
電

所
外

）
及

び
デ

ー

タ
伝

送
設

備
（

発
電

所
外

）
に

つ
い

て
は

、
非

常
用

所
内

電
源

又
は

無
停

電
電

源
に

接
続

し
、

外
部

電
源

が
期

待
で

き
な

い
場

合
で

も
動

作

可
能

な
設

計
と

す
る

。
 

 

 

   重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、

発
電

所
の

内
外

の
通

信
連

絡
を

す
る

必
要

の

あ
る

場
所

と
通

信
連

絡
を

行
う

た
め

に
必

要

な
通

信
連

絡
設

備
を

設
置

又
は

保
管

す
る

。
 

  重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、

発
電

所
内

の
通

信
連

絡
を

す
る

必
要

の
あ

る

場
所

と
通

信
連

絡
を

行
う

た
め

に
必

要
な

通

信
設

備
（

発
電

所
内

）
及

び
緊

急
時

対
策

所
へ

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

デ

ー
タ

を
伝

送
で

き
る

デ
ー

タ
伝

送
設

備
（

発
電

所
内

）
を

設
け

る
。

 

 通
信

設
備

（
発

電
所

内
）

と
し

て
、

重
大

事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
に

必
要

な
衛

星
電

話

（
固

定
）

、
衛

星
電

話
（

携
帯

）
、

ト
ラ

ン
シ

ー
バ

ー
及

び
携

行
型

通
話

装
置

を
設

置
又

は

保
管

す
る

設
計

と
す

る
。

 

衛
星

電
話

（
固

定
）

は
、

中
央

制
御

室
及

び

緊
急

時
対

策
所

に
設

置
し

、
衛

星
電

話
（

携
帯

）

及
び

ト
ラ

ン
シ

ー
バ

ー
は

、
緊

急
時

対
策

所
に

保
管

し
、

携
行

型
通

話
装

置
は

、
原

子
炉

補
助

建
屋

及
び

緊
急

時
対

策
所

に
保

管
す

る
設

計

と
す

る
。

 

 デ
ー

タ
伝

送
設

備
（

発
電

所
内

）
と

し
て

、

安
全

パ
ラ

メ
ー

タ
表

示
シ

ス
テ

ム
（

Ｓ
Ｐ

Ｄ

Ｓ
）

は
、

原
子

炉
補

助
建

屋
に

設
置

し
、

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

表
示

装
置

は
、

緊
急

時
対

策
所

に
設

置
す

る
設

計
と

す
る

。
 

衛
星

電
話

（
固

定
）

は
、

屋
外

に
設

置
し

た

ア
ン

テ
ナ

と
接

続
す

る
こ

と
に

よ
り

、
屋

内
で

使
用

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

衛
星

電
話

（
固

定
）

の
電

源
は

、
デ

ィ
ー

ゼ

ル
発

電
機

に
加

え
て

、
全

交
流

動
力

電
源

が
喪

失
し

た
場

合
に

お
い

て
も

、
代

替
電

源
設

備
で

あ
る

空
冷

式
非

常
用

発
電

装
置

又
は

電
源

車

1
0
.
1
2
 
通

信
連

絡
設

備
 

1
0
.
1
2
.
2
 
重

大
事

故
等

時
 

1
0
.
1
2
.
2
.
1
 
概

要
 

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、

発
電

所
の

内
外

の
通

信
連

絡
を

す
る

必
要

の

あ
る

場
所

と
通

信
連

絡
を

行
う

た
め

に
必

要

な
通

信
連

絡
設

備
を

設
置

又
は

保
管

す
る

。
 

 1
0
.
1
2
.
2
.
2
 
設

計
方

針
 

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、

発
電

所
内

の
通

信
連

絡
を

す
る

必
要

の
あ

る

場
所

と
通

信
連

絡
を

行
う

た
め

に
必

要
な

通

信
設

備
（

発
電

所
内

）
及

び
緊

急
時

対
策

所
へ

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

デ

ー
タ

を
伝

送
で

き
る

デ
ー

タ
伝

送
設

備
（

発
電

所
内

）
を

設
け

る
。

 

 通
信

設
備
（

発
電

所
内

）
と

し
て

、
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
に

必
要

な
衛

星
電

話

（
固

定
）
、
衛

星
電

話
（

携
帯

）
、
ト

ラ
ン

シ

ー
バ

ー
及

び
携

行
型

通
話

装
置

を
設

置
又

は

保
管

す
る

設
計

と
す

る
。

 

衛
星

電
話
（

固
定

）
は

、
中

央
制

御
室

及
び

緊
急

時
対

策
所

に
設

置
し

、
衛

星
電

話
（

携
帯

）

及
び

ト
ラ

ン
シ

ー
バ

ー
は

、
緊

急
時

対
策

所
に

保
管

し
、
携

行
型

通
話

装
置

は
、
原

子
炉

補
助

建
屋

及
び

緊
急

時
対

策
所

に
保

管
す

る
設

計

と
す

る
。

 

 デ
ー

タ
伝

送
設

備
（

発
電

所
内

）
と

し
て

、

安
全

パ
ラ

メ
ー

タ
表

示
シ

ス
テ

ム
（

Ｓ
Ｐ

Ｄ

Ｓ
）
は

、
原

子
炉

補
助

建
屋

に
設

置
し

、
Ｓ

Ｐ

Ｄ
Ｓ

表
示

装
置

は
、
緊

急
時

対
策

所
に

設
置

す

る
設

計
と

す
る

。
 

衛
星

電
話
（

固
定

）
は

、
屋

外
に

設
置

し
た

ア
ン

テ
ナ

と
接

続
す

る
こ

と
に

よ
り

、
屋

内
で

使
用

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

衛
星

電
話
（

固
定

）
の

電
源

は
、
デ

ィ
ー

ゼ

ル
発

電
機

に
加

え
て

、
全

交
流

動
力

電
源

が
喪

失
し

た
場

合
に

お
い

て
も

、
代

替
電

源
設

備
で

あ
る

空
冷

式
非

常
用

発
電

装
置

又
は

電
源

車

 
・

必
要

な
保

有
数

は
第

9
0
条

に
て

整
理

 

                 

・
基

本
設

計
で

前
提

と
し

た
運

転
管

理
事

項
に

つ
い

て
は

保
安

規
定

に
記

載
す

る
。
 

（
必

要
な

保
有

数
は

第
9
0
条

に
て

整
理

）
 

 

・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

                

・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

 

必
要

な
通

信
連

絡
設

備
を

設
置

又
は

保

管
す

る
こ

と
に

つ
い

て
記

載
。

 

                衛
星

電
話
（

固
定

）
、
衛

星
電

話
（

携
帯

）
、

ト
ラ

ン
シ

ー
バ

ー
及

び
携

行
型

通
話

装
置

は
、
中

央
制

御
室

、
緊

急
時

対
策

所
又

は
原

子
炉

補
助

建
屋

等
に

設
置

又
は

保
管

す
る

こ
と

に
つ

い
て

記
載

。
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上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
五
号

 ＋
 添

付
書
類

八
）

 
【
1
0.
12

通
信

連
絡

設
備
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請
書
【
添
付

書
類
】

 
20

19
.1

2.
11

 
原

子
炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
（

緊
急

時
対

策
所

用
）

か
ら

給
電

で
き

る
設

計

と
す

る
。

 

衛
星

電
話

（
携

帯
）

の
電

源
は

、
充

電
池

を

使
用

し
て

お
り

、
充

電
池

の
残

量
が

少
な

く
な

っ
た

場
合

は
別

の
端

末
と

交
換

す
る

こ
と

に

よ
り

、
継

続
し

て
通

話
が

で
き

、
使

用
後

の
充

電
池

は
、

中
央

制
御

室
又

は
緊

急
時

対
策

所
の

電
源

か
ら

充
電

す
る

こ
と

が
で

き
る

設
計

と

す
る

。
 

ト
ラ

ン
シ

ー
バ

ー
の

電
源

は
、

充
電

池
又

は

乾
電

池
を

使
用

し
て

お
り

、
充

電
池

を
用

い
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

充
電

池
の

残
量

が
少

な
く

な
っ

た
場

合
は

、
別

の
端

末
と

交
換

す
る

こ
と

に
よ

り
、

継
続

し
て

通
話

が
で

き
、

使
用

後
の

充
電

池
は

、
中

央
制

御
室

又
は

緊
急

時
対

策
所

の
電

源
か

ら
充

電
す

る
こ

と
が

で
き

る
設

計

と
す

る
。

ま
た

、
乾

電
池

を
用

い
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

予
備

の
乾

電
池

と
交

換
す

る
こ

と
に

よ
り

、
7
日

間
以

上
継

続
し

て
通

話
が

で
き

る

設
計

と
す

る
。

 

携
行

型
通

話
装

置
の

電
源

は
、

乾
電

池
を

使

用
し

て
お

り
、

予
備

の
乾

電
池

と
交

換
す

る
こ

と
に

よ
り

、
7
日

間
以

上
継

続
し

て
通

話
が

で

き
る

設
計

と
す

る
。

 

 安
全

パ
ラ

メ
ー

タ
表

示
シ

ス
テ

ム
（

Ｓ
Ｐ

Ｄ

Ｓ
）

に
つ

い
て

は
、

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

に
加

え
て

、
全

交
流

動
力

電
源

が
喪

失
し

た
場

合
に

お
い

て
も

、
代

替
電

源
設

備
で

あ
る

空
冷

式
非

常
用

発
電

装
置

か
ら

給
電

で
き

る
設

計
と

す

る
。
ま

た
、
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
表

示
装

置
に

つ
い

て
は

、

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

に
加

え
て

、
全

交
流

動
力

電
源

が
喪

失
し

た
場

合
に

お
い

て
も

、
代

替
電

源
設

備
で

あ
る

電
源

車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）

か
ら

給
電

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

 

（
緊

急
時

対
策

所
用

）
か

ら
給

電
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 

衛
星

電
話
（

携
帯

）
の

電
源

は
、
充

電
池

を

使
用

し
て

お
り

、
充

電
池

の
残

量
が

少
な

く
な

っ
た

場
合

は
別

の
端

末
と

交
換

す
る

こ
と

に

よ
り

、
継

続
し

て
通

話
が

で
き

、
使

用
後

の
充

電
池

は
、
中

央
制

御
室

又
は

緊
急

時
対

策
所

の

電
源

か
ら

充
電

す
る

こ
と

が
で

き
る

設
計

と

す
る

。
 

ト
ラ

ン
シ

ー
バ

ー
の

電
源

は
、
充

電
池

又
は

乾
電

池
を

使
用

し
て

お
り

、
充

電
池

を
用

い
る

も
の

に
つ

い
て

は
、
充

電
池

の
残

量
が

少
な

く

な
っ

た
場

合
は

、
別

の
端

末
と

交
換

す
る

こ
と

に
よ

り
、
継

続
し

て
通

話
が

で
き

、
使

用
後

の

充
電

池
は

、
中

央
制

御
室

又
は

緊
急

時
対

策
所

の
電

源
か

ら
充

電
す

る
こ

と
が

で
き

る
設

計

と
す

る
。
ま

た
、
乾

電
池

を
用

い
る

も
の

に
つ

い
て

は
、
予

備
の

乾
電

池
と

交
換

す
る

こ
と

に

よ
り

、
7
日

間
以

上
継

続
し

て
通

話
が

で
き

る

設
計

と
す

る
。

 

携
行

型
通

話
装

置
の

電
源

は
、
乾

電
池

を
使

用
し

て
お

り
、
予

備
の

乾
電

池
と

交
換

す
る

こ

と
に

よ
り

、
7
日

間
以

上
継

続
し

て
通

話
が

で

き
る

設
計

と
す

る
。

 

 安
全

パ
ラ

メ
ー

タ
表

示
シ

ス
テ

ム
（

Ｓ
Ｐ

Ｄ

Ｓ
）
に

つ
い

て
は

、
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
に

加

え
て

、
全

交
流

動
力

電
源

が
喪

失
し

た
場

合
に

お
い

て
も

、
代

替
電

源
設

備
で

あ
る

空
冷

式
非

常
用

発
電

装
置

か
ら

給
電

で
き

る
設

計
と

す

る
。
ま

た
、
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
表

示
装

置
に

つ
い

て
は

、

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

に
加

え
て

、
全

交
流

動
力

電
源

が
喪

失
し

た
場

合
に

お
い

て
も

、
代

替
電

源
設

備
で

あ
る

電
源

車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）

か
ら

給
電

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

具
体

的
な

設
備

は
、

以
下

の
と

お
り

と
す

る
。

 

・
衛

星
電

話
（

固
定

）
（

３
号

及
び

４
号

炉

共
用

）
 

・
衛

星
電

話
（

携
帯

）
（

３
号

及
び

４
号

炉

共
用

）
 

・
ト

ラ
ン

シ
ー

バ
ー
（

３
号

及
び

４
号

炉
共

用
）

 

・
携

行
型

通
話

装
置
（

３
号

及
び

４
号

炉
共

用
）

 

 ・
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

表
示

シ
ス

テ
ム
（

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

）
（

３
号

及
び

４
号

炉
共

用
）

 

・
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
表

示
装

置
（

３
号

及
び

４
号

炉

共
用

）
 

・
空

冷
式

非
常

用
発

電
装

置
（

1
0
.
2
 
代

替

電
源

設
備

）
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上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
五
号

 ＋
 添

付
書
類

八
）

 
【
1
0.
12

通
信

連
絡

設
備
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請
書
【
添
付

書
類
】

 
20

19
.1

2.
11

 
原

子
炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
・

燃
料

油
貯

蔵
タ

ン
ク

（
1
0
.
2
 
代

替
電

源

設
備

）
 

・
重

油
タ

ン
ク

（
1
0
.
2
 
代

替
電

源
設

備
）

 

・
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
ー
（

３
号

及
び

４
号

炉
共

用
）

（
1
0
.
2
 
代

替
電

源
設

備
）

 

・
電

源
車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）
（

３
号

及

び
４

号
炉

共
用

）
（

1
0
.
9
 
緊

急
時

対
策

所
）

 

空
冷

式
非

常
用

発
電

装
置

、
燃

料
油

貯
蔵

タ

ン
ク

、
重

油
タ

ン
ク

及
び

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

ー
に

つ
い

て
は

、
「

1
0
.
2
 
代

替
電

源
設

備
」

に
て

記
載

す
る

。
 

電
源

車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）
に

つ
い

て
は

、

「
1
0
.
9
 
緊

急
時

対
策

所
」

に
て

記
載

す
る

。
 

 

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、

発
電

所
外

（
社

内
外

）
の

通
信

連
絡

を
す

る
必

要
の

あ
る

場
所

と
通

信
連

絡
を

行
う

た
め

に

必
要

な
通

信
設

備
（

発
電

所
外

）
及

び
発

電
所

内
か

ら
発

電
所

外
の

緊
急

時
対

策
支

援
シ

ス

テ
ム

（
Ｅ

Ｒ
Ｓ

Ｓ
）

等
へ

必
要

な
デ

ー
タ

を
伝

送
で

き
る

デ
ー

タ
伝

送
設

備
（

発
電

所
外

）
を

設
け

る
。

 

通
信

設
備

（
発

電
所

外
）

と
し

て
、

重
大

事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
に

必
要

な
衛

星
電

話

（
固

定
）

、
衛

星
電

話
（

携
帯

）
、

衛
星

電
話

（
可

搬
）

、
緊

急
時

衛
星

通
報

シ
ス

テ
ム

及
び

統
合

原
子

力
防

災
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
に

接
続

す

る
通

信
連

絡
設

備
を

設
置

又
は

保
管

す
る

設

計
と

す
る

。
衛

星
電

話
（

固
定

）
は

、
中

央
制

御
室

及
び

緊
急

時
対

策
所

に
設

置
し

、
衛

星
電

話
（

携
帯

）
及

び
衛

星
電

話
（

可
搬

）
は

、
緊

急
時

対
策

所
に

保
管

し
、

緊
急

時
衛

星
通

報
シ

ス
テ

ム
及

び
統

合
原

子
力

防
災

ネ
ッ

ト
ワ

ー

ク
に

接
続

す
る

通
信

連
絡

設
備

は
、

緊
急

時
対

策
所

に
設

置
す

る
設

計
と

す
る

。
 

デ
ー

タ
伝

送
設

備
（

発
電

所
外

）
と

し
て

、

安
全

パ
ラ

メ
ー

タ
表

示
シ

ス
テ

ム
（

Ｓ
Ｐ

Ｄ

Ｓ
）

及
び

安
全

パ
ラ

メ
ー

タ
伝

送
シ

ス
テ

ム

は
、

原
子

炉
補

助
建

屋
に

設
置

す
る

設
計

と
す

る
。

 

衛
星

電
話

（
固

定
）

、
衛

星
電

話
（

可
搬

）

及
び

緊
急

時
衛

星
通

報
シ

ス
テ

ム
は

、
屋

外
に

設
置

し
た

ア
ン

テ
ナ

と
接

続
す

る
こ

と
に

よ

り
、

屋
内

で
使

用
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 

衛
星

電
話

（
固

定
）

の
電

源
は

、
デ

ィ
ー

ゼ

ル
発

電
機

に
加

え
て

、
全

交
流

動
力

電
源

が
喪

失
し

た
場

合
に

お
い

て
も

、
代

替
電

源
設

備
で

あ
る

空
冷

式
非

常
用

発
電

装
置

又
は

電
源

車

（
緊

急
時

対
策

所
用

）
か

ら
給

電
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 

 

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、

発
電

所
外
（

社
内

外
）
の

通
信

連
絡

を
す

る
必

要
の

あ
る

場
所

と
通

信
連

絡
を

行
う

た
め

に

必
要

な
通

信
設

備
（

発
電

所
外

）
及

び
発

電
所

内
か

ら
発

電
所

外
の

緊
急

時
対

策
支

援
シ

ス

テ
ム
（

Ｅ
Ｒ

Ｓ
Ｓ

）
等

へ
必

要
な

デ
ー

タ
を

伝

送
で

き
る

デ
ー

タ
伝

送
設

備
（

発
電

所
外

）
を

設
け

る
。

 

通
信

設
備
（

発
電

所
外

）
と

し
て

、
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
に

必
要

な
衛

星
電

話

（
固

定
）
、
衛

星
電

話
（

携
帯

）
、
衛

星
電

話

（
可

搬
）
、
緊

急
時

衛
星

通
報

シ
ス

テ
ム

及
び

統
合

原
子

力
防

災
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
に

接
続

す

る
通

信
連

絡
設

備
を

設
置

又
は

保
管

す
る

設

計
と

す
る

。
衛

星
電

話
（

固
定

）
は

、
中

央
制

御
室

及
び

緊
急

時
対

策
所

に
設

置
し

、
衛

星
電

話
（

携
帯

）
及

び
衛

星
電

話
（

可
搬

）
は

、
緊

急
時

対
策

所
に

保
管

し
、
緊

急
時

衛
星

通
報

シ

ス
テ

ム
及

び
統

合
原

子
力

防
災

ネ
ッ

ト
ワ

ー

ク
に

接
続

す
る

通
信

連
絡

設
備

は
、
緊

急
時

対

策
所

に
設

置
す

る
設

計
と

す
る

。
 

デ
ー

タ
伝

送
設

備
（

発
電

所
外

）
と

し
て

、

安
全

パ
ラ

メ
ー

タ
表

示
シ

ス
テ

ム
（

Ｓ
Ｐ

Ｄ

Ｓ
）

及
び

安
全

パ
ラ

メ
ー

タ
伝

送
シ

ス
テ

ム

は
、
原

子
炉

補
助

建
屋

に
設

置
す

る
設

計
と

す

る
。

 

衛
星

電
話

（
固

定
）

、
衛

星
電

話
（

可
搬

）

及
び

緊
急

時
衛

星
通

報
シ

ス
テ

ム
は

、
屋

外
に

設
置

し
た

ア
ン

テ
ナ

と
接

続
す

る
こ

と
に

よ

り
、

屋
内

で
使

用
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 

衛
星

電
話
（

固
定

）
の

電
源

は
、
デ

ィ
ー

ゼ

ル
発

電
機

に
加

え
て

、
全

交
流

動
力

電
源

が
喪

失
し

た
場

合
に

お
い

て
も

、
代

替
電

源
設

備
で

あ
る

空
冷

式
非

常
用

発
電

装
置

又
は

電
源

車

（
緊

急
時

対
策

所
用

）
か

ら
給

電
で

き
る

設
計

と
す

る
。
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上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
五
号

 ＋
 添

付
書
類

八
）

 
【
1
0.
12

通
信

連
絡

設
備
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請
書
【
添
付

書
類
】

 
20

19
.1

2.
11

 
原

子
炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
衛

星
電

話
（

携
帯

）
の

電
源

は
、

充
電

池
を

使
用

し
て

お
り

、
充

電
池

の
残

量
が

少
な

く
な

っ
た

場
合

は
、

別
の

端
末

と
交

換
す

る
こ

と
に

よ
り

、
継

続
し

て
通

話
が

で
き

、
使

用
後

の
充

電
池

は
、

中
央

制
御

室
又

は
緊

急
時

対
策

所
の

電
源

か
ら

充
電

す
る

こ
と

が
で

き
る

設
計

と

す
る

。
 

衛
星

電
話

（
可

搬
）

及
び

緊
急

時
衛

星
通

報

シ
ス

テ
ム

の
電

源
は

、
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
に

加
え

て
、

全
交

流
動

力
電

源
が

喪
失

し
た

場
合

に
お

い
て

も
、

代
替

電
源

設
備

で
あ

る
電

源
車

（
緊

急
時

対
策

所
用

）
か

ら
給

電
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 

 統
合

原
子

力
防

災
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
に

接
続

す
る

通
信

連
絡

設
備

に
つ

い
て

は
、

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

に
加

え
て

、
全

交
流

動
力

電
源

が
喪

失
し

た
場

合
に

お
い

て
も

、
代

替
電

源
設

備
で

あ
る

電
源

車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）

か
ら

給
電

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

安
全

パ
ラ

メ
ー

タ
表

示
シ

ス
テ

ム
（

Ｓ
Ｐ

Ｄ

Ｓ
）

及
び

安
全

パ
ラ

メ
ー

タ
伝

送
シ

ス
テ

ム
に

つ
い

て
は

、
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
に

加
え

て
、

全
交

流
動

力
電

源
が

喪
失

し
た

場
合

に
お

い

て
も

、
代

替
電

源
設

備
で

あ
る

空
冷

式
非

常
用

発
電

装
置

か
ら

給
電

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

緊
急

時
対

策
支

援
シ

ス
テ

ム
（

Ｅ
Ｒ

Ｓ
Ｓ

）

等
へ

の
デ

ー
タ

伝
送

の
機

能
に

係
る

設
備

及

び
緊

急
時

対
策

所
の

通
信

連
絡

機
能

に
係

る

設
備

と
し

て
の

、
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

表
示

シ
ス

テ
ム

（
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
）

、
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

伝
送

シ
ス

テ
ム

、
緊

急
時

衛
星

通
報

シ
ス

テ
ム

及
び

統
合

原
子

力
防

災
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
に

接
続

す

る
通

信
連

絡
設

備
に

つ
い

て
は

、
固

縛
又

は
転

倒
防

止
処

置
を

講
じ

、
基

準
地

震
動

に
よ

る
地

震
力

に
対

し
、

機
能

喪
失

し
な

い
設

計
と

す

る
。

 

空
冷

式
非

常
用

発
電

装
置

に
つ

い
て

は
、

「
ヌ

．
(
2
)
 
(
ⅳ

)
 
 
代

替
電

源
設

備
」

に
て

記

載
す

る
。

 

電
源

車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）
に

つ
い

て
は

、

「
ヌ

．
(
3
)
 (
ⅵ

)
 
緊

急
時

対
策

所
」
に

て
記

載

す
る

。
 

 事
故

一
斉

放
送

装
置

（
３

号
及

び
４

号
炉

共

用
）

 
 

一
式

 

運
転

指
令

設
備

（
３

号
及

び
４

号
炉

共
用

）

（
ヌ

．
(
3
)
 
(
ⅵ

)
と

兼
用

）
一

式
 

加
入

電
話
（

３
号

及
び

４
号

炉
共

用
）
（

ヌ
．

(
3
)
 
(
ⅵ

)
と

兼
用

）
 

 
一

式
 

加
入

フ
ァ

ク
シ

ミ
リ

（
３

号
及

び
４

号
炉

共

用
）

（
ヌ

．
(
3
)
 
(
ⅵ

)
と

兼
用

）
 

衛
星

電
話
（

携
帯

）
の

電
源

は
、
充

電
池

を

使
用

し
て

お
り

、
充

電
池

の
残

量
が

少
な

く
な

っ
た

場
合

は
、
別

の
端

末
と

交
換

す
る

こ
と

に

よ
り

、
継

続
し

て
通

話
が

で
き

、
使

用
後

の
充

電
池

は
、
中

央
制

御
室

又
は

緊
急

時
対

策
所

の

電
源

か
ら

充
電

す
る

こ
と

が
で

き
る

設
計

と

す
る

。
 

衛
星

電
話
（

可
搬

）
及

び
緊

急
時

衛
星

通
報

シ
ス

テ
ム

の
電

源
は

、
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
に

加
え

て
、
全

交
流

動
力

電
源

が
喪

失
し

た
場

合

に
お

い
て

も
、
代

替
電

源
設

備
で

あ
る

電
源

車

（
緊

急
時

対
策

所
用

）
か

ら
給

電
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 

 統
合

原
子

力
防

災
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
に

接
続

す
る

通
信

連
絡

設
備

に
つ

い
て

は
、
デ

ィ
ー

ゼ

ル
発

電
機

に
加

え
て

、
全

交
流

動
力

電
源

が
喪

失
し

た
場

合
に

お
い

て
も

、
代

替
電

源
設

備
で

あ
る

電
源

車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）
か

ら
給

電

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

安
全

パ
ラ

メ
ー

タ
表

示
シ

ス
テ

ム
（

Ｓ
Ｐ

Ｄ

Ｓ
）
及

び
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

伝
送

シ
ス

テ
ム

に

つ
い

て
は

、
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
に

加
え

て
、

全
交

流
動

力
電

源
が

喪
失

し
た

場
合

に
お

い

て
も

、
代

替
電

源
設

備
で

あ
る

空
冷

式
非

常
用

発
電

装
置

か
ら

給
電

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

緊
急

時
対

策
支

援
シ

ス
テ

ム
（

Ｅ
Ｒ

Ｓ
Ｓ

）

等
へ

の
デ

ー
タ

伝
送

の
機

能
に

係
る

設
備

及

び
緊

急
時

対
策

所
の

通
信

連
絡

機
能

に
係

る

設
備

と
し

て
の

、
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

表
示

シ
ス

テ
ム
（

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

）
、
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

伝
送

シ
ス

テ
ム

、
緊

急
時

衛
星

通
報

シ
ス

テ
ム

及
び

統
合

原
子

力
防

災
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
に

接
続

す

る
通

信
連

絡
設

備
に

つ
い

て
は

、
固

縛
又

は
転

倒
防

止
処

置
を

講
じ

、
基

準
地

震
動

に
よ

る
地

震
力

に
対

し
、

機
能

喪
失

し
な

い
設

計
と

す

る
。

 

 具
体

的
な

設
備

は
、

以
下

の
と

お
り

と
す

る
。

 

・
衛

星
電

話
（

固
定

）
（

３
号

及
び

４
号

炉

共
用

）
 

・
衛

星
電

話
（

携
帯

）
（

３
号

及
び

４
号

炉

共
用

）
 

・
衛

星
電

話
（

可
搬

）
（

３
号

及
び

４
号

炉

共
用

）
 

・
緊

急
時

衛
星

通
報

シ
ス

テ
ム
（

３
号

及
び

４
号

炉
共

用
）

 

・
統

合
原

子
力

防
災

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

に
接

続
す

る
通

信
連

絡
設

備
 

（
Ｔ

Ｖ
会

議
シ

ス
テ

ム
、
Ｉ

Ｐ
電

話
及

び
Ｉ

Ｐ
－

Ｆ
Ａ

Ｘ
）

（
３

号
及

び
４

号
炉

共
用

）
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上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
五
号

 ＋
 添

付
書
類

八
）

 
【
1
0.
12

通
信

連
絡

設
備
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請
書
【
添
付

書
類
】

 
20

19
.1

2.
11

 
原

子
炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
 

 

 
 

 
 

一
式

 

携
帯

電
話

（
３

号
及

び
４

号
炉

共
用

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
式

 

電
力

保
安

通
信

用
電

話
設

備
（

３
号

及
び

４

号
炉

共
用

）
（

ヌ
．

(
3
)
 
(
ⅵ

)
と

 

兼
用

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

一
式

 

社
内

Ｔ
Ｖ

会
議

シ
ス

テ
ム

（
３

号
及

び
４

号

炉
共

用
）

（
ヌ

．
(
3
)
 
(
ⅵ

)
と

兼
用

）
 

 
一

式
 

衛
星

電
話
（

３
号

及
び

４
号

炉
共

用
）
（

ヌ
．

(
3
)
 
(
ⅵ

)
と

兼
用

）
 

 
 

 
 

 
 

一
式

 

無
線

通
話

装
置

（
３

号
及

び
４

号
炉

共
用

）

（
ヌ

．
(
3
)
 
(
ⅵ

)
と

兼
用

）
一

式
 

ト
ラ

ン
シ

ー
バ

ー
（

３
号

及
び

４
号

炉
共

用
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
式

 

携
行

型
通

話
装

置
（

３
号

及
び

４
号

炉
共

用
）

（
ヌ

．
(
3
)
 
(
ⅵ

)
と

兼
用

）
 

 
 

 
 

 
 

一
式

 

  緊
急

時
衛

星
通

報
シ

ス
テ

ム
（

３
号

及
び

４

号
炉

共
用

）
（

ヌ
．

(
3
)
 
(
ⅵ

)
と

兼
用

）
 

 
 

 
 

 
一

式
 

統
合

原
子

力
防

災
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
に

接
続

す
る

通
信

連
絡

設
備

 

（
３

号
及

び
４

号
炉

共
用

）（
ヌ

．
(
3
)
 (
ⅵ

)

と
兼

用
）

 
 

 
 

 
一

式
 

安
全

パ
ラ

メ
ー

タ
表

示
シ

ス
テ

ム
（

Ｓ
Ｐ

Ｄ

Ｓ
）

 

（
３

号
及

び
４

号
炉

共
用

）
 

（
ヌ

．
(
3
)
 
(
ⅵ

)
と

兼
用

）
 

 
 

 
 

 
 

一
式

 

安
全

パ
ラ

メ
ー

タ
伝

送
シ

ス
テ

ム
（

３
号

及

び
４

号
炉

共
用

）
 

・
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

表
示

シ
ス

テ
ム
（

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

）
（

３
号

及
び

４
号

炉
共

用
）

 

・
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

伝
送

シ
ス

テ
ム
（

３
号

及
び

４
号

炉
共

用
）

 

・
空

冷
式

非
常

用
発

電
装

置
（

1
0
.
2
 
代

替

電
源

設
備

）
 

・
燃

料
油

貯
蔵

タ
ン

ク
（

1
0
.
2
 
代

替
電

源

設
備

）
 

・
重

油
タ

ン
ク

（
1
0
.
2
 
代

替
電

源
設

備
）

 

・
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
ー
（

３
号

及
び

４
号

炉
共

用
）

（
1
0
.
2
 
代

替
電

源
設

備
）

 

・
電

源
車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）
（

３
号

及

び
４

号
炉

共
用

）
（

1
0
.
9
 
緊

急
時

対
策

所
）

 

空
冷

式
非

常
用

発
電

装
置

、
燃

料
油

貯
蔵

タ

ン
ク

、
重

油
タ

ン
ク

及
び

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

ー
に

つ
い

て
は

、
「

1
0
.
2
 
代

替
電

源
設

備
」

に
て

記
載

す
る

。
 

電
源

車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）
に

つ
い

て
は

、

「
1
0
.
9
 
緊

急
時

対
策

所
」

に
て

記
載

す
る

。
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上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
五
号

 ＋
 添

付
書
類

八
）

 
【
1
0.
12

通
信

連
絡

設
備
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請
書
【
添
付

書
類
】

 
20

19
.1

2.
11

 
原

子
炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
（

ヌ
．

(
3
)
(
ⅵ

)
と

兼
用

）
 

 
 

 
 

 
 

一
式

 

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

表
示

装
置

（
３

号
及

び
４

号
炉

共

用
）

 

（
ヌ

．
(
3
)
(
ⅵ

)
と

兼
用

）
 

 
 

 
 

 
一

式
 

携
行

型
通

話
装

置
、

ト
ラ

ン
シ

ー
バ

ー
、

衛

星
電

話
、

統
合

原
子

力
防

災
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
に

接
続

す
る

通
信

連
絡

設
備

、
緊

急
時

衛
星

通
報

シ
ス

テ
ム

、
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

表
示

シ
ス

テ
ム

（
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
）

、
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

伝
送

シ
ス

テ
ム

及
び

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

表
示

装
置

は
、

設
計

基
準

事
故

時
及

び
重

大
事

故
等

時
共

に
使

用
す

る
。

 

Ｂ
.
 
４

号
炉

 

３
号

炉
に

同
じ

。
た

だ
し

共
用

設
備

は
除

く
。

 

 
1
0
.
1
2
.
2
.
2
.
2
 
悪

影
響

防
止

 

基
本

方
針

に
つ

い
て

は
、
「

1
.
1
.
7
.
1
 
多

様

性
、
位

置
的

分
散

、
悪

影
響

防
止

等
」
に

示
す

。
 

衛
星

電
話
（

固
定

）
、
衛

星
電

話
（

可
搬

）
、

緊
急

時
衛

星
通

報
シ

ス
テ

ム
、
統

合
原

子
力

防

災
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
に

接
続

す
る

通
信

連
絡

設

備
、
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

表
示

シ
ス

テ
ム
（

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

）
、
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

伝
送

シ
ス

テ
ム

及

び
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
表

示
装

置
は

、
電

源
操

作
等

に
よ

っ
て

、
通

常
時

の
系

統
構

成
か

ら
重

大
事

故
等

対
処

設
備

と
し

て
系

統
構

成
を

す
る

こ
と

で
、

他
の

設
備

に
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

設
計

と

す
る

。
 

衛
星

電
話
（

携
帯

）
、
ト

ラ
ン

シ
ー

バ
ー

及

び
携

行
型

通
話

装
置

は
、
他

の
設

備
か

ら
独

立

し
て

単
独

で
使

用
可

能
な

こ
と

に
よ

り
、
他

の

設
備

に
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

設
計

と
す

る
。
 

 
 

 
 

 
1
0
.
1
2
.
2
.
2
.
4
 
容

量
等

 

基
本

方
針

に
つ

い
て

は
、
「

1
.
1
.
7
.
2
 
容

量

等
」

に
示

す
。

 

衛
星

電
話
（

固
定

）
、
衛

星
電

話
（

携
帯

）
、

ト
ラ

ン
シ

ー
バ

ー
及

び
携

行
型

通
話

装
置

は
、

発
電

所
内

の
通

信
連

絡
を

す
る

必
要

の
あ

る

場
所

と
通

信
連

絡
で

き
る

よ
う

、
必

要
な

個
数

を
設

置
又

は
保

管
す

る
。

 

衛
星

電
話
（

固
定

）
、
衛

星
電

話
（

携
帯

）
、

衛
星

電
話
（

可
搬

）
、
緊

急
時

衛
星

通
報

シ
ス

テ
ム

及
び

統
合

原
子

力
防

災
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク

に
接

続
す

る
通

信
連

絡
設

備
は

、
発

電
所

外
の

通
信

連
絡

を
す

る
必

要
の

あ
る

場
所

と
通

信

連
絡

で
き

る
よ

う
、
必

要
な

個
数

を
設

置
又

は

 
   ・

必
要

な
保

有
数

は
第

9
0
条

に
て

整
理

 

    ・
必

要
な

保
有

数
は

第
9
0
条

に
て

整
理

 

 

   ・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

   ・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

 

   衛
星

電
話
（

固
定

）
、
衛

星
電

話
（

携
帯

）
、

ト
ラ

ン
シ

ー
バ

ー
及

び
携

行
型

通
話

装
置

は
、
必

要
な

個
数

を
設

置
又

は
保

管
す

る
こ

と
に

つ
い

て
記

載
す

る
。

 

 衛
星

電
話
（

固
定

）
、
衛

星
電

話
（

携
帯

）
、

衛
星

電
話
（

可
搬

）
、
緊

急
時

衛
星

通
報

シ

ス
テ

ム
及

び
統

合
原

子
力

防
災

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

に
接

続
す

る
通

信
連

絡
設

備
は

、
必

要

な
個

数
を

設
置

又
は

保
管

す
る

こ
と

に
つ

い
て

記
載

す
る

。
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上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
五
号

 ＋
 添

付
書
類

八
）

 
【
1
0.
12

通
信

連
絡

設
備
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請
書
【
添
付

書
類
】

 
20

19
.1

2.
11

 
原

子
炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
保

管
す

る
。

 

安
全

パ
ラ

メ
ー

タ
表

示
シ

ス
テ

ム
（

Ｓ
Ｐ

Ｄ

Ｓ
）
（

計
装

設
備
（

重
大

事
故

等
対

処
設

備
）
、

緊
急

時
対

策
所

及
び

通
信

連
絡

設
備

と
兼

用
）

及
び

安
全

パ
ラ

メ
ー

タ
伝

送
シ

ス
テ

ム
（

緊
急

時
対

策
所

及
び

通
信

連
絡

設
備

と
兼

用
）

は
、

発
電

所
の

内
外

の
通

信
連

絡
を

す
る

必
要

の

あ
る

場
所

に
必

要
な

デ
ー

タ
量

を
伝

送
で

き

る
設

計
と

す
る

。
 

 
1
0
.
1
2
.
2
.
2
.
5
 
環

境
条

件
等

 

基
本

方
針

に
つ

い
て

は
、
「

1
.
1
.
7
.
3
 
環

境

条
件

等
」

に
示

す
。

 

携
行

型
通

話
装

置
は

、
重

大
事

故
等

時
に

お

け
る

建
屋

内
（

原
子

炉
格

納
容

器
内

を
除

く
。
）

及
び

屋
外

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
た

設
計

と

す
る

。
人

が
携

行
し

て
使

用
が

可
能

な
設

計
と

す
る

。
 

衛
星

電
話
（

携
帯

）
及

び
ト

ラ
ン

シ
ー

バ
ー

は
、
重

大
事

故
等

時
に

お
け

る
屋

外
の

環
境

条

件
を

考
慮

し
た

設
計

と
す

る
。
人

が
携

行
し

て

使
用

が
可

能
な

設
計

と
す

る
。

 

衛
星

電
話
（

固
定

）
、
衛

星
電

話
（

可
搬

）
、

緊
急

時
衛

星
通

報
シ

ス
テ

ム
、
統

合
原

子
力

防

災
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
に

接
続

す
る

通
信

連
絡

設

備
、
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

表
示

シ
ス

テ
ム
（

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

）
、
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

伝
送

シ
ス

テ
ム

及

び
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
表

示
装

置
は

、
重

大
事

故
等

時
に

お
け

る
中

央
制

御
室

、
原

子
炉

補
助

建
屋

又
は

緊
急

時
対

策
所

の
そ

れ
ぞ

れ
の

環
境

条
件

を

考
慮

し
た

設
計

と
す

る
。

 

 1
0
.
1
2
.
2
.
2
.
6
 
操

作
性

の
確

保
 

基
本

方
針

に
つ

い
て

は
、
「

1
.
1
.
7
.
4
 
操

作

性
及

び
試

験
・

検
査

性
」

に
示

す
。

 

衛
星

電
話
（

携
帯

）
及

び
ト

ラ
ン

シ
ー

バ
ー

は
、
特

別
な

技
量

を
要

す
る

こ
と

な
く

、
容

易

に
操

作
が

で
き

る
と

と
も

に
、
使

用
場

所
に

お

い
て

通
信

連
絡

を
す

る
必

要
の

あ
る

場
所

と

確
実

に
接

続
及

び
通

信
連

絡
が

で
き

る
設

計

と
す

る
。

 

携
行

型
通

話
装

置
は

、
乾

電
池

を
使

用
し

、

使
用

場
所

に
お

い
て

端
末

と
接

続
端

子
又

は

通
話

装
置

用
ケ

ー
ブ

ル
を

容
易

か
つ

確
実

に

接
続

で
き

る
と

と
も

に
、
通

信
連

絡
を

す
る

必

要
の

あ
る

場
所

と
確

実
に

接
続

及
び

通
信

連

絡
が

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

衛
星

電
話
（

可
搬

）
は

、
容

易
に

設
置

及
び

操
作

が
で

き
る

と
と

も
に

、
通

信
連

絡
を

す
る

必
要

の
あ

る
場

所
と

確
実

に
接

続
及

び
通

信

連
絡

が
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 

統
合

原
子

力
防

災
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
に

接
続
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上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
五
号

 ＋
 添

付
書
類

八
）

 
【
1
0.
12

通
信

連
絡

設
備
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請
書
【
添
付

書
類
】

 
20

19
.1

2.
11

 
原

子
炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
す

る
通

信
連

絡
設

備
、
衛

星
電

話
（

固
定

）
及

び
緊

急
時

衛
星

通
報

シ
ス

テ
ム

は
、
特

別
な

技

量
を

要
す

る
こ

と
な

く
、
容

易
に

操
作

が
で

き

る
と

と
も

に
、
通

信
連

絡
を

す
る

必
要

の
あ

る

場
所

と
確

実
に

接
続

及
び

通
信

連
絡

が
で

き

る
設

計
と

す
る

。
 

安
全

パ
ラ

メ
ー

タ
表

示
シ

ス
テ

ム
（

Ｓ
Ｐ

Ｄ

Ｓ
）

及
び

安
全

パ
ラ

メ
ー

タ
伝

送
シ

ス
テ

ム

は
、
常

時
伝

送
を

行
う

た
め

、
通

常
操

作
を

必

要
と

し
な

い
設

計
と

す
る

。
 

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

表
示

装
置

は
、
容

易
か

つ
確

実
に

操
作

が
で

き
る

設
計

と
す

る
。
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上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
十
号

 ＋
 添

付
書
類

十
）

 
【
5
.1
 重

大
事

故
等
対
策
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請

書
【
添

付
書
類
十
】

 
20

19
.1

2.
11

 
原

子
炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
十

、
発

電
用

原
子

炉
の

炉
心

の
著

し
い

損
傷

そ
の

他

の
事

故
が

発
生

し
た

場
合

に
お

け
る

当
該

事
故

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
施

設
及

び
体

制
の

整
備

に
関

す
る

事
項

 

 ハ
．
重

大
事

故
に

至
る

お
そ

れ
が

あ
る

事
故
（

運
転

時
の

異
常

な
過

渡
変

化
及

び
設

計
基

準
事

故
を

除

く
。

）
又

は
重

大
事

故
 

事
故

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
施

設
及

び
体

制

並
び

に
発

生
す

る
と

想
定

さ
れ

る
事

故
の

程
度

及
び

影
響

の
評

価
を

行
う

た
め

に
設

定
し

た
条

件
及

び
そ

の
評

価
の

結
果

 

 A
．

３
号

炉
 

(
1
)
 
重

大
事

故
の

発
生

及
び

拡
大

の
防

止
に

必
要

な
措

置
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

技
術

的
能

力
 

(
ⅰ

)
 
重

大
事

故
等

対
策

 

 (
c
-
5
)
 
重

大
事

故
等

対
策

の
実

施
が

必
要

な
状

況

に
お

い
て

、
原

子
力

防
災

体
制

等
を

発
令

し
、
緊

急
安

全
対

策
要

員
及

び
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

の
非

常
召

集
連

絡
を

行
い

、
所

長
（

原
子

力
防

災
管

理
者

）
を

本

部
長

と
す

る
発

電
所

対
策

本
部

を
設

置
す

る
。

そ
の

中
に

実
施

組
織

及
び

支
援

組
織

を
設

置
し

重
大

事
故

等
の

対
策

を
実

施
す

る
。

 

    時
間

外
、
休

日
（

夜
間

）
に

お
い

て
は

、
重

大
事

故

等
が

発
生

し
た

場
合

、
速

や
か

に
対

策
の

対
応

を
行

う
た

め
、

発
電

所
内

及
び

発
電

所
近

傍
に

緊
急

安
全

対
策

要
員

及
び

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
を

常
時

確
保

し
、

体
制

を
強

化
す

る
。

 

       な
お

、
地

震
に

よ
り

緊
急

時
呼

出
シ

ス
テ

ム
が

正
常

に
機

能
し

な
い

等
の

通
信

障
害

に
よ

っ
て

非
常

召
集

連
絡

が
で

き
な

い
場

合
で

も
地

震
の

発
生

に
よ

り
発

電
所

に
自

動
参

集
す

る
体

制
を

整
備

す
る

。
 

 

           （
３

号
炉

及
び

４
号

炉
）

 

5
.
 
重

大
事

故
の

発
生

及
び

拡
大

の
防

止
に

必
要

な

措
置

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
技

術
的

能
力

 

5
.
1
 
重

大
事

故
等

対
策

 

5
.
1
.
4
 
手

順
書

の
整

備
、
教

育
及

び
訓

練
の

実
施

並

び
に

体
制

の
整

備
 

(
3
)
 
体

制
の

整
備

 

e
.
 
所

長
（

原
子

力
防

災
管

理
者

）
は

、
警

戒
事

象

（
そ

の
時

点
で

は
公

衆
へ

の
放

射
線

に
よ

る
影

響
や

そ
の

お
そ

れ
が

緊
急

の
も

の
で

は
な

い
が

、
原

子
力

施
設

等
に

お
い

て
特

定
事

象
又

は
緊

急
事

態
事

象
に

至
る

可
能

性
の

あ
る

事
象

）
に

よ
り

警
戒

体
制

を
発

令
し

、
緊

急
安

全
対

策
要

員
及

び
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

の
非

常
召

集
連

絡
を

行
い

、
所

長
（

原
子

力
防

災

管
理

者
）

を
本

部
長

と
す

る
発

電
所

対
策

本
部

を
設

置
す

る
。

そ
の

中
に

実
施

組
織

及
び

支
援

組
織

を
設

置
し

重
大

事
故

等
の

対
策

を
実

施
す

る
。

 

 時
間

外
、
休

日
（

夜
間

）
に

お
い

て
は

、
重

大
事

故

等
が

発
生

し
た

場
合

、
速

や
か

に
対

策
の

対
応

を
行

う
た

め
、

発
電

所
内

及
び

発
電

所
近

傍
に

緊
急

安
全

対
策

要
員

及
び

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
を

常
時

確
保

し
、

体
制

を
強

化
す

る
。

 

 非
常

召
集

す
る

要
員

へ
の

連
絡

に
つ

い
て

は
、
緊

急

時
呼

出
シ

ス
テ

ム
を

活
用

す
る

と
と

も
に

、
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
と

し
て

社
員

寮
そ

の
他

必
要

な
箇

所
に

衛
星

電
話
（

携
帯

）
を

配
備

す
る

こ
と

で
要

員
と

の
連

絡
及

び
要

員
の

非
常

召
集

を
行

う
。

 

 な
お

、
地

震
に

よ
り

緊
急

時
呼

出
シ

ス
テ

ム
が

正
常

に
機

能
し

な
い

等
の

通
信

障
害

に
よ

っ
て

非
常

召
集

連
絡

が
で

き
な

い
場

合
で

も
地

震
（

発
電

所
周

辺
地

域
に

お
い

て
、
震

度
5
弱

以
上

の
地

震
）
の

発
生

に
よ

り
発

電
所

に
自

動
参

集
す

る
体

制
を

整
備

す
る

。
 

 

           添
付

３
 
重

大
事

故
等

お
よ

び
大

規
模

損
壊

対
応

に

係
る

実
施

基
準

 

（
第

１
８

条
の

５
お

よ
び

第
１

８
条

の
６

関
連

）
 

１
．

重
大

事
故

等
対

策
 

１
．
１

 
 
体

制
の

整
備

、
教

育
訓

練
の

実
施

お
よ

び

資
機

材
の

配
備

 

(
1
)
 
体

制
の

整
備

 

ア
 

所
長

は
、
以

下
に

示
す

重
大

事
故

等
対

策
を

実

施
す

る
実

施
組

織
お

よ
び

そ
の

支
援

組
織

の
役

割
分

担
お

よ
び

責
任

者
な

ど
を

社
内

標
準

に
定

め
、
効

果
的

な
重

大
事

故
等

対
策

を
実

施
し

得
る

体
制

を
確

立
す

る
。

 

                  (
ｼ
)
 

地
震

に
よ

り
緊

急
時

呼
出

シ
ス

テ
ム

が
正

常

に
機

能
し

な
い

等
の

通
信

障
害

に
よ

っ
て

非
常

召
集

連
絡

が
で

き
な

い
場

合
で

も
地

震
（

最
寄

り
の

気
象

庁

震
度

観
測

点
に

お
い

て
、
震

度
５

弱
以

上
の

地
震

）
の

発
生

に
よ

り
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

お
よ

び
緊

急
安

全
対

策
要

員
が

発
電

所
に

自
動

参
集

す
る

。
 

                  ・
設

置
変

更
許

可
本

文
記

載
事

項

は
、

保
安

規
定

に
記

載
 

・
対

策
本

部
の

設
置

は
、

ア
項

に

て
整

理
。

 

       ・
設

置
変

更
許

可
本

文
記

載
事

項

は
、

保
安

規
定

に
記

載
 

・
行

為
内

容
を

遂
行

す
る

実
施

者

及
び

実
施

内
容

に
関

す
る

事
項

は
、

保
安

規
定

に
記

載
せ

ず
下

部

規
定

に
記

載
 

      ・
設

置
変

更
許

可
本

文
記

載
事

項

は
、

保
安

規
定

に
記

載
 

 

                             ・
運

転
管

理
通

達
 

・
原

子
力

防
災

業
務

要
綱

 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

                             ・
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上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
十
号

 ＋
 添

付
書
類

十
）

 
【
5
.1
 重

大
事

故
等
対
策
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請

書
【
添

付
書
類
十
】

 
20

19
.1

2.
11

 
原

子
炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
  重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
に

速
や

か
に

対
応

す
る

た
め

に
、

３
号

炉
及

び
４

号
炉

の
原

子
炉

容
器

に
燃

料
が

装
荷

さ
れ

て
い

る
場

合
に

お
け

る
必

要
な

要
員

は
、

原
子

力
防

災
組

織
の

統
括

管
理

及
び

全
体

指
揮

を
行

う
全

体
指

揮
者

、
号

炉
ご

と
の

指
揮

を
行

う
ユ

ニ
ッ

ト
指

揮
者

、
通

報
連

絡
を

行
う

通
報

連
絡

者
並

び
に

各
重

大
事

故
等

対
策

に
係

る
現

場
で

の
調

整
を

行
う

現
場

調
整

者
の

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
6

名
、

運
転

操
作

指
揮

を
行

う
当

直
課

長
及

び
当

直
主

任
、
運

転
操

作
対

応
を

行
う

運
転

員
1
2
名
（

３
号

炉
及

び
４

号
炉

の
う

ち
1
つ

の
原

子
炉

容
器

に
燃

料
が

装

荷
さ

れ
て

い
な

い
場

合
は

1
0
名

、
３

号
炉

及
び

４
号

炉
の

原
子

炉
容

器
に

燃
料

が
装

荷
さ

れ
て

い
な

い
場

合
は

8
名

）
、
運

転
支

援
活

動
、
電

源
確

保
活

動
、
給

水
活

動
、
設

備
対

応
、
消

防
活

動
及

び
ガ

レ
キ

除
去

活

動
を

行
う

緊
急

安
全

対
策

要
員

4
0
名

（
３

号
炉

及
び

４
号

炉
の

う
ち

1
つ

の
原

子
炉

容
器

に
燃

料
が

装
荷

さ
れ

て
い

な
い

場
合

は
3
5
名

、
３

号
炉

及
び

４
号

炉

の
原

子
炉

容
器

に
燃

料
が

装
荷

さ
れ

て
い

な
い

場
合

は
3
0
名

）
の

計
5
8
名
（

３
号

炉
及

び
４

号
炉

の
う

ち
1

つ
の

原
子

炉
容

器
に

燃
料

が
装

荷
さ

れ
て

い
な

い
場

合
は

5
1
名

、
３

号
炉

及
び

４
号

炉
の

原
子

炉
容

器
に

燃
料

が
装

荷
さ

れ
て

い
な

い
場

合
は

4
4
名

）
並

び
に

被
災

後
6
時

間
以

内
を

目
途

と
し

て
参

集
し

、
発

電
所

対
策

本
部

の
各

班
の

活
動

を
行

う
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

1
0
名
（

以
下
「

召
集

要
員

」
と

い
う

。
）
の

合
計

6
8
名
（

３
号

炉
及

び
４

号
炉

の
う

ち
1
つ

の
原

子
炉

容

器
に

燃
料

が
装

荷
さ

れ
て

い
な

い
場

合
は

6
1
名

、
３

号
炉

及
び

４
号

炉
の

原
子

炉
容

器
に

燃
料

が
装

荷
さ

れ
て

い
な

い
場

合
は

5
4
名

）
を

確
保

す
る

。
 

 な
お

、
上

記
と

は
別

に
１

号
炉

及
び

２
号

炉
の

対
応

を
行

う
１

号
炉

及
び

２
号

炉
の

運
転

員
4
名

を
確

保

す
る

。
 

  

  重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
速

や
か

に
対

応

す
る

た
め

に
、

３
号

炉
及

び
４

号
炉

の
原

子
炉

容
器

に
燃

料
が

装
荷

さ
れ

て
い

る
場

合
に

お
け

る
必

要
な

要
員

は
、

原
子

力
防

災
組

織
の

統
括

管
理

及
び

全
体

指
揮

を
行

う
全

体
指

揮
者

、
号

炉
ご

と
の

指
揮

を
行

う
ユ

ニ
ッ

ト
指

揮
者

、
通

報
連

絡
を

行
う

通
報

連
絡

者
並

び
に

各
重

大
事

故
等

対
策

に
係

る
現

場
で

の
調

整
を

行
う

現
場

調
整

者
の

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
6

名
、

運
転

操
作

指
揮

を
行

う
当

直
課

長
及

び
当

直
主

任
、
運

転
操

作
対

応
を

行
う

運
転

員
1
2
名
（

３
号

炉
及

び
４

号
炉

の
う

ち
1
つ

の
原

子
炉

容
器

に
燃

料
が

装

荷
さ

れ
て

い
な

い
場

合
は

1
0
名

、
３

号
炉

及
び

４
号

炉
の

原
子

炉
容

器
に

燃
料

が
装

荷
さ

れ
て

い
な

い
場

合
は

8
名

）
、
運

転
支

援
活

動
、
電

源
確

保
活

動
、
給

水
活

動
、
設

備
対

応
、
消

防
活

動
及

び
ガ

レ
キ

除
去

活

動
を

行
う

緊
急

安
全

対
策

要
員

4
0
名

（
３

号
炉

及
び

４
号

炉
の

う
ち

1
つ

の
原

子
炉

容
器

に
燃

料
が

装
荷

さ
れ

て
い

な
い

場
合

は
3
5
名

、
３

号
炉

及
び

４
号

炉

の
原

子
炉

容
器

に
燃

料
が

装
荷

さ
れ

て
い

な
い

場
合

は
3
0
名

）
の

計
5
8
名
（

３
号

炉
及

び
４

号
炉

の
う

ち
1

つ
の

原
子

炉
容

器
に

燃
料

が
装

荷
さ

れ
て

い
な

い
場

合
は

5
1
名

、
３

号
炉

及
び

４
号

炉
の

原
子

炉
容

器
に

燃
料

が
装

荷
さ

れ
て

い
な

い
場

合
は

4
4
名

）
並

び
に

被
災

後
6
時

間
以

内
を

目
途

と
し

て
参

集
し

、
発

電
所

対
策

本
部

の
各

班
の

活
動

を
行

う
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

1
0
名
（

以
下
「

召
集

要
員

」
と

い
う

。
）
の

合
計

6
8
名
（

３
号

炉
及

び
４

号
炉

の
う

ち
1
つ

の
原

子
炉

容

器
に

燃
料

が
装

荷
さ

れ
て

い
な

い
場

合
は

6
1
名

、
３

号
炉

及
び

４
号

炉
の

原
子

炉
容

器
に

燃
料

が
装

荷
さ

れ
て

い
な

い
場

合
は

5
4
名

）
を

確
保

す
る

。
 

 な
お

、
上

記
と

は
別

に
１

号
炉

及
び

２
号

炉
の

対
応

を
行

う
１

号
炉

及
び

２
号

炉
の

運
転

員
4
名

を
確

保

す
る

。
 

 

(
ｽ
)
 

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
速

や
か

に

対
応

す
る

た
め

に
必

要
な

要
員

と
し

て
、
第

1
3
条

に
規

定
す

る
運

転
員

、
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

お
よ

び
緊

急

安
全

対
策

要
員

に
つ

い
て

、
以

下
の

と
お

り
役

割
お

よ

び
人

数
を

割
り

当
て

確
保

す
る

。
 

ａ
 

原
子

力
防

災
組

織
の

統
括

管
理

お
よ

び
全

体

指
揮

を
行

う
全

体
指

揮
者

、
原

子
炉

毎
の

指
揮

を
行

う

ユ
ニ

ッ
ト

指
揮

者
、
原

子
炉

毎
の

通
報

連
絡

を
行

う
通

報
連

絡
者

な
ら

び
に

各
重

大
事

故
等

対
策

に
係

る
現

場
で

の
調

整
を

行
う

現
場

調
整

者
の

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
6
名

、
運

転
操

作
指

揮
を

行
う

当
直

課
長

、
当

直
主

任
お

よ
び

運
転

操
作

対
応

を
行

う
運

転
員

1
2
名

（
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

の
う

ち
1
つ

の
原

子
炉

容
器

に
燃

料
が

装
荷

さ
れ

て
い

な
い

場
合

は
1
0
名

、
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

の
原

子
炉

容
器

に
燃

料
が

装
荷

さ
れ

て
い

な
い

場
合

は
8
名

）
、

運
転

支
援

活
動

、
電

源
確

保
活

動
、
給

水
活

動
、
設

備
対

応
、
消

防
活

動
お

よ
び

ガ
レ

キ
除

去
活

動
を

行
う

緊
急

安
全

対
策

要
員

4
0
名

（
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

の
う

ち
1
つ

の
原

子
炉

容
器

に
燃

料
が

装
荷

さ
れ

て
い

な
い

場
合

は
3
5
名

、
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

の
原

子
炉

容
器

に
燃

料
が

装
荷

さ
れ

て
い

な
い

場
合

は
3
0
名

）
の

計
5
8
名
（

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
の

う
ち

1
つ

の
原

子
炉

容
器

に
燃

料
が

装
荷

さ

れ
て

い
な

い
場

合
は

5
1
名

、
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

の

原
子

炉
容

器
に

燃
料

が
装

荷
さ

れ
て

い
な

い
場

合
は

4
4
名

）
な

ら
び

に
被

災
後

6
時

間
以

内
を

目
途

と
し

て

参
集

し
、
発

電
所

対
策

本
部

の
各

班
の

活
動

を
行

う
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

1
0
名
（

以
下
「

召
集

要
員

」
と

い

う
。
）
の

合
計

6
8
名
（

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
の

う
ち

1
つ

の
原

子
炉

容
器

に
燃

料
が

装
荷

さ
れ

て
い

な
い

場

合
は

6
1
名

、
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

の
原

子
炉

容
器

に

燃
料

が
装

荷
さ

れ
て

い
な

い
場

合
は

5
4
名

）
を

確
保

す

る
。

 

な
お

、
上

記
と

は
別

に
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

の
対

応
を

行
う

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
の

運
転

員
４

名
を

確
保

す
る

。
 

 

（
運

転
員

の
確

保
）

 

第
１

５
２

条
 

発
電

室
長

は
、
原

子
炉

施
設

の
運

転
に

必
要

な
知

識
を

有
す

る
者

を
確

保
す

る
。
な

お
、
原

子
炉

施
設

の
運

転
に

必
要

な
知

識
を

有
す

る
者

と

は
、
原

子
炉

施
設

の
運

転
に

関
す

る
実

務
の

研
修

を

受
け

た
者

を
い

う
。

 

２
．
発

電
室

長
は

、
原

子
炉

施
設

の
運

転
に

当
た

っ
て

第
１

項
で

定
め

る
者

の
中

か
ら

、
１

直
あ

た
り

４
名

以
上

を
そ

ろ
え

、
５

直
以

上
を

編
成

し
た

上
で

３
交

代
勤

務
を

行
わ

せ
る

。
特

別
な

事
情

が
あ

る
場

合
を

除
き

、
連

続
し

て
２

４
時

間
を

超
え

る
勤

務
を

行
わ

せ
て

は
な

ら
な

い
。
ま

た
、
４

名
以

上
の

う
ち

、
１

名
は

当
直

課
長

と
す

る
。

 

（
中

略
）

 

 ・
設

置
変

更
許

可
本

文
記

載
事

項

は
、

保
安

規
定

に
記

載
 

                                   

 ・
運

転
管

理
通

達
 

・
原

子
力

防
災

業
務

要
綱

 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

                              

 Ｓ
Ａ

所
達

第
１

編
第

２
章

２
．
（

１
）

体
制

の
整

備
に

左
記

内
容

を
記

載
す

る
。
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上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
十
号

 ＋
 添

付
書
類

十
）

 
【
5
.1
 重

大
事

故
等
対
策
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請

書
【
添

付
書
類
十
】

 
20

19
.1

2.
11

 
原

子
炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
第

1
0
.
2
表

（
添

付
書

類
は

第
5
.
1
.
2
表

）
 

（
な

お
、

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
移

行
お

よ
び

送
水

車
の

時
間

追
加

に
関

す
る

変
更

箇
所

に
つ

い
て

太
線

 
 

 

で
示

す
）

 

 

 
 

・
設

置
変

更
許

可
本

文
記

載
事

項

は
、

保
安

規
定

に
記

載
 

・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

Ｓ
Ａ

所
達

第
１

編
第

２
章

２
．
（

２
）

教
育

訓
練

の
実

施
に

左
記

内
容

を
記

載
す

る
。
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上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
十
号

 ＋
 添

付
書
類

十
）

 
【
5
.1
 重

大
事

故
等
対
策
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請

書
【
添

付
書
類
十
】

 
20

19
.1

2.
11

 
原

子
炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
 

 
 

・
設

置
変

更
許

可
本

文
記

載
事

項

は
、

保
安

規
定

に
記

載
 

・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

Ｓ
Ａ

所
達

第
１

編
第

２
章

２
．
（

２
）

教
育

訓
練

の
実

施
に

左
記

内
容

を
記

載
す

る
。
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上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
十
号

 ＋
 添

付
書
類

十
）

 
【
5
.1
 重

大
事

故
等
対
策
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請

書
【
添

付
書
類
十
】

 
20

19
.1

2.
11

 
原

子
炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
 

 
 

・
設

置
変

更
許

可
本

文
記

載
事

項

は
、

保
安

規
定

に
記

載
 

・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

Ｓ
Ａ

所
達

第
１

編
第

２
章

２
．
（

２
）

教
育

訓
練

の
実

施
に

左
記

内
容

を
記

載
す

る
。
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上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
十
号

 ＋
 添

付
書
類

十
）

 
【
5
.1
 重

大
事

故
等
対
策
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請

書
【
添

付
書
類
十
】

 
20

19
.1

2.
11

 
原

子
炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
 

 
 

・
設

置
変

更
許

可
本

文
記

載
事

項

は
、

保
安

規
定

に
記

載
 

・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

Ｓ
Ａ

所
達

第
１

編
第

２
章

２
．
（

２
）

教
育

訓
練

の
実

施
に

左
記

内
容

を
記

載
す

る
。
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上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
十
号

 ＋
 添

付
書
類

十
）

 
【
5
.1
 重

大
事

故
等
対
策
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請

書
【
添

付
書
類
十
】

 
20

19
.1

2.
11

 
原

子
炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
 

 
 

・
設

置
変

更
許

可
本

文
記

載
事

項

は
、

保
安

規
定

に
記

載
 

・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

Ｓ
Ａ

所
達

第
１

編
第

２
章

２
．
（

２
）

教
育

訓
練

の
実

施
に

左
記

内
容

を
記

載
す

る
。
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上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
十
号

 ＋
 添

付
書
類

十
）

 
【
5
.1
 重

大
事

故
等
対
策
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請

書
【
添

付
書
類
十
】

 
20

19
.1

2.
11

 
原

子
炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
 

 
 

・
設

置
変

更
許

可
本

文
記

載
事

項

は
、

保
安

規
定

に
記

載
 

・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

Ｓ
Ａ

所
達

第
１

編
第

２
章

２
．
（

２
）

教
育

訓
練

の
実

施
に

左
記

内
容

を
記

載
す

る
。

 

 
 

157



上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
十
号

 ＋
 添

付
書
類

十
）

 
【
5
.1
 重

大
事

故
等
対
策
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請

書
【
添

付
書
類
十
】

 
20

19
.1

2.
11

 
原

子
炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
 

 
                             

（
保

安
規

定
変

更
箇

所
は

次
ペ

ー
ジ

に
続

く
）

 

   

・
設

置
変

更
許

可
本

文
記

載
事

項

は
、

保
安

規
定

に
記

載
 

・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

Ｓ
Ａ

所
達

第
１

編
第

２
章

２
．
（

２
）

教
育

訓
練

の
実

施
に

左
記

内
容

を
記

載
す

る
。

 

 

158



上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
十
号

 ＋
 添

付
書
類

十
）

 
【
5
.1
 重

大
事

故
等
対
策
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請

書
【
添

付
書
類
十
】

 
20

19
.1

2.
11

 
原

子
炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
 

 
 

・
設

置
変

更
許

可
本

文
記

載
事

項

は
、

保
安

規
定

に
記

載
 

                                  ※
N
o
.
1
7
の

「
海

上
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
測

定
」

お
よ

び
「

可
搬

式
気

象
観

測
装

置
に

よ
る

気
象

観
測

項
目

の
代

替
測

定
」

に
つ

い
て

は
、

想
定

時
間

を
【

1
2
0
分

⇒
2

時
間

】
へ

と
表

記
変

更
し

た
の

み
で

、
想

定
時

間
の

変
更

は
な

い
 

・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

Ｓ
Ａ

所
達

第
１

編
第

２
章

２
．
（

２
）

教
育

訓
練

の
実

施
に

左
記

内
容

を
記

載
す

る
。

 

 

159



上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
十
号

 ＋
 添

付
書
類

十
）

 
【
5
.1
 重

大
事

故
等
対
策
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請

書
【
添

付
書
類
十
】

 
20

19
.1

2.
11

 
原

子
炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
 

 
 

・
設

置
変

更
許

可
本

文
記

載
事

項

は
、

保
安

規
定

に
記

載
 

・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

Ｓ
Ａ

所
達

第
１

編
第

２
章

２
．
（

２
）

教
育

訓
練

の
実

施
に

左
記

内
容

を
記

載
す

る
。

 

 

 

 

160



上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
十
号

 ＋
 添

付
書
類

十
）

 
【
5
.2
 大

規
模

な
自
然
災

害
又

は
故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機
の

衝
突

そ
の
他

の
テ

ロ
リ

ズ
ム

へ
の
対

応
に

お
け
る

事
項
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請

書
【
添

付
書
類
十
】

 
20

19
.1

2.
11

 
原

子
炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
十

、
発

電
用

原
子

炉
の

炉
心

の
著

し
い

損
傷

そ
の

他

の
事

故
が

発
生

し
た

場
合

に
お

け
る

当
該

事
故

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
施

設
及

び
体

制
の

整
備

に
関

す
る

事
項

 

ハ
．
重

大
事

故
に

至
る

お
そ

れ
が

あ
る

事
故
（

運
転

時
の

異
常

な
過

渡
変

化
及

び
設

計
基

準
事

故
を

除

く
。

）
又

は
重

大
事

故
 

事
故

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
施

設
及

び
体

制

並
び

に
発

生
す

る
と

想
定

さ
れ

る
事

故
の

程
度

及
び

影
響

の
評

価
を

行
う

た
め

に
設

定
し

た
条

件
及

び
そ

の
評

価
の

結
果

 

A
．

３
号

炉
 

(
1
)
 
重

大
事

故
の

発
生

及
び

拡
大

の
防

止
に

必
要

な
措

置
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

技
術

的
能

力
 

(
ⅱ

)
 
大

規
模

な
自

然
災

害
又

は
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
へ

の
対

応
に

お
け

る
事

項
 

a
.
 
可

搬
型

設
備

等
に

よ
る

対
応

 

(
b
)
 
大

規
模

損
壊

の
発

生
に

備
え

た
体

制
の

整
備

 

 (
b
-
2
)
 
大

規
模

損
壊

発
生

時
の

体
制

 

原
子

炉
施

設
に

お
い

て
重

大
事

故
等

及
び

大
規

模

損
壊

の
よ

う
な

原
子

力
災

害
が

発
生

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

場
合

又
は

発
生

し
た

場
合

に
、

事
故

原
因

の
除

去
並

び
に

原
子

力
災

害
の

拡
大

防
止

及
び

緩
和

そ
の

他
の

必
要

な
活

動
を

迅
速

か
つ

円
滑

に
実

施
す

る
た

め
、

通
常

の
原

子
力

防
災

組
織

の
体

制
を

基
本

と
す

る
原

子
力

防
災

組
織

を
設

置
し

、
発

電
所

に
緊

急
時

対
策

本
部

の
体

制
を

整
え

る
。

 

   ま
た

、
重

大
事

故
等

及
び

大
規

模
損

壊
の

よ
う

な
原

子
力

災
害

が
発

生
し

た
場

合
に

も
、

速
や

か
に

対
応

を
行

う
た

め
、

３
号

炉
及

び
４

号
炉

の
原

子
炉

容
器

に
燃

料
が

装
荷

さ
れ

て
い

る
場

合
に

お
け

る
時

間

外
、
休

日
（

夜
間

）
に

お
い

て
も

発
電

所
内

に
消

火
活

動
要

員
7
名

を
含

む
重

大
事

故
等

対
策

要
員

5
8
名
（

３

号
炉

及
び

４
号

炉
の

う
ち

1
つ

の
原

子
炉

容
器

に
燃

料
が

装
荷

さ
れ

て
い

な
い

場
合

は
5
1
名

、
３

号
炉

及

び
４

号
炉

の
原

子
炉

容
器

に
燃

料
が

装
荷

さ
れ

て
い

な
い

場
合

は
4
4
名

）
を

確
保

し
、
大

規
模

損
壊

の
発

生

に
よ

り
中

央
制

御
室
（

運
転

員
（

当
直

員
）
を

含
む

。
）

が
機

能
し

な
い

場
合

に
お

い
て

も
、

対
応

で
き

る
よ

う
体

制
を

整
備

す
る

。
 

  な
お

、
上

記
と

は
別

に
１

号
炉

及
び

２
号

炉
の

対
応

を
行

う
１

号
炉

及
び

２
号

炉
の

運
転

員
4
名

を
確

保

す
る

。
 

              5
.
2
 
大

規
模

な
自

然
災

害
又

は
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
へ

の
対

応
に

お
け

る
事

項
 

5
.
2
.
1
 
可

搬
型

設
備

等
に

よ
る

対
応

 

5
.
2
.
1
.
2
 
大

規
模

損
壊

の
発

生
に

備
え

た
体

制
の

整
備

 

(
2
)
 
大

規
模

損
壊

発
生

時
の

体
制

 

a
.
 
原

子
炉

施
設

に
お

い
て

重
大

事
故

等
及

び
大

規

模
損

壊
（

大
規

模
な

火
災

の
発

生
含

む
。
）
の

よ
う

な

原
子

力
災

害
が

発
生

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

場
合

又
は

発
生

し
た

場
合

に
、

事
故

原
因

の
除

去
並

び
に

原
子

力
災

害
の

拡
大

防
止

及
び

緩
和

そ
の

他
の

必
要

な
活

動
を

迅
速

か
つ

円
滑

に
実

施
す

る
た

め
、
所

長
（

原
子

力
防

災
管

理
者

）
は

、
通

常
の

原
子

力
防

災
組

織
の

体

制
を

基
本

と
す

る
原

子
力

防
災

組
織

を
設

置
し

、
発

電
所

に
緊

急
時

対
策

本
部

の
体

制
（

警
戒

体
制

、
原

子

力
防

災
体

制
）

を
整

え
る

。
 

 d
.
 
重

大
事

故
等

及
び

大
規

模
損

壊
の

よ
う

な
原

子

力
災

害
が

発
生

し
た

場
合

に
も

、
速

や
か

に
対

応
を

行
う

た
め

、
３

号
炉

及
び

４
号

炉
の

原
子

炉
容

器
に

燃
料

が
装

荷
さ

れ
て

い
る

場
合

に
お

け
る

時
間

外
、

休
日
（

夜
間

）
に

お
い

て
も

発
電

所
内

に
消

火
活

動
要

員
7
名

を
含

む
重

大
事

故
等

対
策

要
員

5
8
名
（

３
号

炉

及
び

４
号

炉
の

う
ち

1
つ

の
原

子
炉

容
器

に
燃

料
が

装
荷

さ
れ

て
い

な
い

場
合

は
5
1
名

、
３

号
炉

及
び

４

号
炉

の
原

子
炉

容
器

に
燃

料
が

装
荷

さ
れ

て
い

な
い

場
合

は
4
4
名

）
を

確
保

し
、
大

規
模

損
壊

の
発

生
に

よ

り
中

央
制

御
室
（

運
転

員
（

当
直

員
）
を

含
む

。
）
が

機
能

し
な

い
場

合
に

お
い

て
も

、
対

応
で

き
る

よ
う

体
制

を
整

備
す

る
。

 

  な
お

、
上

記
と

は
別

に
１

号
炉

及
び

２
号

炉
の

対
応

を
行

う
１

号
炉

及
び

２
号

炉
の

運
転

員
4
名

を
確

保

す
る

。
 

          添
付

３
 
重

大
事

故
等

お
よ

び
大

規
模

損
壊

対
応

に

係
る

実
施

基
準

 

（
第

１
８

条
の

５
お

よ
び

第
１

８
条

の
６

関
連

）
 

 ２
．
大

規
模

な
自

然
災

害
ま

た
は

故
意

に
よ

る
大

型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
へ

の
対

応
に

お
け

る
事

項
 

２
．
１

 
体

制
の

整
備

、
教

育
訓

練
の

実
施

お
よ

び

資
機

材
の

配
備

 

 (
1
)
 
体

制
の

整
備

 

原
子

力
防

災
管

理
者

は
、
原

子
炉

施
設

に
お

い
て

重

大
事

故
等

お
よ

び
大

規
模

損
壊

の
よ

う
な

原
子

力
災

害
が

発
生

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

場
合

ま
た

は
発

生
し

た
場

合
に

、
事

故
原

因
の

除
去

な
ら

び
に

原
子

力
災

害

の
拡

大
防

止
お

よ
び

緩
和

そ
の

他
の

必
要

な
活

動
を

迅
速

か
つ

円
滑

に
実

施
す

る
た

め
、
第

１
２

６
条

に
定

め
る

通
常

の
原

子
力

防
災

組
織

の
体

制
を

基
本

と
す

る
原

子
力

防
災

組
織

を
設

置
し

、
発

電
所

に
緊

急
時

対

策
本

部
の

体
制

を
整

え
る

。
 

  ま
た

、
重

大
事

故
等

お
よ

び
大

規
模

損
壊

の
よ

う
な

原
子

力
災

害
が

発
生

し
た

場
合

に
も

、
速

や
か

に
対

応

を
行

う
た

め
、
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

の
原

子
炉

容
器

に
燃

料
が

装
荷

さ
れ

て
い

る
場

合
に

お
け

る
時

間
外

、

休
日

（
夜

間
）

に
お

い
て

も
発

電
所

内
に

「
添

付
３

 

１
．

１
(
1
)
体

制
の

整
備

」
で

確
保

す
る

消
火

活
動

要

員
7
名

を
含

む
重

大
事

故
等

対
策

要
員

5
8
名

（
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

の
う

ち
１

つ
の

原
子

炉
容

器
に

燃
料

が
装

荷
さ

れ
て

い
な

い
場

合
は

5
1
名

、
３

号
炉

お
よ

び

４
号

炉
の

原
子

炉
容

器
に

燃
料

が
装

荷
さ

れ
て

い
な

い
場

合
は

4
4
名

）
を

確
保

し
、
大

規
模

損
壊

の
発

生
に

よ
り

中
央

制
御

室
（

運
転

員
（

当
直

員
）

を
含

む
。

）

が
機

能
し

な
い

場
合

に
お

い
て

も
、
対

応
で

き
る

よ
う

体
制

を
確

立
す

る
。

 

 な
お

、
上

記
と

は
別

に
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

の
対

応
を

行
う

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
の

運
転

員
４

名
を

確
保

す
る

。
 

                     

・
設

置
変

更
許

可
本

文
記

載
事

項

は
、

保
安

規
定

に
記

載
 

・
行

為
内

容
を

遂
行

す
る

実
施

者

及
び

実
施

内
容

に
関

す
る

事
項

は
、

保
安

規
定

に
記

載
せ

ず
下

部

規
定

に
記

載
 

                     ・
運

転
管

理
通

達
 

・
原

子
力

防
災

業
務

要
綱

 

・
大

規
模

損
壊

所
達

 

                     大
規

模
損

壊
所

達
第

２
編

第
１

章

１
．

（
１

）
体

制
の

整
備

に
左

記
内

容

を
記

載
す

る
。
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上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
十
号

 ＋
 添

付
書
類

十
）

 
【

追
補

1
.1
8 

緊
急

時
対

策
所
の
居
住

性
等

に
関

す
る

手
順
等
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請
書

【
添

付
書

類
十

追
補

】
 

20
19

.1
2.

11
 

原
子

炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
第

1
0
.
1
表

（
添

付
書

類
は

第
5
.
1
.
1
表

）
 

1
.
1
8
 
緊

急
時

対
策

所
の

居
住

性
等

に
関

す
る

手
順

等
 

 (
方

針
目

的
)
 

緊
急

時
対

策
所

に
関

し
、
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合

に
お

い
て

も
、

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

指
示

を
行

う
要

員
が

緊
急

時
対

策
所

に
と

ど
ま

り
、

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

指
示

を
行

う
と

と
も

に
、

発
電

所
の

内
外

の
通

信
連

絡
を

す
る

必
要

の
あ

る
場

所
と

通
信

連
絡

し
、

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

数
の

要
員

を
収

容
す

る
等

の
発

電
所

対
策

本
部

と
し

て
の

機
能

を
維

持
す

る
た

め
に

必
要

な
居

住
性

の
確

保
、

必
要

な
指

示
及

び
通

信
連

絡
、
必

要
な

数
の

要
員

の
収

容
、

代
替

電
源

設
備

か
ら

の
給

電
に

係
る

手
順

等
を

整
備

す

る
。

 

1
.
1
8
 
緊

急
時

対
策

所
の

居
住

性
等

に
関

す
る

手
順

等
 

   緊
急

時
対

策
所

に
は

、
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て

も
、

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

指
示

を
行

う
要

員

等
が

緊
急

時
対

策
所

に
と

ど
ま

り
、

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た

め
に

必
要

な
指

示
を

行
う

と
と

も
に

、
発

電
所

の
内

外
の

通
信

連

絡
を

す
る

必
要

の
あ

る
場

所
と

通
信

連
絡

し
、

重
大

事
故

等
に

対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
数

の
要

員
を

収
容

す
る

等
の

発
電

所
対

策

本
部

と
し

て
の

機
能

を
維

持
す

る
た

め
に

必
要

な
設

備
及

び
資

機

材
を

整
備

す
る

。
こ

こ
で

は
、

緊
急

時
対

策
所

の
設

備
及

び
資

機

材
を

活
用

し
た

手
順

等
に

つ
い

て
説

明
す

る
。

 

 

添
付

３
 

表
－

１
８

 

操
作

手
順

 

1
8
.
緊

急
時

対
策

所
の

居
住

性
等

に
関

す
る

手
順

等
 

①
 
方

針
目

的
 

緊
急

時
対

策
所

に
関

し
、

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場

合
に

お
い

て
も

、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
指

示
を

行
う

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
が

緊
急

時
対

策
所

に
と

ど
ま

り
、

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

指
示

を
行

う
と

と
も

に
、

発
電

所
の

内
外

の
通

信
連

絡
を

行
う

必
要

の
あ

る
場

所
と

通
信

連
絡

し
、

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

数
の

要
員

を
収

容
す

る
等

の
発

電
所

対
策

本
部

と
し

て
の

機
能

を
維

持
す

る
た

め
に

必
要

な
、

居
住

性
の

確
保

、
必

要
な

指
示

お
よ

び
通

信
連

絡
、

必
要

な
数

の
要

員
の

収
容

、
代

替
電

源
設

備
か

ら
の

給
電

を
行

う
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

 

   ・
手

順
を

定
め

る
に

当
た

っ

て
の

方
針

目
的

は
、
継

続

し
て

遵
守

す
べ

き
事

項

で
あ

る
こ

と
か

ら
、
保

安

規
定

へ
記

載
す

る
。

 

 
 

 
1
.
1
8
.
1
 
対

応
手

段
と

設
備

の
選

定
 

(
1
)
 
対

応
手

段
と

設
備

の
選

定
の

考
え

方
 

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、
重

大
事

故
等

に
対

処

す
る

た
め

に
必

要
な

指
示

を
行

う
要

員
等

が
と

ど
ま

り
、

重
大

事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
指

示
を

行
う

と
と

も
に

、
発

電

所
内

外
の

通
信

連
絡

を
と

る
必

要
の

あ
る

場
所

と
通

信
連

絡
し

、

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
緊

急
時

対
策

所
※

1
を

設
置

す

る
と

と
も

に
必

要
な

数
の

要
員

を
収

容
す

る
等

の
発

電
所

対
策

本

部
と

し
て

の
機

能
を

維
持

す
る

た
め

に
必

要
な

対
応

手
段

及
び

重

大
事

故
等

対
処

設
備

を
選

定
す

る
。

 

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

他
に

、
多

様
性

拡
張

設
備

※
2
及

び
資

機
材

※
3
を

用
い

た
対

応
手

段
を

選
定

す
る

。
 

※
1
 
緊

急
時

対
策

所
：
緊

急
時

対
策

所
と

は
、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
指

示
を

行
う

と
と

も
に

、
発

電
所

内
外

の

通
信

連
絡

を
と

る
必

要
の

あ
る

場
所

と
通

信
連

絡
す

る
場

所
で

あ

り
、
放

射
性

物
質

放
出

に
よ

り
待

機
が

必
要

と
判

断
さ

れ
た

場
合

、

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

数
の

要
員

を
収

容
す

る

場
所

を
い

う
。

 

  ※
2
 
多

様
性

拡
張

設
備
：
技

術
基

準
上

す
べ

て
の

要
求

事
項

を
満

た
す

こ
と

や
す

べ
て

の
プ

ラ
ン

ト
状

況
で

使
用

す
る

こ
と

は
困

難

で
あ

る
が

、
プ

ラ
ン

ト
状

況
に

よ
っ

て
は

、
事

故
対

応
に

有
効

な

設
備

。
 

※
3
 
資

機
材
：
「

対
策

の
検

討
に

必
要

な
資

料
」
、
「

防
護

具
及

び
チ

ェ
ン

ジ
ン

グ
エ

リ
ア

用
資

機
材

」
及

び
「

飲
料

水
、
食

料
等

」

に
つ

い
て

は
、

資
機

材
で

あ
る

た
め

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

し

な
い

。
 

ま
た

、
緊

急
時

対
策

所
の

電
源

は
、
通

常
、
発

電
所

の
交

流
動

力

電
源

か
ら

給
電

さ
れ

て
い

る
。

 

こ
の

電
源

か
ら

の
給

電
が

喪
失

し
た

場
合

は
、
そ

の
機

能
を

代
替

す
る

た
め

の
機

能
、

相
互

関
係

を
明

確
に

し
た

上
で

、
想

定
す

る

故
障

に
対

応
で

き
る

対
応

手
段

及
び

重
大

事
故

等
対

処
設

備
を

選

定
す

る
。
（

第
1
.
1
8
.
1
図

）
（

以
下
「

機
能

喪
失

原
因

対
策

分
析

」

と
い

う
。

）
 

選
定

し
た

重
大

事
故

等
対

処
設

備
に

よ
り

、
技

術
的

能
力

審
査

基

 
・
具

体
的

な
対

応
に

つ
い

て

は
、
「

1
.
1
8
.
2
重

大
事

故

等
時

の
手

順
等

」
に

て
記

載
し

て
い

る
た

め
、
保

安

規
定

及
び

２
次

文
書

他

記
載

の
考

え
方

は
当

該

項
に

て
整

理
す

る
。
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上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
十
号

 ＋
 添

付
書
類

十
）

 
【

追
補

1
.1
8 

緊
急

時
対

策
所
の
居
住

性
等

に
関

す
る

手
順
等
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請
書

【
添

付
書

類
十

追
補

】
 

20
19

.1
2.

11
 

原
子

炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
準

（
以

下
「

審
査

基
準

」
と

い
う

。
）

だ
け

で
な

く
、

設
置

許
可

基
準

規
則

第
六

十
一

条
及

び
技

術
基

準
規

則
第

七
十

六
条

（
以

下

「
基

準
規

則
」

と
い

う
。

）
の

要
求

機
能

を
満

足
す

る
設

備
が

網

羅
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
と

と
も

に
、

多
様

性
拡

張
設

備

と
の

関
係

を
明

確
に

す
る

。
 

 

(
2
)
 
対

応
手

段
と

設
備

の
選

定
結

果
 

機
能

喪
失

原
因

対
策

分
析

の
結

果
、

並
び

に
、

審
査

基
準

及
び

基
準

規
則

要
求

に
よ

り
選

定
し

た
対

応
手

段
と

そ
の

対
応

に
使

用

す
る

重
大

事
故

等
対

処
設

備
、

多
様

性
拡

張
設

備
及

び
資

機
材

を

以
下

に
示

す
。

 

な
お

、
機

能
喪

失
を

想
定

す
る

設
計

基
準

事
故

対
処

設
備

、
重

大
事

故
等

対
処

設
備

、
多

様
性

拡
張

設
備

、
資

機
材

及
び

整
備

す

る
手

順
に

つ
い

て
の

関
係

を
第

1
.
1
8
.
1
表

に
示

す
。

 

 a
.
 
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
も

、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
指

示
を

行
う

要
員

等
が

緊
急

時
対

策

所
に

と
ど

ま
る

た
め

に
必

要
な

対
応

手
段

及
び

設
備

 

 (
a
)
 
対

応
手

段
 

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、
環

境
に

放
出

さ
れ

た
放

射
性

物
質

等
に

よ
る

放
射

線
被

ば
く

か
ら

重
大

事
故

等
に

対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
指

示
を

行
う

要
員

等
を

防
護

す
る

た
め

、

緊
急

時
対

策
所

の
居

住
性

を
確

保
す

る
手

段
が

あ
る

。
 

緊
急

時
対

策
所

の
居

住
性

を
確

保
す

る
た

め
の

設
備

は
、

以
下

の
と

お
り

。
 

・
 
緊

急
時

対
策

所
遮

蔽
 

・
 
緊

急
時

対
策

所
非

常
用

空
気

浄
化

フ
ァ

ン
※

4
※

5
 

・
 
緊

急
時

対
策

所
非

常
用

空
気

浄
化

フ
ィ

ル
タ

ユ
ニ

ッ
ト

※
4

※
5
 

・
 
空

気
供

給
装

置
※

5
 

・
 
緊

急
時

対
策

所
内

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
 

・
 
緊

急
時

対
策

所
外

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
 

・
 
酸

素
濃

度
計

 

・
 
二

酸
化

炭
素

濃
度

計
 

・
 
電

源
車

（
緊

急
時

対
策

所
用

）
 

・
 
燃

料
油

貯
蔵

タ
ン

ク
 

・
 
重

油
タ

ン
ク

 

・
 
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
ー

 

・
 
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
 

・
 
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
ポ

ス
ト

 

・
 
可

搬
式

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

ポ
ス

ト
 

※
4
 
緊

急
時

対
策

所
非

常
用

空
気

浄
化

フ
ァ

ン
及

び
緊

急
時

対

策
所

非
常

用
空

気
浄

化
フ

ィ
ル

タ
ユ

ニ
ッ

ト
を

ま
と

め
て

、
緊

急

時
対

策
所

可
搬

型
空

気
浄

化
装

置
と

い
う

。
 

※
5
 
緊

急
時

対
策

所
非

常
用

空
気

浄
化

フ
ァ

ン
、

緊
急

時
対

策

所
非

常
用

空
気

浄
化

フ
ィ

ル
タ

ユ
ニ

ッ
ト

及
び

空
気

供
給

装
置

を

ま
と

め
て

、
緊

急
時

対
策

所
換

気
設

備
と

い
う

。
 

緊
急

時
対

策
所

に
お

い
て

、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
指

示
を

行
う

た
め

に
必

要
な

情
報

を
把

握
し

、
発

電
所

内

外
の

通
信

連
絡

を
す

る
必

要
の

あ
る

場
所

と
通

信
連

絡
す

る
た

め

の
手

段
が

あ
る

｡
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上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
十
号

 ＋
 添

付
書
類

十
）

 
【

追
補

1
.1
8 

緊
急

時
対

策
所
の
居
住

性
等

に
関

す
る

手
順
等
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請
書

【
添

付
書

類
十

追
補

】
 

20
19

.1
2.

11
 

原
子

炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
緊

急
時

対
策

所
に

お
い

て
必

要
な

情
報

を
把

握
す

る
た

め
の

設

備
、

必
要

な
通

信
連

絡
を

行
う

た
め

の
設

備
及

び
資

機
材

は
以

下

の
と

お
り

。
 

・
 
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
表

示
装

置
 

・
 
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

表
示

シ
ス

テ
ム

(
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
)
 

・
 
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

伝
送

シ
ス

テ
ム

 

・
 
衛

星
電

話
（

固
定

）
 

・
 
衛

星
電

話
（

携
帯

）
 

・
 
衛

星
電

話
（

可
搬

）
 

・
 
緊

急
時

衛
星

通
報

シ
ス

テ
ム

 

・
 
携

行
型

通
話

装
置

 

・
 
統

合
原

子
力

防
災

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

に
接

続
す

る
通

信
連

絡

設
備

 

・
 
電

源
車

（
緊

急
時

対
策

所
用

）
 

・
 
燃

料
油

貯
蔵

タ
ン

ク
 

・
 
重

油
タ

ン
ク

 

・
 
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
ー

 

・
 
空

冷
式

非
常

用
発

電
装

置
※

6
 

・
 
運

転
指

令
設

備
 

・
 
加

入
電

話
 

・
 
加

入
フ

ァ
ク

シ
ミ

リ
 

・
 
電

力
保

安
通

信
用

電
話

設
備

 

・
 
社

内
Ｔ

Ｖ
会

議
シ

ス
テ

ム
 

・
 
無

線
通

話
装

置
 

・
 
対

策
の

検
討

に
必

要
な

資
料

 

※
6
 
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

表
示

シ
ス

テ
ム

（
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
）

及
び

安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

伝
送

シ
ス

テ
ム

へ
の

給
電

に
用

い
る

。
 

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

数
の

要
員

を
緊

急
時

対
策

所
内

で
収

容
す

る
た

め
の

手
段

が
あ

る
。

 

必
要

な
数

の
要

員
を

収
容

す
る

た
め

に
必

要
な

設
備

及
び

資
機

材
は

以
下

の
と

お
り

。
 

・
 
緊

急
時

対
策

所
非

常
用

空
気

浄
化

フ
ァ

ン
 

・
 
緊

急
時

対
策

所
非

常
用

空
気

浄
化

フ
ィ

ル
タ

ユ
ニ

ッ
ト

 

・
 
電

源
車

（
緊

急
時

対
策

所
用

）
 

・
 
燃

料
油

貯
蔵

タ
ン

ク
 

・
 
重

油
タ

ン
ク

 

・
 
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
ー

 

・
 
防

護
具

及
び

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
用

資
機

材
 

・
 
飲

料
水

、
食

料
等

 

緊
急

時
対

策
所

の
電

源
と

し
て

、
代

替
交

流
電

源
か

ら
の

給
電

を
確

保
す

る
た

め
の

手
段

が
あ

る
。

 

緊
急

時
対

策
所

の
代

替
交

流
電

源
か

ら
の

給
電

を
確

保
す

る
た

め
の

設
備

は
以

下
の

と
お

り
。

 

・
 
電

源
車

（
緊

急
時

対
策

所
用

）
 

・
 
燃

料
油

貯
蔵

タ
ン

ク
 

・
 
重

油
タ

ン
ク

 

・
 
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
ー

 

・
 
空

冷
式

非
常

用
発

電
装

置
 

 (
b
)
 
重

大
事

故
等

対
処

設
備

、
多

様
性

拡
張

設
備

及
び

資
機

材
 

審
査

基
準

及
び

基
準

規
則

に
要

求
さ

れ
る

緊
急

時
対

策
所

遮

蔽
、

緊
急

時
対

策
所

非
常

用
空

気
浄

化
フ

ァ
ン

、
緊

急
時

対
策

所
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上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
十
号

 ＋
 添

付
書
類

十
）

 
【

追
補

1
.1
8 

緊
急

時
対

策
所
の
居
住

性
等

に
関

す
る

手
順
等
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請
書

【
添

付
書

類
十

追
補

】
 

20
19

.1
2.

11
 

原
子

炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
非

常
用

空
気

浄
化

フ
ィ

ル
タ

ユ
ニ

ッ
ト

、
空

気
供

給
装

置
、

緊
急

時
対

策
所

内
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

、
緊

急
時

対
策

所
外

可
搬

型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

、
酸

素
濃

度
計

、
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
表

示
装

置
、

安
全

パ

ラ
メ

ー
タ

表
示

シ
ス

テ
ム

（
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
）

、
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

伝

送
シ

ス
テ

ム
、

衛
星

電
話

、
緊

急
時

衛
星

通
報

シ
ス

テ
ム

、
携

行

型
通

話
装

置
及

び
統

合
原

子
力

防
災

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

に
接

続
す

る

通
信

連
絡

設
備

は
、

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

位
置

づ
け

る
。

 

 二
酸

化
炭

素
濃

度
は

、
酸

素
濃

度
同

様
、

居
住

性
に

関
す

る
重

要
な

制
限

要
素

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

二
酸

化
炭

素
濃

度
計

は
重

大

事
故

等
対

処
設

備
と

位
置

づ
け

る
。

 

機
能

喪
失

原
因

対
策

分
析

の
結

果
に

よ
り

選
定

し
た

、
緊

急
時

対
策

所
の

代
替

電
源

設
備

か
ら

の
給

電
を

確
保

す
る

た
め

の
手

段

に
使

用
す

る
設

備
の

う
ち

、
電

源
車

（
緊

急
時

対
策

所
用

）
、

燃

料
油

貯
蔵

タ
ン

ク
、

重
油

タ
ン

ク
、

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

ー
及

び
空

冷

式
非

常
用

発
電

装
置

は
い

ず
れ

も
重

大
事

故
等

対
処

設
備

と
位

置

づ
け

る
。

 

こ
れ

ら
の

選
定

し
た

設
備

は
、

審
査

基
準

及
び

基
準

規
則

に
要

求
さ

れ
る

設
備

が
す

べ
て

網
羅

さ
れ

て
い

る
。

 

以
上

の
重

大
事

故
等

対
処

設
備

に
お

い
て

、
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
も

、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必

要
な

指
示

を
行

う
要

員
等

が
緊

急
時

対
策

所
に

と
ど

ま
る

こ
と

が

可
能

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

以
下

の
設

備
は

多
様

性
拡

張
設

備
と

位

置
づ

け
る

。
あ

わ
せ

て
、

そ
の

理
由

を
示

す
。

 

・
 
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
 

・
 
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
ポ

ス
ト

 

・
 
可

搬
式

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

ポ
ス

ト
 

上
記

の
設

備
は

、
発

電
所

及
び

そ
の

周
辺

に
お

い
て

放
射

線
量

の
測

定
に

使
用

す
る

も
の

で
あ

り
、

重
大

事
故

等
時

に
使

用
で

き

る
場

合
は

、
緊

急
時

対
策

所
外

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
に

加
え

た

屋
外

の
放

射
線

量
の

測
定

手
段

と
し

て
有

効
で

あ
る

。
 

ま
た

、
以

上
の

重
大

事
故

等
対

処
設

備
に

お
い

て
、

発
電

所
外

（
社

内
外

）
と

の
通

信
連

絡
を

行
う

こ
と

が
可

能
で

あ
る

こ
と

か

ら
、

以
下

の
設

備
は

多
様

性
拡

張
設

備
と

位
置

づ
け

る
。

あ
わ

せ

て
、

そ
の

理
由

を
示

す
。

 

・
 
運

転
指

令
設

備
 

・
 
加

入
電

話
 

・
 
加

入
フ

ァ
ク

シ
ミ

リ
 

・
 
電

力
保

安
通

信
用

電
話

設
備

 

・
 
社

内
Ｔ

Ｖ
会

議
シ

ス
テ

ム
 

・
 
無

線
通

話
装

置
 

上
記

の
設

備
は

、
耐

震
性

を
有

し
て

い
な

い
が

、
設

備
が

健
全

で
あ

る
場

合
は

、
発

電
所

外
（

社
内

外
）

の
通

信
連

絡
を

行
う

た

め
の

手
段

と
し

て
有

効
で

あ
る

。
 

対
策

の
検

討
に

必
要

な
資

料
、

防
護

具
及

び
チ

ェ
ン

ジ
ン

グ
エ

リ
ア

用
資

機
材

及
び

飲
料

水
、

食
料

等
に

つ
い

て
は

、
資

機
材

で

あ
る

た
め

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

し
な

い
。

 

 b
.
 
手

順
等

 

上
記

の
a
.
に

よ
り

選
定

し
た

対
応

手
段

に
係

る
手

順
を

整
備

す

る
。

（
第

1
.
1
8
.
1
表

参
照

）
ま

た
、

事
故

時
に

監
視

が
必

要
と

な

る
計

器
及

び
給

電
が

必
要

と
な

る
設

備
に

つ
い

て
も

整
備

す
る

。
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上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
十
号

 ＋
 添

付
書
類

十
）

 
【

追
補

1
.1
8 

緊
急

時
対

策
所
の
居
住

性
等

に
関

す
る

手
順
等
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請
書

【
添

付
書

類
十

追
補

】
 

20
19

.1
2.

11
 

原
子

炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
（

第
1
.
1
8
.
2
表

、
第

1
.
1
8
.
3
表

参
照

）
 

こ
れ

ら
の

手
順

は
、
発

電
所

対
策

本
部

長
※

7
を

主
体

と
し

た
緊

急
安

全
対

策
要

員
※

8
、

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
※

9
及

び
運

転
員

等
※

1
0
の

対
応

と
し

て
定

め
る

。
 

ま
た

、
通

常
時

に
お

け
る

、
対

策
の

検
討

に
必

要
な

資
料

、
放

射
線

管
理

用
資

機
材

、
飲

料
水

及
び

食
料

等
の

管
理

、
運

用
に

つ

い
て

は
、

安
全

・
防

災
室

長
、

放
射

線
管

理
課

長
及

び
所

長
室

長

※
1
1
に

て
実

施
す

る
。

 

※
7
 
発

電
所

対
策

本
部

長
：

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

発

電
所

原
子

力
防

災
管

理
者

及
び

代
行

者
を

い
う

。
 

※
8
 
緊

急
安

全
対

策
要

員
：

重
大

事
故

等
対

策
要

員
の

う
ち

発

電
所

対
策

本
部

長
の

指
示

に
基

づ
き

対
応

す
る

運
転

員
等

以
外

の

要
員

を
い

う
。

 

※
9
 
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

：
重

大
事

故
等

対
策

要
員

の
う

ち

発
電

所
対

策
本

部
長

の
指

示
に

基
づ

き
緊

急
時

対
策

所
内

の
活

動

を
行

う
要

員
を

い
う

。
 

 ※
1
0
 
運

転
員

等
：
運

転
員

及
び

重
大

事
故

等
対

策
要

員
の

う
ち

当
直

課
長

の
指

示
に

基
づ

き
運

転
対

応
を

実
施

す
る

要
員

を
い

う
。

 

※
1
1
 
安

全
･
防

災
室

長
、
放

射
線

管
理

課
長

及
び

所
長

室
長
：
通

常
時

の
発

電
所

組
織

に
お

け
る

各
課

室
の

長
を

い
う

。
 

 （
居

住
性

の
確

保
）

 

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

、
緊

急
時

対
策

所
非

常
用

空
気

浄
化

フ
ァ

ン
及

び
緊

急
時

対
策

所
非

常
用

空
気

浄
化

フ
ィ

ル
タ

ユ
ニ

ッ
ト

に
よ

る
放

射
性

物
質

の
侵

入
低

減
、

空
気

供
給

装
置

に
よ

る
希

ガ
ス

等
の

放
射

性
物

質
の

侵
入

防
止

等
の

放
射

線
防

護
措

置
等

に
よ

り
、

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

指
示

を
行

う
要

員
等

の
被

ば
く

線
量

を
7
日

間
で

1
0
0
m
S
v
を

超
え

な
い

よ
う

に
す

る
た

め
、

以
下

の
手

順
等

に
よ

り
緊

急
時

対
策

所
の

居
住

性
を

確
保

す
る

。
（

以
下

、
緊

急
時

対
策

所
非

常
用

空
気

浄
化

フ
ァ

ン
及

び
緊

急
時

対
策

所
非

常
用

空
気

浄
化

フ
ィ

ル
タ

ユ
ニ

ッ
ト

を
ま

と
め

て
、

「
緊

急
時

対
策

所
可

搬
型

空
気

浄
化

装
置

」
と

い
う

。
ま

た
、

緊
急

時
対

策
所

可
搬

型
空

気
浄

化
装

置
と

空
気

供
給

装
置

を
ま

と
め

て
、

「
緊

急
時

対
策

所
換

気
設

備
」

と
い

う
。

）
 

              

1
.
1
8
.
2
 
重

大
事

故
等

時
の

手
順

等
 

1
.
1
8
.
2
.
1
居

住
性

を
確

保
す

る
た

め
の

手
順

等
 

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、
重

大
事

故
等

に
対

処

す
る

た
め

に
必

要
な

指
示

を
行

う
要

員
等

の
被

ば
く

量
が

、
7
日

間

で
1
0
0
m
S
v
を

超
え

な
い

よ
う

に
す

る
た

め
、

緊
急

時
対

策
所

遮
蔽

と
緊

急
時

対
策

所
換

気
設

備
に

よ
り

、
緊

急
時

対
策

所
に

と
ど

ま

る
た

め
に

必
要

な
居

住
性

を
確

保
す

る
。

 

環
境

に
放

射
性

物
質

等
が

放
出

さ
れ

た
場

合
、
3
号

炉
及

び
4
号

炉

原
子

炉
格

納
容

器
と

緊
急

時
対

策
所

の
間

に
配

備
す

る
緊

急
時

対

策
所

外
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

に
よ

り
、

緊
急

時
対

策
所

に
向

か

っ
て

放
出

さ
れ

る
放

射
性

物
質

に
よ

る
放

射
線

量
を

測
定

、
監

視

し
、

緊
急

時
対

策
所

内
へ

の
空

気
の

取
入

れ
を

停
止

し
、

空
気

供

給
装

置
に

よ
り

、
緊

急
時

対
策

所
へ

の
希

ガ
ス

等
の

放
射

性
物

質

の
侵

入
を

防
止

す
る

こ
と

で
、

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に

必
要

な
指

示
を

行
う

要
員

等
を

防
護

す
る

。
 

ま
た

、
万

が
一

、
希

ガ
ス

等
の

放
射

性
物

質
が

緊
急

時
対

策
所

内

に
侵

入
し

た
場

合
に

お
い

て
も

、
緊

急
時

対
策

所
内

可
搬

型
エ

リ

ア
モ

ニ
タ

に
て

監
視

、
測

定
す

る
こ

と
に

よ
り

侵
入

を
検

知
し

、

緊
急

時
対

策
所

へ
の

放
射

性
物

質
等

の
侵

入
低

減
を

図
る

た
め

の

措
置

を
講

じ
る

。
 

緊
急

時
対

策
所

内
が

事
故

対
策

の
た

め
の

活
動

に
支

障
が

な
い

酸
素

濃
度

及
び

二
酸

化
炭

素
濃

度
の

範
囲

内
で

あ
る

こ
と

を
把

握

す
る

。
 

こ
れ

ら
を

踏
ま

え
事

故
状

況
の

進
展

に
応

じ
た

手
順

と
す

る
。

 

 (
1
)
 
緊

急
時

対
策

所
の

立
ち

上
げ

時
の

手
順

 

重
大

事
故

等
が

発
生

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

場
合

等
※

1
2
、
緊

急
時

対
策

所
を

使
用

し
、

発
電

所
対

策
本

部
を

設
置

す
る

た
め

の
準

備

と
し

て
、

緊
急

時
対

策
所

を
立

ち
上

げ
る

た
め

の
手

順
を

整
備

す

る
。

 

 

   ②
 
対

応
手

段
 

居
住

性
の

確
保

 

緊
急

時
対

策
本

部
は

、
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
、

緊
急

時
対

策
所

非
常

用
空

気
浄

化
フ

ァ
ン

お
よ

び
緊

急
時

対
策

所
非

常
用

空
気

浄
化

フ
ィ

ル
タ

ユ
ニ

ッ
ト
（

以
下
「

緊

急
時

対
策

所
可

搬
型

空
気

浄
化

装
置

」
と

い
う

。
）

に
よ

る
放

射
性

物
質

の
侵

入
低

減
、

空
気

供
給

装
置

に
よ

る
希

ガ
ス

等
の

放
射

性
物

質
の

侵
入

防
止

等
の

放
射

線
防

護
措

置
に

よ
り

、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
指

示
を

行
う

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
等

の
被

ば
く

線
量

を
7

日
間

で
1
0
0
m
S
v
を

超
え

な
い

よ
う

に
す

る
た

め
、

以
下

の

手
順

等
に

よ
り

緊
急

時
対

策
所

の
居

住
性

を
確

保
す

る
。

 

         

1
．

緊
急

時
対

策
所

の
立

上
げ

の
手

順
 

緊
急

時
対

策
本

部
は

、
緊

急
時

対
策

所
を

使
用

し
、

緊

急
時

対
策

本
部

を
設

置
す

る
た

め
の

準
備

と
し

て
、

緊
急

時
対

策
所

を
立

ち
上

げ
る

。
 

    ・
手

順
書

に
整

備
す

べ
き

事

項
は

、
継

続
し

て
遵

守
す

べ
き

事
項

で
あ

る
こ

と

か
ら

、
保

安
規

定
へ

記
載

す
る

。
記

載
は

、
行

為
者

及
び

行
為

内
容

と
す

る
。
 

・
詳

細
な

内
容

に
つ

い
て

は
、

1
以

降
に

て
記

載
 

             ・
手

順
書

に
整

備
す

べ
き

事

項
は

、
継

続
し

て
遵

守
す

べ
き

事
項

で
あ

る
こ

と

か
ら

、
保

安
規

定
へ

記
載

す
る

。
記

載
は

、
行

為
者

    ・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

                   ・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

   

 

   ・
緊

急
時

対
策

所
（

緊
急

時
対

策

所
建

屋
内

）
の

居
住

性
を

確
保

の
た

め
の

具
体

的
な

手
順

に

つ
い

て
記

載
す

る
。

 

                 ・
緊

急
時

対
策

所
（

緊
急

時
対

策

所
建

屋
内

）
の

居
住

性
を

確
保

の
た

め
の

具
体

的
な

手
順

に

つ
い

て
記

載
す

る
。
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上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
十
号

 ＋
 添

付
書
類

十
）

 
【

追
補

1
.1
8 

緊
急

時
対

策
所
の
居
住

性
等

に
関

す
る

手
順
等
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請
書

【
添

付
書

類
十

追
補

】
 

20
19

.1
2.

11
 

原
子

炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
・
緊

急
時

対
策

所
を

立
ち

上
げ

る
場

合
、
緊

急
時

対
策

所

可
搬

型
空

気
浄

化
装

置
を

緊
急

時
対

策
所

に
接

続
し

、
起

動
す

る
と

と
も

に
、

緊
急

時
対

策
所

内
の

酸
素

濃
度

及
び

二
酸

化
炭

素
濃

度
の

測
定

を
開

始
し

、
測

定
結

果
に

応
じ

、

空
気

流
入

量
を

調
整

す
る

。
ま

た
、

プ
ル

ー
ム

放
出

時
の

緊
急

時
対

策
所

換
気

設
備

切
替

え
に

備
え

、
空

気
供

給
装

置
の

系
統

構
成

等
の

準
備

を
行

う
。

 

  

※
1
2
 
原

子
力

防
災

体
制

が
発

令
さ

れ
、

発
電

所
対

策
本

部
が

設

置
さ

れ
る

場
合

と
し

て
、

運
転

時
の

異
常

な
過

渡
変

化
、

設
計

基

準
事

故
も

含
め

る
。

 

 a
.
 
緊

急
時

対
策

所
可

搬
型

空
気

浄
化

装
置

運
転

手
順

 

緊
急

時
対

策
所

非
常

用
空

気
浄

化
フ

ァ
ン

を
接

続
、
起

動
し

、
必

要
な

換
気

を
確

保
す

る
と

と
も

に
、

緊
急

時
対

策
所

非
常

用
空

気

浄
化

フ
ィ

ル
タ

ユ
ニ

ッ
ト

を
通

気
す

る
こ

と
に

よ
り

放
射

性
物

質

の
侵

入
を

低
減

す
る

た
め

の
手

順
を

整
備

す
る

。
 

全
交

流
動

力
電

源
喪

失
時

は
、
代

替
交

流
電

源
設

備
か

ら
の

給
電

に
よ

り
、
緊

急
時

対
策

所
非

常
用

空
気

浄
化

フ
ァ

ン
を

起
動

す
る

。
 

 (
a
)
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

 

緊
急

時
対

策
所

の
立

ち
上

げ
時

。
 

 (
b
)
 
操

作
手

順
 

緊
急

時
対

策
所

立
ち

上
げ

時
の

緊
急

時
対

策
所

可
搬

型
空

気
浄

化
装

置
の

系
統

構
成

及
び

運
転

の
手

順
は

以
下

の
と

お
り

。
緊

急

時
対

策
所

換
気

設
備

の
概

略
系

統
図

を
第

1
.
1
8
.
2
図

に
、

緊
急

時

対
策

所
可

搬
型

空
気

浄
化

装
置

運
転

の
概

略
系

統
図

を
第

1
.
1
8
.
3

図
に

、
手

順
の

タ
イ

ム
チ

ャ
ー

ト
を

第
1
.
1
8
.
4
図

に
示

す
。

 

 ①
 
発

電
所

対
策

本
部

長
は

、
作

業
着

手
の

判
断

基
準

に
基

づ
き

緊
急

安
全

対
策

要
員

に
緊

急
時

対
策

所
可

搬
型

空
気

浄
化

装
置

の

起
動

を
指

示
す

る
。

 

②
 
緊

急
安

全
対

策
要

員
は

、
緊

急
時

対
策

所
可

搬
型

空
気

浄
化

装
置

の
ダ

ク
ト

及
び

ケ
ー

ブ
ル

を
接

続
す

る
。

 

③
 
緊

急
安

全
対

策
要

員
は

給
電

確
認

後
、

緊
急

時
対

策
所

非
常

用
空

気
浄

化
フ

ァ
ン

を
起

動
す

る
。

 

④
 
緊

急
安

全
対

策
要

員
は

、
給

気
手

動
ダ

ン
パ

を
操

作
し

、
流

量
（

3
3
～

4
0
ｍ

３
/
m
i
n
）

を
調

整
す

る
。

 

⑤
 
緊

急
安

全
対

策
要

員
は

、
排

気
手

動
ダ

ン
パ

を
操

作
し

、
室

内
の

圧
力

を
微

正
圧

(
1
0
0
P
a
[
g
a
g
e
]
以

上
)
に

調
整

す
る

。
 

            (
c
)
 
操

作
の

成
立

性
 

上
記

の
対

応
は

、
緊

急
安

全
対

策
要

員
1
名

が
、

屋
外

及
び

緊
急

時
対

策
所

に
お

い
て

操
作

を
行

い
、

完
了

ま
で

約
3
4
分

と
想

定
す

る
。

操
作

用
の

昇
降

設
備

及
び

暗
所

に
お

い
て

も
円

滑
に

対
応

で

き
る

よ
う

ヘ
ッ

ド
ラ

イ
ト

及
び

懐
中

電
灯

を
配

備
す

る
。

 

  

     (
1
)
 
緊

急
時

対
策

所
可

搬
型

空
気

浄
化

装
置

運
転

手
順

 

発
電

所
対

策
本

部
は

、
緊

急
時

対
策

所
非

常
用

空
気

浄

化
フ

ァ
ン

を
接

続
、

起
動

し
、

必
要

な
換

気
を

確
保

す
る

と
と

も
に

、
緊

急
時

対
策

所
非

常
用

空
気

浄
化

フ
ィ

ル
タ

を
通

気
す

る
こ

と
に

よ
り

放
射

性
物

質
の

侵
入

を
低

減
す

る
。

 

全
交

流
動

力
電

源
喪

失
時

は
、

代
替

交
流

電
源

設
備

か

ら
の

給
電

に
よ

り
、

緊
急

時
対

策
所

可
非

常
用

空
気

浄
化

フ
ァ

ン
を

起
動

す
る

。
 

ａ
．

手
順

着
手

の
判

断
基

準
 

緊
急

時
対

策
所

の
立

上
げ

時
 

                              

及
び

行
為

内
容

と
す

る
。
 

             ・
手

順
着

手
の

判
断

基
準

は
、
速

や
か

に
操

作
を

行
う

た
め

の
必

要
条

件
で

あ
り

、

継
続

し
て

遵
守

す
べ

き
事

項
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
保

安

規
定

へ
記

載
す

る
。

 

  ・
操

作
手

順
の

内
容

に
つ

い

て
は

、
実

施
手

段
で

あ
る

こ

と
か

ら
、

2
次

文
書

他
に

記

載
す

る
。

 

                   ・
必

要
な

要
員

数
及

び
想

定

時
間

に
つ

い
て

は
、「

1
重

大

事
故

等
対

策
1
.
1
(
2
)
教

育

訓
練

の
実

施
」

に
て

整
理

（
 
以

下
、

同
様

）
 

     ・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

                  

     ・
手

順
着

手
の

判
断

基
準

及
び

操

作
手

順
に

つ
い

て
記

載
す

る
。
 

       ・
手

順
着

手
の

判
断

基
準

 

緊
急

時
対

策
所

の
立

上
げ

時
。

 

      ・
操

作
手

順
の

概
要

 

①
発

電
所

対
策

本
部

長
は

、
手

順
着

手
の

判
断

基
準

に
基

づ
き

放
射

線
管

理
班

長
に

緊
急

時
対

策
所

可
搬

型
空

気
浄

化
装

置
の

起
動

を
指

示
す

る
。

 

②
緊

急
安

全
対

策
要

員
は

、
緊

急
時

対
策

所
可

搬
型

空
気

浄
化

装
置

と
ダ

ク
ト

及
び

ケ
ー

ブ
ル

を
接

続
す

る
。

 

③
緊

急
安

全
対

策
要

員
は

、
緊

急
時

対
策

所
非

常
用

空
気

浄
化

フ
ァ

ン
を

起
動

す
る

。
 

④
緊

急
安

全
対

策
要

員
は

、
給

気
手

動
ダ

ン
パ

を
操

作
し

、

流
量

（
3
3
～

4
0
m
3
/
m
i
n
）

を

調
整

す
る

。
 

⑤
緊

急
安

全
対

策
要

員
は

、
排

気

手
動

ダ
ン

パ
を

操
作

し
、
室

内

の
圧

力
を

微
正

圧

（
1
0
0
P
a
[
g
a
g
e
]
以

上
）

に
調

整
す

る
。
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上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
十
号

 ＋
 添

付
書
類

十
）

 
【

追
補

1
.1
8 

緊
急

時
対

策
所
の
居
住

性
等

に
関

す
る

手
順
等
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請
書

【
添

付
書

類
十

追
補

】
 

20
19

.1
2.

11
 

原
子

炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
 

b
.
 
空

気
供

給
装

置
に

よ
る

空
気

供
給

準
備

手
順

 

空
気

供
給

装
置

の
系

統
構

成
を

行
い

、
漏

え
い

等
が

な
い

こ
と

を

確
認

し
、

切
替

え
の

準
備

を
行

う
手

順
を

整
備

す
る

。
 

    (
a
)
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

 

緊
急

時
対

策
所

の
立

ち
上

げ
時

。
 

 (
b
)
 
操

作
手

順
 

空
気

供
給

装
置

に
よ

る
空

気
供

給
準

備
の

手
順

は
以

下
の

と
お

り
。

空
気

供
給

装
置

に
よ

る
空

気
供

給
準

備
時

の
概

略
系

統
図

を

第
1
.
1
8
.
3
図

に
、

手
順

の
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト

を
第

1
.
1
8
.
5
図

に
示

す
。

 

①
 
発

電
所

対
策

本
部

長
は

、
作

業
着

手
の

判
断

基
準

に
基

づ
き

緊
急

安
全

対
策

要
員

に
、

空
気

供
給

装
置

の
系

統
構

成
を

指
示

す

る
。

 

②
 
緊

急
安

全
対

策
要

員
は

、
空

気
供

給
装

置
の

ホ
ー

ス
の

接
続

、

ボ
ン

べ
元

弁
の

開
放

及
び

漏
え

い
確

認
を

行
う

。
 

    (
c
)
 
操

作
の

成
立

性
 

上
記

の
対

応
は

、
緊

急
安

全
対

策
要

員
1
名

が
屋

外
及

び
緊

急
時

対
策

所
に

お
い

て
実

施
す

る
。

操
作

完
了

ま
で

は
、

約
5
5
分

と
想

定
す

る
。

 

 

 
 
 
発

電
所

対
策

本
部

は
、
空

気
供

給
装

置
の

系
統

構
成

を

行
い

、
漏

え
い

等
が

な
い

こ
と

を
確

認
し

、
切

替
え

の

準
備

を
行

う
。

 

    ａ
．

手
順

着
手

の
判

断
基

準
 

 
緊

急
時

対
策

所
の

立
上

げ
時

 

・
手

順
書

に
整

備
す

べ
き

事

項
は

、
継

続
し

て
遵

守
す

べ
き

事
項

で
あ

る
こ

と

か
ら

、
保

安
規

定
へ

記
載

す
る

。
記

載
は

、
行

為
者

及
び

行
為

内
容

と
す

る
。
 

 ・
手

順
着

手
の

判
断

基
準

は
、
速

や
か

に
操

作
を

行

う
た

め
の

必
要

条
件

で

あ
り

、
継

続
し

て
遵

守
す

べ
き

事
項

で
あ

る
こ

と

か
ら

、
保

安
規

定
へ

記
載

す
る

。
 

 ・
操

作
手

順
の

内
容

に
つ

い

て
は

、
実

施
手

段
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
2
次

文
書

他

に
記

載
す

る
。

 

・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

 

・
手

順
着

手
の

判
断

基
準

及
び

操
作

手
順

に
つ

い
て

記
載

す
る

。
 

     

・
手

順
着

手
の

判
断

基
準

 

緊
急

時
対

策
所

の
立

上
げ

時
。

 

     

・
操

作
手

順
の

概
要

 

①
 
発

電
所

対
策

本
部

長
は

、
作

業
着

手
の

判
断

基
準

に
基

づ
き

緊
急

安
全

対
策

要
員

に
、
空

気
供

給
装

置
の

系
統

構
成

を
指

示
す

る
。

 

②
 
緊

急
安

全
対

策
要

員
は

、
空

気
供

給
装

置
の

ホ
ー

ス
の

接
続

、

ボ
ン

べ
元

弁
の

開
放

及
び

漏
え

い
確

認
を

行
う

。
 

        第
1
0
.
1
表

（
添

付
書

類
は

第
5
.
1
.
1
表

）
 

1
.
1
8
 
緊

急
時

対
策

所
の

居
住

性
等

に
関

す
る

手
順

等
 

（
中

略
）

 

・
緊

急
時

対
策

所
を

立
ち

上
げ

る
場

合
、
緊

急
時

対
策

所

可
搬

型
空

気
浄

化
装

置
を

緊
急

時
対

策
所

に
接

続
し

、
起

動
す

る
と

と
も

に
、

緊
急

時
対

策
所

内
の

酸
素

濃
度

及
び

二
酸

化
炭

素
濃

度
の

測
定

を
開

始
し

、
測

定
結

果
に

応
じ

、

空
気

流
入

量
を

調
整

す
る

。
ま

た
、

プ
ル

ー
ム

放
出

時
の

緊
急

時
対

策
所

換
気

設
備

切
替

え
に

備
え

、
空

気
供

給
装

置
の

系
統

構
成

等
の

準
備

を
行

う
。

 

           c
.
 
緊

急
時

対
策

所
内

の
酸

素
濃

度
及

び
二

酸
化

炭
素

濃
度

の
測

定
手

順
 

緊
急

時
対

策
所

の
居

住
性

確
保

の
観

点
か

ら
、
緊

急
時

対
策

所
内

の
酸

素
濃

度
及

び
二

酸
化

炭
素

濃
度

の
測

定
を

行
う

手
順

を
整

備

す
る

。
 

       

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、

火
山

影
響

等
お

よ
び

自
然

災
害

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基

準
 

（
第

１
８

条
、

第
１

８
条

の
２

、
第

１
８

条
の

２
の

２
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

関
連

）
 

 ３
 
火

山
影

響
等

、
降

雪
、

地
滑

り
発

生
時

 

３
．

４
 
手

順
書

の
整

備
 

 
 

ｈ
．

緊
急

時
対

策
所

の
居

住
性

確
保

に
関

す
る

対
策

 

火
山

影
響

等
発

生
時

に
お

い
て

、
緊

急
時

対
策

所
入

口

扉
を

開
放

す
る

こ
と

に
よ

り
緊

急
時

対
策

所
の

居
住

性
を

確
保

す
る

。
 

(
a
)
 
緊

急
時

対
策

所
の

居
住

性
確

保
 

（
中

略
）

 

仮
設

フ
ィ

ル
タ

取
り

付
け

後
は

、
緊

急
時

対
策

所
内

の
酸

素
濃

度
お

よ
び

二
酸

化
炭

素
濃

度
の

監
視

を
行

う
。

 

        

            ・
緊

急
時

対
策

所
の

居
住

性

を
確

保
す

る
た

め
の

運

用
事

項
を

記
載

す
る

。
 

        

            ・
一

般
防

災
業

務
所

達
 

          

            

・
緊

急
時

対
策

所
入

口
扉

（
２

箇
所

）
へ

の
仮

設
フ

ィ
ル

タ

を
取

り
付

け
後

は
、

緊
急

時

対
策

所
内

の
酸

素
濃

度
及

び

二
酸

化
炭

素
濃

度
の

監
視

を

行
う

こ
と

を
記

載
す

る
。
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上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
十
号

 ＋
 添

付
書
類

十
）

 
【

追
補

1
.1
8 

緊
急

時
対

策
所
の
居
住

性
等

に
関

す
る

手
順
等
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請
書

【
添

付
書

類
十

追
補

】
 

20
19

.1
2.

11
 

原
子

炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
       (
a
)
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

 

緊
急

時
対

策
所

換
気

設
備

を
運

転
し

て
い

る
場

合
。

 

      (
b
)
 
操

作
手

順
 

緊
急

時
対

策
所

内
の

酸
素

濃
度

及
び

二
酸

化
炭

素
濃

度
の

測
定

を
行

う
手

順
は

い
ず

れ
も

以
下

の
と

お
り

。
 

①
 
発

電
所

対
策

本
部

長
は

、
作

業
着

手
の

判
断

基
準

に
基

づ
き

、

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
に

、
酸

素
濃

度
及

び
二

酸
化

炭
素

濃
度

の

測
定

を
指

示
す

る
。

 

②
 
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

は
、

酸
素

濃
度

計
及

び
二

酸
化

炭
素

濃
度

計
に

て
酸

素
濃

度
及

び
二

酸
化

炭
素

濃
度

の
測

定
を

開
始

す

る
。

 

③
 
緊

急
時

対
策

所
内

の
酸

素
濃

度
が

1
9
％

を
下

回
る

お
そ

れ
が

あ
る

場
合

又
は

二
酸

化
炭

素
濃

度
が

1
％

を
越

え
る

お
そ

れ
が

あ

る
場

合
、
発

電
所

対
策

本
部

長
は

、
酸

素
濃

度
1
9
%
を

下
回

る
又

は

二
酸

化
炭

素
濃

度
が

1
%
を

越
え

る
前

ま
で

に
、

空
気

流
入

量
の

調

整
を

行
う

よ
う

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
に

指
示

す
る

。
 

④
 
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

は
、

緊
急

時
対

策
所

可
搬

型
空

気
浄

化
装

置
を

使
用

し
て

い
る

場
合

は
給

気
手

動
ダ

ン
パ

及
び

排
気

手

動
ダ

ン
パ

の
開

度
調

整
に

よ
り

、
空

気
供

給
装

置
を

使
用

し
て

い

る
場

合
は

空
気

供
給

装
置

の
流

量
調

節
弁

及
び

排
気

手
動

ダ
ン

パ

の
開

度
調

整
に

よ
り

、
緊

急
時

対
策

所
へ

の
空

気
流

入
量

を
調

整

す
る

。
 

  (
c
)
 
操

作
の

成
立

性
 

上
記

の
対

応
は

、
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

１
名

が
操

作
を

行
い

、

緊
急

時
対

策
所

に
お

い
て

実
施

す
る

。
室

内
で

の
測

定
、

弁
及

び

ダ
ン

パ
の

調
整

の
み

で
あ

る
た

め
、

短
時

間
で

の
対

応
が

可
能

で

あ
る

。
 

 

 添
付

３
 

表
－

１
８

 

操
作

手
順

 

1
8
.
緊

急
時

対
策

所
の

居
住

性
等

に
関

す
る

手
順

等
 

(
3
)
 
緊

急
時

対
策

所
内

の
酸

素
濃

度
お

よ
び

二
酸

化
炭

素

濃
度

の
測

定
手

順
 

 
 

発
電

所
対

策
本

部
は

、
緊

急
時

対
策

所
の

居
住

性
確

保
の

観
点

か
ら

、
緊

急
時

対
策

所
内

の
酸

素
濃

度
お

よ

び
二

酸
化

炭
素

濃
度

の
測

定
を

行
う

。
 

 ａ
．

手
順

着
手

の
判

断
基

準
 

 
 

緊
急

時
対

策
所

換
気

設
備

を
運

転
し

て
い

る
場

合

（
「

緊
急

時
対

策
所

換
気

設
備

」
と

は
、
「

緊
急

時
対

策

所
可

搬
型

空
気

浄
化

装
置

お
よ

び
空

気
供

給
装

置
」

を

い
う

。
）

 

 ・
手

順
書

に
整

備
す

べ
き

事

項
は

、
継

続
し

て
遵

守
す

べ
き

事
項

で
あ

る
こ

と

か
ら

、
保

安
規

定
へ

記
載

す
る

。
記

載
は

、
行

為
者

及
び

行
為

内
容

と
す

る
。
 

・
手

順
着

手
の

判
断

基
準

は
、
速

や
か

に
操

作
を

行

う
た

め
の

必
要

条
件

で

あ
り

、
継

続
し

て
遵

守
す

べ
き

事
項

で
あ

る
こ

と

か
ら

、
保

安
規

定
へ

記
載

す
る

。
 

 ・
操

作
手

順
の

内
容

に
つ

い

て
は

、
実

施
手

段
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
2
次

文
書

他

に
記

載
す

る
。

 

 ・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

 

 

・
手

順
着

手
の

判
断

基
準

及
び

操

作
手

順
に

つ
い

て
記

載
す

る
。

 

    

・
手

順
着

手
の

判
断

基
準

 

緊
急

時
対

策
所

換
気

設
備

を

運
転

し
て

い
る

場
合

。
 

    

・
操

作
手

順
の

概
要

 

①
 
発

電
所

対
策

本
部

長
は

、
作

業
着

手
の

判
断

基
準

に
基

づ
き

、

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
に

、
酸

素

濃
度

及
び

二
酸

化
炭

素
濃

度
の

測
定

を
指

示
す

る
。

 

②
 
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

は
、

酸
素

濃
度

計
及

び
二

酸
化

炭
素

濃
度

計
に

て
酸

素
濃

度
及

び
二

酸
化

炭
素

濃
度

の
測

定
を

開
始

す
る

。
 

③
 
緊

急
時

対
策

所
内

の
酸

素
濃

度
が

1
9
％

を
下

回
る

お
そ

れ
が

あ
る

場
合

又
は

二
酸

化
炭

素
濃

度
が

1
％

を
越

え
る

お
そ

れ
が

あ

る
場

合
、

発
電

所
対

策
本

部
長

は
、

酸
素

濃
度

1
9
%
を

下
回

る
又

は
二

酸
化

炭
素

濃
度

が
1
%
を

越

え
る

前
ま

で
に

、
空

気
流

入
量

の

調
整

を
行

う
よ

う
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

に
指

示
す

る
。

 

④
 
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

は
、

緊
急

時
対

策
所

可
搬

型
空

気
浄

化
装

置
を

使
用

し
て

い
る

場
合

は
給

気
手

動
ダ

ン
パ

及
び

排
気

手
動

ダ
ン

パ
の

開
度

調
整

に
よ

り
、
空

気
供

給
装

置
を

使
用

し
て

い
る

場
合

は
空

気
供

給
装

置
の

流
量

調
節

弁
及

び
排

気
手

動
ダ

ン
パ

の
開

度
調

整
に

よ
り

、
緊

急

時
対

策
所

へ
の

空
気

流
入

量
を

調
整

す
る

。
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上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
十
号

 ＋
 添

付
書
類

十
）

 
【

追
補

1
.1
8 

緊
急

時
対

策
所
の
居
住

性
等

に
関

す
る

手
順
等
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請
書

【
添

付
書

類
十

追
補

】
 

20
19

.1
2.

11
 

原
子

炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
・

原
子

力
災

害
対

策
特

別
措

置
法

第
1
0
 
条

事
象

が
発

生

し
た

場
合

、
緊

急
時

対
策

所
内

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
を

緊
急

時
対

策
所

へ
、

緊
急

時
対

策
所

外
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

を
３

号
炉

及
び

４
号

炉
の

原
子

炉
格

納
容

器
と

緊
急

時
対

策
所

の
間

に
設

置
し

、
放

射
線

量
の

測
定

を
開

始
す

る
。

 

        

(
2
)
 
原

子
力

災
害

対
策

特
別

措
置

法
第

1
0
条

事
象

発
生

時
の

手

順
 

原
子

力
災

害
対

策
特

別
措

置
法

第
1
0
条

事
象

が
発

生
し

た
場

合

に
、

緊
急

時
対

策
所

内
へ

放
射

性
物

質
等

の
侵

入
量

が
微

量
の

う

ち
に

検
知

す
る

た
め

、
緊

急
時

対
策

所
内

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ

及
び

緊
急

時
対

策
所

外
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

を
設

置
す

る
手

順

を
整

備
す

る
。

 

ま
た

、
3
号

炉
及

び
4
号

炉
原

子
炉

格
納

容
器

と
緊

急
時

対
策

所
の

間
に

設
置

す
る

緊
急

時
対

策
所

外
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

を
緊

急

時
対

策
所

内
を

加
圧

す
る

た
め

の
判

断
に

用
い

る
。

 

  a
.
 
緊

急
時

対
策

所
内

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
及

び
緊

急
時

対
策

所
外

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
設

置
手

順
 

    (
a
)
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

 

原
子

力
災

害
対

策
特

別
措

置
法

第
1
0
条

事
象

が
発

生
し

た
場

合
 

 (
b
)
 
操

作
手

順
 

緊
急

時
対

策
所

内
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

及
び

緊
急

時
対

策
所

外
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

設
置

手
順

は
以

下
の

と
お

り
。

タ
イ

ム

チ
ャ

ー
ト

を
第

1
.
1
8
.
6
図

に
示

す
。

 

①
 
発

電
所

対
策

本
部

長
は

、
作

業
着

手
の

判
断

基
準

に
基

づ
き

緊
急

安
全

対
策

要
員

に
緊

急
時

対
策

所
内

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ

及
び

緊
急

時
対

策
所

外
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

設
置

を
指

示
す

る
。

 

②
 
緊

急
安

全
対

策
要

員
は

、
緊

急
時

対
策

所
内

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
及

び
緊

急
時

対
策

所
外

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
を

設
置

し
、

起
動

す
る

。
 

 (
c
)
 
操

作
の

成
立

性
 

上
記

の
対

応
は

、
緊

急
安

全
対

策
要

員
2
名

が
、

緊
急

時
対

策
所

内
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

を
緊

急
時

対
策

所
に

、
緊

急
時

対
策

所

外
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

を
3
号

炉
及

び
4
号

炉
の

原
子

炉
格

納
容

器
と

緊
急

時
対

策
所

の
間

に
設

置
す

る
。

操
作

完
了

ま
で

約
4
7
分

と
想

定
す

る
。

暗
所

に
お

い
て

も
円

滑
に

対
応

で
き

る
よ

う
ヘ

ッ

ド
ラ

イ
ト

及
び

懐
中

電
灯

を
配

備
す

る
。

 

 

２
．

原
子

力
災

害
対

策
特

別
措

置
法

第
1
0
条

事
象

発
生

時

の
手

順
 

発
電

所
対

策
本

部
は

、
原

子
力

災
害

対
策

特
別

措
置

法

第
1
0
条

事
象

が
発

生
し

た
場

合
に

、
緊

急
時

対
策

所
内

に

緊
急

時
対

策
所

内
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

を
、

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
の

原
子

炉
格

納
容

器
と

緊
急

時
対

策
所

の
間

に
緊

急
時

対
策

所
外

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
を

設
置

し
、

放
射

線
量

の
測

定
を

開
始

す
る

。
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

の
原

子
炉

格
納

容
器

と
緊

急
時

対
策

所
の

間
に

設
置

す
る

緊
急

時
対

策
所

外
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

を
、

緊
急

時
対

策
所

内
を

加
圧

す
る

た
め

の
判

断
に

用
い

る
。

 

 (
1
)
 
緊

急
時

対
策

所
内

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
お

よ
び

緊

急
時

対
策

所
外

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
設

置
手

順
 

緊
急

時
対

策
所

内
に

緊
急

時
対

策
所

内
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

を
、

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
の

原
子

炉
格

納
容

器
と

緊
急

時
対

策
所

の
間

に
緊

急
時

対
策

所
外

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
を

設
置

す
る

。
 

ａ
．

手
順

着
手

の
判

断
基

準
 

原
子

力
災

害
対

策
特

別
措

置
法

第
1
0
条

事
象

が
発

生
し

た

場
合

 

      

  

                  ・
手

順
着

手
の

判
断

基
準

は
、
速

や
か

に
操

作
を

行

う
た

め
の

必
要

条
件

で

あ
り

、
継

続
し

て
遵

守
す

べ
き

事
項

で
あ

る
こ

と

か
ら

、
保

安
規

定
へ

記
載

す
る

。
 

・
操

作
手

順
の

内
容

に
つ

い

て
は

、
実

施
手

段
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
2
次

文
書

他

に
記

載
す

る
。

 

・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

 

・
緊

急
時

対
策

所
内

エ
リ

ア
モ

ニ

タ
及

び
緊

急
時

対
策

所
外

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

の
設

置
に

つ
い

て
記

載
す

る
。

 

              ・
手

順
着

手
の

判
断

基
準

 

原
子

力
災

害
対

策
特

別
措

置
法

第
1
0
条

事
象

が
発

生
し

た
場

合
 

・
操

作
手

順
の

概
要

 

①
 
発

電
所

対
策

本
部

長
は

、
作

業
着

手
の

判
断

基
準

に
基

づ
き

緊
急

安
全

対
策

要
員

に
緊

急
時

対
策

所
内

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
及

び
緊

急
時

対
策

所
外

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
設

置
を

指
示

す
る

。
 

②
 
緊

急
安

全
対

策
要

員
は

、
緊

急
時

対
策

所
内

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
及

び
緊

急
時

対
策

所
外

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
を

設
置

し
、

起
動

す
る

。
 

           

(
3
)
 
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
の

放
射

線
防

護
等

に
関

す

る
手

順
等

 

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め

に
必

要
な

指
示

を
行

う
要

員
等

を
防

護
し

、
居

住
性

を
確

保
す

る

た
め

の
手

順
を

整
備

す
る

。
 

  a
.
 
緊

急
時

対
策

所
に

と
ど

ま
る

要
員

に
つ

い
て

 

プ
ル

ー
ム

通
過

中
に

お
い

て
も

、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め

に
必

要
な

要
員

に
つ

い
て

は
、

緊
急

時
対

策
所

へ
と

ど
ま

る
こ

と

が
で

き
る

設
計

と
す

る
。

プ
ル

ー
ム

通
過

中
の

重
大

事
故

等
に

対

３
．

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

の
放

射
線

防
護

等

に
関

す
る

手
順

等
 

発
電

所
対

策
本

部
は

、
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
、

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

指
示

を
行

う
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

等
を

防
護

し
、

居
住

性
を

確
保

す
る

措
置

を
行

う
。

 

(
1
)
 
緊

急
時

対
策

所
に

と
ど

ま
る

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
に

つ
い

て
 

プ
ル

ー
ム

通
過

中
に

お
い

て
も

、
緊

急
時

対
策

所
へ

と

ど
ま

る
要

員
は

、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
指

示
を

行
う

要
員

、
緊

急
時

対
応

と
し

て
設

置
し

た
可

・
手

順
書

に
整

備
す

べ
き

事

項
は

、
継

続
し

て
遵

守
す

べ
き

事
項

で
あ

る
こ

と

か
ら

、
保

安
規

定
へ

記
載

す
る

。
記

載
は

、
行

為
者

及
び

行
為

内
容

と
す

る
。
 

・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

 

・
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め

に
必

要
な

指
示

を
行

う
要

員
等

を
防

護
し

、
居

住
性

を
確

保
す

る

た
め

の
手

順
、
プ

ル
ー

ム
放

出
の

恐
れ

が
あ

る
場

合
の

と
ど

ま
る

要
員

の
判

断
基

準
等

を
記

載
す

る
。
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上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
十
号

 ＋
 添

付
書
類

十
）

 
【

追
補

1
.1
8 

緊
急

時
対

策
所
の
居
住

性
等

に
関

す
る

手
順
等
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請
書

【
添

付
書

類
十

追
補

】
 

20
19

.1
2.

11
 

原
子

炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
               

処
す

る
た

め
に

必
要

な
要

員
と

し
て

、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る

た
め

に
必

要
な

指
示

を
行

う
要

員
6
5
名

、
緊

急
時

対
応

と
し

て
設

置
し

た
可

搬
式

代
替

低
圧

注
水

ポ
ン

プ
等

の
給

油
や

監
視

等
、

プ

ル
ー

ム
通

過
後

も
継

続
す

る
活

動
に

必
要

な
要

員
2
3
名

、
3
号

炉
及

び
4
号

炉
の

運
転

員
1
2
名

の
合

計
1
0
0
名

と
想

定
し

て
い

る
。
更

に
、

1
号

炉
及

び
2
号

炉
の

運
転

員
1
0
名

を
加

え
、
合

計
1
1
0
名

と
想

定
し

て
い

る
。

 

な
お

、
こ

の
要

員
数

を
目

安
と

し
て

、
発

電
所

対
策

本
部

長
が

緊

急
時

対
策

所
に

と
ど

ま
る

要
員

を
判

断
す

る
。

 

  

搬
式

代
替

低
圧

注
水

ポ
ン

プ
等

の
給

油
や

監
視

等
、

プ
ル

ー
ム

通
過

後
も

継
続

す
る

活
動

に
必

要
な

要
員

、
3
号

炉
お

よ
び

4
号

炉
の

運
転

員
さ

ら
に

、
1
号

炉
お

よ
び

2
号

炉
の

運

転
員

と
す

る
。

 

な
お

、
こ

の
要

員
数

を
目

安
と

し
て

、
発

電
所

対
策

本

部
長

が
緊

急
時

対
策

所
に

と
ど

ま
る

要
員

を
判

断
す

る
。

 

・
緊

急
時

対
策

所
外

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
等

の
指

示

上
昇

や
炉

心
損

傷
が

生
じ

る
等

、
プ

ル
ー

ム
放

出
の

お
そ

れ
が

あ
る

と
判

断
し

た
場

合
、

パ
ラ

メ
ー

タ
の

監
視

強
化

及
び

緊
急

時
対

策
所

換
気

設
備

切
替

え
の

た
め

の
要

員
配

置
を

行
う

。
 

  

b
.
 
空

気
供

給
装

置
へ

の
切

替
準

備
手

順
 

プ
ル

ー
ム

放
出

の
お

そ
れ

が
あ

る
場

合
、

プ
ル

ー
ム

放
出

に
備

え
、

パ
ラ

メ
ー

タ
の

監
視

強
化

及
び

空
気

ボ
ン

ベ
に

よ
る

加
圧

操

作
の

要
員

配
置

を
行

う
た

め
の

手
順

を
整

備
す

る
。

 

   (
a
)
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

 

プ
ル

ー
ム

放
出

の
お

そ
れ

が
あ

る
場

合
。

 

具
体

的
に

は
以

下
の

い
ず

れ
か

に
該

当
し

た
場

合
。

 

・
 
プ

ル
ー

ム
放

出
前

の
段

階
に

お
い

て
、
直

接
ガ

ン
マ

線
、
ス

カ

イ
シ

ャ
イ

ン
ガ

ン
マ

線
に

よ
り

、
3
号

炉
及

び
4
号

炉
の

原
子

炉
格

納
容

器
と

緊
急

時
対

策
所

の
間

に
設

置
す

る
緊

急
時

対
策

所
外

可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

の
指

示
が

上
昇

傾
向

と
な

っ
た

場
合

。
 

・
 
中

央
制

御
室

か
ら

炉
心

損
傷

が
生

じ
た

旨
の

連
絡

、
情

報
が

あ
っ

た
場

合
。

又
は

、
緊

急
時

対
策

所
で

の
プ

ラ
ン

ト
状

態
監

視

の
結

果
、
発

電
所

対
策

本
部

長
が

炉
心

損
傷

の
可

能
性

を
踏

ま
え

、

プ
ル

ー
ム

放
出

に
備

え
る

必
要

が
あ

る
と

判
断

し
た

場
合

。
 

・
 
炉

心
損

傷
前

で
あ

っ
て

中
央

制
御

室
か

ら
原

子
炉

格
納

容
器

破
損

が
生

じ
た

旨
の

連
絡

、
情

報
が

あ
っ

た
場

合
。

又
は

、
緊

急

時
対

策
所

で
の

プ
ラ

ン
ト

状
態

監
視

の
結

果
、

発
電

所
対

策
本

部

長
が

原
子

炉
格

納
容

器
破

損
の

可
能

性
を

踏
ま

え
、

プ
ル

ー
ム

放

出
に

備
え

る
必

要
が

あ
る

と
判

断
し

た
場

合
。

 

              

(
2
)
 
空

気
供

給
装

置
へ

の
切

替
準

備
手

順
 

発
電

所
対

策
本

部
は

、
緊

急
時

対
策

所
外

可
搬

型
エ

リ

ア
モ

ニ
タ

の
指

示
上

昇
や

炉
心

損
傷

が
生

じ
る

等
、

プ
ル

ー
ム

放
出

の
お

そ
れ

が
あ

る
と

判
断

し
た

場
合

、
パ

ラ
メ

ー
タ

の
監

視
強

化
お

よ
び

緊
急

時
対

策
所

換
気

設
備

切
替

え
の

た
め

の
要

員
配

置
を

行
う

。
 

 ａ
．

手
順

着
手

の
判

断
基

準
 

プ
ル

ー
ム

放
出

の
お

そ
れ

が
あ

る
場

合
 

具
体

的
に

は
以

下
の

い
ず

れ
か

に
該

当
し

た
場

合
 

(
a
)
 
プ

ル
ー

ム
放

出
前

の
段

階
に

お
い

て
、

直
接

線
、

ス
カ

イ
シ

ャ
イ

ン
線

に
よ

り
、

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
の

原
子

炉
格

納
容

器
と

緊
急

時
対

策
所

の
間

に
設

置
す

る
緊

急
時

対
策

所
外

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
の

指
示

が
上

昇
傾

向
と

な
っ

た
場

合
 

(
b
)
 
中

央
制

御
室

か
ら

炉
心

損
傷

が
生

じ
た

旨
の

連

絡
、

情
報

が
あ

っ
た

場
合

。
ま

た
は

、
緊

急
時

対
策

所
で

の
プ

ラ
ン

ト
状

態
監

視
の

結
果

、
発

電
所

対
策

本
部

長
が

炉
心

損
傷

の
可

能
性

を
踏

ま
え

、
プ

ル
ー

ム
放

出
に

備
え

る
必

要
が

あ
る

と
判

断
し

た
場

合
 

(
c
)
 
炉

心
損

傷
前

で
あ

っ
て

中
央

制
御

室
か

ら
原

子
炉

格
納

容
器

破
損

が
生

じ
た

旨
の

連
絡

、
情

報
が

あ
っ

た
場

合
。

ま
た

は
、

緊
急

時
対

策
所

で
の

プ
ラ

ン
ト

状
態

監
視

の
結

果
、

発
電

所
対

策
本

部
長

が
原

子
炉

格
納

容
器

破
損

の
可

能
性

を
踏

ま
え

、
プ

ル
ー

ム
放

出
に

備
え

る
必

要
が

あ
る

と
判

断
し

た
場

合
 

・
手

順
書

に
整

備
す

べ
き

事

項
は

、
継

続
し

て
遵

守
す

べ
き

事
項

で
あ

る
こ

と

か
ら

、
保

安
規

定
へ

記
載

す
る

。
記

載
は

、
行

為
者

及
び

行
為

内
容

と
す

る
。
 

 ・
手

順
着

手
の

判
断

基
準

は
、
速

や
か

に
操

作
を

行

う
た

め
の

必
要

条
件

で

あ
り

、
継

続
し

て
遵

守
す

べ
き

事
項

で
あ

る
こ

と

か
ら

、
保

安
規

定
へ

記
載

す
る

。
 

                       

・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

・
手

順
着

手
の

判
断

基
準

及
び

操

作
手

順
に

つ
い

て
記

載
す

る
。

 

     ・
手

順
着

手
の

判
断

基
準

 

プ
ル

ー
ム

放
出

の
お

そ
れ

が
あ

る
場

合
 

具
体

的
に

は
以

下
の

い
ず

れ
か

に
該

当
し

た
場

合
 

・
 
プ

ル
ー

ム
放

出
前

の
段

階
に

お
い

て
、
直

接
ガ

ン
マ

線
、
ス

カ
イ

シ
ャ

イ
ン

ガ
ン

マ
線

に

よ
り

、
3
号

炉
及

び
4
号

炉
の

原

子
炉

格
納

容
器

と
緊

急
時

対

策
所

の
間

に
設

置
す

る
緊

急

時
対

策
所

外
可

搬
型

エ
リ

ア

モ
ニ

タ
の

指
示

が
上

昇
傾

向

と
な

っ
た

場
合

。
 

・
 
中

央
制

御
室

か
ら

炉
心

損
傷

が
生

じ
た

旨
の

連
絡

、
情

報
が

あ
っ

た
場

合
。
又

は
、
緊

急
時

対
策

所
で

の
プ

ラ
ン

ト
状

態

監
視

の
結

果
、
発

電
所

対
策

本

部
長

が
炉

心
損

傷
の

可
能

性

を
踏

ま
え

、
プ

ル
ー

ム
放

出
に

備
え

る
必

要
が

あ
る

と
判

断

し
た

場
合

。
 

・
 
炉

心
損

傷
前

で
あ

っ
て

中
央

制
御

室
か

ら
原

子
炉

格
納

容

器
破

損
が

生
じ

た
旨

の
連

絡
、

情
報

が
あ

っ
た

場
合

。
又

は
、

緊
急

時
対

策
所

で
の

プ
ラ

ン

ト
状

態
監

視
の

結
果

、
発

電
所

対
策

本
部

長
が

原
子

炉
格

納
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上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
十
号

 ＋
 添

付
書
類

十
）

 
【

追
補

1
.1
8 

緊
急

時
対

策
所
の
居
住

性
等

に
関

す
る

手
順
等
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請
書

【
添

付
書

類
十

追
補

】
 

20
19

.1
2.

11
 

原
子

炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
     (
b
)
 
操

作
手

順
 

プ
ル

ー
ム

放
出

の
お

そ
れ

が
あ

る
場

合
に

緊
急

時
対

策
所

で
実

施
す

る
手

順
は

以
下

の
と

お
り

。
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト

を
第

1
.
1
8
.
7

図
に

示
す

。
 

①
 
発

電
所

対
策

本
部

長
は

、
作

業
着

手
の

判
断

基
準

に
基

づ
き

、

プ
ル

ー
ム

放
出

に
備

え
、

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
ヘ

パ
ラ

メ
ー

タ

の
監

視
強

化
及

び
空

気
供

給
装

置
に

よ
る

加
圧

操
作

の
要

員
配

置

を
指

示
す

る
。

 

②
 
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

は
、

緊
急

時
対

策
所

内
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

及
び

緊
急

時
対

策
所

外
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

の
監

視

強
化

を
行

う
。

 

③
 
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

は
、
加

圧
操

作
の

要
員

を
配

置
す

る
。
 

         (
c
)
 
操

作
の

成
立

性
 

上
記

の
対

応
は

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
2
名

が
1
組

と
な

っ
て

、
緊

急
時

対
策

所
に

お
い

て
実

施
す

る
。

室
内

で
の

要
員

の
配

置
等

の

み
で

あ
る

た
め

、
短

時
間

で
の

対
応

が
可

能
で

あ
る

。
 

 な
お

、
直

接
ガ

ン
マ

線
、
ス

カ
イ

シ
ャ

イ
ン

ガ
ン

マ
線

で
は

、
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
、

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

ポ
ス

ト
及

び
可

搬

式
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
ポ

ス
ト

の
う

ち
複

数
台

の
指

示
上

昇
が

予
想

さ

れ
る

こ
と

か
ら

、
こ

れ
ら

の
指

示
値

も
参

考
と

す
る

。
 

      ・
操

作
手

順
の

内
容

に
つ

い

て
は

、
実

施
手

段
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
2
次

文
書

他

に
記

載
す

る
。

 

容
器

破
損

の
可

能
性

を
踏

ま

え
、
プ

ル
ー

ム
放

出
に

備
え

る

必
要

が
あ

る
と

判
断

し
た

場

合
。

 

  ・
操

作
手

順
の

概
要

 

①
 
発

電
所

対
策

本
部

長
は

、
作

業
着

手
の

判
断

基
準

に
基

づ

き
、

プ
ル

ー
ム

放
出

に
備

え
、

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
ヘ

パ

ラ
メ

ー
タ

の
監

視
強

化
及

び

空
気

供
給

装
置

に
よ

る
加

圧

操
作

の
要

員
配

置
を

指
示

す

る
。

 

②
 
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

は
、

緊
急

時
対

策
所

内
可

搬
型

エ

リ
ア

モ
ニ

タ
及

び
緊

急
時

対

策
所

外
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ

タ
の

監
視

強
化

を
行

う
。

 

 ③
 
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

は
、

加
圧

操
作

の
要

員
を

配
置

す

る
。

 

・
原

子
炉

格
納

容
器

か
ら

プ
ル

ー
ム

が
放

出
さ

れ
、
緊

急

時
対

策
所

外
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

又
は

緊
急

時
対

策
所

内
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

の
指

示
が

上
昇

し
た

場
合

、
速

や
か

に
緊

急
時

対
策

所
に

お
け

る
緊

急
時

対
策

所
換

気
設

備
を

緊
急

時
対

策
所

可
搬

型
空

気
浄

化
装

置
か

ら
空

気
供

給
装

置
へ

切
り

替
え

る
と

と
も

に
、

緊
急

時
対

策
所

内
の

酸
素

濃
度

及
び

二
酸

化
炭

素
濃

度
の

測
定

結
果

に
応

じ
、

空
気

流
入

量
を

調
整

す
る

。
 

   

c
.
 
空

気
供

給
装

置
へ

の
切

替
手

順
 

原
子

炉
格

納
容

器
か

ら
希

ガ
ス

等
の

放
射

性
物

質
が

放
出

さ
れ

、

緊
急

時
対

策
所

に
接

近
し

た
場

合
、

緊
急

時
対

策
所

可
搬

型
空

気

浄
化

装
置

を
停

止
し

、
空

気
供

給
装

置
に

よ
る

緊
急

時
対

策
所

内

の
加

圧
を

実
施

す
る

手
順

を
整

備
す

る
。

 

      (
a
)
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

 

以
下

の
い

ず
れ

か
に

該
当

し
た

場
合

。
 

・
 
緊

急
時

対
策

所
外

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
の

指
示

が

0
.
1
m
S
v
/
h
以

上
と

な
っ

た
場

合
。

 

・
 
緊

急
時

対
策

所
内

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
の

指
示

が

0
.
5
m
S
v
/
h
以

上
と

な
っ

た
場

合
。

 

(
3
)
 
空

気
供

給
装

置
へ

の
切

替
手

順
 

発
電

所
対

策
本

部
は

、
原

子
炉

格
納

容
器

か
ら

プ
ル

ー

ム
が

放
出

さ
れ

、
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

原
子

炉
格

納
容

器
と

緊
急

時
対

策
所

の
間

に
設

置
し

た
緊

急
時

対
策

所
外

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
ま

た
は

緊
急

時
対

策
所

内
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

の
指

示
値

が
上

昇
し

た
場

合
、

速
や

か
に

緊
急

時
対

策
所

に
お

け
る

緊
急

時
対

策
所

換
気

設
備

を
緊

急
時

対
策

所
可

搬
型

空
気

浄
化

装
置

か
ら

空
気

供
給

装
置

へ
切

り
替

え
る

と
と

も
に

、
緊

急
時

対
策

所
内

の
酸

素
濃

度
お

よ
び

二
酸

化
炭

素
濃

度
の

測
定

結
果

に
応

じ
、

空
気

流
入

量
を

調
整

す
る

。
 

ａ
．

手
順

着
手

の
判

断
基

準
 

以
下

の
い

ず
れ

か
に

該
当

し
た

場
合

 

(
a
)
 
緊

急
時

対
策

所
外

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
の

指
示

が
0
.
1
m
S
v
/
h
以

上
と

な
っ

た
場

合
 

(
b
)
 
緊

急
時

対
策

所
内

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
の

指
示

が
0
.
5
m
S
v
/
h
以

上
と

な
っ

た
場

合
 

・
手

順
書

に
整

備
す

べ
き

事

項
は

、
継

続
し

て
遵

守
す

べ
き

事
項

で
あ

る
こ

と

か
ら

、
保

安
規

定
へ

記
載

す
る

。
記

載
は

、
行

為
者

及
び

行
為

内
容

と
す

る
。
 

     ・
手

順
着

手
の

判
断

基
準

は
、
速

や
か

に
操

作
を

行

う
た

め
の

必
要

条
件

で

あ
り

、
継

続
し

て
遵

守
す

べ
き

事
項

で
あ

る
こ

と

か
ら

、
保

安
規

定
へ

記
載

・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

 

・
手

順
着

手
の

判
断

基
準

及
び

操
作

手
順

に
つ

い
て

記
載

す
る

。
 

         

・
手

順
着

手
の

判
断

基
準

 

以
下

の
い

ず
れ

か
に

該
当

し
た

場
合

。
 

・
 
緊

急
時

対
策

所
外

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
の

指
示

が

0
.
1
m
S
v
/
h
以

上
と

な
っ

た
場

合
。
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上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
十
号

 ＋
 添

付
書
類

十
）

 
【

追
補

1
.1
8 

緊
急

時
対

策
所
の
居
住

性
等

に
関

す
る

手
順
等
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請
書

【
添

付
書

類
十

追
補

】
 

20
19

.1
2.

11
 

原
子

炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
   (
b
)
 
操

作
手

順
 

空
気

供
給

装
置

に
よ

り
緊

急
時

対
策

所
内

を
加

圧
す

る
手

順
の

概
要

は
以

下
の

と
お

り
。

概
略

系
統

図
を

第
1
.
1
8
.
8
図

、
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト

を
第

1
.
1
8
.
9
図

に
示

す
。

 

①
 
発

電
所

対
策

本
部

長
は

、
作

業
着

手
の

判
断

基
準

に
基

づ
き

、

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
に

空
気

供
給

装
置

に
よ

る
緊

急
時

対
策

所

内
加

圧
の

開
始

を
指

示
す

る
。

 

②
 
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

は
、

緊
急

時
対

策
所

の
排

気
手

動
ダ

ン
パ

を
閉

と
す

る
。

 

③
 
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

は
、

緊
急

時
対

策
所

内
に

設
置

さ
れ

て
い

る
空

気
供

給
装

置
の

流
量

調
整

ユ
ニ

ッ
ト

出
口

弁
を

開
と

す

る
。

 

④
 
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

は
、

緊
急

時
対

策
所

非
常

用
空

気
浄

化
フ

ァ
ン

の
給

気
手

動
ダ

ン
パ

を
閉

と
す

る
。

 

⑤
 
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

は
、

緊
急

時
対

策
所

非
常

用
空

気
浄

化
フ

ァ
ン

の
電

源
を

切
と

す
る

。
 

⑥
 
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

は
、

緊
急

時
対

策
所

の
排

気
手

動
ダ

ン
パ

に
て

排
気

側
を

調
節

し
、

緊
急

時
対

策
所

内
が

微
正

圧

(
1
0
0
P
a
[
g
a
g
e
]
以

上
)
と

な
る

よ
う

圧
力

を
調

整
す

る
。

 

な
お

、
緊

急
時

対
策

所
換

気
設

備
運

転
時

の
酸

素
濃

度
及

び
二

酸

化
炭

素
濃

度
の

監
視

手
順

に
つ

い
て

は
、
「

(
1
)
緊

急
時

対
策

所
立

ち
上

げ
時

の
手

順
 
c
.
緊

急
時

対
策

所
内

の
酸

素
濃

度
及

び
二

酸

化
炭

素
濃

度
の

測
定

手
順

」
に

示
す

。
 

 (
c
)
 
操

作
の

成
立

性
 

上
記

の
対

応
は

、
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

2
名

が
1
組

と
な

っ
て

、

緊
急

時
対

策
所

に
お

い
て

実
施

す
る

。
操

作
完

了
ま

で
は

、
約

2
分

と
想

定
す

る
。

 

す
る

。
 

  ・
操

作
手

順
の

内
容

に
つ

い

て
は

、
実

施
手

段
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
2
次

文
書

他

に
記

載
す

る
。

 

・
 
緊

急
時

対
策

所
内

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
の

指
示

が

0
.
5
m
S
v
/
h
以

上
と

な
っ

た
場

合
。
 

 操
作

手
順

の
概

要
 

①
 
発

電
所

対
策

本
部

長
は

、
作

業
着

手
の

判
断

基
準

に
基

づ
き

、

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
に

空
気

供
給

装
置

に
よ

る
緊

急
時

対
策

所
内

加
圧

の
開

始
を

指
示

す
る

。
 

②
 
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

は
、

緊
急

時
対

策
所

の
排

気
手

動
ダ

ン
パ

を
閉

と
す

る
。

 

③
 
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

は
、

緊
急

時
対

策
所

内
に

設
置

さ
れ

て
い

る
空

気
供

給
装

置
の

流
量

調
整

ユ
ニ

ッ
ト

出
口

弁
を

開
と

す
る

。
 

④
 
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

は
、

緊
急

時
対

策
所

非
常

用
空

気
浄

化
フ

ァ
ン

の
給

気
手

動
ダ

ン
パ

を
閉

と
す

る
。

 

⑤
 
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

は
、

緊
急

時
対

策
所

非
常

用
空

気
浄

化
フ

ァ
ン

の
電

源
を

切
と

す
る

。
 

⑥
 
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

は
、

緊
急

時
対

策
所

の
排

気
手

動
ダ

ン
パ

に
て

排
気

側
を

調
節

し
、
緊

急
時

対
策

所
内

が
微

正
圧

(
1
0
0
P
a
[
g
a
g
e
]
以

上
)
と

な
る

よ

う
圧

力
を

調
整

す
る

。
 

・
そ

の
後

、
緊

急
時

対
策

所
外

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
及

び
緊

急
時

対
策

所
内

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
の

指
示

が
低

下
し

、
緊

急
時

対
策

所
周

辺
か

ら
希

ガ
ス

の
影

響
が

減
少

し
た

と
判

断
し

た
場

合
、

緊
急

時
対

策
所

換
気

設
備

を
空

気
供

給
装

置
か

ら
緊

急
時

対
策

所
可

搬
型

空
気

浄
化

装
置

へ
切

り
替

え
る

。
 

 

d
.
 
緊

急
時

対
策

所
可

搬
型

空
気

浄
化

装
置

へ
の

切
替

手
順

 

緊
急

時
対

策
所

周
辺

か
ら

希
ガ

ス
の

影
響

が
減

少
し

た
場

合
に

空
気

供
給

装
置

に
よ

る
加

圧
を

停
止

し
、

緊
急

時
対

策
所

可
搬

型

空
気

浄
化

装
置

に
切

り
替

え
る

手
順

を
整

備
す

る
。

 

      (
a
)
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

 

3
号

炉
及

び
4
号

炉
の

原
子

炉
格

納
容

器
と

緊
急

時
対

策
所

の
間

に
設

置
す

る
緊

急
時

対
策

所
外

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
及

び
緊

急

時
対

策
所

内
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

に
て

放
射

線
量

を
継

続
的

に

監
視

し
、

そ
の

指
示

値
が

プ
ル

ー
ム

接
近

時
の

指
示

値
に

比
べ

急

激
に

低
下

し
た

場
合

。
 

     

(
4
)
 
緊

急
時

対
策

所
可

搬
型

空
気

浄
化

装
置

へ
の

切
替

手
順

 

発
電

所
対

策
本

部
は

、
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

の
原

子

炉
格

納
容

器
と

緊
急

時
対

策
所

の
間

に
設

置
し

た
緊

急
時

対
策

所
外

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
ま

た
は

緊
急

時
対

策
所

内
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

の
指

示
が

低
下

し
、

緊
急

時
対

策
所

周
辺

か
ら

希
ガ

ス
の

影
響

が
減

少
し

た
と

判
断

し
た

場
合

、
緊

急
時

対
策

所
換

気
設

備
を

空
気

供
給

装
置

か
ら

緊
急

時
対

策
所

可
搬

型
空

気
浄

化
装

置
へ

切
り

替
え

る
。

 

 ａ
．

手
順

着
手

の
判

断
基

準
 

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
の

原
子

炉
格

納
容

器
と

緊
急

時

対
策

所
の

間
に

設
置

し
た

緊
急

時
対

策
所

外
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

お
よ

び
緊

急
時

対
策

所
内

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
に

て
空

気
吸

収
線

量
率

等
を

継
続

的
に

監
視

し
、

そ
の

指
示

値
が

プ
ル

ー
ム

接
近

時
の

指
示

値
に

比
べ

急
激

に
低

下
し

た
場

合
 

・
手

順
書

に
整

備
す

べ
き

事

項
は

、
継

続
し

て
遵

守
す

べ
き

事
項

で
あ

る
こ

と

か
ら

、
保

安
規

定
へ

記
載

す
る

。
記

載
は

、
行

為
者

及
び

行
為

内
容

と
す

る
。
 

    ・
手

順
着

手
の

判
断

基
準

は
、
速

や
か

に
操

作
を

行

う
た

め
の

必
要

条
件

で

あ
り

、
継

続
し

て
遵

守
す

べ
き

事
項

で
あ

る
こ

と

か
ら

、
保

安
規

定
へ

記
載

す
る

。
 

    

・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

 

・
手

順
着

手
の

判
断

基
準

及
び

操
作

手
順

に
つ

い
て

記
載

す
る

。
 

        

・
手

順
着

手
の

判
断

基
準

 

3
号

炉
及

び
4
号

炉
の

原
子

炉

格
納

容
器

と
緊

急
時

対
策

所
の

間
に

設
置

す
る

緊
急

時
対

策
所

外
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

及
び

緊
急

時
対

策
所

内
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

に
て

放
射

線
量

を
継

続
的

に
監

視
し

、
そ

の
指

示
値

が

プ
ル

ー
ム

接
近

時
の

指
示

値
に

比
べ

急
激

に
低

下
し

た
場

合
。
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上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
十
号

 ＋
 添

付
書
類

十
）

 
【

追
補

1
.1
8 

緊
急

時
対

策
所
の
居
住

性
等

に
関

す
る

手
順
等
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請
書

【
添

付
書

類
十

追
補

】
 

20
19

.1
2.

11
 

原
子

炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
(
b
)
 
操

作
手

順
 

空
気

供
給

装
置

か
ら

緊
急

時
対

策
所

可
搬

型
空

気
浄

化
装

置
に

切
り

替
え

る
場

合
に

緊
急

時
対

策
所

で
実

施
す

る
手

順
は

以
下

の

と
お

り
。

概
略

系
統

図
を

第
1
.
1
8
.
3
図

、
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト

を
第

1
.
1
8
.
1
0
図

に
示

す
。

 

①
 
発

電
所

対
策

本
部

長
は

、
作

業
着

手
の

判
断

基
準

に
基

づ
き

、

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
に

空
気

供
給

装
置

か
ら

緊
急

時
対

策
所

可

搬
型

空
気

浄
化

装
置

へ
の

切
替

え
を

指
示

す
る

。
 

②
 
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

は
、

緊
急

時
対

策
所

非
常

用
空

気
浄

化
フ

ァ
ン

の
電

源
を

入
と

す
る

。
 

③
 
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

は
、

緊
急

時
対

策
所

非
常

用
空

気
浄

化
フ

ァ
ン

給
気

手
動

ダ
ン

パ
を

操
作

し
、

流
量

(
3
3
～

4
0
m
3
/
m
i
n
)

を
調

整
す

る
。

 

④
 
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

は
、

空
気

供
給

装
置

の
流

量
調

整
ユ

ニ
ッ

ト
出

口
弁

を
閉

と
し

、
空

気
供

給
装

置
に

よ
る

加
圧

を
停

止

す
る

。
 

⑤
 
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

は
、

排
気

手
動

ダ
ン

パ
を

調
節

し
、

緊
急

時
対

策
所

内
が

微
正

圧
(
1
0
0
P
a
[
g
a
g
e
]
以

上
)
と

な
る

よ
う

圧
力

を
調

整
す

る
。

 

な
お

、
緊

急
時

対
策

所
換

気
設

備
運

転
時

の
酸

素
濃

度
及

び
二

酸

化
炭

素
濃

度
の

監
視

手
順

に
つ

い
て

は
、
「

(
1
)
緊

急
時

対
策

所
の

立
ち

上
げ

時
の

手
順

 
c
.
緊

急
時

対
策

所
内

の
酸

素
濃

度
及

び
二

酸
化

炭
素

濃
度

の
測

定
手

順
」

に
示

す
。

 

 (
c
)
 
操

作
の

成
立

性
 

上
記

の
対

応
は

、
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

2
名

が
1
組

と
な

っ
て

、

緊
急

時
対

策
所

に
お

い
て

実
施

す
る

。
操

作
完

了
ま

で
は

、
約

2
分

と
想

定
す

る
。

 

な
お

、
緊

急
時

対
策

所
可

搬
型

空
気

浄
化

装
置

へ
の

切
替

え
を

判

断
す

る
場

合
は

、
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
、

モ
ニ

タ
リ

ン

グ
ポ

ス
ト

及
び

可
搬

式
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
ポ

ス
ト

の
指

示
値

も
参

考

と
す

る
。

 

・
操

作
手

順
の

内
容

に
つ

い

て
は

、
実

施
手

段
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
2
次

文
書

他

に
記

載
す

る
。

 

操
作

手
順

の
概

要
 

①
 
発

電
所

対
策

本
部

長
は

、

作
業

着
手

の
判

断
基

準
に

基
づ

き
、
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

に
空

気
供

給
装

置
か

ら
緊

急
時

対
策

所
可

搬
型

空
気

浄
化

装
置

へ
の

切
替

え
を

指
示

す
る

。
 

②
 
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

は
、
緊

急
時

対
策

所
非

常
用

空
気

浄
化

フ
ァ

ン
の

電
源

を
入

と
す

る
。

 

③
 
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

は
、
緊

急
時

対
策

所
非

常
用

空
気

浄
化

フ
ァ

ン
給

気
手

動
ダ

ン
パ

を
操

作
し

、
流

量
(
3
3
～

4
0
m
3
/
m
i
n
)
を

調
整

す
る

。
 

④
 
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

は
、
空

気
供

給
装

置
の

流
量

調
整

ユ
ニ

ッ
ト

出
口

弁
を

閉
と

し
、
空

気
供

給
装

置
に

よ
る

加
圧

を
停

止
す

る
。

 

⑤
 
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

は
、

排
気

手
動

ダ
ン

パ
を

調
節

し
、
緊

急
時

対
策

所
内

が
微

正
圧

(
1
0
0
P
a
[
g
a
g
e
]
以

上
)
と

な
る

よ

う
圧

力
を

調
整

す
る

。
 

（
必

要
な

指
示

及
び

通
信

連
絡

）
 

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
指

示
を

行
う

要
員

等
が

、
緊

急
時

対
策

所
の

情
報

収
集

設
備

及
び

通
信

連
絡

設
備

に
よ

り
、

必
要

な
プ

ラ
ン

ト
パ

ラ
メ

ー
タ

等
を

監
視

又
は

収
集

し
、

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

情
報

を
把

握
す

る
と

と
も

に
、

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

の
対

策
の

検
討

を
行

う
。

 

 

1
.
1
8
.
2
.
2
 
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
指

示
及

び

通
信

連
絡

に
関

す
る

手
順

等
 

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、
重

大
事

故
等

に
対

処

す
る

た
め

に
必

要
な

指
示

を
行

う
要

員
等

が
、

緊
急

時
対

策
所

情

報
収

集
設

備
及

び
緊

急
時

対
策

所
の

通
信

設
備

に
よ

り
、

必
要

な

パ
ラ

メ
ー

タ
等

を
監

視
又

は
収

集
し

、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る

た
め

に
必

要
な

情
報

を
把

握
す

る
と

と
も

に
、

重
大

事
故

等
に

対

処
す

る
た

め
の

検
討

を
行

う
。

 

ま
た

、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
の

対
策

の
検

討
に

必
要

な

資
料

を
緊

急
時

対
策

所
に

整
備

す
る

。
 

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、
緊

急
時

対
策

所
の

通

信
連

絡
設

備
に

よ
り

、
発

電
所

内
外

の
通

信
連

絡
を

す
る

必
要

の

あ
る

場
所

と
通

信
連

絡
を

行
う

。
 

全
交

流
動

力
電

源
喪

失
時

は
、
代

替
交

流
電

源
設

備
か

ら
の

給
電

に
よ

り
、

緊
急

時
対

策
所

の
情

報
収

集
設

備
及

び
通

信
連

絡
設

備

を
使

用
す

る
。

 

    

必
要

な
指

示
お

よ
び

通
信

連
絡

 

発
電

所
対

策
本

部
は

、
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
、

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

指
示

を
行

う
要

員
等

が
、

緊
急

時
対

策
所

の
情

報
収

集
設

備
お

よ
び

通
信

連
絡

設
備

に
よ

り
、

必
要

な
プ

ラ
ン

ト
パ

ラ
メ

ー
タ

等
を

監
視

ま
た

は
収

集
し

、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
情

報
を

把
握

す
る

と
と

も
に

、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
の

対
策

の
検

討
を

行
う

。
 
 

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

の
対

策
の

検
討

に
必

要

な
資

料
を

、
緊

急
時

対
策

所
に

整
備

す
る

。
当

該
資

料
は

常
に

最
新

と
な

る
よ

う
通

常
時

か
ら

維
持

、
管

理
す

る
。

 
 

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

、
緊

急
時

対
策

所
の

通

信
連

絡
設

備
に

よ
り

、
発

電
所

内
外

の
通

信
連

絡
を

す
る

必
要

の
あ

る
場

所
と

通
信

連
絡

を
行

う
。

 

全
交

流
動

力
電

源
喪

失
時

は
、

代
替

交
流

電
源

設
備

に

よ
り

緊
急

時
対

策
所

の
情

報
収

集
設

備
お

よ
び

通
信

連
絡

設
備

へ
給

電
す

る
。

 

  

・
手

順
書

に
整

備
す

べ
き

事

項
は

、
継

続
し

て
遵

守
す

べ
き

事
項

で
あ

る
こ

と

か
ら

、
保

安
規

定
へ

記
載

す
る

。
記

載
は

、
行

為
者

及
び

行
為

内
容

と
す

る
。
 

              

・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

                  

・
情

報
収

集
設

備
及

び
通

信
連

絡

設
備

に
よ

る
情

報
把

握
に

関
す

る
事

項
、

必
要

な
資

料
の

維
持

、

管
理

に
関

す
る

事
項

等
に

つ
い

て
記

載
す

る
。

 

               

174



上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
十
号

 ＋
 添

付
書
類

十
）

 
【

追
補

1
.1
8 

緊
急

時
対

策
所
の
居
住

性
等

に
関

す
る

手
順
等
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請
書

【
添

付
書

類
十

追
補

】
 

20
19

.1
2.

11
 

原
子

炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
(
1
)
 
緊

急
時

対
策

所
情

報
収

集
設

備
に

よ
る

プ
ラ

ン
ト

パ
ラ

メ

ー
タ

等
の

監
視

手
順

 

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

、
緊

急
時

対
策

所
情

報
収

集
設

備

で
あ

る
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

表
示

シ
ス

テ
ム

(
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
)
 
、
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

伝
送

シ
ス

テ
ム

及
び

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

表
示

装
置

に
よ

り
重

大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

プ
ラ

ン
ト

パ
ラ

メ
ー

タ
等

を

監
視

す
る

手
順

を
整

備
す

る
。

 

 a
.
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

 

緊
急

時
対

策
所

の
立

ち
上

げ
時

。
 

   b
.
 
操

作
手

順
 

安
全

パ
ラ

メ
ー

タ
表

示
シ

ス
テ

ム
(
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
)
 
、

安
全

パ
ラ

メ

ー
タ

伝
送

シ
ス

テ
ム

に
つ

い
て

は
、

常
時

伝
送

を
行

う
。

Ｓ
Ｐ

Ｄ

Ｓ
表

示
装

置
を

起
動

し
、

監
視

す
る

手
順

は
以

下
の

と
お

り
。

緊

急
時

対
策

所
情

報
収

集
設

備
の

概
要

を
第

1
.
1
8
.
1
1
図

に
示

す
。

 

①
 
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

は
、

作
業

着
手

の
判

断
基

準
に

基
づ

き
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
表

示
装

置
の

接
続

を
確

認
し

、
端

末
を

起
動

す
る

。
 

②
 
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

は
、

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

表
示

装
置

に
て

、
各

パ
ラ

メ
ー

タ
を

監
視

す
る

。
 

 c
.
 
操

作
の

成
立

性
 

上
記

の
対

応
は

、
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

1
名

が
、

緊
急

時
対

策

所
内

に
て

実
施

す
る

。
室

内
で

の
端

末
起

動
等

の
み

で
あ

る
た

め
、

短
時

間
で

の
対

応
が

可
能

で
あ

る
。

 

１
．

緊
急

時
対

策
所

情
報

収
集

設
備

に
よ

る
プ

ラ
ン

ト

パ
ラ

メ
ー

タ
等

の
監

視
手

順
 

発
電

所
対

策
本

部
は

、
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
、

緊
急

時
対

策
所

情
報

収
集

設
備

で
あ

る
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

表
示

シ
ス

テ
ム

(
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
)
 
、
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

伝
送

シ

ス
テ

ム
お

よ
び

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

表
示

装
置

に
よ

り
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
プ

ラ
ン

ト
パ

ラ
メ

ー
タ

等
を

監
視

す
る

手
順

を
整

備
す

る
。

 

(
1
)
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

 

緊
急

時
対

策
所

の
立

ち
上

げ
時

。
 

 

        ・
手

順
着

手
の

判
断

基
準

は
、
速

や
か

に
操

作
を

行

う
た

め
の

必
要

条
件

で

あ
り

、
継

続
し

て
遵

守
す

べ
き

事
項

で
あ

る
こ

と

か
ら

、
保

安
規

定
へ

記
載

す
る

。
 

  ・
操

作
手

順
の

内
容

に
つ

い

て
は

、
実

施
手

段
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
2
次

文
書

他

に
記

載
す

る
。

 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

       ・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

 

        

・
手

順
着

手
の

判
断

基
準

及
び

操

作
手

順
に

つ
い

て
記

載
す

る
。

 

・
手

順
着

手
の

判
断

基
準

 

緊
急

時
対

策
所

の
立

ち
上

げ

時
。

 

操
作

手
順

の
概

要
 

①
 
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

は
、
作

業
着

手
の

判
断

基
準

に
基

づ
き

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

表
示

装
置

の
接

続
を

確
認

し
、

端
末

を
起

動
す

る
。

 

②
 
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

は
、

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

表
示

装
置

に
て

、

各
パ

ラ
メ

ー
タ

を
監

視
す

る
。

 

 

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

の
対

策
の

検
討

に
必

要

な
資

料
を

緊
急

時
対

策
所

に
整

備
す

る
。

当
該

資
料

は
常

に
最

新
と

な
る

よ
う

通
常

時
か

ら
維

持
、

管
理

す
る

。
 

 

(
2
)
 
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
の

対
策

の
検

討
に

必
要

な

資
料

の
整

備
に

つ
い

て
 

安
全

･
防

災
室

長
他

は
、
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
に

備
え

、

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

の
対

策
の

検
討

に
必

要
な

資
料

を

緊
急

時
対

策
所

に
配

備
し

、
資

料
が

更
新

さ
れ

た
場

合
に

は
資

料

の
差

し
替

え
を

行
い

、
常

に
最

新
と

な
る

よ
う

通
常

時
か

ら
維

持
、

管
理

す
る

。
 

２
．

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

の
対

策
の

検
討

に

必
要

な
資

料
の

整
備

に
つ

い
て

 

各
課

室
長

は
、

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

の
対

策

の
検

討
に

必
要

な
資

料
を

、
緊

急
時

対
策

所
に

整
備

す
る

。

当
該

資
料

は
常

に
最

新
と

な
る

よ
う

通
常

時
か

ら
維

持
、

管
理

す
る

。
 

 

・
運

用
に

関
す

る
事

項
で

あ

り
、
継

続
し

て
遵

守
す

べ

き
事

項
で

あ
る

こ
と

か

ら
、
保

安
規

定
へ

記
載

す

る
。
記

載
は

、
行

為
者

及

び
行

為
内

容
と

す
る

。
 

・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

 

・
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め

の
対

策
の

検
討

に
必

要
な

資
料

を
緊

急
時

対
策

所
に

配
備

し
、
維

持
、

管
理

す
る

こ
と

を
記

載
す

る
。

 

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

、
緊

急
時

対
策

所
の

通
信

連
絡

設
備

に
よ

り
、

発
電

所
内

外
の

通
信

連
絡

を
す

る
必

要
の

あ
る

場
所

と
通

信
連

絡
を

行
う

。
 

全
交

流
動

力
電

源
喪

失
時

は
、
代

替
交

流
電

源
設

備
に

よ

り
緊

急
時

対
策

所
の

情
報

収
集

設
備

及
び

通
信

連
絡

設
備

へ
給

電
す

る
。

通
信

連
絡

に
関

わ
る

手
順

等
は

、
「

1
.
1
9

通
信

連
絡

に
関

す
る

手
順

等
」

に
て

整
備

す
る

。
 

(
3
)
 
通

信
連

絡
に

関
す

る
手

順
 

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、
緊

急
時

対
策

所
の

通

信
連

絡
設

備
に

よ
り

、
中

央
制

御
室

、
屋

内
外

の
作

業
場

所
、

原

子
力

事
業

本
部

、
本

店
、

国
、

地
方

公
共

団
体

、
そ

の
他

関
係

機

関
等

の
発

電
所

内
外

の
通

信
連

絡
を

す
る

必
要

の
あ

る
場

所
と

通

信
連

絡
を

行
う

た
め

の
手

順
を

整
備

す
る

。
緊

急
時

対
策

所
の

通

信
連

絡
設

備
を

第
1
.
1
8
.
4
表

に
示

す
。

 

な
お

、
発

電
所

内
外

の
通

信
連

絡
を

す
る

必
要

の
あ

る
場

所
と

通

信
連

絡
を

行
う

た
め

の
通

信
連

絡
設

備
及

び
携

行
型

通
話

装
置

等

の
通

信
連

絡
設

備
の

使
用

方
法

等
、
必

要
な

手
順

の
詳

細
は
「

1
.
1
9
 

通
信

連
絡

に
関

す
る

手
順

等
」
の

う
ち

、
1
.
1
9
.
2
.
1
(
1
)「

発
電

所

内
の

通
信

連
絡

を
す

る
必

要
の

あ
る

場
所

と
通

信
連

絡
を

行
う

た

め
の

手
順

等
」
、
1
.
1
9
.
2
.
2
(
1
)「

発
電

所
外
（

社
内

外
）
の

通
信

連
絡

を
す

る
必

要
の

あ
る

場
所

と
通

信
連

絡
を

行
う

た
め

の
手

順

３
．

通
信

連
絡

に
関

す
る

手
順

等
 

発
電

所
対

策
本

部
は

、
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
、

緊
急

時
対

策
所

の
通

信
連

絡
設

備
に

よ
り

、
発

電
所

内
外

の
通

信
連

絡
を

す
る

必
要

の
あ

る
場

所
と

通
信

連
絡

を
行

う
。

 

発
電

所
内

外
の

通
信

連
絡

を
す

る
必

要
の

あ
る

場
所

と

通
信

連
絡

を
行

う
た

め
の

通
信

連
絡

設
備

の
使

用
方

法

等
、

必
要

な
手

順
は

、
表

－
１

９
「

通
信

連
絡

に
関

す
る

手
順

等
」

参
照

。
 

 

・
手

順
書

に
整

備
す

べ
き

事

項
は

、
継

続
し

て
遵

守
す

べ
き

事
項

で
あ

る
こ

と

か
ら

、
保

安
規

定
へ

記
載

す
る

。
記

載
は

、
行

為
者

及
び

行
為

内
容

と
す

る
。
 

  

・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

・
緊

急
時

対
策

所
の

通
信

連
絡

設

備
に

よ
り

、
中

央
制

御
室

、
屋

内
外

の
作

業
場

所
、
原

子
力

事

業
本

部
、
本

店
、
国

、
地

方
公

共
団

体
、
そ

の
他

関
係

機
関

等

の
発

電
所

内
外

の
通

信
連

絡

を
す

る
必

要
の

あ
る

場
所

と

通
信

連
絡

を
行

う
た

め
の

手

順
に

つ
い

て
記

載
す

る
。
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上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
十
号

 ＋
 添

付
書
類

十
）

 
【

追
補

1
.1
8 

緊
急

時
対

策
所
の
居
住

性
等

に
関

す
る

手
順
等
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請
書

【
添

付
書

類
十

追
補

】
 

20
19

.1
2.

11
 

原
子

炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
等

」
及

び
1
.
1
9
.
2
.
3
「

代
替

電
源

設
備

か
ら

給
電

す
る

手
順

等
」

に
て

整
理

す
る

。
 

（
必

要
な

数
の

要
員

の
収

容
）

 

緊
急

時
対

策
所

に
は

、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
指

示
を

行
う

要
員

に
加

え
、

原
子

炉
格

納
容

器
の

破
損

等
に

よ
る

発
電

所
外

へ
の

放
射

性
物

質
の

拡
散

を
抑

制
す

る
た

め
の

対
策

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
数

の
要

員
を

含
め

た
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
数

の
要

員
を

収
容

す
る

。
こ

れ
ら

の
要

員
を

収
容

す
る

た
め

、

以
下

の
手

順
等

に
よ

り
必

要
な

資
機

材
、

飲
料

水
、

食
料

等
を

配
備

す
る

と
と

も
に

、
維

持
、

管
理

し
、

放
射

線
管

理
等

の
運

用
を

行
う

。
 

 

（
配

置
）

 

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

指
示

を
行

う

要
員

と
現

場
作

業
を

行
う

要
員

等
と

の
輻

輳
を

避
け

る
レ

イ
ア

ウ
ト

と
し

、
遮

音
さ

れ
た

少
人

数
の

会
議

ス
ペ

ー
ス

も
確

保
で

き
る

よ
う

考
慮

す
る

。
ま

た
、

要
員

の
収

容
が

適
切

に
行

え
る

よ
う

ト
イ

レ
等

を
整

備
す

る
。

 

    

1
.
1
8
.
2
.
3
 
必

要
な

数
の

要
員

の
収

容
に

係
る

手
順

等
 

緊
急

時
対

策
所

は
、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
指

示
を

行
う

要
員

に
加

え
、

原
子

炉
格

納
容

器
破

損
時

に
は

、
中

央

制
御

室
の

運
転

員
と

原
子

炉
格

納
容

器
の

破
損

等
に

よ
る

発
電

所

外
へ

の
放

射
性

物
質

の
拡

散
を

抑
制

す
る

た
め

の
対

策
に

対
処

す

る
た

め
に

必
要

な
数

の
要

員
を

含
め

て
1
1
0
名

を
緊

急
時

対
策

所

に
収

容
す

る
。

 

 要
員

の
収

容
に

あ
た

っ
て

は
、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
指

示
を

行
う

要
員

と
現

場
作

業
を

行
う

要
員

等
と

の
輻

輳

を
避

け
る

レ
イ

ア
ウ

ト
と

な
る

よ
う

考
慮

す
る

。
ま

た
、

要
員

の

収
容

が
適

切
に

行
え

る
よ

う
ト

イ
レ

等
を

整
備

す
る

と
と

も
に

、

収
容

す
る

要
員

に
必

要
な

放
射

線
管

理
を

行
う

た
め

の
資

機
材

、

飲
料

水
、

食
料

等
を

配
備

又
は

備
蓄

し
、

維
持

管
理

す
る

。
 

        

必
要

な
数

の
要

員
の

収
容

 
 

 
緊

急
時

対
策

所
に

は
、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め

に
必

要
な

指
示

を
行

う
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

に
加

え
、

原
子

炉
格

納
容

器
の

破
損

等
に

よ
る

発
電

所
外

へ
の

放
射

性
物

質
の

拡
散

を
抑

制
す

る
た

め
の

対
策

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
数

の
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

を
含

め
た

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

数
の

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
を

収
容

す
る

。
 

発
電

所
対

策
本

部
は

、
こ

れ
ら

の
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

を
収

容
す

る
た

め
、

以
下

の
手

順
等

に
よ

り
必

要
な

資
機

材
、

飲
料

水
、

食
料

等
を

配
備

す
る

と
と

も
に

、
維

持
、

管
理

し
、

放
射

線
管

理
等

の
運

用
を

行
う

。
 

・
手

順
書

に
整

備
す

べ
き

事

項
は

、
継

続
し

て
遵

守
す

べ
き

事
項

で
あ

る
こ

と

か
ら

、
保

安
規

定
へ

記
載

す
る

。
記

載
は

、
行

為
者

及
び

行
為

内
容

と
す

る
。
 

  ・
緊

急
時

対
策

所
の

レ
イ

ア

ウ
ト

、
ト

イ
レ

や
休

憩
ス

ペ
ー

ス
等

の
整

備
は

運

用
上

顧
慮

す
べ

き
事

で

あ
る

こ
と

か
ら

、
2
次

文

書
他

に
記

載
す

る
。

 

・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

 

・
収

容
す

る
要

員
に

必
要

な
放

射

線
管

理
を

行
う

た
め

の
資

機
材

、

飲
料

水
、

食
料

等
を

整
備

し
、
維

持
、
管

理
す

る
こ

と
に

つ
い

て
記

載
す

る
。

 

（
必

要
な

数
の

要
員

の
収

容
）

 

・
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
指

示
を

行

う
要

員
や

現
場

作
業

を
行

う
要

員
等

の
対

策
要

員
の

装
備

（
線

量
計

、
マ

ス
ク

等
）

を
配

備
し

、
維

持
、

管
理

し
、

重
大

事
故

等
時

に
は

こ
れ

ら
を

用
い

て
十

分
な

放
射

線
管

理
を

行
う

。
 

 
・
外

部
か

ら
の

支
援

な
し

に
1
週

間
活

動
す

る
た

め
に

必

要
な

飲
料

水
、

食
料

等
を

備
蓄

し
、

維
持

、
管

理
し

、
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
は

、
緊

急
時

対
策

所
内

の
環

境
を

確
認

し
た

上
で

、
飲

食
の

管
理

を
行

う
。

 

(
1
)
 
放

射
線

管
理

資
機

材
、
飲

料
水

、
食

料
等

の
維

持
管

理
等

に

つ
い

て
 

緊
急

時
対

策
所

に
は

、
7
日

間
外

部
か

ら
の

支
援

が
な

く
と

も
活

動
が

可
能

と
な

る
よ

う
放

射
線

管
理

用
資

機
材

等
（

線
量

計
、

マ

ス
ク

等
）

、
飲

料
水

及
び

食
料

等
を

配
備

又
は

備
蓄

す
る

と
と

も

に
、

通
常

時
か

ら
維

持
、

管
理

す
る

。
 

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
は

、
防

護
具

等
の

使
用

及
び

管

理
を

適
切

に
運

用
し

、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な

指
示

を
行

う
要

員
や

現
場

作
業

を
伴

う
要

員
等

の
被

ば
く

線
量

管

理
を

行
う

た
め

、
個

人
線

量
計

を
常

時
装

着
さ

せ
る

と
と

も
に

、

線
量

評
価

を
行

う
。

 

ま
た

、
緊

急
安

全
対

策
要

員
は

、
必

要
な

放
射

線
管

理
用

資
機

材

を
用

い
て

作
業

現
場

の
放

射
線

量
測

定
等

を
行

う
。

 

緊
急

時
対

策
所

内
で

の
飲

食
の

管
理

と
し

て
、
適

切
な

頻
度

で
緊

急
時

対
策

所
内

の
空

気
中

の
放

射
性

物
質

濃
度

の
測

定
を

行
い

、

飲
食

し
て

も
問

題
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

た
だ

し
、
緊

急
時

対
策

所
内

の
空

気
中

放
射

性
物

質
濃

度
が

目
安

値
（

1
×

1
0
-
3
B
q
／

c
m
3
未

満
）

よ
り

も
高

く
な

っ
た

場
合

で
あ

っ

て
も

、
発

電
所

本
部

長
の

判
断

に
よ

り
、

必
要

に
応

じ
て

飲
食

を

１
．

放
射

線
管

理
資

機
材

、
飲

料
水

、
食

料
等

の
維

持

管
理

等
に

つ
い

て
 

(
1
)
 
放

射
線

管
理

用
資

機
材

の
維

持
管

理
に

つ
い

て
 

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

指
示

を
行

う

要
員

や
現

場
作

業
を

行
う

要
員

等
の

対
策

要
員

の
装

備

(
線

量
計

、
マ

ス
ク

等
)
を

配
備

し
、

維
持

、
管

理
し

、
重

大
事

故
等

時
に

は
こ

れ
ら

を
用

い
て

十
分

な
放

射
線

管
理

を
行

う
。

 

少
な

く
と

も
外

部
か

ら
の

支
援

な
し

に
1
週

間
活

動
す

る
た

め
に

必
要

な
飲

料
水

、
食

料
等

を
備

蓄
し

、
維

持
、

管
理

し
、

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

は
、

緊
急

時
対

策
所

内
の

環
境

を
確

認
し

た
上

で
、
飲

食
の

管
理

を
行

う
。
 

・
手

順
書

に
整

備
す

べ
き

事

項
は

、
継

続
し

て
遵

守
す

べ
き

事
項

で
あ

る
こ

と

か
ら

、
保

安
規

定
へ

記
載

す
る

。
記

載
は

、
行

為
者

及
び

行
為

内
容

と
す

る
。
 

・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

 

以
下

の
事

項
に

つ
い

て
記

載
す

る
。

 

・
7
日

間
外

部
か

ら
の

支
援

が

な
く

と
も

対
策

要
員

が
使

用
す

る
十

分
な

数
量

の
装

備
（

線
量

計
、
マ

ス
ク

等
）

を
配

備
す

る
こ

と
。

 

・
要

員
等

の
被

ば
く

線
量

管
理

を
行

う
た

め
、
ポ

ケ
ッ

ト
個

人
線

量
計

を
常

時
装

着
さ

せ
る

と
と

も
に

線
量

評
価

を
行

う
こ

と
。

 

・
作

業
に

必
要

な
放

射
線

管
理

用
資

機
材

を
用

い
て

作
業

現
場

の
放

射
線

量
率

測
定

等
を

行
う

こ
と

。
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上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
十
号

 ＋
 添

付
書
類

十
）

 
【

追
補

1
.1
8 

緊
急

時
対

策
所
の
居
住

性
等

に
関

す
る

手
順
等
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請
書

【
添

付
書

類
十

追
補

】
 

20
19

.1
2.

11
 

原
子

炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
行

う
。

 

 

・
緊

急
時

対
策

所
へ

の
汚

染
の

持
ち

込
み

を
防

止
す

る

た
め

、
身

体
サ

ー
ベ

イ
及

び
防

護
具

の
着

替
え

等
を

行
う

た
め

の
チ

ェ
ン

ジ
ン

グ
エ

リ
ア

を
通

常
時

か
ら

設
置

し
、

緊
急

時
対

策
所

の
外

側
が

放
射

性
物

質
に

よ
り

汚
染

し
た

よ
う

な
状

況
下

に
な

っ
た

場
合

に
運

用
す

る
。

 

 

(
2
)
 
放

射
線

管
理

に
関

す
る

手
順

 

a
.
 
チ

ェ
ン

ジ
ン

グ
エ

リ
ア

の
運

用
手

順
 

緊
急

時
対

策
所

の
外

側
が

放
射

性
物

質
に

よ
り

汚
染

し
た

よ
う

な
状

況
下

に
お

い
て

、
緊

急
時

対
策

所
へ

の
汚

染
の

持
ち

込
み

を

防
止

す
る

た
め

の
身

体
サ

ー
ベ

イ
（

必
要

に
よ

り
物

品
等

の
サ

ー

ベ
イ

を
含

む
）

及
び

防
護

具
の

着
替

え
等

を
行

う
チ

ェ
ン

ジ
ン

グ

エ
リ

ア
は

、
通

常
時

か
ら

設
置

し
、

事
故

発
生

後
、

直
ぐ

に
運

用

開
始

が
で

き
る

よ
う

手
順

を
整

備
す

る
。

 

 (
a
)
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

 

緊
急

時
対

策
所

外
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

等
に

て
放

射
線

量
を

監
視

し
、

プ
ル

ー
ム

の
通

過
及

び
屋

外
作

業
可

能
な

レ
ベ

ル
ま

で

低
下

し
た

場
合

。
 

 (
b
)
 
操

作
手

順
 

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
を

運
用

す
る

手
順

は
以

下
の

と
お

り
。
な

お
、

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
は

、
あ

ら
か

じ
め

設
置

し
た

状
態

と

す
る

。
 

①
 
発

電
所

対
策

本
部

長
は

、
作

業
着

手
の

判
断

基
準

に
基

づ
き

緊
急

安
全

対
策

要
員

に
チ

ェ
ン

ジ
ン

グ
エ

リ
ア

の
運

用
開

始
を

指

示
す

る
。

 

②
 
緊

急
安

全
対

策
要

員
は

、
チ

ェ
ン

ジ
ン

グ
エ

リ
ア

内
に

掲
示

し
た

手
順

の
案

内
に

基
づ

き
、

汚
染

の
有

無
を

確
認

す
る

。
 

 

２
．

放
射

線
管

理
に

つ
い

て
 

１
 
チ

ェ
ン

ジ
ン

グ
エ

リ
ア

の
運

用
手

順
 

緊
急

時
対

策
所

は
、

緊
急

時
対

策
所

へ
の

汚
染

の
持

ち

込
み

を
防

止
す

る
た

め
、

身
体

サ
ー

ベ
イ

お
よ

び
防

護
具

の
着

替
え

等
を

行
う

た
め

の
チ

ェ
ン

ジ
ン

グ
エ

リ
ア

を
通

常
時

か
ら

設
置

し
、

緊
急

時
対

策
所

の
外

側
が

放
射

性
物

質
に

よ
り

汚
染

し
た

よ
う

な
状

況
下

に
な

っ
た

場
合

に
運

用
す

る
。

 

手
順

着
手

の
判

断
基

準
 

緊
急

時
対

策
所

外
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

等
に

て
放

射

線
量

を
監

視
し

、
プ

ル
ー

ム
の

通
過

お
よ

び
屋

外
作

業
可

能
な

レ
ベ

ル
ま

で
の

低
下

が
確

認
さ

れ
た

場
合

 

・
手

順
書

に
整

備
す

べ
き

事

項
は

、
継

続
し

て
遵

守
す

べ
き

事
項

で
あ

る
こ

と

か
ら

、
保

安
規

定
へ

記
載

す
る

。
記

載
は

、
行

為
者

及
び

行
為

内
容

と
す

る
。
 

  ・
手

順
着

手
の

判
断

基
準

は
、
速

や
か

に
操

作
を

行

う
た

め
の

必
要

条
件

で

あ
り

、
継

続
し

て
遵

守
す

べ
き

事
項

で
あ

る
こ

と

か
ら

、
保

安
規

定
へ

記
載

す
る

。
 

  ・
操

作
手

順
の

内
容

に
つ

い

て
は

、
実

施
手

段
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
2
次

文
書

他

に
記

載
す

る
。

 

・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

 

・
手

順
着

手
の

判
断

基
準

及
び

操

作
手

順
に

つ
い

て
記

載
す

る
。

 

     緊
急

時
対

策
所

外
可

搬
型

エ

リ
ア

モ
ニ

タ
等

に
て

放
射

線
量

を
監

視
し

、
プ

ル
ー

ム
の

通
過

お

よ
び

屋
外

作
業

可
能

な
レ

ベ
ル

ま
で

の
低

下
が

確
認

さ
れ

た
場

合
     操

作
手

順
の

概
要

 

①
 
発

電
所

対
策

本
部

長
は

、

作
業

着
手

の
判

断
基

準
に

基
づ

き
緊

急
安

全
対

策
要

員
に

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
の

運
用

開
始

を
指

示
す

る
。

 

②
 
緊

急
安

全
対

策
要

員
は

、

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
内

に
掲

示
し

た
手

順
の

案
内

に
基

づ
き

、

汚
染

の
有

無
を

確
認

す
る

。
 

 

（
放

射
線

管
理

）
 

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
内

で
は

現
場

作
業

を
行

う
要

員

等
の

身
体

サ
ー

ベ
イ

を
行

い
、
汚

染
が

確
認

さ
れ

た
場

合
、

サ
ー

ベ
イ

エ
リ

ア
に

隣
接

し
た

除
染

エ
リ

ア
に

て
除

染
を

行
う

。
汚

染
に

よ
る

廃
水

が
発

生
し

た
場

合
、

ウ
エ

ス
に

染
み

込
ま

せ
る

こ
と

で
放

射
性

廃
棄

物
と

し
て

廃
棄

す

る
。

 

 現
場

作
業

を
行

う
要

員
等

が
身

体
サ

ー
ベ

イ
を

待
つ

場

合
、

周
辺

か
ら

の
放

射
線

影
響

を
低

減
す

る
た

め
、

遮
蔽

効
果

の
あ

る
緊

急
時

対
策

所
内

で
待

機
す

る
。

 

(
c
)
 
操

作
の

成
立

性
 

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
は

設
置

し
た

状
態

で
あ

り
、

設
置

の
た

め
の

操
作

は
不

要
で

あ
る

。
ま

た
、

運
用

に
関

し
て

は
、

身
体

サ

ー
ベ

イ
エ

リ
ア

及
び

現
場

作
業

を
行

う
要

員
等

の
放

射
性

物
質

に

よ
る

汚
染

が
確

認
さ

れ
た

場
合

の
除

染
エ

リ
ア

を
設

け
、

汚
染

の

確
認

を
速

や
か

に
実

施
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
に

は
、

防
護

具
の

着
替

え
エ

リ
ア

、
緊

急
安

全
対

策
要

員
の

放
射

性
物

質
に

よ
る

汚
染

を
確

認
す

る
た

め

の
身

体
サ

ー
ベ

イ
エ

リ
ア

及
び

現
場

作
業

を
行

う
要

員
等

の
放

射

性
物

質
に

よ
る

汚
染

が
確

認
さ

れ
た

場
合

の
除

染
エ

リ
ア

を
設

け
、
緊

急
時

対
策

所
で

緊
急

安
全

対
策

要
員

2
名

が
身

体
サ

ー
ベ

イ

（
必

要
に

よ
り

物
品

等
の

サ
ー

ベ
イ

を
含

む
）

及
び

汚
染

し
て

い

る
現

場
作

業
を

行
う

要
員

等
の

除
染

を
行

う
と

と
も

に
、

チ
ェ

ン

 
             

 
・
チ

ェ
ン

ジ
ン

グ
エ

リ
ア

の
運

用
に

つ
い

て
記

載
す

る
。
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上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
十
号

 ＋
 添

付
書
類

十
）

 
【

追
補

1
.1
8 

緊
急

時
対

策
所
の
居
住

性
等

に
関

す
る

手
順
等
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請
書

【
添

付
書

類
十

追
補

】
 

20
19

.1
2.

11
 

原
子

炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
の

汚
染

管
理

を
行

う
。

 

 現
場

作
業

を
行

う
要

員
等

が
身

体
サ

ー
ベ

イ
を

待
つ

場
合

、
周

辺
か

ら
の

放
射

線
影

響
を

低
減

す
る

た
め

、
遮

蔽
効

果
の

あ
る

緊

急
時

対
策

所
内

で
待

機
す

る
。

 

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
内

の
身

体
サ

ー
ベ

イ
で

現
場

作
業

を
行

う
要

員
等

の
放

射
性

物
質

に
よ

る
汚

染
が

確
認

さ
れ

た
場

合
に

は
、

身
体

サ
ー

ベ
イ

エ
リ

ア
に

隣
接

し
た

除
染

エ
リ

ア
に

て
濡

れ

ウ
エ

ス
等

に
よ

る
拭

き
取

り
除

染
を

行
う

こ
と

を
基

本
と

す
る

が
、

拭
き

取
り

に
て

除
染

が
で

き
な

い
場

合
は

、
簡

易
シ

ャ
ワ

ー

に
て

汚
染

部
位

の
水

洗
に

よ
る

除
染

を
行

う
。

 

な
お

、
簡

易
シ

ャ
ワ

ー
を

用
い

た
除

染
に

よ
る

廃
水

は
ウ

エ
ス

に
染

み
込

ま
せ

る
こ

と
で

放
射

性
廃

棄
物

と
し

て
廃

棄
す

る
。

 

 

  ・
現

場
作

業
を

行
う

要
員

等

が
汚

染
し

た
場

合
の

除

染
作

業
及

び
待

機
に

関

す
る

事
項

は
、
配

慮
す

べ

き
事

項
1
で

整
理

。
 

緊
急

時
対

策
所

非
常

用
空

気
浄

化
フ

ィ
ル

タ
ユ

ニ
ッ

ト

の
性

能
の

低
下

等
、

切
替

え
が

必
要

と
な

っ
た

場
合

、
緊

急
時

対
策

所
非

常
用

空
気

浄
化

フ
ィ

ル
タ

ユ
ニ

ッ
ト

を
待

機
側

へ
切

り
替

え
、

線
量

に
応

じ
、

交
換

又
は

保
管

を
行

う
。

 

 

b
.
 
緊

急
時

対
策

所
可

搬
型

空
気

浄
化

装
置

の
切

替
手

順
 

緊
急

時
対

策
所

非
常

用
空

気
浄

化
フ

ィ
ル

タ
ユ

ニ
ッ

ト
の

性
能

の
低

下
等

、
緊

急
時

対
策

所
可

搬
型

空
気

浄
化

装
置

の
切

替
え

が

必
要

と
な

っ
た

場
合

に
、

待
機

側
を

起
動

し
、

切
替

え
を

実
施

す

る
手

順
を

整
備

す
る

。
 

 (
a
)
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

 

フ
ィ

ル
タ

ユ
ニ

ッ
ト

の
性

能
の

低
下

等
に

よ
り

運
転

中
の

緊
急

時
対

策
所

可
搬

型
空

気
浄

化
装

置
の

切
替

え
が

必
要

と
な

っ
た

場

合
。

 

     (
b
)
 
操

作
手

順
 

緊
急

時
対

策
所

可
搬

型
空

気
浄

化
装

置
を

待
機

側
に

切
り

替
え

る
手

順
は

以
下

の
と

お
り

。
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト

を
第

1
.
1
8
.
1
2
図

に

示
す

。
 

①
 
発

電
所

対
策

本
部

長
は

、
作

業
着

手
の

判
断

基
準

に
基

づ

き
、

緊
急

時
対

策
所

可
搬

型
空

気
浄

化
装

置
の

切
替

え
を

緊
急

時

対
策

本
部

要
員

に
指

示
す

る
。

 

②
 
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

は
、
待

機
側

の
緊

急
時

対
策

所
非

常

用
空

気
浄

化
フ

ァ
ン

の
電

源
を

入
と

し
、

起
動

す
る

。
 

③
 
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

は
、
待

機
側

の
緊

急
時

対
策

所
非

常

用
空

気
浄

化
フ

ァ
ン

の
給

気
手

動
ダ

ン
パ

を
操

作
し

、
流

量
（

3
3

～
4
0
ｍ

３
/
m
i
n
）

を
調

整
し

、
緊

急
時

対
策

所
内

の
圧

力
が

上
昇

す
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

④
 
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

は
、
使

用
側

の
緊

急
時

対
策

所
非

常

用
空

気
浄

化
フ

ァ
ン

給
気

手
動

ダ
ン

パ
を

閉
と

す
る

。
 

⑤
 
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

は
、
使

用
側

の
緊

急
時

対
策

所
非

常

用
空

気
浄

化
フ

ァ
ン

の
電

源
を

切
と

し
、

停
止

す
る

。
 

 (
c
)
 
操

作
の

成
立

性
 

上
記

の
対

応
は

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
1
名

が
、
緊

急
時

対
策

所

に
お

い
て

実
施

す
る

。
操

作
完

了
ま

で
は

、
約

4
分

と
想

定
す

る
。
 

 フ
ィ

ル
タ

ユ
ニ

ッ
ト

は
、
緊

急
時

対
策

所
付

近
に

、
2
系

統
分

の

2
 

緊
急

時
対

策
所

可
搬

型
空

気
浄

化
装

置
の

切
替

手
順

 

発
電

所
対

策
本

部
は

、
緊

急
時

対
策

所
非

常
用

空
気

浄

化
フ

ィ
ル

タ
ユ

ニ
ッ

ト
の

性
能

の
低

下
等

、
緊

急
時

対
策

所
非

常
用

空
気

浄
化

フ
ィ

ル
タ

ユ
ニ

ッ
ト

の
切

替
え

が
必

要
と

な
っ

た
場

合
、
待

機
側

へ
切

り
替

え
、
線

量
に

応
じ

、

交
換

、
保

管
す

る
。

 

手
順

着
手

の
判

断
基

準
 

フ
ィ

ル
タ

ユ
ニ

ッ
ト

の
性

能
の

低
下

等
に

よ
り

運
転

中

の
緊

急
時

対
策

所
可

搬
型

空
気

浄
化

装
置

の
切

替
え

が
必

要
と

な
っ

た
場

合
 

・
手

順
書

に
整

備
す

べ
き

事

項
は

、
継

続
し

て
遵

守
す

べ
き

事
項

で
あ

る
こ

と

か
ら

、
保

安
規

定
へ

記
載

す
る

。
記

載
は

、
行

為
者

及
び

行
為

内
容

と
す

る
。
 

・
手

順
着

手
の

判
断

基
準

は
、
速

や
か

に
操

作
を

行

う
た

め
の

必
要

条
件

で

あ
り

、
継

続
し

て
遵

守
す

べ
き

事
項

で
あ

る
こ

と

か
ら

、
保

安
規

定
へ

記
載

す
る

。
 

  ・
操

作
手

順
の

内
容

に
つ

い

て
は

、
実

施
手

段
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
2
次

文
書

他

に
記

載
す

る
。

 

・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

 

・
手

順
着

手
の

判
断

基
準

及
び

操

作
手

順
に

つ
い

て
記

載
す

る
。

 

    

・
手

順
着

手
の

判
断

基
準

 

フ
ィ

ル
タ

ユ
ニ

ッ
ト

の
性

能
の

低
下

等
に

よ
り

運
転

中
の

緊
急

時
対

策
所

可
搬

型
空

気
浄

化
装

置
の

切
替

え
が

必
要

と
な

っ
た

場
合

。
 

   操
作

手
順

の
概

要
 

①
 
発

電
所

対
策

本
部

長
は

、

作
業

着
手

の
判

断
基

準
に

基
づ

き
、
緊

急
時

対
策

所
可

搬
型

空
気

浄
化

装
置

の
切

替
え

を
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

に
指

示
す

る
。

 

②
 
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

は
、
待

機
側

の
緊

急
時

対
策

所
非

常
用

空
気

浄
化

フ
ァ

ン
の

電
源

を
入

と
し

、
起

動
す

る
。

 

③
 
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

は
、
待

機
側

の
緊

急
時

対
策

所
非

常
用

空
気

浄
化

フ
ァ

ン
の

給
気

手
動

ダ
ン

パ
を

操
作

し
、

流
量

（
3
3
～

4
0
ｍ

３
/
m
i
n
）

を
調

整

し
、
緊

急
時

対
策

所
内

の
圧

力
が

上
昇

す
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

④
 
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

は
、
使

用
側

の
緊

急
時

対
策

所
非

常
用

空
気

浄
化

フ
ァ

ン
給

気
手

動
ダ

ン
パ

を
閉

と
す

る
。

 

⑤
 
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

は
、
使

用
側

の
緊

急
時

対
策

所
非

178



上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
十
号

 ＋
 添

付
書
類

十
）

 
【

追
補

1
.1
8 

緊
急

時
対

策
所
の
居
住

性
等

に
関

す
る

手
順
等
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請
書

【
添

付
書

類
十

追
補

】
 

20
19

.1
2.

11
 

原
子

炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
2
基

を
保

管
し

て
い

る
こ

と
か

ら
、

切
替

え
等

を
行

う
こ

と
に

よ

り
、

数
ヶ

月
間

使
用

可
能

で
あ

る
。

ま
た

、
当

社
他

原
子

力
発

電

所
か

ら
の

輸
送

及
び

フ
ィ

ル
タ

の
製

作
(
約

3
ヶ

月
)
等

を
実

施
す

る
こ

と
に

よ
り

、
中

長
期

的
な

対
応

が
可

能
で

あ
る

。
 

 

な
お

、
使

用
側

の
フ

ィ
ル

タ
ユ

ニ
ッ

ト
は

、
線

量
に

応
じ

交
換

又

は
保

管
を

行
う

。
特

に
フ

ィ
ル

タ
線

量
が

高
い

場
合

は
、

待
機

側

の
フ

ィ
ル

タ
ユ

ニ
ッ

ト
に

切
り

替
え

た
後

、
放

射
性

物
質

が
減

衰

す
る

ま
で

一
定

期
間

保
管

す
る

。
 

常
用

空
気

浄
化

フ
ァ

ン
の

電
源

を
切

と
し

、
停

止
す

る
。

 

（
代

替
電

源
（

交
流

）
の

給
電

）
 

非
常

用
母

線
か

ら
の

給
電

喪
失

時
は

、
電

源
車
（

緊
急

時

対
策

所
用

）
を

起
動

し
緊

急
時

対
策

所
へ

給
電

す
る

。
代

替
交

流
電

源
と

し
て

電
源

車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）

は
、

緊
急

時
対

策
所

立
ち

上
げ

時
に

ケ
ー

ブ
ル

接
続

を
行

う
。

 

緊
急

時
対

策
所

立
ち

上
げ

時
に

は
、

待
機

側
の

電
源

車

（
緊

急
時

対
策

所
用

）
の

ケ
ー

ブ
ル

接
続

も
行

う
。

故
障

等
に

よ
り

電
源

車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）

の
切

替
え

が
必

要
に

な
っ

た
場

合
に

は
、
速

や
か

に
待

機
側

の
電

源
車
（

緊

急
時

対
策

所
用

）
を

起
動

し
切

り
替

え
る

。
 

 （
電

源
確

保
）

 

全
交

流
動

力
電

源
喪

失
時

は
、
３

号
炉

及
び

４
号

炉
原

子

炉
補

助
建

屋
に

設
置

さ
れ

て
い

る
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

表
示

シ
ス

テ
ム

（
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
）

及
び

安
全

パ
ラ

メ
ー

タ
伝

送
シ

ス
テ

ム
に

つ
い

て
は

、
空

冷
式

非
常

用
発

電
装

置
に

よ
り

給
電

さ
れ

る
。

 

給
電

の
手

順
は
「

1
.
1
4
 
電

源
の

確
保

に
関

す
る

手
順

等
」

及
び
「

1
.
1
9
 
通

信
連

絡
に

関
す

る
手

順
等

」
に

て
整

備
す

る
。

 

1
.
1
8
.
2
.
4
 
代

替
電

源
設

備
か

ら
の

給
電

手
順

 

緊
急

時
対

策
所

用
電

源
で

あ
る

非
常

用
所

内
母

線
か

ら
の

給
電

喪
失

時
に

は
代

替
電

源
と

し
て

、
電

源
車

（
緊

急
時

対
策

所
用

）

か
ら

緊
急

時
対

策
所

へ
給

電
す

る
。

な
お

、
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

表

示
シ

ス
テ

ム
(
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
)
 
、
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

伝
送

シ
ス

テ
ム

及

び
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
表

示
装

置
の

う
ち

、
3
号

炉
及

び
4
号

炉
の

原
子

炉
補

助
建

屋
に

設
置

し
た

機
器

は
、

全
交

流
動

力
電

源
喪

失
時

に
お

い

て
、

空
冷

式
非

常
用

発
電

装
置

か
ら

給
電

す
る

。
給

電
の

手
順

は

「
1
.
1
4
 
電

源
の

確
保

に
関

す
る

手
順

等
」
の

う
ち

、
1
.
1
4
.
2
.
1
(
1
)

「
空

冷
式

非
常

用
発

電
装

置
に

よ
る

代
替

電
源

（
交

流
）

か
ら

の

給
電

」
に

て
整

備
す

る
。

 

 (
1
)
 
電

源
車

（
緊

急
時

対
策

所
用

）
に

よ
る

給
電

手
順

 

非
常

用
母

線
か

ら
の

給
電

喪
失

時
又

は
そ

の
発

生
に

備
え

、
緊

急

時
対

策
所

の
電

源
を

確
保

す
る

た
め

、
代

替
電

源
設

備
で

あ
る

電

源
車

（
緊

急
時

対
策

所
用

）
を

準
備

す
る

。
非

常
用

母
線

か
ら

の

給
電

喪
失

時
は

、
電

源
車

（
緊

急
時

対
策

所
用

）
1
台

を
起

動
し

、

緊
急

時
対

策
所

へ
給

電
す

る
。

 

 a
.
 
電

源
車

（
緊

急
時

対
策

所
用

）
準

備
手

順
 

緊
急

時
対

策
所

立
ち

上
げ

時
の

ケ
ー

ブ
ル

接
続

を
行

う
手

順
を

整
備

す
る

。
 

 (
a
)
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

 

緊
急

時
対

策
所

の
立

ち
上

げ
時

。
 

        (
b
)
 
操

作
手

順
 

緊
急

時
対

策
所

と
電

源
車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）
間

の
ケ

ー
ブ

ル

接
続

の
手

順
は

以
下

の
と

お
り

。
給

電
系

統
概

要
を

第
1
.
1
8
.
1
3
図

に
、

手
順

の
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト

を
第

1
.
1
8
.
1
4
図

に
示

す
。

 

①
 
発

電
所

対
策

本
部

長
は

、
作

業
着

手
の

判
断

基
準

に
基

づ
き

緊
急

安
全

対
策

要
員

に
緊

急
時

対
策

所
電

源
接

続
作

業
開

始
を

指

示
す

る
。

 

②
 
緊

急
安

全
対

策
要

員
は

、
コ

ネ
ク

タ
接

続
に

よ
り

ケ
ー

ブ
ル

代
替

電
源

設
備

か
ら

の
給

電
 

発
電

所
対

策
本

部
は

、
非

常
用

母
線

か
ら

の
給

電
喪

失

時
は

、
電

源
車

（
緊

急
時

対
策

所
用

）
か

ら
緊

急
時

対
策

所
へ

給
電

す
る

。
 

な
お

、
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

表
示

シ
ス

テ
ム

(
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
)
、

安
全

パ
ラ

メ
ー

タ
伝

送
シ

ス
テ

ム
お

よ
び

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

表
示

装
置

の
う

ち
、

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
の

原
子

炉
補

助
建

屋
に

設
置

し
た

機
器

は
、

全
交

流
動

力
電

源
喪

失
時

に
お

い
て

、
空

冷
式

非
常

用
発

電
装

置
か

ら
給

電
す

る
。

 

給
電

の
手

順
は

、
表

－
１

４
「

電
源

の
確

保
に

関
す

る

手
順

等
」

参
照

。
 

 １
．

電
源

車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）

に
よ

る
給

電
 

 
非

常
用

母
線

か
ら

の
給

電
喪

失
時

又
は

そ
の

発
生

に

備
え

、
緊

急
時

対
策

所
の

電
源

を
確

保
す

る
た

め
、

代
替

電
源

設
備

で
あ

る
電

源
車

（
緊

急
時

対
策

所
用

）
を

準
備

す
る

。
非

常
用

母
線

か
ら

の
給

電
喪

失
時

は
、
電

源
車
（

緊

急
時

対
策

所
用

）
1
台

を
起

動
し

、
緊

急
時

対
策

所
へ

給
電

す
る

。
 

(
1
)
 
電

源
車

（
緊

急
時

対
策

所
用

）
準

備
手

順
 

発
電

所
対

策
本

部
は

、
緊

急
時

対
策

所
立

上
げ

時
に

ケ

ー
ブ

ル
接

続
を

行
う

手
順

を
整

備
す

る
。

 

 ａ
．

手
順

着
手

の
判

断
基

準
 

緊
急

時
対

策
所

の
立

上
げ

時
 

・
手

順
書

に
整

備
す

べ
き

事
項

は
、
継

続
し

て
遵

守
す

べ
き

事
項

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

保
安

規
定

へ
記

載
す

る
。
記

載
は

、
行

為
者

及
び

行
為

内
容

と
す

る
。

 

             

・
手

順
書

に
整

備
す

べ
き

事

項
は

、
継

続
し

て
遵

守
す

べ

き
事

項
で

あ
る

こ
と

か
ら

、

保
安

規
定

へ
記

載
す

る
。
記

載
は

、
行

為
者

及
び

行
為

内

容
と

す
る

。
 

・
手

順
着

手
の

判
断

基
準

は
、
速

や
か

に
操

作
を

行

う
た

め
の

必
要

条
件

で

あ
り

、
継

続
し

て
遵

守
す

べ
き

事
項

で
あ

る
こ

と

か
ら

、
保

安
規

定
へ

記
載

す
る

。
 

 ・
操

作
手

順
の

内
容

に
つ

い

て
は

、
実

施
手

段
で

あ
る

こ

と
か

ら
、

2
次

文
書

他
に

記

載
す

る
。

 

    

・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

          

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

       

・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

                   

・
全

交
流

動
力

電
源

喪
失

時
の

電

源
車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）
に

よ

る
緊

急
時

対
策

所
へ

の
給

電
手

順
に

つ
い

て
記

載
す

る
。

 

                ・
手

順
着

手
の

判
断

基
準

及
び

操

作
手

順
に

つ
い

て
記

載
す

る
。

 

  ・
手

順
着

手
の

判
断

基
準

 

緊
急

時
対

策
所

の
立

上
げ

時
 

   

操
作

手
順

の
概

要
 

①
 
発

電
所

対
策

本
部

長
は

、

作
業

着
手

の
判

断
基

準
に

基
づ

き
緊

急
安

全
対

策
要

員
に

緊
急

時
対

策
所

電
源

接
続

作
業

開
始

を
指

示
す

る
。

 

②
 
緊

急
安

全
対

策
要

員
は

、

コ
ネ

ク
タ

接
続

に
よ

り
ケ

ー
ブ

ル
を

接
続

す
る

。
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上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
十
号

 ＋
 添

付
書
類

十
）

 
【

追
補

1
.1
8 

緊
急

時
対

策
所
の
居
住

性
等

に
関

す
る

手
順
等
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請
書

【
添

付
書

類
十

追
補

】
 

20
19

.1
2.

11
 

原
子

炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
を

接
続

す
る

。
 

 (
c
)
 
操

作
の

成
立

性
 

上
記

の
対

応
は

、
緊

急
安

全
対

策
要

員
2
名

で
行

い
、

一
連

の
操

作
完

了
ま

で
約

2
4
分

と
想

定
す

る
。

そ
の

後
、

待
機

側
の

電
源

車

（
緊

急
時

対
策

所
用

）
を

同
様

に
準

備
す

る
。

暗
所

に
お

い
て

も

円
滑

に
対

応
で

き
る

よ
う

、
ヘ

ッ
ド

ラ
イ

ト
及

び
懐

中
電

灯
を

配

備
す

る
。

 

 

  ・
運

用
手

順
の

内
容

に
つ

い

て
は

、
実

施
手

段
で

あ
る

こ

と
か

ら
、

2
次

文
書

他
に

記

載
す

る
。

 

 

  

・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

 

  ・
資

機
材

の
配

備
に

つ
い

て
記

載

す
る

。
 

 
b
.
 
電

源
車

（
緊

急
時

対
策

所
用

）
起

動
手

順
 

非
常

用
母

線
か

ら
の

給
電

喪
失

時
の

電
源

車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）

の
起

動
手

順
を

整
備

す
る

。
 

 (
a
)
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

 

非
常

用
母

線
か

ら
の

給
電

喪
失

時
。

 

 (
b
)
 
操

作
手

順
 

電
源

車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）
か

ら
給

電
す

る
手

順
は

以
下

の
と

お
り

。
給

電
系

統
概

要
を

第
1
.
1
8
.
1
3
図

に
、
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト

を

第
1
.
1
8
.
1
5
図

に
示

す
。

 

①
 
発

電
所

対
策

本
部

長
は

、
作

業
着

手
の

判
断

基
準

に
基

づ
き

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
及

び
緊

急
安

全
対

策
要

員
に

緊
急

時
対

策

所
電

力
供

給
作

業
開

始
を

指
示

す
る

。
 

②
 
緊

急
安

全
対

策
要

員
は

、
電

源
車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）
1
台

を
起

動
す

る
。

 

③
 
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

は
、
電

源
車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）
か

ら
の

給
電

を
行

う
場

合
は

、
緊

急
時

対
策

所
内

の
緊

急
時

対
策

所

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

セ
ン

タ
及

び
緊

急
時

対
策

所
内

の
電

源
車

切
換

盤

に
て

、
起

動
し

た
電

源
車

（
緊

急
時

対
策

所
用

）
の

遮
断

器
を

入

と
し

給
電

を
開

始
す

る
。

 

        (
c
)
 
操

作
の

成
立

性
 

上
記

の
対

応
は

、
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

1
名

、
緊

急
安

全
対

策

要
員

1
名

で
行

い
、

一
連

の
操

作
完

了
ま

で
約

5
分

と
想

定
す

る
。

暗
所

に
お

い
て

も
円

滑
に

対
応

で
き

る
よ

う
、

ヘ
ッ

ド
ラ

イ
ト

及

び
懐

中
電

灯
を

配
備

す
る

。
 

 

(
2
)
 
電

源
車

（
緊

急
時

対
策

所
用

）
起

動
手

順
 

発
電

所
対

策
本

部
は

、
非

常
用

母
線

か
ら

の
給

電
喪

失

時
の

電
源

車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）

の
起

動
を

行
う

手
順

を
整

備
す

る
。

 

ａ
．

手
順

着
手

の
判

断
基

準
 

非
常

用
母

線
か

ら
の

給
電

喪
失

時
 

・
手

順
書

に
整

備
す

べ
き

事

項
は

、
継

続
し

て
遵

守
す

べ

き
事

項
で

あ
る

こ
と

か
ら

、

保
安

規
定

へ
記

載
す

る
。
記

載
は

、
行

為
者

及
び

行
為

内

容
と

す
る

。
 

・
手

順
着

手
の

判
断

基
準

は
、
速

や
か

に
操

作
を

行
う

た
め

の
必

要
条

件
で

あ
り

、

継
続

し
て

遵
守

す
べ

き
事

項
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
保

安

規
定

へ
記

載
す

る
。

 

  ・
操

作
手

順
の

内
容

に
つ

い

て
は

、
実

施
手

段
で

あ
る

こ

と
か

ら
、

2
次

文
書

他
に

記

載
す

る
。

 

           ・
運

用
手

順
の

内
容

に
つ

い

て
は

、
実

施
手

段
で

あ
る

こ

と
か

ら
、

2
次

文
書

他
に

記

載
す

る
。

 

 

・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

 

・
手

順
着

手
の

判
断

基
準

及
び

操

作
手

順
に

つ
い

て
記

載
す

る
。

 

  

・
手

順
着

手
の

判
断

基
準

 

非
常

用
母

線
か

ら
の

給
電

喪

失
時

 

   操
作

手
順

の
概

要
 

①
 
発

電
所

対
策

本
部

長
は

、
作

業
着

手
の

判
断

基
準

に
基

づ
き

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
及

び
緊

急
安

全
対

策
要

員
に

緊
急

時
対

策
所

電
力

供
給

作
業

開
始

を
指

示
す

る
。

 

②
 
緊

急
安

全
対

策
要

員
は

、
電

源
車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）
1
台

を

起
動

す
る

。
 

③
 
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

は
、

電
源

車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）
か

ら
の

給
電

を
行

う
場

合
は

、
緊

急

時
対

策
所

内
の

緊
急

時
対

策
所

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

セ
ン

タ
及

び
緊

急
時

対
策

所
内

の
電

源
車

切
換

盤
に

て
、

起
動

し
た

電
源

車
（

緊

急
時

対
策

所
用

）
の

遮
断

器
を

入

と
し

給
電

を
開

始
す

る
。

 

・
資

機
材

の
配

備
に

つ
い

て
記

載
す

る
。
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上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
十
号

 ＋
 添

付
書
類

十
）

 
【

追
補

1
.1
8 

緊
急

時
対

策
所
の
居
住

性
等

に
関

す
る

手
順
等
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請
書

【
添

付
書

類
十

追
補

】
 

20
19

.1
2.

11
 

原
子

炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
 

c
.
 
電

源
車

（
緊

急
時

対
策

所
用

）
の

切
替

及
び

燃
料

給
油

手
順

 

(
a
)
 
電

源
車

（
緊

急
時

対
策

所
用

）
の

切
替

手
順

 

使
用

中
の

電
源

車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）
に

故
障

等
が

発
生

し
た

場
合

の
切

替
手

順
を

整
備

す
る

。
 

 ⅰ
.
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

 

使
用

中
の

電
源

車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）
に

不
具

合
が

発
生

し
た

場
合

な
ど

、
運

転
中

の
電

源
車

（
緊

急
時

対
策

所
用

）
の

停
止

が

必
要

と
な

っ
た

場
合

。
 

 ⅱ
.
 
操

作
手

順
 

電
源

車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）
を

待
機

側
に

切
り

替
え

る
手

順
は

以
下

の
と

お
り

。
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト

を
第

1
.
1
8
.
1
6
図

に
示

す
。

 

①
 
発

電
所

対
策

本
部

長
は

、
作

業
着

手
の

判
断

基
準

に
基

づ
き

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
に

電
源

車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）

の
切

替

え
を

指
示

す
る

。
 

②
 
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

は
、

待
機

側
の

電
源

車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）

を
起

動
す

る
。

 

③
 
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

は
、

使
用

側
の

電
源

車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）

の
遮

断
器

を
緊

急
時

対
策

所
内

の
電

源
車

切
換

盤
に

て

切
と

し
、

待
機

側
の

電
源

車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）

の
遮

断
器

を

入
と

す
る

。
 

④
 
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

は
、

使
用

中
の

電
源

車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）

を
停

止
す

る
。

 

 ⅲ
.
 
操

作
の

成
立

性
 

上
記

の
対

応
は

、
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

1
名

で
行

い
、

一
連

の

操
作

完
了

ま
で

約
6
分

と
想

定
す

る
。
暗

所
に

お
い

て
も

円
滑

に
対

応
で

き
る

よ
う

、
ヘ

ッ
ド

ラ
イ

ト
及

び
懐

中
電

灯
を

配
備

す
る

。
 

 電
源

車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）

は
予

備
の

1
台

を
発

電
所

内
に

保

管
し

て
い

る
こ

と
か

ら
、

万
が

一
、

異
常

等
が

発
生

し
た

場
合

で

も
、

交
換

等
を

行
う

こ
と

に
よ

り
、

中
長

期
的

な
対

応
が

可
能

で

あ
る

。
 

 

(
3
)
 
電

源
車

（
緊

急
時

対
策

所
用

）
の

切
替

え
お

よ
び

燃
料

給
油

手
順

 

ａ
．

電
源

車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）

の
切

替
手

順
 

発
電

所
対

策
本

部
は

、
使

用
中

の
電

源
車

（
緊

急
時

対

策
所

用
）

に
故

障
等

が
発

生
し

た
場

合
、

電
源

車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）

の
切

替
え

を
行

う
。

 

(
a
)
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

 

使
用

中
の

電
源

車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）

に
故

障
等

が

発
生

し
た

場
合

な
ど

、
運

転
中

の
電

源
車

（
緊

急
時

対
策

所
用

）
の

停
止

が
必

要
と

な
っ

た
場

合
 

・
手

順
書

に
整

備
す

べ
き

事

項
は

、
継

続
し

て
遵

守
す

べ

き
事

項
で

あ
る

こ
と

か
ら

、

保
安

規
定

へ
記

載
す

る
。
記

載
は

、
行

為
者

及
び

行
為

内

容
と

す
る

。
 

・
手

順
着

手
の

判
断

基
準

は
、
速

や
か

に
操

作
を

行
う

た
め

の
必

要
条

件
で

あ
り

、

継
続

し
て

遵
守

す
べ

き
事

項
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
保

安

規
定

へ
記

載
す

る
。

 

  ・
操

作
手

順
の

内
容

に
つ

い

て
は

、
実

施
手

段
で

あ
る

こ

と
か

ら
、

2
次

文
書

他
に

記

載
す

る
。

 

・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

 

・
手

順
着

手
の

判
断

基
準

及
び

操

作
手

順
に

つ
い

て
記

載
す

る
。

 

  

・
手

順
着

手
の

判
断

基
準

 

使
用

中
の

電
源

車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）
に

故
障

等
が

発
生

し
た

場
合

な
ど

、
運

転
中

の
電

源
車

（
緊

急
時

対
策

所
用

）
の

停
止

が

必
要

と
な

っ
た

場
合

 

   操
作

手
順

の
概

要
 

①
 
発

電
所

対
策

本
部

長
は

、
作

業
着

手
の

判
断

基
準

に
基

づ
き

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
に

電
源

車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）

の
切

替

え
を

指
示

す
る

。
 

②
 
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

は
、

待
機

側
の

電
源

車
（

緊
急

時
対

策

所
用

）
を

起
動

す
る

。
 

③
 
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

は
、

使
用

側
の

電
源

車
（

緊
急

時
対

策

所
用

）
の

遮
断

器
を

緊
急

時
対

策

所
内

の
電

源
車

切
換

盤
に

て
切

と
し

、
待

機
側

の
電

源
車

（
緊

急

時
対

策
所

用
）
の

遮
断

器
を

入
と

す
る

。
 

④
 
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

は
、

使
用

中
の

電
源

車
（

緊
急

時
対

策

所
用

）
を

停
止

す
る

。
 

 

（
燃

料
補

給
）

 

電
源

車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）
へ

の
給

油
は

、
定

格
負

荷

運
転

に
お

け
る

燃
料

補
給

作
業

着
手

時
間

と
な

れ
ば

燃
料

油
貯

蔵
タ

ン
ク

又
は

重
油

タ
ン

ク
及

び
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
ー

を
用

い
て

実
施

す
る

。
そ

の
後

の
補

給
は

、
定

格
負

荷
運

転
時

の
給

油
間

隔
を

目
安

に
実

施
す

る
。

重
大

事
故

等
時

7
日

間
運

転
継

続
す

る
た

め
に

必
要

な
燃

料
（

重
油

）
の

備

蓄
量

と
し

て
、

「
1
.
1
4
 
電

源
の

確
保

に
関

す
る

手
順

等
」

に
示

す
燃

料
油

貯
蔵

タ
ン

ク
（

1
5
0
k

ℓ以
上
（

1
基

当
た

り
）
、

4
基

）
及

び
重

油
タ

ン
ク
（

1
6
0
 k

ℓ以
上
（

1
基

当
た

り
）
、

4
基

）
を

管
理

す
る

。
 

(
b
)
 
電

源
車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）
燃

料
タ

ン
ク

ヘ
の

燃
料

給
油

手
順

 

電
源

車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）
を

運
転

し
た

場
合

、
燃

料
補

給
が

必
要

と
な

る
。

(
燃

料
は

す
べ

て
重

油
)
 

重
大

事
故

等
対

処
設

備
で

あ
る

燃
料

油
貯

蔵
タ

ン
ク

又
は

重
油

タ
ン

ク
か

ら
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
ー

ヘ
給

油
し

、
電

源
車

（
緊

急
時

対

策
所

用
）

燃
料

タ
ン

ク
ヘ

補
給

す
る

手
順

を
整

備
す

る
。

 

 ⅰ
.
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

 

電
源

車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）
を

運
転

し
た

場
合

に
お

い
て

、
各

発
電

機
の

燃
料

の
管

理
油

量
を

確
認

後
、

定
格

負
荷

運
転

時
に

お

け
る

燃
料

補
給

作
業

着
手

時
間

※
1
3
に

達
し

た
場

合
。

 

※
1
3
 
定

格
負

荷
運

転
時

に
お

け
る

燃
料

補
給

作
業

着
手

時
間

及

び
給

油
間

隔
の

目
安

は
以

下
の

と
お

り
。

 

・
 
電

源
車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）
:
運

転
開

始
後

約
9
時

間
(
そ

の

後
約

4
時

間
ご

と
に

補
給

。
た

だ
し

、
プ

ル
ー

ム
放

出
中

は
除

く
。
)
 

 

ｂ
．

電
源

車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）

燃
料

タ
ン

ク
へ

の

燃
料

給
油

手
順

 

発
電

所
対

策
本

部
は

、
電

源
車

（
緊

急
時

対
策

所
用

）

を
運

転
し

燃
料

補
給

が
必

要
と

な
っ

た
場

合
、

燃
料

油
貯

蔵
タ

ン
ク

ま
た

は
重

油
タ

ン
ク

か
ら

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

ー
へ

給
油

し
、

電
源

車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）

燃
料

タ
ン

ク
へ

補
給

を
行

う
。

 

(
a
)
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

 

電
源

車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）

を
運

転
し

た
場

合
に

お

い
て

、
各

発
電

機
の

燃
料

の
管

理
油

量
を

確
認

後
、

定
格

負
荷

運
転

時
に

お
け

る
燃

料
補

給
作

業
着

手
時

間
に

達
し

た
場

合
 

・
手

順
書

に
整

備
す

べ
き

事
項

は
、
継

続
し

て
遵

守
す

べ
き

事
項

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

保
安

規
定

へ
記

載
す

る
。
記

載
は

、
行

為
者

及
び

行
為

内
容

と
す

る
。

 

 

・
手

順
着

手
の

判
断

基
準

は
、
速

や
か

に
操

作
を

行

う
た

め
の

必
要

条
件

で

あ
り

、
継

続
し

て
遵

守
す

べ
き

事
項

で
あ

る
こ

と

か
ら

、
保

安
規

定
へ

記
載

す
る

。
 

   

・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

 

・
手

順
着

手
の

判
断

基
準

及
び

操

作
手

順
に

つ
い

て
記

載
す

る
。

 

     

ⅰ
.
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

 

電
源

車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）
を

運
転

し
た

場
合

に
お

い
て

、
各

発

電
機

の
燃

料
の

管
理

油
量

を
確

認
後

、
定

格
負

荷
運

転
時

に
お

け

る
燃

料
補

給
作

業
着

手
時

間
※

1

に
達

し
た

場
合

。
 

※
1
 
定

格
負

荷
運

転
時

に
お

け

る
燃

料
補

給
作

業
着

手
時

間
及

び
給

油
間

隔
の

目
安

は
以

下
の
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上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
十
号

 ＋
 添

付
書
類

十
）

 
【

追
補

1
.1
8 

緊
急

時
対

策
所
の
居
住

性
等

に
関

す
る

手
順
等
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請
書

【
添

付
書

類
十

追
補

】
 

20
19

.1
2.

11
 

原
子

炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
      ⅱ

.
 
操

作
手

順
 

電
源

車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）
燃

料
タ

ン
ク

ヘ
の

燃
料

(
重

油
)
補

給
の

手
順

の
概

要
は

以
下

の
と

お
り

。
 

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

ー
に

よ
る

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
を

第
1
.
1
8
.
1
7
図

に
、

タ
イ

ム
チ

ャ
ー

ト
を

第
1
.
1
8
.
1
8
図

に
示

す
。

 

①
 
発

電
所

対
策

本
部

長
は

、
手

順
着

手
の

判
断

基
準

に
基

づ
き

緊
急

安
全

対
策

要
員

に
、

燃
料

油
貯

蔵
タ

ン
ク

又
は

重
油

タ
ン

ク

か
ら

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

ー
に

よ
る

電
源

車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）

へ

の
燃

料
補

給
を

指
示

す
る

。
 

②
 
緊

急
安

全
対

策
要

員
は

、
燃

料
油

貯
蔵

タ
ン

ク
又

は
重

油
タ

ン
ク

か
ら

電
源

車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）

へ
燃

料
（

重
油

）
補

給

準
備

を
行

う
。

 

③
 
緊

急
安

全
対

策
要

員
は

、
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
ー

を
保

管
エ

リ
ア

か
ら

燃
料

油
貯

蔵
タ

ン
ク

又
は

重
油

タ
ン

ク
付

近
に

移
動

さ
せ

る
。

 

④
 
緊

急
安

全
対

策
要

員
は

、
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
ー

給
油

口
に

給
油

用
ホ

ー
ス

を
接

続
す

る
。

 

⑤
 
緊

急
安

全
対

策
要

員
は

、
現

場
で

燃
料

油
貯

蔵
タ

ン
ク

蓋
を

開
操

作
し

、
給

油
用

ホ
ー

ス
端

を
燃

料
油

貯
蔵

タ
ン

ク
の

油
面

レ

ベ
ル

以
下

ま
で

下
げ

る
。

重
油

タ
ン

ク
は

重
油

抜
き

取
り

用
取

出

口
に

接
続

す
る

。
 

⑥
 
緊

急
安

全
対

策
要

員
は

、
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
ー

給
油

ポ
ン

プ
を

起
動

し
、

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

ー
の

油
面

計
で

満
タ

ン
と

な
れ

ば
給

油

ポ
ン

プ
を

停
止

す
る

。
 

⑦
 
緊

急
安

全
対

策
要

員
は

、
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
ー

を
電

源
車

（
緊

急
時

対
策

所
用

）
の

近
く

に
移

動
さ

せ
る

。
 

⑧
 
緊

急
安

全
対

策
要

員
は

、
電

源
車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）
の

給

油
口

に
、

給
油

ホ
ー

ス
を

接
続

す
る

。
 

⑨
 
緊

急
安

全
対

策
要

員
は

、
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
ー

の
排

出
弁

を
開

状
態

に
し

、
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
ー

か
ら

の
給

油
を

開
始

す
る

。
 

⑩
 
緊

急
安

全
対

策
要

員
は

、
タ

ン
ク

が
満

タ
ン

に
な

れ
ば

、
給

油
を

停
止

し
、
排

出
弁

を
閉

止
し

た
後

、
給

油
ホ

ー
ス

を
取

外
す

。
 

⑪
 
緊

急
安

全
対

策
要

員
は

、
発

電
所

対
策

本
部

長
に

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

ー
に

よ
る

電
源

車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）

へ
の

燃
料

補
給

が

完
了

し
た

こ
と

を
報

告
す

る
。

 

      

      

・
操

作
手

順
の

内
容

に
つ

い
て

は
、
実

施
手

段
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
2
次

文
書

他
に

記
載

す
る

。
 

と
お

り
。

 

・
 
電

源
車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）
:

運
転

開
始

後
約

9
時

間
(
そ

の
後

約
4
時

間
ご

と
に

補
給

。
た

だ
し

、

プ
ル

ー
ム

放
出

中
は

除
く

。
)
 

 操
作

手
順

の
概

要
 

①
 
発

電
所

対
策

本
部

長
は

、
手

順
着

手
の

判
断

基
準

に
基

づ
き

緊
急

安
全

対
策

要
員

に
、
燃

料
油

貯
蔵

タ
ン

ク
又

は
重

油
タ

ン
ク

か
ら

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

ー
に

よ
る

電
源

車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）
へ

の
燃

料
補

給
を

指
示

す
る

。
 

②
 
緊

急
安

全
対

策
要

員
は

、
燃

料
油

貯
蔵

タ
ン

ク
又

は
重

油
タ

ン
ク

か
ら

電
源

車
（

緊
急

時
対

策

所
用

）
へ

燃
料

（
重

油
）

補
給

準

備
を

行
う

。
 

③
 
緊

急
安

全
対

策
要

員
は

、
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
ー

を
保

管
エ

リ
ア

か
ら

燃
料

油
貯

蔵
タ

ン
ク

又
は

重
油

タ
ン

ク
付

近
に

移
動

さ
せ

る
。

 

④
 
緊

急
安

全
対

策
要

員
は

、
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
ー

給
油

口
に

給
油

用
ホ

ー
ス

を
接

続
す

る
。

 

⑤
 
緊

急
安

全
対

策
要

員
は

、
現

場
で

燃
料

油
貯

蔵
タ

ン
ク

蓋
を

開
操

作
し

、
給

油
用

ホ
ー

ス
端

を

燃
料

油
貯

蔵
タ

ン
ク

の
油

面
レ

ベ
ル

以
下

ま
で

下
げ

る
。
重

油
タ

ン
ク

は
重

油
抜

き
取

り
用

取
出

口
に

接
続

す
る

。
 

⑥
 
緊

急
安

全
対

策
要

員
は

、
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
ー

給
油

ポ
ン

プ
を

起
動

し
、
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
ー

の
油

面
計

で
満

タ
ン

と
な

れ
ば

給
油

ポ
ン

プ
を

停
止

す
る

。
 

⑦
 
緊

急
安

全
対

策
要

員
は

、
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
ー

を
電

源
車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）
の

近
く

に
移

動
さ

せ
る

。
 

⑧
 
緊

急
安

全
対

策
要

員
は

、
電

源
車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）
の

給

油
口

に
、
給

油
ホ

ー
ス

を
接

続
す

る
。

 

⑨
 
緊

急
安

全
対

策
要

員
は

、
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
ー

の
排

出
弁

を
開

状
態

に
し

、
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
ー

か

ら
の

給
油

を
開

始
す

る
。

 

⑩
 
緊

急
安

全
対

策
要

員
は

、
タ

182



上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
十
号

 ＋
 添

付
書
類

十
）

 
【

追
補

1
.1
8 

緊
急

時
対

策
所
の
居
住

性
等

に
関

す
る

手
順
等
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請
書

【
添

付
書

類
十

追
補

】
 

20
19

.1
2.

11
 

原
子

炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
ン

ク
が

満
タ

ン
に

な
れ

ば
、
給

油

を
停

止
し

、
排

出
弁

を
閉

止
し

た

後
、

給
油

ホ
ー

ス
を

取
外

す
。

 

⑪
 
緊

急
安

全
対

策
要

員
は

、
発

電
所

対
策

本
部

長
に

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

ー
に

よ
る

電
源

車
（

緊
急

時

対
策

所
用

）
へ

の
燃

料
補

給
が

完

了
し

た
こ

と
を

報
告

す
る

。
 

 
ⅲ

.
 
操

作
の

成
立

性
 

上
記

の
現

場
対

応
は

、
緊

急
安

全
対

策
要

員
3
名

に
て

実
施

し
、

所
要

時
間

は
約

2
.
3
時

間
と

想
定

す
る

。
電

源
車

(
緊

急
時

対
策

所

用
)
の

燃
料

消
費

率
は

、
約

4
9
.
3

ℓ/
h
で

あ
り

、
起

動
か

ら
枯

渇
ま

で
の

時
間

は
約

2
0
時

間
と

想
定

し
て

お
り

、
枯

渇
ま

で
に

燃
料

(
重

油
)
補

給
を

実
施

す
る

。
 

な
お

、
重

大
事

故
等

時
7
日

間
運

転
継

続
す

る
た

め
に

必
要

な
燃

料
（

重
油

）
の

備
蓄

量
と

し
て

「
1
.
1
4
電

源
の

確
保

に
関

す
る

手

順
等

」
の

う
ち

、
1
.
1
4
.
2
.
4
(
1
)「

空
冷

式
非

常
用

発
電

装
置

等
へ

の
燃

料
（

重
油

）
補

給
」
に

示
す

燃
料

油
貯

蔵
タ

ン
ク
（

1
5
0
k

ℓ以
上
（

1
基

当
た

り
）
、
4
基

）
及

び
重

油
タ

ン
ク
（

1
6
0
k

ℓ以
上
（

1
基

当
た

り
）

、
4
基

）
を

管
理

す
る

。
 

円
滑

に
作

業
で

き
る

よ
う

に
、
移

動
経

路
を

確
保

し
、
可

搬
型

照

明
、

通
信

設
備

等
を

整
備

す
る

。
周

囲
温

度
は

外
気

温
度

と
同

程

度
で

あ
る

。
 

 
・
燃

料
補

給
に

関
す

る
事

項

は
配

慮
す

べ
き

事
項

に
て

整
理

。
 

 ・
運

用
手

順
の

内
容

に
つ

い

て
は

、
実

施
手

段
で

あ
る

こ

と
か

ら
、

2
次

文
書

他
に

記

載
す

る
。

 

 

    ・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

 

    ・
資

機
材

の
配

備
に

つ
い

て
記

載

す
る

。
 

 
 

必
要

な
数

の
要

員
の

収
容
・
代

替
電

源
設

備
か

ら
の

給

電
 （
配

慮
す

べ
き

事
項

）
 

○
 
放

射
線

管
理

 

(
1
)
 
チ

ェ
ン

ジ
ン

グ
エ

リ
ア

内
で

は
現

場
作

業
を

行
う

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
等

の
身

体
サ

ー
ベ

イ
を

行
い

、
汚

染
が

確
認

さ
れ

た
場

合
に

は
、

サ
ー

ベ
イ

エ
リ

ア
に

隣
接

し
た

除
染

エ
リ

ア
に

て
除

染
を

行
う

。
除

染
に

よ
る

廃
水

が
発

生
し

た
場

合
、

ウ
エ

ス
に

染
み

込
ま

せ
る

こ
と

で
放

射
性

廃
棄

物
と

し
て

廃
棄

す
る

。
 

 (
2
)
 
現

場
作

業
を

行
う

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
等

が
身

体
サ

ー
ベ

イ
を

待
つ

場
合

、
周

辺
か

ら
の

放
射

線
影

響
を

低
減

す
る

た
め

、
遮

蔽
効

果
の

あ
る

緊
急

時
対

策
所

内
で

待
機

す
る

。
 

 ○
 
燃

料
補

給
 

電
源

車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）

へ
の

給
油

は
、

定
格

負

荷
運

転
に

お
け

る
燃

料
補

給
作

業
着

手
時

間
と

な
れ

ば
燃

料
油

貯
蔵

タ
ン

ク
ま

た
は

重
油

タ
ン

ク
お

よ
び

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

ー
を

用
い

て
実

施
す

る
。

そ
の

後
の

補
給

は
、

定
格

負
荷

運
転

時
の

給
油

間
隔

を
目

安
に

実
施

す
る

。
 

  ・
チ

ェ
ン

ジ
ン

グ
エ

リ
ア

内

で
の

放
射

線
管

理
に

つ
い

て
は

、
継

続
し

て
遵

守
す

べ

き
事

項
で

あ
る

こ
と

か
ら

、

保
安

規
定

に
記

載
す

る
。

 

          ・
電

源
車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）

の
給

油
に

つ
い

て
は

、

必
須

の
事

項
で

あ
る

こ
と

か
ら

保
安

規
定

に
記

載
す

る
。

 

・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

               ・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

  

・
チ

ェ
ン

ジ
ン

グ
エ

リ
ア

内
に

お

け
る

放
射

線
管

理
に

つ
い

て
記

載
す

る
。

 

              ・
燃

料
補

給
に

関
す

る
手

順
に

つ

い
て

記
載

す
る

。
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上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
十
号

 ＋
 添

付
書
類

十
）

 
【

追
補

1
.1
8 

緊
急

時
対

策
所
の
居
住

性
等

に
関

す
る

手
順
等
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請
書

【
添

付
書

類
十

追
補

】
 

20
19

.1
2.

11
 

原
子

炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
重

大
事

故
等

時
７

日
間

連
続

運
転

継
続

す
る

た
め

に
必

要
な

燃
料

（
重

油
）

の
備

蓄
量

に
つ

い
て

は
、

表
－

１
４

「
電

源
の

確
保

に
関

す
る

手
順

等
」

参
照

。
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上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
十
号

 ＋
 添

付
書
類

十
）

 
【

追
補

1
.1
9 

通
信

連
絡

に
関
す
る
手

順
等
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請
書

【
添

付
書

類
十

追
補

】
 

20
19

.1
2.

11
 

原
子

炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
第

1
0
.
1
表

（
添

付
書

類
は

第
5
.
1
.
1
表

）
 

1
.
1
9
 
通

信
連

絡
に

関
す

る
手

順
等

 

（
方

針
目

的
）

 

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、
発

電
所

の
内

外
の

通
信

連
絡

を
す

る
必

要
の

あ
る

場
所

と
通

信
連

絡
を

行
う

た
め

、
発

電
所

内
の

通
信

連
絡

設
備

、

発
電

所
外
（

社
内

外
）
と

の
通

信
連

絡
設

備
に

よ
り

通

信
連

絡
を

行
う

手
順

等
を

整
備

す
る

。
 

  

   重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、
発

電
所

の
内

外
の

通
信

連
絡

を
す

る
必

要
の

あ
る

場
所

と
通

信
連

絡
を

行
う

た
め

、
必

要
な

対
処

設
備

を
整

備
し

て
お

り
、
こ

こ
で

は
、
そ

れ
ら

の
対

処
設

備
を

活
用

し

た
手

順
等

に
つ

い
て

説
明

す
る

。
 

 

1
.
1
9
.
1
 
対

応
手

段
と

設
備

の
選

定
 

(
1
)
 
対

応
手

段
と

設
備

の
選

定
の

考
え

方
 

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、
発

電

所
の

内
外

の
通

信
連

絡
を

す
る

必
要

の
あ

る
場

所
と

通
信

連
絡

を
行

う
た

め
に

必
要

な
対

応
手

段
と

重
大

事
故

等
対

処
設

備
を

選
定

す
る

。
 

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

他
に

、
柔

軟
な

事
故

対

応
を

行
う

た
め

の
対

応
手

段
及

び
多

様
性

拡
張

設
備

※
1
を

選
定

す
る

。
 

※
1
 
多

様
性

拡
張

設
備

：
技

術
基

準
上

の
す

べ
て

の
要

求
事

項
を

満
た

す
こ

と
や

す
べ

て
の

プ
ラ

ン
ト

状
況

に
お

い
て

使
用

す
る

こ
と

は
困

難
で

あ
る

が
、

プ
ラ

ン
ト

状
況

に
よ

っ
て

は
、

事
故

対
応

に
有

効
な

設
備

。
 

選
定

し
た

重
大

事
故

等
対

処
設

備
に

よ
り

、
技

術

的
能

力
審

査
基

準
（

以
下
「

審
査

基
準

」
と

い
う

。
）

だ
け

で
な

く
、

設
置

許
可

基
準

規
則

第
六

十
二

条
及

び
技

術
基

準
規

則
第

七
十

七
条
（

以
下
「

基
準

規
則

」

と
い

う
。
）
の

要
求

機
能

を
満

足
す

る
設

備
が

網
羅

さ

れ
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
と

と
も

に
、

多
様

性
拡

張
設

備
と

の
関

係
を

明
確

に
す

る
。

 

(
2
)
 
対

応
手

段
と

設
備

の
選

定
の

結
果

 

審
査

基
準

及
び

基
準

規
則

要
求

に
よ

り
選

定
し

た

対
応

手
段

と
、

そ
の

対
応

に
使

用
す

る
重

大
事

故
等

対
処

設
備

及
び

多
様

性
拡

張
設

備
を

以
下

に
示

す
。

 

な
お

、
重

大
事

故
等

対
処

設
備

、
多

様
性

拡
張

設
備

及
び

整
備

す
る

手
順

に
つ

い
て

の
関

係
を

第
1
.
1
9
.
1

表
、

第
1
.
1
9
.
2
表

に
示

す
。

 

a
.
 
発

電
所

内
の

通
信

連
絡

を
す

る
必

要
の

あ
る

場
所

と
通

信
連

絡
を

行
う

た
め

に
必

要
な

対
応

手
段

及
び

設
備

 

(
a
)
 
対

応
手

段
 

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、
発

電

所
内

の
通

信
連

絡
を

す
る

必
要

の
あ

る
場

所
と

通
信

連
絡

を
行

う
手

段
が

あ
る

。
 

発
電

所
内

で
、

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に

必
要

な
デ

ー
タ

を
伝

送
し

、
パ

ラ
メ

ー
タ

を
共

有
す

る
手

段
が

あ
る

。
 

計
測

等
を

行
っ

た
特

に
重

要
な

パ
ラ

メ
ー

タ
を

発

電
所

内
の

必
要

な
場

所
で

共
有

す
る

手
段

が
あ

る
。

 

発
電

所
内

の
通

信
連

絡
を

行
う

た
め

の
設

備
は

以

下
の

と
お

り
。

 

・
 
衛

星
電

話
（

固
定

）
 

添
付

３
 

表
－

１
９

 

 

操
作

手
順

 

１
．

通
信

連
絡

に
関

す
る

手
順

等
 

①
 
方

針
目

的
 

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、
発

電
所

内
の

通

信
連

絡
設

備
、
発

電
所

外
（

社
内

外
）
と

の
通

信
連

絡
設

備
に

よ
り

発
電

所
の

内
外

の
通

信
連

絡
を

す
る

必
要

の
あ

る
場

所

と
通

信
連

絡
を

行
う

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
 

                 

   ・
手

順
を

定
め

る
に

当
た

っ

て
の

方
針

目
的

は
、
継

続
し

て
遵

守
す

べ
き

事
項

で
あ

る
こ

と
か

ら
、
保

安
規

定
へ

記
載

す
る

。
 

 ・
具

体
的

な
対

応
に

つ
い

て

は
、
「

1
.
1
9
.
2
重

大
事

故
等

時
の

手
順

等
」
に

て
記

載
し

て
い

る
た

め
、
保

安
規

定
及

び
２

次
文

書
他

記
載

の
考

え
方

は
当

該
項

に
て

整
理

す
る

。
 

   ・
運

転
管

理
通

達
 

・
発

電
室

業
務

所
則
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上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
十
号

 ＋
 添

付
書
類

十
）

 
【

追
補

1
.1
9 

通
信

連
絡

に
関
す
る
手

順
等
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請
書

【
添

付
書

類
十

追
補

】
 

20
19

.1
2.

11
 

原
子

炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
・

 
衛

星
電

話
（

携
帯

）
 

・
 
無

線
通

話
装

置
 

・
 
ト

ラ
ン

シ
ー

バ
ー

 

・
 
携

行
型

通
話

装
置

 

・
 
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

表
示

シ
ス

テ
ム
（

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

）
 

・
 
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
表

示
装

置
 

・
 
運

転
指

令
設

備
 

 ・
 
電

力
保

安
通

信
用

電
話

設
備

 

（
保

安
電

話
（

固
定

）
、

保
安

電
話

（
携

帯
）

）
 

 発
電

所
内

の
通

信
連

絡
を

行
う

た
め

に
必

要
な

設

備
は

、
代

替
電

源
設

備
か

ら
の

給
電

を
可

能
と

す
る

手
段

が
あ

る
。

 

代
替

電
源

設
備

か
ら

の
給

電
を

確
保

す
る

た
め

の

設
備

は
以

下
の

と
お

り
。

 

・
 
空

冷
式

非
常

用
発

電
装

置
 

・
 
電

源
車

（
緊

急
時

対
策

所
用

）
 

・
 
燃

料
油

貯
蔵

タ
ン

ク
 

・
 
重

油
タ

ン
ク

 

・
 
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
ー

 

(
b
)
 
重

大
事

故
等

対
処

設
備

及
び

多
様

性
拡

張
設

備
 審

査
基

準
及

び
基

準
規

則
に

要
求

さ
れ

る
発

電
所

内
の

通
信

連
絡

を
行

う
た

め
の

設
備

の
う

ち
衛

星
電

話
（

固
定

）
、
衛

星
電

話
（

携
帯

）
、
ト

ラ
ン

シ
ー

バ

ー
、
携

行
型

通
話

装
置

、
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

表
示

シ
ス

テ
ム
（

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

）
、
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
表

示
装

置
、
空

冷
式

非
常

用
発

電
装

置
、
電

源
車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）
、

燃
料

油
貯

蔵
タ

ン
ク

、
重

油
タ

ン
ク

及
び

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

ー
は

、
重

大
事

故
等

対
処

設
備

と
位

置
づ

け
る

。
 

以
上

の
重

大
事

故
等

対
処

設
備

に
お

い
て

、
発

電

所
内

の
通

信
連

絡
を

行
う

こ
と

が
可

能
で

あ
る

。
ま

た
、

以
下

の
設

備
は

多
様

性
拡

張
設

備
と

位
置

づ
け

る
。

あ
わ

せ
て

、
そ

の
理

由
を

示
す

。
 

・
 
無

線
通

話
装

置
 

・
 
運

転
指

令
設

備
 

 ・
 
電

力
保

安
通

信
用

電
話

設
備

 

（
保

安
電

話
（

固
定

）
、

保
安

電
話

（
携

帯
）

）
 

上
記

の
設

備
は

、
耐

震
性

を
有

し
て

い
な

い
が

、
設

備
が

健
全

で
あ

る
場

合
は

、
発

電
所

内
の

通
信

連
絡

を
行

う
た

め
の

手
段

と
し

て
有

効
で

あ
る

。
 

b
.
 
発

電
所

外
（

社
内

外
）
の

通
信

連
絡

を
す

る
必

要
の

あ
る

場
所

と
通

信
連

絡
を

行
う

た
め

に
必

要
な

対
応

手
段

及
び

設
備

 

(
a
)
 
対

応
手

段
 

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、
発

電

所
外
（

社
内

外
）
の

通
信

連
絡

を
す

る
必

要
の

あ
る

場

所
と

通
信

連
絡

を
行

う
手

段
が

あ
る

。
 

国
の

緊
急

時
対

策
支

援
シ

ス
テ

ム
（

Ｅ
Ｒ

Ｓ
Ｓ

）
等

へ
必

要
な

デ
ー

タ
を

伝
送

し
、

パ
ラ

メ
ー

タ
を

共
有
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上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
十
号

 ＋
 添

付
書
類

十
）

 
【

追
補

1
.1
9 

通
信

連
絡

に
関
す
る
手

順
等
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請
書

【
添

付
書

類
十

追
補

】
 

20
19

.1
2.

11
 

原
子

炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
す

る
手

段
が

あ
る

。
 

計
測

等
を

行
っ

た
特

に
重

要
な

パ
ラ

メ
ー

タ
を

発

電
所

外
（

社
内

外
）
の

必
要

な
場

所
で

共
有

す
る

手
段

が
あ

る
。

 

発
電

所
外
（

社
内

外
）
と

の
通

信
連

絡
を

行
う

た
め

の
設

備
は

以
下

の
と

お
り

。
 

・
 
衛

星
電

話
（

固
定

）
 

・
 
衛

星
電

話
（

携
帯

）
 

・
 
衛

星
電

話
（

可
搬

）
 

・
 
統

合
原

子
力

防
災

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

に
接

続
す

る

通
信

連
絡

設
備

 

（
Ｔ

Ｖ
会

議
シ

ス
テ

ム
、

Ｉ
Ｐ

電
話

及
び

Ｉ
Ｐ

－

Ｆ
Ａ

Ｘ
）

 

・
 
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

表
示

シ
ス

テ
ム
（

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

）
 

・
 
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

伝
送

シ
ス

テ
ム

 

・
 
加

入
電

話
 

・
 
加

入
フ

ァ
ク

シ
ミ

リ
 

・
 
携

帯
電

話
 

・
 
電

力
保

安
通

信
用

電
話

設
備

 

（
保

安
電

話
（

固
定

）
、
保

安
電

話
（

携
帯

）
及

び

衛
星

保
安

電
話

）
 

・
 
社

内
Ｔ

Ｖ
会

議
シ

ス
テ

ム
 

・
 
無

線
通

話
装

置
 

・
 
緊

急
時

衛
星

通
報

シ
ス

テ
ム

 

発
電

所
外
（

社
内

外
）
と

の
通

信
連

絡
を

行
う

た
め

に
必

要
な

設
備

は
、

代
替

電
源

設
備

か
ら

の
給

電
を

可
能

と
す

る
手

段
が

あ
る

。
 

代
替

電
源

設
備

か
ら

の
給

電
を

確
保

す
る

た
め

の

設
備

は
以

下
の

と
お

り
。

 

・
 
空

冷
式

非
常

用
発

電
装

置
 

・
 
電

源
車

（
緊

急
時

対
策

所
用

）
 

・
 
燃

料
油

貯
蔵

タ
ン

ク
 

・
 
重

油
タ

ン
ク

 

・
 
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
ー

 

(
b
)
 
重

大
事

故
等

対
処

設
備

及
び

多
様

性
拡

張
設

備
 審

査
基

準
及

び
基

準
規

則
に

要
求

さ
れ

る
発

電
所

外
（

社
内

外
）
と

の
通

信
連

絡
を

行
う

た
め

の
設

備
の

う
ち

衛
星

電
話
（

固
定

）
、
衛

星
電

話
（

携
帯

）
、
衛

星
電

話
（

可
搬

）
、
統

合
原

子
力

防
災

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

に
接

続
す

る
通

信
連

絡
設

備
（

Ｔ
Ｖ

会
議

シ
ス

テ
ム

、

Ｉ
Ｐ

電
話

及
び

Ｉ
Ｐ

－
Ｆ

Ａ
Ｘ

）
、
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

表
示

シ
ス

テ
ム
（

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

）
、
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

伝

送
シ

ス
テ

ム
、
緊

急
時

衛
星

通
報

シ
ス

テ
ム

、
空

冷
式

非
常

用
発

電
装

置
、
電

源
車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）
、

燃
料

油
貯

蔵
タ

ン
ク

、
重

油
タ

ン
ク

及
び

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

ー
は

、
重

大
事

故
等

対
処

設
備

と
位

置
づ

け
る

。
 

以
上

の
重

大
事

故
等

対
処

設
備

に
お

い
て

、
発

電

所
外
（

社
内

外
）
と

の
通

信
連

絡
を

行
う

こ
と

が
可

能

で
あ

る
。
ま

た
、
以

下
の

設
備

は
多

様
性

拡
張

設
備

と

位
置

づ
け

る
。

あ
わ

せ
て

、
そ

の
理

由
を

示
す

。
 

・
 
加

入
電

話
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上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
十
号

 ＋
 添

付
書
類

十
）

 
【

追
補

1
.1
9 

通
信

連
絡

に
関
す
る
手

順
等
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請
書

【
添

付
書

類
十

追
補

】
 

20
19

.1
2.

11
 

原
子

炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
・

 
加

入
フ

ァ
ク

シ
ミ

リ
 

・
 
携

帯
電

話
 

・
 
電

力
保

安
通

信
用

電
話

設
備
（

保
安

電
話
（

固

定
）

、
 

保
安

電
話

（
携

帯
）

及
び

衛
星

保
安

電
話

）
 

・
 
社

内
Ｔ

Ｖ
会

議
シ

ス
テ

ム
 

・
 
無

線
通

話
装

置
 

上
記

の
設

備
は

、
耐

震
性

を
有

し
て

い
な

い
が

、
設

備
が

健
全

で
あ

る
場

合
は

、
発

電
所

外
（

社
内

外
）
の

通
信

連
絡

を
行

う
た

め
の

手
段

と
し

て
有

効
で

あ

る
。

 

c
.
 
手

順
等

 

上
記

a
.
及

び
b
.
に

よ
り

選
定

し
た

対
応

手
段

に
係

る
手

順
を

整
備

す
る

。
ま

た
、
給

電
が

必
要

と
な

る
設

備
に

つ
い

て
も

整
備

す
る

（
第

1
.
1
9
.
3
表

）
。

 

こ
れ

ら
の

手
順

は
、
発

電
所

対
策

本
部

長
※

2
、
当

直
課

長
、
運

転
員

等
※

3
及

び
緊

急
安

全
対

策
要

員
※

4
の

対
応

と
し

て
通

信
連

絡
に

関
す

る
手

順
等

に
定

め
る

（
第

1
.
1
9
.
1
表

、
第

1
.
1
9
.
2
表

）
。

 

※
2
 
発

電
所

対
策

本
部

長
:
重

大
事

故
等

発
生

時

に
お

け
る

発
電

所
原

子
力

防
災

管
理

者
及

び
代

行
者

を
い

う
。

 

※
3
 
運

転
員

等
:
運

転
員

及
び

重
大

事
故

等
対

策

要
員

の
う

ち
当

直
課

長
の

指
示

に
基

づ
き

運
転

対
応

を
実

施
す

る
要

員
を

い
う

。
 

※
4
 
緊

急
安

全
対

策
要

員
:
重

大
事

故
等

対
策

要

員
の

う
ち

発
電

所
対

策
本

部
長

の
指

示
に

基
づ

き
対

応
す

る
運

転
員

等
以

外
の

要
員

を
い

う
。

 

 

（
対

応
手

順
等

）
 

発
電

所
内

と
の

通
信

連
絡

 

  重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

、
通

信
設

備
（

発
電

所
内

）
に

よ
り

、
運

転
員

等
及

び
緊

急
安

全
対

策
要

員

が
、
中

央
制

御
室

、
屋

内
外

の
作

業
場

所
、
移

動
式

放

射
能

測
定

装
置
（

モ
ニ

タ
車

）
、
緊

急
時

対
策

所
と

の

間
で

相
互

に
通

信
連

絡
を

行
う

た
め

に
、

衛
星

電
話

（
固

定
）
、
衛

星
電

話
（

携
帯

）
、
ト

ラ
ン

シ
ー

バ
ー

及
び

携
行

型
通

話
装

置
を

使
用

す
る

。
 

全
交

流
動

力
電

源
喪

失
時

は
、
代

替
電

源
設

備
（

電

池
を

含
む

。
）

に
よ

り
、

こ
れ

ら
の

設
備

へ
給

電
す

る
。

 

通
信

連
絡

を
行

う
場

合
の

優
先

順
位

は
、
多

様
性

拡

張
設

備
で

あ
る

運
転

指
令

設
備

、
電

力
保

安
通

信
用

電
話

設
備
（

保
安

電
話
（

固
定

）
、
保

安
電

話
（

携
帯

）
）

及
び

無
線

通
話

装
置

の
使

用
を

優
先

す
る

。
多

様
性

拡
張

設
備

が
使

用
で

き
な

い
場

合
は

、
衛

星
電

話
（

固

定
）
、
衛

星
電

話
（

携
帯

）
、
ト

ラ
ン

シ
ー

バ
ー

及
び

携
行

型
通

話
装

置
を

使
用

す
る

。
 

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

、
デ

ー
タ

伝
送

設
備

1
.
1
9
.
2
 
重

大
事

故
等

時
の

手
順

等
 

1
.
1
9
.
2
.
1
 
発

電
所

内
の

通
信

連
絡

 

(
1
)
 
発

電
所

内
の

通
信

連
絡

を
す

る
必

要
の

あ
る

場
所

と
通

信
連

絡
を

行
う

た
め

の
手

順
等

 

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、
通

信
設

備
（

発
電

所
内

）
に

よ
り

、
運

転
員

等
及

び
緊

急
安

全

対
策

要
員

が
、
中

央
制

御
室

、
屋

内
外

の
作

業
場

所
、

移
動

式
放

射
能

測
定

装
置
（

モ
ニ

タ
車

）
及

び
緊

急
時

対
策

所
と

の
間

で
相

互
に

通
信

連
絡

を
行

う
た

め

に
、
衛

星
電

話
（

固
定

）
、
衛

星
電

話
（

携
帯

）
、
無

線
通

話
装

置
、

ト
ラ

ン
シ

ー
バ

ー
、

携
行

型
通

話
装

置
、

運
転

指
令

設
備

及
び

電
力

保
安

通
信

用
電

話
設

備
（

保
安

電
話
（

固
定

）
及

び
保

安
電

話
（

携
帯

）
）

を
使

用
す

る
手

順
を

整
備

す
る

。
 

ま
た

、
デ

ー
タ

伝
送

設
備
（

発
電

所
内

）
に

よ
り

緊

急
時

対
策

所
へ

、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
デ

ー
タ

を
伝

送
し

、
パ

ラ
メ

ー
タ

を
共

有
す

る
た

め
に

、
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

表
示

シ
ス

テ
ム
（

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

）
及

び
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
表

示
装

置
を

使
用

す
る

手
順

を
整

備
す

る
。

 

  

②
 
対

応
手

段
等

 

発
電

所
内

の
通

信
連

絡
 

１
．
発

電
所

内
の

通
信

連
絡

を
す

る
必

要
の

あ
る

場
所

と
通

信
連

絡
を

行
う

た
め

の
手

順
等

 

発
電

所
対

策
本

部
は

、
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
、
通

信
設

備
（

発
電

所
内

）
に

よ
り

、
運

転
員

等
お

よ
び

緊
急

安
全

対
策

要
員

が
、
中

央
制

御
室

、
屋

内
外

の
作

業
場

所
、
移

動
式

放
射

能
測

定
装

置
（

モ
ニ

タ
車

）
、
緊

急
時

対
策

所
と

の
間

で

相
互

に
通

信
連

絡
を

行
う

た
め

に
、
衛

星
電

話
（

固
定

）
、
衛

星
電

話
（

携
帯

）
、
ト

ラ
ン

シ
ー

バ
ー

お
よ

び
携

行
型

通
話

装

置
を

使
用

す
る

。
 

ａ
．
全

交
流

動
力

電
源

喪
失

時
は

、
代

替
電

源
設

備
（

電
池

を

含
む

。
）

に
よ

り
、

こ
れ

ら
の

設
備

へ
給

電
す

る
。

 

ｂ
．
デ

ー
タ

伝
送

設
備
（

発
電

所
内

）
に

よ
り

緊
急

時
対

策
所

へ
、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
デ

ー
タ

を
伝

送
し

、
パ

ラ
メ

ー
タ

を
共

有
す

る
た

め
に

、
安

全
パ

ラ
メ

ー

タ
表

示
シ

ス
テ

ム
（

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

）
お

よ
び

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

表
示

装

置
を

使
用

す
る

。
 

    

・
手

順
書

に
整

備
す

べ
き

事

項
は

、
継

続
し

て
遵

守
す

べ

き
事

項
で

あ
る

こ
と

か
ら

、

保
安

規
定

へ
記

載
す

る
。
記

載
は

、
行

為
者

及
び

行
為

内

容
と

す
る

。
 

・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

・
発

電
室

業
務

所
則

 

・
発

電
所

内
の

通
信

連
絡

を
す

る
必

要
の

あ
る

場
所

と
通

信
連

絡
を

行
う

た
め

の
手

順
に

つ
い

て
記

載
す

る
。
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上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
十
号

 ＋
 添

付
書
類

十
）

 
【

追
補

1
.1
9 

通
信

連
絡

に
関
す
る
手

順
等
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請
書

【
添

付
書

類
十

追
補

】
 

20
19

.1
2.

11
 

原
子

炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
（

発
電

所
内

）
に

よ
り

、
緊

急
時

対
策

所
へ

、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
デ

ー
タ

を
伝

送

し
、
パ

ラ
メ

ー
タ

を
共

有
す

る
た

め
に

、
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

表
示

シ
ス

テ
ム
（

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

）
及

び
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
表

示
装

置
を

使
用

す
る

。
 

 
 

 
a
.
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

 

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、
通

信
設

備
（

発
電

所
内

）
及

び
デ

ー
タ

伝
送

設
備

（
発

電
所

内
）
に

よ
り

、
発

電
所

内
の

通
信

連
絡

を
す

る
必

要
の

あ
る

場
所

と
通

信
連

絡
又

は
通

話
通

信
確

認
を

行
う

場
合

。
 

 

(
1
)
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

 

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、
通

信
設

備
（

発

電
所

内
）

お
よ

び
デ

ー
タ

伝
送

設
備

（
発

電
所

内
）

に
よ

り
、

発
電

所
内

の
通

信
連

絡
を

す
る

必
要

の
あ

る
場

所
と

通
信

連

絡
ま

た
は

通
話

通
信

確
認

を
行

う
場

合
 

 

・
手

順
着

手
の

判
断

基
準

は
、
速

や
か

に
操

作
を

行
う

た
め

の
必

要
条

件
で

あ
り

、

継
続

し
て

遵
守

す
べ

き
事

項
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
保

安

規
定

へ
記

載
す

る
。

 

・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

・
発

電
室

業
務

所
則

 

・
手

順
着

手
の

判
断

基
準

及
び

操
作

手
順

に
つ

い
て

記
載

す
る

。
 

・
手

順
着

手
の

判
断

基
準

 

 
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
、
通

信

設
備
（

発
電

所
内

）
及

び
デ

ー
タ

伝
送

設
備
（

発

電
所

内
）
に

よ
り

、
発

電
所

内
の

通
信

連
絡

を
す

る
必

要
の

あ
る

場
所

と
通

信
連

絡
又

は
通

話
通

信
確

認
を

行
う

場
合

。
 

  

 
b
.
 
操

作
手

順
 

(
a
)
 
衛

星
電

話
（

固
定

）
及

び
衛

星
電

話
（

携
帯

）
 

中
央

制
御

室
の

運
転

員
等

及
び

緊
急

時
対

策
所

の

緊
急

安
全

対
策

要
員

は
、
衛

星
電

話
（

固
定

）
を

使
用

す
る

。
屋

外
の

運
転

員
等

、
緊

急
安

全
対

策
要

員
及

び

移
動

式
放

射
能

測
定

装
置
（

モ
ニ

タ
車

）
に

て
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
を

行
う

緊
急

安
全

対
策

要
員

は
、

衛
星

電
話

（
携

帯
）

を
使

用
す

る
。

こ
れ

ら
の

衛
星

電
話

（
固

定
）
及

び
衛

星
電

話
（

携
帯

）
を

用
い

て
相

互
に

通
信

連
絡

又
は

通
話

通
信

確
認

を
行

う
た

め
の

対
応

と
し

て
、

以
下

の
手

順
が

あ
る

。
 

 ⅰ
.
 
衛

星
電

話
（

固
定

）
 

①
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

に
基

づ
き

、
通

信
連

絡

又
は

通
話

通
信

確
認

を
行

う
場

合
は

、
一

般
の

電
話

機
と

同
様

の
操

作
に

よ
り

、
通

信
先

の
電

話
番

号
を

ダ
イ

ヤ
ル

し
、

連
絡

す
る

。
 

 ⅱ
.
 
衛

星
電

話
（

携
帯

）
 

①
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

に
基

づ
き

、
通

信
連

絡

又
は

通
話

通
信

確
認

を
行

う
場

合
は

、
屋

外
で

電
源

を
「

入
」
操

作
し

、
充

電
池

の
残

量
及

び
電

波
の

受
信

状
態

を
確

認
す

る
。

 

②
 
充

電
池

の
残

量
が

少
な

い
場

合
、

別
の

端
末

と

交
換

す
る

。
 

③
 
一

般
の

携
帯

電
話

機
と

同
様

の
操

作
に

よ
り

、

通
信

先
の

電
話

番
号

を
ダ

イ
ヤ

ル
し

、
連

絡
す

る
。

 

④
 
使

用
中

に
充

電
池

の
残

量
が

少
な

く
な

っ
た

場

合
は

、
充

電
を

行
う

と
と

も
に

、
別

の
端

末
を

使
用

す

る
。

 

⑤
 
使

用
後

は
、
屋

外
で

電
源

を
「

切
」
操

作
す

る
。
 

 (
b
)
 
無

線
通

話
装

置
 

緊
急

時
対

策
所

の
緊

急
安

全
対

策
要

員
は

、
無

線
通

話
装

置
（

固
定

）
を

使
用

す
る

。
移

動
式

放
射

能
測

定

装
置
（

モ
ニ

タ
車

）
に

て
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
を

行
う

発
電

 
・
操

作
手

順
の

内
容

に
つ

い

て
は

、
実

施
手

段
で

あ
る

こ

と
か

ら
、

2
次

文
書

他
に

記

載
す

る
 

             ・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

   ・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

                

           ・
操

作
手

順
の

概
要

 

ⅰ
.
 
衛

星
電

話
（

固
定

）
 

①
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

に
基

づ
き

、
通

信
連

絡
又

は
通

話
通

信
確

認
を

行
う

場
合

は
、

一
般

の
電

話
機

と
同

様
の

操
作

に
よ

り
、

通
信

先
の

電
話

番
号

を
ダ

イ
ヤ

ル
し

、
連

絡
す

る
。

 

 ⅱ
.
 
衛

星
電

話
（

携
帯

）
 

①
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

に
基

づ
き

、
通

信
連

絡
又

は
通

話
通

信
確

認
を

行
う

場
合

は
、

屋
外

で
電

源
を

「
入

」
操

作
し

、
充

電
池

の
残

量
及

び
電

波
の

受
信

状
態

を
確

認
す

る
。

 

②
 
充

電
池

の
残

量
が

少
な

い
場

合
、
別

の
端

末
と

交

換
す

る
。

 

③
 
一

般
の

携
帯

電
話

機
と

同
様

の
操

作
に

よ
り

、
通

信
先

の
電

話
番

号
を

ダ
イ

ヤ
ル

し
、

連
絡

す
る

。
 

④
 
使

用
中

に
充

電
池

の
残

量
が

少
な

く
な

っ
た

場

合
は

、
充

電
を

行
う

と
と

も
に

、
別

の
端

末
を

使
用

す
る

。
 

⑤
 
使

用
後

は
、

屋
外

で
電

源
を

「
切

」
操

作
す

る
。
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上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
十
号

 ＋
 添

付
書
類

十
）

 
【

追
補

1
.1
9 

通
信

連
絡

に
関
す
る
手

順
等
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請
書

【
添

付
書

類
十

追
補

】
 

20
19

.1
2.

11
 

原
子

炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
所

内
の

緊
急

安
全

対
策

要
員

は
、
無

線
通

話
装

置
（

車

載
）
を

使
用

す
る

。
こ

れ
ら

の
無

線
通

話
装

置
を

用
い

て
相

互
に

通
信

連
絡

又
は

通
話

通
信

確
認

を
行

う
た

め
の

対
応

と
し

て
、

以
下

の
手

順
が

あ
る

。
 

 ⅰ
.
 
無

線
通

話
装

置
（

固
定

）
 

①
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

に
基

づ
き

、
通

信
連

絡

又
は

通
話

通
信

確
認

を
行

う
場

合
は

、
電

源
を
「

入
」

操
作

す
る

。
 

②
 
通

話
ボ

タ
ン

を
押

し
、

連
絡

す
る

。
 

③
 
使

用
後

は
、

電
源

を
「

切
」

操
作

す
る

。
 

 ⅱ
.
 
無

線
通

話
装

置
（

車
載

）
 

①
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

に
基

づ
き

、
通

信
連

絡

又
は

通
話

通
信

確
認

を
行

う
場

合
は

、
電

源
を
「

入
」

操
作

す
る

。
 

②
 
通

話
ボ

タ
ン

を
押

し
、

連
絡

す
る

。
 

③
 
使

用
後

は
、

電
源

を
「

切
」

操
作

す
る

。
 

 (
c
)
 
ト

ラ
ン

シ
ー

バ
ー

 

屋
外

の
緊

急
安

全
対

策
要

員
は

、
ト

ラ
ン

シ
ー

バ
ー

を
使

用
し

、
相

互
に

通
信

連
絡

又
は

通
話

通
信

確
認

を
行

う
た

め
の

対
応

と
し

て
、
以

下
の

手
順

が
あ

る
。
 

ⅰ
.
 
ト

ラ
ン

シ
ー

バ
ー

 

①
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

に
基

づ
き

、
通

信
連

絡

又
は

通
話

通
信

確
認

を
行

う
場

合
は

、
屋

外
で

電
源

を
「

入
」
操

作
し

、
充

電
池

又
は

乾
電

池
の

残
量

及
び

電
波

の
受

信
状

態
を

確
認

す
る

。
 

②
 
充

電
池

又
は

乾
電

池
の

残
量

が
少

な
い

場
合

、

別
の

端
末

又
は

予
備

の
乾

電
池

と
交

換
す

る
。

 

③
 
通

話
チ

ャ
ン

ネ
ル

の
設

定
が

必
要

な
端

末
は

、

事
前

に
取

り
決

め
た

通
話

チ
ャ

ン
ネ

ル
に

設
定

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

④
 
使

用
す

る
端

末
と

共
に

予
備

の
乾

電
池

を
携

行

す
る

。
 

⑤
 
通

話
ボ

タ
ン

を
押

し
、

連
絡

す
る

。
 

⑥
 
使

用
中

に
充

電
池

又
は

乾
電

池
の

残
量

が
少

な

く
な

っ
た

場
合

は
、
充

電
池

は
充

電
を

行
い

、
乾

電
池

は
予

備
の

乾
電

池
と

交
換

す
る

。
 

⑦
 
使

用
後

は
、
屋

外
で

電
源

を
「

切
」
操

作
す

る
。
 

 (
d
)
 
携

行
型

通
話

装
置

 

中
央

制
御

室
の

運
転

員
等

及
び

屋
内

外
の

緊
急

安

全
対

策
要

員
は

、
携

行
型

通
話

装
置

を
使

用
し

、
相

互

に
通

信
連

絡
又

は
通

話
通

信
確

認
を

行
う

た
め

の
対

応
と

し
て

、
以

下
の

手
順

が
あ

る
。

 

 ⅰ
.
 
携

行
型

通
話

装
置

 

①
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

に
基

づ
き

、
通

信
連

絡

又
は

通
話

通
信

確
認

を
行

う
場

合
は

、
保

管
場

所
等

で
作

業
に

使
用

す
る

端
末

と
通

話
装

置
用

ケ
ー

ブ
ル

を
接

続
し

て
切

替
ス

イ
ッ

チ
を

操
作

し
、

ブ
ザ

ー
が

     ・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

     ・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

        ・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

                       ・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

   

     ⅰ
.
 
無

線
通

話
装

置
（

固
定

）
 

①
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

に
基

づ
き

、
通

信
連

絡
又

は
通

話
通

信
確

認
を

行
う

場
合

は
、

電
源

を
「

入
」

操
作

す
る

。
 

②
 
通

話
ボ

タ
ン

を
押

し
、

連
絡

す
る

。
 

③
 
使

用
後

は
、

電
源

を
「

切
」

操
作

す
る

。
 

 ⅱ
.
 
無

線
通

話
装

置
（

車
載

）
 

①
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

に
基

づ
き

、
通

信
連

絡
又

は
通

話
通

信
確

認
を

行
う

場
合

は
、

電
源

を
「

入
」

操
作

す
る

。
 

②
 
通

話
ボ

タ
ン

を
押

し
、

連
絡

す
る

。
 

③
 
使

用
後

は
、

電
源

を
「

切
」

操
作

す
る

。
 

   ⅰ
.
 
ト

ラ
ン

シ
ー

バ
ー

 

①
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

に
基

づ
き

、
通

信
連

絡
又

は
通

話
通

信
確

認
を

行
う

場
合

は
、

屋
外

で
電

源
を

「
入

」
操

作
し

、
充

電
池

又
は

乾
電

池
の

残
量

及
び

電
波

の
受

信
状

態
を

確
認

す
る

。
 

②
 
充

電
池

又
は

乾
電

池
の

残
量

が
少

な
い

場
合

、
別

の
端

末
又

は
予

備
の

乾
電

池
と

交
換

す
る

。
 

③
 
通

話
チ

ャ
ン

ネ
ル

の
設

定
が

必
要

な
端

末
は

、
事

前
に

取
り

決
め

た
通

話
チ

ャ
ン

ネ
ル

に
設

定
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

④
 
使

用
す

る
端

末
と

共
に

予
備

の
乾

電
池

を
携

行

す
る

。
 

⑤
 
通

話
ボ

タ
ン

を
押

し
、

連
絡

す
る

。
 

⑥
 
使

用
中

に
充

電
池

又
は

乾
電

池
の

残
量

が
少

な

く
な

っ
た

場
合

は
、

充
電

池
は

充
電

を
行

い
、

乾
電

池
は

予
備

の
乾

電
池

と
交

換
す

る
。

 

⑦
 
使

用
後

は
、

屋
外

で
電

源
を

「
切

」
操

作
す

る
。
 

         ⅰ
.
 
携

行
型

通
話

装
置

 

①
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

に
基

づ
き

、
通

信
連

絡
又

は
通

話
通

信
確

認
を

行
う

場
合

は
、

保
管

場
所

等
で

作
業

に
使

用
す

る
端

末
と

通
話

装
置

用
ケ

ー
ブ

ル
を

接
続

し
て

切
替

ス
イ

ッ
チ

を
操

作
し

、
ブ

ザ
ー

が
鳴
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上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
十
号

 ＋
 添

付
書
類

十
）

 
【

追
補

1
.1
9 

通
信

連
絡

に
関
す
る
手

順
等
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請
書

【
添

付
書

類
十

追
補

】
 

20
19

.1
2.

11
 

原
子

炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
鳴

る
こ

と
で

乾
電

池
の

残
量

を
確

認
す

る
。

 

②
 
乾

電
池

の
残

量
が

少
な

い
場

合
、

予
備

の
乾

電

池
と

交
換

す
る

。
 

③
 
端

末
の

切
替

ス
イ

ッ
チ

を
操

作
し

、
使

用
す

る

端
末

間
で

通
話

通
信

確
認

を
行

い
、

健
全

性
を

確
認

す
る

。
 

④
 
確

認
後

は
、

端
末

の
切

替
ス

イ
ッ

チ
を

「
O
F
F
」

に
し

、
通

話
装

置
用

ケ
ー

ブ
ル

を
切

り
離

す
。

 

⑤
 
使

用
す

る
端

末
及

び
通

話
装

置
用

ケ
ー

ブ
ル

と

共
に

予
備

の
乾

電
池

を
携

行
す

る
。

 

⑥
 
使

用
す

る
場

所
に

て
、

最
寄

り
の

接
続

端
子

に

端
末

を
接

続
す

る
。（

必
要

に
応

じ
て

通
話

装
置

用
ケ

ー
ブ

ル
を

用
い

て
延

長
す

る
。

複
数

の
端

末
を

接
続

す
る

こ
と

に
よ

り
、

複
数

者
で

の
連

絡
を

可
能

と
す

る
。

）
 

⑦
 
切

替
ス

イ
ッ

チ
を

操
作

し
、

連
絡

す
る

。
 

⑧
 
使

用
中

に
乾

電
池

の
残

量
が

少
な

く
な

っ
た

場

合
は

、
予

備
の

乾
電

池
と

交
換

す
る

。
 

⑨
 
使

用
後

は
、

切
替

ス
イ

ッ
チ

を
「

O
F
F
」

に
し

、

端
末

及
び

通
話

装
置

用
ケ

ー
ブ

ル
を

切
り

離
す

。
 

  

                      

る
こ

と
で

乾
電

池
の

残
量

を
確

認
す

る
。

 

②
 
乾

電
池

の
残

量
が

少
な

い
場

合
、
予

備
の

乾
電

池

と
交

換
す

る
。

 

③
 
端

末
の

切
替

ス
イ

ッ
チ

を
操

作
し

、
使

用
す

る
端

末
間

で
通

話
通

信
確

認
を

行
い

、
健

全
性

を
確

認
す

る
。

 

④
 
確

認
後

は
、

端
末

の
切

替
ス

イ
ッ

チ
を

「
O
F
F
」

に
し

、
通

話
装

置
用

ケ
ー

ブ
ル

を
切

り
離

す
。

 

⑤
 
使

用
す

る
端

末
及

び
通

話
装

置
用

ケ
ー

ブ
ル

と

共
に

予
備

の
乾

電
池

を
携

行
す

る
。

 

⑥
 
使

用
す

る
場

所
に

て
、
最

寄
り

の
接

続
端

子
に

端

末
を

接
続

す
る

。
（

必
要

に
応

じ
て

通
話

装
置

用
ケ

ー
ブ

ル
を

用
い

て
延

長
す

る
。

複
数

の
端

末
を

接
続

す
る

こ
と

に
よ

り
、

複
数

者
で

の
連

絡
を

可
能

と
す

る
。

）
 

⑦
 
切

替
ス

イ
ッ

チ
を

操
作

し
、

連
絡

す
る

。
 

⑧
 
使

用
中

に
乾

電
池

の
残

量
が

少
な

く
な

っ
た

場

合
は

、
予

備
の

乾
電

池
と

交
換

す
る

。
 

⑨
 
使

用
後

は
、

切
替

ス
イ

ッ
チ

を
「

O
F
F
」

に
し

、

端
末

及
び

通
話

装
置

用
ケ

ー
ブ

ル
を

切
り

離
す

。
 

 

 
(
e
)
 
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

表
示

シ
ス

テ
ム

（
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
）

 

安
全

パ
ラ

メ
ー

タ
表

示
シ

ス
テ

ム
（

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

）
に

よ
り

、
緊

急
時

対
策

所
の

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

表
示

装
置

へ
、
必

要
な

デ
ー

タ
の

伝
送

を
行

う
た

め
の

対
応

と
し

て
、

以
下

の
手

順
が

あ
る

。
 

ⅰ
.
 
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

表
示

シ
ス

テ
ム

（
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
）

 

常
時

伝
送

を
行

う
た

め
、

通
常

操
作

は
必

要
な

い
。

な
お

、
中

央
制

御
室

で
警

報
を

常
時

監
視

す
る

。
 

 (
f
)
 
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
表

示
装

置
 

操
作

手
順

は
、「

1
.
1
8
 
緊

急
時

対
策

所
の

居
住

性
等

に
関

す
る

手
順

等
」
の

う
ち

、
1
.
1
8
.
2
.
2
(
1
)「

緊
急

時
対

策
所

情
報

収
集

設
備

に
よ

る
プ

ラ
ン

ト
パ

ラ
メ

ー
タ

等
の

監
視

手
順

」
に

て
整

備
す

る
。

 

 (
g
)
 
運

転
指

令
設

備
 

中
央

制
御

室
の

運
転

員
等

及
び

緊
急

時
対

策
所

の

緊
急

安
全

対
策

要
員

は
、
運

転
指

令
設

備
を

使
用

し
、

相
互

に
通

信
連

絡
又

は
通

話
通

信
確

認
を

行
う

た
め

の
対

応
と

し
て

、
以

下
の

手
順

が
あ

る
。

 

 ⅰ
.
 
運

転
指

令
設

備
 

①
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

に
基

づ
き

、
通

信
連

絡

又
は

通
話

通
信

確
認

を
行

う
場

合
は

、
使

用
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
選

択
し

、
連

絡
す

る
。

 

 (
h
)
 
電

力
保

安
通

信
用

電
話

設
備
（

保
安

電
話
（

固

定
）

、
保

安
電

話
（

携
帯

）
）

 

 
・

常
時

伝
送

を
行

う
た

め
、

手
順

を
必

要
と

し
な

い
こ

と
か

ら
、

記
載

し
な

い
。

 

         ・
操

作
手

順
の

内
容

に
つ

い

て
は

、
実

施
手

段
で

あ
る

こ

と
か

ら
、

2
次

文
書

他
に

記

載
す

る
 

            ・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

        ・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

      

・
S
P
D
S
表

示
装

置
 

操
作

手
順

は
、

「
1
.
1
8
 

緊
急

時
対

策
所

の
居

住
性

等
に

関
す

る
手

順
等

」
と

同
様

。
 

                  ⅰ
.
 
運

転
指

令
設

備
 

①
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

に
基

づ
き

、
通

信
連

絡

又
は

通
話

通
信

確
認

を
行

う
場

合
は

、
使

用
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
選

択
し

、
連

絡
す

る
。
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上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
十
号

 ＋
 添

付
書
類

十
）

 
【

追
補

1
.1
9 

通
信

連
絡

に
関
す
る
手

順
等
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請
書

【
添

付
書

類
十

追
補

】
 

20
19

.1
2.

11
 

原
子

炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
中

央
制

御
室

の
運

転
員

等
及

び
緊

急
時

対
策

所
の

緊
急

安
全

対
策

要
員

は
、

電
力

保
安

通
信

用
電

話
設

備
（

保
安

電
話
（

固
定

）
、
保

安
電

話
（

携
帯

）
）
を

使
用

し
、

相
互

に
通

信
連

絡
又

は
通

話
通

信
確

認
を

行
う

た
め

の
対

応
と

し
て

、
以

下
の

手
順

が
あ

る
。

 

 ⅰ
.
 
保

安
電

話
（

固
定

）
、

保
安

電
話

（
携

帯
）

 

①
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

に
基

づ
き

、
通

信
連

絡

又
は

通
話

通
信

確
認

を
行

う
場

合
は

、
一

般
の

電
話

機
又

は
携

帯
電

話
機

と
同

様
の

操
作

に
よ

り
、

通
信

先
の

電
話

番
号

を
ダ

イ
ヤ

ル
し

、
連

絡
を

す
る

。
 

②
 
保

安
電

話
（

携
帯

）
の

充
電

池
の

残
量

が
少

な
く

な
っ

た
場

合
は

、
充

電
を

行
う

と
と

も
に

、
別

の
端

末

を
使

用
す

る
。

 

      ・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

 

      ⅰ
.
 
保

安
電

話
（

固
定

）
、

保
安

電
話

（
携

帯
）

 

①
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

に
基

づ
き

、
通

信
連

絡

又
は

通
話

通
信

確
認

を
行

う
場

合
は

、
一

般
の

電
話

機
又

は
携

帯
電

話
機

と
同

様
の

操
作

に
よ

り
、

通
信

先
の

電
話

番
号

を
ダ

イ
ヤ

ル
し

、
連

絡
を

す
る

。
 

②
 
保

安
電

話
（

携
帯

）
の

充
電

池
の

残
量

が
少

な

く
な

っ
た

場
合

は
、

充
電

を
行

う
と

と
も

に
、

別
の

端
末

を
使

用
す

る
。

 

 

 
c
.
 
操

作
の

成
立

性
 

衛
星

電
話

（
固

定
）
、

衛
星

電
話
（

携
帯

）
、
無

線

通
話

装
置

、
ト

ラ
ン

シ
ー

バ
ー

、
運

転
指

令
設

備
及

び

電
力

保
安

通
信

用
電

話
設

備
（

保
安

電
話
（

固
定

）
、

保
安

電
話
（

携
帯

）
）
は

、
特

別
な

技
量

を
要

す
る

こ

と
な

く
、
容

易
に

操
作

が
可

能
で

あ
る

と
と

も
に

、
必

要
な

個
数

を
設

置
又

は
保

管
す

る
こ

と
に

よ
り

、
使

用
場

所
に

お
い

て
通

信
連

絡
を

す
る

必
要

の
あ

る
場

所
と

確
実

に
接

続
及

び
通

信
連

絡
を

行
う

こ
と

を
可

能
と

す
る

。
 

 携
行

型
通

話
装

置
は

、
使

用
場

所
に

お
い

て
端

末
と

通
話

装
置

用
ケ

ー
ブ

ル
を

容
易

か
つ

確
実

に
接

続
可

能
と

す
る

と
と

も
に

、
必

要
な

個
数

を
設

置
又

は
保

管
す

る
こ

と
に

よ
り

、
通

信
連

絡
を

す
る

必
要

の
あ

る
場

所
と

確
実

に
接

続
及

び
通

信
連

絡
を

行
う

こ
と

を
可

能
と

す
る

。
 

 

 
・
必

要
な

個
数

の
保

管
管

理

等
に

つ
い

て
は

、
第

9
0
 
条

（
運

転
上

の
制

限
）
と

し
て

定
め

る
こ

と
か

ら
記

載
し

な
い

。
（

以
下

、
同

様
）

 

 
 

     通
信

連
絡

を
行

う
場

合
の

優
先

順
位

は
、
多

様
性

拡

張
設

備
で

あ
る

運
転

指
令

設
備

、
電

力
保

安
通

信
用

電
話

設
備
（

保
安

電
話
（

固
定

）
、
保

安
電

話
（

携
帯

）
）

及
び

無
線

通
話

装
置

の
使

用
を

優
先

す
る

。
多

様
性

拡
張

設
備

が
使

用
で

き
な

い
場

合
は

、
衛

星
電

話
（

固

定
）
、
衛

星
電

話
（

携
帯

）
、
ト

ラ
ン

シ
ー

バ
ー

及
び

携
行

型
通

話
装

置
を

使
用

す
る

。
 

 

d
.
 
優

先
順

位
 

中
央

制
御

室
の

運
転

員
等

、
屋

内
外

の
緊

急
安

全
対

策
要

員
及

び
移

動
式

放
射

能
測

定
装

置
（

モ
ニ

タ
車

）

に
て

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

を
行

う
緊

急
安

全
対

策
要

員
及

び
緊

急
時

対
策

所
の

緊
急

安
全

対
策

要
員

は
、
操

作
、

作
業

等
の

通
信

連
絡

を
行

う
場

合
、

多
様

性
拡

張
設

備
で

あ
る

運
転

指
令

設
備

、
電

力
保

安
通

信
用

電
話

設
備
（

保
安

電
話
（

固
定

）
、
保

安
電

話
（

携
帯

）
）

及
び

無
線

通
話

装
置

の
使

用
を

優
先

す
る

。
多

様
性

拡
張

設
備

が
使

用
で

き
な

い
場

合
は

、
衛

星
電

話
（

固

定
）
、
衛

星
電

話
（

携
帯

）
、
ト

ラ
ン

シ
ー

バ
ー

及
び

携
行

型
通

話
装

置
を

使
用

す
る

。
 

（
配

慮
す

べ
き

事
項

）
 

○
 
優

先
順

位
 

通
信

連
絡

を
行

う
場

合
は

、
多

様
性

拡
張

設
備

で
あ

る
運

転

指
令

設
備

、
電

力
保

安
通

信
用

電
話

設
備
（

保
安

電
話
（

固
定

）
、

保
安

電
話

（
携

帯
）

）
お

よ
び

無
線

通
話

装
置

の
使

用
を

優
先

す
る

。
多

様
性

拡
張

設
備

が
使

用
で

き
な

い
場

合
は

、
衛

星
電

話
（

固
定

）
、

衛
星

電
話

（
携

帯
）

、
ト

ラ
ン

シ
ー

バ
ー

お
よ

び
携

行
型

通
話

装
置

を
使

用
す

る
。

 

・
優

先
順

位
は

、
継

続
し

て

遵
守

す
べ

き
事

項
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
保

安
規

定
に

記

載
す

る
。

 

・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

 

・
優

先
順

位
を

具
体

的
に

記
載

す
る

。
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上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
十
号

 ＋
 添

付
書
類

十
）

 
【

追
補

1
.1
9 

通
信

連
絡

に
関
す
る
手

順
等
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請
書

【
添

付
書

類
十

追
補

】
 

20
19

.1
2.

11
 

原
子

炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
  直

流
電

源
喪

失
時

等
、
可

搬
型

の
計

測
器

に
て

、
炉

心
損

傷
防

止
及

び
格

納
容

器
破

損
防

止
に

必
要

な
パ

ラ
メ

ー
タ

等
の

特
に

重
要

な
パ

ラ
メ

ー
タ

を
計

測

し
、
そ

の
結

果
を

通
信

設
備
（

発
電

所
内

）
に

よ
り

発

電
所

内
の

必
要

な
場

所
で

共
有

す
る

場
合

、
現

場
と

中
央

制
御

室
と

の
連

絡
に

は
携

行
型

通
話

装
置

を
使

用
し

、
現

場
又

は
中

央
制

御
室

と
緊

急
時

対
策

所
と

の
連

絡
に

は
衛

星
電

話
（

固
定

）
及

び
衛

星
電

話
（

携

帯
）

を
使

用
す

る
。

 

全
交

流
動

力
電

源
喪

失
時

は
、
代

替
電

源
設

備
（

電

池
を

含
む

。
）

に
よ

り
、

こ
れ

ら
の

設
備

へ
給

電
す

る
。

 

                            

(
2
)
 
計

測
等

を
行

っ
た

特
に

重
要

な
パ

ラ
メ

ー
タ

を
発

電
所

内
の

必
要

な
場

所
で

共
有

す
る

手
順

等
 

直
流

電
源

喪
失

時
等

、
可

搬
型

の
計

測
器

に
て

、
炉

心
損

傷
防

止
及

び
格

納
容

器
破

損
防

止
に

必
要

な
パ

ラ
メ

ー
タ

、
可

搬
型

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

水
位

、
可

搬

式
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
区

域
周

辺
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
、

発
電

所
周

辺
の

放
射

線
量

等
の

特
に

重
要

な
パ

ラ
メ

ー
タ

を
計

測
し

、
そ

の
結

果
を

通
信

設
備

（
発

電
所

内
）

に
よ

り
発

電
所

内
の

必
要

な
場

所
で

共
有

す
る

場
合

、
現

場
と

中
央

制
御

室
と

の
連

絡
に

は
携

行
型

通
話

装
置

を
使

用
し

、
現

場
又

は
中

央
制

御
室

と
緊

急
時

対
策

所
と

の
連

絡
に

は
衛

星
電

話
（

固
定

）
及

び

衛
星

電
話
（

携
帯

）
を

使
用

す
る

手
順

を
整

備
す

る
。
 

 a
.
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

 

特
に

重
要

な
パ

ラ
メ

ー
タ

を
可

搬
型

の
計

測
器

に

て
計

測
し

、
そ

の
結

果
を

通
信

設
備
（

発
電

所
内

）
に

よ
り

、
発

電
所

内
の

必
要

な
場

所
で

共
有

す
る

場
合

。
 

 b
.
 
操

作
手

順
 

操
作

手
順

に
つ

い
て

は
、
「

1
.
1
9
.
2
.
1
(
1
)
 
発

電
所

内
の

通
信

連
絡

を
す

る
必

要
の

あ
る

場
所

と
通

信
連

絡
を

行
う

た
め

の
手

順
等

」
に

て
整

備
す

る
。

 

特
に

重
要

な
パ

ラ
メ

ー
タ

を
計

測
す

る
手

順
等

は
、

「
1
.
1
1
 
使

用
済

燃
料

貯
蔵

槽
の

冷
却

等
の

た
め

の

手
順

等
」
の

う
ち

、
1
.
1
1
.
2
.
3
(
2
)「

可
搬

型
設

備
に

よ
る

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

の
状

態
監

視
」
、「

1
.
1
5
 
事

故
時

の
計

装
に

関
す

る
手

順
等

」
の

う
ち

、

1
.
1
5
.
2
.
2
(
1
)「

全
交

流
動

力
電

源
喪

失
及

び
直

流
電

源
喪

失
」
並

び
に
「

1
.
1
7
 
監

視
測

定
等

に
関

す
る

手

順
等

」
の

う
ち

、
1
.
1
7
.
2
.
1「

放
射

性
物

質
の

濃
度

及

び
放

射
線

量
の

測
定

の
手

順
等

」
及

び
1
.
1
7
.
2
.
2「

風

向
、
風

速
そ

の
他

の
気

象
条

件
の

測
定

の
手

順
等

」
に

て
整

備
す

る
。

 

 c
.
 
操

作
の

成
立

性
 

発
電

所
内

の
通

信
連

絡
を

行
う

た
め

の
設

備
に

よ

り
、

特
に

重
要

な
パ

ラ
メ

ー
タ

を
発

電
所

内
の

必
要

な
場

所
で

の
共

有
を

可
能

と
す

る
。

 

 

 
 

２
．
計

測
等

を
行

っ
た

特
に

重
要

な
パ

ラ
メ

ー
タ

を
発

電
所

内
の

必
要

な
場

所
で

共
有

す
る

手
順

等
 

発
電

所
対

策
本

部
は

、
直

流
電

源
喪

失
時

等
、
可

搬
型

の
計

測
器

に
て

、
炉

心
損

傷
防

止
お

よ
び

格
納

容
器

破
損

防
止

に
必

要
な

パ
ラ

メ
ー

タ
等

の
特

に
重

要
な

パ
ラ

メ
ー

タ
を

計
測

し
、

そ
の

結
果

を
通

信
設

備
（

発
電

所
内

）
に

よ
り

発
電

所
内

の
必

要
な

場
所

で
共

有
す

る
場

合
、
現

場
と

中
央

制
御

室
と

の
連

絡

に
は

携
行

型
通

話
装

置
を

使
用

し
、
現

場
ま

た
は

中
央

制
御

室

と
緊

急
時

対
策

所
と

の
連

絡
に

は
衛

星
電

話
（

固
定

）
お

よ
び

衛
星

電
話

（
携

帯
）

を
使

用
す

る
。

 

    (
1
)
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

 

特
に

重
要

な
パ

ラ
メ

ー
タ

を
可

搬
型

の
計

測
器

に
て

計
測

し
、

そ
の

結
果

を
通

信
設

備
（

発
電

所
内

）
に

よ
り

、
発

電
所

内
の

必

要
な

場
所

で
共

有
す

る
場

合
 

・
手

順
書

に
整

備
す

べ
き

事

項
は

、
継

続
し

て
遵

守
す

べ

き
事

項
で

あ
る

こ
と

か
ら

、

保
安

規
定

へ
記

載
す

る
。
記

載
は

、
行

為
者

及
び

行
為

内

容
と

す
る

。
 

        ・
手

順
着

手
の

判
断

基
準

は
、
速

や
か

に
操

作
を

行
う

た
め

の
必

要
条

件
で

あ
り

、

継
続

し
て

遵
守

す
べ

き
事

項
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
保

安

規
定

へ
記

載
す

る
。

 

・
操

作
手

順
の

内
容

に
つ

い

て
は

、
実

施
手

段
で

あ
る

こ

と
か

ら
、

2
次

文
書

他
に

記

載
す

る
 

・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

            ・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

    ・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

 

・
計

測
等

を
行

っ
た

特
に

重
要

な
パ

ラ
メ

ー
タ

を
発

電
所

内
の

必
要

な
場

所
で

共
有

す
る

手
順

に
つ

い
て

記
載

す
る

。
 

           ・
手

順
着

手
の

判
断

基
準

及
び

操
作

手
順

に
つ

い
て

記
載

す
る

。
 

・
手

順
着

手
の

判
断

基
準

 

特
に

重
要

な
パ

ラ
メ

ー
タ

を
可

搬
型

の
計

測
器

に
て

計
測

し
、

そ
の

結
果

を
通

信
設

備
（

発
電

所
内

）
に

よ
り

、
発

電
所

内
の

必
要

な
場

所
で

共
有

す
る

場
合

 

 ・
操

作
手

順
の

概
要

 

 
操

作
手

順
に

つ
い

て
は

、
「

1
.
1
9
.
2
.
1
(
1
)
 
発

電

所
内

の
通

信
連

絡
を

す
る

必
要

の
あ

る
場

所
と

通
信

連
絡

を
行

う
た

め
の

手
順

等
」

と
同

様
。

 

 
特

に
重

要
な

パ
ラ

メ
ー

タ
を

計
測

す
る

手
順

等

は
、
「

1
.
1
1
 
使

用
済

燃
料

貯
蔵

槽
の

冷
却

等
の

た
め

の
手

順
等

」
の

う
ち

、
1
.
1
1
.
2
.
3
(
2
)「

可
搬

型
設

備

に
よ

る
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
の

状
態

監
視

」
、「

1
.
1
5
 

事
故

時
の

計
装

に
関

す
る

手
順

等
」

の
う

ち
、

1
.
1
5
.
2
.
2
(
1
)「

全
交

流
動

力
電

源
喪

失
及

び
直

流
電

源
喪

失
」
並

び
に
「

1
.
1
7
 
監

視
測

定
等

に
関

す
る

手

順
等

」
の

う
ち

、
1
.
1
7
.
2
.
1
「

放
射

性
物

質
の

濃
度

及
び

放
射

線
量

の
測

定
の

手
順

等
」

及
び

1
.
1
7
.
2
.
2

「
風

向
、

風
速

そ
の

他
の

気
象

条
件

の
測

定
の

手
順

等
」

と
同

様
。

 

 

 通
信

連
絡

を
行

う
場

合
の

優
先

順
位

は
、
多

様
性

拡

張
設

備
で

あ
る

運
転

指
令

設
備

、
電

力
保

安
通

信
用

電
話

設
備
（

保
安

電
話
（

固
定

）
、
保

安
電

話
（

携
帯

）
）

及
び

無
線

通
話

装
置

の
使

用
を

優
先

す
る

。
多

様
性

拡
張

設
備

が
使

用
で

き
な

い
場

合
は

、
衛

星
電

話
（

固

定
）
、
衛

星
電

話
（

携
帯

）
及

び
携

行
型

通
話

装
置

を

使
用

す
る

。
 

d
.
 
優

先
順

位
 

特
に

重
要

な
パ

ラ
メ

ー
タ

を
可

搬
型

の
計

測
器

に

て
計

測
し

、
そ

の
結

果
を

通
信

設
備
（

発
電

所
内

）
に

よ
り

、
発

電
所

内
の

必
要

な
場

所
で

共
有

す
る

場
合

、

多
様

性
拡

張
設

備
で

あ
る

運
転

指
令

設
備

、
電

力
保

安
通

信
用

電
話

設
備
（

保
安

電
話
（

固
定

）
、
保

安
電

話
（

携
帯

）
）
及

び
無

線
通

話
装

置
の

使
用

を
優

先
す

る
。
多

様
性

拡
張

設
備

が
使

用
で

き
な

い
場

合
は

、
衛

星
電

話
（

固
定

）
、
衛

星
電

話
（

携
帯

）
及

び
携

行
型

通
話

装
置

を
使

用
す

る
。

 

（
配

慮
す

べ
き

事
項

）
 

○
 
優

先
順

位
 

通
信

連
絡

を
行

う
場

合
は

、
多

様
性

拡
張

設
備

で
あ

る
運

転

指
令

設
備

、
電

力
保

安
通

信
用

電
話

設
備
（

保
安

電
話
（

固
定

）
、

保
安

電
話
（

携
帯

）
）
お

よ
び

無
線

通
話

装
置

の
使

用
を

優
先

す
る

。
多

様
性

拡
張

設
備

が
使

用
で

き
な

い
場

合
は

、
衛

星
電

話
（

固
定

）
、
衛

星
電

話
（

携
帯

）
お

よ
び

携
行

型
通

話
装

置

を
使

用
す

る
。

 

・
優

先
順

位
は

、
継

続
し

て

遵
守

す
べ

き
事

項
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
保

安
規

定
に

記

載
す

る
。

 

・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

 

・
優

先
順

位
を

具
体

的
に

記
載

す
る

。
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上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
十
号

 ＋
 添

付
書
類

十
）

 
【

追
補

1
.1
9 

通
信

連
絡

に
関
す
る
手

順
等
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請
書

【
添

付
書

類
十

追
補

】
 

20
19

.1
2.

11
 

原
子

炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
 

（
対

応
手

順
等

）
 

発
電

所
外

（
社

内
外

）
と

の
通

信
連

絡
 

 

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

、
通

信
設

備
（

発
電

所
外

）
に

よ
り

、
緊

急
時

対
策

所
の

緊
急

安
全

対
策

要

員
が

、
緊

急
時

対
策

所
と

原
子

力
事

業
本

部
、
本

店
、

移
動

式
放

射
能

測
定

装
置
（

モ
ニ

タ
車

）
、
国

、
地

方

公
共

団
体

、
そ

の
他

関
係

機
関

等
と

の
間

で
通

信
連

絡
を

行
う

た
め

に
、
衛

星
電

話
（

固
定

）
、
衛

星
電

話

（
携

帯
）
、
衛

星
電

話
（

可
搬

）
、
緊

急
時

衛
星

通
報

シ
ス

テ
ム

及
び

統
合

原
子

力
防

災
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
に

接
続

す
る

通
信

連
絡

設
備
（

Ｔ
Ｖ

会
議

シ
ス

テ
ム

、
Ｉ

Ｐ
電

話
及

び
Ｉ

Ｐ
－

Ｆ
Ａ

Ｘ
）

を
使

用
す

る
。

 

全
交

流
動

力
電

源
喪

失
時

は
、
代

替
電

源
設

備
（

電

池
を

含
む

。
）

に
よ

り
、

こ
れ

ら
の

設
備

へ
給

電
す

る
。

 

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

、
デ

ー
タ

伝
送

設
備

（
発

電
所

外
）
に

よ
り

、
国

の
緊

急
時

対
策

支
援

シ
ス

テ
ム

（
Ｅ

Ｒ
Ｓ

Ｓ
）

等
へ

、
必

要
な

デ
ー

タ
を

伝
送

し
、
パ

ラ
メ

ー
タ

を
共

有
す

る
た

め
に

、
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

表
示

シ
ス

テ
ム
（

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

）
及

び
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

伝
送

シ
ス

テ
ム

を
使

用
す

る
。

 

 

1
.
1
9
.
2
.
2
 
発

電
所

外
（

社
内

外
）

と
の

通
信

連
絡

 

(
1
)
 
発

電
所

外
（

社
内

外
）
の

通
信

連
絡

を
す

る
必

要
の

あ
る

場
所

と
通

信
連

絡
を

行
う

た
め

の
手

順
等

 

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、
通

信
設

備
（

発
電

所
外

）
に

よ
り

、
緊

急
時

対
策

所
の

緊
急

安

全
対

策
要

員
が

、
緊

急
時

対
策

所
と

原
子

力
事

業
本

部
、
本

店
、
移

動
式

放
射

能
測

定
装

置
（

モ
ニ

タ
車

）
、

国
、
地

方
公

共
団

体
、
そ

の
他

関
係

機
関

等
と

の
間

で

通
信

連
絡

を
行

う
た

め
に

、
衛

星
電

話
（

固
定

）
、
衛

星
電

話
（

携
帯

）
、
衛

星
電

話
（

可
搬

）
、
統

合
原

子

力
防

災
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
に

接
続

す
る

通
信

連
絡

設
備

（
Ｔ

Ｖ
会

議
シ

ス
テ

ム
、

Ｉ
Ｐ

電
話

及
び

Ｉ
Ｐ

－
Ｆ

Ａ
Ｘ

）
、
加

入
電

話
、
加

入
フ

ァ
ク

シ
ミ

リ
、
携

帯
電

話
、

電
力

保
安

通
信

用
電

話
設

備
（

保
安

電
話

（
固

定
）
、
保

安
電

話
（

携
帯

）
及

び
衛

星
保

安
電

話
）
、

社
内

Ｔ
Ｖ

会
議

シ
ス

テ
ム

、
無

線
通

話
装

置
及

び
緊

急
時

衛
星

通
報

シ
ス

テ
ム

を
使

用
す

る
手

順
を

整
備

す
る

。
 

ま
た

、
デ

ー
タ

伝
送

設
備

（
発

電
所

外
）

に
よ

り
、

国
の

緊
急

時
対

策
支

援
シ

ス
テ

ム
（

Ｅ
Ｒ

Ｓ
Ｓ

）
等

へ
、
必

要
な

デ
ー

タ
を

伝
送

し
、
パ

ラ
メ

ー
タ

を
共

有

す
る

た
め

に
、
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

表
示

シ
ス

テ
ム
（

Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
）

及
び

安
全

パ
ラ

メ
ー

タ
伝

送
シ

ス
テ

ム
を

使
用

す
る

手
順

を
整

備
す

る
。

 

発
電

所
外

（
社

内
外

）
と

の
通

信
連

絡
 

１
．
発

電
所

外
（

社
内

外
）
の

通
信

連
絡

を
す

る
必

要
の

あ
る

場

所
と

通
信

連
絡

を
行

う
た

め
の

手
順

等
 

発
電

所
対

策
本

部
は

、
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
、
通

信
設

備
（

発
電

所
外

）
に

よ
り

、
緊

急
時

対
策

所
の

緊
急

安
全

対
策

要
員

が
、
緊

急
時

対
策

所
と

原
子

力
事

業
本

部
、
本

店
、

移
動

式
放

射
能

測
定

装
置
（

モ
ニ

タ
車

）
、
国

、
地

方
公

共
団

体
、

そ
の

他
関

係
機

関
等

と
の

間
で

通
信

連
絡

を
行

う
た

め
に

、
衛

星

電
話

（
固

定
）

、
衛

星
電

話
（

携
帯

）
、

衛
星

電
話

（
可

搬
）

、

緊
急

時
衛

星
通

報
シ

ス
テ

ム
お

よ
び

統
合

原
子

力
防

災
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
に

接
続

す
る

通
信

連
絡

設
備
（

Ｔ
Ｖ

会
議

シ
ス

テ
ム

、
Ｉ

Ｐ
電

話
お

よ
び

Ｉ
Ｐ

－
Ｆ

Ａ
Ｘ

）
を

使
用

す
る

。
 

ａ
．
全

交
流

動
力

電
源

喪
失

時
は

、
代

替
電

源
設

備
（

電
池

を

含
む

。
）

に
よ

り
、

こ
れ

ら
の

設
備

へ
給

電
す

る
。

 

ｂ
．
デ

ー
タ

伝
送

設
備
（

発
電

所
外

）
に

よ
り

、
国

の
緊

急
時

対
策

支
援

シ
ス

テ
ム
（

Ｅ
Ｒ

Ｓ
Ｓ

）
等

へ
、
必

要
な

デ
ー

タ

を
伝

送
し

、
パ

ラ
メ

ー
タ

を
共

有
す

る
た

め
に

、
安

全
パ

ラ

メ
ー

タ
表

示
シ

ス
テ

ム
（

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

）
お

よ
び

安
全

パ
ラ

メ

ー
タ

伝
送

シ
ス

テ
ム

を
使

用
す

る
。

 

・
手

順
書

に
整

備
す

べ
き

事

項
は

、
継

続
し

て
遵

守
す

べ

き
事

項
で

あ
る

こ
と

か
ら

、

保
安

規
定

へ
記

載
す

る
。
記

載
は

、
行

為
者

及
び

行
為

内

容
と

す
る

。
 

・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

 

・
発

電
所

内
の

通
信

連
絡

を
す

る
必

要
の

あ
る

場
所

と
通

信
連

絡
を

行
う

た
め

の
手

順
に

つ
い

て
記

載
す

る
。

 

 
a
.
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

 

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、
通

信
設

備
（

発
電

所
外

）
及

び
デ

ー
タ

伝
送

設
備

（
発

電
所

外
）
に

よ
り

、
発

電
所

外
（

社
内

外
）
の

通
信

連
絡

を

す
る

必
要

の
あ

る
場

所
と

通
信

連
絡

又
は

通
話

通
信

確
認

を
行

う
場

合
。

 

 b
.
 
操

作
手

順
 

(
a
)
 
衛

星
電

話
（

固
定

）
、
衛

星
電

話
（

携
帯

）
及

び
衛

星
電

話
（

可
搬

）
 

緊
急

時
対

策
所

の
緊

急
安

全
対

策
要

員
及

び
屋

外

の
緊

急
安

全
対

策
要

員
は

、
衛

星
電

話
（

固
定

）
及

び

衛
星

電
話
（

携
帯

）
を

使
用

し
、
原

子
力

事
業

本
部

、

本
店

、
国

、
地

方
公

共
団

体
、
そ

の
他

関
係

機
関

等
へ

通
信

連
絡

を
行

う
。
移

動
式

放
射

能
測

定
装

置
（

モ
ニ

タ
車

）
に

て
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
を

行
う

発
電

所
外

の
緊

急
安

全
対

策
要

員
は

、
衛

星
電

話
（

携
帯

）
を

使
用

し
、

緊
急

時
対

策
所

の
緊

急
安

全
対

策
要

員
へ

通
信

連
絡

を
行

う
。
ま

た
、
緊

急
時

対
策

所
の

緊
急

安
全

対

策
要

員
は

、
衛

星
電

話
（

可
搬

）
を

使
用

し
、
原

子
力

事
業

本
部

、
本

店
へ

通
信

連
絡

を
行

う
。
こ

れ
ら

の
衛

(
1
)
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

 

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、
通

信
設

備
（

発
電

所
外

）
お

よ
び

デ
ー

タ
伝

送
設

備
（

発
電

所
外

）
に

よ
り

、
発

電

所
外
（

社
内

外
）
の

通
信

連
絡

を
す

る
必

要
の

あ
る

場
所

と
通

信

連
絡

ま
た

は
通

話
通

信
確

認
を

行
う

場
合

 

・
手

順
着

手
の

判
断

基
準

は
、
速

や
か

に
操

作
を

行
う

た
め

の
必

要
条

件
で

あ
り

、

継
続

し
て

遵
守

す
べ

き
事

項
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
保

安

規
定

へ
記

載
す

る
。

 

               

・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

                   

・
手

順
着

手
の

判
断

基
準

及
び

操
作

手
順

に
つ

い
て

記
載

す
る

。
 

・
手

順
着

手
の

判
断

基
準

 

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、
通

信
設

備
（

発
電

所
外

）
お

よ
び

デ
ー

タ
伝

送
設

備
（

発
電

所
外

）
に

よ
り

、
発

電
所

外
（

社
内

外
）

の
通

信
連

絡
を

す
る

必
要

の
あ

る
場

所
と

通
信

連
絡

ま
た

は
通

話
通

信
確

認
を

行
う

場
合
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上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
十
号

 ＋
 添

付
書
類

十
）

 
【

追
補

1
.1
9 

通
信

連
絡

に
関
す
る
手

順
等
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請
書

【
添

付
書

類
十

追
補

】
 

20
19

.1
2.

11
 

原
子

炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
星

電
話
（

固
定

）
、
衛

星
電

話
（

可
搬

）
及

び
衛

星
電

話
（

携
帯

）
を

用
い

て
相

互
に

通
信

連
絡

又
は

通
話

通

信
確

認
を

行
う

た
め

の
対

応
と

し
て

、
以

下
の

手
順

が
あ

る
。

 

 ⅰ
.
 
衛

星
電

話
（

固
定

）
 

①
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

に
基

づ
き

、
通

信
連

絡

又
は

通
話

通
信

確
認

を
行

う
場

合
は

、
一

般
の

電
話

機
と

同
様

の
操

作
に

よ
り

、
通

信
先

の
電

話
番

号
を

ダ
イ

ヤ
ル

し
、

連
絡

す
る

。
 

 ⅱ
.
 
衛

星
電

話
（

携
帯

）
 

①
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

に
基

づ
き

、
通

信
連

絡

又
は

通
話

通
信

確
認

を
行

う
場

合
は

、
屋

外
で

電
源

を
「

入
」
操

作
し

、
充

電
池

の
残

量
及

び
電

波
の

受
信

状
態

を
確

認
す

る
。

 

②
 
充

電
池

の
残

量
が

少
な

い
場

合
、

別
の

端
末

と

交
換

す
る

。
 

③
 
一

般
の

携
帯

電
話

機
と

同
様

の
操

作
に

よ
り

、

通
信

先
の

電
話

番
号

を
ダ

イ
ヤ

ル
し

、
連

絡
を

す
る

。
 

④
 
使

用
中

に
充

電
池

の
残

量
が

少
な

く
な

っ
た

場

合
は

、
充

電
を

行
う

と
と

も
に

、
別

の
端

末
を

使
用

す

る
。

 

⑤
 
使

用
後

は
、
屋

外
で

電
源

を
「

切
」
操

作
す

る
。
 

 ⅲ
.
 
衛

星
電

話
（

可
搬

）
 

①
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

に
基

づ
き

、
通

信
連

絡

又
は

通
話

通
信

確
認

を
行

う
場

合
は

、
屋

外
に

必
要

な
設

備
を

設
置

後
、
屋

内
に

て
衛

星
電

話
（

可
搬

）
の

ケ
ー

ブ
ル

を
接

続
し

、
必

要
な

箇
所

と
通

話
通

信
確

認
を

行
い

、
端

末
の

健
全

性
を

確
認

す
る

。
 

②
 
一

般
の

電
話

機
と

同
様

の
操

作
に

よ
り

、
通

信

先
の

電
話

番
号

を
ダ

イ
ヤ

ル
し

て
、

通
信

連
絡

を
す

る
。

 

③
 
使

用
後

は
、
屋

内
に

て
衛

星
電

話
（

可
搬

）
の

ケ

ー
ブ

ル
を

切
り

離
し

後
、

屋
外

に
設

置
し

た
設

備
を

取
り

外
す

。
 

 

     ・
操

作
手

順
の

内
容

に
つ

い

て
は

、
実

施
手

段
で

あ
る

こ

と
か

ら
、

2
次

文
書

他
に

記

載
す

る
 

     ・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

     ・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

           ・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

 

     ・
操

作
手

順
の

概
要

 

ⅰ
.
 
衛

星
電

話
（

固
定

）
 

①
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

に
基

づ
き

、
通

信
連

絡

又
は

通
話

通
信

確
認

を
行

う
場

合
は

、
一

般
の

電

話
機

と
同

様
の

操
作

に
よ

り
、
通

信
先

の
電

話
番

号
を

ダ
イ

ヤ
ル

し
、

連
絡

す
る

。
 

 ⅱ
.
 
衛

星
電

話
（

携
帯

）
 

①
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

に
基

づ
き

、
通

信
連

絡

又
は

通
話

通
信

確
認

を
行

う
場

合
は

、
屋

外
で

電

源
を
「

入
」
操

作
し

、
充

電
池

の
残

量
及

び
電

波

の
受

信
状

態
を

確
認

す
る

。
 

②
 
充

電
池

の
残

量
が

少
な

い
場

合
、

別
の

端
末

と

交
換

す
る

。
 

③
 
一

般
の

携
帯

電
話

機
と

同
様

の
操

作
に

よ
り

、

通
信

先
の

電
話

番
号

を
ダ

イ
ヤ

ル
し

、
連

絡
を

す

る
。

 

④
 
使

用
中

に
充

電
池

の
残

量
が

少
な

く
な

っ
た

場

合
は

、
充

電
を

行
う

と
と

も
に

、
別

の
端

末
を

使

用
す

る
。

 

⑤
 
使

用
後

は
、

屋
外

で
電

源
を

「
切

」
操

作
す

る
。
 

 ⅲ
.
 
衛

星
電

話
（

可
搬

）
 

①
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

に
基

づ
き

、
通

信
連

絡

又
は

通
話

通
信

確
認

を
行

う
場

合
は

、
屋

外
に

必

要
な

設
備

を
設

置
後

、
屋

内
に

て
衛

星
電

話
（

可

搬
）
の

ケ
ー

ブ
ル

を
接

続
し

、
必

要
な

箇
所

と
通

話
通

信
確

認
を

行
い

、
端

末
の

健
全

性
を

確
認

す

る
。

 

②
 
一

般
の

電
話

機
と

同
様

の
操

作
に

よ
り

、
通

信

先
の

電
話

番
号

を
ダ

イ
ヤ

ル
し

て
、
通

信
連

絡
を

す
る

。
 

③
 
使

用
後

は
、
屋

内
に

て
衛

星
電

話
（

可
搬

）
の

ケ

ー
ブ

ル
を

切
り

離
し

後
、
屋

外
に

設
置

し
た

設
備

を
取

り
外

す
。

 

 

 
(
b
)
 
統

合
原

子
力

防
災

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

に
接

続
す

る
通

信
連

絡
設

備
（

Ｔ
Ｖ

会
議

シ
ス

テ
ム

、
Ｉ

Ｐ
電

話

及
び

Ｉ
Ｐ

－
Ｆ

Ａ
Ｘ

）
 

緊
急

時
対

策
所

の
緊

急
安

全
対

策
要

員
は

、
統

合
原

子
力

防
災

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

に
接

続
す

る
Ｔ

Ｖ
会

議
シ

ス
テ

ム
、
Ｉ

Ｐ
電

話
及

び
Ｉ

Ｐ
－

Ｆ
Ａ

Ｘ
を

使
用

し
、

原
子

力
事

業
本

部
、
本

店
、
国

及
び

地
方

公
共

団
体

へ

通
信

連
絡

又
は

通
話

通
信

確
認

を
行

う
た

め
の

対
応

と
し

て
、

以
下

の
手

順
が

あ
る

。
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上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
十
号

 ＋
 添

付
書
類

十
）

 
【

追
補

1
.1
9 

通
信

連
絡

に
関
す
る
手

順
等
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請
書

【
添

付
書

類
十

追
補

】
 

20
19

.1
2.

11
 

原
子

炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
ⅰ

.
 
Ｔ

Ｖ
会

議
シ

ス
テ

ム
 

①
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

に
基

づ
き

、
通

信
連

絡

又
は

通
話

通
信

確
認

を
行

う
場

合
は

、
モ

ニ
タ

の
電

源
を
「

入
」
操

作
後

、
Ｔ

Ｖ
会

議
シ

ス
テ

ム
の

待
ち

受

け
画

面
を

確
認

し
、

通
信

が
可

能
な

状
態

と
す

る
。

 

②
 
社

外
関

係
箇

所
と

通
信

連
絡

を
行

う
場

合
は

、

通
信

先
か

ら
接

続
さ

れ
る

ま
で

待
つ

。
社

内
関

係
箇

所
と

通
信

連
絡

を
行

う
場

合
は

、
リ

モ
コ

ン
操

作
に

よ
り

通
信

先
と

接
続

す
る

。
 

③
 
使

用
後

は
、
モ

ニ
タ

の
電

源
を
「

切
」
操

作
す

る
。
 

 ⅱ
.
 
Ｉ

Ｐ
電

話
 

①
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

に
基

づ
き

、
通

信
連

絡

又
は

通
話

通
信

確
認

を
行

う
場

合
は

、
一

般
の

電
話

機
と

同
様

の
操

作
に

よ
り

、
通

信
先

の
電

話
番

号
を

ダ
イ

ヤ
ル

し
、

連
絡

す
る

。
 

 ⅲ
.
 
Ｉ

Ｐ
－

Ｆ
Ａ

Ｘ
 

①
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

に
基

づ
き

、
通

信
連

絡

又
は

通
話

通
信

確
認

を
行

う
場

合
は

、
一

般
の

Ｆ
Ａ

Ｘ
と

同
様

の
操

作
に

よ
り

、
通

信
先

の
電

話
番

号
を

ダ
イ

ヤ
ル

又
は

短
縮

ダ
イ

ヤ
ル

ボ
タ

ン
を

押
し

、
連

絡
す

る
。

 

 

・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

          ・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

   ・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

 

ⅰ
.
 
Ｔ

Ｖ
会

議
シ

ス
テ

ム
 

①
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

に
基

づ
き

、
通

信
連

絡

又
は

通
話

通
信

確
認

を
行

う
場

合
は

、
モ

ニ
タ

の

電
源

を
「

入
」
操

作
後

、
Ｔ

Ｖ
会

議
シ

ス
テ

ム
の

待
ち

受
け

画
面

を
確

認
し

、
通

信
が

可
能

な
状

態

と
す

る
。

 

②
 
社

外
関

係
箇

所
と

通
信

連
絡

を
行

う
場

合
は

、

通
信

先
か

ら
接

続
さ

れ
る

ま
で

待
つ

。
社

内
関

係

箇
所

と
通

信
連

絡
を

行
う

場
合

は
、
リ

モ
コ

ン
操

作
に

よ
り

通
信

先
と

接
続

す
る

。
 

③
 
使

用
後

は
、
モ

ニ
タ

の
電

源
を
「

切
」
操

作
す

る
。
 

 ⅱ
.
 
Ｉ

Ｐ
電

話
 

①
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

に
基

づ
き

、
通

信
連

絡

又
は

通
話

通
信

確
認

を
行

う
場

合
は

、
一

般
の

電

話
機

と
同

様
の

操
作

に
よ

り
、
通

信
先

の
電

話
番

号
を

ダ
イ

ヤ
ル

し
、

連
絡

す
る

。
 

ⅲ
.
 
Ｉ

Ｐ
－

Ｆ
Ａ

Ｘ
 

①
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

に
基

づ
き

、
通

信
連

絡

又
は

通
話

通
信

確
認

を
行

う
場

合
は

、
一

般
の

Ｆ

Ａ
Ｘ

と
同

様
の

操
作

に
よ

り
、
通

信
先

の
電

話
番

号
を

ダ
イ

ヤ
ル

又
は

短
縮

ダ
イ

ヤ
ル

ボ
タ

ン
を

押
し

、
連

絡
す

る
。

 

 

 
(
c
)
 
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

表
示

シ
ス

テ
ム

（
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
）

及
び

安
全

パ
ラ

メ
ー

タ
伝

送
シ

ス
テ

ム
 

安
全

パ
ラ

メ
ー

タ
表

示
シ

ス
テ

ム
（

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

）
及

び
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

伝
送

シ
ス

テ
ム

に
よ

り
、

緊
急

時
対

策
支

援
シ

ス
テ

ム
（

Ｅ
Ｒ

Ｓ
Ｓ

）
等

へ
、
必

要
な

デ
ー

タ
の

伝
送

を
行

う
た

め
の

対
応

と
し

て
、

以
下

の
手

順
が

あ
る

。
 

 ⅰ
.
 
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

表
示

シ
ス

テ
ム

（
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
）

 

常
時

伝
送

を
行

う
た

め
、

通
常

操
作

は
必

要
な

い
。

な
お

、
中

央
制

御
室

で
警

報
を

常
時

監
視

す
る

。
 

 ⅱ
.
 
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

伝
送

シ
ス

テ
ム

 

常
時

伝
送

を
行

う
た

め
、

通
常

操
作

は
必

要
な

い
。

な
お

、
中

央
制

御
室

で
警

報
を

常
時

監
視

す
る

。
 

  

 
・

常
時

伝
送

を
行

う
た

め
、

手
順

を
必

要
と

し
な

い
こ

と
か

ら
、

記
載

し
な

い
。

 

 
 

 
(
d
)
 
加

入
電

話
、
加

入
フ

ァ
ク

シ
ミ

リ
及

び
携

帯
電

話
 

緊
急

時
対

策
所

の
緊

急
安

全
対

策
要

員
は

、
加

入
電

話
、
加

入
フ

ァ
ク

シ
ミ

リ
及

び
携

帯
電

話
を

使
用

し
、

原
子

力
事

業
本

部
、
本

店
、
国

、
地

方
公

共
団

体
、
そ

の
他

関
係

機
関

等
へ

通
信

連
絡

又
は

通
話

通
信

確
認

を
行

う
た

め
の

対
応

と
し

て
、
以

下
の

手
順

が
あ

る
。
 

  

 
・
操

作
手

順
の

内
容

に
つ

い

て
は

、
実

施
手

段
で

あ
る

こ

と
か

ら
、

2
次

文
書

他
に

記

載
す

る
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上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
十
号

 ＋
 添

付
書
類

十
）

 
【

追
補

1
.1
9 

通
信

連
絡

に
関
す
る
手

順
等
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請
書

【
添

付
書

類
十

追
補

】
 

20
19

.1
2.

11
 

原
子

炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
ⅰ

.
 
加

入
電

話
、
加

入
フ

ァ
ク

シ
ミ

リ
及

び
携

帯
電

話
 

①
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

に
基

づ
き

、
通

信
連

絡

又
は

通
話

通
信

確
認

を
行

う
場

合
は

、
一

般
の

電
話

機
、

携
帯

電
話

機
又

は
Ｆ

Ａ
Ｘ

と
同

様
の

操
作

に
よ

り
、

通
信

先
の

電
話

番
号

を
ダ

イ
ヤ

ル
又

は
短

縮
ダ

イ
ヤ

ル
ボ

タ
ン

を
押

し
、

連
絡

す
る

。
 

②
 
携

帯
電

話
は

、
屋

外
で

電
源

を
「

入
」
操

作
し

、

使
用

後
は

屋
外

で
電

源
「

切
」

操
作

す
る

。
 

③
 
携

帯
電

話
は

、
使

用
中

に
充

電
池

の
残

量
が

少

な
く

な
っ

た
場

合
は

、
充

電
を

行
う

と
と

も
に

、
別

の

端
末

を
使

用
す

る
。

 

 

・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

 

ⅰ
.
 
加

入
電

話
、
加

入
フ

ァ
ク

シ
ミ

リ
及

び
携

帯
電

話
 

①
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

に
基

づ
き

、
通

信
連

絡

又
は

通
話

通
信

確
認

を
行

う
場

合
は

、
一

般
の

電

話
機

、
携

帯
電

話
機

又
は

Ｆ
Ａ

Ｘ
と

同
様

の
操

作

に
よ

り
、
通

信
先

の
電

話
番

号
を

ダ
イ

ヤ
ル

又
は

短
縮

ダ
イ

ヤ
ル

ボ
タ

ン
を

押
し

、
連

絡
す

る
。

 

②
 
携

帯
電

話
は

、
屋

外
で

電
源

を
「

入
」
操

作
し

、

使
用

後
は

屋
外

で
電

源
「

切
」

操
作

す
る

。
 

③
 
携

帯
電

話
は

、
使

用
中

に
充

電
池

の
残

量
が

少

な
く

な
っ

た
場

合
は

、
充

電
を

行
う

と
と

も
に

、

別
の

端
末

を
使

用
す

る
。

 

 

 
(
e
)
 
電

力
保

安
通

信
用

電
話

設
備
（

保
安

電
話
（

固

定
）

、
保

安
電

話
（

携
帯

）
及

び
衛

星
保

安
電

話
）

 

緊
急

時
対

策
所

の
緊

急
安

全
対

策
要

員
は

、
保

安
電

話
（

固
定

）
、
保

安
電

話
（

携
帯

）
及

び
衛

星
保

安
電

話
を

使
用

し
、
原

子
力

事
業

本
部

、
本

店
等

へ
通

信
連

絡
又

は
通

話
通

信
確

認
を

行
う

た
め

の
対

応
と

し

て
、

以
下

の
手

順
が

あ
る

。
 

 ⅰ
.
 
保

安
電

話
（

固
定

）
、

保
安

電
話

（
携

帯
）

 

①
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

に
基

づ
き

、
通

信
連

絡

又
は

通
話

通
信

確
認

を
行

う
場

合
は

、
一

般
の

電
話

機
又

は
携

帯
電

話
機

と
同

様
の

操
作

に
よ

り
、

通
信

先
の

電
話

番
号

を
ダ

イ
ヤ

ル
し

、
連

絡
を

す
る

。
 

②
 
保

安
電

話
（

携
帯

）
の

充
電

池
の

残
量

が
少

な
く

な
っ

た
場

合
は

、
充

電
を

行
う

と
と

も
に

、
別

の
端

末

を
使

用
す

る
。

 

 ⅱ
.
 
衛

星
保

安
電

話
 

①
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

に
基

づ
き

、
通

信
連

絡

又
は

通
話

通
信

確
認

を
行

う
場

合
は

、
一

般
の

電
話

機
と

同
様

の
操

作
に

よ
り

、
通

信
先

の
電

話
番

号
を

ダ
イ

ヤ
ル

し
、

連
絡

を
す

る
。

 

 
 

・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

 

       ⅰ
.
 
保

安
電

話
（

固
定

）
、

保
安

電
話

（
携

帯
）

 

①
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

に
基

づ
き

、
通

信
連

絡

又
は

通
話

通
信

確
認

を
行

う
場

合
は

、
一

般
の

電

話
機

又
は

携
帯

電
話

機
と

同
様

の
操

作
に

よ
り

、

通
信

先
の

電
話

番
号

を
ダ

イ
ヤ

ル
し

、
連

絡
を

す

る
。

 

②
 
保

安
電

話
（

携
帯

）
の

充
電

池
の

残
量

が
少

な
く

な
っ

た
場

合
は

、
充

電
を

行
う

と
と

も
に

、
別

の

端
末

を
使

用
す

る
。

 

 ⅱ
.
 
衛

星
保

安
電

話
 

①
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

に
基

づ
き

、
通

信
連

絡

又
は

通
話

通
信

確
認

を
行

う
場

合
は

、
一

般
の

電

話
機

と
同

様
の

操
作

に
よ

り
、
通

信
先

の
電

話
番

号
を

ダ
イ

ヤ
ル

し
、

連
絡

を
す

る
。

 

 
(
f
)
 
社

内
Ｔ

Ｖ
会

議
シ

ス
テ

ム
 

緊
急

時
対

策
所

の
緊

急
安

全
対

策
要

員
は

、
社

内
Ｔ

Ｖ
会

議
シ

ス
テ

ム
に

よ
り

、
原

子
力

事
業

本
部

、
本

店

等
へ

通
信

連
絡

又
は

通
話

通
信

確
認

を
行

う
た

め
の

対
応

と
し

て
、

以
下

の
手

順
が

あ
る

。
 

 ⅰ
.
 
社

内
Ｔ

Ｖ
会

議
シ

ス
テ

ム
 

①
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

に
基

づ
き

、
通

信
連

絡

又
は

通
話

通
信

確
認

を
行

う
場

合
は

、
社

内
Ｔ

Ｖ
会

議
シ

ス
テ

ム
と

モ
ニ

タ
の

電
源

を
「

入
」
操

作
後

、
社

内
Ｔ

Ｖ
会

議
シ

ス
テ

ム
の

待
ち

受
け

画
面

を
確

認

し
、

通
信

が
可

能
な

状
態

と
す

る
。

 

②
 
操

作
端

末
に

よ
り

、
通

信
先

と
接

続
す

る
。

 

③
 
使

用
後

は
、

社
内

Ｔ
Ｖ

会
議

シ
ス

テ
ム

と
モ

ニ

タ
の

電
源

を
「

切
」

操
作

す
る

。
 

 
 

・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

 

       ⅰ
.
 
社

内
Ｔ

Ｖ
会

議
シ

ス
テ

ム
 

①
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

に
基

づ
き

、
通

信
連

絡

又
は

通
話

通
信

確
認

を
行

う
場

合
は

、
社

内
Ｔ

Ｖ

会
議

シ
ス

テ
ム

と
モ

ニ
タ

の
電

源
を
「

入
」
操

作

後
、
社

内
Ｔ

Ｖ
会

議
シ

ス
テ

ム
の

待
ち

受
け

画
面

を
確

認
し

、
通

信
が

可
能

な
状

態
と

す
る

。
 

②
 
操

作
端

末
に

よ
り

、
通

信
先

と
接

続
す

る
。

 

③
 
使

用
後

は
、

社
内

Ｔ
Ｖ

会
議

シ
ス

テ
ム

と
モ

ニ

タ
の

電
源

を
「

切
」

操
作

す
る

。
 

197



上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
十
号

 ＋
 添

付
書
類

十
）

 
【

追
補

1
.1
9 

通
信

連
絡

に
関
す
る
手

順
等
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請
書

【
添

付
書

類
十

追
補

】
 

20
19

.1
2.

11
 

原
子

炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
 

(
g
)
 
無

線
通

話
装

置
 

緊
急

時
対

策
所

の
緊

急
安

全
対

策
要

員
は

無
線

通

話
装

置
（

固
定

）
を

使
用

す
る

。
移

動
式

放
射

能
測

定

装
置
（

モ
ニ

タ
車

）
に

て
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
を

行
う

発
電

所
外

の
緊

急
安

全
対

策
要

員
は

、
無

線
通

話
装

置
（

車

載
）

を
使

用
す

る
。

 

こ
れ

ら
の

無
線

通
話

装
置

を
用

い
て

相
互

に
通

信

連
絡

又
は

通
話

通
信

確
認

を
行

う
た

め
の

対
応

と
し

て
、

以
下

の
手

順
が

あ
る

。
 

 ⅰ
.
 
無

線
通

話
装

置
（

固
定

）
 

①
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

に
基

づ
き

、
通

信
連

絡

又
は

通
話

通
信

確
認

を
行

う
場

合
は

、
電

源
を
「

入
」

操
作

す
る

。
 

②
 
通

話
ボ

タ
ン

を
押

し
、

連
絡

す
る

。
 

③
 
使

用
後

は
、

電
源

を
「

切
」

操
作

す
る

。
 

 ⅱ
．

 
無

線
通

話
装

置
（

車
載

）
 

①
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

に
基

づ
き

、
通

信
連

絡

又
は

通
話

通
信

確
認

を
行

う
場

合
は

、
電

源
を
「

入
」

操
作

す
る

。
 

②
 
通

話
ボ

タ
ン

を
押

し
、

連
絡

す
る

。
 

③
 
使

用
後

は
、

電
源

を
「

切
」

操
作

す
る

。
 

 
 

          ・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

     ・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

 

          ⅰ
.
 
無

線
通

話
装

置
（

固
定

）
 

①
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

に
基

づ
き

、
通

信
連

絡

又
は

通
話

通
信

確
認

を
行

う
場

合
は

、
電

源
を

「
入

」
操

作
す

る
。

 

②
 
通

話
ボ

タ
ン

を
押

し
、

連
絡

す
る

。
 

③
 
使

用
後

は
、

電
源

を
「

切
」

操
作

す
る

。
 

 ⅱ
．

 
無

線
通

話
装

置
（

車
載

）
 

①
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

に
基

づ
き

、
通

信
連

絡

又
は

通
話

通
信

確
認

を
行

う
場

合
は

、
電

源
を

「
入

」
操

作
す

る
。

 

②
 
通

話
ボ

タ
ン

を
押

し
、

連
絡

す
る

。
 

③
 
使

用
後

は
、

電
源

を
「

切
」

操
作

す
る

。
 

 
(
h
)
 
緊

急
時

衛
星

通
報

シ
ス

テ
ム

 

緊
急

時
対

策
所

の
緊

急
安

全
対

策
要

員
は

、
緊

急
時

衛
星

通
報

シ
ス

テ
ム

を
使

用
し

、
国

、
地

方
公

共
団

体

へ
通

信
連

絡
又

は
通

話
通

信
確

認
を

行
う

た
め

の
対

応
と

し
て

、
以

下
の

手
順

が
あ

る
。

 

 ⅰ
.
 
緊

急
時

衛
星

通
報

シ
ス

テ
ム

 

①
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

に
基

づ
き

、
通

信
連

絡

又
は

通
話

通
信

確
認

を
行

う
場

合
は

、
緊

急
時

衛
星

通
報

シ
ス

テ
ム

の
電

源
を
「

入
」
操

作
し

、
緊

急
時

通

報
シ

ス
テ

ム
の

ソ
フ

ト
を

起
動

後
、
「

通
報
・
メ

ニ
ュ

ー
」

画
面

よ
り

「
原

災
法

通
報

」
ボ

タ
ン

を
押

す
。

 

②
 
通

報
表

に
必

要
事

項
を

入
力

し
、「

Ｆ
Ａ

Ｘ
原

稿

イ
メ

ー
ジ

」
画

面
に

よ
り

記
載

内
容

を
確

認
す

る
。

 

③
 「

原
災

法
通

報
」
画

面
の
「

通
報

開
始

」
ボ

タ
ン

を
押

し
、

必
要

な
箇

所
へ

発
信

す
る

。
 

④
 
使

用
後

は
、

緊
急

時
衛

星
通

報
シ

ス
テ

ム
の

電

源
を

「
切

」
操

作
す

る
。

 

 c
.
 
操

作
の

成
立

性
 

衛
星

電
話

（
固

定
）
、

衛
星

電
話
（

携
帯

）
、
衛

星

電
話
（

可
搬

）
、
緊

急
時

衛
星

通
報

シ
ス

テ
ム

、
統

合

原
子

力
防

災
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
に

接
続

す
る

通
信

連
絡

設
備
（

Ｔ
Ｖ

会
議

シ
ス

テ
ム

、
Ｉ

Ｐ
電

話
及

び
Ｉ

Ｐ
－

Ｆ
Ａ

Ｘ
）
、
加

入
電

話
、
加

入
フ

ァ
ク

シ
ミ

リ
、
携

帯

電
話

、
電

力
保

安
通

信
用

電
話

設
備
（

保
安

電
話
（

固

定
）
、
保

安
電

話
（

携
帯

）
及

び
衛

星
保

安
電

話
）
、

社
内

Ｔ
Ｖ

会
議

シ
ス

テ
ム

及
び

無
線

通
話

装
置

は
、

特
別

な
技

量
を

要
す

る
こ

と
な

く
、

容
易

に
操

作
が

 
 

       ・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

 

       ⅰ
.
 
緊

急
時

衛
星

通
報

シ
ス

テ
ム

 

①
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

に
基

づ
き

、
通

信
連

絡

又
は

通
話

通
信

確
認

を
行

う
場

合
は

、
緊

急
時

衛

星
通

報
シ

ス
テ

ム
の

電
源

を
「

入
」
操

作
し

、
緊

急
時

通
報

シ
ス

テ
ム

の
ソ

フ
ト

を
起

動
後

、
「

通

報
・
メ

ニ
ュ

ー
」
画

面
よ

り
「

原
災

法
通

報
」
ボ

タ
ン

を
押

す
。

 

②
 
通

報
表

に
必

要
事

項
を

入
力

し
、「

Ｆ
Ａ

Ｘ
原

稿

イ
メ

ー
ジ

」
画

面
に

よ
り

記
載

内
容

を
確

認
す

る
。

 

③
 「

原
災

法
通

報
」
画

面
の
「

通
報

開
始

」
ボ

タ
ン

を
押

し
、

必
要

な
箇

所
へ

発
信

す
る

。
 

④
 
使

用
後

は
、

緊
急

時
衛

星
通

報
シ

ス
テ

ム
の

電

源
を

「
切

」
操

作
す

る
。
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上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
十
号

 ＋
 添

付
書
類

十
）

 
【

追
補

1
.1
9 

通
信

連
絡

に
関
す
る
手

順
等
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請
書

【
添

付
書

類
十

追
補

】
 

20
19

.1
2.

11
 

原
子

炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
可

能
で

あ
る

と
と

も
に

、
必

要
な

個
数

を
設

置
又

は

保
管

す
る

こ
と

に
よ

り
、

使
用

場
所

に
お

い
て

通
信

連
絡

を
す

る
必

要
の

あ
る

場
所

と
確

実
に

接
続

及
び

通
信

連
絡

を
行

う
こ

と
を

可
能

と
す

る
。

 

   通
信

連
絡

を
行

う
場

合
の

優
先

順
位

は
、

統
合

原

子
力

防
災

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

に
接

続
す

る
通

信
連

絡
設

備
（

Ｔ
Ｖ

会
議

シ
ス

テ
ム

、
Ｉ

Ｐ
電

話
及

び
Ｉ

Ｐ
－

Ｆ

Ａ
Ｘ

）
及

び
緊

急
時

衛
星

通
報

シ
ス

テ
ム

並
び

に
多

様
性

拡
張

設
備

で
あ

る
加

入
電

話
、

加
入

フ
ァ

ク
シ

ミ
リ

、
携

帯
電

話
、
電

力
保

安
通

信
用

電
話

設
備
（

保

安
電

話
（

固
定

）
、
保

安
電

話
（

携
帯

）
及

び
衛

星
保

安
電

話
）
、
社

内
Ｔ

Ｖ
会

議
シ

ス
テ

ム
及

び
無

線
通

話

装
置

の
使

用
を

優
先

す
る

。
 

多
様

性
拡

張
設

備
が

使
用

で
き

な
い

場
合

は
、

衛

星
電

話
（

固
定

）
、
衛

星
電

話
（

携
帯

）
及

び
衛

星
電

話
（

可
搬

）
を

使
用

す
る

。
 

 

d
.
 
優

先
順

位
 

緊
急

時
対

策
所

の
緊

急
安

全
対

策
要

員
が

、
原

子
力

事
業

本
部

、
本

店
、
国

、
地

方
公

共
団

体
、
そ

の
他

関

係
機

関
等

と
の

間
で

通
信

連
絡

を
行

う
場

合
、

統
合

原
子

力
防

災
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
に

接
続

す
る

通
信

連
絡

設
備
（

Ｔ
Ｖ

会
議

シ
ス

テ
ム

、
Ｉ

Ｐ
電

話
及

び
Ｉ

Ｐ
－

Ｆ
Ａ

Ｘ
）

及
び

緊
急

時
衛

星
通

報
シ

ス
テ

ム
並

び
に

多
様

性
拡

張
設

備
で

あ
る

、
加

入
電

話
、
加

入
フ

ァ
ク

シ
ミ

リ
、

携
帯

電
話

、
電

力
保

安
通

信
用

電
話

設
備

（
保

安
電

話
（

固
定

）
、
保

安
電

話
（

携
帯

）
及

び
衛

星
保

安
電

話
）
、
社

内
Ｔ

Ｖ
会

議
シ

ス
テ

ム
及

び
無

線

通
話

装
置

の
使

用
を

優
先

す
る

。
 

多
様

性
拡

張
設

備
が

使
用

で
き

な
い

場
合

は
、
衛

星

電
話
（

固
定

）
、
衛

星
電

話
（

携
帯

）
及

び
衛

星
電

話

（
可

搬
）

を
使

用
す

る
。

 

な
お

、
統

合
原

子
力

防
災

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

に
接

続
す

る
通

信
連

絡
設

備
（

Ｔ
Ｖ

会
議

シ
ス

テ
ム

、
Ｉ

Ｐ
電

話

及
び

Ｉ
Ｐ

－
Ｆ

Ａ
Ｘ

）
に

つ
い

て
は

、
緊

急
時

対
策

所

の
立

ち
上

げ
時

か
ら

使
用

す
る

。
社

内
Ｔ

Ｖ
会

議
シ

ス
テ

ム
は

、
緊

急
時

対
策

所
と

原
子

力
事

業
本

部
、
本

店
等

と
の

通
信

連
絡

用
と

し
て

必
要

に
応

じ
て

使
用

す
る

。
 

（
配

慮
す

べ
き

事
項

）
 

○
 
優

先
順

位
 

通
信

連
絡

を
行

う
場

合
は

、
統

合
原

子
力

防
災

ネ
ッ

ト
ワ

ー

ク
に

接
続

す
る

通
信

連
絡

設
備

（
Ｔ

Ｖ
会

議
シ

ス
テ

ム
、

Ｉ
Ｐ

電
話

お
よ

び
Ｉ

Ｐ
－

Ｆ
Ａ

Ｘ
）

お
よ

び
緊

急
時

衛
星

通
報

シ
ス

テ
ム

な
ら

び
に

多
様

性
拡

張
設

備
で

あ
る

、
加

入
電

話
、

加
入

フ
ァ

ク
シ

ミ
リ

、
携

帯
電

話
、
電

力
保

安
通

信
用

電
話

設
備
（

保

安
電

話
（

固
定

）
、
保

安
電

話
（

携
帯

）
、
衛

星
保

安
電

話
）
、

社
内

Ｔ
Ｖ

会
議

シ
ス

テ
ム

お
よ

び
無

線
通

話
装

置
の

使
用

を
優

先
す

る
。

多
様

性
拡

張
設

備
が

使
用

で
き

な
い

場
合

は
、

衛
星

電
話

（
固

定
）

、
衛

星
電

話
（

携
帯

）
お

よ
び

衛
星

電
話

（
可

搬
）

を
使

用
す

る
。

 

・
優

先
順

位
は

、
継

続
し

て

遵
守

す
べ

き
事

項
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
保

安
規

定
に

記

載
す

る
。

 

           ・
具

体
的

な
順

位
は

2
次

文

書
他

に
記

載
す

る
。

 

・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

 

・
優

先
順

位
を

具
体

的
に

記
載

す
る

。
 

              ・
統

合
原

子
力

防
災

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

に
接

続
す

る
通

信
連

絡
設

備
（

Ｔ
Ｖ

会
議

シ
ス

テ
ム

、
Ｉ

Ｐ
電

話
及

び
Ｉ

Ｐ
－

Ｆ
Ａ

Ｘ
）

に
つ

い
て

は
、

緊
急

時
対

策
所

の
立

ち
上

げ
時

か
ら

使
用

す
る

。
社

内
Ｔ

Ｖ
会

議
シ

ス
テ

ム
は

、
緊

急
時

対
策

所
と

原
子

力
事

業
本

部
、

本
店

等
と

の
通

信
連

絡
用

と
し

て
必

要
に

応
じ

て
使

用
す

る
。

 

   直
流

電
源

喪
失

時
等

、
可

搬
型

の
計

測
器

に
て

、
炉

心
損

傷
防

止
及

び
格

納
容

器
破

損
防

止
に

必
要

な
パ

ラ
メ

ー
タ

等
の

特
に

重
要

な
パ

ラ
メ

ー
タ

を
計

測

し
、
そ

の
結

果
を

通
信

設
備
（

発
電

所
外

）
に

よ
り

発

電
所

外
（

社
内

外
）

の
必

要
な

場
所

で
共

有
す

る
場

合
、

緊
急

時
対

策
所

と
原

子
力

事
業

本
部

、
本

店
、

国
、
地

方
公

共
団

体
等

と
の

連
絡

に
は

衛
星

電
話
（

固

定
）
、
衛

星
電

話
（

携
帯

）
、
衛

星
電

話
（

可
搬

）
及

び
統

合
原

子
力

防
災

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

に
接

続
す

る
通

信
連

絡
設

備
（

Ｔ
Ｖ

会
議

シ
ス

テ
ム

、
Ｉ

Ｐ
電

話
及

び

Ｉ
Ｐ

－
Ｆ

Ａ
Ｘ

）
を

使
用

す
る

。
 

全
交

流
動

力
電

源
喪

失
時

は
、
代

替
電

源
設

備
（

電

池
を

含
む

。
）

に
よ

り
、

こ
れ

ら
の

設
備

へ
給

電
す

る
。

 

 

(
2
)
 
計

測
等

を
行

っ
た

特
に

重
要

な
パ

ラ
メ

ー
タ

を
発

電
所

外
（

社
内

外
）
の

必
要

な
場

所
で

共
有

す
る

手
順

等
 

直
流

電
源

喪
失

時
等

、
可

搬
型

の
計

測
器

に
て

炉
心

損
傷

防
止

及
び

格
納

容
器

破
損

防
止

に
必

要
な

パ
ラ

メ
ー

タ
、
可

搬
型

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

水
位

、
可

搬
式

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

区
域

周
辺

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

、
発

電
所

周
辺

の
放

射
線

量
等

の
特

に
重

要
な

パ
ラ

メ
ー

タ
を

計
測

し
、
そ

の
結

果
を

通
信

設
備
（

発
電

所
外

）

に
よ

り
発

電
所

外
（

社
内

外
）
の

必
要

な
場

所
で

共
有

す
る

場
合

、
緊

急
時

対
策

所
と

原
子

力
事

業
本

部
、
本

店
、
国

、
地

方
公

共
団

体
等

と
の

連
絡

に
は

衛
星

電
話

（
固

定
）
、
衛

星
電

話
（

携
帯

）
、
衛

星
電

話
（

可
搬

）

及
び

統
合

原
子

力
防

災
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
に

接
続

す
る

通
信

連
絡

設
備
（

Ｔ
Ｖ

会
議

シ
ス

テ
ム

、
Ｉ

Ｐ
電

話
及

び
Ｉ

Ｐ
－

Ｆ
Ａ

Ｘ
）
を

使
用

す
る

手
順

を
整

備
す

る
。
 

  

２
．

計
測

等
を

行
っ

た
特

に
重

要
な

パ
ラ

メ
ー

タ
を

発
電

所
外

（
社

内
外

）
の

必
要

な
場

所
で

共
有

す
る

手
順

等
 

発
電

所
対

策
本

部
は

、
直

流
電

源
喪

失
時

等
、

可
搬

型
の

計

測
器

に
て

、
炉

心
損

傷
防

止
お

よ
び

格
納

容
器

破
損

防
止

に
必

要
な

パ
ラ

メ
ー

タ
等

の
特

に
重

要
な

パ
ラ

メ
ー

タ
を

計
測

し
、

そ
の

結
果

を
通

信
設

備
（

発
電

所
外

）
に

よ
り

発
電

所
外

（
社

内
外

）
の

必
要

な
場

所
で

共
有

す
る

場
合

、
緊

急
時

対
策

所
と

原
子

力
事

業
本

部
、

本
店

、
国

、
地

方
公

共
団

体
等

と
の

連
絡

に
は

衛
星

電
話

（
固

定
）

、
衛

星
電

話
（

携
帯

）
、

衛
星

電
話

（
可

搬
）

お
よ

び
統

合
原

子
力

防
災

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

に
接

続
す

る
通

信
連

絡
設

備
（

Ｔ
Ｖ

会
議

シ
ス

テ
ム

、
Ｉ

Ｐ
電

話
お

よ
び

Ｉ
Ｐ

－
Ｆ

Ａ
Ｘ

）
を

使
用

す
る

。
 

 

・
手

順
書

に
整

備
す

べ
き

事

項
は

、
継

続
し

て
遵

守
す

べ

き
事

項
で

あ
る

こ
と

か
ら

、

保
安

規
定

へ
記

載
す

る
。
記

載
は

、
行

為
者

及
び

行
為

内

容
と

す
る

。
 

・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

 

・
計

測
等

を
行

っ
た

特
に

重
要

な
パ

ラ
メ

ー
タ

を
発

電
所

外
の

必
要

な
場

所
で

共
有

す
る

手
順

に
つ

い
て

記
載

す
る

。
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上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
十
号

 ＋
 添

付
書
類

十
）

 
【

追
補

1
.1
9 

通
信

連
絡

に
関
す
る
手

順
等
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請
書

【
添

付
書

類
十

追
補

】
 

20
19

.1
2.

11
 

原
子

炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
 

a
.
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

 

特
に

重
要

な
パ

ラ
メ

ー
タ

を
可

搬
型

の
計

測
器

に

て
計

測
し

、
そ

の
結

果
を

通
信

設
備
（

発
電

所
外

）
に

よ
り

、
発

電
所

外
（

社
内

外
）
の

必
要

な
場

所
で

共
有

す
る

場
合

。
 

   b
.
 
操

作
手

順
 

操
作

手
順

に
つ

い
て

は
、
「

1
.
1
9
.
2
.
2
(
1
)
 
発

電
所

外
（

社
内

外
）
の

通
信

連
絡

を
す

る
必

要
の

あ
る

場
所

と
通

信
連

絡
を

行
う

た
め

の
手

順
等

」
に

て
整

備
す

る
。

 

特
に

重
要

な
パ

ラ
メ

ー
タ

を
計

測
す

る
手

順
等

は
、

「
1
.
1
1
 
使

用
済

燃
料

貯
蔵

槽
の

冷
却

等
の

た
め

の

手
順

等
」
の

う
ち

、
1
.
1
1
.
2
.
3
(
2
)「

可
搬

型
設

備
に

よ
る

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

の
状

態
監

視
」
、「

1
.
1
5
 
事

故
時

の
計

装
に

関
す

る
手

順
等

」
の

う
ち

、

1
.
1
5
.
2
.
2
(
1
)「

全
交

流
動

力
電

源
喪

失
及

び
直

流
電

源
喪

失
」
並

び
に
「

1
.
1
7
 
監

視
測

定
等

に
関

す
る

手

順
等

」
の

う
ち

、
1
.
1
7
.
2
.
1「

放
射

性
物

質
の

濃
度

及

び
放

射
線

量
の

測
定

の
手

順
等

」
及

び
1
.
1
7
.
2
.
2「

風

向
、
風

速
そ

の
他

の
気

象
条

件
の

測
定

の
手

順
等

」
に

て
整

備
す

る
。

 

c
.
 
操

作
の

成
立

性
 

発
電

所
外
（

社
内

外
）
と

の
通

信
連

絡
を

行
う

た
め

の
設

備
に

よ
り

、
特

に
重

要
な

パ
ラ

メ
ー

タ
を

発
電

所
外
（

社
内

外
）
の

必
要

な
場

所
で

共
有

を
可

能
と

す

る
。

 

(
1
)
 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

 

特
に

重
要

な
パ

ラ
メ

ー
タ

を
可

搬
型

の
計

測
器

に
て

計
測

し
、

そ
の

結
果

を
通

信
設

備
（

発
電

所
外

）
に

よ
り

、
発

電
所

外
（

社
内

外
）

の
必

要
な

場
所

で
共

有
す

る
場

合
 

・
手

順
着

手
の

判
断

基
準

は
、
速

や
か

に
操

作
を

行
う

た
め

の
必

要
条

件
で

あ
り

、

継
続

し
て

遵
守

す
べ

き
事

項
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
保

安

規
定

へ
記

載
す

る
。

 

   ・
操

作
手

順
の

内
容

に
つ

い

て
は

、
実

施
手

段
で

あ
る

こ

と
か

ら
、

2
次

文
書

他
に

記

載
す

る
 

 
・
手

順
着

手
の

判
断

基
準

及
び

操
作

手
順

に
つ

い
て

記
載

す
る

。
 

・
手

順
着

手
の

判
断

基
準

 

 
特

に
重

要
な

パ
ラ

メ
ー

タ
を

可
搬

型
の

計
測

器

に
て

計
測

し
、
そ

の
結

果
を

通
信

設
備
（

発
電

所

外
）
に

よ
り

、
発

電
所

外
（

社
内

外
）
の

必
要

な

場
所

で
共

有
す

る
場

合
。

 

 ・
操

作
手

順
の

概
要

 

操
作

手
順

に
つ

い
て

は
、

「
1
.
1
9
.
2
.
2
(
1
)
 
発

電
所

外
（

社
内

外
）

の
通

信
連

絡
を

す
る

必
要

の
あ

る
場

所
と

通
信

連
絡

を
行

う
た

め
の

手
順

等
」

と
同

様
。

 

 
特

に
重

要
な

パ
ラ

メ
ー

タ
を

計
測

す
る

手
順

等

は
、
「

1
.
1
1
 
使

用
済

燃
料

貯
蔵

槽
の

冷
却

等
の

た
め

の
手

順
等

」
の

う
ち

、
1
.
1
1
.
2
.
3
(
2
)「

可
搬

型
設

備

に
よ

る
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
の

状
態

監
視

」
、「

1
.
1
5
 

事
故

時
の

計
装

に
関

す
る

手
順

等
」

の
う

ち
、

1
.
1
5
.
2
.
2
(
1
)「

全
交

流
動

力
電

源
喪

失
及

び
直

流
電

源
喪

失
」
並

び
に
「

1
.
1
7
 
監

視
測

定
等

に
関

す
る

手

順
等

」
の

う
ち

、
1
.
1
7
.
2
.
1
「

放
射

性
物

質
の

濃
度

及
び

放
射

線
量

の
測

定
の

手
順

等
」

及
び

1
.
1
7
.
2
.
2

「
風

向
、

風
速

そ
の

他
の

気
象

条
件

の
測

定
の

手
順

等
」

と
同

様
。

 

通
信

連
絡

を
行

う
場

合
の

優
先

順
位

は
、
統

合
原

子

力
防

災
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
に

接
続

す
る

通
信

連
絡

設
備

（
Ｔ

Ｖ
会

議
シ

ス
テ

ム
、

Ｉ
Ｐ

電
話

及
び

Ｉ
Ｐ

－
Ｆ

Ａ
Ｘ

）
並

び
に

多
様

性
拡

張
設

備
で

あ
る

加
入

電
話

、

加
入

フ
ァ

ク
シ

ミ
リ

、
携

帯
電

話
、
電

力
保

安
通

信
用

電
話

設
備
（

保
安

電
話
（

固
定

）
、
保

安
電

話
（

携
帯

）

及
び

衛
星

保
安

電
話

）
、
社

内
Ｔ

Ｖ
会

議
シ

ス
テ

ム
及

び
無

線
通

話
装

置
の

使
用

を
優

先
す

る
。

多
様

性
拡

張
設

備
が

使
用

で
き

な
い

場
合

は
、

衛
星

電
話

（
固

定
）
、
衛

星
電

話
（

携
帯

）
及

び
衛

星
電

話
（

可
搬

）

を
使

用
す

る
。

 

d
.
 
優

先
順

位
 

特
に

重
要

な
パ

ラ
メ

ー
タ

を
可

搬
型

の
計

測
器

に

て
計

測
し

、
そ

の
結

果
を

通
信

設
備
（

発
電

所
外

）
に

よ
り

、
発

電
所

外
（

社
内

外
）
の

必
要

な
場

所
で

共
有

す
る

場
合

、
統

合
原

子
力

防
災

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

に
接

続
す

る
通

信
連

絡
設

備
（

Ｔ
Ｖ

会
議

シ
ス

テ
ム

、
Ｉ

Ｐ

電
話

及
び

Ｉ
Ｐ

－
Ｆ

Ａ
Ｘ

）
並

び
に

多
様

性
拡

張
設

備
で

あ
る

加
入

電
話

、
加

入
フ

ァ
ク

シ
ミ

リ
、
携

帯
電

話
、

電
力

保
安

通
信

用
電

話
設

備
（

保
安

電
話

（
固

定
）
、
保

安
電

話
（

携
帯

）
及

び
衛

星
保

安
電

話
）
、

社
内

Ｔ
Ｖ

会
議

シ
ス

テ
ム

及
び

無
線

通
話

装
置

の
使

用
を

優
先

す
る

。
多

様
性

拡
張

設
備

が
使

用
で

き
な

い
場

合
は

、
衛

星
電

話
（

固
定

）
、
衛

星
電

話
（

携
帯

）

及
び

衛
星

電
話

（
可

搬
）

を
使

用
す

る
。

 

（
配

慮
す

べ
き

事
項

）
 

○
 
優

先
順

位
 

通
信

連
絡

を
行

う
場

合
は

、
統

合
原

子
力

防
災

ネ
ッ

ト
ワ

ー

ク
に

接
続

す
る

通
信

連
絡

設
備

（
Ｔ

Ｖ
会

議
シ

ス
テ

ム
、

Ｉ
Ｐ

電
話

お
よ

び
Ｉ

Ｐ
－

Ｆ
Ａ

Ｘ
）

な
ら

び
に

多
様

性
拡

張
設

備
で

あ
る

、
加

入
電

話
、

加
入

フ
ァ

ク
シ

ミ
リ

、
携

帯
電

話
、

電
力

保
安

通
信

用
電

話
設

備
（

保
安

電
話
（

固
定

）
、
保

安
電

話
（

携

帯
）

、
衛

星
保

安
電

話
）

、
社

内
Ｔ

Ｖ
会

議
シ

ス
テ

ム
お

よ
び

無
線

通
話

装
置

の
使

用
を

優
先

す
る

。
多

様
性

拡
張

設
備

が
使

用
で

き
な

い
場

合
は

、
衛

星
電

話
（

固
定

）
、

衛
星

電
話

（
携

帯
）

お
よ

び
衛

星
電

話
（

可
搬

）
を

使
用

す
る

。
 

・
優

先
順

位
は

、
継

続
し

て

遵
守

す
べ

き
事

項
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
保

安
規

定
に

記

載
す

る
。

 

・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

 

・
優

先
順

位
を

具
体

的
に

記
載

す
る

。
 

（
配

慮
す

べ
き

事
項

）
 

電
源

確
保

 

全
交

流
動

力
電

源
喪

失
時

は
、

代
替

電
源

設
備

に

よ
り

、
衛

星
電

話
（

固
定

）
、
衛

星
電

話
（

可
搬

）
、

統
合

原
子

力
防

災
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
に

接
続

す
る

通
信

連
絡

設
備
（

Ｔ
Ｖ

会
議

シ
ス

テ
ム

、
Ｉ

Ｐ
電

話
及

び
Ｉ

Ｐ
－

Ｆ
Ａ

Ｘ
）
、
緊

急
時

衛
星

通
報

シ
ス

テ
ム

、
安

全

パ
ラ

メ
ー

タ
表

示
シ

ス
テ

ム
（

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

）
、
安

全
パ

 1
.
1
9
.
2
.
3
 
代

替
電

源
設

備
か

ら
給

電
す

る
手

順
等

 

全
交

流
動

力
電

源
喪

失
時

は
、
代

替
電

源
設

備
に

よ

り
衛

星
電

話
（

固
定

）
、
衛

星
電

話
（

可
搬

）
、
統

合

原
子

力
防

災
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
に

接
続

す
る

通
信

連
絡

設
備
（

Ｔ
Ｖ

会
議

シ
ス

テ
ム

、
Ｉ

Ｐ
電

話
及

び
Ｉ

Ｐ
－

Ｆ
Ａ

Ｘ
）
、
緊

急
時

衛
星

通
報

シ
ス

テ
ム

、
安

全
パ

ラ

メ
ー

タ
表

示
シ

ス
テ

ム
（

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

）
、
安

全
パ

ラ
メ

発
電

所
内

の
通

信
連

絡
・
発

電
所

外
（

社
内

外
）
と

の
通

信
連

絡
 （
配

慮
す

べ
き

事
項

）
 

○
 
代

替
電

源
設

備
か

ら
の

給
電

 

当
直

課
長

は
、
全

交
流

動
力

電
源

喪
失

時
は

、
代

替
電

源
設

備

に
よ

り
、
衛

星
電

話
（

固
定

）
、
衛

星
電

話
（

可
搬

）
、
統

合
原

子
力

防
災

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

に
接

続
す

る
通

信
連

絡
設

備
（

Ｔ
Ｖ

会

議
シ

ス
テ

ム
、
Ｉ

Ｐ
電

話
お

よ
び

Ｉ
Ｐ

－
Ｆ

Ａ
Ｘ

）
、
緊

急
時

衛

 
    ・

運
転

管
理

通
達

 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

 

    給
電

の
手

順
は

、
表

―
１

４
「

電
源

の
確

保
に

関
す

る
手

順
等

」
お

よ
び

表
―

１
８

「
緊

急
時

対
策

所
の

居
住

性
等

に
関

す
る

手
順

等
」

と
同

様
。
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上
流

文
書
（

設
置
変

更
許
可

申
請
書
）
か

ら
保
安
規

定
へ
の

記
載
内

容
（
本
文
十
号

 ＋
 添

付
書
類

十
）

 
【

追
補

1
.1
9 

通
信

連
絡

に
関
す
る
手

順
等
】
 

 

 

設
置

変
更
許

可
申
請

書
【
本

文
】

 
20

19
.1

2.
11

 
設

置
変
更
許

可
申
請
書

【
添

付
書

類
十

追
補

】
 

20
19

.1
2.

11
 

原
子

炉
施
設

保
安
規
定

 
社

内
規
定
文
書

 
記

載
す
べ
き

内
容

 
記

載
の
考
え
方

 
該

当
規
定
文
書

 
記

載
内
容
の

概
要

 
ラ

メ
ー

タ
伝

送
シ

ス
テ

ム
及

び
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
表

示
装

置

へ
給

電
す

る
。

 

給
電

の
手

順
は
「

1
.
1
4
 
電

源
の

確
保

に
関

す
る

手

順
等

」
及

び
「

1
.
1
8
 
緊

急
時

対
策

所
の

居
住

性
等

に

関
す

る
手

順
等

」
に

て
整

備
す

る
。

 

ー
タ

伝
送

シ
ス

テ
ム

及
び

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

表
示

装
置

へ
給

電
す

る
。

 

空
冷

式
非

常
用

発
電

装
置

か
ら

給
電

す
る

手
順

は
、

「
1
.
1
4
 
電

源
の

確
保

に
関

す
る

手
順

等
」

の
う

ち
、

1
.
1
4
.
2
.
1
(
1
)「

空
冷

式
非

常
用

発
電

装
置

に
よ

る
代

替
電

源
（

交
流

）
か

ら
の

給
電

」
に

て
整

備
す

る
。
ま

た
、
電

源
車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）
か

ら
給

電
す

る
手

順
は

、
「

1
.
1
8
 
緊

急
時

対
策

所
の

居
住

性
等

に
関

す

る
手

順
等

」
の

う
ち

、
1
.
1
8
.
2
.
4
(
1
)「

電
源

車
（

緊

急
時

対
策

所
用

）
に

よ
る

給
電

手
順

」
に

て
整

備
す

る
。

 

 

星
通

報
シ

ス
テ

ム
、
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

表
示

シ
ス

テ
ム
（

Ｓ
Ｐ

Ｄ

Ｓ
）
、
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

伝
送

シ
ス

テ
ム

お
よ

び
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
表

示

装
置

へ
給

電
す

る
。

 

給
電

の
手

順
は

、
表

―
１

４
「

電
源

の
確

保
に

関
す

る
手

順
等

」

お
よ

び
表

―
１

８
「

緊
急

時
対

策
所

の
居

住
性

等
に

関
す

る
手

順

等
」

参
照

。
 

 
衛

星
電

話
（

携
帯

）
の

電
源

は
、
充

電
池

を
使

用
す

る
。
使

用
前

及
び

使
用

中
の

充
電

池
の

残
量

確
認

で
、

残
量

が
少

な
い

場
合

、
別

の
端

末
と

交
換

す
る

こ
と

に
よ

り
継

続
し

て
通

話
を

可
能

と
し

、
使

用
後

の
充

電
池

は
、

中
央

制
御

室
又

は
緊

急
時

対
策

所
の

電
源

か
ら

充
電

す
る

。
 

ト
ラ

ン
シ

ー
バ

ー
の

電
源

は
、
充

電
池

又
は

乾
電

池

を
使

用
す

る
。
充

電
池

を
用

い
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

使
用

前
及

び
使

用
中

の
充

電
池

の
残

量
確

認
で

、
残

量
が

少
な

い
場

合
、

別
の

端
末

と
交

換
す

る
こ

と
に

よ
り

、
継

続
し

て
通

話
を

可
能

と
し

、
使

用
後

の
充

電

池
は

、
中

央
制

御
室

又
は

緊
急

時
対

策
所

の
電

源
か

ら
充

電
す

る
。
ま

た
、
乾

電
池

を
用

い
る

も
の

に
つ

い

て
は

、
使

用
前

及
び

使
用

中
の

乾
電

池
の

残
量

確
認

で
、
残

量
が

少
な

い
場

合
、
予

備
の

乾
電

池
と

交
換

す

る
こ

と
に

よ
り

、
7
日

間
以

上
継

続
し

て
の

通
話

を
可

能
と

す
る

。
 

携
行

型
通

話
装

置
の

電
源

は
、

乾
電

池
を

使
用

す

る
。
使

用
前

及
び

使
用

中
の

乾
電

池
の

残
量

確
認

で
、

残
量

が
少

な
い

場
合

、
予

備
の

乾
電

池
と

交
換

す
る

こ
と

に
よ

り
、
7
日

間
以

上
継

続
し

て
の

通
話

を
可

能

と
す

る
。

 

 
・
電

源
確

保
に

関
す

る
具

体

的
な

内
容

は
、

2
次

文
書

他

に
記

載
す

る
。

 

・
運

転
管

理
通

達
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

 

衛
星

電
話

（
携

帯
）

の
電

源
は

、
充

電
池

を
使

用

す
る

。
使

用
前

及
び

使
用

中
の

充
電

池
の

残
量

確
認

で
、

残
量

が
少

な
い

場
合

、
別

の
端

末
と

交
換

す
る

こ
と

に
よ

り
継

続
し

て
通

話
を

可
能

と
し

、
使

用
後

の
充

電
池

は
、

中
央

制
御

室
又

は
緊

急
時

対
策

所
の

電
源

か
ら

充
電

す
る

。
 

ト
ラ

ン
シ

ー
バ

ー
の

電
源

は
、

充
電

池
又

は
乾

電

池
を

使
用

す
る

。
充

電
池

を
用

い
る

も
の

に
つ

い
て

は
、
使

用
前

及
び

使
用

中
の

充
電

池
の

残
量

確
認

で
、

残
量

が
少

な
い

場
合

、
別

の
端

末
と

交
換

す
る

こ
と

に
よ

り
、

継
続

し
て

通
話

を
可

能
と

し
、

使
用

後
の

充
電

池
は

、
中

央
制

御
室

又
は

緊
急

時
対

策
所

の
電

源
か

ら
充

電
す

る
。

ま
た

、
乾

電
池

を
用

い
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

使
用

前
及

び
使

用
中

の
乾

電
池

の
残

量
確

認
で

、
残

量
が

少
な

い
場

合
、

予
備

の
乾

電
池

と
交

換
す

る
。

 

携
行

型
通

話
装

置
の

電
源

は
、

乾
電

池
を

使
用

す

る
。
使

用
前

及
び

使
用

中
の

乾
電

池
の

残
量

確
認

で
、

残
量

が
少

な
い

場
合

、
予

備
の

乾
電

池
と

交
換

す
る

。
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重大事故等対策における操作の成立性一覧表  
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１．重大事故等対策における操作の成立性について 
  設置変更許可申請書 本文 第 10.2 表に記載の重大事故等対策における操作の成立性に記載

の手順に対して、想定時間等を一部変更している。以下に変更内容を示すとともに、２件の各
保安規定申請（申請①及び申請②）への反映先を整理した。  

【保安規定申請】  

申請①：重大事故等対策に係る体制変更他に係る変更認可申請にて変更  

申請②：緊急時対策所の機能移行他に係る変更認可申請にて変更  

【変更理由】  

体制変更：要員振替（１，２号炉運転員→３，４号炉緊急安全対策要

員）による待機場所の変更に伴う想定時間の見直し  

緊対所 ：緊急時対策所の機能移行に伴う手順、想定時間等の見直し  

送水車 ：送水車を用いる手順の想定時間の見直し 

 

 

技能  

No. 
対応手段  

設 置 変 更 許 可 保安規定  

要員  
要員

数  

想定時

間  

第 10. 2 表  

変 更  

（ 〇 :有 、  

－ :無 ）  

申請①  申請②  

体制

変更  緊対所  
送水

車  

1.2 

タ ー ビ ン 動 補 助 給 水 ポ ン プ

（現場手動操作）及びタービ

ン 動 補 助 給 水 ポ ン プ 起 動 弁

（現場手動操作）によるター

ビン動補助給水ポンプの機能

回復  

－  －  －  －  
運転員等（中央制御

室、現場）  
5 45 分  

1.3 

タ ー ビ ン 動 補 助 給 水 ポ ン プ

（現場手動操作）及びタービ

ン 動 補 助 給 水 ポ ン プ 起 動 弁

（現場手動操作）によるター

ビン動補助給水ポンプの機能

回復  

－  －  －  －  
運転員等（中央制御

室、現場）  
5 45 分  

主蒸気逃がし弁（現場手動操

作）による主蒸気逃がし弁の

機能回復  

－  －  －  －  
運転員等（中央制御

室、現場）  
5 30 分  

窒素ボンベ（代替制御用空気

供給用）による加圧器逃がし

弁の機能回復  

○  ○  －  －  

運転員等  

（中央制御室、現

場）  

2 
45 分  

→ 55 分  

可搬式空気圧縮機（代替制御

用空気供給用）による加圧器

逃がし弁の機能回復  

－  －  －  －  
運転員等（中央制御

室、現場）  
2 55 分  

可搬型バッテリ（加圧器逃が

し弁用）による加圧器逃がし

弁の機能回復  

○  －  〇  －  

運転員等（中央制御

室、現場）、緊急安

全対策要員  

4 
65 分  

→ 75 分  

1.4 

Ａ 格 納 容 器 ス プ レ イ ポ ン プ

（ＲＨＲＳ－ＣＳＳ連絡ライ

ン使用）による代替炉心注水  

－  －  －  －  
運転員等（中央制御

室、現場）  
2 20 分  

恒設代替低圧注水ポンプによ

る代替炉心注水  
－  －  －  －  

運転員等（中央制御

室、現場）  
4 30 分  

可搬式代替低圧注水ポンプに

よる代替炉心注水  
○  －  〇  〇  

運転員等（中央制御

室）、緊急安全対策

要員（中央制御室、

現場）  

13 

4 時間  

→ 4.8 時

間  

Ａ 格 納 容 器 ス プ レ イ ポ ン プ

（ＲＨＲＳ－ＣＳＳ連絡ライ

ン使用）による代替再循環運

転  

－  －  －  －  
運転員等（中央制御

室、現場）  
2 15 分  
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技能  

No. 
対応手段  

設 置 変 更 許 可 保安規定  

要員  
要員

数  

想定時

間  

第 10. 2 表  

変 更  

（ 〇 :有 、  

－ :無 ）  

申請①  申請②  

体制

変更  緊対所  
送水

車  

Ｂ充てんポンプ（自己冷却）

による代替炉心注水  
－  －  －  －  

運転員等（中央制御

室、現場）、緊急安

全対策要員  

6 84 分  

蓄圧タンクによる代替炉心注

水  
－  －  －  －  

運転員等（中央制御

室、現場）  
2 15 分  

主蒸気逃がし弁（現場手動操

作）による蒸気放出  
－  －  －  －  

運転員等（中央制御

室、現場）  
5 30 分  

1.5 

主蒸気逃がし弁（現場手動操

作）による主蒸気逃がし弁の

機能回復  

－  －  －  －  
運転員等（中央制御

室、現場）  
5 30 分  

大容量ポンプを用いたＡ、Ｄ

格納容器再循環ユニットによ

る格納容器内自然対流冷却  

○  －  ○  －  

運転員等（中央制御

室）、緊急安全対策

要員（中央制御室、

現場）  

21 

8 時間  

→ 8.2 時

間  

大容量ポンプによる補機冷却

水（海水）通水  
○  －  ○  －  

緊急安全対策要員

（中央制御室、現

場）  

20 

9 時間  

→ 9.2 時

間  

1.6 

Ａ、Ｄ格納容器再循環ユニッ

トによる格納容器内自然対流

冷却  

－  －  －  －  

運転員等（中央制御

室、現場）、緊急安

全対策要員  

3 60 分  

恒設代替低圧注水ポンプによ

る代替格納容器スプレイ  
－  －  －  －  

運転員等（中央制御

室、現場）  
3 30 分  

大容量ポンプを用いたＡ、Ｄ

格納容器再循環ユニットによ

る格納容器内自然対流冷却  

○  －  ○  －  

運転員等（中央制御

室）、緊急安全対策

要員（中央制御室、

現場）  

21 

8 時間  

→ 8.2 時

間  

可搬式代替低圧注水ポンプに

よる代替格納容器スプレイ  
○  －  ○  ○  

緊急安全対策要員  

（中央制御室、現

場）  

12 

4 時間  

→ 4.8 時

間  

電源車（可搬式代替低圧注水

ポンプ用）、大容量ポンプへ

の燃料補給  

－  －  －  －  緊急安全対策要員  2 106 分  

送水車への燃料補給  ○  －  ○  －  緊急安全対策要員  2 
100 分  

→ 110 分  

1.7 

Ａ、Ｄ格納容器再循環ユニッ

トによる格納容器内自然対流

冷却  

－  －  －  －  

運転員等（中央制御

室、現場）、緊急安

全対策要員  

3 60 分  

恒設代替低圧注水ポンプによ

る代替格納容器スプレイ  
－  －  －  －  

運転員等（中央制御

室、現場）  
3 30 分  

可搬式代替低圧注水ポンプに

よる代替格納容器スプレイ  
○  －  ○  ○  

緊急安全対策要員

（中央制御室、現

場）  

12 

4 時間  

→ 4.8 時

間  

大容量ポンプを用いたＡ、Ｄ

格納容器再循環ユニットによ

る格納容器内自然対流冷却  

○  －  ○  －  

運転員等（中央制御

室）、緊急安全対策

要員（中央制御室、

現場）  

21 

8 時間  

→ 8.2 時

間  

1.8 
恒設代替低圧注水ポンプによ

る代替格納容器スプレイ  
－  －  －  －  

運転員等（中央制御

室、現場）  
3 30 分  
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技能  

No. 
対応手段  

設 置 変 更 許 可 保安規定  

要員  
要員

数  

想定時

間  

第 10. 2 表  

変 更  

（ 〇 :有 、  

－ :無 ）  

申請①  申請②  

体制

変更  緊対所  
送水

車  

可搬式代替低圧注水ポンプに

よる代替格納容器スプレイ  
○  －  ○  ○  

運転員等（中央制御

室）、緊急安全対策

要員（中央制御室、

現場）  

13 

4 時間  

→ 4.8 時

間  

Ａ 格 納 容 器 ス プ レ イ ポ ン プ

（ＲＨＲＳ－ＣＳＳ連絡ライ

ン使用）による代替炉心注水  

－  －  －  －  
運転員等（中央制御

室、現場）  
2 20 分  

恒設代替低圧注水ポンプによ

る代替炉心注水  
－  －  －  －  

運転員等（中央制御

室、現場）  
4 30 分  

可搬式代替低圧注水ポンプに

よる代替炉心注水  
○  －  ○  ○  

運転員等（中央制御

室）、緊急安全対策

要員（中央制御室、

現場）  

13 

4 時間  

→ 4.8 時

間  

B 充てんポンプ（自己冷却）

による代替炉心注水  
－  －  －  －  

運転員等（中央制御

室、現場）、緊急安

全対策要員  

6 84 分  

1.9 
可搬型格納容器水素ガス濃度

計  
○  ○  －  －  

運転員等（中央制御

室、現場）  
2 

50 分  

→ 60 分  

1.10 

水素排出（アニュラス空気浄

化設備）  

全交流動力電源又は常設直流

電源が喪失した場合の操作手

順  

窒素ボンベ（代替制御用空気

供給用）によるアニュラス空

気浄化設備の運転  

○  ○  －  －  
運転員等（中央制御

室、現場）  
2 

45 分  

→ 55 分  

水素排出（アニュラス空気浄

化設備）  

全交流動力電源又は常設直流

電源が喪失した場合の操作手

順  

可搬式空気圧縮機（代替制御

用空気供給用）によるアニュ

ラス空気浄化設備の運転  

－  －  －  －  
運転員等（中央制御

室、現場）  
2 55 分  

1.11 

海水から使用済燃料ピットへ

の注水  
○  －  〇  〇  緊急安全対策要員  5 

2.7 時間  

→  

3.4 

時間  

送水車による使用済燃料ピッ

トへのスプレイ  
○  －  〇  〇  緊急安全対策要員  7 

2 

時間→  

2.9 

時間  

大容量ポンプ（放水砲用）及

び放水砲による原子炉周辺建

屋（貯蔵槽内燃料体等）への

放水  

○  －  ○  －  緊急安全対策要員  12 

3.5 時間  

→ 3.7 時

間  

可搬型設備による使用済燃料

ピットの状態監視  
－  －  －  －  緊急安全対策要員  4 2 時間  

1.12 

大容量ポンプ（放水砲用）及

び放水砲による大気への拡散

抑制  

○  －  ○  －  緊急安全対策要員  12 

3.5 時間  

→ 3.7 時

間  

シルトフェンスによる海洋へ

の拡散抑制  
○  －  ○  －  緊急安全対策要員  12 

4 時間  

→ 4.2 時

間  

送水車及びスプレイヘッダに

よる大気への拡散抑制  
○  －  ○  ○  緊急安全対策要員  7 

2 時間  

→ 2.9 時

間  
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技能  

No. 
対応手段  

設 置 変 更 許 可 保安規定  

要員  
要員

数  

想定時

間  

第 10. 2 表  

変 更  

（ 〇 :有 、  

－ :無 ）  

申請①  申請②  

体制

変更  緊対所  
送水

車  

大容量ポンプ（放水砲用）、

放水砲及び泡混合器による航

空機燃料火災への泡消火  

○  －  ○  －  緊急安全対策要員  12 

3.5 時間  

→ 3.7 時

間  

1.13 

海水を用いた復水ピットへの

補給  
○  －  ○  ○  緊急安全対策要員  5 

3.4 時間  

→ 4.1 時

間  

燃料取替用水ピットから復水

ピットへの水源切替（炉心注

水時）  

○  －  ○  －  

運転員等（中央制御

室、現場）、緊急安

全対策要員  

6 
110 分  

→ 2 時間  

燃料取替用水ピットから海水

への水源切替（炉心注水時）  
○  －  ○  ○  

運転員等（中央制御

室）、緊急安全対策

要員（中央制御室、

現場）  

13 

4 時間  

→ 4.8 時

間  

燃料取替用水ピットから復水

ピットへの水源切替（格納容

器スプレイ時）  

○  －  ○  －  

運転員等（中央制御

室、現場）、緊急安

全対策要員  

5 

 

110 分  

→ 2 時間  

燃料取替用水ピットから海水

への水源切替（格納容器スプ

レイ時）  

○  －  ○  ○  

緊急安全対策要員  

（中央制御室、現

場）  

12 

4 時間  

→ 4.8 時

間  

復水ピットから燃料取替用水

ピットへの補給  
○  －  ○  －  

運転員等（中央制御

室、現場）、緊急安

全対策要員  

5 
100 分  

→ 110 分  

Ａ 格 納 容 器 ス プ レ イ ポ ン プ

（ＲＨＲＳ－ＣＳＳ連絡ライ

ン使用）による代替再循環運

転  

－  －  －  －  
運転員等（中央制御

室、現場）  
2 15 分  

海水から使用済燃料ピットへ

の注水  
○  －  ○  ○  緊急安全対策要員  5 

2.7 時間  

→ 3.4 時

間  

送水車による使用済燃料ピッ

ト又は原子炉周辺建屋（貯蔵

槽内燃料体等）へのスプレイ  

○  －  ○  ○  緊急安全対策要員  7 

2 時間  

→ 2.9 時

間  

大容量ポンプ（放水砲用）及

び放水砲による使用済燃料ピ

ット又は原子炉周辺建屋（貯

蔵槽内燃料体等）への放水  

○  －  ○  －  緊急安全対策要員  12 

3.5 時間  

→ 3.7 時

間  

大容量ポンプ（放水砲用）及

び放水砲による格納容器及び

アニュラス部への放水  

○  －  ○  －  緊急安全対策要員  12 

3.5 時間  

→ 3.7 時

間  

1.14 

空冷式非常用発電装置による

代替電源（交流）からの給電  
○  －  ○  －  

運転員等（中央制御

室、現場）  

4 

→ 3 
20 分  

号機間電力融通恒設ケーブ ル

（3 号～4 号）を使用した号機

間 融 通 に よ る 代 替 電 源 （ 交

流）からの給電  

－  －  －  －  

運転員等（中央制御

室、現場）、緊急安

全対策要員  

4 75 分  

電 源 車 に よ る 代 替 電 源 （ 交

流）からの給電  
○  －  ○  －  

運転員等（中央制御

室、現場）、緊急安

全対策要員  

7 
60 分  

→ 70 分  
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技能  

No. 
対応手段  

設 置 変 更 許 可 保安規定  

要員  
要員

数  

想定時

間  

第 10. 2 表  

変 更  

（ 〇 :有 、  

－ :無 ）  

申請①  申請②  

体制

変更  緊対所  
送水

車  

号機間電力融通予備ケーブル

（ 3 号～ 4 号 )を使用した号機

間 融 通 に よ る 代 替 電 源 （ 交

流）からの給電  

－  －  －  －  

運転員等（中央制御

室、現場）、緊急安

全対策要員  

8 2.4 時間  

蓄電池（安全防護系用）に よ

る代替電源（直流）からの 給

電 

－  －  －  －  
運転員等（中央制御

室、現場）  
2 20 分  

可搬式整流器による代替電 源

（直流）からの給電  
○  －  ○  －  

運転員等（現場）、

緊急安全対策要員  

3 

 

110 分  

→ 2 時間  

代替所内電気設備による交 流

及び直流の給電（空冷式非 常

用発電装置）  

○  －  ○  －  

運転員等（中央制御

室、現場）、緊急安

全対策要員  

4 
3.8 時間  

→ 4 時間  

空冷式非常用発電装置への燃

料 (重油 )補給  
○  －  ○  －  緊急安全対策要員  2 

2.1 時間  

→ 2.3 時

間  

電源車への燃料（重油）補給  ○  －  ○  －  緊急安全対策要員  2 

2.1 時間  

→ 2.3 時

間  

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 へ の 燃 料

（重油）補給  
○  －  ○  －  緊急安全対策要員  2 

90 分  

→ 100 分  

1.15 
可搬型計測器によるパラメ ー

タ計測又は監視  
－  －  －  －  緊急安全対策要員  2 35 分  

1.16 

中央制御室空調装置の運転 手

順（全交流動力電源が喪失し

た場合）  

○  －  ○  －  

運転員等（中央制御

室）、緊急安全対策

要員  

3 
60 分  

→ 70 分  

アニュラス空気浄化設備の運

転手順等  

(全 交 流 動 力 電 源 又 は 常 設 直

流電源が喪失した場合に窒素

ボ ン ベ (代 替 制 御 用 空 気 供 給

用 )に よ る ア ニ ュ ラ ス 空 気 浄

化設備の運転）  

○  ○  －  －  
運転員等  

（中央制御室、現

場）  

2 
45 分  

→ 55 分  

アニュラス空気浄化設備の運

転手順等  

(全 交 流 動 力 電 源 又 は 常 設 直

流電源が喪失した場合に可搬

式 空 気 圧 縮 機 (代 替 制 御 用 空

気 供 給 用 )に よ る ア ニ ュ ラ ス

空気浄化設備の運転）  

－  －  －  －  
運転員等  

（中央制御室、現

場）  

2 55 分  

1.17 

可搬式モニタリングポスト に

よる放射線量の代替測定  
－  －  －  －  緊急安全対策要員  4 3.5 時間  

可搬式モニタリングポスト に

よる原子炉格納施設を囲む 8

方位の放射線量の測定  

－  －  －  －  緊急安全対策要員  4 2.3 時間 

可搬型放射線計測装置によ る

空気中の放射性物質の濃度の

測定  

－  －  －  －  緊急安全対策要員  2 75 分  

可搬型放射線計測装置によ る

水中の放射性物質の濃度の測

定  

－  －  －  －  緊急安全対策要員  2 95 分  

可搬型放射線計測装置によ る

土壌中の放射性物質の濃度の

測定  

－  －  －  －  緊急安全対策要員  2 60 分  

海上モニタリング測定  －  －  －  －  緊急安全対策要員  4 2 時間 
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技能  

No. 
対応手段  

設 置 変 更 許 可 保安規定  

要員  
要員

数  

想定時

間  

第 10. 2 表  

変 更  

（ 〇 :有 、  

－ :無 ）  

申請①  申請②  

体制

変更  緊対所  
送水

車  

モニタリングステーション 、

モニタリングポスト及び可搬

式モニタリングポストのバッ

クグラウンド低減対策  

－  －  －  －  緊急安全対策要員  2 3 時間  

可 搬 式 気 象 観 測 装 置 に よ る

気 象 観 測 項目の 代 替 測 定  
－  －  －  －  緊急安全対策要員  6 2 時間  

1.18 

緊急時対策所可搬型空気浄化

装置運転手順  
○  －  ○  －  

運転員等＆  

緊急安全対策要員  

→緊急安全対策要員  

4 

→ 1 

60 分  

→ 34 分  

空気供給装置による空気供給

準備手順  
○  －  ○  －  緊急安全対策要員  

4 

→ 1 

70 分  

→ 55 分  

緊急時対策所内可搬型エリア

モニタ及び緊急時対策所外可

搬型エリアモニタ設置手順  

○  －  ○  －  緊急安全対策要員  2 
45 分  

→ 47 分  

空気供給装置への切替準備手

順  
○  －  ○  －  緊急時対策本部要員  

4 

→ 2 
4 分  

空気供給装置への切替手順  ○  －  ○  －  緊急時対策本部要員  
4 

→ 2 
2 分  

緊急時対策所可搬型空気浄化

装置への切替手順  
○  －  ○  －  緊急時対策本部要員  

4 

→ 2 
2 分  

緊急時対策所可搬型空気浄化

装置の切替手順  
○  －  ○  －  緊急時対策本部要員  1 

2 分  

→ 4 分  

電源車（緊急時対策所用）準

備手順  
○  －  ○  －  緊急安全対策要員  2 

20 分  

→ 24 分  

電源車（緊急時対策所用）起

動手順  
○  －  ○  －  

緊急時対策本部要員  

緊急安全対策要員  

3 

→ 2 

30 分  

→ 5 分  

電源車（緊急時対策所用）の

切替手順  
○  －  ○  －  

緊急安全対策要員→

緊急時対策本部要員  

2 

→ 1 

10 分  

→ 6 分  

電源車（緊急時対策所用）燃

料タンクへの燃料給油手順  
○  －  ○  －  緊急安全対策要員  3 

2.1 時間  

→ 2.3 時

間  

電源車（緊急時対策所用）の

待機運転手順→削除  
○  ー  ○  ー  緊急安全対策要員  1 10 分  
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２．自主的対策（多様性拡張設備）における手順の変更について 

設置変更許可添付書類十追補１ 技術的能力に記載の自主的な対策（多様性拡張設備）とし
て整備した手順についても一部変更を行う。変更を行う手順を以下に示す。（ただし、読み
込みを行う手順については省略） 

なお、自主的対策（多様性拡張設備）における手順については、保安規定ではなく社内規
定へ反映する。 

技能  

No. 
対応手段  

保安規定  

要員  要員数  想定時間  申請① 申請②  

体 制  

変 更  
緊 対 所  送 水 車  

1.4  

Ａ 格 納 容 器 ス プ レ イ ポ ン プ

（ 自 己 冷 却 ） （ Ｒ Ｈ Ｒ Ｓ － Ｃ

Ｓ Ｓ 連 絡 ラ イ ン 使 用 ） に よ る

代替炉心注水  

―  
(社内規定に反映 )  

運 転 員 等 （ 中 央 制 御 室 、 現

場）、緊急安全対策要員  6  85 分  
→ 95 分  

1 .5  

ポ ン プ 車 を 使 用 し た 蒸 気 発 生

器 ２ 次 側 の フ ィ ー ド ア ン ド ブ

リード  

緊 急 安 全 対 策 要 員 （ 中 央 制

御室、現場）  43  48 時間  
(TC の変更 )  

補 機 冷 却 水 （ 大 容 量 ポ ン プ 冷

却 ） に よ る 余 熱 除 去 ポ ン プ を

用いた代替炉心冷却  

運 転 員 等 （ 中 央 制 御 室 ） 、

緊急安全対策要員  21  7 時間  
→ 7.2 時間  

大 容 量 ポ ン プ を 用 い た Ｂ 制 御

用 空 気 圧 縮 機 （ 海 水 冷 却 ） に

よ る 主 蒸 気 逃 が し 弁 の 機 能 回

復  

緊 急 安 全 対 策 要 員 （ 中 央 制

御室、現場）  20  9 時間  
→ 9.2 時間  

1 .6  

Ａ 格 納 容 器 ス プ レ イ ポ ン プ

（ 自 己 冷 却 ） に よ る 代 替 格 納

容器スプレイ  

運 転 員 等 （ 中 央 制 御 室 、 現

場）、緊急安全対策要員  4  75 分  
→ 85 分  

可 搬 式 代 替 低 圧 注 水 ポ ン プ に

よ る 代 替 格 納 容 器 ス プ レ イ

（炉心損傷前）  

運 転 員 等 （ 中 央 制 御 室 ） 、

緊 急 安 全 対 策 要 員 （ 中 央 制

御室、現場）  
12  4 時間  

→ 4.8 時間  

1 .8  

可 搬 式 代 替 低 圧 注 水 ポ ン プ に

よる代替格納容器スプレイ  

運 転 員 等 （ 中 央 制 御 室 ） 、

緊 急 安 全 対 策 要 員 （ 中 央 制

御室、現場）  
13  4 時間  

→ 4.8 時間  

Ａ 格 納 容 器 ス プ レ イ ポ ン プ

（ 自 己 冷 却 ） に よ る 代 替 格 納

容器スプレイ  

運 転 員 等 （ 中 央 制 御 室 、 現

場）、緊急安全対策要員  4  75 分  
→ 85 分  

1 .12  

放 射 性 物 質 吸 着 剤 に よ る 放 射

性物質の吸着  緊急安全対策要員  22  12 時間  
(TC の変更 )  

化 学 消 防 自 動 車 及 び 小 型 動 力

ポ ン プ 付 水 槽 車 又 は 化 学 消 防

自 動 車 、 小 型 動 力 ポ ン プ 付 水

槽 車 及 び 中 型 放 水 銃 に よ る 泡

消火  

緊急安全対策要員  7  

・ 20 分 (消火

栓 (No .2 淡

水タンク )又
は防火水槽 )  

・ 2 時間 (海
水 )  

 (TC の変更 )  

送 水 車 （ 消 火 用 ） 及 び 中 型 放

水銃による泡消火  緊急安全対策要員  7  

・ 30 分 (消火

栓 (No .2 淡

水タンク )又
は防火水槽 )  

・ 2 時間 (海
水 )  
(TC の変更 )  

1 .13  

Ｎ ｏ ． ２ 淡 水 タ ン ク か ら 復 水

ピットへの補給  緊急安全対策要員  3  45 分  
→ 55 分  

Ｎ ｏ ． ２ 淡 水 タ ン ク か ら 燃 料

取替用水ピットへの補給  
運 転 員 等 （ 中 央 制 御 室 ） 、

緊急安全対策要員  4  45 分  
→ 55 分  

1 .14  代替所内電気設備による交流及

び直流の給電（電源車）  
運 転 員 等 （ 現 場 ） 、 緊 急 安

全対策要員  5  4 時間  
→ 4.2 時間  

1 .17 
移 動 式 放 射 能 測 定 装 置 （ モ ニ

タ 車 ） に よ る 空 気 中 の 放 射 性

物質の濃度の測定  

緊急安全対策要員  2 75 分  
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補足説明資料－３－（２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大飯発電所原子炉施設保安規定に係る補足説明資料 

 

上流文書（工事計画変更認可申請書）から保安規定への記載内容 
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基本設計方針他に記載された運用事項の整理 

 

 

１．本資料の構成について 

  今回の整理では、要目表、基本設計方針及び添付説明書にて記載された運用要求事項

は、条文毎にそれぞれ対応する記載を横並びで整理する。当社の資料構成の詳細について

は、別紙に示す。 

 

２．運用要求事項の抽出方法及びその結果について 

  今回の整理における運用要求の抽出は、要目表、基本設計方針及び添付資料をそれぞれ

に対して以下のステップで実施した。 

（１）運用要求の抽出 

要目表、基本設計方針及び添付資料における運用要求の抽出は、以下の手順で実施し

た。抽出のフローを図１に示す。 

Step1※１：基本設計方針については、「設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説

明書」に規定する「様式－８」※２にて逐条的に整理された基本設計方針のう

ち、要求種別が「運用要求」と整理された基本設計方針条文の抽出を行う。 

Step2※１：Step1 にて要求種別が「運用要求」以外と整理された基本設計方針条文、要目

表及び添付資料において「保安規定に定める」等と記載され、かつ設計所管が

運用で担保する事項であると判断した箇所の抽出を行う。 

Step3  ：今回の変更（補正含む）申請に含まれる運用事項に関する条文の変更を示す観

点から、保安規定変更（補正含む）申請の前後で、保安規定及び社内標準の変

更を伴うものを「基本設計方針他に記載された運用事項の整理」としてまとめ

た。また、変更を伴わないものは別リストとした。 

 

※１ 運用としての変更の有無に関わらず抽出 

※２ 様式－８：基準適合性を確保するための設計結果と適合性確認状況一覧表 

 

 

上記の抽出フローに基づいて抽出された運用に対し、関連する保安規定、社内標準

及び社内標準の具体的記載案を整理した。 

結果については、別添１「基本設計方針他に記載された運用事項の整理」及び別添

２「保安規定及び社内標準の変更を伴わない運用要求」にまとめた。 
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工認記載（要目表、基本設計方針、添付資料） 

YES 

運用要求事項として抽出 

STEP-1 

NO 

YES 
STEP-2 

様式-8 において「運

用要求」に分類され

ている事項か？※ 

運用要求事項ではない 

「保安規定に定め

る」等と記載されて

いる条文か？※ 

YES 

保安規定及び社内標準の変更を

伴わない運用要求 

NO 
 

STEP-3 

「基本設計方針他に記載された運用

事項の整理」の記載対象（別添１） 

保安規定及び社内標準

の変更を伴う事項か？ 

図１ 基本設計方針抽出フロー 

NO 

※ 運用としての変更の有無に関わらず抽出する。 
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３．保安規定への反映フォーマットの説明 

項  目 説 明 内 容 

基本設計方針 ○「青字（青下線）」により、保安規定および関連する社内規定文

書（2 次文書）に記載すべき内容を明確にする。 

○「緑字（緑下線）」により、関連する社内規定文書（2次文書）に

記載すべき内容を明確にする。 

○「様式条文」にて様式-８における技術基準規則条文を示す。 

○「施設区分」にて工事計画変更認可申請書における「施設区分 

を示す。 

説明資料 ○「青字（青下線）」により、保安規定および関連する社内規定文

書（2 次文書）に記載すべき内容を明確にする。 

○「緑字（緑下線）」により、関連する社内規定文書（2次文書）に

記載すべき内容を明確にする。 

○説明書番号／記載ページにて工事計画変更認可申請書（説明書）

における説明書番号及び記載ページを示す。 

保安規定（内容） ○「黒字（黒下線）」により、工事計画変更認可申請書（基本設計

方針・説明書）に定義した「保安規定」に定めるべき内容に対応し

た記載を示す。 

保安規定（備考） ○「保安規定（内容）」の補足説明を示す。 

社内標準 ○該当する社内規定文書（2 次文書他）を記載する。 

 

社内標準における具体的

記載案 

○社内標準における具体的記載案を示す。 
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「
基
本

設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運
用

事
項
の

整
理

」（
大
飯

３
、

４
号

機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

第
76

条
5
  

（
緊

急
時

対
策

所
）

 

6 
 放

射
線

管
理

施
設

 

２
．

１
 

中
央

制
御

室
、

緊
急

時
対

策
所

の
居

住
性

を
確

保
す

る
た

め
の

防
護

措
置

 
（

中
略

）
 

緊
急

時
対

策
所

の
身

体
サ

ー
ベ

イ
及

び
作

業
服

の
着

替
え

等
を

行
う

た
め

の
区

画
を

平
常

時
よ

り
設

け
る

設
計

と
す

る
。

こ
の

区
画

で
は

、
サ

ー
ベ

イ
メ

ー
タ

等
を

用
い

て
出

入
管

理
を

行
い

、
汚

染
の

持
ち

込
み

を
防

止
す

る
。

身
体

サ
ー

ベ
イ

の
結

果
、

対
策

要
員

の
汚

染
が

確
認

さ
れ

た
場

合
は

、
対

策
要

員
の

除
染

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
区

画
を

、
身

体
サ

ー
ベ

イ
を

行
う

区
画

に
隣

接
し

て
平

常
時

よ
り

設
け

る
設

計
と

す
る

。
 

 

添
15

-1
 

資
料

１
５

 
管

理
区

域
の

出
入

管
理

設
備

及
び

環
境

試
料

分
析

装
置

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.1

.1
 

緊
急

時
対

策
所

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
 

緊
急

時
対

策
所

の
外

側
が

汚
染

し
た

よ
う

な
状

況
下

に
お

い
て

、
緊

急
時

対
策

所
ヘ

の
汚

染
の

持
込

み
を

防
止

す
る

た
め

、
緊

急
時

対
策

所
の

出
入

口
付

近
に

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
を

そ
れ

ぞ
れ

平
常

時
よ

り
設

置
す

る
。

緊
急

時
対

策
所

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
の

設
置

場
所

及
び

配
置

を
第

1
図

に
示

す
。

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
内

に
は

、
防

護
具

類
の

脱
衣

エ
リ

ア
、

放
射

性
物

質
に

よ
る

汚
染

を
確

認
す

る
た

め
の

身
体

サ
ー

ベ
イ

エ
リ

ア
及

び
要

員
等

の
放

射
性

物
質

に
よ

る
汚

染
が

確
認

さ
れ

た
場

合
に

濡
れ

ウ
エ

ス
等

に
よ

る
拭

取
り

や
簡

易
シ

ャ
ワ

ー
で

除
染

を
行

う
除

染
エ

リ
ア

で
構

成
さ

れ
る

。
な

お
、

除
染

に
使

用
し

た
シ

ャ
ワ

ー
水

は
、

排
水

を
受

け
る

資
機

材
及

び
ウ

エ
ス

で
受

け
、

使
用

し
た

ウ
エ

ス
は

使
用

済
濡

れ
ウ

エ
ス

と
し

て
廃

棄
す

る
。

 
チ

ェ
ン

ジ
ン

グ
エ

リ
ア

は
設

営
用

資
機

材
で

区
画

し
、

防
護

具
類

、
除

染
用

資
機

材
、

汚
染

管
理

用
サ

ー
ベ

イ
メ

ー
タ

、
可

搬
型

照
明

等
を

配
備

す
る

。
設

営
用

資
機

材
や

防
護

具
類

、
可

搬
型

照
明

等
は

、
迅

速
な

対
応

を
行

う
た

め
に

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
設

営
場

所
近

辺
に

配
備

す
る

。
 

 
 

添
付

３
 

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施

基
準

 
（

第
１

８
条

の
５

お
よ

び
第

１
８

条
の

６
関

連
）

 
添

付
３

 
重

大
事

故
等

お
よ

び
大

規
模

損
壊

対
応

に
係

る
実

施
基

準
 

（
第

１
８

条
の

５
お

よ
び

第
１

８
条

の
６

関
連

）
 

 

１
．

１
 
 
体

制
の

整
備

、
教

育
訓

練
の

実
施

お
よ

び
資

機
材

の
配

備
 

(3
) 

資
機

材
の

配
備

 
ア

 
各

課
（

室
）
長

は
、
重

大
事

故
の

発
生

お
よ

び
拡

大
の

防
止

に
必

要
な

措
置

、
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
、
復

旧
作

業
お

よ
び

支
援

等
の

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
に

必
要

な
資

機
材

を
所

定
の

保
管

場
所

に
配

備
す

る
。

 
 表

－
１

８
 

操
作

手
順

 
１

８
．

緊
急

時
対

策
所

の
居

住
性

等
に

関
す

る
手

順
等

 
②

 対
応

手
段

 
必

要
な

数
の

要
員

の
収

容
 
 

緊
急

時
対

策
所

に
は

、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
指

示
を

行
う

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
に

加
え

、
原

子
炉

格
納

容
器

の
破

損
等

に
よ

る
発

電
所

外
へ

の
放

射
性

物
質

の
拡

散
を

抑
制

す
る

た
め

の
対

策
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

数
の

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
を

含
め

た
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
数

の
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

を
収

容
す

る
。

 
発

電
所

対
策

本
部

は
、

こ
れ

ら
の

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
を

収
容

す
る

た
め

、
以

下
の

手
順

等
に

よ
り

必
要

な
資

機
材

、
飲

料
水

、
食

料
等

を
配

備
す

る
と

と
も

に
、
維

持
、
管

理
し

、
放

射
線

管
理

等
の

運
用

を
行

う
。

 
 １

．
放

射
線

管
理

資
機

材
、
飲

料
水

、
食

料
等

の
維

持
管

理
等

に
つ

い
て

 
(1

) 
放

射
線

管
理

用
資

機
材

の
維

持
管

理
に

つ
い

て
 

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

指
示

を
行

う
要

員
や

現
場

作
業

を
行

う
要

員
等

の
対

策
要

員
の

装
備

(
線

量
計

、
マ

ス
ク

等
)
を

配
備

し
、

維
持

、
管

理
し

、
重

大
事

故
等

時
に

は
こ

れ
ら

を
用

い
て

十
分

な
放

射
線

管
理

を
行

う
。

 
少

な
く

と
も

外
部

か
ら

の
支

援
な

し
に

1
週

間
活

動
す

る
た

め
に

必
要

な
飲

料
水

、
食

料
等

を
備

蓄
し

、
維

持
、
管

理
し

、
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
は

、
緊

急
時

対
策

所
内

の
環

境
を

確
認

し
た

上
で

、
飲

食
の

管
理

を
行

う
。
 

 ２
．

放
射

線
管

理
に

つ
い

て
 

１
 
チ

ェ
ン

ジ
ン

グ
エ

リ
ア

の
運

用
手

順
 

緊
急

時
対

策
所

は
、

緊
急

時
対

策
所

へ
の

汚
染

の
持

ち
込

み
を

防
止

す
る

た
め

、
身

体
サ

ー
ベ

イ
お

よ
び

防
護

具
の

着
替

え
等

を
行

う
た

め
の

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
を

通
常

時
か

ら
設

置
し

、
緊

急
時

対
策

所
の

外
側

が
放

射
性

物
質

に
よ

り
汚

染
し

た
よ

う
な

状
況

下
に

な
っ

た
場

合
に

運
用

す
る

。
 

手
順

着
手

の
判

断
基

準
 

緊
急

時
対

策
所

外
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

等
に

 
て

放
射

線
量

を
監

視
し

、
プ

ル
ー

ム
の

通
過

お
よ

び
 

屋
外

作
業

可
能

な
レ

ベ
ル

ま
で

の
低

下
が

確
認

さ
 

れ
た

場
合

 
2
 緊

急
時

対
策

所
可

搬
型

空
気

浄
化

装
置

の
切

替
手

順
 

発
電

所
対

策
本

部
は

、
緊

急
時

対
策

所
非

常
用

空
気

 
浄

化
フ

ィ
ル

タ
ユ

ニ
ッ

ト
の

性
能

の
低

下
等

、
緊

急
時

 
対

策
所

非
常

用
空

気
浄

化
フ

ィ
ル

タ
ユ

ニ
ッ

ト
の

切
替

 
え

が
必

要
と

な
っ

た
場

合
、
待

機
側

へ
切

り
替

え
、
線

量
 

に
応

じ
、

交
換

、
保

管
す

る
。

 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

 
フ

ィ
ル

タ
ユ

ニ
ッ

ト
の

性
能

の
低

下
等

に
よ

り
 

運
転

中
の

緊
急

時
対

策
所

可
搬

型
空

気
浄

化
装

置
 

の
切

替
え

が
必

要
と

な
っ

た
場

合
 

 必
要

な
数

の
要

員
の

収
容

・
代

替
電

源
設

備
か

ら
の

給
電

 
（

配
慮

す
べ

き
事

項
）

 
○

 放
射

線
管

理
 

(
1)

 チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
内

で
は

現
場

作
業

を
行

う
緊

 
急

時
対

策
本

部
要

員
等

の
身

体
サ

ー
ベ

イ
を

行
い

、
汚

 
染

が
確

認
さ

れ
た

場
合

に
は

、
サ

ー
ベ

イ
エ

リ
ア

に
隣

 
接

し
た

除
染

エ
リ

ア
に

て
除

染
を

行
う

。
除

染
に

よ
る

 
廃

水
が

発
生

し
た

場
合

、
ウ

エ
ス

に
染

み
込

ま
せ

る
こ

 
と

で
放

射
性

廃
棄

物
と

し
て

廃
棄

す
る

。
 

 

－
 

 
運

転
管

理
通

達
 

－
 

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

 

【
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
】

 
 第

１
編

 
全

般
事

項
 

第
２

章
 
重

大
事

故
等

対
処

に
係

る
基

本
事

項
 

２
．

 
体

制
の

整
備

、
教

育
訓

練
の

実
施

お
よ

び
資

機
材

の
配

備
 

（
３

）
 
設

備
お

よ
び

資
機

材
の

配
備

 
ａ

．
 各

課
（

室
）

長
は

、
以

下
に

示
す

設
備

お
よ

び
資

機
材

を
別

紙
４

「
設

備
・
資

機
材

一
覧

」
の

通
り

所
定

の
保

管
場

所
に

配
備

す
る

。
ま

た
、

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
保

管
場

所
を

別
図

３
「

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

保
管

場
所

」
の

と
お

り
定

め
る

。
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

保
管

場
所

の
設

定
に

あ
た

っ
て

は
、
別

紙
１

１
「

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
・

保
管

場
所

の
概

要
」

を
考

慮
し

て
い

る
。

 
 

各
課
（

室
）
長

は
、
設

備
の

保
守

点
検

を
「

保
修

業
務

所
則

」
に

基
づ

き
実

施
し

、
資

機
材

の
保

守
点

検
を

別
紙

４
の

通
り

実
施

す
る

。
別

紙
４

に
て

点
検

頻
度

を
定

め
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

様
式

６
に

て
報

告
す

る
。

保
守

点
検

の
結

果
、
不

具
合

が
認

め
ら

れ
た

場
合

は
、
速

や
か

に
修

理
す

る
か

、
代

替
品

を
補

充
す

る
こ

と
に

よ
り

必
要

数
量

を
確

保
す

る
。

 
  第

２
編

 
重

大
事

故
等

対
処

の
た

め
の

手
順

 
第

２
章

 
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
対

応
操

作
 

１
７

．
 
緊

急
時

対
策

所
の

居
住

性
等

に
関

す
る

手
順

等
 

（
５

）
 
放

射
線

管
理

に
関

す
る

手
順

 
ａ

.
 チ

ェ
ン

ジ
ン

グ
エ

リ
ア

の
運

用
手

順
 

具
体

的
な

手
順

は
、

別
紙

９
－

１
５

－
６

の
と

お
り

 

第
76

条
6
  

（
緊

急
時

対
策

所
）

 

6 
放

射
線

管
理

施
設

 

２
．

１
 

中
央

制
御

室
、

緊
急

時
対

策
所

の
居

住
性

を
確

保
す

る
た

め
の

防
護

措
置

 
（

中
略

）
 

こ
れ

ら
の

対
応

に
必

要
な

資
機

材
の

管
理

に
つ

い
て

は
、

保
安

規
定

に
定

め
る

。
 

添
15

-2
 

資
料

１
５

 
管

理
区

域
の

出
入

管
理

設
備

及
び

環
境

試
料

分
析

装
置

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.1

.1
 緊

急
時

対
策

所
チ

ェ
ン

ジ
ン

グ
エ

リ
ア

 
（

中
略

）
 

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
は

設
営

用
資

機
材

で
区

画
し

、
防

護
具

類
、
除

染
用

資
機

材
、
汚

染
管

理
用

サ
ー

ベ
イ

メ
ー

タ
、

可
搬

型
照

明
等

を
配

備
す

る
。
設

営
用

資
機

材
や

防
護

具
類

、
可

搬
型

照
明

等
は

、
迅

速
な

対
応

を
行

う
た

め
に

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
設

営
場

所
近

辺
に

配
備

す
る

。
な

お
、
こ

れ
ら

の
資

機
材

の
管

理
は

保
安

規
定

に
定

め
る

。
 

 

 
１

．
１

 
 
体

制
の

整
備

、
教

育
訓

練
の

実
施

お
よ

び
資

機
材

の
配

備
 

(3
) 

資
機

材
の

配
備

 
ア

 
各

課
（

室
）
長

は
、
重

大
事

故
の

発
生

お
よ

び
拡

大
の

防
止

に
必

要
な

措
置

、
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
、
復

旧
作

業
お

よ
び

支
援

等
の

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
に

必
要

な
資

機
材

を
所

定
の

保
管

場
所

に
配

備
す

る
。

 
 表

－
１

８
 

操
作

手
順

 
１

８
．

緊
急

時
対

策
所

の
居

住
性

等
に

関
す

る
手

順
等

 
②

 対
応

手
段

 
必

要
な

数
の

要
員

の
収

容
 
 

緊
急

時
対

策
所

に
は

、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
指

示
を

行
う

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
に

加
え

、
原

子
炉

格
納

容
器

の
破

損
等

に
よ

る
発

電
所

外
へ

の
放

射
性

物
質

の
拡

散
を

抑
制

す
る

た
め

の
対

策
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要

 
運

転
管

理
通

達
 

－
 

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

 

【
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
】

 
第

１
編

 
全

般
事

項
 

第
２

章
 
重

大
事

故
等

対
処

に
係

る
基

本
事

項
 

２
．

 
体

制
の

整
備

、
教

育
訓

練
の

実
施

お
よ

び
資

機
材

の
配

備
 

（
３

）
 
設

備
お

よ
び

資
機

材
の

配
備

 
ａ

．
 各

課
（

室
）

長
は

、
以

下
に

示
す

設
備

お
よ

び
資

機
材

を
別

紙
４

「
設

備
・
資

機
材

一
覧

」
の

通
り

所
定

の
保

管
場

所
に

配
備

す
る

。
ま

た
、

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
保

管
場

所
を

別
図

３
「

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

保
管

場
所

」
の

と
お

り
定

め
る

。
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

保
管

場
所

の
設

定
に

あ
た

っ
て

は
、
別

紙
１

１
「

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
・

保
管

場
所

の
概

要
」

を
考

慮
し

て
い

る
。

 
 

各
課
（

室
）
長

は
、
設

備
の

保
守

点
検

を
「

保
修

業
務

所
則

」
に

基
づ

き
実

施
し

、
資

機
材

の
保

守
点

検
を

別
紙

４
の

通
り

実
施

す
る

。
別

紙
４

に
て

点
検

頻
度

を
定

め
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

様
式

６
に

て
報

告
す

る
。

保
守

点
検

の
結

果
、
不

具
合

が
認

め
ら

れ
た

場
合

は
、
速

や
か

に
修

理
す

る
か

、
代

替
品

を
補

充
す

る
こ

と
に

よ
り

必
要

数
量

を
確

保
す

る
。

 

214



「
基
本

設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運
用

事
項
の

整
理

」（
大
飯

３
、

４
号

機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

な
数

の
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

を
含

め
た

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

数
の

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
を

収
容

す
る

。
 

発
電

所
対

策
本

部
は

、
こ

れ
ら

の
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

を
収

容
す

る
た

め
、
以

下
の

手
順

等
に

よ
り

必
要

な
資

機
材

、
飲

料
水

、
食

料
等

を
配

備
す

る
と

と
も

に
、
維

持
、
管

理
し

、
放

射
線

管
理

等
の

運
用

を
行

う
。

 
 １

．
放

射
線

管
理

資
機

材
、
飲

料
水

、
食

料
等

の
維

持
管

理
等

に
つ

い
て

 
(1

) 
放

射
線

管
理

用
資

機
材

の
維

持
管

理
に

つ
い

て
 

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

指
示

を
行

う
要

員
や

現
場

作
業

を
行

う
要

員
等

の
対

策
要

員
の

装
備

(
線

量
計

、
マ

ス
ク

等
)
を

配
備

し
、

維
持

、
管

理
し

、
重

大
事

故
等

時
に

は
こ

れ
ら

を
用

い
て

十
分

な
放

射
線

管
理

を
行

う
。

 
少

な
く

と
も

外
部

か
ら

の
支

援
な

し
に

1
週

間
活

動
す

る
た

め
に

必
要

な
飲

料
水

、
食

料
等

を
備

蓄
し

、
維

持
、
管

理
し

、
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
は

、
緊

急
時

対
策

所
内

の
環

境
を

確
認

し
た

上
で

、
飲

食
の

管
理

を
行

う
。
 

 ２
．

放
射

線
管

理
に

つ
い

て
 

１
 
チ

ェ
ン

ジ
ン

グ
エ

リ
ア

の
運

用
手

順
 

緊
急

時
対

策
所

は
、

緊
急

時
対

策
所

へ
の

汚
染

の
持

ち
込

み
を

防
止

す
る

た
め

、
身

体
サ

ー
ベ

イ
お

よ
び

防
護

具
の

着
替

え
等

を
行

う
た

め
の

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
を

通
常

時
か

ら
設

置
し

、
緊

急
時

対
策

所
の

外
側

が
放

射
性

物
質

に
よ

り
汚

染
し

た
よ

う
な

状
況

下
に

な
っ

た
場

合
に

運
用

す
る

。
 

手
順

着
手

の
判

断
基

準
 

緊
急

時
対

策
所

外
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

等
に

 
て

放
射

線
量

を
監

視
し

、
プ

ル
ー

ム
の

通
過

お
よ

び
 

屋
外

作
業

可
能

な
レ

ベ
ル

ま
で

の
低

下
が

確
認

さ
 

れ
た

場
合

 
 

2
 緊

急
時

対
策

所
可

搬
型

空
気

浄
化

装
置

の
切

替
手

順
 

発
電

所
対

策
本

部
は

、
緊

急
時

対
策

所
非

常
用

空
気

 
浄

化
フ

ィ
ル

タ
ユ

ニ
ッ

ト
の

性
能

の
低

下
等

、
緊

急
時

 
対

策
所

非
常

用
空

気
浄

化
フ

ィ
ル

タ
ユ

ニ
ッ

ト
の

切
替

 
え

が
必

要
と

な
っ

た
場

合
、
待

機
側

へ
切

り
替

え
、
線

量
 

に
応

じ
、

交
換

、
保

管
す

る
。

 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

 
フ

ィ
ル

タ
ユ

ニ
ッ

ト
の

性
能

の
低

下
等

に
よ

り
 

運
転

中
の

緊
急

時
対

策
所

可
搬

型
空

気
浄

化
装

置
 

の
切

替
え

が
必

要
と

な
っ

た
場

合
 

 必
要

な
数

の
要

員
の

収
容

・
代

替
電

源
設

備
か

ら
の

給
電

 
（

配
慮

す
べ

き
事

項
）

 
○

 放
射

線
管

理
 

(
1)

 チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
内

で
は

現
場

作
業

を
行

う
緊

 
急

時
対

策
本

部
要

員
等

の
身

体
サ

ー
ベ

イ
を

行
い

、
汚

 
染

が
確

認
さ

れ
た

場
合

に
は

、
サ

ー
ベ

イ
エ

リ
ア

に
隣

 
接

し
た

除
染

エ
リ

ア
に

て
除

染
を

行
う

。
除

染
に

よ
る

 
廃

水
が

発
生

し
た

場
合

、
ウ

エ
ス

に
染

み
込

ま
せ

る
こ

 
と

で
放

射
性

廃
棄

物
と

し
て

廃
棄

す
る

。
 

 

 

第
76

条
7
  

（
緊

急
時

対
策

所
）

 

8-
9 

緊
急

時
対

策
所

 

１
．

１
 

緊
急

時
対

策
所

の
設

置
等

 
（

３
）

緊
急

時
対

策
所

は
、

以
下

の
措

置
又

は
設

備
を

備
え

る
こ

と
に

よ
り

緊
急

時
対

策
所

機
能

を
確

保
す

る
。

 
ａ

．
居

住
性

の
確

保
 

（
中

略
）

 
緊

急
時

対
策

所
は

、
重

大
事

故
等

が
発

生
し

、
緊

急
時

対
策

所
の

外
側

が
放

射
性

物
質

に
よ

り
汚

染
し

た
よ

う
な

状
況

下
に

お
い

て
、

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

の
要

員
が

緊
急

時
対

策
所

の
外

側
か

ら
室

内
に

放
射

性
物

質
に

よ
る

汚
染

を
持

ち
込

む
こ

と
を

防
止

で
き

る
よ

う
、

身
体

サ
ー

ベ
イ

及
び

作
業

服
の

着
替

え
等

を
行

う
た

め
の

区
画

を
設

置
す

る
設

計
と

す
る

。
身

体
サ

ー
ベ

イ
及

び
作

業
服

の
着

替
え

等
を

行
う

た
め

の
区

画
で

は
、

放
射

線
管

理
用

計
測

装
置

等
を

用
い

て
出

入
管

理
を

行
い

、
汚

染
の

持
ち

込
み

を
防

止
す

る
。

 

添
15

-1
 

資
料

１
５

 
管

理
区

域
の

出
入

管
理

設
備

及
び

環
境

試
料

分
析

装
置

に
関

す
る

説
明

書
 

3
.1

.1
 

緊
急

時
対

策
所

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
 

緊
急

時
対

策
所

の
外

側
が

汚
染

し
た

よ
う

な
状

況
下

に
お

い
て

、
緊

急
時

対
策

所
ヘ

の
汚

染
の

持
込

み
を

防
止

す
る

た
め

、
緊

急
時

対
策

所
の

出
入

口
付

近
に

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
を

そ
れ

ぞ
れ

平
常

時
よ

り
設

置
す

る
。

緊
急

時
対

策
所

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
の

設
置

場
所

及
び

配
置

を
第

1
図

に
示

す
。

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
内

に
は

、
防

護
具

類
の

脱
衣

エ
リ

ア
、

放
射

性
物

質
に

よ
る

汚
染

を
確

認
す

る
た

め
の

身
体

サ
ー

ベ
イ

エ
リ

ア
及

び
要

員
等

の
放

射
性

物
質

に
よ

る
汚

染
が

確
認

さ
れ

た
場

合
に

濡
れ

ウ
エ

ス
等

に
よ

る
拭

取
り

や
簡

易
シ

ャ
ワ

ー
で

除
染

を
行

う
除

染
エ

リ
ア

で
構

成
さ

れ
る

。
な

お
、

除
染

に
使

用
し

た
シ

ャ
ワ

ー
水

は
、

排
水

を
受

け
る

資
機

材
及

び
ウ

エ
ス

で
受

け
、

使
用

し
た

ウ
エ

ス
は

使
用

済
濡

れ
ウ

エ
ス

と
し

て
廃

棄
す

る
。

 
チ

ェ
ン

ジ
ン

グ
エ

リ
ア

は
設

営
用

資
機

材
で

区
画

し
、

防
護

具
類

、
除

染
用

資
機

材
、

汚
染

管
理

用
サ

ー
ベ

イ
メ

ー
タ

、
可

搬
型

照
明

等
を

配
備

す
る

。
設

営
用

資
機

材
や

防
護

具
類

、
可

搬
型

照
明

等
は

、
迅

速
な

対
応

を
行

う
た

め
に

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
設

営
場

所
近

辺
に

配
備

す
る

。
な

お
、

こ
れ

ら
の

資
機

材
の

管
理

は
保

安
規

定
に

定
め

る
。

 

添
付

３
 

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施

基
準

 
（

第
１

８
条

の
５

お
よ

び
第

１
８

条
の

６
関

連
）

 
 

１
．

１
 
 
体

制
の

整
備

、
教

育
訓

練
の

実
施

お
よ

び
資

機
材

の
配

備
 

(3
) 

資
機

材
の

配
備

 
ア

 
各

課
（

室
）
長

は
、
重

大
事

故
の

発
生

お
よ

び
拡

大
の

防
止

に
必

要
な

措
置

、
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
、
復

旧
作

業
お

よ
び

支
援

等
の

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
に

必
要

な
資

機
材

を
所

定
の

保
管

場
所

に
配

備
す

る
。

 
 表

－
１

８
 

操
作

手
順

 
１

８
．

緊
急

時
対

策
所

の
居

住
性

等
に

関
す

る
手

順
等

 
②

 対
応

手
段

 
必

要
な

数
の

要
員

の
収

容
 
 

緊
急

時
対

策
所

に
は

、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
指

示
を

行
う

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
に

加
え

、
原

子
炉

格
納

容
器

の
破

損
等

に
よ

る
発

電
所

外
へ

の
放

射
性

物
質

の
拡

散
を

抑
制

す
る

た
め

の
対

策
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

数
の

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
を

含
め

た
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
数

の
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

を
収

容
す

る
。

 
発

電
所

対
策

本
部

は
、

こ
れ

ら
の

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
を

収
容

す
る

た
め

、
以

下
の

手
順

等
に

よ
り

必
要

な
資

機
材

、
飲

料
水

、
食

料
等

を
配

備
す

る
と

と
も

に
、
維

持
、
管

理
し

、
放

射
線

管
理

等
の

運
用

を
行

う
。

 
 １

．
放

射
線

管
理

資
機

材
、
飲

料
水

、
食

料
等

の
維

持
管

理
等

に
つ

い
て

 
(1

) 
放

射
線

管
理

用
資

機
材

の
維

持
管

理
に

つ
い

て
 

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

指
示

を
行

う
要

員
や

現
場

作
業

を
行

う
要

員
等

の
対

策
要

員
の

装
備

(
線

量
計

、
マ

ス
ク

等
)
を

配
備

し
、

維
持

、
管

理
し

、
重

大
事

故
等

時
に

は
こ

れ
ら

を
用

い
て

十
分

な
放

射
線

管
理

を
行

う
。

 

－
 

放
射

線
管

理
通

達
 

原
子

力
発

電
所

放
射

線
・

化
学

管
理

業
務

要
綱

 

重
大

事
故

等
に

お
け

る
放

射
線

管
理

業
務

所
則

 

【
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
放

射
線

管
理

業
務

所
則

】
 

第
１

０
章

 
緊

急
時

対
策

所
の

放
射

線
管

理
 

２
．

緊
急

時
対

策
所

の
チ

ェ
ン

ジ
ン

グ
エ

リ
ア

の
設

置
 

放
射

線
管

理
課

長
は

、
緊

急
時

対
策

所
の

外
側

が
放

射
性

物
質

に
よ

り
汚

染
し

た
よ

う
な

状
況

下
で

、
緊

急
時

対
策

所
へ

の
汚

染
の

持
ち

込
み

を
防

止
す

る
た

め
の

身
体

サ
ー

ベ
イ
（

必
要

に
よ

り
物

品
等

を
含

む
）
お

よ
び

防
護

具
の

着
替

え
等

を
行

う
チ

ェ
ン

ジ
ン

グ
エ

リ
ア

を
平

常
時

か
ら

設
置

す
る

。
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「
基
本

設
計

方
針

他
に

記
載

さ
れ

た
運
用

事
項
の

整
理

」（
大
飯

３
、

４
号

機
）

 
基

本
設

計
方

針
 

説
明

書
 

保
安

規
定

(案
)
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

少
な

く
と

も
外

部
か

ら
の

支
援

な
し

に
1
週

間
活

動
す

る
た

め
に

必
要

な
飲

料
水

、
食

料
等

を
備

蓄
し

、
維

持
、
管

理
し

、
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
は

、
緊

急
時

対
策

所
内

の
環

境
を

確
認

し
た

上
で

、
飲

食
の

管
理

を
行

う
。
 

 ２
．

放
射

線
管

理
に

つ
い

て
 

１
 
チ

ェ
ン

ジ
ン

グ
エ

リ
ア

の
運

用
手

順
 

緊
急

時
対

策
所

は
、

緊
急

時
対

策
所

へ
の

汚
染

の
持

ち
込

み
を

防
止

す
る

た
め

、
身

体
サ

ー
ベ

イ
お

よ
び

防
護

具
の

着
替

え
等

を
行

う
た

め
の

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
を

通
常

時
か

ら
設

置
し

、
緊

急
時

対
策

所
の

外
側

が
放

射
性

物
質

に
よ

り
汚

染
し

た
よ

う
な

状
況

下
に

な
っ

た
場

合
に

運
用

す
る

。
 

手
順

着
手

の
判

断
基

準
 

緊
急

時
対

策
所

外
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

等
に

 
て

放
射

線
量

を
監

視
し

、
プ

ル
ー

ム
の

通
過

お
よ

び
 

屋
外

作
業

可
能

な
レ

ベ
ル

ま
で

の
低

下
が

確
認

さ
 

れ
た

場
合

 
 

2
 緊

急
時

対
策

所
可

搬
型

空
気

浄
化

装
置

の
切

替
手

順
 

発
電

所
対

策
本

部
は

、
緊

急
時

対
策

所
非

常
用

空
気

 
浄

化
フ

ィ
ル

タ
ユ

ニ
ッ

ト
の

性
能

の
低

下
等

、
緊

急
時

 
対

策
所

非
常

用
空

気
浄

化
フ

ィ
ル

タ
ユ

ニ
ッ

ト
の

切
替

 
え

が
必

要
と

な
っ

た
場

合
、
待

機
側

へ
切

り
替

え
、
線

量
 

に
応

じ
、

交
換

、
保

管
す

る
。

 
手

順
着

手
の

判
断

基
準

 
フ

ィ
ル

タ
ユ

ニ
ッ

ト
の

性
能

の
低

下
等

に
よ

り
 

運
転

中
の

緊
急

時
対

策
所

可
搬

型
空

気
浄

化
装

置
 

の
切

替
え

が
必

要
と

な
っ

た
場

合
 

 必
要

な
数

の
要

員
の

収
容

・
代

替
電

源
設

備
か

ら
の

給
電

 
（

配
慮

す
べ

き
事

項
）

 
○

 放
射

線
管

理
 

(
1)

 チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
内

で
は

現
場

作
業

を
行

う
緊

 
急

時
対

策
本

部
要

員
等

の
身

体
サ

ー
ベ

イ
を

行
い

、
汚

 
染

が
確

認
さ

れ
た

場
合

に
は

、
サ

ー
ベ

イ
エ

リ
ア

に
隣

 
接

し
た

除
染

エ
リ

ア
に

て
除

染
を

行
う

。
除

染
に

よ
る

 
廃

水
が

発
生

し
た

場
合

、
ウ

エ
ス

に
染

み
込

ま
せ

る
こ

 
と

で
放

射
性

廃
棄

物
と

し
て

廃
棄

す
る

。
 

 

-
  

-  
- 

 
添

18
-5

 

資
料

１
８

 
緊

急
時

対
策

所
の

機
能

に
関

す
る

説
明

書
3
.1

.3
 

照
明

 
緊

急
時

対
策

所
（

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

エ
リ

ア
含

む
。）

の
通

常
照

明
が

使
用

で
き

な
い

場
合

に
お

い
て

、
設

計
基

準
事

故
及

び
重

大
事

故
等

の
対

策
の

た
め

の
活

動
に

支
障

が
な

い
よ

う
、

可
搬

型
照

明
を

配
備

す
る

。
 

な
お

、
可

搬
型

照
明

等
の

資
機

材
の

管
理

に
つ

い
て

は
、

保
安

規
定

に
定

め
る

。
 

 

添
付

３
 

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施

基
準

 
（

第
１

８
条

の
５

お
よ

び
第

１
８

条
の

６
関

連
）

 
 

１
．

１
 
 
体

制
の

整
備

、
教

育
訓

練
の

実
施

お
よ

び
資

機
材

の
配

備
 

(3
) 

資
機

材
の

配
備

 
ア

 
各

課
（

室
）
長

は
、
重

大
事

故
の

発
生

お
よ

び
拡

大
の

防
止

に
必

要
な

措
置

、
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
、
復

旧
作

業
お

よ
び

支
援

等
の

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
に

必
要

な
資

機
材

を
所

定
の

保
管

場
所

に
配

備
す

る
。

 
 表

－
１

８
 

操
作

手
順

 
１

８
．

緊
急

時
対

策
所

の
居

住
性

等
に

関
す

る
手

順
等

 
②

 対
応

手
段

 
必

要
な

数
の

要
員

の
収

容
 
 

緊
急

時
対

策
所

に
は

、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
指

示
を

行
う

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
に

加
え

、
原

子
炉

格
納

容
器

の
破

損
等

に
よ

る
発

電
所

外
へ

の
放

射
性

物
質

の
拡

散
を

抑
制

す
る

た
め

の
対

策
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

数
の

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
を

含
め

た
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
数

の
緊

急
時

対
策

本
部

要
員

を
収

容
す

る
。

 
発

電
所

対
策

本
部

は
、

こ
れ

ら
の

緊
急

時
対

策
本

部
要

員
を

収
容

す
る

た
め

、
以

下
の

手
順

等
に

よ
り

必
要

な
資

機
材

、
飲

料
水

、
食

料
等

を
配

備
す

る
と

と
も

に
、
維

持
、
管

理
し

、
放

射
線

管
理

等
の

運
用

を
行

う
。

 
  

－
 

運
転

管
理

通
達

 
 

－
 

 

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

 
 

【
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
所

達
】

 
第

１
編

 
全

般
事

項
 

第
２

章
 
重

大
事

故
等

対
処

に
係

る
基

本
事

項
 

２
．

 
体

制
の

整
備

、
教

育
訓

練
の

実
施

お
よ

び
資

機
材

の
配

備
 

（
３

）
 
設

備
お

よ
び

資
機

材
の

配
備

 
ａ

．
 各

課
（

室
）

長
は

、
以

下
に

示
す

設
備

お
よ

び
資

機
材

を
別

紙
４

「
設

備
・
資

機
材

一
覧

」
の

通
り

所
定

の
保

管
場

所
に

配
備

す
る

。
ま

た
、

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
保

管
場

所
を

別
図

３
「

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

保
管

場
所

」
の

と
お

り
定

め
る

。
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

保
管

場
所

の
設

定
に

あ
た

っ
て

は
、
別

紙
１

１
「

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
・

保
管

場
所

の
概

要
」

を
考

慮
し

て
い

る
。

 
 

各
課
（

室
）
長

は
、
設

備
の

保
守

点
検

を
「

保
修

業
務

所
則

」
に

基
づ

き
実

施
し

、
資

機
材

の
保

守
点

検
を

別
紙

４
の

通
り

実
施

す
る

。
別

紙
４

に
て

点
検

頻
度

を
定

め
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

様
式

６
に

て
報

告
す

る
。

保
守

点
検

の
結

果
、
不

具
合

が
認

め
ら

れ
た

場
合

は
、
速

や
か

に
修

理
す

る
か

、
代

替
品

を
補

充
す

る
こ

と
に

よ
り

必
要

数
量

を
確

保
す

る
。
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１．緊急時対策所の居住性確保に関する手順等 

(1)対応手段と設備の選定の考え方 

火山影響等発生時において、必要な数の要員を収容し、緊急時対策本部

としての機能を維持するため、緊急時対策所の居住性を確保する。 

緊急時対策所の居住性確保のために必要な設備として、 

・緊急時対策所非常用空気浄化ファン 

・緊急時対策所非常用空気浄化フィルタユニット 

が設置されているが、降灰時においてはフィルタの閉塞が懸念されるため、

上記設備は使用せず、緊急時対策所入口扉を開放し、仮設フィルタを設置

することにより対応する。 

仮設フィルタ設置の概要を第１図に示すとともに、対策内容を以下に示

す。なお、仮設フィルタは緊急時対策所内に保管・設置することとしてお

り、フィルタ閉塞時は適宜フィルタの交換を行うことから、降下火砕物の

影響を受けることはない。 

 

(2）手順着手の判断基準 

気象庁が発表する降灰予報（「速報」又は「詳細」）によりおおい町

への「多量」の降灰が予想された場合、気象庁が発表する噴火に関する

火山観測報において、地理的領域（発電所敷地から半径 160km）内の活火

山に 20km 以上の噴煙が観測されたが噴火後 10 分以内に降灰予報が発表

されない場合又は降下火砕物による発電所への重大な影響が予想された

場合。 

なお、その後降灰予報が発表され、発電所への降灰が「多量」未満も

しくは範囲外となった場合は、体制を解除する。 

 

(3）作業手順 

緊急時対策所の居住性確保のために、仮設フィルタを設置する手順は

以下のとおり。第２図にタイムチャートを示す。 

① 発電所対策本部長は、仮設フィルタの取り付けを指示する。 

② 緊急安全対策要員は、緊急時対策所扉を開放する。 

③ 緊急安全対策要員は、緊急時対策所扉(２箇所）に仮設フィルタを

取り付ける。 

 

(4）作業の成立性 

(3）項の対応は、緊急安全対策要員 2名により降灰開始（降灰予報（多

量）から 50 分を想定）前に実施することが可能である。仮設フィルタ設

置後に緊急安全対策要員は、緊急時対策所に設置されている酸素濃度計
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及び二酸化炭素濃度計を監視し、酸素濃度 19%以上及び二酸化炭素濃度

1.0%以下を維持できていることを確認する。 

酸素濃度の低下又は二酸化炭素濃度の上昇傾向が見られた場合は、上

記濃度を維持するため、適宜仮設フィルタの交換を行う。 

いずれも緊急時対策所内での作業であるため、降灰による影響はな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１図 緊急時対策所入口扉へのフィルタ取り付け位置 

扉開放およびフィルタ取付 
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２．通信連絡設備に関する手順等 

(1)対応手段と設備の選定の考え方 

火山影響等発生時における通信連絡については、新規制基準対応とし

て整備した設計基準事故対処設備（重大事故等対処設備との兼用を含む。）

の通信連絡設備のうち、降下火砕物堆積荷重に対して構造健全性を有す

る建屋内に設置されており、降下火砕物の影響を受けない有線系の設備

を複数手段確保することにより機能を確保する。なお、発電所外への通信

連絡設備については、災害時優先契約回線に加えて輻輳等による制限を

受けない専用通信回線にも接続している。 

これらの通信連絡設備は、外部電源が期待できない場合でもディーゼ

ル発電機又は無停電電源装置からの給電により統合原子力防災ネットワ

ークに接続する通信連絡設備（ＴＶ会議システム、ＩＰ電話、ＩＰ－ＦＡ

Ｘ）、安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）、ＳＰＤＳ表示装置及び

安全パラメータ伝送システムが使用可能である。また、ディーゼル発電機

の機能が喪失した場合においても、タービン建屋に移動した電源車から

の給電により連続して使用可能である。 

さらに、電源車の機能が喪失した場合には、最低限必要となる発電所内

の通信連絡機能を確保するため、乾電池で使用可能な携行型通話装置を

使用する。なお、携行型通話装置については、使用場所（中央制御室、現

場、緊急時対策所）に専用通信線及び端子箱が常設されているため、通話

装置を端子箱に接続することにより容易に使用することが可能である。 

 

   (2)対応手段と設備の選定の結果 

火山影響等発生時に使用する通信連絡設備は以下のとおり。設備の概

要を第３図に示す。 

 ・運転指令装置（事故一斉放送装置） 

 ・保安電話 

 ・加入電話、加入ファクシミリ 

 ・統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備 

  （ＴＶ会議システム、ＩＰ電話、ＩＰ－ＦＡＸ） 

 ・安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）、ＳＰＤＳ表示装置及

び安全パラメータ伝送システム 

 ・携行型通話装置 

 

上記設備について、電源系統の概要を第４図に、電源車による給電の概

要を第５図に示すとともに、対応手順等を以下に示す。 
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(3) 手順着手の判断基準 

ア．電源車による給電準備 

気象庁が発表する降灰予報（「速報」又は「詳細」）によりおお

い町への「多量」の降灰が予想された場合、気象庁が発表する噴火

に関する火山観測報において、地理的領域（発電所敷地から半径

160km）内の活火山に 20km 以上の噴煙が観測されたが噴火後 10 分

以内に降灰予報が発表されない場合又は降下火砕物による発電所

への重大な影響が予想された場合。 

なお、その後降灰予報が発表され、発電所への降灰が「多量」未

満もしくは範囲外となった場合は、体制を解除する。 

 

イ．電源車による給電開始 

火山影響等発生時において外部電源喪失が発生し、３号炉及び４

号炉のディーゼル発電機全台が機能喪失した場合、電源車による給

電を開始する。 

 

(4) 作業手順 

電源車による給電の準備及び給電開始の手順は以下のとおり。第６図

に給電準備のタイムチャートを示し、第７図に給電開始のタイムチャ

ートを示す。 

 

ア．電源車による給電準備 

① 発電所対策本部長は、緊急安全対策要員へ電源車による給電準

備を指示する。 

② 緊急安全対策要員は、タービン建屋のオープンハッチシャッタ

ーを開放し、電源車を保管場所からタービン建屋内へ移動する。 

③ 緊急安全対策要員は、電源車の燃料源となる軽油ドラム缶をタ

ービン建屋近傍へ移動する。 

④ 緊急安全対策要員は、タービン建屋のオープンハッチシャッタ

ーを閉止する。 

⑤ 緊急安全対策要員は、電源車から安全系メタクラまで電源ケー

ブルを敷設する。 

⑥ 緊急安全対策要員は、人用扉を開放し、タービン建屋に可搬式排

気ファン及び仮設ダクトを設置する。 

⑦ 緊急安全対策要員は、人用扉開口部にシート養生による目張り

を実施する。 
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イ．電源車による給電開始 

① 発電所対策本部長は緊急安全対策要員に、当直課長は運転員等

に電源車による給電開始を指示する。 

② 運転員等は、不要負荷をしゃ断器開放操作にて切り離す。 

③ 緊急安全対策要員は、安全系メタクラに電源ケーブルを接続す

る。 

④ 緊急安全対策要員は、電源車を起動し、運転状態を確認する。 

⑤ 緊急安全対策要員は、可搬式排気ファンを起動する。 

⑥ 運転員等は、メタクラ・パワーセンタへの給電操作を行い、母線

電圧にて受電確認を実施する。 

 

   (5) 作業の成立性 

ア．電源車による給電準備 

作業の成立性について、確認結果を別紙１に示す。 

 電源車による給電準備の内、屋外作業は降灰前に完了させるため、

降灰による影響はない。 

 

イ．電源車による給電開始 

作業の成立性について、確認結果を別紙１に示す。 

作業は全て屋内で行われるため降灰による影響はない。 

 

   (6) 必要な資源について 

ア．電源 

通信連絡設備の負荷は、蓄電池（安全防護系用）から給電される

約 40kW（３，４号炉合計）を除き、３号炉側で約 25kW、４号炉側で

約20kW、緊急時対策所で約33kW（３号炉のみ）であり、電源車（488kW）
※1により給電が可能である。（別紙２） 

携行型通話装置については、電源である乾電池を交換することで

24 時間にわたって使用することができる。携行型通話装置による発

電所内の通信連絡の概要を第８図に示す。 

※1：蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ（電動）及び可搬式排気ファ

ンの負荷約 79kW ならびに消火水バックアップポンプの負荷約

45kW（４号炉のみ）を考慮しても３号炉は約 137kW、４号炉は約

144kW であり、給電可能である。 

 

イ．燃料 
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電源車が降灰継続の 24 時間に亘って連続運転するために必要な

燃料は、３号炉は 1094.1ℓ、４号炉は 986.1ℓ の合計 2080.2ℓ である

が、補給用の燃料（軽油ドラム缶）は３号炉および４号炉の合計で

2282ℓ 確保している。 

従って、降灰継続の間、連続で通信連絡設備に給電することが可

能である。（別紙３） 

 

３．電源車の燃料確保に関する手順等 

火山影響等発生時における電源車の燃料確保については、軽油ドラム缶

から燃料を抜き取り、給油することで燃料を補給する。 

電源車の燃料確保の概略図を第９図に示す。 

電源車の燃料を確保するために必要となる軽油ドラム缶による燃料補

給の手順等を以下のとおり整備する。 

 

(1)軽油ドラム缶のの建屋近傍への移動 

火山影響等発生時において、降灰の影響を受けることなく燃料補給を

行うため、運搬車両を用いて軽油ドラム缶をタービン建屋近傍へ移動さ

せる。 

 

ア．手順着手の判断基準 

気象庁が発表する降灰予報（「速報」又は「詳細」）によりおおい

町への「多量」の降灰が予想された場合、気象庁が発表する噴火に関

する火山観測報において、地理的領域（発電所敷地から半径 160km）内

の活火山に 20km 以上の噴煙が観測されたが噴火後 10 分以内に降灰予

報が発表されない場合又は降下火砕物による発電所への重大な影響が

予想された場合。 

なお、その後降灰予報が発表され、発電所への降灰が「多量」未満

もしくは範囲外となった場合は、体制を解除する。 

 

イ．作業手順 

軽油ドラム缶の建屋近傍への移動の概略手順は以下のとおり。第１

０図にタイムチャートを示す。 

① 発電所対策本部長は、緊急安全対策要員に軽油ドラム缶のター

ビン建屋近傍への移動を指示する。 

② 緊急安全対策要員は、運搬車両を用いて軽油ドラム缶をタービ

ン建屋近傍に移動させる。 
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ウ．作業の成立性 

作業の成立性について、確認結果を別紙１に示す。 

降下火砕物が発電所敷地に到達する前に実施するため、降灰によ

る影響はない。 

給油作業については、消防法に基づく手続きが必要であり、具体的

には「震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策及び

手続きに係るガイドライン」で規定されているとおり、消防署への事

前計画の届出及び給油作業時の連絡等を実施する。 

また建屋内に入れる電源車については、消防法に基づく危険物取

扱量（軽油：1000L）を超えない事を確認した。 

 

(2) 軽油ドラム缶からの燃料補給 

火山影響等発生時において、電源車の燃料を確保するための対策とし

て軽油ドラム缶からの燃料補給を行う手順を整備する。 

 

ア．手順着手の判断基準 

電源車の運転継続のために燃料補給が必要と判断した場合。 

 

イ．作業手順 

軽油ドラム缶からの燃料補給の概略手順は以下のとおり。 

第１１図にタイムチャートを示す。 

① 発電所対策本部長は、緊急安全対策要員に軽油ドラム缶からの

燃料補給を指示する。 

② 緊急安全対策要員は、電源車の油量を確認し、必要に応じ燃料

補給を実施する。 

 

ウ．作業の成立性 

作業の成立性について、確認結果を別紙１に示す。 

 

(3) 必要な資源について 

ア．燃料 

移動させる軽油ドラム缶の保有燃料量は 1400ℓ 以上（３．４号炉共

用）であり、電源車の保有燃料 441ℓ／ユニット（合計 882ℓ）と合わ

せ、2282ℓ 以上確保している。従って、電源車を降灰継続の間、機能

維持するために必要な燃料 2080.2ℓ 以上を確保可能である。（別紙６） 
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第３図 火山影響等発生時に使用する通信連絡設備の概要 

 

 

 

第４図 通信連絡設備の電源系統の概要 

発電所内

原子炉補助建屋等

現場（屋内）

運転指令設備

携行型通話装置

中央制御室

運転指令設備

携行型通話装置

衛星電話（固定）

安全パラメータ表示ｼｽﾃﾑ（ＳＰＤＳ）

現場（屋外）

運転指令設備

携行型通話装置

トランシーバー

衛星電話（携帯）

携帯電話

緊急時対策所

運転指令設備 SPDS表示装置

保安電話

携行型通話装置

無線通話装置

緊急時衛星
通報ｼｽﾃﾑ

統合原子力防災
ﾈｯﾄﾜｰｸに接続す
る通信連絡設備

（IP電話等）

＜通信回線＞

統合原子力防災ﾈｯﾄﾜｰｸ（有線系/
衛星系）

・統合原子力防災ﾈｯﾄﾜｰｸに接続
する通信連絡設備（IP電話等）
・ＳＰＤＳ

通信事業者回線（有線系）
・加入電話、加入ﾌｧｸｼﾐﾘ

通信事業者回線（衛星系）
・衛星電話（携帯）

通信事業者回線（無線系）
・携帯電話

発電所外【社外】

国
（ＥＲＣ等）

国データセンター
（ＥＲＳＳ）

地方公共団体他

電力保安通信用回線
・保安電話（有線系／無線系）

通信事業者回線（有線系）
・加入電話、加入ﾌｧｸｼﾐﾘ

通信事業者回線（衛星系）
・衛星電話（携帯）

通信事業者回線（無線系）
・携帯電話

発電所外【社内】

本店

原子力事業本部
（即応ｾﾝﾀｰ等）

【凡例】

：有線系

：無線・衛星系

：有線／無線系

：有線系／衛星系

：有線系／衛星系
（データ伝送）

：通信連絡

：データ伝送

：専用回線

：専用回線

：非専用回線
（災害時優先）

：非専用回線

・無停電電源装置による
給電のみの設備
［使用可能時間］
※１：４０分以上
※２：８時間以上
※３：８時間以上
※４：１時間以上

・上記以外
２４時間使用可能

安全パラメータ伝送ｼｽﾃﾑ

事故一斉放送装置

加入電話、
加入ﾌｧｸｼﾐﾘ

衛星保安電話

衛星電話（固定）

保安電話 保安電話

保安電話

統合原子力防災ﾈｯﾄﾜｰｸ（有線系/
衛星系）

・統合原子力防災ﾈｯﾄﾜｰｸに接続
する通信連絡設備（IP電話等）

※１ ※１

※１

※１

※２ ※２

※２

※２

※１

※４

※３

加入電話、
加入ﾌｧｸｼﾐﾘ

衛星電話（可搬）
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第５図 電源車による給電の概要  

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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第６図 電源車による給電準備 タイムチャート 

 

 

第７図 電源車による給電開始 タイムチャート  

電源車の移動

手順の項目
要員（名）（1ユニットあたり）

（作業に必要な要員数）

　 ▽噴火発生
　
                   ▽降灰予報（多量）発令、発電所対策本部長による作業開始指示

電源車による給電準備
経過時間（分）

2

備考0 10 20 30 40 50 60

屋外作業は降
灰到達までに
完了させる。

可搬式排気
ファン及び仮設
ダクト等の設置
作業は、電源
車起動までに、
緊急安全対策
要員４名が１時
間以内に実施
する。

電源ケーブルの敷設・
接続

2緊急安全対策要員

電源ケーブルの敷設・接続（屋内）

11070 80 90 100 120

緊急安全対策要員

電源車の移動（屋外）

▽準備完了

▽発電所敷地への降灰到達

▽作業着手から

受電
操作

緊急安全対策要員 2

電源車の起動

運転員等 3

不要負荷の切り離し

電源車
による給電開始

経過時間（分）
備考0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

手順の項目

電源車の給電開始

要員（名）（1ユニットあたり）
（作業に必要な要員数）

▽蒸気発生器用仮設中圧

ポンプ（電動）による

蒸気発生器への注水可能
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第８図 携行型通話装置による発電所内の通信連絡の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９図 電源車への燃料確保 概略図 

  枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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第１０図 軽油ドラム缶の建屋近傍への移動 タイムチャート 

 

 

 

第１１図 軽油ドラム缶からの燃料補給 タイムチャート
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別紙１ 

【電源車による給電準備及び給電開始】 

 

１． 作業概要 

火山影響等発生時において、蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ（電動）及

び通信連絡設備（３，４号炉側）に給電するために必要な設備の電源対策とし

て、電源車の移動及び電源ケーブルの敷設・接続、可搬式排気ファンの設置及

び仮設ダクトの敷設・接続を行う。 

 

２． 必要要員数及び作業時間 

必要要員数：緊急安全対策要員４名及び運転員等３名／ユニット（中央制御室、

現場） 

作業時間（想定）：95 分 

作業時間（実績）：90 分 

（可搬式排気ファンの設置、仮設ダクト敷設・接続については、緊急安全対策要

員４名（現場）（３，４号炉合計）が作業時間６０分以内で行う。） 

 

３． 作業の成立性 

アクセス性：ヘッドライト・懐中電灯等を携行していることから、アクセス可

能である。 

作業環境 ：電源車の保管場所周辺、タービン建屋及び制御建屋には、作業を

行う上で支障となる設備はなく、作業員はヘッドライト・懐中電

灯等を携行していることから、作業は実施可能である。 

作業性  ：電源車の固縛解除、移動及び電源ケーブルの敷設・接続は容易に

実施可能である。また、可搬式排気ファン、仮設ダクトは可搬式

であり、容易に移動・設置が可能である。 

連絡手段 ：火山影響等発生時においても、運転指令設備等にて通話可能であ

る。 
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【軽油ドラム缶の建屋近傍への移動】 

 

１． 作業概要 

火山影響等発生時において、降灰の影響を受けることなく燃料補給を行うた

め、軽油ドラム缶をタービン建屋近傍へ移動させる。 

 

２． 必要要員数及び作業時間 

必要要員数：緊急安全対策要員６名（現場）(３，４号炉合計) 

作業時間（想定）：50 分 

作業時間（実績）：45 分 

 

３． 作業の成立性 

アクセス性：ヘッドライト・懐中電灯等を携行していることから、アクセス可

能である。 

作業環境 ：軽油ドラム缶の保管場所周辺及びタービン建屋には、作業を行う

上で支障となる設備はなく、作業員はヘッドライト・懐中電灯等

を携行していることから、作業は実施可能である。 

作業性  ：軽油ドラム缶の建屋近傍への移動に特殊な操作はないことから、

容易に作業できる。 

連絡手段 ：火山影響等発生時においても、運転指令設備等にて通話可能であ

る。 
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【軽油ドラム缶からの燃料補給】 

 

１． 作業概要 

火山影響等発生時において、電源車の燃料を確保するための対策として軽油

ドラム缶からの燃料補給を行う。 

 

２． 必要要員数及び作業時間 

必要要員数：緊急安全対策要員２名（現場）（３，４号炉合計） 

作業時間（想定）：50 分（軽油ドラム缶１本当たり） 

作業時間（実績）：40 分（軽油ドラム缶１本当たり） 

 

３． 作業の成立性 

アクセス性：ヘッドライト・懐中電灯等を携行していることから、アクセス可

能である。 

作業環境 ：タービン建屋には、作業を行う上で支障となる設備はなく、作業

員はヘッドライト・懐中電灯等を携行していることから、作業は

実施可能である。 

作業性  ：軽油ドラム缶の補給作業に特殊な操作はないことから、容易に作

業でき、屋外作業時には、ヘッドライト・懐中電灯等携行し、作

業性を確保する。また、軽油ドラム缶から電源車給油口までの距

離約２１ｍに対し、電動ポンプの給油ホース長は約２５ｍあるた

め問題ない。 

連絡手段 ：火山影響等発生時においても、運転指令設備等にて通話可能であ

る。 
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別紙２ 

 

電源車の容量について 

 

火山影響等発生時において電源車の最大所要負荷については表１，２に示す

とおり３号炉約 137kW、４号炉約 144kW である。電源車の容量については最大所

要負荷に対し十分な余裕を有する 488kW とする。 

 

表１ ３号炉 電源車の最大所要負荷 

最大所要負荷 
電源車 

の容量 
蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ（電動）及び通

信連絡設備 
負  荷 合  計 

【原子炉周辺建屋】 

・蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ（電動） 
約 75kW 

約 137kW 488kW 

【原子炉補助建屋】 

・３号計装用電源 

（中央制御室用衛星電話（固定）） 

・無停電電源装置 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）Ａ系 

安全パラメータ伝送システムＡ系 

統合原子力防災ネットワーク用通信機器 

約 25kW※1 

【緊急時対策所】 

 ・ＳＰＤＳ表示装置 

 ・統合原子力防災ネットワークに接続する通信連

絡設備（ＴＶ会議システム、ＩＰ電話、ＩＰ－

ＦＡＸ） 

 ・衛星電話（固定） 

 ・緊急時衛星通報システム 

 ・加入ファクシミリ 

約 33kW 

【屋内】 

・可搬式排気ファン 
約 4kW 

※1：計装用電源４台の内、２台は蓄電池（安全防護系用）から 24 時間連続給電

されるため、残り２台を電源車の所要負荷に計上する。 
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表２ ４号炉 電源車の最大所要負荷 

最大所要負荷 
電源車 

の容量 
蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ（電動）及び 

通信連絡設備 
負  荷 合  計 

【原子炉周辺建屋】 

・蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ（電動） 
約 75kW 

約 144kW  488kW 

【原子炉補助建屋】 

・４号計装用電源 

（中央制御室用衛星電話（固定）） 

・無停電電源装置 

約 20kW※1 

【屋外】 

・消火水バックアップポンプ 
約 45kW 

【屋内】 

・可搬式排気ファン 
約 4kW 

※1：計装用電源４台の内、２台は蓄電池（安全防護系用）から 24 時間連続給電

されるため、残り２台を電源車の所要負荷に計上する。 
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別紙３ 

 

火山影響等発生時における燃料補給について 

1. 概 要 

火山影響等発生時における対策手順等で必要となる燃料補給の要否等に係

る整理を行う。 

 

2. 燃料補給を考慮する必要がある設備等の抽出 

（１）電源車 

全交流動力電源が喪失した場合に、蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ（電動）

により蒸気発生器２次側へ注水を行う際使用するため、燃料補給を考慮する必

要がある。 

また、全交流動力電源が喪失した場合に、緊急時対策所（３，４号炉側）

及び通信連絡設備（３，４号炉側）への給電のために使用するため、燃料補

給を考慮する必要がある。 

 

3. 燃料補給の要否 

「2. 燃料補給を考慮する必要がある設備等の抽出」で抽出したものに対

し、燃料補給の要否を取りまとめる。なお、給電イメージは下図のとおり。 

 

 初期状態からの 

運転可能時間 

（単位時間当たりの

消費量） 

燃料補給 

の要否 

燃料タンク

の 

容量 

燃料補給方

法 

ディーゼル発電

機 

84.9 時間 

（1.735m3/h） 
不要 － － 

電源車 

3 号：約 11.0 時間 

4 号：約 12.7 時間 

（※1） 

必要 441ℓ／台 

軽油ドラム

缶からの補

給※2 
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※１：電源車（通信連絡設備への給電用）の単位時間当たりの消費量は下表、下図のと

おり。 

号炉 時間 

単位時間 

当たりの 

消費量 

燃料消

費量 
負荷 

３ 

号

炉 

降灰到着～135 分間経過 0ℓ /h 0ℓ  

135 分間経過（運転開始）～24 時間経過

まで 50.3ℓ /h 1094.1ℓ 

緊急時対策所＋可搬式排気ファン

＋通信連絡設備＋蒸気発生器補給

用仮設中圧ポンプ（電動） 

 合計 1094.1ℓ  

    

号炉 時間 

単位時間 

当たりの 

消費量 

燃料消

費量 
負荷 

４

号

炉 

降灰到着～135 分間経過 0ℓ /h 0ℓ  

135 分間経過（運転開始）～15.5 時間経

過まで 42.2ℓ /h 559.15ℓ 

通信連絡設備＋可搬式排気ファン

＋蒸気発生器補給用仮設中圧ポン

プ（電動） 

15.5 時間経過～23 時間経過まで 

（適宜、燃料補給を実施） 
51.3ℓ /h 384.75ℓ 

通信連絡設備＋可搬式排気ファン

＋蒸気発生器補給用仮設中圧ポン

プ（電動）＋34u 消火水バックア

ップポンプ 

23 時間経過～24 時間経過まで 

（適宜、燃料補給を実施） 
42.2ℓ /h 42.2ℓ 

通信連絡設備＋可搬式排気ファン

＋蒸気発生器補給用仮設中圧ポン

プ（電動） 

 合計 986.1ℓ  
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※２：軽油ドラム缶を降灰前に建屋近傍に移動させ、必要時に給油する。 

 

4. まとめ 

火山影響等発生時において電源車を運転する場合、適宜燃料補給を行い、

機能を維持する。 

 

１３５分後

通信連絡設備

蒸気発生器補給用仮設

中圧ポンプ

給電開始

１５．５時間後

34u消火水バックアップ

ポンプ給電開始

２３時間後

34u消火水バックアップ

ポンプ給電停止
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（適宜実施）

給油

（適宜実施）

24

発電所敷地へ降灰到達

１３５分後

通信連絡設備（緊急時

対策所含む）、

蒸気発生器補給用仮設
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24
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電源車の整理について 
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１．設置許可本文における電源車の整理 

 設置許可本文において、電源車および電源車（緊急時対策所用）は以下のとおり、全交

流動力電源の喪失時の非常用高圧母線ならびに緊急時対策所への代替電源設備として整理

されている。 

【電源車にかかる記載】 

（大飯３・４号炉 設置許可本文 抜粋） 

設計基準事故対処設備の電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場合に、重大事故等の

対応に最低限必要な設備に電力を供給する可搬型代替電源設備として電源車を使用する。 

電源車は、非常用高圧母線へ接続することで電力を供給できる設計とする。 
【電源車（緊急時対策所用）にかかる記載】 

（大飯３・４号炉 設置許可本文 抜粋） 

全交流動力電源が喪失した場合、代替電源設備としての電源車（緊急時対策所用）を使

用する。 

代替電源設備としての電源車（緊急時対策所用）は、１台で緊急時対策所（緊急時対策

所建屋内）に給電するために必要な容量を有するものを予備を含めて３台保管することで

多重性を有する設計とする。 

 

２．火山影響等発生時における電源車の整理 

表１に、電源車および電源車（緊急時対策所用）について、ＳＢＯ発生時（設置許可で

の整理）と火山影響等発生時における役割の相違点を整理した。 

相違点として、電源車については、緊急時対策所における通信手段の確保に必要な設備

が負荷として追加されるが、電源車の容量に余裕がある（488kW＞負荷:３号炉約 137kW、

４号炉約 144kW）ため、機能として問題はない。 

そして、設置許可と役割に相違があるものの、電源車によって中央制御室、緊急時対策

所の通信設備他の電源確保を行うことに変わりはなく、設置許可で整理した運用の範囲を

逸脱するものではない。（火山影響等発生時においては、降灰影響により既許可どおり屋

外で電源車（緊急時対策所用）を起動して緊急時対策所に給電することはできない。一方

で、中央制御室の通信設備等への給電に必要な電源設備（非常用ディーゼル発電機等）も

同様に機能喪失することが想定されるため、降灰影響を回避する観点から、電源車をター

ビン建屋内へ移動して非常用母線に接続することで、中央制御室と緊急時対策所の両方に

給電できるように運用上の措置を講じたもの。） 

また、電源車（緊急時対策所用）は複数台保有していることに加え、降灰終了後は非常

用ディーゼル発電機等の復旧により緊急時対策所への給電も可能であることから、ＳＢＯ

発生時の対応に支障が生じるものではない。 

なお、先行の火山影響等発生時に係る保安規定審査においても、設置許可にてＳＡ対応

用設備として整理されている軽油ドラム缶を電源車の燃料補給用として利用することとし
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ている。これは、火山シナリオにおいて事故収束に用いる設備は、設置許可等に登場する

設備を使用するべき（確実に管理されるため信頼性が高いという考えによる）との要求に

基づいている。今回の緊急時対策所設置に係る保安規定審査においても、先行の審査と同

様の考え方を踏襲して、火山シナリオに応じた事故対応のために、保全計画で確実に維持

管理されるため信頼性が高い、軽油ドラム缶を使用することとしている。 

   

表１ 電源車および電源車（緊急時対策所用）のＳＢＯ発生時（設置許可での整理）およ

び火山影響等発生時（今回申請）での役割の整理 

 ＳＢＯ発生時（設置許可での整理） 火山影響等発生時（今回申請） 

電源車 

 

・中央制御室におけるプラント監視に必

要な設備に給電 

・中央制御室における通信手段の確保に

必要な設備に給電 

・中央制御室におけるプラント監視に必

要な設備に給電 

・中央制御室における通信手段の確保に

必要な設備に給電 

・緊急時対策所における通信手段の確保

に必要な設備に給電 

電源車 

（緊急時

対策所用） 

・緊急時対策所における通信手段の確保

に必要な設備に給電 

--- 

 

 

 

以  上 
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大飯発電所原子炉施設保安規定に係る補足説明資料 

 

火山影響等発生時における緊急時対策所の 

居住性確保に係る対応およびその成立性について 
 

  

補足説明資料－６ 
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１．火山影響等発生時における緊急時対策所の居住性確保の必要性について 

  火山影響等発生時において、必要な数の要員を収容し、緊急時対策本部としての機能を

維持するため、緊急時対策所の居住性の確保は必要である。 

 

２．火山影響等発生時における緊急時対策所の居住性確保の手順について 

緊急時対策所の居住性確保のために必要な設備として、緊急時対策所非常用空気浄化

ファン、緊急時対策所非常用空気浄化フィルタユニットが設置されているが、降灰時に

おいてはフィルタの閉塞が懸念されるため、上記設備は使用せず、緊急時対策所入口扉

（２箇所）を開放し、入口扉（２箇所）に仮設フィルタを取り付ける手順を整備する。 

仮設フィルタ設置後は、緊急時対策所に設置されている酸素濃度計及び二酸化炭素濃

度計を監視し、酸素濃度 19%以上及び二酸化炭素濃度 1.0%以下を維持できていることを

確認する。 

 

３．フィルタ閉塞時の仮設フィルタ取替について 

緊急時対策所内の酸素濃度の低下又は二酸化炭素濃度の上昇傾向が見られた場合、緊

急時対策所入口扉仮設フィルタの取替を適宜行うことにより対応が可能である。 

 

４．仮設フィルタ取替にかかる対応の成立性について 

具体的には、仮設フィルタの取り替えは１０分程度で対応可能であり、仮に仮設フィル

タが完全閉塞したとしても酸素濃度又は二酸化炭素濃度が許容値に達するまでには約６

時間の余裕があることから、本対応により火山灰の流入を防止し、緊急時対策所の居住性

を確保することが可能である。 

仮に仮設フィルタ取替後においても、酸素濃度の低下又は二酸化炭素濃度の上昇が継

続する場合の対応を参考に示す。 

 

以  上 

 

      緊急時対策所平面図         仮設フィルタ取付中の写真イメージ 
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参 考 
 

仮設フィルタ取替後も居住性が確保されない場合の対応について 
 
火山影響等発生時における緊急時対策所の居住性は仮設フィルタの取付・取替により確

保することとしているが、仮に仮設フィルタ取替後においても、酸素濃度の低下又は二酸化

炭素濃度の上昇が継続する場合は、以下の対応を行うことで居住性を確保することが可能

である。なお、本対応の手順については、社内標準に定める。 
 
＜対応１＞ 

〇緊急時対策所の排気ダンパを必要に応じ調整開とする。（図１－１参照） 
※排気ダンパを開としたとしても、ダクトの外気との接触部は垂れ壁の内側であるた

め、降下火砕物が２Ｆの対策本部の活動に影響を及ぼすことはない。（図１－２参照） 
 
＜対応２＞ 

〇緊急時対策所の出入口扉（仮設フィルタを設置する入口扉とは異なる扉）を必要に応

じ開放する。 
※当該扉には仮設フィルタを設置しないが、扉内は階段室があるのみであり、扉開放に

より、降下火砕物が２Ｆの対策本部の活動に影響を及ぼすことはない。（図２参照） 
 

なお、上記に示す、対応１及び対応２の排気ダンパ（ダクト）及び扉の位置関係を図３に

示す。 
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図１－１ 緊急時対策所換気設備の概略系統図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１－２ 緊急時対策所 排気ダクト（平面図及び断面図） 
 

枠囲みの範囲は機密に係る事項のため公開することはできません。 
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図２ 緊急時対策所 出入口扉の位置 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
排気ダクト（本壁の内側） 

 
図３ 緊急時対策所 排気ダンパ（ダクト）及び扉の位置関係 

本扉を開放し、その先の気密扉

を必要に応じ開放 
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大飯発電所原子炉施設保安規定に係る補足説明資料 

 

緊急時対策所非常用空気浄化フィルタユニットのうち 

よう素フィルタ凍結防止に係る具体的な管理方法について 
 

  

補足説明資料－７ 
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１．はじめに 

  屋外に保管する緊急時対策所空気浄化フィルタユニット（以下、「フィルタユニット」

という。）については、凍結の恐れがあるため、保温等の凍結防止対策を行うことにより

防護する設計としている。具体的にはよう素フィルタは、氷点下におけるフィルタ内水分

の凍結を防止するため、保管時はヒートトレース設備によりフィルタユニット内温度が

10℃以上となる設計としている。 

  一方、よう素フィルタについては、常時温度を監視しているものではなく、氷点下の状

況においてヒートトレース設備が健全に動作している限りは、よう素フィルタの機能が

損なわれることはない。 

本資料では保安規定の記載内容を踏まえて、具体的な確認方法について説明する。 

 

２．よう素フィルタ凍結防止に係る具体的な管理方法について 

フィルタユニットは、保安規定第 14 条 3 項に定める系統より切り離しされている設備

（緊急時対策所設備等）に係る一定期間毎※１の巡視点検を実施することとしている。ま

た、第 90 条に定める重大事故等対処設備の運転上の制限に基づくサーベランスとして、

３ヶ月に１回の動作確認※２及び１年に１回のよう素除去効率（総合除去効率）の確認を

実施することとしている。保安規定記載内容を添付１に示す。 

フィルタユニットに設置するヒートトレース設備は、上記の巡視点検において、異常が

ないことを確認する運用にて、よう素フィルタの凍結を防止することが可能である。 

  具体的にはフィルタユニットのヒートトレース設備について、その設置目的及び具体

的な点検方法（添付２参照）を社内標準（巡視点検実施要領書）に定め、管理することで、

重大事故等時に必要な機能を維持することとする。 

 

※１：一定期間とは１か月を超えない期間をいい、その確認の間隔は７日間を上限として延長す

ることができる。ただし、実施回数の低減を目的として、恒常的に延長してはならない。

なお、定める頻度以上で実施することを妨げるものではない。 

※２：緊急時対策所非常用空気浄化ファン及びフィルタユニットが正常に動作し、運転状態に異

常がないこと及びダクト等装置全体に異常がないことを確認する。 

 

以  上 

 

 

添付１：大飯発電所原子炉施設保安規定（第１４条及び第９０条） 

添付２：ヒートトレース設備の巡視点検方法
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添付１ 

（巡視点検） 

第 １４ 条 当直課長（１、２号炉担当含む）は、毎日１回以上、原子炉施設（原子炉格

納容器内、第１１２条第１項で定める区域ならびに系統より切離されている施設※１を除

く）を巡視し、次の施設および設備について点検を行う。実施においては、第１２５条

の３第３項に定める観点を含めて行う。以下、本条において同じ。 

(1) 原子炉冷却系統施設 

(2) 制御材駆動設備 

(3) 電源、給排水および排気施設 

２．発電室長は、原子炉格納容器内および第１１２条第１項で定める区域については、第

１１２条第１項で定める措置に伴う立ち入り制限を考慮して、巡視点検を行う区域およ

び方法を定める。当直課長（１、２号炉担当含む）は、その定めに従い、巡視点検を実

施する。 

３．各課（室）長は、系統より切離されている施設について一定期間※２毎に巡視し、点検

を行う。 

 

※１：系統より切離されている施設とは、３号炉および４号炉の可搬設備、緊急時対策所

設備および通信連絡を行うために必要な設備等をいう。 

※２：一定期間とは、１ヶ月を超えない期間をいい、その確認の間隔は７日間を上限とし

て延長することができる。ただし、実施回数の低減を目的として、恒常的に延長して

はならない。なお、定める頻度以上で実施することを妨げるものではない。 

また、点検可能な時期が定期事業者検査時となる施設については、定期事業者検査

毎とする。 
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管
理
 

課
長
 

緊
急

時
対

策
所

外

可
搬

型
エ

リ
ア

モ

ニ
タ
 

機
能

の
確
認

を
行

う
。
 

１
年
に

１
回
 

放
射
線
管
理
 

課
長
 

緊
急

時
対

策
所

外
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

が

動
作

可
能
で

あ
る

こ
と
を
確

認
す

る
。
 

３
ヶ

月
に

１

回
 

放
射
線
管
理
 

課
長
 

  

(
2)
 
確
認
事
項
 

項
 
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

緊
急

時
対

策
所

空

気
浄
化
系
 

緊
急
時
対
策

所
空
気
浄
化
系
（
フ
ァ
ン
お
よ
び

フ
ィ
ル
タ
ユ

ニ
ッ
ト
）
が
動
作
可
能
で
あ
る

こ

と
を
確
認
す

る
。
 

３
ヶ

月
に

１

回
 

 

原
子
炉
保
修
 

課
長
 

緊
急

時
対

策
所

非
常

用
空

気
浄

化
フ

ィ
ル

タ

ユ
ニ

ッ
ト

よ
う

素
除

去
効

率
（

総
合

除
去

効

率
）
が

9
9.
75
%（

有
機
よ
う
素
）
以
上
お
よ

び

99
.9
9
%（

無
機
よ

う
素
）
以
上
で
あ
る
こ
と

を

確
認
す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

原
子
炉
保
修
 

課
長
 

 

空
気
供
給
装
置
 

空
気

供
給

装
置

の
所

要
数

が
使

用
可

能
で

あ

る
こ
と
を
確

認
す
る
。
 

３
ヶ

月
に

１

回
 

放
射
線
管
理
 

課
長
 

酸
素
濃
度
計
 

酸
素

濃
度

計
が

使
用

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確

認
す
る
。
 

３
ヶ

月
に

１

回
 

放
射
線
管
理
 

課
長
 

二
酸

化
炭

素
濃

度

計
 

二
酸

化
炭

素
濃

度
計

が
使

用
可

能
で

あ
る

こ

と
を
確
認
す

る
。
 

３
ヶ

月
に

１

回
 

放
射
線
管
理
 

課
長
 

緊
急

時
対

策
所

内

可
搬

型
エ

リ
ア

モ

ニ
タ
 

機
能
の
確
認

を
行
う
。
 

１
年
に
１
回
 

放
射
線
管
理
 

課
長
 

緊
急

時
対

策
所

内
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

が

動
作
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ

月
に

１

回
 

放
射
線
管
理
 

課
長
 

緊
急

時
対

策
所

外

可
搬

型
エ

リ
ア

モ

ニ
タ
 

機
能
の
確
認

を
行
う
。
 

１
年
に
１
回
 

放
射
線
管
理
 

課
長
 

緊
急

時
対

策
所

外
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

が

動
作
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ

月
に

１

回
 

放
射
線
管
理
 

課
長
 

  

     ３
，

４
号

炉
緊

急

時
対

策
所

の
機

能

移
行
に
伴
う
変
更
 

（
緊

急
時

対
策

所

の
機

能
移

行
に

伴

う
設

備
名

称
の

変

更
）
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添付２ 

ヒートトレース設備の巡視点検方法 

 

１．設備概要 

緊急時対策所空気浄化フィルタユニットは、凍結防止用のヒートトレース設備を設置

している。ヒートトレース設備は、フィルタユニットのケーシング表面に設置しているサ

ーモスタットにてＯＮ－ＯＦＦ制御を実施している。回路図を第１図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１図 ヒートトレース設備回路図 
 

２．巡視点検手順 

 ①外観に異常がないことを確認する。 

②通電確認用ランプの点灯を確認する。 
③通電確認用ランプが点灯していない場合は、フィルタユニットの温度が設定値以上にな

っている可能性があるため、サーモスタットの設定値を上げてランプが点灯することを

確認する。なお、設定値を上げてもランプが点灯しない場合は、よう素フィルタの温度を

計測し、氷点を下回っていないことを確認するとともに、修理の依頼を行う。 
 

 
   
 

③サーモスタットの設定値変更 
②通電確認用ランプの確認 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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大飯発電所原子炉施設保安規定に係る補足説明資料 

 

屋外の重大事故等対処設備の除雪運用について 
 

  

補足説明資料－８ 

256



 

１．はじめに 

  屋外の重大事故等対処設備に係る工認で抽出された運用として、基本設計方針に「積雪

及び火山の影響については、必要により除雪及び除灰等の措置を講じる。この運用につい

て、保安規定に定める」旨記載している（下記参照）。 

  本基本設計方針を受け、保安規定（添付２）では「重大事故等対処設備に対する降下火

砕物および積雪の除去作業については、降灰および降雪の状況を踏まえ、設備に悪影響を

及ぼさないよう実施する」ことを規定している。 

  本資料では、上記を受けた屋外の重大事故等対処設備の除雪に係る具体的運用につい

て、体制・手順・資機材・教育の観点から説明する。 

  

  ＜工事計画 基本設計方針＞ 

・５．１．５ 環境条件等 

屋外の重大事故等対処設備及びタンクローリーは、重大事故等時等における屋外の

環境条件を考慮した設計とする。…また、地震、積雪、降下火砕物、津波、高潮及び地

滑りによる荷重を考慮して、機能を損なうことのない設計とするとともに…。 

(中略) 

積雪及び火山の影響については、必要により除雪及び除灰等の措置を講じる。この運

用について、保安規定に定める。 

 

２．体制 

平日昼間については各設備所管課が、平日夜間・休祭日については休日指揮者の下、基

本的には構内に常時確保している要員にて対応する。 

 

３．手順 

（１）気象予報の入手 

降雪は事前の予測が可能な自然現象であることから、気象予報をトリガーに対応を

実施する。 

具体的には、大飯発電所では、大雪に関する情報を速やかに認知できるよう気象協会

と連携しており、おおい町に大雪警報及び大雪特別警報が発令された場合、気象協会か

ら連絡を受けることで、構内一斉放送装置等により所内全体に周知する。 

（２）体制・手順の確認 

（１）の情報を受けて、重大事故等対処設備を含む屋外設備及びアクセスルート等につ

いて除雪方法及び要員等の確認を行う。 

（３）降雪状況の把握 

発電所内の積雪量を測定し、１０ｃｍを超えるような場合を目安※として、関係個所

に連絡を行う。 
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（４）除雪作業の実施 

（２）の体制・手順に基づき、重大事故等対処設備を含む屋外設備及びアクセスルー

ト等について、悪影響を及ぼさないよう、降雪の状況を踏まえて除去作業を実施する。 

 

※積雪量の確認ができ、かつ、積雪荷重の影響が主荷重である地震荷重と比較して小さ

い積雪量として１０ｃｍを超えるような場合を目安に除雪作業を実施することとし

ている。 

 

４．資機材 

アクセスルートについては、重機（ブルドーザ）を活用することで除雪を実施する。 

重大事故等対処設備を含む屋外設備等、重機による除雪ができない場合は、人力による

除雪作業を実施する。そのための資機材として、スコップ、スノーダンプ、脚立等を確保・

管理している。 

 

５．教育 

  保安教育「地震、津波、火山影響等、積雪、地滑り発生時の対応に関する教育」にて、 

全発電所員に対して上記に係る教育を継続的に実施する。 

 

以 上 
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大飯発電所原子炉施設保安規定に係る補足説明資料 

 

火災防護計画について 
 

  

補足説明資料－９ 
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１．はじめに 

  火災防護に係る運用要求事項への具体的な対応については、社内標準である火災防護

計画に定めることとしている。 

本資料では火災防護計画の概略及び、緊急時対策所に係る運用要求の火災防護計画と

の対応関係について説明する。 

 

２．火災防護計画の概略  

火災防護計画は表 1の章構成である。 

 

表１．火災防護計画の章構成 

章 内容 

第 1 章 総則 目的、適用範囲、関連文書、用語の定義 

第 2 章 火災防護組織 組織、要員 

第 3 章 教育訓練 教育、訓練内容 

第 4 章 火災防護資機材の配備 火災防護対策に必要な資機材 

第 5 章 火災予防活動および消火活動 火気作業管理、可燃物持込み管理、消火活動 

第 6 章 火災防護設備の保守管理、点検 火災防護設備の保修管理、点検、補償措置 

第 7 章 火災情報の共有化 火災情報の共有経路 

第 8 章  

内部火災防護対策（設計基準対象施設） 

安全機能を有する構造物、系統及び機器に対

する内部火災防護対策 

第 9 章  

内部火災防護対策（重大事故等対処施設） 

重大事故等に対処する機能を有する構造物、

系統及び機器に対する内部火災防護対策 

第 10 章 外部火災防護対策 外部火災防護対策（防火帯、消火活動等） 

第 11 章 定期的な評価と改善 火災防護に係る活動結果を踏まえた定期的な

評価と改善活動 

第 12 章  

原子炉施設の災害を未然に防止するため

の措置 

火災の影響により原子炉施設の保安に重大な

影響を及ぼす可能性があると判断した場合の

措置 

第 13 章 補則 文書・記録の管理等 

具体的な内部火災防護対策は、防護対象となる設備の種別に応じて第 8 章及び第 9 章

に記載され、今回の申請設備は第 9章「内部火災防護対策（重大事故等対処設備）」に示

される。 

添付－１において、発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書との該当箇所を抜粋

し対応関係を示す。（改定箇所を赤字にて示す。） 

 

以上
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添
付

－
１

  

火
災

防
護

に
関

す
る

説
明

書
（

該
当
箇

所
抜

粋
）
 

火
災

防
護

計
画

 
第

９
章

（
該

当
箇

所
抜

粋
）
 

備
考

、
改

定
内

容
 

１
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概

要
 

 
 

 

２
．

 火
災

防
護

の
基
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方
針

 
 

 

２
．

１
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災

の
発

生
防

止
 

 
 

 

２
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２
 

火
災

の
感

知
及

び
消

火
 
 

 

３
．

 火
災

防
護

の
基
本

事
項

 
 

 

３
．

１
 

火
災

防
護

を
行

う
機

器
等
の

選
定

 
 

 
 

３
．

２
 

火
災

区
域

及
び

火
災

区
画
の

設
定

 
 

 
 

３
．

３
 

適
用

規
格

 
 

 
 

 

１
．

火
災

防
護

に
関

す
る

基
本

方
針

 

（
１

）
重

大
事

故
等

対
処

施
設
の

火
災
防

護
に

関
す

る
基

本
方

針
 

ａ
．

基
本

事
項

 

重
大

事
故

等
対

処
施

設
は

、
火

災
に

よ
り

重
大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要
な

機
能

を
損

な
う

こ
と

の
な

い
よ

う
、

火
災
防

護
対

策
を

講
じ

る
。

 

重
大

事
故

等
対

処
施

設
を

「
表

１
重

大
事
故

等
対

処
施

設
一

覧
表

」
に

示
す
。

 

火
災

防
護

対
策

を
行

う
に

当
た

り
、

重
大

事
故
等

対
処

施
設

を
設

置
す

る
区

域
を
火

災
区

域
お

よ
び

火
災

区
画

に
設

定
す

る
。
 

設
定

す
る

火
災

区
域

お
よ

び
火

災
区

画
に

対
し
て

、
火

災
の

発
生

防
止

、
火

災
の
感

知
お

よ
び

消
火

の
そ

れ
ぞ

れ
を

考
慮

し
た
火

災
防

護
対

策
を

講
じ

る
。

火
災
防

護
対

策
を

講
じ

る

た
め

の
基

本
事

項
を

、
以

下
の

「
（
ａ

）
火

災
区

域
お

よ
び
火

災
区
画

の
設

定
」

か
ら

「
（

ｃ
）
火

災
防

護
計

画
」

に
示

す
。
 

 

火
災

防
護

計
画

は
、

大
飯

３
４

号
機
各

申
請

の
火

災
防

護
に

関
す

る
説

明
書
の

溶
け

込
み

版
と

な
っ

て
い

る
。

 

  緊
急

時
対

策
所

の
重

大
事

故
等

対
処
設

備
、

火
災

区
域

を
追

加
。
（

改
定

イ
メ

ー
ジ

は
別

紙
）
 

 な
お

、
表

１
に

示
す

の
は

常
設

の
重
大

事
故

等
対

処
施

設
で

あ
り

、
緊

急
時
対

策
所

に
係

る
可

搬
型

の
重

大
事

故
等
対

処
設

備
に

つ
い

て
は

、
８

．
の

「
備

考
、

改
定

内
容

」
欄

に
示

す
。

 

４
．

 火
災

発
生

防
止
 

４
．

１
 

重
大

事
故

等
対

処
施

設
（
緊

急
時

対
策

所
）

の
火

災
発

生
防
止

に
つ

い
て

 
 

（
２

）
 

ａ
．

可
燃

性
の

蒸
気
 

火
災

区
域

に
お

い
て

有
機

溶
剤

を
使
用

す
る

場
合

は
、

使
用

す
る

作
業
場

所
の

局
所

排
気

を
行

う
こ

と
に

よ
っ

て
、

有
機

溶
剤

の
滞
留

を
防

止
す

る
。
 

こ
の

た
め

、
火

災
区

域
に

お
け

る
有
機

溶
剤

を
使

用
す

る
場

合
の

滞
留
防

止
対

策
に

つ
い

て
、

火
災

防
護

計
画

に
定

め
、

管
理

す
る
。

 

b
.
 
可

燃
性

の
微

粉
 

「
工

場
電

気
設

備
防

爆
指

針
」

に
記

載
さ

れ
る

微
粉

を
発

生
す

る
仮

設
設

備
及

び
静
電

気
が

溜

ま
る

お
そ

れ
が

あ
る

設
備

を
設

置
し
な

い
こ

と
を

火
災

防
護

計
画
に

定
め

、
管

理
す

る
。

 

２
．

火
災

発
生

防
止

 

 

（
１

）
重

大
事

故
等

対
処

施
設

の
火

災
発

生
防

止
 

ａ
．

発
火

性
ま

た
は

引
火

性
物

質
に

対
す
る

火
災

の
発

生
防

止
対

策
 

な
お

、
水

素
を

内
包

す
る

ボ
ン

ベ
は

火
災

区
域
内

で
貯

蔵
し

な
い

。
 

ｂ
．

可
燃

性
の

蒸
気

ま
た

は
可

燃
性

の
微
粉

の
対

策
 

火
災

区
域

に
お

い
て

有
機

溶
剤

を
使

用
す

る
場
合

は
、

保
修

業
務

要
綱

に
従

い
、
使

用
す

る
作

業
場

所
の

局
所

排
気

を
行

う
 

火
災

区
域

に
は

、「
工

場
電

気
設

備
防
爆

指
針

」
に

記
載

さ
れ

る
「
可

燃
性

粉
じ

ん
」

や

「
爆

発
性

粉
じ

ん
」

の
よ

う
な

可
燃

性
の

微
粉

を
発

生
す

る
設

備
を
設

置
し

な
い

。
 

ま
た

、
金

属
粉

や
布

に
よ

る
研

磨
機

の
よ

う
に
静

電
気

が
溜

ま
る

お
そ

れ
が

あ
る
設

備
も

設
置

し
な

い
。

 

 

火
災

防
護

計
画

の
従

来
記

載
で

包
含
し

て
い

る
た

め
改

定
な

し
。

 

 

４
．

２
 

不
燃

性
材

料
又

は
難

燃
性
材

料
の

使
用

に
つ

い
て

 
 

 

 

（
２

）
不

燃
性

材
料

ま
た

は
難

燃
性

材
料

の
使

用
 

火
災

防
護

計
画

の
従

来
記

載
で

包
含
し

て
い

る
た

め
改

定
な

し
。

 

４
．

３
 

落
雷

、
地

震
等

の
自

然
現
象

に
よ

る
火

災
発

生
の

防
止

に
つ
い

て
 

 
 

 

（
３

）
落

雷
、

地
震

等
の

自
然

現
象

に
よ

る
火

災
発

生
の

防
止

 
火

災
防

護
計

画
の

従
来
記

載
で

包
含
し

て
い

る
た

め
改

定
な

し
。

 

５
．

 火
災

の
感

知
及
び

消
火

 
 

 
 

５
．

１
 

火
災

感
知

設
備

に
つ

い
て
 

 

 
 

 

３
．

火
災

の
感

知
お

よ
び

消
火

 

（
１

）
火

災
感

知
設

備
 

 

火
災

防
護

計
画

の
従

来
記

載
で

包
含
し

て
い

る
た

め
改

定
な

し
。

 

５
．

２
 

消
火

設
備

に
つ

い
て

 
 

 
（

２
）
消

火
設

備
 

 

火
災

防
護

計
画

の
従

来
記

載
で

包
含
し

て
い

る
た

め
改

定
な

し
。
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添
付

－
１

  

火
災

防
護

に
関

す
る

説
明

書
（

該
当
箇

所
抜

粋
）
 

火
災

防
護

計
画

 
第

９
章

（
該

当
箇

所
抜

粋
）
 

備
考

、
改

定
内

容
 

６
．

 火
災

防
護

計
画
 

 
 

 

（
１

）
組

織
体

制
、

教
育

訓
練
及

び
手
順

 

計
画

を
遂

行
す

る
た

め
の

体
制

、
責
任

の
所

在
、

責
任

者
の

権
限
、

体
制

の
運

営
管

理
、

必
要

な
要

員
の

確
保

及
び

教
育

訓
練

並
び

に
火
災

防
護

対
策

を
実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

手

順
等

に
つ

い
て

定
め

る
。

 

         

６
．

体
制
 

火
災

発
生

時
の

原
子

炉
施

設
の

保
全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

た
め
、

通
報

連
絡

者
、

運
転

員
お

よ
び

専
属

消
防

隊
に

よ
る

消
火

要
員

が
常

駐
す

る
と
と

も
に

、
火

災
発
生

時
に

は
、

所
員

に
よ

り
編
成

す
る

自
衛

消
防

隊
を

所
長

の
判

断
に

よ
り

設
置

す
る
。

 

 ７
．

手
順

の
整

備
 

（
１

）
火

災
が

発
生

し
て

い
な

い
平

常
時

の
対

応
 

（
２

）
火

災
発

生
時

の
対

応
 

（
３

）
消

火
設

備
の

う
ち

、
自

動
消

火
設

備
を

設
置

す
る

火
災

区
域
ま

た
は

火
災

区
画

に
お

け
る

火
災

発
生

時
の

対
応

 

（
９

）
屋

外
消

火
配

管
の

凍
結

防
止

対
策

の
対

応
 

（
1
0
）
消

火
用

水
の

供
給

優
先

の
対

応
 

（
1
2
）
火

災
予

防
活

動
（

可
燃

物
管

理
）

 

（
1
3
）
火

災
予

防
活

動
（

火
気

作
業

等
の

管
理

）
 

火
災

防
護

計
画

の
従

来
記

載
で

包
含
し

て
い

る
た

め
改

定
な

し
。

 

（
２

）
 
重

大
事

故
等

対
処

施
設

（
緊

急
時

対
策

所
）
 

ａ
．

重
大

事
故

等
対

処
施

設
（

緊
急
時

対
策

所
）

に
つ

い
て

は
、
火

災
の

発
生

防
止

、
火

災
の

早
期

感
知

及
び

消
火

の
深

層
防

護
の

概
念

に
基

づ
き
、

必
要

な
火
災

防
護

対
策

を
行

う
こ

と
に

つ
い

て
定

め
る

。
 

ｂ
．

重
大

事
故

等
対

処
施

設
（

緊
急
時

対
策

所
）

を
設

置
す

る
エ
リ

ア
で

火
災

が
発

生
し

た
場

合
に

お
け

る
消

火
の

手
順

に
つ

い
て

、
火

災
防

護
計
画

に
定

め
る
。

 

ｃ
．

水
素

を
貯

蔵
す

る
水

素
含

有
ボ
ン

ベ
は

、
火

災
区

域
内

で
貯
蔵

し
な

い
こ

と
と

す
る

。
 

ｄ
．

有
機

溶
剤

を
使

用
す

る
場

合
は
滞

留
防

止
を

行
う

こ
と

。
 

１
．

～
３

．
に

て
記

載
（

上
述

）
 

      

火
災

防
護

計
画

の
従

来
記

載
で

包
含
し

て
い

る
た

め
改

定
な

し
。

 

（
３

）
可

搬
型

重
大

事
故

等
対
処

設
備
（

緊
急

時
対

策
所

）
 

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

（
緊

急
時

対
策

所
）
に

つ
い

て
は
、

設
備

等
に

応
じ

た
火

災
防

護
対

策
を

行
う

こ
と

に
つ

い
て

定
め

る
。
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
（
緊

急
時

対

策
所

）
の

主
要

な
火

災
防

護
対

策
は

以
下

の
と
お

り
。

 

  

ａ
．

火
災

発
生

防
止
 

（
ａ

）
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
（

緊
急

時
対

策
所

）
の

う
ち

、
発

火
性

又
は
引

火
性

物

質
で

あ
る

潤
滑

油
及

び
燃

料
油

を
内

包
す
る

設
備

は
、

溶
接

構
造

、
シ

ー
ル
構

造
の

採

用
に

よ
り

漏
え

い
の

防
止

対
策

を
講

じ
る
。

 

 

（
ｂ

）
有

機
溶

剤
を

使
用

す
る

場
合

は
滞

留
防

止
を

行
う

こ
と

。
 

 

（
ｃ

）
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
（

緊
急

時
対

策
所

）
の

保
管

に
当

た
っ

て
は
、

保
管

エ

８
．

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

、
多

様
性
拡

張
設

備
お

よ
び
そ

の
他

発
電

用
原

子
炉

施
設
 

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

、
多
様

性
拡

張
設

備
お

よ
び

そ
の
他

の
発

電
用

原
子

炉
施

設
に

つ
い

て
は

、
設

備
等

に
応

じ
た

火
災

防
護

対
策

を
行
う

。
可

搬
型

重
大
事

故
等

対
処

設
備

、
多

様
性
拡

張
設

備
お

よ
び

そ
の

他
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

主
要
な

火
災

防
護

対
策
は

以
下

の
と

お
り

。
 

（
１

）
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
 

 

ａ
．

火
災

発
生

防
止

 

（
ｂ

）
可

搬
型

重
大

事
故

等
対
処

設
備
の

う
ち

、
発

火
性

ま
た

は
引

火
性
物

質
で

あ
る

潤
滑

油

お
よ

び
燃

料
油

を
内

包
す

る
設

備
は
、

溶
接

構
造

、
シ

ー
ル

構
造
の

採
用

に
よ

り
漏

え

い
の

防
止

対
策

を
講

じ
る

。
 

 

２
．

に
て

記
載

（
上

述
）
 

 

（
ｃ

）
可

搬
型

重
大

事
故

等
対
処

設
備
の

保
管

に
当

た
っ

て
は

、
保

管
エ
リ

ア
内

で
の

他
設

備

火
災

防
護

計
画

の
従

来
記

載
で

包
含
し

て
い

る
た

め
改

定
な

し
。

 

 な
お

、
緊

急
時

対
策

所
に

係
る

可
搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
は

以
下

の
通

り
。

 

・
ト

ラ
ン

シ
ー

バ
ー
 

・
携

行
型

通
話

装
置
 

・
衛

星
電

話
（

携
帯

）
 

・
衛

星
電

話
（

可
搬

）
 

・
緊

急
時

対
策

所
外

可
搬

型
エ

リ
ア
モ

ニ
タ

 

・
緊

急
時

対
策

所
内

可
搬

型
エ

リ
ア
モ

ニ
タ
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添
付

－
１

  

火
災

防
護

に
関

す
る

説
明

書
（

該
当
箇

所
抜

粋
）
 

火
災

防
護

計
画

 
第

９
章

（
該

当
箇

所
抜

粋
）
 

備
考

、
改

定
内

容
 

リ
ア

内
で

の
他

設
備

へ
の

火
災

の
影

響
を
軽

減
す

る
た

め
、

金
属

製
の

容
器
へ

の
収

納
、

不
燃

シ
ー

ト
に

よ
る

養
生

、
又

は
距
離

に
よ

る
離

隔
を

考
慮

し
て

保
管
す

る
。

 

 

（
ｄ

）
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
（

緊
急

時
対

策
所

）
保

管
エ

リ
ア

内
の

潤
滑
油

及
び

燃

料
油

を
内

包
す

る
機

器
は

、
可

燃
物

に
隣
接

す
る

場
所

に
は

配
置

し
な

い
等
の

エ
リ

ア

外
へ

の
延

焼
防

止
を

考
慮

す
る

。
 

 

（
ｅ

）
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
（

緊
急

時
対

策
所

）
の

保
管

エ
リ

ア
内

外
の
境

界
付

近

に
可

燃
物

を
置

か
な

い
管

理
を

実
施

す
る
。

 

 

（
ｆ

）
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
（

緊
急

時
対

策
所

）
は

、
地

震
に

よ
る

火
災
の

発
生

を

防
止

す
る

た
め

の
転

倒
防

止
対

策
を

実
施
す

る
。

 

 

（
ｇ

）
竜

巻
（

風
（

台
風

）
含

む
。
）

に
よ
る

火
災

に
お

い
て
、

重
大
事

故
等

に
対

処
す

る
機

能

が
損

 
 な

わ
れ

な
い

よ
う

、
可

搬
型

重
大
事

故
等

対
処

設
備

（
緊

急
時

対
策
所

）
の

分

散
配

置
又

は
固

縛
を

実
施

す
る

。
 

 

ｂ
．

火
災

の
感

知
及

び
消

火
 

（
ａ

）
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
（

緊
急

時
対

策
所

）
保

管
エ

リ
ア

の
火

災
感
知

器
は

、

早
期

に
火

災
感

知
で

き
る

よ
う

に
、

固
有
の

信
号

を
発

す
る

異
な

る
種

類
の
火

災
感

知

器
を

設
置

す
る

。
 

 

（
ｂ

）
屋

外
の

保
管

エ
リ

ア
の

火
災

感
知

は
、

炎
感

知
器

と
熱

感
知

器
に

よ
り

感
知
が

で
き

る

範
囲

に
、

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備
（

緊
急

時
対

策
所

）
を

保
管

す
る
こ

と
に

よ

り
実

施
す

る
。

 

 

（
ｃ

）
屋

外
の

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

（
緊

急
時

対
策

所
）

保
管

エ
リ

ア
の
火

災
感

知

器
は

、
故

障
時

に
早

期
に

取
り

替
え

ら
れ
る

よ
う

予
備

を
保

有
す

る
。

 

 

（
ｄ

）
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
（

緊
急

時
対

策
所

）
の

保
管

エ
リ

ア
の

消
火
の

た
め

、

消
火

器
又

は
消

火
栓

を
設

置
す

る
。

 

へ
の

火
災

の
影

響
を

軽
減

す
る

た
め
、

金
属

製
の

容
器

へ
の

収
納
、

不
燃

シ
ー

ト
に

よ

る
養

生
、

ま
た

は
距

離
に

よ
る

離
隔
を

考
慮

し
て

保
管

す
る

。
 

 

（
ｅ

）
可

搬
型

重
大

事
故

等
対
処

設
備
保

管
エ

リ
ア

内
の

潤
滑

油
お

よ
び
燃

料
油

を
内

包
す

る

機
器

は
、

エ
リ

ア
外

へ
の

延
焼

防
止
を

考
慮

し
、

可
燃

物
に

隣
接
す

る
場

所
に

は
配

置

し
な

い
。
 

 

（
ｆ

）
可

搬
型

重
大

事
故

等
対
処

設
備
の

保
管

エ
リ

ア
内

外
の

境
界

付
近
に

可
燃

物
を

置
か

な

い
管

理
を

実
施

す
る

。
 

 

（
ｇ

）
可

搬
型

重
大

事
故

等
対
処

設
備
は

、
地

震
に

よ
る

火
災

の
発

生
を
防

止
す

る
た

め
の

転

倒
防

止
対

策
を

実
施

す
る

。
 

 

（
ｈ

）
竜

巻
（

風
（

台
風

）
含
む

。
）
に

よ
る

火
災

に
お

い
て

、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
機

能

が
損

な
わ

れ
な

い
よ

う
、

可
搬

型
重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

分
散
配

置
ま

た
は

固
縛

を

実
施

す
る

。
 

 

ｂ
．

火
災

の
感

知
お

よ
び

消
火

 

（
ａ

）
可

搬
型

重
大

事
故

等
対
処

設
備
保

管
エ

リ
ア

の
火

災
感

知
器

は
、
早

期
に

火
災

感
知

で

き
る

よ
う

に
、

固
有

の
信

号
を

発
す
る

異
な

る
種

類
の

火
災

感
知
器

を
設

置
す

る
。
 

  

（
ｂ

）
屋

外
の

保
管

エ
リ

ア
の
火

災
感
知

は
、

炎
感

知
器

と
熱

感
知

器
に
よ

り
感

知
が

で
き

る

範
囲

に
、

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処
設

備
を

保
管

す
る

こ
と

に
よ
り

実
施

す
る

。
 

  

（
ｃ

）
屋

外
の

可
搬

型
重

大
事
故

等
対
処

設
備

保
管

エ
リ

ア
の

火
災

感
知
器

は
、

故
障

時
に

早

期
に

取
り

替
え

ら
れ

る
よ

う
予

備
を
保

有
す

る
。
 

 

（
ｄ

）
可

搬
型

重
大

事
故

等
対
処

設
備
の

保
管

エ
リ

ア
の

消
火

の
た

め
、
消

火
器

お
よ

び
消

火

栓
を

設
置

す
る

。
 

・
可

搬
式

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

ポ
ス

ト
 

・
電

離
箱

サ
ー

ベ
イ

メ
ー

タ
 

・
Ｎ

ａ
Ｉ

シ
ン

チ
レ

ー
シ

ョ
ン

サ
ー
ベ

イ
メ

ー
タ

 

・
汚

染
サ

ー
ベ

イ
メ

ー
タ

 

・
Ｚ

ｎ
Ｓ

シ
ン

チ
レ

ー
シ

ョ
ン

サ
ー
ベ

イ
メ

ー
タ

 

・
β

線
サ

ー
ベ

イ
メ

ー
タ

 

・
空

気
供

給
装

置
 

・
緊

急
時

対
策

所
非

常
用

空
気

浄
化
フ

ァ
ン

 

・
緊

急
時

対
策

所
非

常
用

空
気

浄
化
フ

ィ
ル

タ
ユ

ニ
ッ

ト
 

・
安

全
弁

（
空

気
供

給
装

置
用

）
 

・
小

型
船

舶
 

・
可

搬
式

ダ
ス

ト
サ

ン
プ

ラ
 

・
電

源
車

 
（

緊
急

時
対

策
所

用
）

内

燃
機

関
 

・
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
ー
 

・
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
ー

給
油

ラ
イ

ン
接
続

用
1
9
.
5
m
ホ

ー
ス

 

・
酸

素
濃

度
計

[緊
急
時

対
策

所
用

] 
・

二
酸

化
炭

素
濃

度
計
[
緊

急
時

対
策

所
用

] 

       

263



別紙 

（改定イメージ）表１ 重大事故等対処施設一覧表 
火災区域・区画 設備名称 備考 

… 

 中央制御室非常用循環フィルタユニット  

 

衛星電話（固定）  
緊急時衛星通報システム  
ＳＰＤＳ表示装置  
統合原子力防災ネットワークに接続する 
通信連絡設備 

 

… 

 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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大飯発電所原子炉施設保安規定に係る補足説明資料 

 

実条件性能確認について 
 

  

補足説明資料－１０ 
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１．はじめに 

  保安規定のサーベイランスについては、新検査制度の導入に合わせて、保安規定審査基

準で実条件性能確認が求められ、その考え方等を整理している（添付資料１参照）。 

  今回変更する緊急時対策所の運転上の制限に係る条文のサーベイランスについても、

上記同様、実条件性能確認に適合することを本資料で説明する。 

  

２．緊急時対策所のサーベイランスについて 

 緊急時対策所のサーベイランスについて、実条件性能（設置許可要求事項）に対し、保

安規定におけるサーベイランスでの確認項目（内容としては、定期事業者検査等、月例

試験等の項目で担保）を整理した結果、実条件性能を確認できる内容となっている（添

付資料２）。 

 

以 上 

266



 

添付資料１ 
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添付資料２

実条件性能確認との差異 実条件性能確認評価

90条

表90-15　電源設備
　90-15-1　空冷式非常用
発電装置からの給電

（発電室長、当直課長）
空冷式非常用発電装置

【基本設計方針】
設計基準事故対処設備の電源が喪失(全交流動力電源喪失)した
場合に、重大事故等時に対処するために空冷式非常用発電装置
を中央制御室の操作にて速やかに起動し、空冷式非常用発電装
置中継・接続盤(6 ，600V、320A以上のものを1個(以下同じ。) )、
代替所内電気設備高圧ケープ、ル分岐盤、代替所内電気設備高
圧ケーブルコネクタ接続盤(6 ，600V、320A以上のものを1個)、代
替所内電気設備高圧ケーブル接続盤(6 ，600V、320A以上のもの
を1個)を経由して非常用高圧母線へ接続することで電力を供給で
きる設計とする。

【要目表】
⑤容量　1,825kVA/個
⑥回転速度　1,800rpm
⑦電圧　6,600V
⑧周波数　60Hz
⑨力率　80 (遅れ)％

(SR)
空冷式非常用発電装置
・発電機を起動し、運転状態（電圧等）に異常がないことを確認する。（定期検査時）
・発電機を起動し、動作可能であることを確認する。（１ヶ月に１回）

(LCO)
空冷式非常用発電装置による電源系１系統※１が動作可能であること
※１：１系統とは、モード１、２、３、４、５および６において空冷式非常用発電装置２台、使用済燃料
ピットに燃料体を貯蔵している期間において空冷式非常用発電装置１台。

その他非常用発電装置の機能
検査

電圧　　　：6,600V±330V
周波数　 ：60Hz±1.2Hz
回転速度： 1,800±36rpm
容量      ：1,825kVA/個以上
運転状態： ・不規則、断続的な異音がないこと
　　　　　　　・過熱による異臭がないこと
　　　　　　　・不規則な振動がないこと
定格負荷しゃ断時の調速機能：非常調速装置が作動しないこと

空冷式非常用発電装置起動試
験

（機関）
　異音：不規則な音、断続的な音がないこと。
　異臭：過熱による異臭がないこと。
　振動：不規則な振動がないこと。
　漏えい：各系統配管接続部より著しい漏えいがないこと。
　　　　　　(ごく軽度のにじみの程度を超えないこと。)

（発電機）
　電圧(V)：6,600±330
　周波数(Hz)：60.0±1.2
　異音：不規則な音、断続的な音がないこと。
　異臭：過熱による異臭がないこと。
　振動：不規則な振動がないこと。

○定格容量試験【月例等】
下記の通り、原子炉運転中に実施することは原子力安全上困難
と考える。
①母線に接続できないため、定格出力に対する負荷がない

左記確認を原子炉運転中に実施することは困難であることから実
条件性能確認に対しては下記の通り。

【定事検】
・負荷試験により、性能確認を実施している。
【月例試験】
・負荷試験（恒設代替低圧注水ポンプへの供給）により、電力を供
給できること、運転状態及び関連パラメータを確認していることか
ら、実条件性能を確認していると整理する。

以上の組み合わせにより実条件性能を確認していると整理する。

【基本設計方針】
①可搬式モニタリングポストは、発電用原子炉施設から放出され
る放射線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録できる
設計とする。
②記録は電磁的に記録、保存し、電源喪失により保存した記録が
失われず、必要な容量を保存できる設計とする。
③また、指示値は、無線（衛星系回線）により伝送し、緊急時対策
所で監視できる設計とする。

【要目表】
①計測範囲　10nGy/h～100mGy/h

(SR)
可搬式モニタリングポスト
・可搬式モニタリングポストの機能検査を実施する。（１年に１回）
・可搬式モニタリングポストが動作可能であることを確認する。（３ ヶ月に１回）

(LCO)
表90－18に定める機能、系統数及び所要数がそれぞれの適用モードにおいて動作可能であるこ
と。
　可搬式モニタリングポスト所要数：１０個

－ －

①可搬型重大事故等対処放管
設備健全性確認検査

②定期点検

①【３ヶ月に１回】【1年に1回】
標準線源を照射し、指示値が基準空気吸収当量率±２０％以内
であること。

②【1年に1回】
　相対基準誤差
　　　基準空気吸収当量率±２０％以内であること。
　通信試験
　　　監視用端末と通信できること。

差異なし
（計測範囲については、各測定レンジ毎に基準線量率との誤差を
確認している）

「記録は電磁的に記録、保存し、電源喪失により保存した記録が
失われず、必要な容量を保存できる設計とする」については、定
期的に確認していないが、ＳＤカードによる記録、保存であり記録
容量や記録保持の機能に問題はない。

(SR)
電離箱サ－ベイメ－タ
・電離箱サ－ベイメ－タの機能検査を実施する。（１年に１回）
・電離箱サ－ベイメ－タが動作可能であることを確認する。（３ ヶ月に１回）

(LCO)
表90－18に定める機能、系統数及び所要数がそれぞれの適用モードにおいて動作可能であるこ
と。
　電離箱サ－ベイメ－タ所要数：２個

－ －

①可搬型重大事故等対処放管
設備健全性確認検査

②定期点検

①【３ヶ月に１回】【1年に1回】
標準線源を照射し、指示値が基準線量当量率±１０％以内である
こと。

②【1年に1回】
・動作確認
　　動作に問題ないこと。
・線源校正誤差
　　　基準線量当量率±１０％以内であること。

差異なし
（計測範囲については、各測定レンジ毎に基準線量率との誤差を
確認している）

－

可搬型重大事故等対処放管設
備健全性確認検査

【３ヶ月に１回】
（可搬式ダストサンプラ）
　電源入で動作し、動作に異常のないこと。
（汚染サーベイメータ）
　標準線源を照射し、デジタル指示値が基準計数率±25%以内で
あること。
（ＮａＩシンチレーションサーベイメータ）
　標準線源を照射し、デジタル指示値が基準空気吸収線量率±
15%以内であること。
（ZnSシンチレーションサーベイメータ）
　標準線源を照射し、デジタル指示値が基準計数率－7.7%+25%以
内であること。
（β線サーベイメータ）
　標準線源を照射し、デジタル指示値が基準計数率±25%以内で
あること。

差異なし
（計測範囲については、各測定レンジ毎に基準線量率との誤差を
確認している）

－

可搬型重大事故等対処放管設
備健全性確認検査

【1年に1回】
（可搬式ダストサンプラ）
　・10分間運転後に自動停止時間が600秒±10％以内であるこ
と。
　・ろ紙HE-40T(φ110mm)装着時の吸引流量(20℃換算)が
120L/min以上であること。
　・ろ紙HE-40T(φ110mm)＋チャコールカートリッジCHC-50装着
時の吸引流量(20℃換算)が25L/min以上であること。
（汚染サーベイメータ）
　・単体機器の性能に問題ないこと。
　・標準線源を照射し、デジタル指示値より算出した機器効率が
30.0%/2π±25%以内(22.5%/2π～37.5%/2π)であること。
（ＮａＩシンチレーションサーベイメータ）
　・単体機器の性能に問題ないこと。
　・標準線源を照射し、デジタル指示値が基準空気吸収線量率±
15%以内であること。
（ZnSシンチレーションサーベイメータ）
　・単体機器の性能に問題ないこと。
　・標準線源を照射し、デジタル指示値より算出した機器効率が
32.5%/2π±25%以内および30.0%/2π以上(30.0%/2π～40.6%/2
π)であること。
（β線サーベイメータ）
　・単体機器の性能に問題ないこと。
　・標準線源を照射し、デジタル指示値より算出した機器効率が
30.0%/2π±25%以内(22.5%/2π～37.5%/2π)であること。

差異なし
（計測範囲については、各測定レンジ毎に基準線量率との誤差を
確認している）

－

定期点検

【1年に1回】
（可搬式ダストサンプラ）
　ろ紙HE-40T(φ110mm)装着時の吸引流量(20℃換算)が
120L/min以上であること。
（汚染サーベイメータ）
　標準線源を照射し、デジタル指示値より算出した機器効率が
30.0%/2π±25%以内(22.5%/2π～37.5%/2π)であること。
　模擬信号の基準入力に対して±3%+1ﾃﾞｼﾞｯﾄ以内であること。
（ＮａＩシンチレーションサーベイメータ）
　標準線源を照射し、デジタル指示値が基準空気吸収線量率±
15%以内であること。
（ZnSシンチレーションサーベイメータ）
　標準線源を照射し、デジタル指示値より算出した機器効率が
32.5%/2π±25%以内および30.0%/2π以上(30.0%/2π～40.6%/2
π)であること。
　模擬信号の基準入力に対して±3%+1ﾃﾞｼﾞｯﾄ以内であること。
（β線サーベイメータ）
　標準線源を照射し、デジタル指示値より算出した機器効率が
30.0%/2π±25%以内(22.5%/2π～37.5%/2π)であること。
　模擬信号の基準入力に対して±3%+1ﾃﾞｼﾞｯﾄ以内であること。

差異なし
（計測範囲については、各測定レンジ毎に基準線量率（模擬入
力）との誤差を確認している）

－

(SR)
小型船舶
・小型船舶が使用可能であることを確認する。（３ヶ月に１回）

(LCO)
表90－18に定める機能、系統数及び所要数がそれぞれの適用モードにおいて動作可能であるこ
と。
　小型船舶所要数：１台

－ －

①可搬型重大事故等対処放管
設備健全性確認検査

②定期点検

①【３ヶ月に１回】
健全性に影響を及ぼす有害な欠陥（表面のかき傷、磨耗、クラッ
ク、腐食等の欠陥のうち、機器の健全性に影響を及ぼすもの）の
ないこと、長期保管措置がされていること、および付属品が必要
数揃っていること。

②【1年に1回】
　・取水口にて3名が乗船し航行に支障がないこと。
　・緊急停止機能が作動すること。
　・長期保管措置を実施すること。

差異なし －

(SR)
可搬型放射線計測装置
可搬式ダストサンプラ、汚染サ－ベイメ－タ、ＮａＩシンチレ－ションサ－ベイメ－タ、ＺｎＳシンチレ－
ションサ－ベイメ－タ、β線サ－ベイメ－タ
・可搬型放射線計測装置の機能検査を実施する。（１年に１回）
・可搬型放射線計測装置が動作可能であることを確認する。（３ ヶ月に１回）

(LCO)
表90－18に定める機能、系統数及び所要数がそれぞれの適用モードにおいて動作可能であるこ
と。
　可搬式ダストサンプラ所要数：２個
　汚染サ－ベイメ－タ所要数：２個
　ＮａＩシンチレ－ションサ－ベイメ－タ所要数：２個
　ＺｎＳシンチレ－ションサ－ベイメ－タ所要数：１個
　β線サ－ベイメ－タ所要数：１個

－ －

表90-18　監視測定装置
　90-18-1　監視測定装置

（放射線管理課長）
可搬式モニタリングポスト
電離箱サ－ベイメ－タ
可搬型放射線計測装置
小型船舶

【基本設計方針】
①重大事故等が発生した場合に、発電所及びその周辺（発電所
の周辺海域を含む。）において発電用原子炉施設から放出される
放射性物質の濃度（空気中、水中、土壌中）及び放射線量を監視
し、測定するための移動式周辺モニタリング設備としてＮａＩシンチ
レーションサーベイメータ、汚染サーベイメータ、ＺｎＳシンチレー
ションサーベイメータ、β線サーベイメータ及び電離箱サーベイ
メータを設け、測定結果を記録できるように測定値を表示する設
計とし、可搬式ダストサンプラは個数2（予備1）を保管する。
②発電所の周辺海域においては、小型船舶は台数1（予備1）を用
いる設計とする。
③これらの設備は、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破
損が発生した場合に放出されると想定される放射性物質の濃度
及び放射線量を測定できる設計とする。

【要目表】
①計測範囲
　　　電離箱サーベイメータ　1μGy/h～300mGy/h
　　　ＮａＩシンチレーションサーベイメータ　0.01nGy/h～30mGy/h

　　　汚染サーベイメータ　0kmin
-1

～300kmin
-1

　　　ＺｎＳシンチレーションサーベイメータ　0kmin
-1

～99.9kmin
-1

　　　β線サーベイメータ　0kmin
-1

～300kmin
-1

　　　　（可搬式ダストサンプラ、小型船舶除く）
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（許認可要求事項）

保安規定（サーベイランス、運転上の制限） 定期事業者検査等名称 定期事業者検査等での判定基準 月例等定期試験名称
月例等試験の判定基準（チェックシート等での記載内

容）

「実条件性能確認」適合の考え方
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実条件性能確認との差異 実条件性能確認評価
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定

条文
系統名

実条件性能
（許認可要求事項）

保安規定（サーベイランス、運転上の制限） 定期事業者検査等名称 定期事業者検査等での判定基準 月例等定期試験名称
月例等試験の判定基準（チェックシート等での記載内

容）

「実条件性能確認」適合の考え方

90条

表90-18　監視測定装置
　90-18-1　監視測定装置

（計装保修課長）
可搬式気象観測装置

【基本設計方針】
①可搬式気象観測装置は、重大事故等が発生した場合に、発電
所において風向、風速、その他の気象条件を測定し、測定結果を
記録できる設計とし、電磁的に記録、保存し、電源喪失により保存
した記録が失われない設計とする。
②また、記録は必要な容量を保存できる設計とするとともに、記録
の管理については運用を定める。
③また、指示値は、無線により伝送し、緊急時対策所で監視でき
る設計とする。

(SR)
可搬式気象観測装置
・可搬式気象観測装置の機能検査を実施する。（１年に１回）
・可搬式気象観測装置が動作可能であることを確認する。（３ ヶ月に１回）

(LCO)
(1)表90－18に定める機能、系統数及び所要数がそれぞれの適用モードにおいて動作可能であるこ
と

－ －

①可搬式気象観測装置機能確
認試験

②可搬式気象観測装置動作確
認試験

①【1年に1回】
１）組立検査
a．各測器を設置場所にて組み立てられること。
b．測定した結果を無線により伝送し、緊急時対策所にて測定結
果が確認できること。
２）測器機能検査
a．入出力試験の結果が許容範囲を満足していること。
b．各気象測器単体の健全性が検定書等の記録により確認できる
こと。
３）特性検査
　　特性試験の結果が特性検査判定基準値一覧に記載している
許容範囲を満足していること。

②【３ヶ月に１回】
１）外観検査
a．資機材が必要数配備されていること。
b．機能・性能に影響の与える有害な欠陥のないこと。
２）動作確認
a．データロガーにて各測器の指示が確認できること。
b．データロガーの電源を投入しディスプレイが表示されること。
３）通信確認
a．データ伝送用送信機および恒設機器を用いたループを構築し
無線通信が確立できること。

差異なし －

表90-19　緊急時対策所
　90-19-1　代替電源設備
からの給電

（電気保修課長）
電源車（緊急時対策所用）

【基本設計方針】
⑭緊急時対策所は、代替交流電源からの給電を可能な設計とし、
代替電源設備からの給電を可能とするよう、希ガス等の放射性物
質の放出時に緊急時対策所の外側で操作及び作業を行わないこ
とを考慮しても1台で緊急時対策所に給電するために必要な容量
を有する電源車（緊急時対策所用）（３・４号機共用）を予備も含め
て設けることで、多重性を確保する。

【要目表】
⑤容量　220kVA/個
⑥回転速度　1,800rpm
⑦電圧　440V
⑧周波数　60Hz
⑨力率　80 (遅れ)％

(SR)
電源車（緊急時対策所用）
・発電機を起動し、運転状態（電圧等）に異常がないことを確認する。（１年に１回）
・発電機を起動し、動作可能であることを確認する。（３ヶ月に１回）

(LCO)
電源車（緊急時対策所用）２台が動作可能であること

可搬型代替電源設備検査

.電源車(緊急時対策所用)
電源車の負荷試験を実施し、下表を満足すること。
　発電機容量：176 kW/個 以上
　発電機電圧：440 ± 22 V
　発電機周波数：60 ± 1.2 Hz

電源車（緊急時対策所用）健全
性確認試験

【１年に１回】
発電機を起動し、運転状態に異常のないこと。

【３ヶ月に１回】
発電機を起動し、動作可能であること。

差異なし
―

【要目表】
③効率
単体除去効率
・微粒子フィルタ　99.97以上%　（0.15μm粒子）
・よう素フィルタ　95%以上（有機よう素） 99%以上（無機よう素）
（相対湿度95%、温度30℃において）
総合除去効率
・微粒子フィルタ　99.99以上%/個　（0.7μm粒子）
・よう素フィルタ　99.75%以上%/個（有機よう素） 99.99以上%/個（無
機よう素）
（相対湿度95%、温度30℃において）

【3ヶ月に1回】
（１）緊急時対策所空気浄化系（ファンおよびフィルタユニット）が動
作可能であること。

(SR)
緊急時対策所空気浄化系
・緊急時対策所空気浄化系（ファンおよびフィルタユニット）が動作可能であることを確認する。（３ヶ
月に１回）
・緊急時対策所非常用空気浄化フィルタユニットよう素除去効率（総合除去効率）が99.75 %（有機よ
う素）以上および99.99 %（無機よう素）以上であることを確認する。（１年に１回）

(LCO)
(1)緊急時対策所空気浄化系１系統※１が動作可能であること
※１：１系統とは、緊急時対策所非常用空気浄化ファン１台および緊急時対策所非常用空気浄化
フィルタユニット１基。

表90-19　緊急時対策所
　90-19-2　居住性の確保

（原子炉保修課長）
緊急時対策所非常用空気
浄化ファン
緊急時対策所非常用空気
浄化フィルタユニット

非常用換気空調設備検査
緊急時対策所空気浄化設備動
作確認試験

90条

1. 機能・性能検査
　(1)よう素フィルタ性能検査
・単体除去効率が判定基準を満足すること。
・次式により求めたよう素フィルタの総合除去効率(2段)が判定基準を満足
すること。
なお、総合除去効率は無機よう素と有機よう素で評価する。

(緊急時対策所非常用空気浄化ファン)
【基本設計方針】
緊急時対策所換気設備として緊急時対策所非常用空気浄化ファ
ン（３・４号機共用（以下同じ。））、緊急時対策所非常用空気浄化
フィルタユニット（３・４号機共用（以下同じ。））及び空気供給装置
（３・４号機共用（以下同じ。））を保管する。
緊急時対策所は、緊急時対策所以外の火災により発生する有毒
ガス等に対し、外気からの空気の取り込みを一時停止することに
より、対策要員を防護できる設計とする。
系統に作用する圧力の過度の上昇を適切に防止するために、空
気供給装置出口に安全弁（空気供給装置用）（３・４号機共用、３
号機に保管）を設ける設計とする。
緊急時対策所換気設備は、地震時及び地震後においても緊急時
対策所の気密性とあいまって、緊急時対策所内を制圧に加圧で
き、「２．１中央制御室、緊急時対策所の居住性を確保するための
防護措置」に示す居住性に係る判断基準を満足する設計とする。

【要目表】

③容量　33 以上　m
３
/min/個

⑥出力　5.5kW/個

(緊急時対策所非常用空気浄化フィルタユニット)
【基本設計方針】
緊急時対策所換気設備として緊急時対策所非常用空気浄化ファ
ン（３・４号機共用（以下同じ。））、緊急時対策所非常用空気浄化
フィルタユニット（３・４号機共用（以下同じ。））及び空気供給装置
（３・４号機共用（以下同じ。））を保管する。
緊急時対策所は、緊急時対策所以外の火災により発生する有毒
ガス等に対し、外気からの空気の取り込みを一時停止することに
より、対策要員を防護できる設計とする。
系統に作用する圧力の過度の上昇を適切に防止するために、空
気供給装置出口に安全弁（空気供給装置用）（３・４号機共用、３
号機に保管）を設ける設計とする。
緊急時対策所換気設備は、地震時及び地震後においても緊急時
対策所の気密性とあいまって、緊急時対策所内を制圧に加圧で
き、「２．１中央制御室、緊急時対策所の居住性を確保するための
防護措置」に示す居住性に係る判断基準を満足する設計とする。

差異なし －

a. 総合除去効率(1 段) 
                         漏えい率※ 

総合除去効率（1 段） = 単体除去効率 × １－        （%） 
                          100 

 
なお、総合除去効率（1段）については、前段、後段各々について算出する。 

B－D 
※：漏えい率 =     × 100（%） 

A－C 
A：よう素フィルタ前段上流側フロンガス濃度 
B：よう素フィルタ前段下流側、後段下流側フロンガス濃度 
C：上流側バックグラウンド濃度 
D：下流側バックグラウンド濃度 

 
この場合、漏えい率は次表を満足すること。 

 

 判定基準 

漏えい率 % 0.5 以下 
 
b. 総合除去効率(2 段) 

  
総合除去効率（2段）= 

              総合除去効率（前段）     総合除去効率（後段） 
100× 1－ 1－            × 1－             (%) 

100                     100 
 

 判定基準 

単体除去効率 % 
95 以上(有機よう素) 
99 以上(無機よう素) 

(相対湿度95%、温度30℃において) 

総合除去効率（2段） %/個 
99.75 以上(有機よう素) 
99.99 以上(無機よう素) 

(相対湿度95%、温度30℃において) 
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実条件性能確認との差異 実条件性能確認評価

保安規
定

条文
系統名

実条件性能
（許認可要求事項）

保安規定（サーベイランス、運転上の制限） 定期事業者検査等名称 定期事業者検査等での判定基準 月例等定期試験名称
月例等試験の判定基準（チェックシート等での記載内

容）

「実条件性能確認」適合の考え方

【基本設計方針】
①重大事故等が発生した場合においても、当該事故等に対処す
るために必要な指示を行う要員に加え、原子炉格納容器の破損
等による発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための対策
に対処するために必要な数の要員を含め、重大事故等に対処す
るために必要な数の要員を収容することができるとともに、当該事
故等に対処するために必要な指示を行う要員等がとどまることが
できるよう、適切な遮蔽設計及び換気設計を行い、居住性を確保
する。
②緊急時対策所は、緊急時対策所以外の火災により発生する有
毒ガス等に対し、外気からの空気の取り込みを一時停止すること
により、対策要員を防護できる設計とする。
③緊急時対策所換気設備は、地震時及び地震後においても緊急
時対策所の気密性とあいまって、緊急時対策所内を制圧に加圧
でき、「２．１中央制御室、緊急時対策所の居住性を確保するため
の防護措置」に示す居住性に係る判断基準を満足する設計とす
る。

【要目表】
①容量　27,800リットル以上

(SR)
空気供給装置
・空気供給装置の所要数が使用可能であることを確認する。（３ヶ月に１回）

(LCO)
空気供給装置の所要数が使用可能であること。
　空気供給装置所要数：７２０本

－ －
可搬型重大事故等対処放管設
備健全性確認検査のうち空気供
給装置健全性確認検査

【３ヶ月に１回】
　・使用可能ボンベの所要数が720本設置されていること。
　・使用可能な空気ボンベ720本の総容量が27,800リットル以上あ
ること。
　・設工認予備空気ボンベ80本が設置されていること。
　・設工認予備空気ボンベ80本を使用した場合の空気ボンベ720
本の総容量が27,800リットル以上あること。

差異なし
－

【基本設計方針】
設計基準事故及び重大事故等時の対応として、緊急時対策所内
の酸素濃度及び二酸化炭素濃度を確認する乾電池又は充電池
等を電源とした可搬型の酸素濃度計（３・４号機共用、３号機に保
管（以下同。））及び二酸化炭素濃度計（３・４号機共用、３号機に
保管（以下同じ。））は、事故対策のための活動に支障がない酸素
濃度及び二酸化炭素濃度の範囲にあることが正確に把握できる
設計とする。また、酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は、汎用品
を用いる等容易かつ確実に操作ができるものとする。

(SR)
酸素濃度計
・酸素濃度計が使用可能であることを確認する。（３ヶ月に１回）

二酸化炭素濃度計
・二酸化炭素濃度計が使用可能であることを確認する。（３ヶ月に１回）

(LCO)
酸素濃度計および二酸化炭素濃度計の所要数が動作可能であること。
　酸素濃度計所要数：１個
　二酸化炭素濃度計所要数：１個

－ －

可搬型重大事故等対処放管設
備健全性確認検査のうち濃度計
（酸素濃度計、二酸化炭素濃度
計）動作確認検査

【1年に1回】
１．酸素濃度計
（1）機能・性能に影響を及ぼす有害な欠陥がないこと。
（2）電池を入れて電源ボタンを押すことで、表示部に指示値が表
示されること。
（3）測定範囲及び測定精度が許容範囲内であること。（記録確認）
　　（測定範囲）0～25％
　　（測定精度）±0.5％
２．二酸化炭素濃度計
（1）機能・性能に影響を及ぼす有害な欠陥がないこと。
（2）電池を入れて電源ボタンを押すことで、表示部に指示値が表
示されること。
（3）測定範囲及び測定精度が許容範囲内であること。（記録確認）
　　（測定範囲）0～1vol％※
　※0～2vol％の範囲で測定可能（カタログ値）
　　（測定精度）±（測定範囲の1.5％+指示値の2％）

【3ヵ月に1回】
１．酸素濃度計
（1）電池を入れて電源ボタンを押すことで、表示部に指示値が表
示されること。
２．二酸化炭素濃度計
（1）電池を入れて電源ボタンを押すことで、表示部に指示値が表
示されること。

差異なし
－

【基本設計方針】
エリアモニタリング設備のうち緊急時対策所に設ける緊急時対策
所内可搬型エリアモニタ（３・４号機共用）及び緊急時対策所外可
搬型エリアモニタ（３・４号機共用）は、重大事故等時に緊急時対
策所内への希ガス等の放射性物質の侵入を低減又は防止するた
めの確実な判断ができるよう放射線量を監視、測定し、計測結果
を記録及び保存できる設計とする。

【要目表】
・緊急時対策所外可搬型エリアモニタ(３・４号機共用)
　計測範囲：0.01μSv/h～999.9μSv/h
・緊急時対策所内可搬型エリアモニタ(３・４号機共用)
　計測範囲：0.001mSv/h～99.99mSv/h

(SR)
緊急時対策所内可搬型エリアモニタ
・機能検査を実施する。（１年に１回）
・緊急時対策所内可搬型エリアモニタが動作可能であることを確認する。（３ヶ月に１回）

緊急時対策所外可搬型エリアモニタ
・機能検査を実施する。（１年に１回）
・緊急時対策所外可搬型エリアモニタが動作可能であることを確認する。（３ヶ月に１回）

(LCO)
緊急時対策所内可搬型エリアモニタ、緊急時対策所外可搬型エリアモニタの所要数が動作可能で
あること。
　緊急時対策所内可搬型エリアモニタ所要数：１個
　緊急時対策所外可搬型エリアモニタ所要数：１個

－ －

可搬型重大事故等対処放管設
備健全性確認検査のうち緊急時
対策所（外・内）可搬型エリアモ
ニタ動作確認検査

【1年に1回】
(1）緊急時対策所外可班型エリアモニタ
　　標準線源を照射し、指示値が基準線量当量率±20％以内で
　　あること。
(2)緊急時対策所内可搬型エリアモニタ
　　a.測定範囲0.001～0.009ｍSv/hの判定基準
         基準線量当量率に対して±1digit以内
    b.測定範囲0.010～99.99ｍSv/hの判定基準
         基準線量当量率に対して±10％以内

【3ヵ月に1回】
（1）緊急時対策所外可班型エリアモニタ
可搬型エリアモニタ、監視用パソコンを接続・起動し、監視用パソ
コンの表示部及び記録部が動作すること。
（2）緊急時対策所内可搬型エリアモニタ
緊急時対策所内可搬型エリアモニタを起動し、表示器及び記録計
が動作すること。

差異なし ―

90条

表90-20　通信連絡を行う
ために必要な設備　90-
20-1　通信連絡

（電気保修課長）
衛星電話（固定）
緊急時衛星通報システム
ＴＶ会議システム
ＩＰ電話
ＩＰ－ＦＡＸ

衛星電話（携帯）
衛星電話（可搬）
トランシ－バ－
携行型通話装置

（計装保修課長）
安全パラメ－タ表示システ
ム（ＳＰＤＳ）
安全パラメ－タ伝送システ
ム
ＳＰＤＳ表示装置

【基本設計方針】
①重大事故等が発生した場合において、発電所内の関係要員へ
の指示や発電所外関連箇所との通信連絡等、発電所内外の通信
連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うとともに、発電所内
から発電所外の緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）等へ必要な
データを伝送することができるものとする。

(SR)
衛星電話（固定）、衛星電話（携帯）、衛星電話（可搬）、トランシ－バ－、携行型通話装置、安全パ
ラメ－タ表示システム（ＳＰＤＳ）、安全パラメ－タ伝送システム、ＳＰＤＳ表示装置、緊急時衛星通報
システム、統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（ＴＶ会議システム、ＩＰ電話および
ＩＰ－ＦＡＸ）
・衛星電話（固定）、緊急時衛星通報システム、ＴＶ会議システム、ＩＰ電話およびＩＰ－ＦＡＸの通話、
通信確認を実施する。（１ヶ月に１回）
・衛星電話（携帯）、衛星電話（可搬）、トランシ－バ－および携行型通話装置の通話確認を実施す
る。（３ヶ月に１回）
・ＳＰＤＳ表示装置、安全パラメ－タ表示システム（ＳＰＤＳ）、および安全パラメ－タ伝送システムの
伝送確認を実施する。（１ヶ月に１回）

(LCO)
(1)表90－20に定める機能、系統数及び所要数がそれぞれの適用モードにおいて動作可能であるこ
と

― ―

①通信連絡設備健全性確認試
験

②安全パラメータ表示システム
動作確認試験

①【１ヶ月に１回】
○衛星電話（固定）、緊急時衛星通報システム、ＴＶ会議システ
ム、ＩＰ電話およびＩＰ－ＦＡＸ
・通話、通信が可能であること。
①【３か月に１回】
○衛星電話（携帯）、衛星電話（可搬）、トランシ－バ－および携行
型通話装置
・通話が可能であること。

②【１ヶ月に１回】
１）安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）が正常に動作しているこ
と。
２）ＳＰＤＳ表示装置が正常に動作していること。
３）安全パラメータ伝送システムが正常に伝送していること。
４）安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）およびＳＰＤＳ表示装置
により、収集データが記録されていること。

差異なし
－

90条

表90-19　緊急時対策所
　90-19-2　居住性の確保

（放射線管理課長）
空気供給装置
酸素濃度計
二酸化炭素濃度計
緊急時対策所内可搬型エ
リアモニタ
緊急時対策所外可搬型エ
リアモニタ
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